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条例  

 

 甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい 

う。）第６５条第１項の規定に基づき、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３ 

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め 

るものとする。 

（基本方針） 

第２条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立 

した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族によ

る援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談

及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供するこ

とにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指

すものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ 

たサービスの提供を行うように努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福

祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努める

とともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

- 6 -



 

らない。 

（暴力団の排除） 

第３条 軽費老人ホームの設置者は、その役員及び当該軽費老人ホームの施設を管 

理する者が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に

規定する暴力団員等であってはならない。 

（構造設備等の一般原則） 

第４条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保 

健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流 

の機会が確保されるよう努めなければならない。 

（設備の専用） 

第５条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでな 

ければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この

限りでない。 

（職員の資格要件） 

第６条 軽費老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、法第１９条第１項各

号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれ

らと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

２ 生活相談員は、法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等 

以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 

第７条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者で 

なければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、こ

の限りでない。 

（運営規程） 

第８条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規 

程（以下「運営規程」という。）を定めなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、数及び職務の内容 

⑶ 入所定員 
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⑷ 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第９条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け 

るとともに、非常災害に対する具体的計画を作成して、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならな

い。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、軽費老人ホームの立 

地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとし

なければならない。 

３ 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な 

措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め 

なければならない。 

５ 軽費老人ホームは、非常災害の際に入所者及び職員が必要とする飲料水、食 

糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなけれ 

ばならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録 

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 入所者に提供するサービスに関する計画 

⑵ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第１８条第４項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第３２条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 第３４条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい 
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 ての記録 

（設備の基準） 

第１１条 軽費老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建 

物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を 

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の軽費老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されている

ものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな

い。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調 

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初 

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお 

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等 

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の 

社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運

営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がな

いときは、設備の一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 談話室、娯楽室又は集会室 

⑶ 食堂 

⑷ 浴室 

⑸ 洗面所 

⑹ 便所 
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⑺ 調理室 

⑻ 面談室 

⑼ 洗濯室又は洗濯場 

⑽ 宿直室 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号、第４号及び第７号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供 

上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積は、２１．６平方メートル（エの設備を除いた有効面積 

は１４．８５平方メートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合に 

あっては、３１．９平方メートル以上とする。 

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。 

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必 

要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。 

⑶ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、１０程度の数の居室及び当該居室に近接して 

設けられる共同生活室（当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂

として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。）により構

成される区画における設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供 

上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積は、１５．６３平方メートル（エの設備を除いた有効面 

積は１３．２平方メートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合に 

あっては、２３．４５平方メートル以上とする。 

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同 
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生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの

便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。 

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 共同生活室 

ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふ

さわしい形状を有すること。 

イ 必要な設備及び備品を備えること。 

６ 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次のとおりと 

する。 

⑴ 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。 

⑵ 居室が２階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。 

（職員配置の基準） 

第１２条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。た 

だし、入所定員が４０人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図るこ

とにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム（入所者に提供す

るサービスに支障がない場合に限る。）にあっては第４号の栄養士を、調理業務

の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を置かないことがで

きる。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 生活相談員 入所者の数が１２０又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 介護職員 

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（甲府市指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成３１年３月条例第４号）第２０７条第１項に規定する指定特定施設入居者

生活介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防特定施設入居者生活介護（甲

府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例（平成３１年３月条例第５号）第１７１条第１項に規定する指定介

護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特

定施設入居者生活介護（甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
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及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）第

１３０条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。）の提供を受けていない者をいう。以下同じ。）の数が３０以下

の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１以上 

イ 一般入所者の数が３０を超えて８０以下の軽費老人ホームにあっては、常

勤換算方法で、２以上 

ウ 一般入所者の数が８０を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法 

で、２に実情に応じた適当数を加えて得た数 

⑷ 栄養士 １以上 

⑸ 事務員 １以上 

⑹ 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設 

置又は再開の場合は、推定数による。 

３ 第 1 項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該 

軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の

職員の員数に換算する方法をいう。 

４ 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当 

該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち、１ 

人以上は、常勤でなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定 

地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に

提供するサービスに支障がないときは、第１項第２号の生活相談員のうち１人を

置かないことができる。 

７ 第１項第３号の介護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第３号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設 

等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホーム

の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービ

スに支障がないときは、あらかじめ、入所者の全員の同意を得て、当該介護職員
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のうち１人を置かないことができる。 

９ 第６項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、い 

ずれか１人を置かなければならない。 

１０ 第１項第４号の栄養士及び同項第５号の事務員のそれぞれのうち、１人は、 

常勤でなければならない。 

１１ 第１項第５号の事務員は、入所定員が６０人以下の場合又は他の社会福祉施 

設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障が

ない場合は、当該事務員を置かないことができる。 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム（当該施設 

を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しく

は介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下

この項において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設

とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の軽費老人ホームをいう。以下

この項において同じ。）の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設

の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ

テライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると

認められるときは、これを置かないことができる。 

⑴ 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者 

⑵ 診療所 その他の従業者 

１３ 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の 

勤務（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホ

ームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に

対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。 

（入所申込者等に対する説明等） 

第１３条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申 

込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において「重要

事項」という。）を記載した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に

関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような 
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契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第 

１項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該入所

申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみ

なす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、

当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又

は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電

子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事

項を記録したものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力する 

ことにより文書を作成することができるものでなければならない。 

５ 第３項第１号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算 

機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

６ 軽費老人ホームは、第３項の規定により重要事項を提供しようとするときは、 

あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第３項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの 
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⑵ ファイルへの記録の方式 

７ 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族 

から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定

による承諾をした場合は、この限りでない。 

（対象者） 

第１４条 軽費老人ホームの入所者は、次の要件を満たす者とする。 

⑴ 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると

認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの 

⑵ ６０歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事

情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この

限りでない。 

（入退所） 

第１５条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状 

況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサー 

ビスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難とな

ったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、そ

の者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他の

サービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法 

（平成９年法律第１２３号）第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をい

う。以下同じ。）又は施設サービス計画（同条第２６項に規定する施設サービス

計画をいう。）の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（同条第２４

項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。）又は介護保険施設（同条第

２５項に規定する介護保険施設をいう。）に対する情報の提供に努めるほか、そ

の他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

（サービスの提供の記録） 
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第１６条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなけれ 

ばならない。 

（利用料の受領） 

第１７条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を 

受けることができる。 

⑴ サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案して

徴収すべき費用として市長が定める額に限る。） 

⑵ 生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。） 

⑶ 居住に要する費用（前号及び次号の光熱水費を除く。） 

⑷ 居室に係る光熱水費 

⑸ 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負

担させることが適当と認められるもの 

２ 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たって 

は、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 

３ 第１項第２号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市 

長が定める額を上限額とする。 

（サービス提供の方針） 

第１８条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活で 

きるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生き

がいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならな

い。 

２ 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切 

丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上

で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、入所者に対

し身体的拘束等（身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。以下同

じ。）を行ってはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身
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体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

４ 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ 

なければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催 

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

（食事の提供） 

第１９条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した 

食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

（生活相談等） 

第２０条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等 

の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、要介護認定（介護保険法第１９条第１項に規定する要介護 

認定をいう。）の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する

手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の

意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその 

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな  

い。 

５ 軽費老人ホームは、２日に１回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な 

方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。 

６ 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を 

実施するよう努めなければならない。 
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（居宅サービス等の利用） 

第２１条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に 

規定する要介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、その置か

れている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第２３条に規定する居宅サ

ービス等をいう。以下同じ。）を受けることができるよう、必要な援助を行わな

ければならない。 

（健康の保持） 

第２２条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を 

提供しなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。 

（施設長の責務） 

第２３条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 施設長は、職員に第８条から第１０条まで、第１３条から前条まで及び次条か

ら第３４条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（生活相談員の責務） 

第２４条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応ずるとともに、 

適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならな

い。 

⑴ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サー

ビス計画（介護保険法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画を

いう。以下同じ。）の作成等に資するため、居宅介護支援事業（同法第８条第

２４項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。）又は介護予防支援事

業（同法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同

じ。）を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。 

⑵ 第３２条第２項の規定による苦情の内容等の記録をすること。 

⑶ 第３４条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録をすること。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっ 
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ては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２５条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、 

職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を 

送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならな

い。 

３ 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し 

なければならない。 

（定員の遵守） 

第２６条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはなら 

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

（衛生管理等） 

第２７条 軽費老人ホームは、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用 

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、 

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。 

⑵ 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

⑶ 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

（平成２０年厚生労働省令第１０７号）第２６条第２項第４号の規定により厚

生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手

順に沿った対応を行うこと。 
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（協力医療機関等） 

第２８条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、 

協力医療機関（当該軽費老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連携

協力が合意されている医療機関をいう。次条において同じ。）を定めなければな

らない。 

２ 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該軽費老人ホームとの 

間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関

をいう。）を定めるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第２９条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の 

概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３０条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所 

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの職員であった者が、正当な理由がな 

く、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

（広告） 

第３１条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、そ 

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（苦情への対応） 

第３２条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族 

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設 

置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録 

しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、市町村（特別区を含む。以 

下同じ。）から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 
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４ 軽費老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を 

当該市町村に報告しなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う法第８５条 

第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３３条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な 

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入 

所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その 

他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３４条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置 

を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防 

止のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が 

報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備 

すること。 

⑶ 定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び職員に対する研修 

を行うこと。 

２ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合 

は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ 

なければならない。 

３ 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記 

録しなければならない。 

４ 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発 

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（経過的軽費老人ホーム） 

第２条 平成２０年６月１日前から存する軽費老人ホーム（同日後に増築され、又 

は全面的に改築された部分を除く。）のうち、軽費老人ホームＡ型（次条から附 

則第１０条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）として市

長が指定するものについては、第２条から第３４条までの規定にかかわらず、次

条から附則第１０条までに定めるところによる。 

（軽費老人ホームＡ型に係る基本方針） 

第３条 軽費老人ホームＡ型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生 

活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及 

び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提 

供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにするこ 

とを目指すものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームＡ型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に 

立ったサービスの提供を行うように努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームＡ型は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社 

会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努

めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

（軽費老人ホームＡ型の規模） 

第４条 軽費老人ホームＡ型は、５０人以上の人員を入所させることができる規模 

を有しなければならない。 

（軽費老人ホームＡ型の設備の基準） 

第５条 軽費老人ホームＡ型の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の 

建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を 

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て 

の建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものであると

認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調 
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理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初 

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお 

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等 

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので 

あること。 

３ 軽費老人ホームＡ型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、 

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームＡ型の効 

果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに 

支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 談話室、娯楽室又は集会室 

⑶ 静養室 

⑷ 食堂 

⑸ 浴室 

⑹ 洗面所 

⑺ 便所 

⑻ 医務室 

⑼ 調理室 

⑽ 職員室 

⑾ 面談室 

⑿ 洗濯室又は洗濯場 

⒀ 宿直室 

⒁ 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項第１号、第５号、第８号及び第９号に掲げる設備の基準は、次のとおりと 

する。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、原則として１人とすること。 
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イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 入所者１人当たりの床面積は、６．６平方メートル（収納設備を除く。） 

以上とすること。 

⑵ 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必

要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。 

⑶ 医務室 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する

診療所とすること。 

⑷ 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

（軽費老人ホームＡ型の職員配置の基準） 

第６条 軽費老人ホームＡ型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他 

の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人 

ホームＡ型（入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。）にあって 

は第５号の栄養士、第６号の事務員、第７号の医師又は第８号の調理員その他の 

職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームＡ型にあっては第８号の調理 

員を置かないことができる。 

⑴ 施設長 １ 

⑵ 生活相談員 

ア 生活相談員の数は、次のとおりとすること。 

（ア） 入所者の数が１７０以下の軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算方 

法で、１以上 

（イ） 入所者の数が１７０を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算 

方法で、２以上 

イ 生活相談員のうち１人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福 

祉施設等に併設されていない軽費老人ホームＡ型であって入所者の数が５０ 

以下のものにあっては、この限りでない。 

⑶ 介護職員 

ア 介護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ア）  入所者の数が８０以下の軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算方法 

で、４以上 
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（イ）  入所者の数が８０を超えて２００以下の軽費老人ホームＡ型にあって 

は、常勤換算方法で、４に入所者の数が８０を超えて２０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上 

（ウ）  入所者の数が２００を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算 

方法で、１０に実情に応じた適当数を加えて得た数 

イ 介護職員のうち１人を主任介護職員とすること。 

⑷ 看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。） 

ア 入所者の数が１３０以下の軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算方法 

で、１以上 

イ 入所者の数が１３０を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算方 

法で、２以上 

⑸ 栄養士 １以上 

⑹ 事務員 ２以上 

⑺ 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑻ 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームＡ型の実情に応じた適当数 

２ 前項第２号から第４号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介  

護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生

活介護を行う軽費老人ホームＡ型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員

は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 入所者の数が１７０を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、 

１以上 

⑵ 介護職員 

ア 介護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ア）  一般入所者の数が２０以下の軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤換算 

方法で、１以上 

（イ）  一般入所者の数が２０を超えて３０以下の軽費老人ホームＡ型にあって 

は、常勤換算方法で、２以上 

（ウ）  一般入所者の数が３０を超えて４０以下の軽費老人ホームＡ型にあって 

は、常勤換算方法で、３以上 

（エ）  一般入所者の数が４０を超えて８０以下の軽費老人ホームＡ型にあって 
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は、常勤換算方法で、４以上 

（オ）  一般入所者の数が８０を超えて２００以下の軽費老人ホームＡ型にあっ 

ては、常勤換算方法で、４に一般入所者の数が８０を超えて２０又はその 

端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（カ）  一般入所者の数が２００を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、常勤 

換算方法で、１０に実情に応じた適当数を加えて得た数 

イ 一般入所者の数が４０を超える軽費老人ホームＡ型は、介護職員のうち１ 

人を主任介護職員とすること。 

⑶ 看護職員 

ア 一般入所者の数が１３０以下の軽費老人ホームＡ型にあっては、１以上 

イ 一般入所者の数が１３０を超える軽費老人ホームＡ型にあっては、２以上 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開 

の場合は、推定数による。 

４ 第１項及び第２項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の 

総数を当該軽費老人ホームＡ型において常勤の職員が勤務する時間数で除するこ 

とにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

５ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならな 

い。ただし、当該軽費老人ホームＡ型の管理上支障がない場合には、同一敷地内 

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 

６ 第１項第２号及び第２項第１号の生活相談員（主任生活相談員が配置されてい 

るときは当該主任生活相談員）のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第３号イ及び第２項第２号イの主任介護職員は、常勤でなければならな 

い。 

８ 第１項第４号及び第２項第３号イの看護職員のうち、１人以上は、常勤でなけ 

ればならない。 

９ 第１項第５号の栄養士は、常勤でなければならない。 

１０ 第１項第６号の事務員のうち、１人（入所定員が１１０人を超える軽費老人 

ホームＡ型にあっては、２人）は、常勤でなければならない。 

１１ 夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜 

の勤務（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。 
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（軽費老人ホームＡ型の利用料の受領） 

第７条 軽費老人ホームＡ型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払 

を受けることができる。 

⑴ サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案して 

徴収すべき費用として市長が定める額に限る。） 

⑵ 生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。） 

⑶ 居室に係る光熱水費 

⑷ 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る 

費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 軽費老人ホームＡ型は、前項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たって  

は、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 

３ 第１項第２号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市 

長が定める額を上限額とする。 

（軽費老人ホームＡ型における健康管理） 

第８条 軽費老人ホームＡ型は、入所者について、その入所時及び毎年２回以上定 

期に健康診断を行わなければならない。 

（軽費老人ホームＡ型における生活相談員の責務） 

第９条 軽費老人ホームＡ型の生活相談員は、入所者からの相談に応ずるととも

に、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければなら

ない。 

⑴ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サー 

ビス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行 

う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又 

は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。 

⑵ 次条において準用する第３２条第２項の規定による苦情の内容等の記録をす

ること。 

⑶ 次条において準用する第３４条第３項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録をすること。 
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２ 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームＡ型への入所 

に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなけれ 

ばならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホーム 

Ａ型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が 

置かれていない軽費老人ホームＡ型にあっては介護職員が前２項の業務を行わな 

ければならない。 

（準用） 

第１０条 第４条から第１０条まで、第１３条から第１６条まで、第１８条から第 

２１条まで、第２３条及び第２５条から第３４条までの規定は、軽費老人ホーム

Ａ型について準用する。この場合において、第２３条第２項中「第８条から第 

１０条まで、第１３条から前条まで及び次条から第３４条まで」とあるのは、

「附則第７条から附則第９条まで並びに附則第１０条において準用する第８条か

ら第１０条まで、第１３条から第１６条まで、第１８条から第２１条まで及び第

２５条から第３４条まで」と読み替えるものとする。 
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 甲府市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

甲府市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の

規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（基本方針） 

第２条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」とい

う。）に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の

援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２  養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ

た処遇を行うように努めなければならない。 

３ 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付き

を重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による

適切な処遇に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業

を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

 （暴力団の排除） 

第３条 養護老人ホームの設置者は、その役員及び当該養護老人ホームの施設を管

理する者が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に

規定する暴力団員等であってはならない。 
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（構造設備の一般原則） 

第４条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保

健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第５条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでな

ければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の資格要件） 

第６条 養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会

福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められ

る者でなければならない。 

２ 生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 

第７条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事すること

ができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。 

（運営規程） 

第８条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

⑴  施設の目的及び運営の方針 

⑵  職員の職種、数及び職務の内容 

⑶  入所定員 

⑷  入所者の処遇の内容 

⑸  施設の利用に当たっての留意事項 

⑹  非常災害対策 

⑺  その他施設の運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第９条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害時の関係機関へ
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の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならな

い。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、養護老人ホームの立

地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとし

なければならない。 

３  養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な

措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

５ 養護老人ホームは、非常災害の際に、入所者、職員等が必要とする飲料水、食

糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなけれ

ばならない。 

２  養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴  処遇計画 

⑵  行った具体的な処遇の内容等の記録 

⑶  第１７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷  第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸  第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

（規模） 

第１１条 養護老人ホームは、２０人以上（特別養護老人ホームに併設する場合に

あっては、１０人以上）の人員を入所させることができる規模を有しなければな

らない。 

（設備の基準） 

第１２条 養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建
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物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されている

ものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな

い。 

⑴  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵  非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の

社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該養護老人ホームの効果的な運

営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設

備の一部を設けないことができる。 

⑴  居室 

⑵  静養室 

⑶  食堂 

⑷  集会室 

⑸  浴室 

⑹  洗面所 

⑺  便所 

⑻  医務室 

⑼  調理室 
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⑽  宿直室 

⑾  職員室 

⑿  面談室 

⒀  洗濯室又は洗濯場 

⒁  汚物処理室 

⒂  霊安室 

⒃  前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  居室 

ア 地階に設けてはならないこと。 

イ 入所者 1 人当たりの床面積は、１０ . ６５平方メートル以上とすること。 

ウ 1 以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を

設けること。 

⑵  静養室 

ア 医務室又は職員室に近接して設けること。 

イ 原則として 1 階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、前号ア、ウ及びエに定めるところによるこ

と。 

⑶  洗面所 居室のある階ごとに設けること。 

⑷  便所 居室のある階ごとに男女別に設けること。 

⑸  医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、

必要に応じて臨床検査設備を設けること。 

⑹  調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

⑺  職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

５  前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次のとおりと

する。 

⑴  廊下の幅は、１ . ３５メートル（中廊下にあっては１ . ８メートル）以上と

すること。 
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⑵  廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶  階段の傾斜は、緩やかにすること。 

（職員の配置の基準） 

第１３条 養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。た

だし、特別養護老人ホームに併設する入所定員５０人未満の養護老人ホーム（併

設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホー

ムの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないもの

に限る。）にあっては第６号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホ

ームにあっては第７号の調理員を置かないことができる。 

⑴  施設長 1  

⑵  医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶  生活相談員 

ア 常勤換算方法で、入所者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上とす

ること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１人以上

を主任生活相談員とすること。 

⑷  支援員 

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活

介護（甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成３１年３月条例第４号）第２０７条第１項に規定する指

定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護（甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）第１３０条

第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同

じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（甲府市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成３１年

３月条例第５号）第１７１条第 1 項に規定する指定介護予防特定施設入居者

生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていないものをいう。以下同

じ。）の数が１５又はその端数を増すごとに１以上とすること。 
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イ 支援員のうち、 1 人を主任支援員とすること。 

⑸  看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、入所

者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

⑹  栄養士 １以上 

⑺  調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数 

２  前項（第１号、第２号、第６号及び第７号を除く。）の規定にかかわらず、視

覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の７割を超える養護老人ホーム

（以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。）に置くべき生活相談

員、支援員及び看護職員については、次のとおりとする。 

⑴  生活相談員 

ア 常勤換算方法で、１に、入所者の数が３０又はその端数を増すごとに１を

加えて得た数以上とすること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１人以上

を主任生活相談員とすること。 

⑵  支援員 

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

⑶  看護職員 

ア 入所者の数が１００を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算

方法で、２以上とすること。 

イ 入所者の数が１００を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方

法で、２に、入所者の数が１００を超えて１００又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上とすること。 

３  前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規

設置又は再開の場合は、推定数による。 

４  第１項、第２項、第８項及び第１０項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞ

れの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時

間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

５  施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当
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該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができる。 

６  第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当該施設を

設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの

（以下この条において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の養護老人ホームをい

う。以下この条において同じ。）の医師については、本体施設の医師により当該

サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められる

ときは、これを置かないことができる。 

７  第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち、１人以上は、専

らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居

者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設

入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がな

い場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事すること

ができる。 

８  指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームに置くべき生活

相談員の数については、第１項第３号又は第２項第１号に定める生活相談員の数

から、常勤換算方法で、１を減じた数とすることができる。 

９ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は、常勤でなければならな

い。 

１０  第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなけ

ればならない。ただし、第１項第５号の看護職員については、サテライト型養護

老人ホームにあっては、常勤換算方法で、 1 以上とする。 

１１  夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の

勤務（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。 

１２  第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライト型養護老

人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次

に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
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職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われてい

ると認められるときは、これを置かないことができる。 

⑴ 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

⑵ 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

⑶ 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。） 

⑷ 診療所 事務員その他の従業者 

（居室の定員） 

第１４条 一の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認め

られる場合には、２人とすることができる。 

（入退所） 

第１５条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状

況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

２  養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮し

なければならない。 

３  養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅

において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びそ

の家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その

者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。 

４  養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

５  養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族

等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。 

（処遇計画） 

第１６条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるもの

とする。 

２  生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、そ

の者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を

作成しなければならない。 

３  生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見
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直しを行わなければならない。 

（処遇の方針） 

第１７条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の

促進及び自立のために必要な指導、訓練その他の援助を妥当適切に行わなければ

ならない。 

２  入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然としたもの又は画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３  養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

４ 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者に対し、身体的拘

束等（身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。）を行

ってはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

５ 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 ⑶ 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

（食事の提供） 

第１８条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した

食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

（生活相談等） 
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第１９条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２  養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営

むために必要な指導、訓練その他の援助を行わなければならない。 

３  養護老人ホームは、要介護認定（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

１９条第１項に規定する要介護認定をいう。）の申請等、入所者が日常生活を営

むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族におい

て行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支

援を行わなければならない。 

４  養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

５  養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。 

６  養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつ

つ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。 

７  養護老人ホームは、１週間に２回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなけれ

ばならない。 

８  養護老人ホームは、趣味、教養又は娯楽に係る活動のための設備を備えるほ

か、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。 

（居宅サービス等の利用） 

第２０条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に

規定する要介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、その置か

れている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第２３条に規定する居宅サ

ービス等をいう。以下同じ。）を受けることができるよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

（健康管理） 

第２１条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年２回以上定期

に健康診断を行わなければならない。 

（施設長の責務） 
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第２２条 施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行わなければならない。 

２  施設長は、職員に第８条から第１０条まで、第１５条から前条まで及び次条か

ら第３０条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（生活相談員の責務） 

第２３条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必

要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。 

⑴  入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第８条第２４項に規定す

る居宅サービス計画又は同法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス

計画の作成等に資するため、同法第８条第２４項に規定する居宅介護支援事業

又は同法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連

携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との連携に努めること。 

⑵  第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

⑶  第３０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置につい

ての記録を行うこと。 

２  主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際

しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとす

る。 

３  指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホームであって、第

１３条第１項第３号の生活相談員を置いていない場合にあっては、主任支援員が

前２項に掲げる業務を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第２４条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよ

う、職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２  前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を

送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならな

い。 

３  養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し
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なければならない。 

（衛生管理等） 

第２５条 養護老人ホームは、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとと

もに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２  養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴  当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その

結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。 

⑵  当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

⑶  当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷  前３号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（昭和４１年厚生省令第１９号）第２４条第２項第４号の規定により厚生労働

大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿

った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第２６条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじ

め、協力病院（当該養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際の連携

協力が合意されている病院をいう。）を定めなければならない。 

２  養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該養護老人ホームとの

間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関

をいう。）を定めるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第２７条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２  養護老人ホームは、当該養護老人ホームの職員であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必
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要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第２８条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

２  養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３  養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村（特別区を含む。以下同

じ。）から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。 

４  養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

当該市町村に報告しなければならない。 

５  養護老人ホームは、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う同

法第８５条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２  養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦

情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置

を講じなければならない。 

⑴  事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針を整備すること。 

⑵  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制

を整備すること。 

⑶  定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び支援員その他の職

員に対する研修を行うこと。 
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２  養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やか

に市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

３  養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

４  養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 昭和４１年１０月１日前から存する養護老人ホームについては、第１１条並び

に第１２条第１項、第４項第１号イ及び第５項第１号の規定は、当分の間、適用

しない。 

３ 昭和６２年３月９日前から存する養護老人ホームについては、第１２条第３項

第１４号の規定は、当分の間、適用しない。 

４ 山梨県養護老人ホームに関する基準を定める条例（平成２４年山梨県条例第

５６号。次項において「県条例」という。）附則第４項の規定によりなお従前の

例によることとされた養護老人ホームに係る居室の定員については、第１４条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 県条例附則第５項の規定によりなお従前の例によることとされた養護老人ホー

ムに係る居室及び居室の定員については、第１２条第４項第１号イ及び第１４条

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

別表（第１３条関係） 

一般入所者の数 支援員の数 

２０以下 ４ 

２１以上３０以下 ５ 

３１以上４０以下 ６ 

４１以上５０以下 ７ 

５１以上６０以下 ８ 
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６１以上７０以下 １０ 

７１以上８０以下 １１ 

８１以上９０以下 １２ 

９１以上１００以下 １４ 

１０１以上１１０以下 １４ 

１１１以上１２０以下 １６ 

１２１以上１３０以下 １８ 

１３１以上 １８に、入所者の数が１３１を超えて１０又

はその端数を増すごとに 1 を加えて得た数 

 

 

 

 

- 44 -



 

 甲府市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公

布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

甲府市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第 1 条～第３条） 

 第２章 人員、設備及び運営に関する基準（第４条～第３３条） 

 第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する

基準（第３４条～第４４条） 

 第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する

基準（第４５条～第５０条） 

 第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運

営に関する基準（第５１条～第５４条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」とい

う。）第１７条第１項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業

に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければな

らない。 

２  特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居
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宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及

び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管

理並びに療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならな

い。 

３  特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に

立った処遇を行うように努めなければならない。 

４  特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び

付きを重視した運営を行い、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を

行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第３条 特別養護老人ホームの設置者は、その役員及び当該特別養護老人ホームの 

施設を管理する者が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条

第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 人員、設備及び運営に関する基準 

（構造設備の一般原則） 

第４条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所

者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければなら

ない。 

（設備の専用） 

第５条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供する

ものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限り

でない。 

（職員の資格要件） 

第６条 特別養護老人ホームの施設長は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従

事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならな

い。 

２  生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこ
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れと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

３  機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を

防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

（職員の専従） 

第７条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事

する者でなければならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護

老人ホーム（第３４条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下こ

の条において同じ。）を除く。以下この条において同じ。）にユニット型特別養

護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人

ホームの介護職員及び看護職員（第４２条第２項（第５４条において準用する場

合を含む。）の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同

じ。）、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第

５１条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条

において同じ。）を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム

（第１２条第７項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型

地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。）にユニット

型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニ

ット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人

ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型

特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及

び看護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

（運営規程） 

第８条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めなければならない。 

⑴  施設の目的及び運営の方針 

⑵  職員の職種、数及び職務の内容 

⑶  入所定員 

⑷  入所者の処遇の内容及び費用の額 

⑸  施設の利用に当たっての留意事項 
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⑹  緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ その他施設の運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第９条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければなら

ない。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、特別養護老人ホーム

の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたもの

としなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必

要な措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、非常災害の際に入所者及び職員が必要とする飲料水、

食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行う

よう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しな

ければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴  入所者の処遇に関する計画 

⑵  行った具体的な処遇の内容等の記録 

⑶  第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷  第３１条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸  第３３条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 
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（設備の基準） 

第１１条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての特別養

護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐

火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

⑴ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵  居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の

上、第９条第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保する

ために必要な事項を定めること。 

イ 第９条第３項に規定する訓練については、同条第１項に規定する計画に従

い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２  前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されて

いるものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要し

ない。 

⑴  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵  非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ
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と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３  特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、

他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴  居室 

⑵  静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静

養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。） 

⑶  食堂 

⑷  浴室 

⑸  洗面設備 

⑹  便所 

⑺  医務室 

⑻  調理室 

⑼  介護職員室 

⑽  看護職員室 

⑾  機能訓練室 

⑿  面談室 

⒀  洗濯室又は洗濯場 

⒁  汚物処理室 

⒂  介護材料室 

⒃  前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４  前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  居室 

ア 一の居室の定員は、 1 人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供

上必要と認められる場合にあっては２人、入所者のプライバシーに配慮した

措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合にあ

っては２人以上４人以下とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

- 50 -



 

ウ 入所者１人当たりの床面積は、１０ . ６５平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

カ 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ

うにすること。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵  静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによるこ

と。 

⑶  浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷  洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

⑸  便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使

用するのに適したものとすること。 

⑹  医務室 

ア 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所

とすること。 

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に

応じて臨床検査設備を設けること。 

⑺  調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

⑻  介護職員室 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑼  食堂及び機能訓練室 
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ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広

さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

５  居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」とい

う。）は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該

当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。 

⑴  居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災

上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するた

めに必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、

１以上）有すること。 

⑵  ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれらから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

⑶  居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第１１２条第１項に規定する特定防火設備（以

下「特定防火設備」という。）により防災上有効に区画されていること。 

６  前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次のとお

りとする。 

⑴  廊下の幅は、１ . ８メートル（中廊下にあっては２ . ７メートル）以上とす

ること。 

⑵  廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶  廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷  階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸  居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第１２条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。た

だし、入所定員が４０人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福

祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な
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運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、

第５号の栄養士を置かないことができる。 

⑴  施設長 1  

⑵  医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶  生活相談員 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ｱ） 入所者の数が３０を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、１以上 

（ｲ） 入所者の数が３０を超えて５０を超えない特別養護老人ホームにあって

は、常勤換算方法で、２以上 

（ウ） 入所者の数が５０を超えて１３０を超えない特別養護老人ホームにあっ

ては、常勤換算方法で、３以上  

（エ） 入所者の数が１３０を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、３に、入所者の数が１３０を超えて５０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

⑸  栄養士 １以上 

⑹  機能訓練指導員 １以上 

⑺  調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当

数 

２  前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場

合は、推定数による。 

３  第１項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該

特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより

常勤の職員の数に換算する方法をいう。 

４  第１項第１号の施設長及び同項第３号の生活相談員は、常勤でなければならな

い。 

５  第１項第４号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 
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６  第１項第６号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事

することができる。 

７  第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、サ

テライト型居住施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設

以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若し

くは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下「本体施設」

という。）と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域

密着型特別養護老人ホーム（入所定員が２９人以下の特別養護老人ホームをい

う。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特別養護老人ホームで

あって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置

かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型

居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他

入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病

院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切

な措置を速やかに講じなければならない。 

（入退所） 

第１４条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居

宅介護支援（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２４項に規定する

居宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う者に対する照会等により、その者の心

身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項に規定する指定居宅サービ

ス等をいう。）の利用状況等の把握に努めなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的

に検討しなければならない。 

３  前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協

議しなければならない。 

４  特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、

居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及
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びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その

者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 

５  特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保

険法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成等の援助に資

するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（入所者の処遇に関する計画） 

第１５条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれ

ている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その

者の処遇に関する計画を作成しなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の

状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。 

（処遇の方針） 

第１６条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥

当適切に行わなければならない。 

２  入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然としたもの又は画

一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３  特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しや

すいように説明を行わなければならない。 

４  特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、入所者に対し身体的拘束

等（身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。）を行っ

てはならない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

５  特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

- 55 -



 

講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

７  特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（介護） 

第１７条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者

の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴

させ、又は清拭しなければならない。 

３  特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４  特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

５  特別養護老人ホームは、褥
じょく

瘡
そ う

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６  特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、

着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７  特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

８  特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホ

ームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第１８条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮

した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ること
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を支援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第１９条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずる

とともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第２０条 特別養護老人ホームは、趣味、教養又は娯楽に係る活動のための設備を

備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならな

い。 

２  特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す

る手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、そ

の者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３  特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４  特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければなら

ない。 

（機能訓練） 

第２１条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日

常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行

わなければならない。 

（健康管理） 

第２２条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に

注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第２３条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必

要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見

込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便

宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特

別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。 

（緊急時等の対応） 
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第２４条 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っている際に入所者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１２条第１項第２号に掲

げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めなければならな

い。 

（施設長の責務） 

第２５条 特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２  特別養護老人ホームの施設長は、職員に第８条から第１０条まで及び第１３条

から第３３条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第２６条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができる

よう、職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わな

ければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３  特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２７条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させては

ならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

（衛生管理等） 

第２８条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は

飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴  当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。 
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⑵  当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

⑶  当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷  前３号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第４６号）第２６条第２項第４号の規定により厚生労

働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第２９条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらか

じめ、協力病院（当該特別養護老人ホームとの間で入所者が医療を必要とした際

の連携協力が合意されている病院をいう。）を定めなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該特別養護老人ホ

ームとの間で入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科

医療機関をいう。）を定めるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第３０条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２  特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情処理） 

第３１条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３  特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村（特別区を含む。以下

同じ。）から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 
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４  特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を当該市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３２条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２  特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関す

る入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３３条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

⑴  事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

⑵  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底を図る体

制を整備すること。 

⑶  定期的に、事故発生の防止のための委員会を開催し、及び職員に対する研修

を行うこと。 

２  特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３  特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

（この章の趣旨） 

第３４条 前章（第１２条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老

人ホーム（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共
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同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をい

う。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）

ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準について

は、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第３５条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊

重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活

への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２  ユニット型特別養護老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営

を行い、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（運営規程） 

第３６条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴  施設の目的及び運営の方針 

⑵  職員の職種、数及び職務の内容 

⑶  入居定員 

⑷  ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

⑸  入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額 

⑹  施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻  非常災害対策 

⑼  その他施設の運営に関する重要事項 

（設備の基準） 

第３７条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の
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各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人

ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

⑴  居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵  居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署

長と相談の上、第４４条において準用する第９条第１項に規定する計画に入

居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第４４条において準用する第９条第３項に規定する訓練については、同条

第１項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２  前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

のユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が

確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とする

ことを要しない。 

⑴  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３  ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければな

らない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット

型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入

居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号（第１号を除く。）に掲
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げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴  ユニット 

⑵  浴室 

⑶  医務室 

⑷  調理室 

⑸  洗濯室又は洗濯場 

⑹  汚物処理室 

⑺  介護材料室 

⑻  前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４  前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  ユニット 

ア 居室 

（ｱ） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提

供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生

活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員

は、おおむね１０人以下としなければならない。 

（ウ） 地階に設けてはならないこと。 

（エ） 一の居室の床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。ただ

し、（ｱ）ただし書の場合にあっては、２１.３平方メートル以上とするこ

と。 

（オ） ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線

の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えない。 

（カ） 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

（キ） １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直

接面して設けること。 

（ク） 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できる

ようにすること。 

（ケ） 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備える
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こと。 

（コ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

（ｱ） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流  

し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と。 

（イ） 地階に設けてはならないこと。 

（ウ）  一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（エ） 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ｱ） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ）  介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ｱ）  居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ）  ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が

使用するのに適したものとすること。 

⑵  浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶  医務室 

ア 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。 

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に

応じて臨床検査設備を設けること。 

⑷  調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

５  ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号の

いずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りで

ない。 

⑴  ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防

災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行する

ために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合

は、１以上）有すること。 
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⑵ ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その

他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。 

⑶  ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備に

より防災上有効に区画されていること。 

６  前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準

は、次のとおりとする。 

⑴  廊下の幅は、１ . ８メートル（中廊下にあっては２ . ７メートル）以上とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円

滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１ . ５メートル（中廊下に

あっては１ . ８メートル）以上として差し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶  廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷  階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸  ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

（サービスの取扱方針） 

第３８条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるように

するため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活

上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するも

のとして行われなければならない。 

２  入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を

持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３  入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われ

なければならない。 

４  入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本と

して、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の

状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５  ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たっ
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て、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、

入居者に対し身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該入居者又は他の入

居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

９  ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第３９条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技

術をもって行われなければならない。 

２  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者

が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援し

なければならない。 

３  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快

適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提

供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもっ

て入浴の機会の提供に代えることができる。 
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４  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５  ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者につい

ては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならな

い。 

６  ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７  ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行

う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８  ユニット型特別養護老人ホームは、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

９  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニ

ット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第４０条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び

嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法

により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に

食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して

食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことがで

きるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援

しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第４１条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又

は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活

動を支援しなければならない。 

２  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機

関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合
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は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３  ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るととも

に、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４  ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めな

ければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第４２条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提

供することができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２  前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、

次に掲げる職員配置を行わなければならない。 

⑴  昼間については、ユニットごとに常時 1 人以上の介護職員又は看護職員を配

置すること。 

⑵  夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶  ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３  ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員

によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提

供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４  ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修

の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第４３条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の

定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。 

（準用） 

第４４条 第４条から第７条まで、第９条、第１０条、第１３条から第１５条ま

で、第１９条、第２１条から第２５条まで及び第２８条から第３３条までの規定

は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第

１０条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるのは「第３８条第７項」と、第
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２５条第２項中「第８条から第１０条まで及び第１３条から第３３条まで」とあ

るのは「第３６条及び第３８条から第４３条まで並びに第４４条において準用す

る第９条、第１０条、第１３条から第１５条まで、第１９条、第２１条から第

２５条まで及び第２８条から第３３条まで」と読み替えるものとする。 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

（この章の趣旨） 

第４５条 第２章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針

並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（設備の基準） 

第４６条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の

各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人

ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

⑴  居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵  居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署

長と相談の上、第５０条において準用する第９条第１項に規定する計画に入

所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第５０条において準用する第９条第３項に規定する訓練については、同条

第１項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２  前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が

確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とする

ことを要しない。 

⑴  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調
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理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵  非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３  地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならな

い。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特

別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者

の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴  居室 

⑵  静養室 

⑶  食堂 

⑷  浴室 

⑸  洗面設備 

⑹  便所 

⑺  医務室 

⑻  調理室 

⑼  介護職員室 

⑽  看護職員室 

⑾  機能訓練室 

⑿  面談室 

⒀  洗濯室又は洗濯場 

⒁  汚物処理室 

⒂  介護材料室 

⒃  前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４  前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  居室 
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ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供

上必要と認められる場合にあっては２人、入所者のプライバシーに配慮した

措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合にあ

っては２人以上４人以下とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 入所者１人当たりの床面積は、１０ . ６５平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

カ 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ

うにすること。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵  静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによるこ

と。 

⑶  浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷  洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

⑸  便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使

用するのに適したものとすること。 

⑹  医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入所者

を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテラ

イト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要

な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること

- 71 -



 

で足りるものとする。 

⑺  調理室 

ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する

場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、

簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。 

⑻  介護職員室 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑼  食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広

さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

５  居室、静養室等は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のい

ずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでな

い。 

⑴  居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災

上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するた

めに必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、

１以上）有すること。 

⑵ ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれらから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

⑶  居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備によ

り防災上有効に区画されていること。 

６  前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準

は、次のとおりとする。 

⑴  廊下の幅は、１ . ５メートル（中廊下にあっては１ . ８メートル）以上とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の
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円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができ

る。 

⑵  廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶  廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷  階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸  居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

７  本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保

できる範囲内としなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第４７条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければな

らない。 

⑴  施設長 1  

⑵  医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

⑶  生活相談員 1 以上 

⑷  介護職員又は看護職員 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、１以上とすること。 

⑸ 栄養士 1 以上 

⑹  機能訓練指導員 1 以上 

⑺  調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に

応じた適当数 

２  前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場

合は、推定数による。 

３  第１項、第６項及び第８項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延

時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務す

べき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。 

４  第１項第１号の施設長は、常勤でなければならない。 

５  第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、
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本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行

われると認められるときは、これを置かないことができる。 

６  第１項第３号の生活相談員は、常勤でなければならない。ただし、サテライト

型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

７  第１項第４号の介護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８  第１項第４号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。ただ

し、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

９  第１項第３号及び第５号から第７号までの規定にかかわらず、サテライト型居

住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われていると認められるときは、これを置かないことができる。 

⑴  特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の

職員 

⑵  介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又

は調理員、事務員その他の従業者 

⑶ 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

⑷ 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。） 

⑸ 診療所 事務員その他の従業者 

１０  第１項第６号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他

の職務に従事することができる。 

１１  地域密着型特別養護老人ホームに甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第４号。以下「指

定居宅サービス等基準条例」という。）第１３６条第１項に規定する指定短期入

所生活介護事業所又は甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第５号）第９５条第１項に規定す

る指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所

等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定
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短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

１２  地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第１０３条に

規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は甲府市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年１２月条例第４１号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指

定地域密着型サービス基準条例第６２条第１項に規定する併設型指定認知症対応

型通所介護の事業を行う事業所若しくは甲府市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年１２月

条例第４２号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第

６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事

業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養

士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別

養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その

他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

１３  地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等

の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とす

る。 

１４  地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準条例第８３条

第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス

基準条例第１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」という。）が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホー

ムが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準条例第８３条若しくは

第１９２条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に定める人員
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に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老

人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事する

ことができる。 

１５  第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数は、

サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであっ

て、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かな

い場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サ

テライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならな

い。 

（介護） 

第４８条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者

の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、１週間に２回以上、適切な方法により、入

所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３  地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、

適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４  地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。 

５  地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６  地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほ

か、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７  地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。 

８  地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域

密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（地域との連携等） 

第４９条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入

所者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホー

ムが所在する区域を管轄する介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域
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包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する

者等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置し、おお

むね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議によ

る評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

２  地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等について

の記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。 

３  地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。 

４  地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサー

ビスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（準用） 

第５０条 第２条、第４条から第１０条まで、第１３条から第１６条まで、第１８

条から第３１条まで及び第３３条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームにつ

いて準用する。この場合において、第２５条第２項中「第８条から第１０条まで

及び第１３条から第３３条まで」とあるのは「第４８条及び第４９条並びに第

５０条において準用する第８条から第１０条まで、第１３条から第１６条まで、

第１８条から第３１条まで及び第３３条」と読み替えるものとする。 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及

び運営に関する基準 

（この章の趣旨） 

第５１条 前３章（第４７条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット型地域密着

型特別養護老人ホーム（施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が

営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定

めるところによる。 

（設備の基準） 

第５２条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活の
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ために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。た

だし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型地

域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができ

る。 

⑴  居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵  居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長

又は消防署長と相談の上、第５４条において準用する第９条第１項に規定す

る計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定める

こと。 

イ 第５４条において準用する第９条第３項に規定する訓練については、同条

第１項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２  前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

のユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者

の安全性が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建

築物とすることを要しない。 

⑴  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵  非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設け
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なければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当

該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することがで

きる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号

（第１号を除く。）に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

⑴  ユニット 

⑵  浴室 

⑶  医務室 

⑷  調理室 

⑸  洗濯室又は洗濯場 

⑹  汚物処理室 

⑺  介護材料室 

⑻  前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備 

４  前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  ユニット 

ア 居室 

（ｱ） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提

供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生

活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員

は、おおむね１０人以下としなければならない。 

（ウ） 地階に設けてはならないこと。 

（エ） 一の居室の床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。ただ

し、（ｱ）ただし書の場合にあっては、２１.３平方メートル以上とするこ

と。 

（オ） ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線

の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えない。 

（カ） 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

（キ） １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直

接面して設けること。 
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（ク） 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できる

ようにすること。 

（ケ） 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備える

こと。 

（コ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

（ｱ） いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流  

し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と。 

（イ） 地階に設けてはならないこと。 

（ウ）  一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（エ） 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ｱ） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ）  介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ｱ）  居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ）  ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が

使用するのに適したものとすること。 

⑵  浴室  

 ア ユニットごとに設けること。 

 イ 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶  医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入居者

を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床

検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテラ

イト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要

な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること

で足りるものとする。 

⑷  調理室 
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ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する

場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、

簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。 

５  ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号の

いずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りで

ない。 

⑴  ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防

災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行する

ために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合

は、１以上）有すること。 

⑵  ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その

他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。 

⑶  ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備に

より防災上有効に区画されていること。 

６  前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設

備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  廊下の幅は、１ . ５メートル（中廊下にあっては１ . ８メートル）以上とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の

円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができ

る。 

⑵  廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶  廊下及び階段には、手すりを設けること。 

⑷  階段の傾斜は、緩やかにすること。 

⑸  ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

７  本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保

できる範囲内としなければならない。 

（介護） 

- 81 -



 

第５３条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技

術をもって行われなければならない。 

２  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事

を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適

切に支援しなければならない。 

３  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、

精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴

の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行う

ことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、

適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入

居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

６  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介

護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、

入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければ

ならない。 

８  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時１人以上の介護職員を介護

に従事させなければならない。 

９  ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担によ

り、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を

受けさせてはならない。 

（準用） 

第５４条 第４条から第７条まで、第９条、第１０条、第１３条から第１５条ま

で、第１９条、第２１条から第２５条まで、第２８条から第３１条まで、第３３

条、第３５条、第３６条、第３８条、第４０条から第４３条まで及び第４９条の

規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合

- 82 -



 

において、第１０条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるのは「第５４条に

おいて準用する第３８条第７項」と、第２５条第２項中「第８条から第１０条ま

で及び第１３条から第３３条まで」とあるのは「第５３条並びに第５４条におい

て準用する第９条、第１０条、第１３条から第１５条まで、第１９条、第２１条

から第２５条まで、第２８条から第３１条まで、第３３条、第３６条、第３８

条、第４０条から第４３条まで及び第４９条」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２５年４月１日前から存する特別養護老人ホーム（同日において基本的な

設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部

分を除く。）について、第１１条第４項第１号ア及び第４６条第４項第１号アの

規定を適用する場合においては、第１１条第４項第１号ア及び第４６条第４項第

１号ア中「１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認めら

れる場合にあっては２人、入所者のプライバシーに配慮した措置が講じられ、か

つ、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合にあっては２人以上４人以下

とすることができる」とあるのは、「４人以下とすること」とする。 

３ 平成１２年４月１日前から存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設

最低基準等の一部を改正する省令（昭和６２年厚生省令第１２号）附則第４条第

１項（同令第４条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

の設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号。附則第５項におい

て「設備運営基準」という。）第１８条第２項第１６号の規定に係る部分に限

る。）の規定の適用を受けていたもの（平成１６年４月１日以降に全面的に改築

されたものを除く。）については、第１１条第３項第１４号、第３７条第３項第

６号、第４６条第３項第１４号及び第５２条第３項第６号の規定は、当分の間、

適用しない。 

４ 平成１２年４月１日前から存する特別養護老人ホームの建物（同日において基

本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築さ

れた部分を除く。附則第６項において同じ。）について第１１条第４項第１号及
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び第４６条第４項第１号の規定を適用する場合においては、第１１条第４項第１

号ア及び第４６条第４項第１号ア中「１人とすること。ただし、入所者へのサー

ビスの提供上必要と認められる場合にあっては２人、入所者のプライバシーに配

慮した措置が講じられ、かつ、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合に

あっては２人以上４人以下とすることができる」とあるのは「原則として４人以

下とすること」と、第１１条第４項第１号ウ及び第４６条第４項第１号ウ中

「１０．６５平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、４．９５平方メー

トル」とする。 

５ 平成１２年４月１日前から存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設

最低基準等の一部を改正する省令附則第４条第２項（設備運営基準第２０条の規

定に係る部分に限る。）の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を

適用する場合においては、同項中「原則として４人」とあるのは、「８人」とす

る。 

６ 平成１２年４月１日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第 

１１条第４項第９号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限

る。）及び第４６条第４項第９号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る

部分に限る。）の規定は、当分の間、適用しない。 

７ 一般病床（医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床をいう。以下同

じ。）、精神病床（同項第１号に規定する精神病床のうち健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。）又は療

養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成３６年３月３１日までの間

に転換（当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（法第２０条の６に

規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、特別養

護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓

練室については、第１１条第４項第９号ア及び第４６条第４項第９号アの規定に
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かかわらず、食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、

機能訓練室は、４０平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、

食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支

障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるも

のとする。 

８  一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成３６年３

月３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少さ

せるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の

要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供するこ

とをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転

換に係る食堂及び機能訓練室については、第１１条第４項第９号ア及び第４６条

第４項第９号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合す

るものとする。 

⑴  食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は、３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただ

し、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓

練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることが

できる。 

⑵  食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練

室は、４０平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機

能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを

確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 

９  一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若し

くは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは

療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病

床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院又は当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合に

おいては、第１１条第６項第１号、第３７条第６項第１号、第４６条第６項第１
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号及び第５２条第６項第１号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅につ

いては、１ . ２メートル（中廊下にあっては１ . ６メートル）以上とする。 

１０ 平成２５年４月１日前から存するユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

については、第５２条第４項第２号アの規定は、適用しない。 
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 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

目 次 

第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条～第４３条） 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第４４条・第４５条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４６条～第５０条） 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第５１条） 

第２節 人員に関する基準（第５２条・第５３条） 

第３節 設備に関する基準（第５４条） 

第４節 運営に関する基準（第５５条～第６２条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第６３条～第６６条） 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針（第６７条） 

第２節 人員に関する基準（第６８条・第６９条） 

第３節 設備に関する基準（第７０条） 
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第４節 運営に関する基準（第７１条～第８２条） 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第８３条） 

第２節 人員に関する基準（第８４条） 

第３節 設備に関する基準（第８５条） 

第４節 運営に関する基準（第８６条～第９２条） 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第９３条） 

第２節 人員に関する基準（第９４条） 

第３節 設備に関する基準（第９５条） 

第４節 運営に関する基準（第９６条～第１０１条） 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針（第１０２条） 

第２節 人員に関する基準（第１０３条・第１０４条） 

第３節 設備に関する基準（第１０５条） 

第４節 運営に関する基準（第１０６条～第１１７条） 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第１１８条・第１１９条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１２０条～第１２３条） 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第１２４条） 

第２節 人員に関する基準（第１２５条） 

第３節 設備に関する基準（第１２６条） 

第４節 運営に関する基準（第１２７条～第１３４条） 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第１３５条） 

第２節 人員に関する基準（第１３６条・第１３７条） 

第３節 設備に関する基準（第１３８条・第１３９条） 

第４節 運営に関する基準（第１４０条～第１５６条） 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運    

営に関する基準 
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第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１５７条・第１５８条） 

第２款 設備に関する基準（第１５９条・第１６０条） 

第３款 運営に関する基準（第１６１条～第１６９条） 
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第１節 基本方針（第１７９条） 

第２節 人員に関する基準（第１８０条） 

第３節 設備に関する基準（第１８１条） 

第４節 運営に関する基準（第１８２条～第１９４条） 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運   

営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１９５条・第１９６条） 

第２款 設備に関する基準（第１９７条） 

第３款 運営に関する基準（第１９８条～第２０６条） 

第１１章 特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第２０７条） 

第２節 人員に関する基準（第２０８条・第２０９条） 

第３節 設備に関する基準（第２１０条） 

第４節 運営に関する基準（第２１１条～第２２６条） 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並    

びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２２７条・第２２８条） 

第２款 人員に関する基準（第２２９条・第２３０条） 

第３款 設備に関する基準（第２３１条） 

第４款 運営に関する基準（第２３２条～第２３７条） 

第１２章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第２３８条） 

第２節 人員に関する基準（第２３９条・第２４０条） 

第３節 設備に関する基準（第２４１条） 
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第４節 運営に関する基準（第２４２条～第２５２条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第２５３条・第２５４条） 

第１３章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針（第２５５条） 

第２節 人員に関する基準（第２５６条・第２５７条） 

第３節 設備に関する基準（第２５８条） 

第４節 運営に関する基準（第２５９条～第２６５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第４２条第１項第２号、第７２条の２第１項各号並びに第７４条第１項及

び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 居宅サービス事業者 法第８条第１項に規定する居宅サービス事業を行う者

をいう。 

⑵ 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。 

⑶ 利用料 法第４１条第１項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。 

⑷ 居宅介護サービス費用基準額 法第４１条第４項第１号又は第２号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定

居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに

要した費用の額とする。）をいう。 

⑸ 法定代理受領サービス 法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費

が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介

護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。 

- 90 -



 

⑹ 基準該当居宅サービス 法第４２条第１項第２号に規定する基準該当居宅サ

ービスをいう。 

⑺ 共生型居宅サービス 法第７２条の２第１項の申請に係る法第４１条第１項

本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。 

⑻ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用

者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たって

は、地域との結び付きを重視し、市、他の居宅サービス事業者又は地域密着型サ

ービス事業者（地域密着型サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならな

い。 

（暴力団の排除） 

第４条 指定居宅サービス事業者は、その役員等（法第７０条第２項第６号に規定

する役員等をいう。）が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第

２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針 

第５条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」という。）

の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなけれ

ばならない。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数等） 

第６条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき
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訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規

定する政令で定める者をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）の員

数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のう

ち、利用者（当該指定訪問介護事業者が法第１１５条の４５第１項第１号イに規

定する第１号訪問事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条による改

正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介

護に相当するものとして市が定めるものに限る。）に係る法第１１５条の４５の

３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又

は当該第１号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０又はそ

の端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応

じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「基準

省令」という。）第５条第４項の規定により厚生労働大臣が定める者であって、

専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用

者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（甲府市指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１

号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第７条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定

夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第４８条第１項に

規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することができる。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、か
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つ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指

定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われて

いる場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の

員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１以上とすることができ

る。 

６ 指定訪問介護事業者が第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第１号訪

問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第８条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専

用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備、備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 指定訪問介護事業者が第６条第２項に規定する第１号訪問事業に係る指定事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第

１号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第３０条に規定する運営規程の概要、訪問介護

員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込
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者の同意を得なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該

利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に

掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその

家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介

護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に

規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定訪問介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承
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諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち、指定訪問介護事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその

家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１０条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んでは

ならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１１条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域

（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難である

と認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者（法第８条第２４項

に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他

の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

（受給資格等の確認） 

第１２条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その

者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護

認定の有効期間を確認するものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第７３条第２項に規定する認

定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪

問介護を提供するよう努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１３条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定

を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているか

どうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ
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て速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が

利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認

定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満

了日の３０日前に行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係

る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（甲府市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年３月条例第２

号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第１５条第９号に規定する

サービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第１５条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介

護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者（以下「居

宅介護支援事業者等」という。）との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業

者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第１６条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者

が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」とい

う。）第６４条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家

族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村

（特別区を含む。以下同じ。）に対して届け出ること等により、指定訪問介護の

提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅

介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行

うために必要な援助を行わなければならない。 
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（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１７条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第６４条第１号ハ

及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該居宅

サービス計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 

（居宅サービス計画の変更の援助） 

第１８条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場

合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わ

なければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨

を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問

介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、

利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけれ

ばならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサ

ービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書

の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。 

（利用料等の受領） 

第２１条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係

る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅

介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな
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らない。 

３ 指定訪問介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う

場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介

護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交

付しなければならない。 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第２３条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第２４条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

⑴ 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する訪問介護計画に基

づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 

⑵ 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を

行う。 

⑶ 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技

術をもってサービスの提供を行う。 

⑷ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利

用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

（訪問介護計画の作成） 
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第２５条 サービス提供責任者（第６条第２項に規定するサービス提供責任者をい

う。以下この条及び第２９条において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した計画（以下「訪問介護計画」という。）を作成しな

ければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況

の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について

準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２６条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者

に対する訪問介護の提供をさせてはならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２７条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号の

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しな

ければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

（緊急時等の対応） 

第２８条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っている際に利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 
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第２９条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び

業務の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第２５条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行

うものとする。 

⑴ 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

⑵ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

⑶ 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者

の服薬状況、口腔
く う

機能その他の利用者の心身の状態及び生活状況に係る必要な

情報の提供を行うこと。 

⑷ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図る

こと。 

⑸ 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）に

対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況につ

いての情報を伝達すること。 

⑹ 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

⑺ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

⑻ 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

⑼ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（運営規程） 

第３０条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 
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（介護等の総合的な提供） 

第３１条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入

浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において

「介護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援

助に偏ることがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第３２条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できる

よう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めなければな

らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所

の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の

機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第３３条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備、備品等について、衛生的

な管理に努めなければならない。 

（掲示） 

第３４条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規

程（第３０条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概要、

訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３５条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を
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用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族

の同意をあらかじめ文書により得なければならない。 

（広告） 

第３６条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（不当な働きかけの禁止） 

第３７条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定

居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等基準条例第４条第１項に規定する指定

居宅介護支援事業所をいう。第１５３条第２項において同じ。）の介護支援専門

員又は居宅要介護被保険者（法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者を

いう。）に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることそ

の他の不当な働きかけを行ってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３８条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３９条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第２３条の規定によ

り市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を当該市町村に報告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関し
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て国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第

４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法

第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会か

ら同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第４０条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪

問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第４１条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故

が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅

介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４２条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定訪問介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならな

い。 

（記録の整備） 

第４３条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 訪問介護計画 

⑵ 第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 
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⑶ 第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型訪問介護の基準） 

第４４条 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共

生型訪問介護」という。）の事業を行う指定居宅介護事業者（甲府市指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

３１年３月条例第６号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第

７条第１項に規定する指定居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下この条及び第１７０条において「障害者総合支援法」という。）

第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。第１号において同じ。）に係る指

定障害福祉サービス（障害者総合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスをいう。第１号において同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満

たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第７条第１項に規定

する指定居宅介護事業所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サー

ビスの事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下この号において「指定居宅

介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提

供する指定居宅介護（指定障害福祉サービス等基準条例第６条第１項に規定す

る指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介護（以下この号において「指定居宅

介護等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介

護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等

として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第４５条 第５条、第６条（第１項を除く。）及び第７条並びに前節の規定は、共
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生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第６条第２項中「利

用者（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重

度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護

又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係

る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数等） 

第４６条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス

（以下「基準該当訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介

護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問介護事業

所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提供に当たる

介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節に

おいて同じ。）の員数は、３以上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の

うち１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１

号訪問事業（旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介

護予防サービス（法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービス

をいう。以下同じ。）に相当するものとして市が定めるものに限る。）とが同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

市の定める当該第１号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前２

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４７条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

（設備、備品等） 

第４８条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区
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画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければ

ならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第４６条第３項に規定する第１号訪問事業とが同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

市の定める当該第１号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４９条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利

用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利

用者に対する訪問介護が次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでな

い。 

⑴ 当該訪問介護の利用者が、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介

護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市長

が認めるものに住所を有する場合 

⑵ 当該訪問介護が、法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は

法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作

成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 

⑶ 当該訪問介護が、第４６条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体

的な指示に基づいて提供される場合 

⑷ 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

⑸ 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計 

 時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２

分の１を超えない場合 

２ 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定により、訪問介護員等にその

同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合におい

て、当該利用者の意向、当該利用者に係る次条において準用する第２５条第１項

の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供され

ていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（準用） 
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第５０条 第１節及び第４節（第１６条、第２１条第１項、第２６条、第３１条並

びに第３９条第５項及び第６項を除く。）の規定は、基準該当訪問介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介

護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条第２項及び第２２条中「法

定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介

護」と、第２１条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第２５条第１項中

「第６条第２項」とあるのは「第４６条第２項」と読み替えるものとする。 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

第５１条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問入浴介護」

という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の

保持、心身の機能の維持等を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第５２条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第４節

までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりと

する。 

⑴ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）  １以上

⑵ 介護職員 ２以上 

２ 訪問入浴介護従業者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（甲府市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成３１年

３月条例第５号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第６条第

１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を
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併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護（指定

介護予防サービス等基準条例第５条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、指定介護予防サービス等基準条例第６条第１項及び第２項に規定す

る人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を１人置くことをもって、前

２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５３条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第５４条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有

する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、

備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービ

ス等基準条例第８条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第５５条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問

入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問

入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に

支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介
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護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪

問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 

⑵ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第５６条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第５７条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

⑴ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

⑵ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説

明を行う。 

⑶ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行う。 

⑷ 指定訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員

２人をもって行うものとし、これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責

任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴に

より利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合にお

いては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充て
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ることができる。 

⑸ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具

その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体

に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒し

たものを使用する。 

（緊急時等の対応） 

第５８条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っている際に

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は

当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関（当該指定訪問入浴介護事業

者との間で、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合において円滑な

協力を得るための必要な事項をあらかじめ取り決めてある医療機関をいう。）へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第５９条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従

業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に

この節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第６０条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 
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第６１条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑵ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第６２条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３２条から第３６条

まで及び第３８条から第４２条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について

準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪

問入浴介護従業者」と、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第６０条」と、

第３３条第２項中「設備」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の

設備」と、第３４条中「第３０条」とあるのは「第６０条」と読み替えるものと

する。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数等） 

第６３条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサー

ビス（以下「基準該当訪問入浴介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該

当訪問入浴介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当

訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に

当たる従業者（以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。）及びその

員数は、次のとおりとする。 

⑴ 看護職員 １以上 

⑵ 介護職員 ２以上 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予防

サービス等基準条例第４０条第１項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護を
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いう。以下同じ。）の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすこ

とに加え、介護職員を１人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６４条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入

浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

（設備、備品等） 

第６５条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さ

の区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品

等を備えなければならない。 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定介護予防サービス等基準条例第４２条第１項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（準用） 

第６６条 第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３２条から第３６条まで、第３８条、第３９条（第５項及び第６項を

除く。）、第４０条から第４２条まで及び第５１条並びに前節（第５５条第１項

及び第６２条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴

介護従業者」と、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第６６条において準

用する第６０条」と、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介護について法第

４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額」とあるのは「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第３３条第２項中「設備」
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とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」と、第３４条中

「第３０条」とあるのは「第６６条において準用する第６０条」と、第５５条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基

準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第  

６１条第２項中「次条」とあるのは「第６６条」と読み替えるものとする。 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針 

第６７条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数等） 

第６８条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」という。）ごとに置くべ

き看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」とい

う。）及びその員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、

次に定めるとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ステーショ 

ン」という。） 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」とい

う。）  常勤換算方法で、２．５以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実

情に応じた適当数 

⑵ 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を担当する

医療機関」という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数 

２ 前項第１号アの看護職員のうち、１名は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サービス等

基準条例第４５条第１項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同
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じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護

（指定介護予防サービス等基準条例第４４条に規定する指定介護予防訪問看護を

いう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準条例第４５条第１項及び第２項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地

域密着型サービス基準条例第７条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看

護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サービス基

準条例第５条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。）の事

業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サー

ビス基準条例第７条第１項第４号アに規定する人員に関する基準を満たすとき

（次項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているも

のとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第１項第１

号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス基

準条例第１９２条第１４項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。）の指

定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護をいう。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場

合に、指定地域密着型サービス基準条例第１９２条第４項に規定する人員に関す

る基準を満たすとき（前項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定する基

準を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事

業者は、第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

（管理者） 

第６９条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステー

ションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に
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従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならな

い。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要

な知識及び技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第７０条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備、備品等を

備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に

他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有

する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看

護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第

４７条第１項又は第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第

１項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第７１条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の

通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困

難であると認めた場合は、主治の医師及び当該利用申込者に係る居宅介護支援事

業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措

置を速やかに講じなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第７２条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介

護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 
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２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る居

宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７３条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係

る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅

介護サービス費用基準額と、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第

１項に規定する療養の給付若しくは同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第６４条第１

項に規定する療養の給付若しくは同法第７８条第１項に規定する指定訪問看護に

要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う

場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問看護の基本取扱方針） 

第７４条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第７５条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 
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⑴ 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第７７条

第１項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を

図るよう妥当適切に行う。 

⑵ 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説

明を行う。 

⑶ 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術を

もって、これを行う。 

⑷ 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその

置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指

導を行う。 

⑸ 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

（主治の医師との関係） 

第７６条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定

訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による

指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第１項に規定する訪問看護計画書及

び同条第５項に規定する訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たっ

て主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっ

ては、前２項の規定にかかわらず、第２項の主治の医師の文書による指示並びに

前項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の

診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代えることが

できる。 

（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成） 

第７７条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、利用者の

希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書（以下「訪問看護計

画書」という。）を作成しなければならない。 
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２ 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。 

３ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者

に交付しなければならない。 

５ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書（以下「訪問看護

報告書」という。）を作成しなければならない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に

関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

７ 前条第４項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用

する。 

（同居家族に対する訪問看護の禁止） 

第７８条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対す

る指定訪問看護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第７９条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っている際に利用者に病状の

急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やか

に主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならな

い。 

（運営規程） 

第８０条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 
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（記録の整備） 

第８１条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第７６条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

⑵ 訪問看護計画書 

⑶ 訪問看護報告書 

⑷ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第８２条 第９条、第１０条、第１２条から第１４条まで、第１６条から第２０条

まで、第２２条、第２７条、第３２条から第３６条まで、第３８条から第４２条

まで及び第５９条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第９条第

１項中「第３０条」とあるのは「第８０条」と、第１４条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第３４条中「第３０条」とあるのは「第８０

条」と読み替えるものとする。 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第８３条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下「指定訪問

リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居

宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことに

より、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 
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第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第８４条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪問リハビリ

テーション事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リハビ

リテーション事業所」という。）ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとする。 

⑴ 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上

の数 

⑵ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者（指定介護予防サービス等基準条例第６０条第１項に規定する指定介護予防

訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション

（指定介護予防サービス等基準条例第５９条に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第６０条第１項

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第１項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備、備品等の要件） 

第８５条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施

設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備、

備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護

予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第６１条第１項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい
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るものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第８６条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額か

ら当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の

額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康

保険法第６３条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規

定する療養の給付のうち、指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する

費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前２項の規定により支払を受ける額の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定

訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者

から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第８７条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテ

ーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第８８条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。 
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⑴ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第１

項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維

持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

⑵ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要

とされる事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行う。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

⑷ それぞれの利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション

計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を

作成するとともに、第１号の医師に報告する。 

⑸ 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１

項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第１２９条第１項に規定する通

所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居

宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に

規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構成

員」という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）の開催により、リ

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構

成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第８９条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に

基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した計画（以下「訪問リハビリテーション計画」という。）を作成しなけ

ればならない。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーシ

ョン計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説
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明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーシ

ョン計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付し

なければならない。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第

１２５条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定

を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病

状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有

し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を

踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテ

ーション計画を作成した場合については、第１２９条第１項から第４項までに規

定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（運営規程） 

第９０条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけ

ればならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第９１条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテー

ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 訪問リハビリテーション計画 
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⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第９２条 第９条から第１４条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３２条から第３５条まで、第３８条から第４２条まで、第５９条及び

第７２条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この

場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第９０

条」と、第１４条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第３４

条中「第３０条」とあるのは「第９０条」と読み替えるものとする。 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第９３条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管

理指導」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居

宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下

この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その

居宅を訪問して、その心身の状況、その置かれている環境等を把握し、それらを

踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上

を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第９４条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅療養管理指導
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従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導

の内容に応じた適当数 

⑵ 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定介

護予防サービス等基準条例第６９条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理

指導事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理

指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス等基準条例

第６８条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等基準条例第６９条第１項に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第９５条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定

居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管

理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指

導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第７０条第１項に規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第９６条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養

管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を
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受けるものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅

療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居

宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第６３条第１

項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規定する療養の給付の

うち、指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、

指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けること

ができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第９７条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第９８条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の

病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的

管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に

必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関す

る留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護

に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養

上必要な事項等について、理解しやすいよう指導又は助言を行う。 

⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養
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上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提

供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅

サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービ

ス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情

報提供又は助言を行う。 

⑸ 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提

供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することによ

り行わなければならない。 

⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合

については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則とし

て、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならな

い。 

⑺ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について

は、速やかに診療録に記録する。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次

に掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局

の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に

基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身の

機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切

に行う。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指

導又は説明を行う。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し適切なサービスを提供する。 

⑷ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について

は、速やかに診療記録を作成するとともに、第１号の医師又は歯科医師に報告

する。 
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（運営規程） 

第９９条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、 

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならな

い。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第１００条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑵ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１０１条 第９条から第１４条まで、第１７条、第１９条、第２０条、第２２

条、第２７条、第３２条から第３５条まで、第３８条から第４２条まで、第５９

条及び第７２条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この

場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導

従業者」と、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第９９条」と、第１４条

中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第１９条中「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第３４条中「第３０条」とある
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のは「第９９条」と読み替えるものとする。 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針 

第１０２条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１０３条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに

置くべき従業者（以下この節から第４節までにおいて「通所介護従業者」とい

う。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供してい

る時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）

が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時

間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

⑵ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通

所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上

確保されるために必要と認められる数 

⑶ 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時

間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務し

ている時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が法第１１５条の４５第１項第１号ロに

規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

に相当するものとして市が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通 
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所介護又は当該第１号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同

じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっ

ては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保され

るために必要と認められる数 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第３号の介護職員

を、常時１人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、

他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

４ 前３項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に１又

は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職

務に従事することができるものとする。 

６ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならな

い。 

７ 指定通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定める当該第

１号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１０４条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第１０５条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務

室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び指定通所介

護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。 
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２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所におい

て同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。次節において同じ。）を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障ない広さを確保できる場合

にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑵ 相談室 遮蔽
へい

物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されてい

ること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合

は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該

サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

５ 指定通所介護事業者が第１０３条第１項第３号に規定する第１号通所事業に係

る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第１号通所

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市の定

める当該第１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から

第３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１０６条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介

護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に

係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅
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介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。 

３ 指定通所介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、次に掲げ

る費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対

して行う送迎に要する費用 

⑵ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定

に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介

護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ おむつ代 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用

者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、基準省令第９６条第４項の規定により厚

生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第１０７条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（指定通所介護の具体的取扱方針） 

第１０８条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する通所介護計画に基

づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な

援助を行う。 

⑵ 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと
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を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいよう説明を行う。 

⑶ 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技

術をもってサービスの提供を行う。 

⑷ 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等

の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提

供する。特に、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同

じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス

の提供ができる体制を整える。 

（通所介護計画の作成） 

第１０９条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した計画（以下「通所介護計画」という。）を作

成しなければならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介

護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービ

スの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

（運営規程） 

第１１０条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定通所介護の利用定員 
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⑸ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１１１条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供でき

るよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならな

い。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所

の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修

の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１１２条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行っ

てはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

（非常災害対策） 

第１１３条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を作成して、非

常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に

周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な措置に関する訓練を行わな

ければならない。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定通所介護事業所

の立地状況等を勘案し、発生することが予測される非常災害の種類に応じたもの

としなければならない。 

３ 第１項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努

めなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、非常災害の際に、利用者及び従業者が必要とする飲料
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水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を

行うよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第１１４条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又

は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１１５条 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事

故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、第１０５条第４項の指定通所介護以外のサービスの提

供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を

講じなければならない。 

（記録の整備） 

第１１６条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 通所介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 
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⑸ 前条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての 

 記録 

（準用） 

第１１７条 第９条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７条、第２８ 

条、第３４条から第３６条まで、第３８条から第４０条まで、第４２条及び第

５９条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３０条」とあるのは「第１１０条」と、同項及び第２８条中

「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第３４条中「第３０条」と

あるのは「第１１０条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と

読み替えるものとする。 

第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型通所介護の基準） 

第１１８条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において

「共生型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉

サービス等基準条例第８４条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、

指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第１３７条

第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第１５１条第１項に規定

する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（山

梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例（平成２４年山梨県条例

第６６号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。）第７条第１

項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援

（指定通所支援基準条例第６条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号にお

いて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準条例第７４条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事

業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デ

イサービス（指定通所支援基準条例第７３条に規定する指定放課後等デイサービ

スをいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関
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して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第８４条第１項に規

定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指

定障害福祉サービス等基準条例第１３７条第１項に規定する指定自立訓練（機

能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉

サービス等基準条例第１５１条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事

業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第７条第１

項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービ

ス事業所（指定通所支援基準条例第７４条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」と

いう。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介

護（指定障害福祉サービス等基準条例第８３条に規定する指定生活介護をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第

１３６条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第１５０条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス

（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活

介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合に

おける当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１１９条 第９条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７条、第２８

条、第３４条から第３６条まで、第３８条から第４０条まで、第４２条、第５９

条、第１０２条、第１０４条及び第１０５条第４項並びに前節（第１１７条を除

く。）の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第１１９条において準用する第１１０

条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者

（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第２８条中「訪問介護員等」

とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第３４条中「第３０条」とあるのは
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「第１１９条において準用する第１１０条」と、「訪問介護員等」とあるのは

「共生型通所介護従業者」と、第１０５条第４項中「前項ただし書の場合（指定

通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以

外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者が

共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合」と、第１０８条第２号、第１０９条第５項及び第１１１

条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第  

１１６条第２項第２号から第４号までの規定中「次条」とあるのは「第１１９

条」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数等） 

第１２０条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービ

ス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「通所介護従業者」

という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提

供している時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められ

る数 

⑵ 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提

供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

⑶ 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供し

ている時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している

時間数で除して得た数が利用者（当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所

介護の事業と法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サ

ービスに相当するものとして市が定めるものに限る。）の事業を同一の事業所
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において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当

通所介護又は当該第１号通所事業の利用者。以下この条及び第１２２条におい

て同じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以上、１５人を超える場合に

あっては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保

されるために必要と認められる数 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

２ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第３号の介

護職員を、常時１人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、

他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとす

る。 

４ 前３項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同

時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。 

５ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他

の職務に従事することができるものとする。 

６ 基準該当通所介護の事業と第１項第３号に規定する第１号通所事業とが同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市

の定める当該第１号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１２１条 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

（設備、備品等） 

第１２２条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場

所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保

するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び基準該当通所
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介護の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業

所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。）を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑵ 生活相談を行う場所は、遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するもので

なければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４ 基準該当通所介護の事業と第１２０条第１項第３号に規定する第１号通所事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、市の定める当該第１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１２３条 第９条から第１５条まで、第１７条、第１８条、第２０条、第２２

条、第２７条、第２８条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第３９条（第

５項及び第６項を除く。）、第４０条、第４２条、第５９条、第１０２条及び第

４節（第１０６条第１項及び第１１７条を除く。）の規定は、基準該当通所介護

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３０条」とあ

るのは「第１１０条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定に

より利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当通所介護」と、第２８条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介
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護従業者」と、第３４条中「第３０条」とあるのは「第１１０条」と、「訪問介

護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第１０６条第２項中「法定代理受領

サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１１６条第２項中「次条」とある

のは「第１２３条」と読み替えるものとする。 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第１２４条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通

所リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機

能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１２５条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビ

リテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所リ

ハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる従業者（以下「通所リハビリテーション従業者」という。）及

びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上

の数 

⑵ 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師

（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる

基準を満たすために必要と認められる数 

ア 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定通所リハビ

リテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者（指定介

護予防サービス等基準条例第７８条第１項に規定する指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション
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（指定介護予防サービス等基準条例第７７条に規定する指定介護予防通所リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビ

リテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この

節及び次節において同じ。）の数が１０人以下の場合にあっては、その提供

を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら

当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上、利用者の数

が１０人を超える場合にあっては、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リ

ハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が利用者の数を１０で除した数以上確保さ

れていること。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が１００又はその端数を増すごと

に１以上確保されていること。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第２号の規定

にかかわらず、次のとおりとすることができる。 

⑴ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が１０人以下の場合

にあっては、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介

護職員が１以上、利用者の数が１０人を超える場合にあっては、提供時間帯を

通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が利用者の数を１０

で除した数以上確保されていること。 

⑵ 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若

しくはこれに類するサービスに１年以上従事した経験を有する看護師が、常勤

換算方法で、０．１以上確保されること。 

３ 第１項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事
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業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護

予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第７８条第１項から第

３項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第１２６条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーション

を行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平方メートルに利用定員（当該指

定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの

提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節におい

て同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定

通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該

専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供

用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び

器具を備えなければならない。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護

予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第７９条第１項及び第

２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第１２７条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテ

ーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 
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第１２８条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

⑴ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、第１２５条第１項第１号

の医師の指示及び次条第１項に規定する通所リハビリテーション計画に基づ  

き、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥

当適切に行う。 

⑵ 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビ

リテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいよう

指導又は説明を行う。 

⑶ 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身

の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサ

ービスを提供する。この場合において、認知症である要介護者に対しては、必

要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。 

⑷ 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催によ

り、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情

報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

（通所リハビリテーション計画の作成） 

第１２９条 第１２５条第１項第１号の医師及び理学療法士、作業療法士その他専

ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者

（以下「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査

等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した計画（以下「通所リハビリテーション計画」という。）を

作成しなければならない。 

２ 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなら

ない。 
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４ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所

リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリ

テーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載す

る。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した場合に限

る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビ

リテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容につ

いて整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第

８９条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもっ

て、第１項から第４項までに規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（管理者等の責務） 

第１３０条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、

作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちか

ら選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、

指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための

必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第１３１条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めな

ければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定通所リハビリテーションの利用定員 

⑸ 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 
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⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第１３２条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければな

らない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業

所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１３３条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテー

ションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 通所リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１３４条 第９条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２０条、第

２２条、第２７条、第２８条、第３４条、第３５条、第３８条から第４２条ま

で、第７２条、第１０６条及び第１１１条から第１１３条までの規定は、指定通

所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規
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定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第９条

第１項中「第３０条」とあるのは「第１３１条」と、第１４条中「心身の状況」

とあるのは「心身の状況、病歴」と、第３４条中「第３０条」とあるのは「第  

１３１条」と、第１１１条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビ

リテーション従業者」と読み替えるものとする。 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第１３５条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指定短期入所

生活介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１３６条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入所生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所生活介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以

下この節から第５節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指定短期入所生活介護事

業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者

（当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者（指

定介護予防サービス等基準条例第９５条第１項に規定する指定介護予防短期入所

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所

生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準

条例第９４条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用

者。以下この節及び次節並びに第１５３条において同じ。）の数の上限をいう。

以下この節から第４節までにおいて同じ。）が４０人を超えない指定短期入所生
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活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることによ

り当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合

であって、利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士を置かないことが

できる。 

⑴ 医師 １以上 

⑵ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」と

いう。） 常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 栄養士 １以上 

⑸ 機能訓練指導員 １以上 

⑹ 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適

当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一

部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行

うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規

定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入

所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とさ

れる数が確保されるために必要な数以上とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に規定する養

護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医

療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは

介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人

ホーム等」という。）に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該

特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」とい

う。）については、老人福祉法、医療法（昭和２３年法律第２０５号）又は法に

規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項
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各号に掲げる員数の短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞ

れのうち、１人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が２０人未満で

ある併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 

６ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所

の他の職務に従事することができるものとする。 

７ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第９５条第１項から第６項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（管理者） 

第１３７条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短

期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第１３８条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を２０人以上とし、指

定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第１３６

条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでな

い。 

２ 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定短期入所

生活介護事業所（第１５９条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所

をいう。以下この項において同じ。）を除く。）とユニット型指定短期入所生活

介護事業所とが併設され一体的に運営されている場合であって、それらの利用定

員の総数が２０人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、そ

- 149 -



 

の利用定員を２０人未満とすることができる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第９７条第１項及び第２項に規定する利用定員等

に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

（設備、備品等） 

第１３９条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建

ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条第９号

の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

⑴ 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長

と相談の上、第１５６条において準用する第１１３条第１項に規定する計画

に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第１５６条において準用する第１１３条第１項に規定する訓練について

は、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確

保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ

とを要しない。 
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⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短

期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければな

らない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福

祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該

社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇

に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員

室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面設備 

⑺ 医務室 

⑻ 静養室 

⑼ 面談室 

⑽ 介護職員室 

⑾ 看護職員室 

⑿ 調理室 

⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 
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⒂ 介護材料室 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び

当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本

体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者

及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併

設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定短期入所生活介護の

事業の用に供することができるものとする。 

５ 第１３６条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあって

は、第３項及び第７項第１号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養

護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ  

と。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準

は、次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、１．８メートル（中廊下にあっては２．７メートル）以上とす

ること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 
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⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合は、１

以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限り

でない。 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項から第７項までに規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１４０条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第１５２条に規定する運

営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行

い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について

準用する。 

（指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１４１条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しく

はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的

及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営む

のに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携によ

り、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的

に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなけれ

ばならない。 
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（利用料等の受領） 

第１４２条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入

所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期

入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短

期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項

第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に

代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第２

号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１２７条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 基準省令第１２７条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１２７条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜
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のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１２７条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意に

ついては、文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１４３条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活

に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者につ

いては、次条第１項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然としたもの

又は画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいよう説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、

利用者に対し、身体的拘束等（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を

いう。以下同じ。）を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（短期入所生活介護計画の作成） 

第１４４条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続
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して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から

終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入

所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した計画（以下「短期入所生活介護計画」とい

う。）を作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際

には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（介護） 

第１４５条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用

者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ

を適切に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用者に対

し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならな

い。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させな

ければならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指定短

期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 
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第１４６条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を

摂ることを支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第１４７条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必

要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練

を行わなければならない。 

（健康管理） 

第１４８条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健

康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければなら

ない。 

（相談及び援助） 

第１４９条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置か

れている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適

切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１５０条 指定短期入所生活介護事業者は、趣味、教養又は娯楽に係る活動のた

めの設備を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなけれ

ばならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めな

ければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１５１条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っ

ている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

の医師又は指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関（当該指定短期入

所生活介護事業者との間で、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

において円滑な協力を得るための必要な事項をあらかじめ取り決めてある医療機

関をいう。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 
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第１５２条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第１３６条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合 

を除く。） 

⑷ 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の送迎の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１５３条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第１３６条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生

活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員

を超えることとなる利用者数 

⑵ 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居

室の定員を超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況又は利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所（指

定居宅介護支援等基準条例第４条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をい

う。）の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所

生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がな

い場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超え

て、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。 

（地域等との連携） 

第１５４条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその
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自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

（記録の整備） 

第１５５条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 短期入所生活介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 第１４３条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１５６条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２７条、第３４条から第３６条まで、第３８条から第４２条まで、第５９

条、第１１１条、第１１３条及び第１１４条の規定は、指定短期入所生活介護の

事業について準用する。この場合において、第３４条中「第３０条」とあるのは

「第１５２条」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」

と、第１１１条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業

者」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及

び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１５７条 第１節及び前２節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活
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介護の事業（指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居

室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し、

共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一

体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用

者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）

の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところ

による。 

（基本方針） 

第１５８条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及

び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとな

るよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並

びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

第２款 設備に関する基準 

（設備、備品等） 

第１５９条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニ

ット型指定短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のた

めに使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定

短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又

は消防署長と相談の上、第１６９条において準用する第１５６条において準

用する第１１３条第１項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確

保するために必要な事項を定めること。 

イ 第１６９条において準用する第１５６条において準用する第１１３条第１
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項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間に

おいて行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

のユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の

安全性が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築

物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるととも

に、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備

えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することによ

り、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率

的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニッ

トを除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 
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⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所で

あって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設

ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設

ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム

等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。）の効率的

運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット

型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がな

いときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニッ

トを除く。）をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができ

るものとする。 

５ 第１３６条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（甲府

市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３

月条例第３号）第３４条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下

同じ。）の場合にあっては、第３項及び第７項第１号の規定にかかわらず、ユニ

ット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものと

する。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 居室 

（ア） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入所

生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生

活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員

（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型

指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該ユニット

型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１２０条第１項に規定する

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の
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指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防サービス等基

準条例第１１８条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の利用者。第１６８条において同じ。）の数

の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね１０人以下とし

なければならない。 

（ウ） 利用者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者

同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天

井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。 

（エ） 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ 

と。 

イ 共同生活室 

（ア） 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状

を有すること。 

（イ） 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（ウ） 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ） 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ） 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

⑵ 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造

設備の基準は、次のとおりとする。 
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⑴ 廊下の幅は、１．８メートル（中廊下にあっては２．７メートル）以上とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の

円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１．５メートル（中廊下

にあっては１．８メートル）以上として差し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事

業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第

１２０条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１６０条 第１３８条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所につい

て準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１６１条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該

ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける
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額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、

同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に

代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条

第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１４０条の６第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基

準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑷ 基準省令第１４０条の６第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基

準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１４０条の６第３項第５号の規定により厚生

労働大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１４０条の６

第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に

係る同意については、文書によるものとする。 
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（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１６２条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自ら

の生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用

者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持っ

て生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなけ

ればならない。 

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本とし

て、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状

況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の

提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいよう説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当

たっては、利用者に対し、身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生

活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第１６３条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な

技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事

を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適
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切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精

神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の

機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うこ

とをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適

切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用

者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければ

ならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利

用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければな

らない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に

従事させなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受け

させてはならない。 

（食事の提供） 

第１６４条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適

切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切

な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り

自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築く

ことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂るこ

とを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 
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第１６５条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣

味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

よう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１６６条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第１３６条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人

ホームである場合を除く。） 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第１３６条第２項の規定の適用

を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

⑸ 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の送迎の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１６７条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニ

ット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介

護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わ

なければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配

置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 
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⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護

事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユ

ニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１６８条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上

の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災

害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第１３６条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであ

るユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養

護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利

用者数 

⑵ 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニ

ットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第１６９条 第１４０条、第１４１条、第１４４条、第１４７条から第１４９条ま

で、第１５１条及び第１５４条から第１５６条（第１１１条の準用に係る部分を

除く。）までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第１４０条第１項中「第１５２条」とあるのは「第  

１６６条」と、第１５５条第２項第２号中「次条」とあるのは「第１６９条にお

いて準用する次条」と、同項第３号中「第１４３条第５項」とあるのは「第

１６２条第７項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第１６９条において準用する次条」と、第１５６条中「第１５２条」とあるの

は「第１６６条」と読み替えるものとする。 

第６節 共生型居宅サービスに関する基準 

（共生型短期入所生活介護の基準） 

第１７０条 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条に
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おいて「共生型短期入所生活介護」という。）の事業を行う指定短期入所事業者

（指定障害福祉サービス等基準条例第１１２条第１項に規定する指定短期入所事

業者をいい、指定障害者支援施設（障害者総合支援法第２９条第１項に規定する

指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定

障害福祉サービス等基準条例第１０８条に規定する指定短期入所をいう。以下こ

の条において同じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う

事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されて

いない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う

事業所（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）において指定短

期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次の

とおりとする。 

⑴ 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短

期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が９．９平方メートル

以上であること。 

⑵ 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する

指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介

護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所と

して必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けて

いること。 

（準用） 

第１７１条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２７条、第３４条から第３６条まで、第３８条から第４２条まで、第５９

条、第１１１条、第１１３条、第１１４条、第１３５条及び第１３７条並びに第

４節（第１５６条を除く。）の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について

準用する。この場合において、第３４条中「第３０条」とあるのは「第１７１条

において準用する第１５２条」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入

所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」とい

う。）」と、第１１１条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入
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所生活介護従業者」と、第１４０条第１項、第１４３条第３項、第１４４条第１

項及び第１５１条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生

活介護従業者」と、第１５５条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中

「次条」とあるのは「第１７１条」と読み替えるものとする。 

第７節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（指定通所介護事業所等との併設） 

第１７２条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当す

るサービス（以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事業所、指

定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６０条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）、指定認知症対応型通

所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６２条第１項に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）若しくは指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定

通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

（従業者の員数等） 

第１７３条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所

ごとに置くべき従業者（以下この節において「短期入所生活介護従業者」とい

う。）及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養

士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運

営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第

３号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 生活相談員 １以上 

⑵ 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当短期入所生

活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所

生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第１３４条に規定する基準該当介

護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において

一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所
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生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第

１７５条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 栄養士 １以上 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

⑸ 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じ

た適当数 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当

短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事

業所の他の職務に従事することができるものとする。 

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護

事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる員数の短

期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第１３５条第１項から第４項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１７４条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準

該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所

生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 

（利用定員等） 

第１７５条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当短

期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を２０人未

満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 
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２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第１３７条第１項に規定する利用定員

等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

（設備、備品等） 

第１７６条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとと

もに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等

を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用すること

により、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の

効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該

当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、こ

れらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面所 

⑺ 静養室 

⑻ 面接室 

⑼ 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 
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イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動

することが可能なものでなければならない。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等基準条例第１３８条第１項から第３項までに規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（指定通所介護事業所等との連携） 

第１７７条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提 

供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ

ばならない。 

（準用） 

第１７８条 第１０条から第１４条まで、第１７条、第２０条、第２２条、第２７

条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第３９条（第５項及び第６項を除

く。）、第４０条から第４２条まで、第５９条、第１１１条、第１１３条、第

１１４条、第１３５条及び第４節（第１４２条第１項及び第１５６条を除く。）

の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規

定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第３４条中「第３０条」とあるのは

「第１７８条において準用する第１５２条」と、「訪問介護員等」とあるのは

「短期入所生活介護従業者」と、第１１１条第３項中「通所介護従業者」とある

のは「短期入所生活介護従業者」と、第１４２条第２項中「法定代理受領サービ
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スに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１４８条中「医師及

び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第１５３条第２項中「静養室」とある

のは「静養室等」と、第１５５条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第１７８条」と読み替えるものとする。 

第１０章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第１７９条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所

療養介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必

要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１８０条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以

下「短期入所療養介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定

短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看

護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、栄養士及

び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定短期入所

療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サービ

ス等基準条例第１４２条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の 

事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基準条例第

１４１条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用
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者。以下この条及び第１９２条において同じ。）を当該介護老人保健施設の入

所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とする。 

⑵ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第 

１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

２６条の規定による改正前の法（以下「平成１８年旧介護保険法」という。）

第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療

養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当

該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該

指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成１８年旧介護

保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保される

ために必要な数以上とする。 

⑶ 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短

期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべ 

き医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をい

う。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、同法に規

定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数以上とする。 

⑷ 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員

又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が３

又はその端数を増すごとに１以上とする。この場合において、夜間における緊

急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人

以上配置していること。 

 ⑸ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入

所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び

理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入

所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が
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確保されるために必要な数以上とする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第１４２条第１項に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

第３節 設備に関する基準 

第１８１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定

する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人

保健施設（甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）第４３条に規定するユニ

ット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有す

ること。 

⑵ 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平

成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる

設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（甲府市指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第５１

号）第３条の規定により、その例によるものとされた指定介護療養型医療施設

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）第３７条

に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）に関する

ものを除く。）を有すること。 

⑶ 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養

病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。 

⑷ 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人につき
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６．４平方メートル以上とすること。 

イ 浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

 ⑸ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介

護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（甲府市介

護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

３０年１２月条例第５０号）第４４条に規定するユニット型介護医療院をい

う。第１９７条及び第２０５条において同じ。）に関するものを除く。）を有

すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前

項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有する

ものとする。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等基準条例第１４３条第１項及び第２項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第１８２条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状に

より、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の

家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があ

る者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床

に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認

知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０

年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。

以下同じ。）において指定短期入所療養介護を提供するものとする。 
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（利用料等の受領） 

第１８３条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入

所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期

入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短

期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第２項

第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に

代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第２項第２

号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１４５条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑷ 基準省令第１４５条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１４５条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 
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⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１４５条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及

び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意につ

いては、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第１８４条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用

者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者につ

いては、次条第１項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然としたもの

又は画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項につい

て、理解しやすいよう指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、

利用者に対し、身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（短期入所療養介護計画の作成） 
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第１８５条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続

して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、

希望及びその置かれている環境並びに次条に規定する医師の診療の方針に基づ

き、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用

するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サ

ービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

計画（以下「短期入所療養介護計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際

には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（診療の方針） 

第１８６条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に

対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察

し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあ

げることができるよう適切な指導を行う。 

⑶ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 

⑸ 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第１４８条第５号の規定

により厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 

⑹ 基準省令第１４８条第６号の規定により厚生労働大臣が定める医薬品以外の

医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 

⑺ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であ

ると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じ
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なければならない。 

（機能訓練） 

第１８７条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第１８８条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用

者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な

方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ

を適切に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用者に対

し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならな

い。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指定短

期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはなら

ない。 

（食事の提供） 

第１８９条 指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況、病

状及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離

床して食堂で食事を摂ることができるよう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーショ

ン行事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めな
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ければならない。 

（運営規程） 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１９２条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を

当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の

定員を超えることとなる利用者数 

⑵ 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認

知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に

係る病室の定員を超えることとなる利用者数 

⑶ 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えるこ

ととなる利用者数 

 ⑷ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介

護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超える

こととなる利用者数 

（記録の整備） 

第１９３条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す
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る諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 短期入所療養介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 第１８４条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１９４条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２７条、第３４条、第３５条、第３８条から第４２条まで、第５９条、第

１１１条、第１１３条、第１３２条、第１４０条、第１４１条第２項及び第

１５４条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第３４条中「第３０条」とあるのは「第１９１条」と、「訪問介護員

等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第１１１条第３項中「通所介護

従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第１４０条第１項中「第  

１５２条」とあるのは「第１９１条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるの

は「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及

び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１９５条 第１節及び前２節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養

介護の事業（指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療

養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用
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者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同

じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをい

う。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この

節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１９６条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及

び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとな

るよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必

要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者

が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することによ

り、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第１９７条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニ

ット型指定短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあって

は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること。 

⑵ 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必

要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）

を有すること。 

⑶ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に

限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

⑷ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ
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っては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必

要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療

所に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

⑸ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に

規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院

に関するものに限る。）を有すること。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１６０条第１項に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、

かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入

所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準条例第１５８条に規定するユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等

基準条例第１６０条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１９８条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該

ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける

額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費
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の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、

同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に

代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条

第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１５５条の５第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基

準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要と

なる費用 

⑷ 基準省令第１５５条の５第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基

準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１５５条の５第３項第５号の規定により厚生

労働大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１５５条の５

第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に

係る同意については、文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第１９９条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自ら

の生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす
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るため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用

者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持っ

て生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなけ

ればならない。 

４ 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本とし

て、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状

況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の

提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいよう説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当

たっては、利用者に対し、身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療

養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２００条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者

が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用

者の病状、心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事

を、利用者が、その病状、心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行う

よう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精

神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の
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機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うこ

とをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応

じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければなら

ない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用

者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければ

ならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利

用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければな

らない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、その負担により、

当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介

護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第２０１条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適

切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切

な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り

自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築く

ことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂るこ

とを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２０２条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣

味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る
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よう努めなければならない。 

（運営規程） 

第２０３条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０４条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニ

ット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介

護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わ

なければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配

置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護

事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユ

ニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２０５条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該
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ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業

とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期

入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行っ

てはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

⑴ ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場

合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患

者とみなした場合においてユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超

えることとなる利用者数 

⑶ ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入

居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第２０６条 第１８２条、第１８５条から第１８７条まで、第１９３条及び第

１９４条（第１１１条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短

期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第１９３条第２項

第２号中「次条」とあるのは「第２０６条において準用する次条」と、同項第３

号中「第１８４条第５項」とあるのは「第１９９条第７項」と、同項第４号から

第６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０６条において準用する次条」

と、第１９４条中「第１９１条」とあるのは「第２０３条」と読み替えるものと

する。 

第１１章 特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第２０７条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以下「指定特
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定施設入居者生活介護」という。）の事業は、特定施設サービス計画（法第８条

第１１項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことによ

り、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受

ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が当該指定特定施設（特

定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをい

う。以下同じ。）においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入居者生活

介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２０８条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指

定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特定施設従業者」とい

う。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑵ 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は

介護職員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用

者の数が３又はその端数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ア） 利用者の数が３０を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法

で、１以上 

（イ） 利用者の数が３０を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、

１に利用者の数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて

得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保

されること。 
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⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者（指定介護予防サービス等基準条例第１７１条第２項に規定する指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護

（指定介護予防サービス等基準条例第１７１条第１項に規定する指定介護予防特

定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体

的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者

の員数は、それぞれ次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの利用

者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が

１００又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護

予防サービスの利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の員数は、次のとおりとすること。 

（ア） 総利用者数が３０を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法

で、１以上 

（イ） 総利用者数が３０を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、

１に総利用者数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて

得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予

防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、こ

の限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 
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⑷ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年

度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち、１人以上は、常勤でなけ

ればならない。 

５ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介

護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上、及び介護職員のうち１人

以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設に

おける他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する

介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、特

定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるの

に適当と認められるものとする。ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利

用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設

における他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介

護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員

及び介護職員のうち、それぞれ１人以上は、常勤でなければならない。ただし、

指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護

職員のうち、いずれか１人が常勤であれば足りるものとする。 

（管理者） 

第２０９条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上

支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第２１０条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建
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物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているも

のであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生

活介護を行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室

を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うため

の室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために

適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができ

るものとする。 

４ 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居

室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次

の基準を満たさなければならない。 

⑴ 介護居室 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められ

る場合は、２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 
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⑵ 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑸ 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

⑹ 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を

有するものでなければならない。 

６ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるもの

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築

基準法及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによる。 

８ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されて

いる場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第１７４条第１項から第

７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２１１条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又は

その家族に対し、第２２１条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施

設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を

不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介

護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととし

ている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者

の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなけ
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ればならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付につい

て準用する。 

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第２１２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対す

る指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護

に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービ

スを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居者

等」という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサ

ービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹

介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなけれ

ばならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１３条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指

定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を利用者の被保険

者証に記載しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供し

た際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２１４条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額

から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の

額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指
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定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の

額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額の

ほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

⑵ おむつ代 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２１５条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日

常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然とした

もの又は画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解しやすいよう説明を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たっては、利用者に対し、身体的拘束等を行ってはならない。ただし、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、

この限りでない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次
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に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

７ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者

生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（特定施設サービス計画の作成） 

第２１６条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者（第２０８条第１項第４号

又は第２項第４号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。）に特定

施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ

て利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解

決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びそ

の達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込

んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得な

ければならない。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サ

ービス計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従

業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把

握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じ

て特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 
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７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更

について準用する。 

（介護） 

第２１７条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１

週間に２回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方

法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に規定するもののほか、利用者

に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなけれ

ばならない。 

（健康管理） 

第２１８条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとと

もに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第２１９条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相

談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければなら

ない。 

（利用者の家族との連携等） 

第２２０条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を

図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない。 

（運営規程） 

第２２１条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員及び居室数 
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⑷ 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２２２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特

定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制

を定めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指

定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施

設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場

合は、この限りでない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施

設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる

場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結

果等を記録しなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第２２３条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備え

るため、あらかじめ、協力医療機関（当該指定特定施設との間で入居者が医療を

必要とした際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。）を定

めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該

指定特定施設との間で入居者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されて

いる歯科医療機関をいう。）を定めるよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第２２４条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たって

- 201 -



 

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供し

た指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が

派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

（記録の整備） 

第２２５条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生

活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 特定施設サービス計画 

⑵ 第２１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第２１５条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第２２２条第３項の規定による結果等の記録 

⑸ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第２２６条 第１２条、第１３条、第２２条、第２７条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条から第４２条まで、第５８条、第５９条、第１１３条、第１１４条

及び第１４７条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第３４条中「第３０条」とあるのは「第２２１条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第５８条中「訪問入浴介護

従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方

針並びに人員、設備及び運営に関する基準 
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第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２２７条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護（指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者に

より行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活

相談等（以下「基本サービス」という。）及び当該指定特定施設の事業者が委託

する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）によ

り、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話（以下「受託居宅サービ

ス」という。以下同じ。）をいう。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、

設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２２８条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設

サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切

かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指

定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ

継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２２９条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施

設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型特

定施設従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が１０又はその端数を増すごとに１

以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１
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を標準とする。） 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例

第１９４条第２項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第１９３条に規定する外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規

定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のと

おりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予

防サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者

数」という。）が１００又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が１０又はその端数を増すごとに１

及び介護予防サービスの利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上で

あること。 

⑶ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年

度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に１以上の指定特定

施設の従業者（第１項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。）

を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち、１人以上は、専らその職

務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項の場合に

あっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、

当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する
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介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては、特

定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるの

に適当と認められるものとし、そのうち１人以上は、常勤でなければならない。

ただし、利用者（第２項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用

者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事すること

ができるものとする。 

（管理者） 

第２３０条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定

施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指

定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第２３１条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているも

のであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただ

し、居室の面積が２５平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことが
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できるものとする。 

４ 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければなら

ない。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認め

られる場合は、２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑷ 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を

有するものでなければならない。 

６ 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるもの

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築

基準法及び消防法の定めるところによる。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されて

いる場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第１９７条第１項から第

７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２３２条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじ
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め、入居申込者又はその家族に対し、第２３４条に規定する運営規程の概要、従

業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受

託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居

宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅サー

ビス事業所」という。）の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその

改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記載した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は

除く。）及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契

約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約におい

て、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移

して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当

該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明

記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付につい

て準用する。 

（受託居宅サービスの提供） 

第２３３条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設

サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居

宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス

事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具

体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 

（運営規程） 

第２３４条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定

施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけ

ればならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 
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⑵ 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用

の額 

⑸ 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 

⑹ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

⑺ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（受託居宅サービス事業者への委託） 

第２３５条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅

サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービ

ス事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サー

ビス事業者（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者を

いう。）でなければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介

護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所

介護、指定通所リハビリテーション、第２３８条に規定する指定福祉用具貸与、

指定地域密着型サービス基準条例第６０条の２に規定する指定地域密着型通所介

護及び指定地域密着型サービス基準条例第６１条に規定する指定認知症対応型通

所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当た

っては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規定する方法によりこれ

らの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

⑴ 指定訪問介護 

⑵ 指定訪問看護 

⑶ 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に規定する
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受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により

事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについて

は、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、これらの提供に関す

る業務を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の指定認知

症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約

を締結する場合にあっては、市内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を

行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結

しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス

事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス

に係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければな

らない。 

（記録の整備） 

第２３６条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、

設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しなければ

ならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 特定施設サービス計画 

⑵ 第２３３条第２項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係

る記録 

⑶ 前条第８項の規定による結果等の記録 

⑷ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

⑺ 次条において準用する第２１３条第２項の規定による提供した具体的なサー
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ビスの内容等の記録 

⑻ 次条において準用する第２１５条第５項の規定による身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑼ 次条において準用する第２２２条第３項の規定による結果等の記録 

（準用） 

第２３７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２７条、第３４条から第３６条ま

で、第３８条から第４２条まで、第５８条、第５９条、第１１３条、第１１４

条、第２１２条から第２１６条まで、第２１９条、第２２０条及び第２２２条か

ら第２２４条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、第３４条中「第３０条」とあるのは

「第２３４条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設

従業者」と、第３５条第１項及び第２項中「指定訪問介護事業所」とあるのは

「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第５８条中「訪問入浴介護従

業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第２１３条第２項中「指定特定

施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第２１６条第１項中

「第２０８条第１項第４号又は第２項第４号」とあるのは「第２２９条第１項第

３号又は第２項第３号」と、同条第３項及び第６項中「他の特定施設従業者」と

あるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業

者」と、第２２２条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービ

ス」と読み替えるものとする。 

第１２章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第２３８条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸

与」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた

適切な福祉用具（法第８条第１２項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具

をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福

祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練

に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければなら
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ない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２３９条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」とい

う。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第４条第１項に規

定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）及びその員数は、常勤換算方法

で、２以上とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であっ

て、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、

当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条例第  

２０６条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同

じ。） 同項 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条例第

２２３条第１項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下

同じ。） 同項 

⑶ 第２５６条第１項に規定する指定特定福祉用具販売事業者 同項 

（管理者） 

第２４０条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸

与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第２４１条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な

設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、指

定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。
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ただし、第２４９条第３項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に

行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材

を備えないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分す

ることが可能であること。 

⑵ 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱 

う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであるこ  

と。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防

サービス等基準条例第２０５条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定介護予防サービス等基準条例第２０８条第１項及び第２項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第２４２条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福

祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福

祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者

に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具

貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸

与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、次に
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掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交

通費 

⑵ 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又

はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に

応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等によ

り、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第２４３条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並び

に利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用

具を貸与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２４４条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

⑴ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する福祉用具貸与

計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知

識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使

用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を

得るものとする。 

⑵ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、

衛生状態等に関し、点検を行う。 

⑶ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉
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用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故

障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必

要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行

う。 

⑷ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸

与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等

を行う。 

⑸ 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合には、当該居宅

サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該居

宅サービスに係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討

された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載される

よう必要な措置を講ずるものとする。 

⑹ 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の

異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第２４５条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれて

いる環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した計画（以下「福祉用具貸与計画」という。）を作

成しなければならない。この場合において、第２５５条に規定する指定特定福祉

用具販売の利用があるときは、第２６３条第１項に規定する特定福祉用具販売計

画と一体のものとして作成されなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居

宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸

与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならな

い。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の

実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものと
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する。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更につ

いて準用する。 

（運営規程） 

第２４６条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等）

第２４７条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、その資質の 

向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽
さ ん

に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成

するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第２４８条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に

対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うように

しなければならない。 

（衛生管理等） 

第２４９条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて

適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行わ

れた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければなら

ない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消

毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該
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指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適

切な方法により行われることを担保しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託

等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況に

ついて定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

（掲示及び目録の備え付け） 

第２５０条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程（第

２４６条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概要その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉

用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の

必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第２５１条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 福祉用具貸与計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 第２４９条第４項の規定による結果等の記録 

⑷ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第２５２条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３５条、第３６
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条、第３８条から第４２条まで、第５９条並びに第１１１条第１項及び第２項の

規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３０条」とあるのは「第２４６条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「福祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同じ。）等」とあるのは「以下

同じ。）、取り扱う福祉用具の種目等」と、第１５条第２項中「適切な指導」と

あるのは「適切な相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員等」とあるのは

「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第２０条第

１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び

品名」と、第２２条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第１１１条第２項

中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２５３条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサ

ービス（以下「基準該当福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業

を行う事業所（以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき

福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予防

サービス等基準条例第２２０条第１項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第２５４条 第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３５条、第３６条、第３８条、第３９条（第５項及び第６項を除

く。）、第４０条から第４２条まで、第５９条、第１１１条第１項及び第２項、

第２３８条、第２４０条、第２４１条及び前節（第２４２条第１項及び第２５２

条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第２５４条において準用する第

２４６条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１１

条中「以下同じ。）等」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目
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等」と、第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第１９条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と、第２０条第１項中「提供日及び内容、当該指定

訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」

と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは

「基準該当福祉用具貸与」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と、第１１１

条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第２４２条第２項中「法

定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉

用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第２５１条第２

項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第２５４条」

と読み替えるものとする。 

第１３章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第２５５条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉

用具販売」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえた適切な特定福祉用具（法第８条第１３項の規定により厚生労働大臣が定め

る特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調

整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を

図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２５６条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業

所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、

２以上とする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合で
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あって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分

に応じ、当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第

２０６条第１項 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第

２２３条第１項 

⑶ 指定福祉用具貸与事業者 第２３９条第１項 

（管理者） 

第２５７条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特

定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第２５８条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さ

の区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備、備品

等を備えなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販

売（指定介護予防サービス等基準条例第２２２条に規定する指定特定介護予防福

祉用具販売をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第２２５条第１項

に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第２５９条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申
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出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

対して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第２６０条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際

には、法第４４条第３項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の

額（以下「販売費用の額」という。）の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、販売費用の額のほか、次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合 

 の交通費 

⑵ 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第２６１条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費

用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して

交付しなければならない。 

⑴ 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

⑵ 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と

認められる事項を記載した証明書 

⑶ 領収書 

⑷ 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第２６２条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。 

⑴ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定福祉

用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよ

う、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して特定福

祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定
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福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、

安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。 

⑶ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて

特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の

留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要

に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を

行う。 

⑷ 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該

居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

（特定福祉用具販売計画の作成） 

第２６３条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下「特定福祉用具販売計画」とい

う。）を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用

があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福

祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。 

（記録の整備） 

第２６４条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 
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⑴ 特定福祉用具販売計画 

⑵ 第２５９条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２７条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３９条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第４１条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第２６５条 第９条から第１５条まで、第１７条から第１９条まで、第２７条、第

３３条、第３５条、第３６条、第３８条から第４２条まで、第５９条、第１１１

条第１項及び第２項、第２４３条、第２４６条から第２４８条まで並びに第

２５０条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第２６５条において準用する

第２４６条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第  

１１条中「以下同じ。）等」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定福祉用具

の種目等」と、第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助

言」と、第１９条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及

び利用者」とあるのは「利用者」と、第３３条第１項中「訪問介護員等」とある

のは「従業者」と、第１１１条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」

と、第２４３条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」

とあるのは「販売」と、第２４６条第４号中「利用料」とあるのは「販売費用の

額」と、第２４７条、第２４８条及び第２５０条第２項中「福祉用具」とあるの

は「特定福祉用具」と、同項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替

えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１２年４月１日前から存する老人短期入所事業（介護保険法施行法（平成

９年法律第１２４号）第２０条による改正前の老人福祉法第５条の２第４項に規

定する老人短期入所事業をいう。）の用に供する施設（専ら当該事業の用に供す

- 222 -



 

るものに限る。）又は老人短期入所施設（同法第２０条の３に規定する老人短期

入所施設をいう。）（基本的な設備が完成されているものを含み、同日以降に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く。）については、第１３９条第６項

第１号ア及びイ並びに第２号ア並びに第７項の規定は、適用しない。 

３ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以

下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既

存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。次項か

ら附則第６項までにおいて「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る

病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療

法施行規則等改正省令附則第２２条の規定の適用を受けているものに係る食堂及

び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及

び浴室を有しなければならない。 

⑴ 食堂は、内法
のり

による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ

ートル以上の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

４ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３条の適用

を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に

係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６条の適用

を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に

係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき６ . ４平方メート

ル以上としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２１条の規

定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法

による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備え

なければならない。 

７ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内
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の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換によ

る診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短期

入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２４

条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定に

かかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。 

⑴ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ

ートル以上の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

８ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４

条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療

養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第７

条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療

養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき６ . ４平

方メートル以上としなければならない。 

１０ 平成１８年４月１日前から存する養護老人ホームにあっては、第２３１条第

４項第１号アの規定は、適用しない。 

１１ 第２０８条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数

を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人

福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要

支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以

下同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設（介護

老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設を

いう。以下同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の

基準は、次のとおりとする。 
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⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しく

は診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型

指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かない

ことができること。 

⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に

応じた適当な数とすること。 

１２ 第２２９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３

月３１日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担

当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当な数

とする。 

１３ 第２１０条及び第２３１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の

事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人

保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当

該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められると

きは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことが

できる。 
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 甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条～第３７条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３８条・

第３９条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４０条～第４３条） 

第３章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針（第４４条） 

第２節 人員に関する基準（第４５条・第４６条） 

第３節 設備に関する基準（第４７条） 

第４節 運営に関する基準（第４８条～第５５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第５６条～

第５８条） 
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第４章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第５９条） 

第２節 人員に関する基準（第６０条） 

第３節 設備に関する基準（第６１条） 

第４節 運営に関する基準（第６２条～第６５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６６条・

第６７条） 

第５章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第６８条） 

第２節 人員に関する基準（第６９条） 

第３節 設備に関する基準（第７０条） 

第４節 運営に関する基準（第７１条～第７４条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第７５条・

第７６条） 

第６章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第７７条） 

第２節 人員に関する基準（第７８条） 

第３節 設備に関する基準（第７９条） 

第４節 運営に関する基準（第８０条～第８９条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第９０条～

第９３条） 

第７章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第９４条） 

第２節 人員に関する基準（第９５条・第９６条） 

第３節 設備に関する基準（第９７条・第９８条） 

第４節 運営に関する基準（第９９条～第１０９条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１１０条～

第１１７条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及

び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
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第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１１８条・第１１９条） 

第２款 設備に関する基準（第１２０条・第１２１条） 

第３款 運営に関する基準（第１２２条～第１２６条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１２７条～

第１３１条） 

第７節 共生型介護予防サービスに関する基準（第１３２条・第１３３条） 

第８節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１３４条～第１４０条）

第８章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第１４１条） 

第２節 人員に関する基準（第１４２条） 

第３節 設備に関する基準（第１４３条） 

第４節 運営に関する基準（第１４４条～第１５０条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１５１条～ 

第１５７条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及 

    び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１５８条・第１５９条） 

第２款 設備に関する基準（第１６０条） 

第３款 運営に関する基準（第１６１条～第１６５条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１６６条～ 

    第１７０条） 

第９章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第１７１条） 

第２節 人員に関する基準（第１７２条・第１７３条） 

第３節 設備に関する基準（第１７４条） 

第４節 運営に関する基準（第１７５条～第１８５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１８６条～

第１９２条） 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基

本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の
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方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１９３条・第１９４条） 

第２款 人員に関する基準（第１９５条・第１９６条） 

第３款 設備に関する基準（第１９７条） 

第４款 運営に関する基準（第１９８条～第２０２条） 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２０３条・

第２０４条） 

第１０章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第２０５条） 

第２節 人員に関する基準（第２０６条・第２０７条） 

第３節 設備に関する基準（第２０８条） 

第４節 運営に関する基準（第２０９条～第２１６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２１７条～

第２１９条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第２２０条・第２２１条）

第１１章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針（第２２２条） 

第２節 人員に関する基準（第２２３条・第２２４条） 

第３節 設備に関する基準（第２２５条） 

第４節 運営に関する基準（第２２６条～第２３０条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２３１条～

第２３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第５４条第１項第２号、第１１５条の２の２第１項各号並びに第１１５条

の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定めるものとする。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 介護予防サービス事業者 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス

事業を行う者をいう。 

⑵ 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスを

いう。 

⑶ 利用料 法第５３条第１項に規定する介護予防サービス費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。 

⑷ 介護予防サービス費用基準額 法第５３条第２項第１号又は第２号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定

介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サ

ービスに要した費用の額とする。）をいう。 

⑸ 法定代理受領サービス 法第５３条第４項の規定により介護予防サービス費

が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介

護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。 

⑹ 基準該当介護予防サービス 法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介

護予防サービスをいう。 

⑺ 共生型介護予防サービス 法第１１５条の２の２第１項の申請に係る法第

５３条第１項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。 

⑻ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

（指定介護予防サービス事業者の指定及び事業の一般原則） 

第３条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当

たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者又は地

域密着型サービス事業者（法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス事業
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を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提

供する者との連携に努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第４条 指定介護予防サービス事業者は、その役員等（法第７０条第２項第６号に

規定する役員等をいう。）が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２

号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

第５条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介護

予防訪問入浴介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行

うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身の機能の維持回復を図り、も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業員の員数等） 

第６条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入浴

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴

介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当た

る従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」

という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上

⑵ 介護職員 １以上 

２ 介護予防訪問入浴介護従業者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（甲府市指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年

３月条例第４号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第５２条第１

項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅サー

ビス等基準条例第５１条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅
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サービス等基準条例第５２条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（管理者） 

第７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪

問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第８条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広

さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な

浴槽等の設備、備品等を備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準条例第５４条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２６条に規定する

運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があ

った場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提

- 232 -



 

供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者

は、当該文書を交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に

規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者

の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用す

るもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申

込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな
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い旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定

する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申

込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止） 

第１０条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問

入浴介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１１条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域を

いう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問

入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介

護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹

介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１２条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要

支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認するものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第１１５条の３

第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意

見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならな

い。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１３条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の

申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービス

を含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の
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有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援助を行わなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） 

第１４条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

（甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６

年１２月条例第３３号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３２

条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第１５条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供

するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了

に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用

者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第１６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供

の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。以下「施行規則」という。）第８３条の９各号のいずれにも該当しないとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予

防支援事業者に依頼する旨を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して届け

出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明す

ること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サー

ビス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規則
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第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されて

いる場合は、当該介護予防サービス計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提

供しなければならない。 

（介護予防サービス計画の変更の援助） 

第１８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の

変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の

必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身

分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた

ときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供

した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予

防訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を

受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス

計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申

出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２１条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部とし

て、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該

指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不
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合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介

護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 

⑵ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定

介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２３条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受け

ている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わない

ことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状

態になったと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

（緊急時等の対応） 

第２４条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供

を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に主治の医師又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関

（当該指定介護予防訪問入浴介護事業者との間で、利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合において円滑な協力を得るための必要な事項をあらかじめ

取り決めてある医療機関をいう。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 
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（管理者の責務） 

第２５条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護

事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

（運営規程） 

第２６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければ

ならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防

訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護

予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごと

に、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によっ

て指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、そ

の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第２８条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清
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潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護

予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

（掲示） 

第２９条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

の見やすい場所に、運営規程（第２６条の事業の運営についての重要事項に関す

る規程をいう。）の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

（秘密保持等） 

第３０条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者

の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い

る場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得なければならない。 

（広告） 

第３１条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであっては

ならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３２条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償

として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３３条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情
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を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該

苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関

し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係

る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあ

った場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。 

（地域との連携） 

第３４条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提

供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が

派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３５条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問

入浴介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 
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２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

（会計の区分） 

第３６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計をその

他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３７条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

⑴ 第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵ 第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑶ 第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第３８条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防（法第８条の２第２項

に規定する介護予防をいう。以下同じ。）に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴

介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当た

り、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの
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提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有

する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければ

ならない。 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第３９条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、

第５条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師か

らの情報の伝達、サービス担当者会議における情報の取得等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状

況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いよう説明を行うものとする。 

⑶ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び

介護職員１人をもって行うものとし、これらの者のうち１人を当該サービスの

提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等か

ら、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められ

る場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護

職員を充てることができる。 

⑸ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設

備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用

者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに

消毒したものを使用する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者の員数等） 

- 242 -



 

第４０条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに

相当するサービス（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業を

行う者（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が、当該事業

を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。）ごとに

置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節にお

いて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりと

する。 

⑴ 看護職員 １以上 

⑵ 介護職員 １以上 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅サー

ビス等基準条例第６３条第１項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４１条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介

護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準

該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備、備品等） 

第４２条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必

要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴

槽等の設備、備品等を備えなければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一

の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定居宅サービス等基準条例第６５条第１項に規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（準用） 
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第４３条 第１節、第４節（第１６条、第２１条第１項並びに第３３条第５項及び

第６項を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第２０条第１項中「内容、当該指定介護予防

訪問入浴介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受

ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第２１条第２項及び第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあ

るのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、第２１条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と読み替えるものとする。 

第３章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針 

第４４条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予

防訪問看護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数等） 

第４５条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業

所」という。）ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当

たる従業者（以下「看護師等」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪

問看護ステーション」という。） 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」とい

う。） 常勤換算方法で、２．５以上となる員数 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーシ

ョンの実情に応じた適当数 

⑵ 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪

問看護を担当する医療機関」という。） 指定介護予防訪問看護の提供に当た

る看護職員を適当数 
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２ 前項第１号アの看護職員のうち、１人は、常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準

条例第６８条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サ

ービス等基準条例第６７条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サ

ービス等基準条例第６８条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（管理者） 

第４６条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防

訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければ

ならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護

を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第４７条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要

な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要

な設備、備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ス

テーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行う

ために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保すると

ともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければなら

ない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か
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つ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第７０  

条第１項又は第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第４８条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防

訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪

問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び当該利用申

込者に係る介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看

護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第４９条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当

たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際して

は、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当

該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第５０条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防

訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介

護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法（大正１１年

法律第７０号）第６３条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第８８条第１

項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法
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律第８０号）第６４条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第７８条第１項

に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費

用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予

防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けるこ

とができる。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第５１条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用

者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第５２条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っている際に利用者

に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うととも

に、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（運営規程） 

第５３条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならな

い。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 
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第５４条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 第５８条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

⑵ 第５７条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書 

⑶ 第５７条第１１号に規定する介護予防訪問看護報告書 

⑷ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第５５条 第９条、第１０条、第１２条から第１４条まで、第１６条から第２０条

まで、第２２条、第２３条、第２５条及び第２７条から第３６条までの規定は、

指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規

定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第９条第１項

及び第２９条中「第２６条」とあるのは「第５３条」と、第１４条中「心身の状

況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第２８条第２項中「介護予防訪問入浴

介護に用いる浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針） 

第５６条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよ
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う支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当

たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用するこ

とができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者

がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなけ

ればならない。 

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第５７条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第４４条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるもの

とする。 

⑴ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの

情報の伝達、サービス担当者会議における情報の取得等の適切な方法により、

利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、前号に規定す

る利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した文書（以下この条において「介護予防訪問看護計画書」

という。）を作成し、主治の医師に提出しなければならない。 

⑶ 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなら

ない。 

⑸ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問

看護計画書を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び

介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう
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妥当適切に行うものとする。 

⑺ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指

導又は説明を行うものとする。 

⑻ 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑼ 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

⑽ 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了

するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把

握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

⑾ 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容

等を記載した文書（以下この条において「介護予防訪問看護報告書」とい

う。）を作成し、当該介護予防訪問看護報告書の内容について、当該指定介護

予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問看護報告書を主治の医

師に定期的に提出しなければならない。 

⑿ 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護

予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならな

い。 

⒀ 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護

計画書の変更を行い、変更後の当該介護予防訪問看護計画書を主治の医師に提

出しなければならない。 

⒁ 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書

の変更について準用する。 

⒂ 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機

関である場合にあっては、第２号から第６号まで及び第１０号から前号までの

規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作

成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」とい

う。）への記載をもって代えることができる。 

（主治の医師との関係） 
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第５８条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適

切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、

主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治

の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 前条第１５号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。 

第４章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第５９条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以

下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用

者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う

ことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第６０条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護

予防訪問リハビリテーション事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要

な１以上の数 

⑵ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事

業者（指定居宅サービス等基準条例第８４条第１項に規定する指定訪問リハビリ

テーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サー

ビス等基準条例第８３条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について
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は、指定居宅サービス等基準条例第８４条第１項に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、第１項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

第３節 設備に関する基準 

第６１条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老

人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と

指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定居宅サービス等基準条例第８５条第１項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第６２条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サ

ービス費用基準額と、健康保険法第６３条第１項又は高齢者の医療の確保に関す

る法律第６４条第１項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテ

ーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないよ

うにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前２項の規定により支払を受
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ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅にお

いて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の

額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第６３条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第６４条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防

訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第６７条第２号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第２０第２項の規定による提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第６５条 第９条から第１４条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、第
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２３条、第２５条、第２７条から第３０条まで、第３２条から第３６条まで及び

第４９条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とある

のは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項及び第２９条

中「第２６条」とあるのは「第６３条」と、第１４条中「心身の状況」とあるの

は「心身の状況、病歴」と、第２８条第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる

浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第６６条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予

防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常

に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければなら

ない。 

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに

努めなければならない。 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第６７条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第５９条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若し 
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くは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテー

ション会議（次号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画又は第９１

条第２号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利

用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第４条に規定する担当職員、介護予防

サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第

１６項に規定する指定介護予防サービス等をいう。）の担当者その他の関係者

（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。以下同じ。）にお

ける情報の取得等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置か

れている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの

提供を行う期間等を記載した計画（以下この条において「介護予防訪問リハビ

リテーション計画」という。）を作成するものとする。 

⑶ 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成

されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければ

ならない。 

⑷ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハ

ビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハ

ビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション

計画を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業者（第７８条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の

開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予

防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション
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の提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作

成した場合については、第９１条第２号から第５号までに規定する介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前

号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑺ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び

介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回

復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑻ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療

養上必要とされる事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うものと

する。 

⑼ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩 

 に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑽ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介

護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価

について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとす

る。 

⑾ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハ

ビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問

リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまで

に、少なくとも１回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

⑿ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結

果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作

成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

⒀ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結

果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行う

ものとする。 

⒁ 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテ

ーション計画の変更について準用する。 
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第５章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

第６８条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指

定介護予防居宅療養管理指導」という。）の事業は、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、

薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するも

のを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は

管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の

状況、その置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指

導を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第６９条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居

宅療養管理指導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予

防居宅療養管理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防

居宅療養管理指導従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 １以上 

イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養

管理指導の内容に応じた適当数 

⑵ 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 １以上の薬剤師 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定居

宅サービス等基準条例第９４条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導

の事業と指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス等基準条例第９３条に規定す

る指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第９４条

第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 
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第７０条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であっ

て、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほ

か、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているも

のでなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指

導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第９５条第１項に規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第７１条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の

一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基

準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービ

ス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額

と、健康保険法第６３条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第

１項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するもの

に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前２項の規定により支払を受ける額

のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用

者から受けることができる。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 
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第７２条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指

導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め

なければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第７３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療

養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑵ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第７４条 第９条から第１４条まで、第１７条、第１９条、第２０条、第２２条、

第２３条、第２５条、第２７条から第３０条まで、第３２条から第３６条まで及

び第４９条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第９条第１項及び第２９条中「第２６

条」とあるのは「第７２条」と、第１４条中「心身の状況」とあるのは「心身の

状況、病歴、服薬歴」と、第１９条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と、第２８条第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設
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備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第７５条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅

療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提

供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第７６条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に

利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯

科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計

画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サー

ビスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うもの

とする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族か

らの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対

し、療養上必要な事項等について、理解しやすいよう指導又は助言を行うもの

とする。 

⑶ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養

上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防

サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者
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若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業

者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予

防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。 

⑸ 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情

報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加すること

により行わなければならない。 

⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合

については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則

として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければなら

ない。 

⑺ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容

については、速やかに診療録に記録するものとする。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方

針は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指

示（薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は

歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づ

き、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資

するよう、妥当適切に行うものとする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いよう指導又は説明を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。 

⑷ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容

については、速やかに診療記録を作成するとともに、第１号の医師又は歯科医

師に報告するものとする。 

第６章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

第７７条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以
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下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心

身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第７８条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護

予防通所リハビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指

定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護予防通所

リハビリテーション従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要

な１以上の数 

⑵ 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師

（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる

基準を満たすために必要と認められる数 

ア 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定介

護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第１２５条第１項に規定する指定通所リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指

定居宅サービス等基準条例第１２４条に規定する指定通所リハビリテーショ

ンをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテー

ション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節にお

いて同じ。）の数が１０人以下の場合にあっては、その提供を行う時間帯

（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該指定介護

予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上、利用者の数が

１０人を超える場合にあっては、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防
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通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が利用者の数を１０で除した数以上

確保されていること。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が１００又はその端数を増すごと

に１以上確保されていること。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第２

号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。 

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が１０人以

下の場合にあっては、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看

護職員若しくは介護職員が１以上、利用者の数が１０人を超える場合にあって

は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介

護職員が利用者の数を１０で除した数以上確保されていること。 

⑵ 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハ

ビリテーション若しくはこれに類するサービスに１年以上従事した経験を有す

る看護師が、常勤換算方法で、０．１以上確保されること。 

３ 第１項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と

指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定居宅サービス等基準条例第１２５条第１項から第３

項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

第７９条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハ

ビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平方メートルに利

用定員（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介
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護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限を

いう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなけ

ればならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護

老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に

利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）

の面積を加えるものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要

な専用の機械及び器具を備えなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と

指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定居宅サービス等基準条例第１２６条第１項及び第２

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第８０条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。  

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サ

ービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の規定により支払を受

ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対

して行う送迎に要する費用 
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⑵ 食事の提供に要する費用 

⑶ おむつ代 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「基準省令」と

いう。）第１１８条の２第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第３項に掲げる費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該

サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（緊急時等の対応） 

第８１条 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（管理者等の責務） 

第８２条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることが

できる。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行す

る者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節

の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第８３条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す
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る規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 

⑸ 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第８４条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指

定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業

者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーシ

ョン従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第８５条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定

介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第８６条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体

的計画を作成して、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な措置

に関する訓練を行わなければならない。 
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２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の立地状況等を勘案し、発生することが予測される非常

災害の種類に応じたものとしなければならない。 

３ 第１項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努

めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害の際に利用者及び従

業者が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の

備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第８７条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は

衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わな

ければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第８８条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防

通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第９１条第２号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 
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第８９条 第９条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２０条、第

２２条、第２３条、第２９条、第３０条、第３２条から第３６条まで及び第４９

条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第９条第１項及び第２９条中

「第２６条」とあるのは「第８３条」と、第１４条中「心身の状況」とあるのは

「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第９０条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予

防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師

とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、

口腔
く う

機能の向上等の特定の心身の機能に着目した改善等を目的とするものではな

く、当該心身の機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならな

いで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするもので

あることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければなら

ない。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに

努めなければならない。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第９１条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第７７条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるもの
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とする。 

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若し

くは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテー

ション会議における情報の取得等の適切な方法により、利用者の病状、心身の

状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行

うものとする。 

⑵ 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテー

ションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下この節に

おいて「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検

査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画（以下この条に

おいて「介護予防通所リハビリテーション計画」という。）を作成しなければ

ならない。 

⑶ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たって

は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービ

ス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

⑷ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

なければならない。 

⑸ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際に

は、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

⑹ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が

参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハ

ビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏

まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた介護予防通所リ

ハビリテーション計画を作成した場合については、第６７条第２号から第５号
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までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすこ

とをもって、第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

⑺ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リ

ハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うものとする。 

⑻ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行う 

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療

養上必要とされる事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うものと

する。 

⑼ 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑽ 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービス

の提供の開始時から、少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所リハビリテ

ーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等

について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介

護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション

計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回

は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条

において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

⑾ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービス

の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告

しなければならない。 

⑿ 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通

所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 

⒀ 第１号から第１１号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテ

ーション計画の変更について準用する。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点） 

第９２条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の

効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければなら
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ない。 

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、

介護予防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準条例第３２条第

７号に規定するアセスメントをいう。）において把握された課題、指定介護予

防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつ

つ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

⑵ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外

の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。 

⑶ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、

利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような

強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理

体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第９３条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を

作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への

連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ、定めなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転

倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事

前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理の

ない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っている

ときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場

合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

第７章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

第９４条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下「指
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定介護予防短期入所生活介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第９５条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短

期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予

防短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所生

活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防短

期入所生活介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。ただ

し、利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介

護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定介護予防

短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基

準条例第１３６条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定

短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第１３５条に規定する指定短期

入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介

護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第１０５条に

おいて同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）

が４０人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会

福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介

護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に

支障がないときは、第４号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 医師 １以上 

⑵ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑶ 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」と
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いう。） 常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑷ 栄養士 １以上 

⑸ 機能訓練指導員 １以上 

⑹ 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に

応じた適当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一

部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の

事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の

員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養

護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホー

ムとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に規定する養

護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医

療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは

介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人

ホーム等」という。）に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であっ

て、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下この節及び

次節において「併設事業所」という。）については、老人福祉法、医療法（昭和

２３年法律第２０５号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とさ

れる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる員数の介護予防短期入所生活介護

従業者を確保するものとする。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞ

れのうち、１人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が２０人未満で

ある併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 

６ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介

護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 
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７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第１３６条第１項から第６項までに規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

（管理者） 

第９６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第９７条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を２０人以上と

し、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。た

だし、第９５条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあって

は、この限りでない。 

２ 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業所（第１２０条に規定するユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。）を除く。）とユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営されて

いる場合であって、それらの利用定員の総数が２０人以上である場合にあって

は、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を２０人未満とすることができ

る。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第１３８条第１項及び第２項に規定する利用定員等の

基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなす
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ことができる。 

（設備、備品等） 

第９８条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のため

に使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）で

なければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平

屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物

（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることがで

きる。 

⑴ 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は

消防署長と相談の上、第１０９条において準用する第８６条第１項に規定す

る計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定める

こと。 

イ 第１０９条において準用する第８６条第１項に規定する訓練については、

同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安

全性が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物

とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお
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り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるととも

に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品

等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

により、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効

率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設

備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことが

できる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面設備 

⑺ 医務室 

⑻ 静養室 

⑼ 面談室 

⑽ 介護職員室 

⑾ 看護職員室 

⑿ 調理室 

⒀ 洗濯室又は洗濯場 

⒁ 汚物処理室 

⒂ 介護材料室 

４ 前項の規定にかかわらず、併設事業所の場合にあっては、当該併設事業所及び

当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本
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体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者

及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併

設本体施設の同項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定介護予防短期入所生

活介護の事業の用に供することができるものとする。 

５ 第９５条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、

第３項及び第７項第１号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老

人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ  

 と。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設

備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、１．８メートル（中廊下にあっては２．７メートル）以上とす

ること。 

⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ 居室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただ
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し、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第１３９条第１項から第７項までに規定する設備に関

する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９９条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介

護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第１０４

条に規定する運営規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文

書を交付して説明を行い、サービスの内容、利用期間等について利用申込者の同

意を得なければならない。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について

準用する。 

（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１００条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況によ

り、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家

族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常

生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供す

るものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短

期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療

サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならな

い。 

（利用料等の受領） 

第１０１条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該
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当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用

基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する

食費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場

合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が

利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合

は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１３５条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 基準省令第１３５条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１３５条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 
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４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１３５条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係

る同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第１０２条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活

介護の提供に当たっては、利用者に対し、身体的拘束等（身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。）を行ってはならない。ただし、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

は、この限りでない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１０３条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活

介護の提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師又は指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力

医療機関（当該指定介護予防短期入所生活介護事業者との間で、利用者に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合において円滑な協力を得るための必要な事項

をあらかじめ取り決めてある医療機関をいう。）への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

（運営規程） 

第１０４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第９５条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである
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場合を除く。） 

⑷ 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の送迎の実施地域 

⑹ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１０５条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 第９５条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予

防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及

び居室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定

員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第

４条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けること

が必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない

指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利

用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に

掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行う

ことができるものとする。 

（衛生管理等） 

第１０６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食

器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護

事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 
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（地域等との連携） 

第１０７条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけれ

ばならない。 

（記録の整備） 

第１０８条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入

所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

⑴ 第１１１条第２号に規定する介護予防短期入所生活介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 第１０２条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１０９条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２３条、第２５条、第２９条から第３６条まで、第８４条及び第８６条の

規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２９条中「第２６条」とあるのは「第１０４条」と、「介護予防訪問入

浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第８４条第

３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入

所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針） 

第１１０条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、
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その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期

入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図

りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提

供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提

供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方

法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければ

ならない。 

（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第１１１条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第９４条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとす

る。 

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医

師からの情報の伝達、サービス担当者会議における情報の取得等の適切な方法

により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継

続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した計画（以下この条において「介護予防短期入所生活介護計

画」という。）を作成するものとする。 

⑶ 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されて 

いる場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならな
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い。 

⑷ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介

護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介

護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

⑹ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活

介護計画が作成されている場合には、当該介護予防短期入所生活介護計画に基

づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑺ 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいよう説明を行うものとする。 

（介護） 

第１１２条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法によ

り、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な

方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者

のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用

者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければな

らない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当

該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせ

てはならない。 
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（食事の提供） 

第１１３条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の

状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂

で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第１１４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏

まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための

機能訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第１１５条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利

用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなけ

ればならない。 

（相談及び援助） 

第１１６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、

その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その

相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならな

い。 

（その他のサービスの提供） 

第１１７条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、趣味、教養又は娯楽に係る

活動のための設備を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行

わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよ

う努めなければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設 

    備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１１８条 第１節及び前３節の規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期
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入所生活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部

において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の

利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において

同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをい

う。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１１９条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人

の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけ

ればならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備、備品等） 

第１２０条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建

物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物

でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は

平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、

準耐火建築物とすることができる。 

⑴ 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

⑵ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを

満たすこと。 

ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する

消防長又は消防署長と相談の上、第１２６条において準用する第１０９条に

おいて準用する第８６条第１項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避

難を確保するために必要な事項を定めること。 
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イ 第１２６条において準用する第１０９条において準用する第８６条第１項

に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間にお

いて行うこと。 

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

のユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る

利用者の安全性が確保されているものであると認めたときは、耐火建築物又は準

耐火建築物とすることを要しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設け

るとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設

備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び

当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提

供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができ

る。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ 医務室 
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⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

⑺ 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以

下「併設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわらず、

当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老

人ホーム等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。）

の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該

ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上

支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備

（ユニットを除く。）をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に

供することができるものとする。 

５ 第９５条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（甲府市

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３月

条例第３号）第３４条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）の場合にあっては、第３項及び第７項第１号の規定にかかわらず、ユニッ

ト型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとす

る。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ ユニット 

ア 居室 

（ア） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定介護予防

短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることがで

きる。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生 

活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員

（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用
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者（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指

定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１５９条第１

項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス

等基準条例第１５７条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業

をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット

型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第１２５条において同

じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね１０

人以下としなければならない。 

（ウ） 利用者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上とするこ

と。この場合において、ユニットに属さない居室を改修したものについて

は、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁に

ついて、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。 

（エ） 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ

と。 

イ 共同生活室 

（ア） 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状

を有すること。 

（イ） 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（ウ） 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ） 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ） 要支援者が使用するのに適したものとすること。 
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⑵ 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

７ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 廊下の幅は、１．８メートル（中廊下にあっては２．７メートル）以上とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の

円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１．５メートル（中廊下

にあっては１．８メートル）以上として差し支えない。 

⑵ 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

⑶ 階段の傾斜を緩やかにすること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

⑸ ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第１５９

条第１項から第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前

各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１２１条 第９７条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所

について準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１２２条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サ

ービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支

払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を
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受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費

用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前２項の規定により支払

を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する

食費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支

払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が

利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払わ

れた場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 基準省令第１５５条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑷ 基準省令第１５５条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１５５条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１５５条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第３項に掲げる費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

- 291 -



 

当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げ

る費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（運営規程） 

第１２３条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員（第９５条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホ 

 ームである場合を除く。） 

⑷ ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第９５条第２項の規定の適用を 

 受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

⑸ 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の送迎の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１２４条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適

切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければな

らない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わ

なければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配

置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 
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３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介

護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第１２５条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用

者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

⑴ 第９５条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型

特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることと

なる利用者数 

⑵ 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあって

は、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第１２６条 第９９条、第１００条、第１０２条、第１０３条及び第１０６条から

第１０９条（第８４条の準用に係る部分を除く。）までの規定は、ユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第  

９９条第１項中「第１０４条」とあるのは「第１２３条」と、第１０８条第２項

第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１２６条にお

いて準用する次条」と、第１０９条中「第１０４条」とあるのは「第１２３条」

と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項） 

第１２７条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じ
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て、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができる

ようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことによ

り、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。 

（介護） 

第１２８条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な

技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活におけ

る家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行う

よう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維

持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者

に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭

を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければなら

ない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得

ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替え

なければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に規定するものの

ほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しな

ければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護職員

を介護に従事させなければならない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、その負担
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により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者

による介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第１２９条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用

者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならな

い。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重

した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてで

きる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければなら

ない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関

係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事

を摂ることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１３０条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に

応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律

的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連

携を図るよう努めなければならない。 

（準用） 

第１３１条 第１１０条、第１１１条、第１１４条から第１１６条までの規定は、

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第１１１条中「第９４条」とあるのは「第１１９条」と読み替えるもの

とする。 

第７節 共生型介護予防サービスに関する基準 

（共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

第１３２条 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス（以下この

条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行
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う指定短期入所事業者（甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例（平成３１年３月条例第６号。以下「指定障害

福祉サービス等基準条例」という。）第１１２条第１項に規定する指定短期入所

事業者をいい、指定障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指

定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定障

害福祉サービス等基準条例第１０８条に規定する指定短期入所をいう。以下この

条において同じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事

業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されてい

ない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事

業所（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）において指定短期

入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介

護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が９．９平方

メートル以上であること。 

⑵ 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する

指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入

所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所

事業所として必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１３３条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２３条、第２５条、第２９条から第３６条まで、第８４条、第８６条、第

９４条及び第９６条並びに第４節（第１０９条を除く。）及び第５節の規定は、

共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、

第２９条中「第２６条」とあるのは「第１０４条」と、「介護予防訪問入浴介護

従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者
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（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。）」と、第８４条第

３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防

短期入所生活介護従業者」と、第９９条第１項及び第１０３条中「介護予防短期

入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」

と、第１０８条第２項第２号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とある

のは「第１３３条」と読み替えるものとする。 

第８節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設） 

第１３４条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又は

これに相当するサービス（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」とい

う。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業

所」という。）は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（甲府市指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（平成２４年１２月条例第４２号。以下「指定地域密着型介護予防サービス

基準条例」という。）第６条に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所及び第９条に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所をいう。）若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

（従業者の員数等） 

第１３５条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入

所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防短期入

所生活介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用

者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養士を置かないことができる。 

⑴ 生活相談員 １以上 
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⑵ 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当介護予防短

期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当

短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第１７２条に規定する基準該

当短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体

的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期

入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第

１３７条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 栄養士 １以上 

⑷ 機能訓練指導員 １以上 

⑸ 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実

情に応じた適当数 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当

介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生

活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加え

て、第１項各号に掲げる員数の介護予防短期入所生活介護従業者を確保するもの

とする。 

５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準条例第１７３条第１項から第４項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１３６条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同
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一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（利用定員等） 

第１３７条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基

準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入

所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節に

おいて同じ。）を２０人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の

専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準条例第１７５条第１項に規定する利用定員等の

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

（設備、備品等） 

第１３８条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設

けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその

他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運

営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及

び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場

合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 食堂 

⑶ 機能訓練室 

⑷ 浴室 

⑸ 便所 

⑹ 洗面所 

⑺ 静養室 

⑻ 面接室 

⑼ 介護職員室 
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２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は、７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

⑸ 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円

滑に移動することが可能なものでなければならない。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業

とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準条例第１７６条第１項から第３項までに規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携） 

第１３９条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期

入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等と

の間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第１４０条 第１０条から第１４条まで、第１７条、第２０条、第２２条、第２３

条、第２５条、第２９条から第３２条まで、第３３条（第５項及び第６項を除

く。）、第３４条から第３６条まで、第８４条、第８６条及び第９４条並びに第

４節（第１０１条第１項及び第１０９条を除く。）及び第５節の規定は、基準該
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当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第

２０条第１項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３条第４

項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とある

のは「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防

訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第２９条

中「第２６条」とあるのは「第１４０条において準用する第１０４条」と、「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」

と、第８４条第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは

「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１０１条第２項中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護

予防短期入所生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、第

１０５条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第１０８条第２項第２

号及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１４０条」と、第

１１５条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとす

る。 

第８章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

第１４１条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下

「指定介護予防短期入所療養介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限

りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を

行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

第１４２条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護

予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所

療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」とい

う。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、
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当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員

（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職員、支援

相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者

（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者

（指定居宅サービス等基準条例第１８０条第１項に規定する指定短期入所療養

介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短

期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準条例

第１７９条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所に

おける指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以

下この条及び第１４８条において同じ。）を当該介護老人保健施設の入所者と

みなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が

確保されるために必要な数以上とする。 

⑵ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第 

１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

２６条の規定による改正前の法（以下「平成１８年旧介護保険法」という。）

第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療

養型医療施設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看

護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞ

れ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における

平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とする。 

⑶ 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介

護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介

護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護

補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ

同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保

されるために必要な数以上とする。 
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⑷ 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に

置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び

入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上であること、かつ、夜間に

おける緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職

員を１人以上配置していること。 

 ⑸ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指

定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、

理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護

医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要と

される数が確保されるために必要な数以上とする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第１８０条第１項に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

第３節 設備に関する基準 

第１４３条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型

介護老人保健施設（甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営

に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）第４３条に規定

するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関するものを除

く。）を有すること。 

⑵ 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要

とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（甲府市指定介護療養型医

療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条
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例第５１号）第３条の規定により、その例によるものとされた指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）

第３７条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）

に関するものを除く。）を有すること。 

⑶ 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定

する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。 

⑷ 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者１人に

つき６．４平方メートル以上とすること。 

イ 浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

⑸ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院

（甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例（平成３０年１２月条例第５０号）第４４条に規定するユニット型介護医療

院をいう。第１６０条及び第１６４条において同じ。）に関するものを除

く。）を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を有するものとする。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第１８１条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 
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第１４４条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しく

は病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時

的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養

室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供

する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（平成２３年政令第３７５

号）第１条の規定による改正前の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）に

おいて指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第１４５条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用

基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する

食費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場

合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が
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利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合

は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

⑶ 基準省令第１９０条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑷ 基準省令第１９０条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第１９０条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第１９０条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービス

の内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけれ

ばならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る

同意については、文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養

介護の提供に当たっては、利用者に対し、身体的拘束等を行ってはならない。た

だし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合は、この限りでない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

（運営規程） 

第１４７条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営につ
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いての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１４８条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び

療養室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は

老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療

養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数 

⑶ 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護

事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室

の定員を超えることとなる利用者数 

⑷ 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員

を超えることとなる利用者数 

（記録の整備） 

第１４９条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入

所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保
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存しなければならない。 

⑴ 第１５２条第２号に規定する介護予防短期入所療養介護計画 

⑵ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑶ 第１４６条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１５０条 第１０条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第２０条、第２２

条、第２３条、第２５条、第２９条、第３０条、第３２条から第３６条まで、第

８４条、第８６条、第８７条、第９９条、第１００条第２項及び第１０７条の規

定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合におい

て、第２９条中「第２６条」とあるのは「第１４７条」と、「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第８４条第３

項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所

療養介護従業者」と、第９９条第１項中「第１０４条」とあるのは「第１４７

条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療

養介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針） 

第１５１条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期

入所療養介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図

りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提

供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営
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むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提

供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方

法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければ

ならない。 

（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第１５２条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第１４１条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 

⑴ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医

師からの情報の伝達、サービス担当者会議における情報の取得等の適切な方法

により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継

続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した計画（以下この条において「介護予防短期入所療養介護計

画」という。）を作成するものとする。 

⑶ 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されて

いる場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

⑷ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介

護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介

護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付
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しなければならない。 

⑹ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養

介護計画が作成されている場合は、当該介護予防短期入所療養介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

⑺ 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいよう指導又は説明を行うものとする。 

（診療の方針） 

第１５３条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に

対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。 

⑵ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察

し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあ

げることができるよう適切な指導を行う。 

⑶ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとす

る。 

⑷ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うもの

とする。 

⑸ 特殊な療法、新しい療法等については、基準省令第１９８条第５号の規定に

より厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 

⑹ 基準省令第１９８条第６号の規定により厚生労働大臣が定める医薬品以外の

医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 

⑺ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であ

ると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じ

なければならない。 

（機能訓練） 

第１５４条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維

持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他

必要なリハビリテーションを行わなければならない。 
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（看護及び医学的管理の下における介護） 

第１５５条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、１週間に２回以上、適切な方法によ

り、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応

じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならな

い。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者

のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に規定するもののほか、利用

者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければな

らない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当

該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を

受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第１５６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の

状況、病状及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援に配慮し、可能

な限り離床して食堂で食事を摂ることができるよう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１５７条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリ

エーション行事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよ

う努めなければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設

備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 
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第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１５８条 第１節及び前３節の規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部

において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当

該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下こ

の章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユ

ニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行わ

れるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１５９条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人

の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の

質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

第１６０条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設

備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること。 

⑵ 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに

限る。）を有すること。 

⑶ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業
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所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設と

して必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有す

る病院に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

⑷ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成１８年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有

する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

⑸ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介

護医療院に関するものに限る。）を有すること。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所

療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１９７条第１項に規定するユニ

ット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業（指定居宅サービス等基準条例第１９５条に規定するユニット型指定短期

入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、指定居宅サービス等基準条例第１９７条第１項に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１６１条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サ

ービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支

払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を

受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費

用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
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３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前２項の規定により支払

を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する

食費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支

払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑵ 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費

の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が

利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払わ

れた場合は、同条第２項第２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とす

る。） 

⑶ 基準省令第２０６条第３項第３号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

⑷ 基準省令第２０６条第３項第４号の規定による厚生労働大臣の定める基準に

基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

⑸ 送迎に要する費用（基準省令第２０６条第３項第５号の規定により厚生労働

大臣が定める場合を除く。） 

⑹ 理美容代 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、基準省令第２０６条第４

項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第３項に掲げる費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同
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意を得なければならない。この場合において、同項第１号から第４号までに掲げ

る費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（運営規程） 

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑷ 通常の送迎の実施地域 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１６３条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適 

切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければな

らない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わ

なければならない。 

⑴ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の看護職員又は介護職員を配

置すること。 

⑵ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職

員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

⑶ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介
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護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。 

（定員の遵守） 

第１６４条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用

者（当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期

入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。

以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入

所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 

⑴ ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみ

なした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

⑵ ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設

の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えるこ

ととなる利用者数 

⑶ ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合に

おいて入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第１６５条 第１４４条、第１４６条、第１４９条及び第１５０条（第８４条の準

用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業について準用する。この場合において、第１４９条第２項第２号及び第４号

から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１６５条において準用する次

条」と、第１５０条中「第１４７条」とあるのは「第１６２条」と読み替えるも

のとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
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（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項） 

第１６６条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じ

て、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができる

ようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことによ

り、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第１６７条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活におけ

る家事を、利用者が、その病状、心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持っ

て行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維

持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者

に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭

を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の

状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなけ

ればならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得

ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替え

なければならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に規定するものの

ほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しな

ければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、その負担
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により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者

による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第１６８条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用

者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならな

い。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重

した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてで

きる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければなら

ない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関

係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事

を摂ることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１６９条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に

応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律

的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連

携を図るよう努めなければならない。 

（準用） 

第１７０条 第１５１条から第１５４条までの規定は、ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第１５２条中「第

１４１条」とあるのは「第１５９条」と読み替えるものとする。 

第９章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第１７１条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護

（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、介護予防

特定施設サービス計画（法第８条の２第９項に規定する計画をいう。以下同
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じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能

訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が指定介

護予防特定施設（特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業が行われるものをいう。以下同じ。）において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防特

定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努

めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１７２条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設

ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以

下「介護予防特定施設従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑵ 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は

介護職員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が１０又

はその端数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ア） 利用者の数が３０を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換

算方法で、１以上 

（イ） 利用者の数が３０を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算

方法で、１に利用者の数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職

員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 
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⑷ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事

業者（指定居宅サービス等基準条例第２０７条第２項に規定する指定特定施設入

居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅

サービス等基準条例第２０７条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護を

いう。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合に

あっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞ

れ次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提

供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）

の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が１００又はその端

数を増すごとに１以上 

⑵ 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用

者の数及び利用者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数が３又はその端

数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

（ア） 総利用者数が３０を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換

算方法で、１以上 

（イ） 総利用者数が３０を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算

方法で、１に総利用者数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居

者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介

護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯について

は、この限りでない。 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

⑷ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１
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を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の

平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち、１人以上は、常勤でなけ

ればならない。 

５ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人

を常勤とするものとする。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設に

おける他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する

介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第２項に規定する場

合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作

成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者（第２項に規

定する場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない

場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居

者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員

及び介護職員のうち、それぞれ１人以上は、常勤でなければならない。ただし、

指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護

職員のうちいずれか１人が常勤であれば足りるものとする。 

（管理者） 

第１７３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定

介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設におけ

る他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第１７４条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない
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附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予防

特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。）、

浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者

を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護

室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては

機能訓練室を設けないことができるものとする。 

４ 指定介護予防特定施設の介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を行

うための専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び

機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 

⑴ 介護居室 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められ

る場合は、２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける
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こと。 

⑵ 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。 

⑶ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑷ 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑸ 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

⑹ 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間

と構造を有するものでなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けるものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準について

は、建築基準法及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによ

る。 

８ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介

護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されて

いる場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第２１０条第１項から第７項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第１７５条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申

込者又はその家族に対し、第１８０条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務

の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、入居及び指

定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者

の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定
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施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介

護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移

る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る

文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付につい

て準用する。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第１７６条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居

者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施

設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外

の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院

治療を要する者である場合等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを

提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他

の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の

把握に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１７７条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定介護

予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては

当該終了の年月日を利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者

生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなけれ

ばならない。 

（利用料等の受領） 

第１７８条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用
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者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介

護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サ

ービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受

ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

⑵ おむつ代 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（身体的拘束等の禁止） 

第１７９条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者に対し、身体的拘束等を行っては

ならない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

（運営規程） 

第１８０条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１８１条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切 

な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従

業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の

従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならな

い。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び

指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指

定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の

事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的
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に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者に対

し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第１８２条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変

等に備えるため、協力医療機関（当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者との間で、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合において円滑な

協力を得るための必要な事項をあらかじめ取り決めてある医療機関をいう。）を

定めなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力歯科医療機関（当該指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とし

た際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

（地域との連携等） 

第１８３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流に努めなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に

関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事

業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１８４条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

⑴ 介護予防特定施設サービス計画 

⑵ 第１７７条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑶ 第１７９条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用
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者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 第１８１条第３項の規定による結果等の記録 

⑸ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑹ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑺ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１８５条 第１２条、第１３条、第２２条から第２５条まで、第２９条から第

３６条まで、第８６条及び第１０６条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業について準用する。この場合において、第２４条及び第２９条中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同

条中「第２６条」とあるのは「第１８０条」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針） 

第１８６条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予

防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師

とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常

に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければなら

ない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めな

ければならない。 
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（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針） 

第１８７条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第１７１条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報の伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その

有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題

点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援する上で解決

すべき課題を把握しなければならない。 

⑵ 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき

課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定

施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成するものとす

る。 

⑶ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、そ

の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者

の同意を得なければならない。 

⑷ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該

介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

⑸ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施

設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うもの

とする。 

⑹ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいよう説明を行うものとする。 

⑺ 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うこ

とにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間

が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防特定施設サービス計画の

- 329 -



 

実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うとと

もに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとする。 

⑻ 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特

定施設サービス計画の変更を行うものとする。 

⑼ 第１号から第７号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービス

計画の変更について準用する。 

（介護） 

第１８８条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者につ

いて、１週間に２回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければな

らない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、

適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に規定するもののほ

か、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に

行わなければならない。 

（健康管理） 

第１８９条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意

するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第１９０条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対

し、その相談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わな

ければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第１９１条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族と

の連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない。 

（準用） 
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第１９２条 第１１４条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第１９３条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介

護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、

利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節において「基本サービ

ス」という。）及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者（以下

この節において「受託介護予防サービス事業者」という。）により、当該介護予

防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以下この節において「受託介護

予防サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針、

人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に

ついては、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１９４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、

介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受

託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特

定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけ

ればならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以

下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）

は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 
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第１９５条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指

定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部

サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。）及びその員数は、次のとお

りとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと

に１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１

以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第

２２８条第２項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護（指定居宅サービス等基準条例第２２７条に規定する外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施設にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サ

ービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、次のとおりとする。 

⑴ 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの

利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）

が１００又はその端数を増すごとに１以上 

⑵ 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が１０又はその端数

を増すごとに１以上及び利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上 

⑶ 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１

を標準とする。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の

平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に１以
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上の指定介護予防特定施設の従業者（第１項に規定する外部サービス利用型介護

予防特定施設従業者を含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯

にあっては、この限りでない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち、１人以上は、専らその職

務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第２項に規定す

る場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合

は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとす

る。 

６ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する

介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第２項に規定する場

合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作

成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち１人以上は、常勤でな

ければならない。ただし、利用者（第２項に規定する場合にあっては、利用者及

び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他

の職務に従事することができるものとする。 

（管理者） 

第１９６条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護

予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。 

第３款 設備に関する基準 

第１９７条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調
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理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

３ 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならな

い。ただし、居室の面積が２５平方メートル以上である場合には、食堂を設けな

いことができるものとする。 

４ 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなけ

ればならない。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められ

る場合は、２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

⑶ 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

⑷ 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間

と構造を有するものでなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けるものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準について

は、建築基準法及び消防法の定めるところによる。 
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８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サ

ービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されて

いる場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第２３１条第１項から第７項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第１９８条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サ

ービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を

行う事業所（以下「受託介護予防サービス事業所」という。）の名称並びに受託

介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を

行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除く。）及び外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しな

ければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契

約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはなら

ない。 

３ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切

な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため、利

用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当

該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ、第１項

の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付につい

て準用する。 
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（運営規程） 

第１９９条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員及び居室数 

⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その

他の費用の額 

⑸ 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所

在地 

⑹ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

⑺ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（受託介護予防サービス事業者への委託） 

第２００条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、

受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受

託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項

に規定する指定居宅サービス事業者をいう。）、指定地域密着型サービス事業者

（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。）、

指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者

（法５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をい

う。）又は法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（次項において

「指定事業者」という。）でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定

訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定する指定訪問介護をいう。

以下同じ。）、指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１０２条に規定す
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る指定通所介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型通所介護（甲府市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年１２月条例第４１号）第６０条の２に規定する指定地域密着型通所介護を

いう。以下同じ。）、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定

介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第  

２０５条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第５条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第  

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業者により行

われるものに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）に係るサービス及び

同号ロに規定する第１号通所事業（指定事業者により行われるものに限る。以下

「指定第１号通所事業」という。）に係るサービスとする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開

始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規定する方法に

よりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

⑴ 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係るサービス 

⑵ 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第１号通所事業（機

能訓練を行う事業を含むものに限る。）に係るサービス 

⑶ 指定介護予防訪問看護 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項に

規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、

前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス

以外のものについては、利用者の状況に応じて、第１項に規定する方法により、

これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第３項の

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス

事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、市内に所在する指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受

託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護

予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものと
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する。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護

予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録

しなければならない。 

（記録の整備） 

第２０１条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整

備しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に

対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 介護予防特定施設サービス計画 

⑵ 第２０３条第２項の規定による受託介護予防サービス事業者から受けた報告

に係る記録 

⑶ 前条第８項の規定による結果等の記録 

⑷ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

⑺ 次条において準用する第１７７条第２項の規定による提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録 

⑻ 次条において準用する第１７９条第２項の規定による身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑼ 次条において準用する第１８１条第３項の規定による結果等の記録 

（準用） 

第２０２条 第１２条、第１３条、第２２条から第２５条まで、第２９条から第 

３６条まで、第８６条、第１０６条、第１７６条から第１７９条まで及び第

１８１条から第１８３条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第２４条中「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、
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第２９条中「第２６条」とあるのは「第１９９条」と、「介護予防訪問入浴介護

従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第３１

条中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及

び受託介護予防サービス事業所」と、第１７７条第２項中「指定介護予防特定施

設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第１８１条第１項から

第３項までの規定中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本

サービス」と読み替えるものとする。 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（受託介護予防サービスの提供） 

第２０３条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、

適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護

予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供し

た日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならな

い。 

（準用） 

第２０４条 第１８６条、第１８７条、第１９０条及び第１９１条の規定は、外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

この場合において、第１８７条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは

「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事

業者」と読み替えるものとする。 

第１０章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

第２０５条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定

介護予防福祉用具貸与」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条の２第１０項

の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同
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じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、

利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２０６条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉

用具貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉

用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施

行令第４条第１項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数

は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場

合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業

者の区分に応じ、当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑴ 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準条例第２３９条第１項に

規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 同項 

⑵ 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準条例第２５６条第１

項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 同項 

⑶ 第２２３条第１項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者 同項 

（管理者） 

第２０７条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護

予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第２０８条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のため

に必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有する

ほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備、備品等を備えな

ければならない。ただし、第２１３条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は
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消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために

必要な設備又は器材を備えないことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分す

ることが可能であること。 

⑵ 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者

が取り扱う福祉用具の種類、材質等からみて適切な消毒効果を有するものであ

ること。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅サー

ビス等基準条例第２３８条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居

宅サービス等基準条例第２４１条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第２０９条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当

該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除

して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 
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⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う

場合の交通費 

⑵ 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から

利用料の全部又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な

理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具

を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止すること

ができる。 

（運営規程） 

第２１０条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費

用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等） 

第２１１条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、そ

の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければな

らない。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑚
さ ん

に励み、指定介護予防福祉用具貸与の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければな

らない。 

（福祉用具の取扱種目） 
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第２１２条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、

変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱

うようにしなければならない。 

（衛生管理等） 

第２１３条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状

態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等

からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消

毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保

管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合におい

て、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において

保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消

毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実

施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的

な管理に努めなければならない。 

（掲示及び目録の備付け） 

第２１４条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営

規程（第２１０条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、

指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごと

の利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第２１５条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しなければならない。 
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２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸

与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

⑴ 次条において準用する第２０条第２項の規定による提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

⑵ 第２１３条第４項の規定による結果等の記録 

⑶ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

⑹ 第２１９条第１項に規定する介護予防福祉用具貸与計画 

（準用） 

第２１６条 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第２５条、第３０条

から第３６条まで並びに第８４条第１項及び第２項の規定は、指定介護予防福祉

用具貸与の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第２６

条」とあるのは「第２１０条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同

じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１５条第２項中「適切な指導」とある

のは「適切な相談又は助言」と、第１９条中「介護予防訪問入浴介護従業者」と

あるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第

２０条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに

種目及び品名」と、第２２条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第８４条

第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第２１７条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具

貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当た
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り、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの

提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２１８条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第

２０５条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師か

らの情報の伝達、サービス担当者会議における情報の取得等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活

全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用され

るよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して福

祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の

貸与に係る同意を得るものとする。 

⑵ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する介護

予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

うものとする。 

⑶ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いよう説明を行うものとする。 

⑷ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、

安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

⑸ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応

じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意

事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った

上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の

指導を行うものとする。 

⑹ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応
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じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指

導、修理等を行うものとする。 

⑺ 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は

価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第２１９条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した計画（以下「介護予防福祉用具貸与計画」という。）を作

成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利

用があるときは、第２３３条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と

一体のものとして作成しなければならない。 

２ 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介

護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付し

なければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開

始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下

この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービ

スの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告

しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防

福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の

変更について準用する。 
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第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２２０条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれ

に相当するサービス（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事業

を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業

所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、

２以上とする。 

２ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅サー

ビス等基準条例第２５３条第１項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第２２１条 第９条から第１５条まで、第１７条から第２０条まで、第２２条、第

２３条、第２５条、第３０条から第３２条まで、第３３条（第５項及び第６項を

除く。）、第３４条から第３６条まで並びに第８４条第１項及び第２項並びに第

１節、第２節（第２０６条を除く。）、第３節、第４節（第２０９条第１項及び

第２１６条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第２６条」とあるのは

「第２２１条において準用する第２１０条」と、「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同じ。）」とある

のは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１５条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１９条中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と、第２０条第１項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護

について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防

サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあ

るのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、「内容」とあるのは「種目、品

名」と、第８４条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第２０９
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条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」と

あるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、第２１５条第２項第１号及び第３号から第５号までの規定中

「次条」とあるのは「第２２１条」と読み替えるものとする。 

第１１章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針 

第２２２条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下

「指定特定介護予防福祉用具販売」という。）の事業は、その利用者が可能な限

りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具

（法第８条の２第１１項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用

具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、

特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身の機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数等） 

第２２３条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護

予防福祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定

介護予防福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の

員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受け

る場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲

げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

⑴ 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第２３９条第１項 

⑵ 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第２５６条第１

項 
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⑶ 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第２０６条第１項 

（管理者） 

第２２４条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

第２２５条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必

要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なそ

の他の設備、備品等を備えなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販

売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第２５８条第１項に規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第２２６条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するととも

に、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、

その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第２２７条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売を提供した際には、法第５６条第３項に規定する現に当該特定介護予防福祉

用具の購入に要した費用（以下「販売費用」という。）の額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、販売費用の額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 
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⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を

行う場合の交通費 

⑵ 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する

費用 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第２２８条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面

を利用者に対して交付しなければならない。 

⑴ 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称 

⑵ 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称、販売費用の額その他

必要と認められる事項を記載した証明書 

⑶ 領収書 

⑷ 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用

具の概要 

（記録の整備） 

第２２９条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福

祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

⑴ 第２２６条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵ 次条において準用する第２３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑶ 次条において準用する第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 次条において準用する第３５条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

⑸ 第２３３条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画 

（準用） 
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第２３０条 第９条から第１５条まで、第１７条から第１９条まで、第２３条、第

２５条、第２８条、第３０条から第３６条まで、第８４条第１項及び第２項、第

２１０条から第２１２条まで並びに第２１４条の規定は、指定特定介護予防福祉

用具販売の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第２６

条」とあるのは「第２３０条において準用する第２１０条」と、「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同

じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」

と、第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

１９条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第８４条第２項中「処遇」とあるのは

「サービスの利用」と、第２１０条第４号中「利用料」とあるのは「販売費用の

額」と、第２１１条第１項及び第２１２条中「福祉用具」とあるのは「特定介護

予防福祉用具」と、第２１４条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防

福祉用具」と、「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替えるものとす

る。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針） 

第２３１条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防

福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提

供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第２３２条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 
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⑴ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定

され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目

録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等

に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得る

ものとする。 

⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する

特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な

支援を行うものとする。 

⑶ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防

福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

⑷ 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等

に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉

用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分

な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具

を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 

⑸ 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置付けられる場

合には、当該介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由

が記載されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第２３３条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画

（以下この条において「特定介護予防福祉用具販売計画」という。）を作成しな

ければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があると

きは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されてい

る場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけれ
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ばならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当

該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定居宅サービス等基準条例附則第２項の適用を受けている指定短期入所生活

介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者

が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、第９８条第６項第１号ア及びイ

並びに第２号ア並びに第７項の規定は適用しない。 

３ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以

下「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既

存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。次項か

ら附則第６項までにおいて「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る

病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成

１３年医療法施行規則等改正省令附則第２２条の規定の適用を受けているものに

係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合す

る食堂及び浴室を有しなければならない。 

⑴ 食堂は、内法
の り

による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ

ートル以上の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

４ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第３

条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療

養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６
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条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療

養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき６．４平

方メートル以上としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短

期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第

２１条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練

室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び

器具を備えなければならない。 

７ 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換によ

る診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定介護

予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令附

則第２４条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該

規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければなら

ない。 

⑴ 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メ

ートル以上の広さを有しなければならない。 

⑵ 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 

８ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介

護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令

附則第４条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわ

らず、療養病床に係る一の病室の病床数は、４床以下としなければならない。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介

護予防短期入所療養介護事業所であって、平成１３年医療法施行規則等改正省令

附則第７条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわ

らず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき

６．４平方メートル以上としなければならない。 

１０ 平成１８年４月１日前から存する養護老人ホームにあっては、第１９７条第

４項第１号アの規定は適用しない。 

１１ 第１７２条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する
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診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数

を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人

福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要

支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以

下同じ。）を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う場合の医療機関併

設型指定介護予防特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診

療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機

能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しく

は診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型

指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、

置かないことができること。 

⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設

の実情に応じた適当な数とすること。 

１２ 第１９５条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３

月３１日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談

員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施

設の実情に応じた適当な数とする。 

１３ 第１７４条及び第１９７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併

設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用す

ることにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴

室、便所及び食堂を設けないことができる。 
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 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

  第１節 基本方針（第６条） 

  第２節 人員に関する基準（第７条～第９条） 

  第３節 設備に関する基準（第１０条） 

  第４節 運営に関する基準（第１１条～第４５条） 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第４６条～第４８条） 

  第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４９条～第５３条） 

第３章 療養介護 

  第１節 基本方針（第５４条） 

  第２節 人員に関する基準（第５５条・第５６条） 

  第３節 設備に関する基準（第５７条） 

  第４節 運営に関する基準（第５８条～第８２条） 

第４章 生活介護 

  第１節 基本方針（第８３条） 

  第２節 人員に関する基準（第８４条～第８６条） 

  第３節 設備に関する基準（第８７条） 

  第４節 運営に関する基準（第８８条～第１００条） 
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  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１０１条～第１０４条） 

  第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１０５条～第１０７条） 

 第５章 短期入所 

  第１節 基本方針（第１０８条） 

  第２節 人員に関する基準（第１０９条・第１１０条） 

  第３節 設備に関する基準（第１１１条） 

  第４節 運営に関する基準（第１１２条～第１１９条） 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１２０条～第１２２条） 

  第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１２３条・第１２４条） 

 第６章 重度障害者等包括支援 

  第１節 基本方針（第１２５条） 

  第２節 人員に関する基準（第１２６条・第１２７条） 

  第３節 設備に関する基準（第１２８条） 

  第４節 運営に関する基準（第１２９条～第１３５条） 

 第７章 自立訓練（機能訓練） 

  第１節 基本方針（第１３６条） 

  第２節 人員に関する基準（第１３７条・第１３８条） 

  第３節 設備に関する基準（第１３９条） 

  第４節 運営に関する基準（第１４０条～第１４３条） 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１４４条～第１４６条） 

  第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１４７条～第１４９条） 

 第８章 自立訓練（生活訓練） 

  第１節 基本方針（第１５０条） 

  第２節 人員に関する基準（第１５１条・第１５２条） 

  第３節 設備に関する基準（第１５３条） 

  第４節 運営に関する基準（第１５４条～第１５８条） 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１５９条～第１６１条） 

  第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６２条～第１６４条） 

 第９章 就労移行支援 

  第１節 基本方針（第１６５条） 
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  第２節 人員に関する基準（第１６６条～第１６８条） 

  第３節 設備に関する基準（第１６９条・第１７０条） 

  第４節 運営に関する基準（第１７１条～第１７６条） 

 第１０章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針（第１７７条） 

  第２節 人員に関する基準（第１７８条・第１７９条） 

  第３節 設備に関する基準（第１８０条） 

  第４節 運営に関する基準（第１８１条～第１９０条） 

第１１章 就労継続支援Ｂ型 

  第１節 基本方針（第１９１条） 

  第２節 人員に関する基準（第１９２条） 

  第３節 設備に関する基準（第１９３条） 

  第４節 運営に関する基準（第１９４条・第１９５条） 

  第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１９６条～第１９９条） 

 第１２章 就労定着支援 

  第１節 基本方針（第２００条） 

  第２節 人員に関する基準（第２０１条・第２０２条） 

第３節 設備に関する基準（第２０３条） 

第４節 運営に関する基準（第２０４条～第２１０条） 

第１３章 自立生活援助 

  第１節 基本方針（第２１１条） 

  第２節 人員に関する基準（第２１２条・第２１３条） 

第３節 設備に関する基準（第２１４条） 

第４節 運営に関する基準（第２１５条～第２１８条） 

第１４章 共同生活援助 

  第１節 基本方針（第２１９条） 

  第２節 人員に関する基準（第２２０条・第２２１条） 

  第３節 設備に関する基準（第２２２条） 

第４節 運営に関する基準（第２２３条～第２３５条） 

 第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、
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設備及び運営に関する基準 

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２３６条・第２３７条） 

   第２款 人員に関する基準（第２３８条・第２３９条） 

   第３款 設備に関する基準（第２４０条） 

   第４款 運営に関する基準（第２４１条～第２４５条） 

  第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、

設備及び運営に関する基準 

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２４６条・第２４７条） 

   第２款 人員に関する基準（第２４８条・第２４９条） 

   第３款 設備に関する基準（第２５０条） 

   第４款 運営に関する基準（第２５１条～第２５６条） 

第１５章 多機能型に関する特例（第２５７条・第２５８条） 

 第１６章 振興山村その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基

準（第２５９条～第２６３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３０条第１項第２号

イ、第３６条第３項第１号、第４１条の２第１項各号並びに第４３条第１項及び

第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 

⑵ 支給決定 法第１９条第１項に規定する支給決定をいう。 

⑶ 支給決定障害者等 法第５条第２３項に規定する支給決定障害者等をいう。 

⑷ 支給量 法第２２条第７項に規定する支給量をいう。 

⑸ 受給者証 法第２２条第８項に規定する受給者証をいう。 
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⑹ 支給決定の有効期間 法第２３条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

⑺ 指定障害福祉サービス事業者 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者をいう。 

⑻ 指定障害福祉サービス事業者等 法第２９条第２項に規定する指定障害福祉

サービス事業者等をいう。 

⑼ 指定障害福祉サービス 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス

をいう。 

⑽ 指定障害福祉サービス等 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービ

ス等をいう。 

⑾ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（同

条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えると

きは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

⑿ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サ

ービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及

び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１

８年政令第１０号）第４２条の２によって読み替えられた法第５８条第３項第１

号に規定する指定療養介護医療（以下「指定療養介護医療」という。）につき健

康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第７０条

第２項において準用する法第５８条第４項に規定する厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費

を控除して得た額の合計額をいう。 

⒀ 法定代理受領 法第２９条第４項の規定により支給決定障害者等が指定障害

福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用（特定費用

を除く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等

に支給すべき額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第５項の規定

により支給決定障害者（法第１９条第１項の規定により支給決定を受けた障害者

をいう。以下同じ。）が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護

医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給す
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べき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サー

ビス事業者に支払われることをいう。 

⒁ 基準該当障害福祉サービス 法第３０条第１項第２号に規定する基準該当障

害福祉サービスをいう。 

⒂ 共生型障害福祉サービス 法第４１条の２第１項の申請に係る法第２９条第

１項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。 

⒃ 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

⒄ 多機能型 第８３条に規定する指定生活介護の事業、第１３６条に規定する

指定自立訓練（機能訓練）の事業、第１５０条に規定する指定自立訓練（生活

訓練）の事業、第１６５条に規定する指定就労移行支援の事業、第１７７条に

規定する指定就労継続支援A型の事業及び第１９１条に規定する指定就労継続

支援 B 型の事業並びに山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条

例（平成２４年山梨県条例第６６号。以下「指定通所支援基準条例」とい

う。）第６条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第

６３条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第

７３条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準条例第

８２条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基

準条例第８３条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち２以上の事業を

一体的に行うこと（指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除

く。）をいう。 

（指定障害福祉サービス事業者の指定に係る申請者の要件） 

第３条 法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項において準用する場合を含

む。）の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期

入所（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の申請について

は、この限りでない。 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第４条 指定障害福祉サービス事業者（第３章、第４章及び第７章から第１４章ま

でに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その
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他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基

づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果につい

て継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して

適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を

尊重し、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの

提供に努めなければならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第５条 指定障害福祉サービス事業者は、その役員等（法第３６条第３項第６号に

規定する役員等をいう。）が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２

号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針 

第６条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定居宅介

護」という。）の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに

生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は

重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であっ

て、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時にお

ける移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる

援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

３ 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著し
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い困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移

動の援護、排せつ、食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

４ 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立し

た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状

況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険

を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の

介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第７条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章並びに第２４６条及び第２５４

条第２項において「指定居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下この章において「指定居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（指定居宅介護の提供に当たる者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「基準省令」とい

う。）第５条第１項の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節

及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専

ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業

者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行

動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運

営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅

介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事

業の規模）に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応
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じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の事業の規模は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

（管理者） 

第８条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（準用） 

第９条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福

祉サービスの事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第１０条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サー

ビスの事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１１条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込

みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、当該利用申込者に対し、第３３条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載

した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利

用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮を

しなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第１２条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅
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介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以

下この章において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（以下この章に

おいて「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者等の受給者証に記載し

なければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者

証記載事項その他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し遅

滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第１３条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒ん

ではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第１４条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協

力しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１５条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域

（当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認

めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第１６条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その

者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量

等を確認するものとする。 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第１７条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から

利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支

給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 
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２ 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間

を考慮し、支給決定の有効期間の満了に伴う介護給付費の支給申請について、必

要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１８条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１９条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、他の指定障害福祉サービス事業

者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第２０条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪

問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導

しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介

護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等

から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範

囲等） 

第２２条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対

して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益

を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当で

- 366 -



 

あるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給

決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとと

もに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。た

だし、次条第１項から第３項までに掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２３条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者

等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際

は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、支給決定

障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を

提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受ける

ことができる。 

４ 指定居宅介護事業者は、前３項の規定により費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付し

なければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第２４条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決

定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他

の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害

福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護

及び他の指定障害福祉サービス等につき法第２９条第３項（法第３１条の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給付費又

は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」とい

う。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者
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は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第２５条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に

係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定

障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、第２３条第２項の法定代理受領を行わない指定居宅介

護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の

額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者

等に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第２６条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じ適切に提供されなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第２７条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

⑴ 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する居宅介護計画に基

づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

⑵ 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を

行うこと。 

⑶ 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技

術をもってサービスの提供を行うこと。 

⑷ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利

用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

（居宅介護計画の作成） 
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第２８条 サービス提供責任者（第７条第２項に規定するサービス提供責任者をい

う。以下この節において同じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般

の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下

「居宅介護計画」という。）を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の

家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならな

い。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の

実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとす

る。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用

する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２９条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対す

る居宅介護の提供をさせてはならない。 

（緊急時等の対応） 

第３０条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っている際に利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第３１条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が

偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたと

きは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第３２条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び

業務の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第２８条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所

に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の
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サービスの内容の管理等を行うものとする。 

（運営規程） 

第３３条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びそ

の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第３４条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せ

つ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものと

し、特定の援助に偏ることがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第３５条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供でき

るよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならな

い。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所

の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第３６条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備、備品等について、衛生的
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な管理に努めなければならない。 

（掲示） 

第３７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規

程（第３３条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３８条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び管理者であった

者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその

家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家

族の同意を得なければならない。 

（情報の提供等） 

第３９条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切か

つ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業

の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合にお

いては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第４０条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、

利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

はならない。 
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（苦情解決） 

第４１条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又は

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための

窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第１０条第１項

の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の

命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書

類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第１１条第２項

の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿

書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及

び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力すると

ともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第４８条第１項

の規定により都道府県知事又は市町村長（特別区の区長を含む。以下この条にお

いて「知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若し

くは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若し

くは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に

関して知事等が行う調査に協力するとともに、知事等から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護事業者は、市町村又は知事等から求めがあった場合には、第３項

から前項までの改善の内容を当該市町村又は知事等に報告しなければならない。 

７ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同

法第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければなら

ない。 
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（事故発生時の対応） 

第４２条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故

が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て、記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４３条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならな

い。 

（記録の整備） 

第４４条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を

整備し、当該指定居宅介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（準用） 

第４５条 第１１条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サー

ビスの事業について準用する。この場合において、第２８条第１項中「第７条第

２項」とあるのは「第９条において準用する第７条第２項」と、第３４条中「食

事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み

替えるものとする。 

２ 第１１条から第３３条まで及び第３５条から前条までの規定は、同行援護及び

行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合におい

て、第２８条第１項中「第７条第２項」とあるのは「第９条において準用する第

７条第２項」と読み替えるものとする。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４６条 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型居宅介護」とい
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う。）の事業を行う指定訪問介護事業者（甲府市指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第４号。以下

「指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定訪問介

護事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

⑴ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第６条第１項に規定する

指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定訪問介護

事業所が提供する指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定する

指定訪問介護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及

び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問

介護事業所として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４７条 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型重度訪問介

護」という。）の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき

基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する

指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護

の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として

必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定

重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

（準用） 

第４８条 第６条（第３項及び第４項を除く。）、第７条第２項及び第３項、第８

条並びに前節（第４５条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪

問介護の事業について準用する。 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（従業者の員数等） 
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第４９条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準

該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅

介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において「基準

該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（基準該当居宅介護の提

供に当たる者として基準省令第４４条第１項の規定により厚生労働大臣が定める

ものをいう。以下この節において同じ。）の員数は、３以上とする。 

２ 振興山村その他の地域であって基準省令第４４条第２項の規定により厚生労働

大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者

にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき

従業者の員数は、１以上とする。 

３ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち１

人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

（管理者） 

第５０条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事さ

せ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる

ものとする。 

（設備、備品等） 

第５１条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区

画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければ

ならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第５２条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に

対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に

対する居宅介護が次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 

⑴ 当該居宅介護に係る利用者が、山間のへき地その他の地域であって、指定居

宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市

長が認めるものに住所を有する場合 

⑵ 当該居宅介護が第４９条第３項に規定するサービス提供責任者の行う具体的
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な指示に基づいて提供される場合 

⑶ 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当

該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね２分の１を超えない場合 

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居

の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当

該利用者の意向や当該利用者に係る次条第１項において準用する第２８条の居宅

介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていな

いと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

（準用） 

第５３条 第６条第１項及び第４節（第２３条第１項、第２４条、第２５条第１

項、第２９条、第３４条及び第４５条を除く。）の規定は、基準該当居宅介護の

事業について準用する。この場合において、第２２条第２項ただし書中「次条第

１項から第３項まで」とあるのは「第５３条第１項において準用する次条第２項

及び第３項」と、第２８条第１項中「第７条第２項」とあるのは「第４９条第３

項」と読み替えるものとする。 

２ 第６条第２項から第４項まで、第４節（第２３条第１項、第２４条、第２５条

第１項、第２９条、第３４条及び第４５条を除く。）及び第４９条から前条まで

の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービ

スの事業について準用する。この場合において、第２２条第２項ただし書中「次

条第１項から第３項まで」とあるのは「第５３条第２項において準用する次条第

２項及び第３項」と、第２８条第１項中「第７条第２項」とあるのは「第４９条

第３項」と、第５２条第２項中「次条第１項」とあるのは「次条第２項」と読み

替えるものとする。 

第３章 療養介護 

第１節 基本方針 

第５４条 療養介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定療養介護」とい

う。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平

成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」という。）第２条の２に規定
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する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ

て、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活

上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第５５条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６５条第４項第１号に規定

する厚生労働大臣の定める基準以上 

⑵  看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同

じ。） 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を２で除し

た数以上 

⑶ 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を４

で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を２で除し

た数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の

数から利用者の数を２で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることが

できるものとする。 

⑷ サービス管理責任者（指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行

う者として基準省令第５０条第１項第４号の規定により厚生労働大臣が定めるも

のをいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者

の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に１

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項に規定する指定療養介護事業所の従業者（同項第１号及び第２号に掲げ
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る者を除く。）は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療

養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項第３号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この

項及び第５７条第５項において同じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第２４

条の２第１項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。）の指定を受

け、かつ、指定療養介護と指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。

次項及び第５７条第５項において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供

している場合については、山梨県指定障害児入所施設等に関する基準等を定める

条例（平成２４年山梨県条例第６７号。第５７条第５項において「山梨県指定入

所施設基準条例」という。）第５４条に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第６条の２の２第

３項に規定する指定発達支援医療機関をいう。）の設置者である場合であって、

療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、

指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な

人員を確保していることをもって、第１項から第６項までに規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５６条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療

養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとす

る。 

第３節 設備に関する基準 

第５７条 指定療養介護事業所は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定す
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る病院として必要とされる設備、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を備

えなければならない。ただし、当該指定療養介護事業所と同一の敷地内に他の事

業所、施設等がある場合において、当該他の事業所、施設等の設備を当該指定療

養介護事業所の相談室として使用することができるときは、利用者の支援に支障

がない場合に限り、相談室を設けないことができる。 

２ 前項に規定する相談室の基準は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕

切り等を設けることとする。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、

兼用することができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指

定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に

提供している場合については、山梨県指定入所施設基準条例第５５条に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（契約支給量の報告等） 

第５８条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月

日その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を

支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証

記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（サービスの提供の記録） 

第５９条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介

護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等

から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 
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第６０条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際

は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基

準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に

規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとす

る。 

３ 指定療養介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、指定療養

介護において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決

定障害者から受けることができる。 

⑴ 日用品費 

⑵ 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費

用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決

定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定療養介護事業者は、前３項の規定により費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しな

ければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第６１条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護

事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたとき

は、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計

額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規

定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療

につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額（以下この条に

おいて「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなければならない。この場
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合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告

するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供

した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第６２条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に

係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対

し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなけ

ればならない。 

２ 指定療養介護事業者は、第６０条第２項の法定代理受領を行わない指定療養介

護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の

額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者

に対して交付しなければならない。 

（指定療養介護の取扱方針） 

第６３条 指定療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、

利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養

介護の提供が漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮しなければな

らない。 

２ 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第６４条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に

係る個別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、その置かれている環境、日常生活全般の

状況等の評価を通じて利用者の希望する生活、課題等の把握（以下この章におい

て「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことが
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できるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場

合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用

者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上

させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供

する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならな

い。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の

保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の

原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定

療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項

に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリン

グ」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見

直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と

の連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによ

り行わなければならない。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。 
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（サービス管理責任者の責務） 

第６５条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対

する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における

指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活

を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 

⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第６６条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずる

とともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第６７条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常

生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第６８条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

４ 指定療養介護事業者は、前３項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、

着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指定療養介護事

業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 
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第６９条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行

うよう努めなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者と

その家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第７０条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っている際に利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第７１条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、

障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養

介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第７２条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び

業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第７３条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその

額 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 
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⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７４条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供でき

るよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならな

い。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所

の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支

援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定療養介護事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第７５条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行って

はならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。 

（非常災害対策） 

第７６条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害の際の関

係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなけれ

ばならない。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定療養介護事業所

の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたもの

としなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必

要な措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

- 385 -



 

５ 指定療養介護事業者は、非常災害の際に利用者、従業者等が必要とする飲料

水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を

行うよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第７７条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及

び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第７８条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規

程（第７３条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第７９条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者に対

し、身体的拘束等（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をいう。以下

同じ。）を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

２ 指定療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

（地域との連携等） 

第８０条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

（記録の整備） 

第８１条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げ
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る記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から５年間保存しなければなら

ない。 

⑴ 療養介護計画 

⑵ 第５９条第１項の規定によるサービスの提供の記録 

⑶ 第７１条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第７９条第２項の規定による身体的拘束等の記録 

⑸ 次条において準用する第４１条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４２条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第８２条 第１１条、第１３条、第１４条、第１６条から第１９条まで、第２２

条、第３８条、第３９条第１項及び第４０条から第４２条までの規定は、指定療

養介護の事業について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３

条」とあるのは「第７３条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあ

るのは「第６０条第１項」と読み替えるものとする。 

第４章 生活介護 

第１節 基本方針 

第８３条 生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」とい

う。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、施行規則第２条の４に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第８４条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

⑵ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第７
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章、第８章及び第１６章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 指定生活介

護の単位ごとに、常勤換算方法で、（ア）から（ウ）までに掲げる平均障害支援区分

（基準省令第７８条第１項第２号イの規定による厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それ

ぞれ（ア）から（ウ）までに定める数 

（ア） 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 

（イ） 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

（ウ） 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員 指定生活介護の単位ごとに、１以上 

ウ 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当

該訓練を行うために必要な数 

エ 生活支援員 指定生活介護の単位ごとに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者

の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に１

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、

これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

５ 第１項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活

介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活
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介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない

場合は、この限りでない。 

６ 第１項第２号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第８５条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以

下「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下「従たる

事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従

業者（サービス管理責任者を除く。）のうち、それぞれ１人以上は、常勤かつ専

ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（準用） 

第８６条 第５６条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第８７条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的

室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、

兼用することができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 
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第８８条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際

は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基

準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定生活介護事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、指定生活

介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給

決定障害者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 創作的活動に係る材料費 

⑶ 日用品費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給

決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については、基準省令第８２条第４項の規定により厚

生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定生活介護事業者は、第１項から第３項までの規定により費用の額の支払を

受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者

に対し交付しなければならない。 

６ 指定生活介護事業者は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（介護） 

第８９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せ

つの自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、前３項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、
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着替え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定生活介護事業者は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければなら

ない。 

６ 指定生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指定生活介護事

業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第９０条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実

情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事

する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないよう配慮しなけれ

ばならない。 

３ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率

の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな

らない。 

４ 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消

火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。 

（工賃の支払） 

第９１条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る

事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を

工賃として支払わなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第９２条 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指

定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用さ

れた障害者について、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就

業・生活支援センターをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携して、当該障害

者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなけ

ればならない。 

（食事の提供） 
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第９３条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を

説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の

特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理

を行わなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所

に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について

保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第９４条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、

健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第９５条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、

障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は

受けようとしたとき。 

（運営規程） 

第９６条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその
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額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑿ その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第９７条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理

等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第９８条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、協力医療機関（当該指定生活介護事業者との間で利用者が医療を必要とした

際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。次条において同

じ。）を定めなければならない。 

（掲示） 

第９９条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規

程（第９６条の事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。）の概要、

従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（準用） 

第１００条 第１１条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２

条、第７４条から第７６条まで及び第７９条から第８１条までの規定は、指定生

活介護の事業について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３

条」とあるのは「第９６条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあ
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るのは「第８８条第１項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは

「第８８条第２項」と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１００

条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計

画」と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第８１条

第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中

「第５９条第１項」とあるのは「第１００条において準用する第２１条第１項」

と、同項第３号中「第７１条」とあるのは「第９５条」と、同項第５号及び第６

号中「次条」とあるのは「第１００条」と読み替えるものとする。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準  

（共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準） 

第１０１条 生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型生活介護」と

いう。）の事業を行う指定児童発達支援事業者（指定通所支援基準条例第７条第

１項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。）又は指定放課後等デイサービ

ス事業者（指定通所支援基準条例第７４条第１項に規定する指定放課後等デイサ

ービス事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第７条第１項に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。第２５７条において同じ。）又は指定放課後等

デイサービス事業所（指定通所支援基準条例第７４条第１項に規定する指定放

課後等デイサービス事業所をいう。第２５７条において同じ。）（以下「指定

児童発達支援事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定児童発達支援

事業所等が提供する指定児童発達支援（指定通所支援基準条例第６条に規定す

る指定児童発達支援をいう。）又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援

基準条例第７３条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）（以下「指

定児童発達支援等」という。）を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受

ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合に

おける当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 
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第１０２条 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス

等基準条例第１０３条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定

地域密着型通所介護事業者（甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号。以下「指

定地域密着型サービス基準条例」という。）第６０条の３第１項に規定する指定

地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下「指定通所介護事業者等」とい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１０３条第１項に規定

する指定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定

地域密着型サービス基準条例第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通

所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及

び機能訓練室（指定居宅サービス等基準条例第１０５条第２項第１号又は指定

地域密着型サービス基準条例第６０条の５第２項第１号に規定する食堂及び機

能訓練室をいう。以下同じ。）の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等

基準条例第１０２条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通

所介護（指定地域密着型サービス基準条例第６０条の２に規定する指定地域密

着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」という。）の利用者の数と

共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上

であること。  

 ⑵ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供

する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生

活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業

所等として必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第１０３条 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指

定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス基準条例第１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅
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介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（甲府市

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号。以下「指定地域密着型介護予防

サービス基準条例」という。）第４５条第１項に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第

８３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第

１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録

者（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項若しくは第１９２条第１

項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する登

録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共生型自立訓練（機能訓

練）（第１４４条に規定する共生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは

共生型自立訓練（生活訓練）（第１５９条に規定する共生型自立訓練（生活訓

練）をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援基準条例第５６条の２

に規定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービ

ス（指定通所支援基準条例第７９条の２に規定する共生型放課後等デイサービ

スをいう。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するために当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の

合計数の上限をいう。以下この条、第１４５条及び第１６０条において同

じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第８３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅
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介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９２条第８項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第４５条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第１０６条において同じ。）（以下「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、１８人）以

下とすること。 

⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介

護（指定地域密着型サービス基準条例第８２条に規定する指定小規模多機能型

居宅介護をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー

ビス基準条例第１９１条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をい

う。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第４４条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち

通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１項若しくは第

１９２条第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項

に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下この

条、第１４５条及び第１６０条において同じ。）を登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあ

っては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定

める利用定員の数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっ

ては、１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サー

ビス基準条例第８７条第２項第１号若しくは第１９６条第２項第１号又は指定
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地域密着型介護予防サービス基準条例第４９条第２項第１号に規定する居間及

び食堂をいう。以下同じ。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有する

こと。 

⑷ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービス

の利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第８３条若しく

は第１９２条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定す

る基準を満たしていること。 

⑸ 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活

介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１０４条 第１１条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第５６条、第６３条から第６６条ま

で、第７２条、第７４条から第７６条まで、第７９条から第８１条まで、第８３

条、第８５条及び前節（第１００条を除く。）の規定は、共生型生活介護の事業

について準用する。 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当生活介護の基準） 

第１０５条 基準該当生活介護事業者（生活介護に係る基準該当障害福祉サービス

（第２５９条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基

準該当生活介護」という。）の事業を行う者をいう。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていない

こと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を

提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利

用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が

３平方メートル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供
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する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活 

介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護

事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑷ 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１０６条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第１２３条、第

１４８条及び第１６３条において同じ。）が地域において生活介護が提供されて

いないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多

機能型居宅介護等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、

第１２３条、第１４８条及び第１６３条において同じ。）のうち通いサービス

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する通いサー

ビスを除く。以下この条、第１２３条、第１４８条及び第１６３条において同

じ。）を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通い

サービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第１２３条、第１４８条及び第１６３

条において同じ。）を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前

条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第

４５条第１項に規定する登録者を除く。第１４８条及び第１６３条において同

じ。）の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス、第１４８条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通い

サービス若しくは第１６３条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ

なされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基

準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例

第８２条において準用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基

準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該
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指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の

合計数の上限をいう。次号において同じ。）を２９人（サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所を除く。以下この条、第１２３条、第１４８条及び第１６３条にお

いて同じ。）にあっては、１８人）以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第１４８条の規定に

より基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは第

１６３条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービ

ス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第８２条において準

用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１

から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に定める利用定員の数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

あっては、１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第４９条第２項第１号に規定する居間及び食堂を除

く。第１４８条及び第１６３条において同じ。）は、機能を十分に発揮しうる

適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサー

ビスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通
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いサービス、第１４８条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなさ

れる通いサービス若しくは第１６３条の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援

基準条例第８２条において準用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス

基準条例第８３条又は第１９２条に規定する基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障

害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関

係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１０７条 第８８条第２項から第６項までの規定は、基準該当生活介護の事業に

ついて準用する。 

第５章 短期入所 

第１節 基本方針 

第１０８条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短

期入所」という。）の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１０９条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所

（以下この章において「指定短期入所事業所」という。）として当該施設と一体

的に運営を行う事業所（以下この章において「併設事業所」という。）を設置す

る場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号

に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 

⑴ 指定障害者支援施設（法第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をい

う。以下同じ。）その他の法第５条第８項に規定する施設（入所によるものに

限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」とい
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う。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場

合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の

利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 

⑵ 第１５１条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者（施行規則第

２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。）、第２２０条

第１項に規定する指定共同生活援助事業者、第２３６条に規定する日中サービス

支援型指定共同生活援助事業者又は第２４８条第１項に規定する外部サービス利

用型指定共同生活援助事業者（以下この章において「指定自立訓練（生活訓練）

事業者等」という。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所

を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数 

ア 指定短期入所と同時に第１５０条に規定する指定自立訓練（生活訓練）

（施行規則第２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限

る。）、第２１９条に規定する指定共同生活援助、第２３６条に規定する日

中サービス支援型指定共同生活援助又は第２４６条に規定する外部サービス

利用型指定共同生活援助（以下この章において「指定自立訓練（生活訓練）

等」という。）を提供する時間帯 指定自立訓練（生活訓練）事業所等（当

該指定自立訓練（生活訓練）事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓

練（生活訓練）事業所（第１５１条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所をいう。）、指定共同生活援助事業所（第２２０条第１項に規定

する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。）、日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業所（第２３８条第１項に規定する日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。）

又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所（第２４８条第１項に規定

する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章におい

て同じ。）以下この章において同じ。）の利用者の数及び併設事業所の利用

者の数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみ

なした場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等における生活

支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次の（ア）又は
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（イ）に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ（ア）又

は（イ）に定める数 

（ア） 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 

（イ） 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入

所の利用者の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た

数以上 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用さ

れていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を

行う事業所（以下この章において「空床利用型事業所」という。）に置くべき従

業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 

⑴ 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所

を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合

計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とさ

れる数以上 

⑵ 指定自立訓練（生活訓練）事業者等（第２３６条に規定する日中サービス支

援型指定共同生活援助事業者を除く。）である当該施設が、指定短期入所事業所

として空床利用型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供

する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等（第２３６条に規定す

る日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）を提供する時間帯 当該

指定自立訓練（生活訓練）事業所等（日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所を除く。以下このアにおいて同じ。）の利用者の数及び空床利用型事

業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用

者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等に

おける生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次の（ア）又は

（イ）に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ（ア）又

は（イ）に定める数 

（ア） 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 

（イ） 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入
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所の利用者の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た

数以上 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所（以下この章にお

いて「単独型事業所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲

げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。 

⑴ 指定生活介護事業所、第１３７条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓

練）事業所、第１５１条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所、

第１６６条第１項に規定する指定就労移行支援事業所、第１７８条第１項に規

定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援 B 型事業所（第１９１

条に規定する指定就労継続支援 B 型の事業を行う者が当該事業を行う事業所を

いう。）、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事

業所（児童福祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援の事業を行

う者が当該事業を行う事業所をいう。）（以下この章において「指定生活介護

事業所等」という。）において指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲

げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 指定生活介護、第１３６条に規定する指定自立訓練（機能訓練）、第

１５０条に規定する指定自立訓練（生活訓練）、第１７７条に規定する指定

就労継続支援A型、第１９１条に規定する指定就労継続支援 B 型、第２１９

条に規定する指定共同生活援助、第２３６条に規定する日中サービス支援型

指定共同生活援助、第２４６条に規定する外部サービス利用型指定共同生活

援助又は児童福祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援のサー

ビス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業

所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなし

た場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに

準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに

掲げる時間以外の時間 次の（ア）又は（イ）に掲げる当該日の利用者の数の区分に

応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定める数 

（ア） 当該日の利用者の数が６以下 １以上 
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（イ） 当該日の利用者の数が７以上 １に当該日の利用者の数が６を超えて６

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

⑵ 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の

事業を行う場合 前号イの（ア）又は（イ）に掲げる当該日の利用者の数の区分に応

じ、それぞれ同号イの（ア）又は（イ）に定める数 

（準用） 

第１１０条 第５６条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第１１１条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第５条第８項に規定する施

設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いる

ものでなければならない。 

２ 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にあ

る法第５条第８項に規定する施設（以下この章において「併設本体施設」とい

う。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支

障がないときは、当該併設本体施設の設備（居室を除く。）を指定短期入所の事

業の用に供することができるものとする。 

３ 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有すること

で足りるものとする。 

４ 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所、便所その他運営上必要な設備を

設けなければならない。 

５ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き８平方メートル以上とす

ること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑵ 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 
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イ 必要な備品を備えること。 

⑶ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑸ 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

第４節 運営に関する基準 

（指定短期入所の開始及び終了） 

第１１２条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事

業者」という。）は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護

を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供する

ものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供

後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービ

スを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第１１３条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、受給者証記載事項

（指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項をい

う。）を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等

が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定

障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出

しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１１４条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害

者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際
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は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定短期入所事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、指定短期

入所において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決

定障害者等から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 光熱水費 

⑶ 日用品費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給

決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、基準省令第１２０条第４項の

規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定短期入所事業者は、第１項から第３項までの規定により費用の額の支払を

受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者

等に対し交付しなければならない。 

６ 指定短期入所事業者は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。 

（指定短期入所の取扱方針） 

第１１５条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環

境に応じ適切に提供されなければならない。 

２ 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

（サービスの提供） 

第１１６条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなけれ
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ばならない。 

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しな

ければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担によ

り、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならな

い。 

４ 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に

対して食事の提供を行わなければならない。 

５ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとす

るとともに、適切な時間に提供しなければならない。 

（運営規程） 

第１１７条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

（第１０９条第２項の規定の適用を受ける施設にあっては、第３号に掲げる事項

を除く。）に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びそ

の額 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１１８条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して

同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

⑴ 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者
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の数 

⑵ 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（第２２０条第１項に規

定する指定共同生活援助事業所又は第２４８条第１項に規定する外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居（以下

「共同生活住居」という。）及びユニット（居室及び居室に近接して設けられ

る相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。

以下同じ。）の入居定員）及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

⑶ 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用

者の数 

（準用） 

第１１９条 第１１条、第１３条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４

条、第２５条、第３０条、第３１条、第３８条から第４４条まで、第６６条、第

７２条、第７４条、第７６条、第７９条、第８０条、第９４条及び第９７条から

第９９条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第１１７条」と、第２２条第２

項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１１４条第１項」と、第２５条第

２項中「第２３条第２項」とあるのは「第１１４条第２項」と、第９９条中「第

９６条」とあるのは「第１１７条」と読み替えるものとする。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準） 

第１２０条 短期入所に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型短期入所」と

いう。）の事業を行う指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条

例第１３６条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。）又は指定

介護予防短期入所生活介護事業者（甲府市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第５号。以下「指

定介護予防サービス等基準条例」という。）第９５条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

⑴ 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１３６条第１
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項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。）又は指定介護予防短期入所

生活介護事業所（指定介護予防サービス等基準条例第９５条第１項に規定する指

定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。）（以下「指定短期入所生活介護事

業所等」という。）の居室の面積を、指定短期入所生活介護（指定居宅サービス

等基準条例第１３５条に規定する指定短期入所生活介護をいう。）又は指定介護

予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準条例第９４条に規定する指

定介護予防短期入所生活介護をいう。）（次号において「指定短期入所生活介護

等」という。）の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得

た面積が１０．６５平方メートル以上であること。 

⑵ 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介

護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活

介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合

における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であるこ

と。 

⑶ 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期

入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第１２１条 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス基準

条例第８７条第２項第２号ウ若しくは第１９６条第２項第２号ウ又は指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第４９条第２項第２号ウに規定する個室をい

う。以下この号において同じ。）以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外

の宿泊室の面積を宿泊サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第

５項若しくは第１９２条第６項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第４５条第５項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。）の利用

定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積がおおむね７．４３平

方メートル以上であること。 

⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービス
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の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合にお

ける当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であ

ること。 

⑶ 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期

入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１２２条 第１１条、第１３条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４

条、第２５条、第３０条、第３１条、第３８条から第４４条まで、第５６条、第

６６条、第７２条、第７４条から第７６条まで、第７９条、第８０条、第９４

条、第９７条から第９９条まで、第１０８条及び前節（第１１８条及び第

１１９条を除く。）の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１２３条 基準該当短期入所事業者（短期入所に係る基準該当障害福祉サービス

（以下この節において「基準該当短期入所」という。）の事業を行う者をい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第１０６条の規定により基

準該当生活介護とみなされる通いサービス、第１４８条の規定により基準該当

自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは第１６３条の規定に

より基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支

援基準条例第６２条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い

サービス若しくは指定通所支援基準条例第８２条において準用する指定通所支

援基準条例第６２条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなさ

れる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のう

ち宿泊サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８３条第５項又は第

１９２条第６項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。）

を提供するものであること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準
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該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。次号において同じ。）を通いサービスの利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第１０６条の規定に

より基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第１４８条の規定により基

準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは第１６３条の

規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定

通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされ

る通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第８２条において準用する指定

通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスと

みなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たり

の上限をいう。）の３分の１から９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所等にあっては、６人）までの範囲内とすること。 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス

基準条例第８７条第２項第２号ウ又は第１９６条第２項第２号ウに規定する個

室をいう。以下この号において同じ。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以

外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数

で除して得た面積が、おおむね７．４３平方メートル以上であること。 

⑷ 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービス

を提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（準用） 

第１２４条 第１１４条第２項から第６項までの規定は、基準該当短期入所の事業

について準用する。 

第６章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針 

第１２５条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス（以下この章にお

いて「指定重度障害者等包括支援」という。）の事業は、常時介護を要する利用

者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援
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助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１２６条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章において「指

定重度障害者等包括支援事業者」という。）は、当該指定重度障害者等包括支援

事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護事業者を

除く。第１２９条において同じ。）又は指定障害者支援施設の基準を満たさなけ

ればならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う

事業所（以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。）ご

とに、サービス提供責任者を１以上置かなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービ

ス管理を行う者として基準省令第１２７条第３項の規定により厚生労働大臣が定

めるものでなければならない。 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（準用） 

第１２７条 第８条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用す

る。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１２８条 第１０条第１項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について

準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第１２９条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又

は指定障害者支援施設でなければならない。 

（事業所の体制） 

第１３０条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応で

きる体制を有していなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、

- 413 -



 

２以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関

する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第１３１条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（生活

介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）を自ら又は第三者に

委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事

業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、甲府市障害福

祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例

第８号）又は甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３０年１２月条例第５４号）に規定する基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者

に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（居宅介

護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。）の提供をさせてはならな

い。 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（短期入所及び

共同生活援助に限る。）を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合に

あっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉

サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例

に規定する基準を満たさなければならない。 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第１３２条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第１項に規定する重度障害

者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ

て、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫

然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支

援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援
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の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（重度障害者等包括支援計画の作成） 

第１３３条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の

状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載

した計画（以下この章において「重度障害者等包括支援計画」という。）を作成

しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及

びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計

画を交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重

度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者

等包括支援計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更

について準用する。 

（運営規程） 

第１３４条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 

⑷ 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用

の種類及びその額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 事業の主たる対象とする利用者 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑼ その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第１３５条 第１１条から第２３条まで、第２５条、第３０条、第３１条、第３６
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条から第４４条まで及び第７２条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは

「第１３４条」と読み替えるものとする。 

第７章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針 

第１３６条 自立訓練（機能訓練）（施行規則第６条の６第１号に規定する自立訓

練（機能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

自立訓練（機能訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、施行規則第６条の６第１号に規定する期間にわ

たり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１３７条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 指定自立訓

練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数

以上 

イ 看護職員 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上 

ウ 理学療法士又は作業療法士 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１

以上 

エ 生活支援員 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上 

⑵ サービス管理責任者 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、ア又はイに

掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

- 416 -



 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者が、指定自立訓練（機能訓練）事業所におけ

る指定自立訓練（機能訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定

自立訓練（機能訓練）（以下この項において「訪問による指定自立訓練（機能訓

練）」という。）を提供する場合は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、

前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練（機能訓

練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、

これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

５ 第１項、第２項及び前項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者

は、専ら当該指定自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなければな

らない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第１号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（準用） 

第１３８条 第５６条及び第８５条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１３９条 第８７条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用す

る。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第１４０条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、指定自立訓練（機能訓練）を提

供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者負
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担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練

（機能訓練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓

練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほ

か、指定自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち次に

掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 日用品費 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定自立訓練（機能訓練）において提供される

便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については、基準省令第１５９条第４項の規定により

厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第１項から第３項までの規定により費用

の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支

給決定障害者に対し交付しなければならない。 

６ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（訓練） 

第１４１条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行

わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用す

ることにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者

の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させ

なければならない。 

４ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指
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定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはなら

ない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第１４２条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第１６６条第１項に規定する指

定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要

な調整を行わなければならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行

した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第１４３条 第１１条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第３０条、第３８

条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２条、第７４条から第

７６条まで、第７９条から第８１条まで及び第９２条から第９９条までの規定

は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、第

１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第１４３条において準用する第９６

条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１４０条第１

項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第１４０条第２項」

と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１４３条において準用する

次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」

と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第８１条第２項第１号中「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５９条

第１項」とあるのは「第１４３条において準用する第２１条第１項」と、同項第

３号中「第７１条」とあるのは「第１４３条において準用する第９５条」と、同

項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１４３条」と読み替えるものとす

る。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第１４４条 自立訓練（機能訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型
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自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利

用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面

積が３平方メートル以上であること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供

する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自

立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

等の基準） 

第１４５条 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１８人）以下とすること。 

⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等

のうち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左

欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員の数、

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）まで

の範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮

しうる適当な広さを有すること。 
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⑷ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービス

の利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第８３条若しく

は第１９２条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定す

る基準を満たしていること。 

⑸ 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（準用） 

第１４６条 第１１条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第３０条、第３８

条から第４３条まで、第５６条、第６３条から第６６条まで、第７２条、第７４

条から第７６条まで、第７９条から第８１条まで、第８５条、第９２条から第

９９条まで、第１３６条及び前節（第１４３条を除く。）の規定は、共生型自立

訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第１４７条 基準該当自立訓練（機能訓練）事業者（自立訓練（機能訓練）に係る

基準該当障害福祉サービス（第２５９条に規定する特定基準該当自立訓練（機能

訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓練（機能訓練）」とい

う。）の事業を行う者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者

に対して指定通所介護等を提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利

用者の数と基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除し

て得た面積が３平方メートル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供

する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立
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訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑷ 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提

供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１４８条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地

域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により自立訓練（機

能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等の

うち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練

（機能訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等

を基準該当自立訓練（機能訓練）事業所とみなす。この場合において、前条の規

定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練

（機能訓練）とみなされる通いサービス、第１０６条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス若しくは第１６３条の規定により基準該当自

立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第

６２条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若し

くは指定通所支援基準条例第８２条において準用する指定通所支援基準条例第

６２条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受け

た障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。）を２９

人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１８人）

以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の

規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス、第

１０６条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第

１６３条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービ
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ス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第８２条において準

用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１

から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に定める利用定員の数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

あっては、１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に

発揮しうる適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサー

ビスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）と

みなされる通いサービス、第１０６条の規定により基準該当生活介護とみなさ

れる通いサービス若しくは第１６３条の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援

基準条例第８２条において準用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス

基準条例第８３条又は第１９２条に規定する基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービ

スを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（機

能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

- 423 -



 

第１４９条 第１４０条第２項から第６項までの規定は、基準該当自立訓練（機能

訓練）の事業について準用する。 

第８章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針 

第１５０条 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓

練（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

自立訓練（生活訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、施行規則第６条の６第２号に規定する期間にわ

たり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ

効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１５１条 指定自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（生

活訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（生

活訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 生活支援員 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、ア

に掲げる利用者の数を６で除した数とイに掲げる利用者の数を１０で除した数

の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 指定宿泊型自立訓練（指定自立訓練（生活訓練）のうち、施行規則第２５

条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。）の利用

者 

⑵ 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練（生活訓

練）事業所ごとに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、ア又はイに

掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 
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２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定

自立訓練（生活訓練）事業所については、前項第１号中「生活支援員」とあるの

は「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練（生活訓練）事業所」とある

のは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練（生活訓練）事業所」と

読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当

該指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、それぞれ１以上とする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者が、指定自立訓練（生活訓練）事業所におけ

る指定自立訓練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定

自立訓練（生活訓練）（以下この項において「訪問による指定自立訓練（生活訓

練）」という。）を提供する場合は、前２項に規定する員数の従業者に加えて、

当該訪問による指定自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を１人以上置く

ものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

５ 第１項及び第２項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所の従業者は、専

ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号又は第２項の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければな

らない。 

７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であ

って、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第１５２条 第５６条及び第８５条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業に

ついて準用する。 

第３節 設備に関する基準 

第１５３条 指定自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面

所、便所、多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 
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ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１

項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は、次のと

おりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練（生活訓練）

事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。 

イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とする

こと。 

⑵ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、

兼用することができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業

所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第１５４条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）（指

定宿泊型自立訓練を除く。）を提供した際は、当該指定自立訓練（生活訓練）の

提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練（生活訓練）の提供の都度記録

しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当

該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の規定による記録に際しては、支

給決定障害者等から指定自立訓練（生活訓練）を提供したことについて確認を受
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けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１５５条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）を提

供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者負

担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練

（生活訓練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓

練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほ

か、指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受け

ることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 日用品費 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定自立訓練（生活訓練）において提供される

便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用

であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第

１項及び第２項の規定により支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練におい

て提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者

から受けることができる。 

⑴ 食事の提供に要する費用 

⑵ 光熱水費 

⑶ 居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるもの

を受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。）の提供を行った

ことに伴い必要となる費用 

⑷ 日用品費 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に

要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 
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５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については、基準省

令第１７０条第５項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

６ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第１項から第４項までの規定により費用

の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支

給決定障害者に対し交付しなければならない。 

７ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第３項及び第４項に掲げる費用に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならな

い。 

（利用者負担額に係る管理） 

第１５６条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の規定により厚生労働大臣

が定める者に限る。）が同一の月に当該指定自立訓練（生活訓練）事業者が提供

する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該

指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額

を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）

事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害

者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者

等に通知しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を

受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める

者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓

練（生活訓練）事業者が提供する指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓

練を除く。）及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓

練（生活訓練）及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算

定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業

者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 
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（記録の整備） 

第１５７条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に対する指定自立訓練（生活訓

練）の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生活訓練）を

提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 次条において準用する第６４条第１項の規定により作成する自立訓練（生活

訓練）計画 

⑵ 第１５４条第１項及び第２項の規定によるサービスの提供の記録 

⑶ 次条において準用する第９５条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 次条において準用する第７９条第２項の規定による身体的拘束等の記録 

⑸ 次条において準用する第４１条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第４２条第２項の規定による事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第１５８条 第１１条から第２０条まで、第２２条、第２５条、第３０条、第３８

条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２条、第７４条から第

７６条まで、第７９条、第８０条、第９２条から第９９条まで、第１４１条及び

第１４２条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この

場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第１５８条において

準用する第９６条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項から第３項ま

で」とあるのは「第１５５条第１項から第４項まで」と、第２５条第２項中「第

２３条第２項」とあるのは「第１５５条第２項」と、第６３条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１５８条において準用する次条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６４条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは

「３月」と読み替えるものとする。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第１５９条 自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型
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自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利

用者の数と共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面

積が３平方メートル以上であること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供

する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自

立訓練（生活訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

等の基準） 

第１６０条 共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介

護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１８人）以下とすること。 

⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等

のうち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表の左

欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める利用定員の数、

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）まで

の範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮

しうる適当な広さを有すること。 
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⑷ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービス

の利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第８３条若しく

は第１９２条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条に規定す

る基準を満たしていること。 

⑸ 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（準用） 

第１６１条 第１１条から第２０条まで、第２２条、第２５条、第３０条、第３８

条から第４３条まで、第５６条、第６３条から第６６条まで、第７２条、第７４

条から第７６条まで、第７９条、第８０条、第８５条、第９２条から第９９条ま

で、第１４１条、第１４２条、第１５０条及び前節（第１５８条を除く。）の規

定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（生活訓練）の基準） 

第１６２条 基準該当自立訓練（生活訓練）事業者（自立訓練（生活訓練）に係る

基準該当障害福祉サービス（第２５９条に規定する特定基準該当自立訓練（生活

訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓練（生活訓練）」とい

う。）の事業を行う者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練（生活訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者

に対して指定通所介護等を提供するものであること。 

⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利

用者の数と基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除し

て得た面積が３平方メートル以上であること。 

⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供

する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立
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訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑷ 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提

供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１６３条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地

域において自立訓練（生活訓練）が提供されていないこと等により自立訓練（生

活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等の

うち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練

（生活訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等

を基準該当自立訓練（生活訓練）事業所とみなす。この場合において、前条の規

定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練

（生活訓練）とみなされる通いサービス、第１０６条の規定により基準該当生

活介護とみなされる通いサービス若しくは第１４８条の規定により基準該当自

立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第

６２条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若し

くは指定通所支援基準条例第８２条において準用する指定通所支援基準条例第

６２条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受け

た障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。）を２９

人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１８人）

以下とすること。 

⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の

規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス、第

１０６条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第

１４８条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービ
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ス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第８２条において準

用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１

から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては、次の表の左欄に掲げる登録定員の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に定める利用定員の数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

あっては、１２人）までの範囲内とすること。 

      登録定員       利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に

発揮しうる適当な広さを有すること。 

⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサー

ビスの利用者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）と

みなされる通いサービス、第１０６条の規定により基準該当生活介護とみなさ

れる通いサービス若しくは第１４８条の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援

基準条例第８２条において準用する指定通所支援基準条例第６２条の２の規定

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス

基準条例第８３条又は第１９２条に規定する基準を満たしていること。 

⑸ この条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービ

スを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練（生

活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 
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第１６４条 第１４０条第２項から第６項までの規定は、基準該当自立訓練（生活

訓練）の事業について準用する。 

第９章 就労移行支援 

第１節 基本方針 

第１６５条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労移行支

援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、施行規則第６条の９に規定する者に対して、施行規則第６条の８に

規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１６６条 指定就労移行支援の事業を行う者（以下「指定就労移行支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労移行支援事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

イ 職業指導員 指定就労移行支援事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、１以上 

⑵ 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数

を１５で除した数以上 

⑶ サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行
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支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

５ 第１項第２号の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数等） 

第１６７条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆ

う師に係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第２号）による

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定さ

れている指定就労移行支援事業所（以下この章において「認定指定就労移行支援

事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を１０で除した数以上 

イ 職業指導員の数 指定就労移行支援事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員の数 指定就労移行支援事業所ごとに、１以上 

⑵ サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の従業者及びその員数については、前条第２項から第４項まで及び第６項

の規定を準用する。 

（準用） 

第１６８条 第５６条及び第８５条の規定は、指定就労移行支援の事業について準

用する。ただし、第８５条の規定は、認定指定就労移行支援事業所については、

準用しない。 

第３節 設備に関する基準 
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（認定指定就労移行支援事業所の設備） 

第１６９条 次条において準用する第８７条の規定にかかわらず、認定指定就労移

行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に

係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はき

ゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（準用） 

第１７０条 第８７条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（通勤のための訓練の実施） 

第１７１条 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤するこ

とができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。 

（実習の実施） 

第１７２条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第１７６条において準用する第

６４条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しな

ければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職

業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携

して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第１７３条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の

利用者が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター

及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人

の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第１７４条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、

障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日か

ら６月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第１７５条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の
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数その他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第１７６条 第１１条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２５条、第３０

条、第３８条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２条、第７４

条から第７６条まで、第７９条から第８１条まで、第９０条、第９１条、第９３

条から第９９条まで、第１４０条、第１４１条及び第１５６条の規定は、指定就

労移行支援の事業について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第

３３条」とあるのは「第１７６条において準用する第９６条」と、第２２条第２

項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１７６条において準用する第１４０

条第１項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第１７６条に

おいて準用する第１４０条第２項」と、第６３条第１項中「次条第１項」とある

のは「第１７６条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行

支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第８１条第２項第

１号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第

５９条第１項」とあるのは「第１７６条において準用する第２１条第１項」と、

同項第３号中「第７１条」とあるのは「第１７６条において準用する第９５条」

と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１７６条」と、第１５６条

第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第

１７０条の２第１項の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（基準省令第１７０条の２第１項の規定により厚生労働大臣

が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１７０条の２第２

項の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。 

第１０章 就労継続支援A型 

第１節 基本方針 

第１７７条 施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続支援 A型に係る指定

障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援 A型」という。）の事業は、利用者

が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら同号に規定する
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者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために

必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１７８条 指定就労継続支援A型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援 A型

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労継続支援 A型事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を１０で除した数以上 

イ 職業指導員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、１以上 

⑵ サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに、ア又はイに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労

継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

５ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（準用） 

第１７９条 第５６条及び第８５条の規定は、指定就労継続支援 A型の事業につい

て準用する。 

第３節 設備に関する基準 
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第１８０条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便

所、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援 A型の提供に当たって支

障がない場合は、設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室、多目的室その他必要な設備については、利用者への

支援に支障がない場合は、兼用することができる。 

５ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援 A型事業所の用に供する

ものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限り

でない。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第１８１条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、

当該指定就労継続支援 A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならな

い。 

２ 指定就労継続支援 A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条

に規定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第１８２条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援 A型の提供に当た

っては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援 A 型事業者（多機能型により第

１９１条に規定する指定就労継続支援 B 型の事業を一体的に行う者を除く。）

は、施行規則第６条の１０第２号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指

定就労継続支援A型を提供することができる。 
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（就労） 

第１８３条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地

域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければなら

ない。 

２ 指定就労継続支援 A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率

の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな

らない。 

３ 指定就労継続支援 A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就

労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとし

なければならない。 

（賃金及び工賃） 

第１８４条 指定就労継続支援A型事業者は、第１８２条第１項の規定による利用

者（次項において「利用者」という。）が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援 A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額

以上となるようにしなければならない。 

３ 指定就労継続支援 A型事業者は、第１８２条第２項の規定による利用者（次項

及び第５項において「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対して

は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した

額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

４ 指定就労継続支援 A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した

日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる

工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われ

る１月当たりの工賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならない。 

６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払に要する経費は、自立支援給付をもって

充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限

りでない。 

（実習の実施） 
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第１８５条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第１９０条において準用す

る第６４条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の

確保に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援 A 型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たって

は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機

関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなけ

ればならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第１８６条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その

他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援 A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援セン

ター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適

性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第１８７条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するた

め、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した

日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならな

い。 

（利用者及び従業者以外の者の雇用） 

第１８８条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就

労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げ

る利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 

⑴ 利用定員が１０人以上２０人以下 利用定員に１００分の５０を乗じて得た

数 

⑵ 利用定員が２１人以上３０人以下 １０又は利用定員に１００分の４０を乗

じて得た数のいずれか多い数 

⑶ 利用定員が３１人以上 １２又は利用定員に１００分の３０を乗じて得た数

のいずれか多い数 

（運営規程） 

第１８９条 指定就労継続支援 A 型事業者は、指定就労継続支援 A 型事業所ごと
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に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなら

ない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 指定就労継続支援 A型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに支給決

定障害者から受領する費用の種類及びその額 

⑹ 指定就労継続支援 A型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び第

１８４条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

⑺ 通常の事業の実施地域 

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑼ 緊急時等における対応方法 

⑽ 非常災害対策 

⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⒀ その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第１９０条 第１１条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２

条、第７４条から第７６条まで、第７９条から第８１条まで、第９３条から第

９５条まで、第９７条から第９９条まで、第１４０条及び第１４１条の規定は、

指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第１１条第

１項中「第３３条」とあるのは「第１８９条」と、第２２条第２項ただし書中

「次条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第１４０条第１項」

と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第１９０条において準用

する第１４０条第２項」と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９０条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援A型計画」と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

A型計画」と、第８１条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続
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支援A型計画」と、同項第２号中「第５９条第１項」とあるのは「第１９０条に

おいて準用する第２１条第１項」と、同項第３号中「第７１条」とあるのは「第 

１９０条において準用する第９５条」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあ

るのは「第１９０条」と、第９９条中「第９６条」とあるのは「第１８９条」と

読み替えるものとする。 

第１１章 就労継続支援 B 型 

第１節 基本方針 

第１９１条 施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援 B 型（以下「就

労継続支援 B 型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続

支援 B 型」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、同号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために

必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（準用） 

第１９２条 第５６条、第８５条及び第１７８条の規定は、指定就労継続支援 B 型

の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１９３条 第１８０条の規定は、指定就労継続支援 B 型の事業について準用す

る。 

第４節 運営に関する基準 

（工賃の支払等） 

第１９４条 指定就労継続支援 B 型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援 B 型

事業者」という。）は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければな

らない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額

（第４項において「工賃の平均額」という。）は、３，０００円を下回ってはな

らない。 

- 443 -



 

３ 指定就労継続支援 B 型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定就労継続支援 B 型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該

工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通

知するとともに、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第１９５条 第１１条から第１９条まで、第２１条、第２２条、第２４条、第２５

条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第６３条から第６６条まで、第７２

条、第７４条から第７６条まで、第７９条から第８１条まで、第９０条、第９３

条から第９９条まで、第１４０条、第１４１条及び第１８５条から第１８７条ま

での規定は、指定就労継続支援 B 型の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第１９５条において準用する第

９６条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第１９５条

において準用する第１４０条第１項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」

とあるのは「第１９５条において準用する第１４０条第２項」と、第６３条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第１９５条において準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援 B 型計画」と、第６４条中「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援 B 型計画」と、第８１条第２項第１号中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援 B 型計画」と、同項第２号中「第５９条

第１項」とあるのは「第１９５条において準用する第２１条第１項」と、同項第

３号中「第７１条」とあるのは「第１９５条において準用する第９５条」と、同

項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１９５条」と、第１８５条第１項

中「第１９０条」とあるのは「第１９５条」と、「就労継続支援A型計画」とあ

るのは「就労継続支援 B 型計画」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（実施主体等） 

第１９６条 就労継続支援 B 型に係る基準該当障害福祉サービス（第２５９条に規

定する特定基準該当就労継続支援 B 型を除く。以下「基準該当就労継続支援 B

型」という。）の事業を行う者（以下「基準該当就労継続支援 B 型事業者」とい

う。）は、社会福祉法第２条第２項第７号に掲げる授産施設又は生活保護法（昭
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和２５年法律第１４４号）第３８条第１項第４号に掲げる授産施設を経営する者

でなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援 B 型事業者は、基準該当就労継続支援 B 型の事業を行う

事業所（以下「基準該当就労継続支援 B 型事業所」という。）ごとに、甲府市保

護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第４７

号。次項において「保護施設基準条例」という。）第３１条に掲げる職員のうち

から１人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。 

３ 基準該当就労継続支援 B 型事業所は、保護施設基準条例に規定する授産施設と

して必要とされる設備を有しなければならない。 

（運営規程） 

第１９７条 基準該当就労継続支援 B 型事業者は、基準該当就労継続支援 B 型事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 基準該当就労継続支援 B 型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の

種類及びその額 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（工賃の支払） 

第１９８条 基準該当就労継続支援 B 型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃

として支払わなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援 B 型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活

を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 
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（準用） 

第１９９条 第１１条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、

第２２条、第２５条（第１項を除く。）、第３０条、第３８条から第４３条ま

で、第５６条、第６３条から第６６条まで、第７４条、第７６条、第７９条から

第８１条まで、第９０条、第９４条、第９５条、第９７条から第９９条まで、第

１４０条（第１項を除く。）、第１４１条、第１８５条から第１８７条まで及び

第１９１条の規定は、基準該当就労継続支援 B 型の事業について準用する。この

場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第１９７条」と、第

２２条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１９９条

において準用する第１４０条第２項及び第３項」と、第２５条第２項中「第２３

条第２項」とあるのは「第１９９条において準用する第１４０条第２項」と、第

６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９９条において準用する次条第

１項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援 B 型計画」と、

第６４条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援 B 型計画」と、

第８１条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援 B

型計画」と、同項第２号中「第５９条第１項」とあるのは「第１９９条において

準用する第２１条第１項」と、同項第３号中「第７１条」とあるのは「第１９９

条において準用する第９５条」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第１９９条」と、第９９条中「第９６条」とあるのは「第１９７条」と、第

１８５条第１項中「第１９０条」とあるのは「第１９９条」と、「就労継続支援

A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援 B 型計画」と読み替えるものとす

る。 

第１２章 就労定着支援 

 第１節 基本方針 

第２００条 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労定着支

援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、就労に向けた支援として施行規則第６条の１０の２に規定するもの

を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、施行規則第６条の

１０の３に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るため

に必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その
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他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２０１条 指定就労定着支援の事業を行う者（以下「指定就労定着支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労定着支援事業所」とい

う。）に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を４０で除した数以上とする。 

２ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次の各号に掲げ

る当該指定就労定着支援の事業の利用者の数（当該指定就労定着支援事業者が、

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労

継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型（以下「生活介護等」という。）に係る指定

障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と

生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的

に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定

就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者

の合計数。以下この条において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める員数の

サービス管理責任者を置くものとする。 

⑴ 利用者の数が６０以下 １以上 

⑵ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 前２項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

４ 第１項に規定する就労定着支援員及び第２項に規定するサービス管理責任者

は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第２項に規定するサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければな

らない。 

（準用） 

第２０２条 第５６条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 
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第３節 設備に関する基準 

第２０３条 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有

するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければな

らない。 

    第４節 運営に関する基準 

（サービス管理責任者の責務） 

第２０４条 サービス管理責任者は、第２１０条において準用する第６４条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対

する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外に

おける指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域にお

いて自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支

援を行うこと。 

⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（実施主体） 

第２０５条 指定就労定着支援事業者は、過去３年間において平均１人以上、通常

の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービ

ス事業者でなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第２０６条 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を

図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービ

ス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者及びその

家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般

の問題に関する相談、指導、助言その他の必要な支援を提供しなければならな

い。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たって

は、１月に１回以上、当該利用者との対面により行うとともに、１月に１回以

上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用

者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。 
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（サービス利用中に離職する者への支援） 

第２０７条 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用さ

れた通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所へ

の就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携

し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。 

（運営規程） 

第２０８条 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ⑶ 営業日及び営業時間 

 ⑷ 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費

用の種類及びその額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

 ⑹ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

 ⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑻ その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第２０９条 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 次条において準用する第２１条第１項の規定による提供した指定就労定着支

援に係る必要な事項の記録 

⑵ 次条において準用する第６４条第１項に規定する就労定着支援計画 

⑶ 次条において準用する第３１条の規定による市町村への通知に係る記録 

 ⑷ 次条において準用する第４１条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 ⑸ 次条において準用する第４２条第２項の規定による事故の状況及び事故に際
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して採った処置についての記録 

（準用） 

第２１０条 第１１条から第２５条まで、第３１条、第３５条から第４３条まで、

第６３条、第６４条、第６６条及び第７２条の規定は、指定就労定着支援の事業

について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるの

は「第２０８条」と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第２１０条

において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援

計画」と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み

替えるものとする。 

第１３章 自立生活援助 

    第１節 基本方針 

第２１１条 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立生活援

助」という。）の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該

利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提

供、助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機

関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければな

らない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２１２条 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、１以上（利用者の数が

２５又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

⑵ サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

 イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその端
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数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事

業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。 

（準用） 

第２１３条 第５６条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

第２１４条 第２０３条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 

    第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第２１５条 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者（居宅介

護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事

業を行う者に限る。）、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者（法第５１

条の２２第１項に規定する指定相談支援事業者をいう。）でなければならない。 

（定期的な訪問による支援） 

第２１６条 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に１回以上、利用者の居宅を

訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障

害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域におけ

る自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならな

い。 

（通報を受けた場合の措置等） 

第２１７条 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速

やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。 

２ 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当

該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関

等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 
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３ 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切

な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。 

（準用） 

第２１８条 第１１条から第２５条まで、第３１条、第３５条から第４３条まで、

第６３条、第６４条、第６６条、第７２条、第２０４条、第２０８条及び第

２０９条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第２１８条において準用する第

２０８条」と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第２１８条におい

て準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」

と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と、第２０４条中「第２１０条」とあるのは

「第２１８条」と、第２０９条第２項第１号中「次条」とあるのは「第２１８

条」と、同項第２号中「次条」とあるのは「第２１８条」と、「就労定着支援計

画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同項第３号から第５号までの規定中

「次条」とあるのは「第２１８条」と読み替えるものとする。 

第１４章 共同生活援助 

第１節 基本方針 

第２１９条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援

助」という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の

介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２２０条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６

で除した数以上 
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⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアから

エまでに掲げる数の合計数以上 

ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令（平成２６年厚生労働省令第５号。以下この章並びに附則第１５項及び第

１６項において「区分省令」という。）第１条第４号に規定する区分３に該

当する利用者の数を９で除した数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し

た数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し

た数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で

除した数 

⑶ サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所

の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

（管理者） 

第２２１条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援

助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に

従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとす

る。 

２ 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するため

に必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 
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第３節 設備に関する基準 

第２２２条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度

に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所

により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」とい

う。）又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居（サテライト型住居（当該

サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居

以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援

を行うもの（以下この項において「本体住居」という。）と密接な連携を確保し

つつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下この項及び

第９項において同じ。）を除く。以下この項及び第４項から第６項までにおいて

同じ。）を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員

の合計は、４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたもの

でなければならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし、既存の

建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を２人

以上２０人（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下とすることがで

きる。 

５ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長

が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居

の入居定員を２人以上３０人以下（ただし、当該共同生活住居を改築する時点の

入居定員と同数を上限とする。）とすることができる。 

６ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な

設備を設けなければならない。 

７ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

８ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることがで

きる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 

⑴ 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要

と認められる場合は、２人とすることができる。 
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⑵ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とするこ

と。 

９ サテライト型住居の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 入居定員は、１人とすること。 

⑵ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 

⑶ 居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とすること。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第２２３条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者（入

院して治療することを要する者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状

況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上

で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な

援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第２２４条 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居又は利用者の退居に際

しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必

要な事項（次項において「受給者証記載事項」という。）を、利用者の受給者証

に記載しなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく

市町村に対し報告しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２２５条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給

決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供
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した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービ

ス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活援助事業者は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、指定

共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支

払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 食材料費 

⑵ 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給

された場合（同条第２項において準用する法第２９条第４項の規定により特定

障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた

場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第３４条第２項におい

て準用する法第２９条第５項の規定により当該利用者に支給があったものとみ

なされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。） 

⑶ 光熱水費 

⑷ 日用品費 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要

する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前３項の規定により費用の額の支払を受けた場合

は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付

しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（指定共同生活援助の取扱方針） 

第２２６条 指定共同生活援助事業者は、第２３５条において準用する第６４条に

規定する共同生活援助計画（以下この節において「共同生活援助計画」とい

う。）に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該

利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支

援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然としたもの又は画一的

なものとならないよう配慮しなければならない。 

- 456 -



 

２ 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定

共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者

が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するととも

に、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければなら

ない。 

３ 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第２２７条 サービス管理責任者は、第２３５条において準用する第６４条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対

する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業

所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が

自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立し

た日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う

こと。 

⑶ 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等と

の連絡調整を行うこと。 

⑷ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（介護及び家事等） 

第２２８条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努

めなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、その負担により、当該指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等（指定共同生活援助として
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提供される介護又は家事等を除く。）を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第２２９条 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等

との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対

する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その

者の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用

者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第２３０条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び

その額 

⑸ 入居に当たっての留意事項 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２３１条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助

を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定め

なければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活

を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しな

ければならない。 
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３ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生

活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。た

だし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うこと

ができる場合は、この限りでない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係

る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあ

っては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記

録しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

（支援体制の確保） 

第２３２条 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必

要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の

関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２３３条 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並

びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第２３４条 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関（当該指定共同生活援助事業者との間で利用者が医療を

必要とした際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。）を定

めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定共同生

活援助事業者との間で利用者が歯科医療を必要とした際の連携協力が合意されて

いる歯科医療機関をいう。）を定めるよう努めなければならない。 

（準用） 

第２３５条 第１１条、第１３条、第１４条、第１６条から第１９条まで、第２２

条、第２５条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第５９条、第６４条、第

６６条、第７２条、第７６条、第７９条から第８１条まで、第９５条、第９７
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条、第９９条及び第１５６条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用す

る。この場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第２３０

条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第２２５条第１

項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第２２５条第２項」

と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第８１条

第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第３

号中「第７１条」とあるのは「第２３５条において準用する第９５条」と、同項

第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２３５条」と、第９９条中「第９６

条」とあるのは「第２３０条」と、「協力医療機関」とあるのは「第２３４条第

１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５６条第１項

中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の

２第１項の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決

定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、

同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第

１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と読み替えるものとする。 

第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人

員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２３６条 前各節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援

助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助

事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保し

た上で行われる入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。

以下同じ。）の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業

者」という。）の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、

この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２３７条 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確
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保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流

の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相

談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２３８条 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所

（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指

定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を５で除した数以上 

⑵ 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援

型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型

指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる

数の合計数以上 

ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除し

た数 

 ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除し

た数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で

除した数 

⑶ サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

 イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 
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２ 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生

活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の夜間支援従事者（夜間及

び深夜の時間帯に勤務（宿直勤務を除く。）を行う世話人又は生活支援員をい

う。）を置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者

は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者の

うち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（準用） 

第２３９条 第２２１条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

     第３款 設備に関する基準 

第２４０条 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地

又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地

域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居を有す

るものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は、４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたもの

でなければならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし、構造

上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場

合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この

場合において、一つの建物の入居定員の合計は、２０人以下とする。 

５ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定

員を２人以上２０人（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下とする

ことができる。 

６ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長

- 462 -



 

が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居

の入居定員を２人以上３０人以下（ただし、当該共同生活住居を改築する時点の

入居定員と同数を上限とする。）とすることができる。 

７ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な

設備を設けなければならない。 

８ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

９ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることがで

きる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 

⑴ 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要

と認められる場合は、２人とすることができる。 

⑵ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とするこ

と。 

     第４款 運営に関する基準 

（実施主体） 

第２４１条 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支

援型指定共同生活援助と同時に第１０８条に規定する指定短期入所（第１０９条

第１項に規定する併設事業所又は同条第３項に規定する単独型事業所に係るもの

に限る。）を行うものとする。 

（介護及び家事等） 

第２４２条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支

援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならな

い。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように

努めなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時１人以上の従業者を介護

又は家事等に従事させなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、その負担によ

り、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介

護又は家事等（日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は

家事等を除く。）を受けさせてはならない。 
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（社会生活上の便宜の供与等） 

第２４３条 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精

神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生

活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支

援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努め

なければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で

必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難

である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を

図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない。 

（協議の場の設置等） 

第２４４条 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型

指定共同生活援助の提供に当たっては、法第８９条の３第１項に規定する協議会

その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」とい

う。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況

等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、

助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を整備しなければならない。 

（準用） 

第２４５条 第１１条、第１３条、第１４条、第１６条から第１９条まで、第２２

条、第２５条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第５９条、第６４条、第

６６条、第７２条、第７６条、第７９条から第８１条まで、第９５条、第９７

条、第９９条、第１５６条、第２２３条から第２２７条まで及び第２３０条から

第２３４条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３条」とあるのは「第

２４５条において準用する第２３０条」と、第２２条第２項ただし書中「次条第
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１項」とあるのは「第２４５条において準用する第２２５条第１項」と、第２５

条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第２４５条において準用する第 

２２５条第２項」と、第６４条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支

援型共同生活援助計画」と、第８１条第２項第１号中「療養介護計画」とあるの

は「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第３号中「第７１条」とあ

るのは「第２４５条において準用する第９５条」と、同項第５号及び第６号中

「次条」とあるのは「第２４５条」と、第９９条中「第９６条」とあるのは「第

２４５条において準用する第２３０条」と、「協力医療機関」とあるのは「第

２４５条において準用する第２３４条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協

力歯科医療機関」と、第１５６条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の規定により厚生労働大臣が定

める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービ

ス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項

の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と、第２２７条中「第２３５条」とあるのは「第２４５条」と読み替え

るものとする。 

第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人

員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２４６条 第１節から第４節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定

共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共

同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画

（第２５６条において準用する第６４条に規定する外部サービス利用型共同生活

援助計画をいう。以下この節において同じ。）の作成、相談その他の日常生活上

の援助（第２４８条第１項において「基本サービス」という。）及び当該指定共

同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者（以下

「受託居宅介護サービス事業者」という。）により、当該外部サービス利用型共

- 465 -



 

同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活

上の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事

業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、こ

の節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２４７条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サ

ービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入

浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第２４８条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者（以下「外部サ

ービス利用型指定共同生活援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき基本サ

ービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を６で除した数以上 

⑵ サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、

ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は、専ら外部

サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 
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（準用） 

第２４９条 第２２１条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（準用） 

第２５０条 第２２２条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業に

ついて準用する。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第２５１条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が

外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用

申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第２５３条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型

指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受

託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サー

ビスの事業を行う事業所（以下「受託居宅介護サービス事業所」という。）の名

称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載し

た文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供

の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第７７条の規定に

より書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなけ

ればならない。 

（受託居宅介護サービスの提供） 

第２５２条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型

共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑

に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者

が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体

的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 
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（運営規程） 

第２５３条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領

する費用の種類及びその額 

⑸ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所

在地 

⑹ 入居に当たっての留意事項 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 非常災害対策 

⑼ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要事項 

（受託居宅介護サービス事業者への委託） 

第２５４条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービ

スの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス

事業所ごとに文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。 

３ 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定

居宅介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あ

らかじめ、指定居宅介護事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの提供に

関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者

に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

６ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る
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業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならな

い。 

（勤務体制の確保等） 

第２５５条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切

な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活

を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援

助の提供に配慮しなければならない。 

３ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同

生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受

託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援

助を提供しなければならない。 

４ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第２５６条 第１３条、第１４条、第１６条から第１９条まで、第２２条、第２５

条、第３０条、第３８条から第４３条まで、第５９条、第６４条、第６６条、第

７２条、第７６条、第７９条から第８１条まで、第９５条、第９７条、第９９

条、第１５６条、第２２３条から第２２９条まで及び第２３２条から第２３４条

までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第２２条第２項ただし書中「次条第１項」とあるのは「第 

２５６条において準用する第２２５条第１項」と、第２５条第２項中「第２３条

第２項」とあるのは「第２５６条において準用する第２２５条第２項」と、第 

６４条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」 

と、第８１条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型

共同生活援助計画」と、同項第３号中「第７１条」とあるのは「第２５６条にお

いて準用する第９５条」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第

２５６条」と、第９９条中「第９６条」とあるのは「第２５３条」と、「協力医

療機関」とあるのは「第２５６条において準用する第２３４条第１項の協力医療
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機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５６条第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の規定

により厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居

前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」

と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省

令第１７０条の２第２項の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあ

るのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援

助を受けている者に限る。）」と、第２２７条中「第２３５条」とあるのは「第

２５６条」と、第２２８条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」と

あるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サ

ービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

第１５章 多機能型に関する特例 

（従業者の員数等に関する特例） 

第２５７条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業

所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続

支援A型事業所及び指定就労継続支援 B 型事業所（指定就労継続支援 B 型事業者

が指定就労継続支援 B 型の事業を行う事業所をいう。）並びに指定児童発達支援

事業所、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第６４条に規定

する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）及び指定放課後等デイサービス事

業所（以下「多機能型事業所」と総称する。）は、一体的に事業を行う多機能型

事業所の利用定員数の合計が２０人未満である場合は、第８４条第６項、第

１３７条第６項及び第７項、第１５１条第６項、第１６６条第４項及び第５項並

びに第１７８条第４項（第１９２条において準用する場合を含む。）の規定にか

かわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者

を除く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければならないものとすることがで

きる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及

び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。

以下この条において同じ。）は、第８４条第１項第３号及び第７項、第１３７条

第１項第２号及び第８項、第１５１条第１項第３号及び第７項、第１６６条第１
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項第３号及び第６項並びに第１７８条第１項第２号及び第５項（これらの規定を

第１９２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業

を行う多機能型事業所のうち基準省令第２１５条第２項の規定により厚生労働大

臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事

業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定に

より置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなけ

ればならないものとすることができる。 

⑴ 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が６１以上 １に、利用者の数の合計が６０を超えて４０

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（設備の特例） 

第２５８条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配

慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができ

る。 

第１６章 振興山村その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関す

る基準 

 （振興山村その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準） 

第２５９条 振興山村その他の地域であって基準省令第２１９条の規定により厚生

労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市

長が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障

害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障

害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自

立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特

定基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型

自立訓練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特

定基準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援 B 型に係る基準

該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援 B 型」

という。）（以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。）の事業のう

ち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービス事
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業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべ

き基準は、次条から第２６３条までに定めるところによる。 

（従業者の員数等） 

第２６０条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービ

スを行う事業所（以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数（特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。） 

⑵ 看護職員 １以上（特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練（機能

訓練）を提供する事業所に限る。） 

⑶ 理学療法士又は作業療法士 １以上（特定基準該当生活介護を提供する事業

所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練又は特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所に限る。） 

⑷ 生活支援員 常勤換算方法で、アに掲げる利用者の数を６で除して得た数及

びイに掲げる利用者の数を１０で除して得た数の合計数以上 

ア 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練（機能訓練）及び特定基準

該当自立訓練（生活訓練）の利用者 

イ 特定基準該当就労継続支援 B 型の利用者 

⑸ 職業指導員 １以上（特定基準該当就労継続支援 B 型を提供する事業所に限

る。） 

⑹ サービス管理責任者 １以上 

２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当

障害福祉サービス事業所（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所

を除く。）は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として

置くことができる。 

３ 第１項第４号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

４ 第１項第６号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（管理者） 
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第２６１条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定

基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるものとす

る。 

（利用定員） 

第２６２条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、１０人以上とす

る。 

（準用） 

第２６３条 第１１条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２１条、

第２２条、第２５条第２項、第３０条、第３８条から第４３条まで、第６３条か

ら第６５条まで、第７２条、第７４条から第７６条まで、第８１条、第８７条、

第９６条（第１０号を除く。）及び第９９条の規定は、特定基準該当障害福祉サ

ービスの事業について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第３３

条」とあるのは「第２６３条第１項において準用する第９６条」と、第１７条中

「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第２２

条第２項ただし書中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第２６３条第２

項において準用する第８８条第２項及び第３項、第２６３条第３項及び第５項に

おいて準用する第１４０条第２項及び第３項並びに第２６３条第４項において準

用する第１５５条第２項及び第３項」と、第２５条第２項中「第２３条第２項」

とあるのは「第２６３条第２項において準用する第８８条第２項、第２６３条第

３項及び第５項において準用する第１４０条第２項並びに第２６３条第４項にお

いて準用する第１５５条第２項」と、第３８条第３項中「指定居宅介護事業者

等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第４３条中「指定居宅

介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他

の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事

業ごとに、その会計を」と、第６３条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

２６３条第１項において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第６４条中「療養介護計画」とある

のは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第８項中「６月」とあるの
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は「６月（特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練（機

能訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係る計画にあって

は、３月）」と、第８１条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「特定基

準該当障害福祉サービス計画」と、同項第２号中「第５９条第１項」とあるのは

「第２６３条第１項において準用する第２１条第１項」と、同項第３号中「第

７１条」とあるのは「第２６３条第２項から第５項までにおいて準用する第９５

条」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２６３条第１項」と読

み替えるものとする。 

２ 第６６条、第７９条、第８０条、第８３条、第８８条（第１項を除く。）、第

８９条（第５項を除く。）、第９０条から第９５条まで、第９７条及び第９８条

の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当生活介護の事業

を行う者に限る。）について準用する。この場合において、第７９条第１項中

「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第８３条中「生活介

護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という。）」とあるのは

「特定基準該当生活介護」と、第８８条中「指定生活介護」とあるのは「特定基

準該当生活介護」と、第８９条第６項及び第９３条第４項中「指定生活介護事業

所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第９５条第２号中

「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第９７条

第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事

業所」と読み替えるものとする。 

３ 第６６条、第７９条、第８０条、第９３条から第９５条まで、第９７条、第

９８条、第１３６条、第１４０条（第１項を除く。）、第１４１条（第３項を除

く。）及び第１４２条第２項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者

（特定基準該当自立訓練（機能訓練）の事業を行う者に限る。）について準用す

る。この場合において、第７９条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基

準該当自立訓練（機能訓練）」と、第９３条第４項中「指定生活介護事業所」と

あるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第９５条第２号中「介護

給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第９７条第２

項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と、第１３６条中「自立訓練（機能訓練）（施行規則第６条の６第１号に規
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定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自

立訓練（機能訓練）」と、第１４０条中「指定自立訓練（機能訓練）」とあるの

は「特定基準該当自立訓練（機能訓練）」と、第１４１条第４項中「指定自立訓

練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と

読み替えるものとする。 

４ 第６６条、第７９条、第８０条、第９３条から第９５条まで、第９７条、第

９８条、第１４１条（第３項を除く。）、第１４２条第２項、第１５０条及び第

１５５条（第１項及び第４項を除く。）の規定は、特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者（特定基準該当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る。）につい

て準用する。この場合において、第７９条第１項中「指定療養介護」とあるのは

「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と、第９３条第４項中「指定生活介護事

業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第９５条第２号

中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第

９７条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所」と、第１４１条第４項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあ

るのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第１５０条中「自立訓練

（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をい

う。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓

練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と、第

１５５条中「指定自立訓練（生活訓練）」とあるのは「特定基準該当自立訓練

（生活訓練）」と読み替えるものとする。 

５ 第６６条、第７９条、第８０条、第９０条、第９３条から第９５条まで、第 

９７条、第９８条、第１４０条（第１項を除く。）、第１４１条（第３項を除

く。）、第１８５条から第１８７条まで、第１９１条及び第１９４条の規定は、

特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当就労継続支援 B 型の事業を

行う者に限る。）について準用する。この場合において、第７９条第１項中「指

定療養介護」とあるのは「特定基準該当就労継続支援 B 型」と、第９３条第４項

中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

と、第９５条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練
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等給付費」と、第９７条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス事業所」と、第１４０条中「指定自立訓練（機能訓練）」

とあるのは「特定基準該当就労継続支援 B 型」と、第１４１条第４項中「指定自

立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と、第１８５条第１項中「第１９０条」とあるのは「第２６３条第１項」

と、「就労継続支援 A 型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と、第１９１条中「施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援 B

型（以下「就労継続支援 B 型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定就労継続支援 B 型」という。）」とあるのは「特定基準該当就労継続支援

B 型」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（指定療養介護事業所の設備に関する経過措置） 

２ 平成２５年４月１日前から存する指定療養介護事業所の建物（同日において建

築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）

については、当分の間、第５７条第１項に規定する相談室を設けないことができ

る。 

（指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数等に関する経過措置） 

３ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指

定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の

総数は、第８４条第１項第２号アの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。 

⑴ 次のアからウまでに掲げる利用者（基準省令附則第４条第１項第１号の規定

により厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。）の平均障害

支援区分に応じ、それぞれアからウまでに定める数 

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数 

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 
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⑵ 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

４ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

（地域移行支援型ホームの特例） 

５ 次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合においては、平成

３７年３月３１日までの間、第２２２条第１項（第２５０条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指

定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業（以下

「指定共同生活援助の事業等」という。）を行うことができる。 

⑴ 市内における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助

（以下「指定共同生活援助等」という。）の量が、事業を開始する時点におい

て法第８８条第１項に規定する市町村障害福祉計画において定める市の指定共

同生活援助等の必要な量に満たない場合に事業を行うものであること。 

⑵ 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。 

６ 前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所（以下「地域移行支

援型ホーム」という。）における指定共同生活援助の事業等について第２２２条

第２項から第９項まで（第２５０条において準用する場合を含む。）の規定を適

用する場合においては、第２２２条第２項中「４人以上」とあるのは、「４人以

上３０人以下」とする。 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等） 

７ 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者（以下「地

域移行支援型ホーム事業者」という。）が設置する共同生活住居の構造及び設備

は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間） 

８ 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、２年を超えて指

定共同生活援助等を提供してはならない。 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針） 

９ 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援

型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生

活援助事業所（以下この項において「住宅等」という。）において日常生活を営

- 477 -



 

むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居

の日から前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなけ

ればならない。 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等） 

１０ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第２３５

条又は第２５６条において準用する第６４条の規定を適用する場合においては、

同条第２項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第８項に定める

期間内に附則第９項に規定する住宅等に移行すること」と、同条第４項中「達成

時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他

の活動」とする。 

（地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置） 

１１ 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、

利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会（以下こ

の項において「地域移行推進協議会」という。）を設置し、定期的に地域移行推

進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

１２ 地域移行支援型ホーム事業者は、法第８９条の３第１項に規定する協議会そ

の他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下この項において「協議

会等」という。）に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活

援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協

議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

（省令施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住

居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例） 

１３ 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

（次項において「指定共同生活援助事業者等」といい、基準省令の施行の日（以

下「省令施行日」という。）において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建

物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。）は、第

２２２条第１項（第２５０条において準用する場合を含む。）の規定にかかわら

ず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができ

る。 

- 478 -



 

（省令施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設

備に関する特例） 

１４ 指定共同生活援助事業者等は、省令施行日において現に存する指定共同生活

援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の

共同生活住居（基本的な設備が完成しているものを含み、省令施行日以後に増築

され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が満たすべき設備

に関する基準については、第２２２条第７項及び第８項（これらの規定を第

２５０条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、基準省令による

改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等に関する省令（平成１８年厚生労働省令第５８号）第

１０９条第２項及び第３項に定める基準によることができる。 

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所にお

いて個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例） 

１５ 第２２８条第３項及び第２４２条第４項の規定は、指定共同生活援助事業所

又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介

護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、区

分省令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条第

７号に規定する区分６に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共

同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外

の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成

３３年３月３１日までの間、当該利用者については、適用しない。 

１６ 第２２８条第３項及び第２４２条第４項の規定は、指定共同生活援助事業所

又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１

条第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規定

する区分６に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助

事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者に

よる居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。）の利用

を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成３３年３

月３１日までの間、当該利用者については、適用しない。 

⑴ 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。 
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⑵ 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めるこ

と。 

１７ 前２項の場合において、第２２０条第１項第２号イからエまで及び第２３８

条第１項第２号イからエまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数

（附則第１５項又は前項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に

２分の１を乗じて得た数）」とする。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

１８ 法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた法附則第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号。以下この項において「旧身体障害者福祉法」という。）

第２９条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の

１０第１項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第３０条に規定する身

体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受け

ているもの若しくは旧身体障害者福祉法第３１条に規定する身体障害者授産施設

のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けているもの、法附

則第４６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第５０条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホ

ーム又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知

的障害者通勤寮（これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含

み、省令施行日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練

（機能訓練）の事業、指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定就労移行支援の事

業、指定就労継続支援 A型の事業又は指定就労継続支援 B 型の事業を行う場合に

おけるこれらの施設の建物については、当分の間、第５７条第１項、第８７条第

１項（第１３９条及び第１７０条において準用する場合を含む。）、第１５３条

第１項又は第１８０条第１項（第１９３条において準用する場合を含む。）に規

定する多目的室を設けないことができる。 

１９ 前項の指定知的障害者更生施設とは、法附則第５８条第１項の規定によりな

お従前の例により運営をすることができることとされた法附則第５２条の規定に

よる改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以下「旧知的障害者
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福祉法」という。）第２１条の６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障

害者福祉法第１５条の１１第１項の指定を受けているものをいう。 

２０ 附則第１８項の指定特定知的障害者授産施設とは、法附則第５８条第１項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害

者福祉法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法

第１５条の１１第１項の指定を受けているものをいう。 

２１ 附則第１８項の指定知的障害者通勤寮とは、法附則第５８条第１項の規定に

よりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉

法第２１条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第１５条

の１１第１項の指定を受けているものをいう。 

（指定共同生活援助に関する経過措置） 

２２ この条例の施行の際現に存する地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴

う関係省令の整備等に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１２４号。以下

「改正省令」という。）第３条の規定による改正前の基準省令（以下「旧基準省

令」という。）第１３７条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並び

に旧基準省令第２１７条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定

共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所であって、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）の前日において山梨県指定障害福祉サービス

の事業等に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成２６年山梨

県条例第２５号。以下「県条例」という。）附則第２条第１項の規定の適用を受

けていたものは、第２１９条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所と

みなす。 

２３ この条例の施行の際現に旧基準省令第２０７条に規定する指定共同生活援助

の事業を行う事業所であって、施行日の前日において県条例附則第２条第２項の

規定の適用を受けていたもの（以下「旧指定共同生活援助事業所」という。）

は、第２４６条に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事

業所（附則第２５項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」と

いう。）とみなす。 

２４ 施行日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について第２４８条第
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１項第１号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号中「６」とあるの

は「１０」とする。 

２５ 附則第２３項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所と

みなされたものについて、第２５４条第４項の規定を適用する場合においては、

平成２６年４月２日以後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とある

のは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 
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 甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

   甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第６条～第８条） 

第２節 設備に関する基準（第９条） 

第３節 運営に関する基準（第１０条～第６０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８条第３項において

準用する法第３６条第３項第１号並びに第４４条第１項及び第２項の規定に基づ

き、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

⑵ 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスを
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いう。 

⑶ 支給決定 法第１９条第１項に規定する支給決定をいう。 

⑷ 支給決定障害者 法第１９条第１項の規定により支給決定を受けた障害者を

いう。 

⑸ 支給量 法第２２条第７項に規定する支給量をいう。 

⑹ 受給者証 法第２２条第８項に規定する受給者証をいう。 

⑺ 支給決定の有効期間 法第２３条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

⑻ 指定障害福祉サービス 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス

をいう。 

⑼ 指定障害福祉サービス等 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービ

ス等をいう。 

⑽ 指定障害福祉サービス事業者等 法第２９条第２項に規定する指定障害福祉

サービス事業者等をいう。 

⑾ 指定障害者支援施設等 法第３４条第１項に規定する指定障害者支援施設等

をいう。 

⑿ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（法

第２９条第１項に規定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超

えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

⒀ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サ

ービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額

をいう。 

⒁ 法定代理受領 法第２９条第４項の規定により支給決定障害者が指定障害者

支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除

く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支

給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支

援施設等に支払われることをいう。 

⒂ 常勤換算方法 指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定

障害者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することによ
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り、当該指定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいう。 

⒃ 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス

のうち施設入所支援を除いたものをいう。 

（指定障害者支援施設の指定に係る申請者の要件） 

第３条 法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号の条例で定め

る者は、法人とする。 

（指定障害者支援施設等の一般原則） 

第４条 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用

者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的

な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ

効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第５条 指定障害者支援施設の設置者は、その役員等（法第３６条第３項第６号に

規定する役員等をいう。）が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２

号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第６条 指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

⑴ 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする

こと。 
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（ア） 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うた

めに必要な数 

（イ） 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。）、

理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数  生活介

護の単位ごとに、常勤換算方法で、⒜及び⒝に掲げる数を合計した数以

上 

⒜ ⅰからⅲまでに掲げる平均障害支援区分（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７２号。以下「基準省令」という。）第４条第１項第１号イ⑵（一）（イ）

の規定による厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区

分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれⅰからⅲまでに定

める数 

i  平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令第４条第１項第１

号イ⑵（一）（イ）（ⅰ）の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。ⅱ及び

ⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 

ⅱ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ⅲ  平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

⒝ ⒜ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

ｂ 看護職員 生活介護の単位ごとに、１以上 

ｃ 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごと

に、当該訓練を行うために必要な数 

ｄ 生活支援員 生活介護の単位ごとに、１以上                   

（ウ） サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理

を行う者として基準省令第４条第１項第１号イ⑶の規定により厚生労働大

臣が定めるものをいう。以下同じ。） ａ又はｂに掲げる利用者の数の区

分に応じ、それぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

- 486 -



 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（イ）の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものであること。 

ウ ア（イ）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことが

できること。 

エ ア（イ）の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならないこと。 

オ ア（ウ）のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

こと。 

⑵ 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」と

いう。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同

じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次の

とおりとすること。 

（ア） 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 常勤換

算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

ｂ 看護職員 １以上 

ｃ 理学療法士又は作業療法士 １以上 

ｄ 生活支援員 １以上 

（イ） サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、それ

ぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 指定障害者支援施設等が指定障害者支援施設等における自立訓練（機能訓

練）に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓練）（以
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下「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は、アに

掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供

する生活支援員を１人以上置くものとすること。 

ウ ア（ア）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことが

できること。 

エ ア（ア）の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならないこと。 

オ ア（ア）の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならないこと。 

カ ア（イ）のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

こと。 

⑶ 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生

活訓練）をいう。以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次の

とおりとすること。 

（ア） 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以上 

（イ） サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、それ

ぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場

合については、ア（ア）中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職

員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、

常勤換算方法」と読み替えるものとすること。この場合において、生活支援

員及び看護職員の数は、それぞれ１以上とすること。 

ウ 指定障害者支援施設等が指定障害者支援施設等における自立訓練（生活訓

練）に併せて利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以

下「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を行う場合は、ア及びイ

に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提
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供する生活支援員を１人以上置くものとすること。 

エ ア（ア）又はイの生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならないこ

と。 

オ ア（イ）のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

こと。 

⑷ 就労移行支援を行う場合 

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

すること。 

（ア） 職業指導員及び生活支援員  

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を６

で除した数以上 

ｂ 職業指導員 １以上 

ｃ 生活支援員 １以上 

（イ） 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以上 

（ウ） サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、それ

ぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ アの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に

係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第２号）によるあ

ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定

されている指定障害者支援施設（以下「認定指定障害者支援施設」とい

う。）が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとすること。 

（ア） 職業指導員及び生活支援員  

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を

１０で除した数以上 

ｂ 職業指導員 １以上 

ｃ 生活支援員 １以上 
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（イ） サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、それ

ぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ ア（ア）又はイ（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、

常勤でなければならないこと。 

エ ア（イ）の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならないこと。 

オ ア（ウ）又はイ（イ）のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければ

ならないこと。 

⑸ 就労継続支援 B 型（施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援 B

型をいう。以下同じ。）を行う場合 

ア 就労継続支援 B 型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとすること。 

（ア） 職業指導員及び生活支援員  

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を

１０で除した数以上 

ｂ 職業指導員 １以上 

ｃ 生活支援員 １以上 

（イ） サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、それ

ぞれａ又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤でな

ければならないこと。 

ウ ア（イ）のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

こと。 

⑹ 施設入所支援を行う場合 

ア 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと
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すること。 

（ア） 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、ａ又はｂに掲げる利用者の数

の区分に応じ、それぞれａ又はｂに定める数。ただし、自立訓練（機能訓

練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援 B 型を受け

る利用者又は基準省令第４条第１項第６号イ⑴の規定により厚生労働大臣

が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を

行う生活支援員を１以上とする。 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（イ） サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サー

ビスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとするこ

と。 

イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に１

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものであること。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場

合は、推定数による。 

３ 第１項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは

施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に

当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援

若しくは就労継続支援 B 型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用

者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数等） 

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービ

スの利用定員の合計が２０人未満である場合は、前条第１項第１号エ、第２号エ

及びオ、第３号エ、第４号ウ（イ（ア）に係る部分を除く。）及びエ並びに第５号イ

の規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを

行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち、１

人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、前条第１項第１号ア

- 491 -

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001514.html#e000000166


 

（ウ）及びオ、第２号ア（イ）及びカ、第３号ア（イ）及びオ、第４号ア（ウ）、イ（イ）及びオ並び

に第５号ア（イ）及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号

に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち基準省令

第５条第２項の規定により厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分

に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとされるサービ

ス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとすることができ

る。 

⑴ 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が６１以上 １に、利用者の数の合計が６０を超えて４０

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第８条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等における主たる事業

所（以下「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下

「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従

業者（サービス管理責任者を除く。）のうち、それぞれ１人以上は、常勤かつ専

ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

第９条 指定障害者支援施設等は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便

所、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ご

との用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合

は、この限りでない。 

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 居室 

ア 一の居室の定員は、４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 
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ウ 利用者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、９．９平方メートル以

上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えるこ

と。 

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

⑶ 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

⑷ 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。 

⑸ 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑹ 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

⑺ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑻ 廊下 

ア 幅は、１．５メートル（中廊下にあっては１．８メートル）以上とするこ

と。 

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に

支障がないようにしなければならないこと。 

３ 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規

定するもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養

成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係

る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供

に当たって支障がない範囲で兼用することができる。 
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第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１０条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利

用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配

慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごと

に、第４５条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明

を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意

を得なければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の

規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮

をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第１１条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当

該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契

約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量（以下「契約支給量」という。）そ

の他の必要な事項（以下「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者の受

給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたとき

は、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同

じ。）に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第１２条 指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの

提供を拒んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第１３条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用について市町村

又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、で

きる限り協力しなければならない。 
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（サービス提供困難時の対応） 

第１４条 指定障害者支援施設等は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練

（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援 B 型に係る通常の事業の実施地域

（当該指定障害者支援施設等が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自

立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援 B

型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害者支援施設

等、指定生活介護事業者（甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成３１年３月条例第６号）第８４条第１

項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者

（同条例第１３７条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（同条例第１５１条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定就労移行支援事業者（同条例

第１６６条第１項に規定する指定就労移行支援事業者をいう。）、指定就労継続

支援 B 型事業者（同条例第１９４条第１項に規定する指定就労継続支援 B 型事業

者をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用申込者が入院して治療する必要がある場合その

他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な

病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第１５条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場

合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされた

サービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助） 

第１６条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受け

ていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに

介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべ

き標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の満了に伴う介護給付費又は訓練
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等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１７条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１８条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、他の指定障害福祉サービ

ス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携

に努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練（機能訓

練）又は自立訓練（生活訓練）を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携

行させ、初回の訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提

示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所

支援を受ける者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施

設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、当該施設

障害福祉サービスの提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を

受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サー

ビスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の規定による記録に際しては、提供した施設

障害福祉サービスの種類ごとに、施設障害福祉サービスを提供したことについ

て、支給決定障害者の確認を受けなければならない。 

（指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範
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囲等） 

第２１条 指定障害者支援施設等が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障

害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用

者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが

適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給

決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするととも

に、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただ

し、次条第１項から第３項までに掲げる支払については、この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２２条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給

決定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定障害者支援施設等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提

供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サー

ビス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の規定により支払を受ける額のほか、施設障

害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

支払を支給決定障害者から受けることができる。 

⑴ 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 創作的活動に係る材料費 

ウ 日用品費 

エ アからウまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要

する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

⑵ 自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続

支援 B 型を行う場合 次のアからウまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 日用品費 
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ウ ア及びイに掲げるもののほか、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援又は就労継続支援 B 型において提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

⑶ 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第３４条第１項の規定により特

定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第

２１条第１項第１号に規定する食費等の基準費用額（法第３４条第２項にお

いて準用する法第２９条第５項の規定により当該特定障害者特別給付費が利

用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は、同号に規定す

る食費等の負担限度額）を限度とする。） 

イ 基準省令第１９条第３項第３号ロの規定による厚生労働大臣の定める基準

に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若し

くは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造さ

れたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ウ 被服費 

エ 日用品費 

オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜

に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号ア、第２号ア及び第３号アに掲げる費用については、基準省令第

１９条第４項の規定により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定障害者支援施設等は、第１項から第３項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対

し交付しなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は、第３項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 
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第２３条 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等

において施設入所支援を受ける者に限る。）が同一の月に当該指定障害者支援施

設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けた

ときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定

障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定

障害福祉サービス等につき法第２９条第３項（法第３１条の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付

費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」という。）を算定し

なければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負

担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定

障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければ

ならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等におい 

て施設入所支援を受ける者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同

一の月に当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指

定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定

障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この

場合において、当該指定障害者支援施設等は、利用者負担額合計額を市町村に報

告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提

供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等） 

第２４条 指定障害者支援施設等は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉

サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障

害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知

しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、第２２条第２項の法定代理受領を行わない施設障害

福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サー

ビスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 
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第２５条 指定障害者支援施設等は、次条第１項に規定する施設障害福祉サービス

計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとと

もに、施設障害福祉サービスの提供が漫然としたもの又は画一的なものとならな

いよう配慮しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事

項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第２６条 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉

サービスに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切

な方法により、利用者について、その置かれている環境、日常生活全般の状況等

の評価を通じて利用者の希望する生活、課題等の把握（以下「アセスメント」と

いう。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する

上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場

合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、利

用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向

上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設

障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス

計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援

施設等が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福

祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよ

うに努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者
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に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を

いう。）を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容につ

いて意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施

設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サ

ービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。

以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上

（自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援を提供する場

合にあっては、少なくとも３月に１回以上）施設障害福祉サービス計画の見直し

を行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と

の連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによ

り行わなければならない。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０  第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計

画の変更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第２７条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対

する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設等以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生

活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。 
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⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。      

（相談等） 

第２８条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応ず

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者が当該指定障害者支援施設等以外における生

活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継

続支援A型（施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続支援 A型をいう。

以下同じ。）又は就労継続支援 B 型の利用を希望する場合には、他の指定障害福

祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

（介護） 

第２９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法によ

り、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利

用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助

を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、お

むつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利

用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に

行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は、常時１人以上の従業者を介護に従事させなければな

らない。 

７ 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、その負担により、当該指定障害者支

援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 （訓練） 

第３０条 指定障害者支援施設等は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の

支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければな
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らない。 

２ 指定障害者支援施設等は、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就

労移行支援又は就労継続支援 B 型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必

要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければな

らない。 

４ 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、その負担により、当該指定障害者支

援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第３１条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援 B

型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービス

の需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援 B 型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作

業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援 B 型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよ

う、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援 B 型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設備の設置等生産活

動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払等） 

第３２条 指定障害者支援施設等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援 B

型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援

又は就労継続支援 B 型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならな

い。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、前項の規定

により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（以下「工賃
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の平均額」という。）を、３，０００円を下回るものとしてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよ

う努めなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、年度ごと

に、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれ

に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市に報告しなけれ

ばならない。 

（実習の実施） 

第３３条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が

施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しな

ければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、利用者が施

設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努め

なければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前２項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職

業安定所、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・生活支援

センターをいう。以下同じ。）、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者

の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第３４条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業

安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならな

い。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、公共職業安

定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならな

い。 

３ 指定障害者支援施設等は、就労移行支援又は就労継続支援 B 型の提供に当たっ

ては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係

機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければなら
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ない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第３５条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の

職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連

携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援を継

続しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援 B 型の提供に当たっては、利用者の職

場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携

して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続

に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第３６条 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前

年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、市に報告しなけ

ればならない。 

（食事の提供） 

第３７条 指定障害者支援施設等（施設入所支援を提供する場合に限る。）は、正

当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当た

り、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意

を得なければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害

の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管

理を行わなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施

設等に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法につ

いて保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第３８条 指定障害者支援施設等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を

- 505 -



 

行うよう努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す

る手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者

の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第３９条 指定障害者支援施設等は、常に利用者の健康の状況に注意するととも

に、健康の保持のための適切な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年２回

以上定期に健康診断を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第４０条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている際に利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第４１条 指定障害者支援施設等は、施設入所支援を利用する利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に

退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切

な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当

該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用することができるようにし

なければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第４２条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者

に係る基準省令第３８条の２に規定する厚生労働大臣が定める給付金（以下「給

付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に

掲げるところにより管理しなければならない。 

⑴ 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じ

た収益を含む。以下「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分す

ること。 
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⑵ 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

⑶ 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

⑷ 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者

に取得させること。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第４３条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定

障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないこと

により、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受

けようとしたとき。 

（管理者による管理等） 

第４４条 指定障害者支援施設等は、専らその職務に従事する管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は、当

該指定障害者支援施設等の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設等

以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業

務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の従業者にこの

章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第４５条 指定障害者支援施設等は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程を定めなければならない。 

⑴ 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 

⑵ 提供する施設障害福祉サービスの種類 

⑶ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑷ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

⑸ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

⑹ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から
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受領する費用の種類及びその額 

⑺ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑼ 緊急時等における対応方法 

⑽ 非常災害対策 

⑾ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を

定めた場合には当該障害の種類 

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⒀ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第４６条 指定障害者支援施設等は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービス

を提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を

定めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害

者支援施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならな

い。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

３ 指定障害者支援施設等は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第４７条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれ

の利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

（非常災害対策） 

第４８条 指定障害者支援施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害の際の

関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなけ

ればならない。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定障害者支援施設
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等の立地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたも

のとしなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他

必要な措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、非常災害の際に利用者、従業者等が必要とする飲料

水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を

行うよう努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第４９条 指定障害者支援施設等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管

理に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（協力医療機関等） 

第５０条 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらか

じめ、協力医療機関（当該指定障害者支援施設等との間で利用者が医療を必要と

した際の連携協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。以下同じ。）

を定めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定障害者支

援施設等との間で利用者が歯科医療を必要とした際の連携協力が合意されている

歯科医療機関をいう。以下同じ。）を定めるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第５１条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の見やすい場所

に、運営規程（第４５条の施設の運営についての重要事項に関する規程をい

う。）の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、協力歯科医療機関その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

らない。 
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（身体的拘束等の禁止） 

第５２条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者に対し、身体的拘束等（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を

いう。以下同じ。）を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

２ 指定障害者支援施設等は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し

なければならない。 

（秘密保持等） 

第５３条 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等の従業者及び管理者であ

った者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用

者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者

又はその家族の同意を得なければならない。 

（情報の提供等） 

第５４条 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとす

る者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等

が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合

においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第５５条 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業

を行う者、他の障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者に、利用者又は

その家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者、他の障害福祉サービスを行う者等又はこれらの従業者から、利用者又はその
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家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情解決） 

第５６条 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する

利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第

１０条第１項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備

若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第

１１条第２項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは施設障害福祉サービ

スの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員

からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が

行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第

４８条第１項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定

障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用

者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力

するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は、都道府県知事、市町村又は市町村長からの求めがあ

った場合には、第３項から前項までの改善の内容を当該都道府県知事、市町村又

は市町村長に報告しなければならない。 
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７ 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が

同法第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければな

らない。 

（地域との連携等） 

第５７条 指定障害者支援施設等は、その運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

（事故発生時の対応） 

第５８条 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供

により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて、記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第５９条 指定障害者支援施設等は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに

経理を区分するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の

会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第６０条 指定障害者支援施設等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から５年間

保存しなければならない。 

⑴ 第２０条第１項及び第２項の規定によるサービスの提供の記録 

⑵ 施設障害福祉サービス計画 

⑶ 第４３条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第５２条第２項の規定による身体的拘束等の記録 

⑸ 第５６条第２項の規定による苦情の内容等の記録 
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⑹ 第５８条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（多目的室の経過措置） 

２ 平成１８年１０月１日（以下「基準日」という。）前から存する法附則第４１

条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた

法附則第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号。以下「旧身体障害者福祉法」という。）第２９条に規定する身体障害

者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けている

もの（以下「指定身体障害者更生施設」という。）、旧身体障害者福祉法第３０

条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１

項の指定を受けているもの（以下「指定身体障害者療護施設」という。）若しく

は旧身体障害者福祉法第３１条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害

者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けているもの（障害者自立支援法の一

部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成１８年厚生労働

省令第１６９号。以下「整備省令」という。）による廃止前の指定身体障害者更

生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第７９号。以下

「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第３号イに規定する指定

特定身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」とい

う。）、法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた法附則第５２条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第２１条の

６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第１５条の１１第１

項の指定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等

の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第８１号。以下「旧知的

障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第１号イに規定する指定知的障害

者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」という。）、旧知的障

害者福祉法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉
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法第１５条の１１第１項の指定を受けているもの（旧知的障害者更生施設等指定

基準第２条第２号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下

「指定特定知的障害者授産施設」という。）若しくは旧知的障害者福祉法第２１

条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第１５条の１１第

１項の指定を受けているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」という。）又は法

附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとさ

れた法附則第４６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）第５０条の２第１項第１号に規定する精神障

害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）若しくは同項第

２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止前の精神障害者社会復

帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８７号）第２３条第

１号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第２号に規定する精神障害者小

規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。）において施設

障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（基本的な設備が

完成しているものを含み、基準日後に増築され、又は改築される等建物の構造を

変更したものを除く。以下同じ。）については、当分の間、第９条第１項に規定

する多目的室を設けないことができる。 

（居室の定員の経過措置） 

３ 基準日前から存する指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又

は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合における

これらの施設の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合において

は、同項第２号ア中「４人」とあるのは、「原則として４人」とする。 

（居室面積の経過措置） 

４ 基準日前から存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設（旧身

体障害者更生施設等指定基準附則第３条の適用を受けているものに限る。）、指

定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産

施設又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合に

おけるこれらの施設の建物について、第９条第２項の規定を適用する場合におい

ては、同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるのは、「６．６平方メート

ル」とする。 
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５ 基準日前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において

施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第

９条第２項の規定を適用する場合においては、同項第２号ウ中「９．９平方メー

トル」とあるのは、「４．４平方メートル」とする。 

６ 基準日前から存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産

施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第２条第１項若しくは第４条

第１項の規定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施設、指定特定知

的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設

等指定基準附則第２条から第４条までの規定の適用を受けているものにおいて、

施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第

９条第２項の規定を適用する場合においては、同項第２号ウ中「９．９平方メー

トル」とあるのは、「３．３平方メートル」とする。 

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） 

７ 基準日前から存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、

指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤

寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サー

ビスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第９条

第２項第２号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 

（廊下幅の経過措置） 

８ 基準日前から存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設

において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物につ

いて、第９条第２項の規定を適用する場合においては、同条第２項第８号ア中

「１．５メートル」とあるのは、「１．３５メートル」とする。 

９ 基準日前から存する指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神

障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの

施設の建物については、第９条第２項第８号の規定は、当分の間、適用しない。 

１０ 基準日前から存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指

定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授

産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建

物については、第９条第２項第８号の規定は、当分の間、適用しない。 
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 甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに

公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条～第４条） 

 第２章 療養介護（第５条～第３３条） 

 第３章 生活介護（第３４条～第５２条） 

 第４章 自立訓練（機能訓練）（第５３条～第５７条） 

 第５章 自立訓練（生活訓練）（第５８条～第６２条） 

 第６章 就労移行支援（第６３条～第７２条） 

 第７章 就労継続支援Ａ型（第７３条～第８８条） 

 第８章 就労継続支援Ｂ型（第８９条～第９１条） 

 第９章 多機能型に関する特例（第９２条～第９４条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の規定に

基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 
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⑴ 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

⑵ 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の

職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤

の職員の員数に換算する方法をいう。 

⑶ 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第

１９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立訓練（生活訓練）（施行規則

第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）の事

業、就労移行支援の事業、就労継続支援 A型（施行規則第６条の１０第１号に

規定する就労継続支援 A型をいう。以下同じ。）の事業及び就労継続支援 B 型

（施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援 B 型をいう。以下同

じ。）の事業並びに児童発達支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援をいう。）の事業、医療型児童

発達支援（同条第３項に規定する医療型児童発達支援をいう。）の事業、放課

後等デイサービス（同条第４項に規定する放課後等デイサービスをいう。）の

事業、居宅訪問型児童発達支援（同条第５項に規定する居宅訪問型児童発達支

援をいう。）の事業及び保育所等訪問支援（同条第６項に規定する保育所等訪

問支援をいう。）の事業のうち２以上の事業を一体的に行うこと（同法に規定

する事業のみを行う場合を除く。）をいう。 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」とい

う。）（次章から第８章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の意

向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」とい

う。）を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとと

もに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずること

により利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければなら

ない。 

２ 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 
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３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任

者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第４条 障害福祉サービス事業者（当該事業者が法人である場合にあっては、その

役員等（法第３６条第３項第６号に規定する役員等をいう。））及び当該障害福

祉サービスを行う事業所を管理する者は、甲府市暴力団排除条例（平成２４年３

月条例第２号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 療養介護 

（基本方針） 

第５条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、施行規則第２条の２に規定する者に対して、当該利用者の身体その

他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

（構造設備） 

第６条 療養介護の事業を行う者（以下「療養介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「療養介護事業所」という。）の配置、構造及び設備は、利

用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に

関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第７条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。 

（運営規程） 

第８条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

⑸ サービスの利用に当たっての留意事項 

- 518 -



 

⑹ 緊急時等における対応方法 

⑺ 非常災害対策 

⑻ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑽ その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第９条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を作成して、非常災害の際の関係機関

への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならな

い。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、療養介護事業所の立

地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとし

なければならない。 

３ 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な

措置に関する訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

５ 療養介護事業者は、非常災害の際に利用者及び職員が必要とする飲料水、食

糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

なければならない。 

２ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、当該療養介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第１８条第１項に規定する療養介護計画 

⑵ 第２９条第２項の規定による身体的拘束等の記録 

⑶ 第３１条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑷ 第３３条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 
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（規模） 

第１１条 療養介護事業所は、２０人以上の人員を利用させることができる規模を

有するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第１２条 療養介護事業所は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病

院として必要とされる設備、相談室、多目的室その他運営上必要な設備を設けな

ければならない。ただし、当該療養介護事業所と同一の敷地内に他の事業所、施

設等がある場合において、当該他の事業所、施設等の設備を当該療養介護事業所

の相談室として使用することができるときは、利用者の支援に支障がない場合に

限り、相談室を設けないことができる。 

２ 前項に規定する相談室の基準は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕

切り等を設けることとする。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、

兼用することができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第１３条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 医師 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６５条第４項第１号に規定

する厚生労働大臣の定める基準以上 

⑶ 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同

じ。） 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した数

以上 

⑷ 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を４で除

した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を２で除した

数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数か

ら利用者の数を２で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることがで

きるものとする。 
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⑸ サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者

として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７４号。以下「基準省令」という。）第１２条第１項第５号の規定により

厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 療養介護事業所ごとに、ア

又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する

場合は、推定数による。 

３ 第１項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に１又は複数

の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場

合の療養介護の単位の利用定員は２０人以上とする。 

４ 第１項に規定する療養介護事業所の職員（第１号から第３号までに掲げる者を

除く。）は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ご

とに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業

務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

６ 第１項第４号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第５号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） 

第１４条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 
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第１５条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、市、他の障害福祉サービス事業者その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

（療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第１６条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求め

ることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであ

って、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用

者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用

者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（療養介護の取扱方針） 

第１７条 療養介護事業者は、次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用

者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提

供が漫然としたもの又は画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第１８条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別

支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

２ 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その

有する能力、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて利用

者の希望する生活、課題等の把握（以下この章において「アセスメント」とい
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う。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わな

ければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用

者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用

者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上

させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上で

の留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場

合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又

はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよ

う努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する療養

介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規

定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を

利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」とい

う。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行

い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と

の連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによ

り行わなければならない。 

⑴ 定期的に利用者に面接すること。 

⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更につ

- 523 -

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001515.html#e000000372


 

いて準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第１９条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。 

⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する

照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福

祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生

活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 

⑶ 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第２０条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第２１条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活

の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２２条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

２ 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

４ 療養介護事業者は、前３項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替

え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

５ 療養介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該療養介護事業所の職

員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 
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（その他のサービスの提供） 

第２３条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよ

う努めなければならない。 

２ 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその

家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第２４条 職員は、現に療養介護の提供を行っている際に利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第２５条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理

その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第２６条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、

療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によっ

て療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。 

３ 療養介護事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。 

（定員の遵守） 

第２７条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな

い。 

（衛生管理等） 

第２８条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び

医療機器の管理を適正に行わなければならない。 
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２ 療養介護事業者は、療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第２９条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者に対し、身体

的拘束等（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をいう。以下同じ。）

を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

２ 療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

（秘密保持等） 

第３０条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 療養介護事業者は、当該療養介護事業所の職員及び管理者であった者が、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関

する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意

を得なければならない。 

（苦情解決） 

第３１条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

４ 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

当該市町村に報告しなければならない。 
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（地域との連携等） 

第３２条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

（事故発生時の対応） 

第３３条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生し

た場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、

記録しなければならない。 

３ 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

第３章 生活介護 

（基本方針） 

第３４条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、施行規則第２条の４に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食

事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第３５条 生活介護の事業を行う者（以下「生活介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「生活介護事業所」という。）の配置、構造及び設備は、

利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生

に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第３６条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事

した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならな

い。 

（運営規程） 

第３７条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ
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いての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑿ その他運営に関する重要事項 

（規模） 

第３８条 生活介護事業所は、２０人以上の人員を利用させることができる規模を

有するものでなければならない。ただし、振興山村その他の地域であって基準省

令第３７条の規定により厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の

確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所

については、１０人以上とすることができる。 

（設備の基準） 

第３９条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室そ

の他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の

設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないこ

とができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 
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⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用する

ことができる。 

４ 第１項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第４０条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

⑶ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及

び第５章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 生活介護の

単位ごとに、常勤換算方法で、（ア）から（ウ）までに掲げる利用者の平均障害支援

区分（基準省令第３９条第１項第３号イの規定による厚生労働大臣が定める

ところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、

それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数 

（ア） 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 

（イ） 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

（ウ） 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員 生活介護の単位ごとに、１以上 

ウ 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該

訓練を行うために必要な数 

エ 生活支援員 生活介護の単位ごとに、１以上 

⑷ サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数

の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 
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イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する

場合は、推定数による。 

３ 第１項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に１又は複数

の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場

合の生活介護の単位の利用定員は２０人以上とする。 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、

これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）及び前項に規定する生活介護事業所の職

員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専

ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業

務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

７ 第１項第３号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第４１条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所（以下この条

において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下こ

の条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は、６人以上の人員を利用させることができる規模を有するもの

としなければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職

員（管理者及びサービス管理責任者を除く。）のうち、それぞれ１人以上は、常
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勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければな

らない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第４２条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。）等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他

の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（介護） 

第４３条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの

自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

４ 生活介護事業者は、前３項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替

え、整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 生活介護事業者は、常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

６ 生活介護事業者は、利用者に対し、その負担により、当該生活介護事業所の職

員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第４４条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、

製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する

者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければ

ならない。 

３ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向

上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならな

い。 

４ 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設
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備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

（工賃の支払） 

第４５条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃

として支払わなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第４６条 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介

護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に

ついて、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・生活支援

センターをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した

日から６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならな

い。 

（食事の提供） 

第４７条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明

し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。 

２ 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好を

考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性

に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行

わなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士

を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等

の指導を受けるよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第４８条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康

の保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（緊急時等の対応） 
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第４９条 職員は、現に生活介護の提供を行っている際に利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

（衛生管理等） 

第５０条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等

に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 生活介護事業者は、生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第５１条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関（当該生活介護事業者との間で利用者が医療を必要とした際の連携

協力が合意されている病院その他の医療機関をいう。）を定めなければならな

い。 

（準用） 

第５２条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで及び第２９条から第３３条までの規定は、生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第１０条第２項第１号中「第１８条第１項」とあるのは

「第５２条において準用する第１８条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「生活介護計画」と、第１８条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と読み替えるものとする。 

第４章 自立訓練（機能訓練） 

（基本方針） 

第５３条 自立訓練（機能訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の６第１号に規定する期間にわた

り、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適

切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第５４条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業
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所」という。）に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 自立訓練

（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を６で除した数以

上 

イ 看護職員 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上 

ウ 理学療法士又は作業療法士 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上 

エ 生活支援員 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、ア又はイに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者が、自立訓練（機能訓練）事業所における自立訓

練（機能訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓

練）（以下この条において「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提

供する場合は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、前項に規定する員数の職員

に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以

上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、推定数による。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、

これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）、第２項及び前項に規定する自立訓練

（機能訓練）事業所の職員は、専ら当該自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この

限りでない。 
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６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、自立訓練（機能訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練

（機能訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練（機能訓練）事業所

以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第２号の看護職員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

９ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（訓練） 

第５５条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなけ

ればならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用するこ

とにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心

身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 自立訓練（機能訓練）事業者は、常時１人以上の職員を訓練に従事させなけれ

ばならない。 

４ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その負担により、当該自立訓

練（機能訓練）事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第５６条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、第６５条第１項に規定する就労移行支

援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わ

なければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した

後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第５７条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで、第２９条から第３３条まで、第３５条から第３９条まで、第４１条、第
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４２条及び第４６条から第５１条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において、第１０条第２項第１号中「第１８条第１

項」とあるのは「第５７条において準用する第１８条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第１７条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第５７条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第１８条中「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と読み替えるものとする。 

第５章 自立訓練（生活訓練） 

（基本方針） 

第５８条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の６第２号に規定する期間にわた

り、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ

効果的に行うものでなければならない。 

（規模） 

第５９条 自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（生活訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（生活訓練）事業

所」という。）は、２０人以上の人員を利用させることができる規模を有するも

のでなければならない。ただし、振興山村その他の地域であって基準省令第５７

条第１項の規定により厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確

保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う自立訓練（生活訓

練）事業所（宿泊型自立訓練（施行規則第２５条第７号に規定する宿泊型自立訓

練をいう。以下同じ。）のみを行うものを除く。）については、１０人以上とす

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練

（生活訓練）を併せて行う自立訓練（生活訓練）事業所は、宿泊型自立訓練に係

る１０人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）に係る２０

人以上（前項ただし書の市長が認める地域において事業を行うものにあっては、

１０人以上）の人員を利用させることができる規模を有するものでなければなら

ない。 
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（設備の基準） 

第６０条 自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便

所、多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練（生活訓練）事業所の効

果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないと

きは、その一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第１項に規定

する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとす

る。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練（生活訓練）事業所にあって

は、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。 

⑴ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。 

イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル以上とする

こと。 

⑵ 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用する

ことができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の

用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合

は、この限りでない。 

６ 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（次項において「宿泊

型自立訓練事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附

属の建物を除く。同項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５
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年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同

じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下

同じ。）でなければならない。 

７ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ているものであると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。 

⑴ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火

災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及

び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

⑵ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。 

⑶ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。 

（職員の配置の基準） 

第６１条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき

職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 生活支援員 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、アに掲

げる利用者の数を６で除した数とイに掲げる利用者の数を１０で除した数の合

計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 宿泊型自立訓練の利用者 

⑶ 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練（生活訓練）事業所

ごとに、１以上 

⑷ サービス管理責任者 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、ア又はイに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

- 538 -

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001515.html#e000001143


 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓

練（生活訓練）事業所については、前項第２号中「生活支援員」とあるのは「生

活支援員及び看護職員」と、「自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活

支援員及び看護職員の総数は、自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるもの

とする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練（生

活訓練）事業所ごとに、それぞれ１以上とする。 

３ 自立訓練（生活訓練）事業者が、自立訓練（生活訓練）事業所における自立訓

練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓

練）（以下この項において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を提

供する場合は、前２項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練

（生活訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）及び第２項に規定する自立訓練（生活訓

練）事業所の職員は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

６ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練

（生活訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練（生活訓練）事業所

以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第２号又は第２項の生活支援員のうち、１人以上は、常勤でなければな

らない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であ

って、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 
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第６２条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで、第２９条から第３３条まで、第３５条から第３７条まで、第４１条、第

４２条、第４６条から第５１条まで、第５５条及び第５６条の規定は、自立訓練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第１０条第２項第１

号中「第１８条第１項」とあるのは「第６２条において準用する第１８条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第１７

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６２条において準用する次条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第１８条中

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項中

「６月」とあるのは「３月」と、第４１条第２項中「６人以上」とあるのは「宿

泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以上、宿泊型自立訓練

については１０人以上」と読み替えるものとする。 

第６章 就労移行支援 

（基本方針） 

第６３条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、施行規則第６条の９に規定する者に対して、施行規則第６条

の８に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。 

（認定就労移行支援事業所の設備） 

第６４条 第７２条において準用する第３９条の規定にかかわらず、あん摩マツサ

ージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部

省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学

校又は養成施設として認定されている就労移行支援の事業を行う事業所（以下

「就労移行支援事業所」という。）（以下この章において「認定就労移行支援事

業所」という。）の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、

はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有するこ

ととする。 

（職員の配置の基準） 

第６５条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）
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が就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算

方法で、利用者の数を６で除した数以上 

イ 職業指導員 就労移行支援事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員 就労移行支援事業所ごとに、１以上 

⑶ 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を

１５で除した数以上 

⑷ サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者

の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する

場合は、推定数による。 

３ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）に規定する就労移行支援事業所の職員

は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所

の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

６ 第１項第３号の就労支援員のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

７ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（認定就労移行支援事業所の職員の員数） 

第６６条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及び
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その員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算

方法で、利用者の数を１０で除した数以上 

イ 職業指導員 就労移行支援事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員 就労移行支援事業所ごとに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者

の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の職員及びその員数については、前条第２項から第５項まで及び第７項の

規定を準用する。 

（通勤のための訓練の実施） 

第６７条 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することがで

きるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。 

（実習の実施） 

第６８条 就労移行支援事業者は、利用者が第７２条において準用する第１８条の

就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければな

らない。 

２ 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安

定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、

利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第６９条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者

が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特

別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓

に努めなければならない。 
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（職場への定着のための支援の実施） 

第７０条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者

就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月

以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第７１条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その

他の就職に関する状況を、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第７２条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで、第２９条から第３３条まで、第３５条から第３９条まで、第４１条、第

４２条、第４４条、第４５条、第４７条から第５１条まで及び第５５条の規定

は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第１０条第２項

第１号中「第１８条第１項」とあるのは「第７２条において準用する第１８条第

１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第１７条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第７２条において準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第１８条中「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と、第３８条ただし書及び第４１条第１項中「生活介護事業所」とあるのは

「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるもの

とする。 

第７章 就労継続支援 A型 

（基本方針） 

第７３条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、専ら施行規則第６条の１０第１号に規定する者を雇用し

て就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練

その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第７４条 就労継続支援A型の事業を行う者（以下「就労継続支援 A型事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「就労継続支援A型事業所」という。）

の管理者は、社会福祉法第１９条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に
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２年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以

上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（運営規程） 

第７５条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援 A型事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 利用定員 

⑸ 就労継続支援 A型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに利用者から

受領する費用の種類及びその額 

⑹ 就労継続支援 A型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び第８３

条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

⑺ 通常の事業の実施地域 

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項 

⑼ 緊急時等における対応方法 

⑽ 非常災害対策 

⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⒀ その他運営に関する重要事項 

（規模） 

第７６条 就労継続支援A型事業所は、１０人以上の人員を利用させることができ

る規模を有するものでなければならない。 

２ 就労継続支援 A型事業者が第８１条第２項の規定により雇用契約を締結してい

ない利用者に対して就労継続支援 A型を提供する場合における雇用契約を締結し

ている利用者に係る利用定員は、１０を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援 A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用

定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の１００分の５０及び９を超え

てはならない。 

（設備の基準） 
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第７７条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多

目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉

施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援 A型事業所の効果的な運営

を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その

一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

⑵ 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

⑶ 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

⑷ 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項の訓練・作業室は、就労継続支援 A型の提供に当たって支障がない場合

は、設けないことができる。 

４ 第１項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用する

ことができる。 

５ 第１項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援 A型事業所の用に供するもの

でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

（職員の配置の基準） 

第７８条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及び

その員数は、次のとおりとする。 

⑴ 管理者 １ 

⑵ 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数 就労継続支援A型事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を１０で除した数以上 

イ 職業指導員 就労継続支援A型事業所ごとに、１以上 

ウ 生活支援員 就労継続支援A型事業所ごとに、１以上 

⑶ サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、ア又はイに掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数 
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ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する

場合は、推定数による。 

３ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）に規定する就労継続支援 A型事業所の職

員は、専ら当該就労継続支援 A 型事業所の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援 A

型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援 A型事業所以外の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第７９条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援 A型事業所における主たる事

業所（以下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行

う事業所（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置することがで

きる。 

２ 従たる事業所は、１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するも

のとしなければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職

員（管理者及びサービス管理責任者を除く。）のうち、それぞれ１人以上は、常

勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければな

らない。 

（実施主体） 

第８０条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就

労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 
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２ 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条に規

定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第８１条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援 A型の提供に当たっては、利

用者と雇用契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、就労継続支援 A型事業者（多機能型により就労継続

支援 B 型の事業を一体的に行う者を除く。）は、施行規則第６条の１０第２号に

規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援 A型を提供することがで

きる。 

（就労） 

第８２条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実

情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向

上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならな

い。 

３ 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に

必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなけ

ればならない。 

（賃金及び工賃） 

第８３条 就労継続支援A型事業者は、第８１条第１項の規定による利用者（次項

において「利用者」という。）が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支

援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上

となるようにしなければならない。 

３ 就労継続支援A型事業者は、第８１条第２項の規定による利用者（以下この条

において「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対しては、生産活動

に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する

金額を工賃として支払わなければならない。 

４ 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常
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生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃

の水準を高めるよう努めなければならない。 

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われ

る１月当たりの工賃の平均額は、３，０００円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第８４条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第８８条において準用する第１８

条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努

めなければならない。 

２ 就労継続支援 A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職

業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携し

て、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならな

い。 

（求職活動の支援等の実施） 

第８５条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利

用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 就労継続支援 A 型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センタ

ー、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性

に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第８６条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から

６月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（利用者及び職員以外の者の雇用） 

第８７条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援 A

型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の

区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 

⑴ 利用定員が１０人以上２０人以下 利用定員に１００分の５０を乗じて得た   

 数 

⑵ 利用定員が２１人以上３０人以下 １０又は利用定員に１００分の４０を乗

じて得た数のいずれか多い数 

- 548 -

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001515.html#e000001736
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001515.html#e000001762
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001515.html#e000001793


 

⑶ 利用定員が３１人以上 １２又は利用定員に１００分の３０を乗じて得た数

のいずれか多い数 

（準用） 

第８８条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで、第２９条から第３３条まで、第３５条、第４２条、第４７条から第５１条

まで及び第５５条の規定は、就労継続支援 A型の事業について準用する。この場

合において、第１０条第２項第１号中「第１８条第１項」とあるのは「第８８条

において準用する第１８条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援A型計画」と、第１７条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８８条にお

いて準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援 A型

計画」と、第１８条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と

読み替えるものとする。 

第８章 就労継続支援 B 型 

（基本方針） 

第８９条 就労継続支援 B 型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、施行規則第６条の１０第２号に規定する者に対して就労

の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その

知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。 

（工賃の支払等） 

第９０条 就労継続支援 B 型の事業を行う者（以下「就労継続支援 B 型事業者」と

いう。）は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額

（第４項において「工賃の平均額」という。）は、３，０００円を下回ってはな

らない。 

３ 就労継続支援 B 型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 就労継続支援 B 型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃

の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知す
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るとともに、市に報告しなければならない。 

（準用） 

第９１条 第９条、第１０条、第１４条から第２０条まで、第２５条から第２７条

まで、第２９条から第３３条まで、第３５条、第３７条、第３８条、第４２条、

第４４条、第４７条から第５１条まで、第５５条、第７４条、第７７条から第

７９条まで及び第８４条から第８６条までの規定は、就労継続支援 B 型の事業に

ついて準用する。この場合において、第１０条第２項第１号中「第１８条第１

項」とあるのは「第９１条において準用する第１８条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援 B 型計画」と、第１７条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第９１条において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援 B 型計画」と、第１８条中「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援 B 型計画」と、第８４条第１項中「第８８条」とあるのは「第

９１条」と、「就労継続支援 A型計画」とあるのは「就労継続支援 B 型計画」と

読み替えるものとする。 

第９章 多機能型に関する特例 

（規模に関する特例） 

第９２条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事

業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生

活訓練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支

援事業所」という。）、就労継続支援 A型事業所（以下「多機能型就労継続支援

A型事業所」という。）及び就労継続支援 B 型事業所（以下「多機能型就労継続

支援 B 型事業所」という。）（以下「多機能型事業所」と総称する。）は、一体

的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援

（山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例（平成２４年山梨県

条例第６６号。以下「指定通所支援基準条例」という。）第６条に規定する指定

児童発達支援をいう。）の事業、指定医療型児童発達支援（指定通所支援基準条

例第６３条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業又は指定放課後

等デイサービス（指定通所支援基準条例第７３条に規定する指定放課後等デイサ

ービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支援事業等」という。）を一
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体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、

宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上である場合は、当該多

機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当

該各号に定める人数とすることができる。 

⑴ 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練（機能訓練）事業所及び多機能

型就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。） ６人以上 

⑵ 多機能型自立訓練（生活訓練）事業所 ６人以上。ただし、宿泊型自立訓練

及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う場合にあって

は、宿泊型自立訓練の利用定員が１０人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓

練（生活訓練）の利用定員が６人以上とする。 

⑶ 多機能型就労継続支援 A 型事業所及び多機能型就労継続支援 B 型事業

所 １０人以上 

２ 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は

体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、

多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第３８条の規定に

かかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を

通じて５人以上とすることができる。 

３ 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児（児童福祉法第７条第２

項に規定する重症心身障害児をいう。）につき行う多機能型児童発達支援事業等

を一体的に行う場合にあっては、第３８条の規定にかかわらず、その利用定員

を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすること

ができる。 

４ 振興山村その他の地域であって基準省令第８９条第４項の規定により厚生労働

大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が

認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、第１項中「２０人」

とあるのは「１０人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービ

スが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なも

のにおいて事業を行う多機能型事業所（多機能型生活介護事業所、多機能型自立

訓練（機能訓練）事業所、多機能型自立訓練（生活訓練）事業所、多機能型就労

継続支援 B 型事業所に限る。以下この項及び次条第３項において同じ。）につい
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ては、当該多機能型事業所の利用定員を、１人以上とすることができる。 

（職員の員数等の特例） 

第９３条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多

機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業

所の利用定員を含む。）の合計が２０人未満である場合は、第４０条第７項、第

５４条第７項及び第８項、第６１条第７項、第６５条第５項及び第６項並びに第

７８条第５項（第９１条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、

当該多機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行

う場合にあっては、指定通所支援基準条例の規定により当該事業を行う事業所に

置くべきものとされる職員（指定通所支援基準条例第７条第１項第２号に規定す

る児童発達支援管理責任者を除く。）を含むものとし、管理者、医師及びサービ

ス管理責任者を除く。）のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。 

２ 多機能型事業所は、第４０条第１項第４号及び第８項、第５４条第１項第３号

及び第９項、第６１条第１項第４号及び第８項、第６５条第１項第４号及び第７

項並びに第７８条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第９１条において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所

のうち基準省令第９０条第２項の規定により厚生労働大臣が定めるものを一の事

業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス

管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の

区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この

項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、

常勤でなければならないとすることができる。 

⑴ 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

⑵ 利用者の数の合計が６１以上 １に、利用者の数の合計が６０を超えて４０

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 前条第４項後段の規定により、多機能型事業所の利用定員を１人以上とするこ

とができることとされた多機能型事業所は、第４０条第１項第３号エ及び第７

項、第５４条第１項第２号エ及び第８項、第６１条第１項第２号及び第７項並び

に第９１条において準用する第７８条第１項第２号及び第５項の規定にかかわら
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ず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一

の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、第

１号に掲げる利用者の数を６で除した数と第２号に掲げる利用者の数を１０で除

した数の合計数以上とすることができる。この場合において、この項の規定によ

り置くべきものとされる生活支援員のうち、１人以上は常勤でなければならな

い。 

⑴ 生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の利用者 

⑵ 就労継続支援 B 型の利用者 

（設備の特例） 

第９４条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮

しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２５年４月１日前から存する療養介護事業所の建物（同日において建築中

のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）につ

いては、当分の間、第１２条第１項に規定する相談室を設けないことができる。 

３ 当分の間、第１号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介

護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下

この項において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、

第４０条第１項第３号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算

方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。 

⑴ 次のアからウまでに掲げる利用者（基準省令附則第３条第１項第１号の規定

により厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。）の平均障

害支援区分に応じ、それぞれアからウまでに定める数 

ア 平均障害支援区分が４未満 利用者の数を６で除した数 

イ 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除した数 
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⑵ 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

４ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する

場合は、推定数による。 

５ 法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた法附則第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）第２９条に規定する身体障害者更正施設、同法第３０条

に規定する身体障害者療護施設若しくは同法第３１条に規定する身体障害者授産

施設、法附則第４６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第５０条の２第１項第３号に掲げる精神障

害者福祉ホーム又は法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営

をすることができることとされた法附則第５２条の規定による改正前の知的障害

者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２１条の６に規定する知的障害者更正施

設、同法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設若しくは同法第２１条の８

に規定する知的障害者通勤寮（これらの施設のうち、基本的な設備が完成してい

るものを含み、平成１８年１０月１日後に増築され、又は改築される等建物の構

造を変更したものを除く。）において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立

訓練（機能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、

就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれら

の施設の建物については、当分の間、第１２条第１項、第３９条第１項（第５７

条及び第７２条において準用する場合を含む。）、第６０条第１項又は第７７条

第１項（第９１条において準用する場合を含む。）に規定する多目的室を設けな

いことができる。 
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 甲府市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

甲府市特別会計条例の一部を改正する条例 

甲府市特別会計条例（昭和３９年４月条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条に次の１号を加える。 

⒀ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市保健所関係手数料条例（平成３０年１２月条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中第９７号を第１１５号とし、第８６号から第９６号までを１８号ずつ繰り

下げ、第８５号を第８６号とし、同号の次に次の１７号を加える。 

（８７） 薬事法の一部を改正する法律（平成１８年 

法律第６９号。以下「一部改正法」とい 

う。）附則第８条の規定により従前の例によ 

り引き続き薬種商販売業を営むことができる

こととされる者に係る一部改正法第１条の規

定による改正前の薬事法第２４条第２項に基

づく許可の更新の申請に対する審査 

１件につき １１，０００円 

（８８） 一部改正法附則第８条の規定により従前の

例により引き続き薬種商販売業を営むことが

できることとされる者に係る薬事法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令（平成２１年政令第

２号）第１条の規定による改正前の薬事法施

行令第４５条第１項の規定に基づく許可証の

書換え交付 

１件につき ２，０００円 

（８９） 一部改正法附則第８条の規定により従前の

例により引き続き薬種商販売業を営むことが 

１件につき ２，９００円 

 

- 556 -



 

できることとされる者に係る薬事法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令第１条の規定による

改正前の薬事法施行令第４６条第１項の規定

に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 

 

（９０） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の

２第１項の規定に基づく建築物清掃業者（同 

項第１号に掲げる事業を営んでいる者をい 

う。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９１） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物空気環境測定業者（同項第２号に掲げる事

業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９２） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物空気調和用ダクト清掃業者（同項第３号に

掲げる事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９３） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物飲料水水質検査業者（同項第４号に掲げる

事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９４） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物飲料水貯水槽清掃業者（同項第５号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９５） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築 

物排水管清掃業者（同項第６号に掲げる事業

を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 
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（９６） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物ねずみ昆虫等防除業者（同項第７号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９７） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物環境衛生総合管理業者（同項第８号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ４５，０００円 

（９８） 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 

４８年法律第１０５号）第１０条第１項の規 

定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に 

対する審査 

１件につき １５，０００円 

（９９） 動物の愛護及び管理に関する法律第１３条

第１項の規定に基づく第一種動物取扱業の登

録の更新の申請に対する審査 

１件につき １０，０００円 

（１００） 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

（平成１８年環境省令第１号）第２条第６項

の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の

再交付 

１件につき ３，０００円 

（１０１） 動物の愛護及び管理に関する法律第２６条

第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保

管の許可の申請に対する審査 

１件につき １８，０００円 

（１０２） 動物の愛護及び管理に関する法律第２８条

第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保

管の変更の許可の申請に対する審査 

１件につき １０，０００円 

（１０３） 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

第１５条第６項の規定に基づく特定動物の飼

養又は保管の許可証の再交付 

１件につき ３，０００円 

 別表中第８４号を第８５号とし、第４７号から第８３号までを１号ずつ繰り下

げ、第４６号の次に次の１号を加える。 
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（４７） 医療法第２７条の規定に基づく病院の検査 

 

１件につき ４３，０００円 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者の法

人格の有無に係る基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者

の法人格の有無に係る基準を定める条例の一部を改正する条例 

甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者の法

人格の有無に係る基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

 題名中「甲府市指定地域密着型サービス事業者等」を「甲府市指定居宅サービス

事業者等」に改める。 

第１条中「。）」の次に「第７０条第２項第１号、」を、「第７９条第２項第１

号」の次に「、第１１５条の２第２項第１号」を、「基づき」の次に「、指定居宅

サービス事業者」を、「指定居宅介護支援事業者」の次に「、指定介護予防サービ

ス事業者」を加える。 

第５条を第７条とし、第４条を第６条とし、第３条を第４条とし、同条の次に次

の１条を加える。 

（指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格） 

第５条 法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者は、法人である者とす  

る。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは

診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介

護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の

申請者にあっては、この限りでない。 

 第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の資格） 
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第２条 法第７０条第２項第１号の条例で定める者は、法人である者とする。ただ 

し、病院、診療所若しくは薬局（以下「病院等」という。）により行われる居宅

療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請

者にあっては、この限りでない。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

- 561 -



 

 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部改正） 

第１条 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２項中「山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条

例（平成２４年山梨県条例第５８号。以下「居宅サービス条例」という。）第５

条第２項」を「甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成３１年３月条例第４号。以下「指定居宅サービス等基準

条例」という。）第６条第２項」に改め、同条第４項中「居宅サービス条例第５

条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第６条第１項」に、「居宅サービス

条例第６４条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第６８条第１項」に改

め、同条第５項第１号中「居宅サービス条例第１４７条第１項」を「指定居宅サ

ービス等基準条例第１３６条第１項」に改め、同項第２号中「居宅サービス条例

第１８９条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第１８０条第１項」に改

め、同項第３号中「居宅サービス条例第２１６条第１項」を「指定居宅サービス

等基準条例第２０７条第１項」に改め、同条第１２項中「居宅サービス条例第

６４条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第６８条第１項」に、「居宅サ

ービス条例第６３条」を「指定居宅サービス等基準条例第６７条」に、「居宅サ

ービス条例第６４条第１項第１号イ」を「指定居宅サービス等基準条例第６８条
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第１項第１号ア」に、「同条第１項第１号イ」を「同条第１項第１号ア」に改め

る。 

 第４９条中「居宅サービス条例第５条第１項」を「指定居宅サービス等基準条

例第６条第１項」に改める。 

 第５２条第６号中「居宅サービス条例第６４条第１項第１号」を「指定居宅サ

ービス等基準条例第６８条第１項第１号」に改める。 

 第６０条の２０の２中「山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等

を定める条例（平成２４年山梨県条例第６８号。以下この条において「指定障害

福祉サービス等条例」という。）第８１条第１項」を「甲府市指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成３１年３

月条例第６号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準条例」とい

う。）第８４条第１項」に、「指定障害福祉サービス等条例第１４４条第１項」

を「指定障害福祉サービス等基準条例第１３７条第１項」に、「指定障害福祉サ

ービス等条例第１５４条第１項」を「指定障害福祉サービス等基準条例第１５１

条第１項」に、「指定障害福祉サービス等条例第８１条第１項」を「指定障害福

祉サービス等基準条例第８４条第１項」に、「指定障害福祉サービス等条例第

８０条」を「指定障害福祉サービス等基準条例第８３条」に、「指定障害福祉サ

ービス等条例第１４３条」を「指定障害福祉サービス等基準条例第１３６条」

に、「指定障害福祉サービス等条例第１５３条」を「指定障害福祉サービス等基

準条例第１５０条」に改める。 

  第６０条の３１第３項中「居宅サービス条例第７３条第１項」を「指定居宅サ 

ービス等基準条例第７７条第１項」に改める。 

  第１５２条第３項中「山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条 

例（平成２４年山梨県条例第６０号。以下「施設基準条例」という。）第４３

条」を「甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成３０年１２月条例第４８号。以下「指定介護老人福祉施設基準条

例」という。）第４５条」に、「施設基準条例第５２条第２項」を「指定介護老

人福祉施設基準条例第５４条第２項」に改め、同条第１３項中「居宅サービス条

例第９９条第１項」を「指定居宅サービス等基準条例第１０３条第１項」に改め

る。 
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  第１９１条中「居宅サービス条例第６３条」を「指定居宅サービス等基準条例 

第６７条」に改める。 

 第１９２条第１４項中「居宅サービス条例第６４条第１項第１号イ」を「指定 

居宅サービス等基準条例第６８条第１項第１号ア」に、「同条第１項第１号イ」

を「同条第１項第１号ア」に改める。 

 （甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４６条第１項中「山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める 

条例（平成２４年山梨県条例第５８号。以下「居宅サービス条例」という。）第

５条第１項」を「甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成３１年３月条例第４号。以下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第６条第１項」に、「居宅サービス条例第６４条第１項」を

「指定居宅サービス等基準条例第６８条第１項」に改める。 

（甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

２６年１２月条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第３２条第１２号中「山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を 

定める条例（平成２４年山梨県条例第５９号。以下この号、次号及び第１６号に

おいて「県条例」という。）第７６条第２号」を「甲府市指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第５

号。以下この号、次号及び第１６号において「指定介護予防サービス等基準条
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例」という。）第５７条第２号」に、「県条例に」を「指定介護予防サービス等

基準条例に」に改め、同条第１３号中「県条例」を「指定介護予防サービス等基

準条例」に改め、同条第１６号イ中「県条例第１１７条第１項」を「指定介護予

防サービス等基準条例第７８条第１項」に改める。 

 （甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の 

一部改正） 

第４条 甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条 

例（平成３０年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１２号中「山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定め

る条例（平成２４年山梨県条例第５８号）」を「甲府市指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３１年３月条例第４

号）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

- 565 -



 

 甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年１２月条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第２号に規定する課程には、学校教育法の一部 

を改正する法律（平成２９年法律第４１号）による改正前の学校教育法（以下こ

の項において「旧学校教育法」という。）第１０４条第４項第２号の規定により

旧学校教育法第８３条に規定する大学（当該大学に置かれる旧学校教育法第９１

条に規定する専攻科及び旧学校教育法第９７条に規定する大学院を含む。）の課

程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。 
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 甲府市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市職員給与条例の一部を改正する条例 

甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように改正す 

る。 

別表第５級別基準職務表医療職給料表⑴級別基準職務表４級の項を次のように改

める。 

４級 １ 院長の職務 

２ 副院長の職務 

３ 保健所長の職務 

  附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市特別職の職員の退職手当に関する条例（昭和２８年５月条例第２０号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条の２第２項を次のように改める。 

２ 特別職の職員が退職した場合において、当該職員が退職の日又はその翌日に再

び当該特別職の職員となったときは、退職することなく引き続いて在職したもの

とみなして、前項の規定を適用する。 

 第１条の２に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該特別職の職員から当該退職に係る退職手当の支

給の申出があったときは、これを支給することができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２７条の４中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の第２７条の４の規定は、この条例の施行の日以後 

に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の 

法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び 

同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によ 

る。 

 

- 569 -



 

 甲府市福祉センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市福祉センター条例の一部を改正する条例 

 甲府市福祉センター条例（昭和４９年３月条例第１１号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表の甲府市玉諸福祉センターの表を次のように改める。 

 甲府市玉諸福祉センター 

 

 

 

 

 

 

 

    

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

施設の区分            利用の種別  

    専用のもの       共用のもの   

老人センター 集会室、休養室２、機能回復

訓練室 

会議室、生活・保健指導室、

資料室、栄養指導室、図書・

教養娯楽室、技術室、浴室

２、ロビー、湯沸室２ 

障害者センター 休養室、機能回復訓練室、特

殊浴室２ 

母子・父子セン

ター 

休養室２ 
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 甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

   甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年３月条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

第１４条の見出しを「（保証人及び利率）」に改め、同条中「災害援護資金は」

の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」を加

え、「３パーセント」を「３パーセント以内で規則で定める率」に改め、同条を同

条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

第１４条に次の１項を加える。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担す

るものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、

同条第３項中「、保証人」を削り、「、令第８条から第１２条まで」を「及び令第

８条から第１１条まで」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施

行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金

の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

- 571 -



 

 甲府市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１９号 

   甲府市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）の一部を次のように改

正する。 

 第３９条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程を含

む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあって

は、修了した後）」を加え、同条第６号中「学校教育法による」を「学校教育法に

基づく」に改め、同条第８号中「又は水道環境」を削る。 

 第４０条第２号中「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業した者」

の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」を加え、

同条第４号中「修めて卒業した」の次に「（当該学科目を修めて学校教育法に基づ

く専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」という。）

を修了した場合を含む。）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業した者」の次

に「（専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）」を加え

る。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１ 

項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であっ

て、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第３９

条第８号の適用については、同法第４条第１項の規定による第二次試験のうち上

下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用
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水道を選択したものとみなす。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２０号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１３条の２第１項各号列記以外の部分中「５８万円」を「６１万円」に改め、

同項第２号中「２７万５，０００円」を「２８万円」に改め、同項第３号中「５０

万円」を「５１万円」に改め、同条第４項及び第５項中「５８万円」を「６１万

円」に改める。 

 第１４条の５中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成３１年度以後 

の年度分の保険料について適用し、平成３０年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 
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 甲府市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２１号 

甲府市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 甲府市議会委員会条例（平成３年６月条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項経済建設委員会第２号中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

- 575 -



 

 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２２号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

附則第５条の２第５項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第１５条

第３３項第１号イ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３２項第１号ロ」を

「附則第１５条第３３項第１号ロ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第３２

項第１号ハ」を「附則第１５条第３３項第１号ハ」に改め、同条第８項中「附則

第１５条第３２項第１号ニ」を「附則第１５条第３３項第１号ニ」に改め、同条

第９項中「附則第１５条第３２項第１号ホ」を「附則第１５条第３３項第１号

ホ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５

条第３３項第２号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３２項第２号

ロ」を「附則第１５条第３３項第２号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５

条第３２項第３号イ」を「附則第１５条第３３項第３号イ」に改め、同条第１３

項中「附則第１５条第３２項第３号ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に

改め、同条第１４項中「附則第１５条第３２項第３号ハ」を「附則第１５条第

３３項第３号ハ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４３項」を「附則第

１５条第４４項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４６項」を「附則第

１５条第４７項」に改める。 

附則第５条の３第６項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第１９ 

項」に改め、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第１２条第

２３項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則第１２条第
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２４項」に改め、同条第８項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２

条第３１項」に改め、同条第１０項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則

第１２条第３１項」に改め、同条第１１項中「附則第１２条第１７項」を「附則

第１２条第１９項」に改める。 

  附則第１２条第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１日ま 

でに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次

項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第

３０条第１項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段

の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」

を「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中

「附則第３０条第６項第１号及び第２号」を「附則第３０条第２項第１号及び第

２号」に、「第２項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加え、同項を同

条第２項とする。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円 

 ６，９００円 １，８００円 

 １０，８００円 ２，７００円 

 ３，８００円 １，０００円 

 ５，０００円 １，３００円 

  附則第１２条第６項中「附則第３０条第７項第１号及び第２号」を「附則第 

３０条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「（ガソリ 

ンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同 

じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加え、同 

項を同条第３項とする。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

 ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

  附則第１２条第７項中「附則第３０条第８項第１号及び第２号」を「附則第 
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３０条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を「次の表」に改め、同項 

に次の表を加え、同項を同条第４項とする。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

 ６，９００円 ５，２００円 

 １０，８００円 ８，１００円 

 ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 

  附則第１２条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

  附則第１５条中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６ 

項」を「第１８項、第１９項、第２１項から第２５項まで」に、「第３１項、第

３５項、第３９項、第４２項、第４３項、第４４項若しくは第４７項」を「第

２８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第

４８項から第５０項まで」に改める。 

附則第１９条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附

則第５条の４の２第６項」を「附則第５条の４の２第５項」に、「同条第９項」

を「同条第７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適

用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年３月条例第５号）の 

一部を次のように改正する。 

  第２条のうち、甲府市市税条例附則第１１条の次に５条を加える改正規定（同 

条例附則第１１条の６第２項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、 

当分の間」を加え、同条例附則第１２条第１項の改正規定中「初めて道路運送車 

両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定す 

る」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段 

の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指 

定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」を「法附則第３０条」に、「平 

成３１年度分」を「当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番 

号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度 

分」に改める。 
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第３条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年６月条例第２１号） 

の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、甲府市市税条例第３２条の１０第１項の改正規定中「及び第 

１１項」を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中 

「３項」を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中 

「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他法施行規則で定める方法」を 

削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に 

「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地 

方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場

合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると

認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出するこ

とについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項

の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５条の４第２

項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国

法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けて

いない旨を記載した法施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日

までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合

における当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の申告についても、同

様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受 

けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期 

間その他法施行規則で定める事項を記載した申請書に法施行規則で定める書類 

を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、これを市長に提出しなけ 

ればならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第 

１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他法施 

行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の

８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は
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届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の

申告については、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人

が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出 

書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の

２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があったときは、これ

らの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行

う第１０項の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。ただし、当

該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りで

ない。 

  附則第２条第３項中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分

は、平成３１年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成３０年度分ま

での都市計画税については、なお従前の例による。 

第５条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措 

置法（平成３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日 

の前日までの間における新条例附則第１５条の規定の適用については、同項中 
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「若しくは第４８項から第５０項まで」とあるのは「、第４８項若しくは第４９ 

項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動車税

について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に

よる。 
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規則  
  

 甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１号 

   甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成３０年

１２月条例第６１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（浄化槽保守点検業者登録申請書等） 

第２条 条例第４条第１項の申請書は、浄化槽保守点検業者登録申請書（第１号様 

式）とする。 

２ 条例第４条第２項第１号の書類は、誓約書（第２号様式）とする。 

３ 条例第４条第２項第２号の書類は、浄化槽保守点検器具明細書（第３号様式） 

とする。 

４ 条例第４条第２項第３号の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

⑴ 申請者が個人である場合にあっては、その略歴を記載した書類（第４号様

式）及び住民票の写し 

⑵ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の略歴を記載した書類（第４

号様式）及び登記事項証明書並びに当該役員が条例第６条第７号に該当しない

者であることを誓約する書類（第２号様式） 

⑶ 浄化槽管理士の略歴を記載した書類（第４号様式）、住民票の写し及び浄化

槽管理士免状の写し 

⑷ 浄化槽受託基数一覧表（第５号様式） 
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（浄化槽保守点検業者登録簿） 

第３条 条例第５条第１項の浄化槽保守点検業者登録簿（以下「登録簿」とい 

う。）の様式は、第６号様式のとおりとする。 

（登録簿の謄本の交付） 

第４条 条例第５条第３項の規定による登録簿の謄本の交付の請求をしようとする 

者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書（第７号様式）を市長に提出し

なければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第５条 条例第５条第３項の規定による登録簿の閲覧（以下「登録簿の閲覧」とい 

う。）の場所は、甲府市環境センター内とする。 

２ 登録簿の閲覧の時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

３ 次に掲げる日においては、登録簿の閲覧をすることができない。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １２月２９日から同月３１日までの日、１月２日及び同月３日 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、登録簿

の閲覧に供しない日を設け、又は登録簿の閲覧の時間を変更することができ 

る。 

５ 登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求 

書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

６ 登録簿の閲覧の請求をした者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 職員の指示に従って登録簿の閲覧をすること。 

⑵ 登録簿を汚損し、又は毀損しないこと。 

⑶ 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。 

７ 市長は、登録簿の閲覧の請求をした者が前項の規定に違反したときは、その閲 

覧を停止し、又は禁止することができる。 

（変更の届出） 

第６条 条例第７条第１項の規定による条例第４条第１項各号に掲げる事項の変更 

の届出は、浄化槽保守点検業者変更届（第９号様式）によらなければならない。 

２ 前項の浄化槽保守点検業者変更届には、第２条第３項各号に掲げる書類のう 
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ち、当該変更があった事項に係る書類を添付しなければならない。 

（廃業等の届出） 

第７条 条例第８条の規定による届出は、浄化槽保守点検業者廃業等届（第１０号 

様式）によらなければならない。 

（器具） 

第８条 条例第１０条第３項の規則で定める器具は、次のとおりとする。 

⑴ 溶存酸素計 

⑵ 透視度計 

⑶ 水素イオン濃度指数測定器具 

⑷ 残留塩素測定器具 

⑸ スカム厚測定器具 

⑹ 汚泥厚測定器具 

⑺ 水準器 

⑻ 汚泥沈殿率測定器具 

⑼ 塩素イオン濃度測定器具（単独処理浄化槽を扱う場合のみ） 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、浄化槽の保守点検に必要な器具で市長が定める

もの 

（標識） 

第９条 条例第１２条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

⑵ 登録番号 

⑶ 登録の有効期間 

２ 条例第１２条の標識の様式は、第１１号様式のとおりとする。 

（帳簿の備付け等） 

第１０条 条例第１３条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 浄化槽の管理者の氏名又は名称及び住所 

⑵ 浄化槽の設置場所 

⑶ 浄化槽の型式、処理能力及び処理方式 

⑷ 保守点検の実施年月日 

⑸ 保守点検を行い、又は監督した浄化槽管理士の氏名 
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⑹ 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第１７号）第２条各号に

掲げる事項についての保守点検の結果 

⑺ 条例第１１条第２項の規定による通知の状況 

２ 条例第１３条の帳簿（以下「帳簿」という。）は、浄化槽保守点検台帳（第 

１２号様式）とする。 

３ 浄化槽保守点検業者は、帳簿を最終の記載の日から３年間、保存しなければな 

らない。 

（身分証明書） 

第１１条 条例第１５条第３項の証明書は、身分証明書（第１３号様式）とする。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名         ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

浄化槽保守点検業者登録申請書 

  次のとおり浄化槽保守点検業者の登録（更新の登録）を受けたいので、甲府市 

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第４条第１項の規定により申請します。 

 

  １ 営業所の名称及び所在地 

 

  ２ 法人にあっては、その役員の氏名 

 

  ３ 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

及びその者が置かれる営業所の名称 

 

  注 更新の登録にあっては、申請時において受けている登録の番号を記載する

こと。 
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第２号様式（第２条関係） 

 

誓約書                  

 

（あて先）甲府市長 

 

 

甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第６条第１項第 1 号から第７号

までに該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

 

申請者             ㊞ 
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第３号様式（第２条関係） 

浄化槽保守点検器具明細書 

営業所名 

器具名 型式 性能 数量 備考 

溶存酸素計     

透視度計     

水素イオン濃度指数測定

器具 
    

残留塩素測定器具     

スカム厚測定器具     

汚泥厚測定器具     

水準器     

汚泥沈殿率測定器具     

塩素イオン濃度測定器具 

（単独処理浄化槽を扱う

場合のみ） 

    

その他浄化槽の保守点検

に必要な器具 

    

注 営業所ごとに記載すること。 
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第４号様式（第２条関係） 

 

 

保守点検業者登録申請者          の略歴書 

 

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  

氏    名 
 申請時の年齢  

役  職  名  

  

 

略 

歴 

期間 

 自 年 月 日 

 至 年 月 日 

従事した職務内容 

  

 

賞 

罰 

年月日 賞罰の内容 

  

上記のとおり相違ありません。 

年  月  日          

 

氏  名           ㊞ 

備考 

１ 「略歴」の欄は、現在の会社の勤務内容について記載すること。 

２ 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。 

 

本    人 

法 人 の 役 員 

法 定 代 理 人 

浄化槽管理士 
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第５号様式（第２条関係） 

浄化槽受託基数一覧表 

営業所名 

浄化槽の種類又は処理方式

の別 

人槽別受託基数 

２０人 

以下 

２１人

以 上

５０人

以下 

５１人

以 上

１００

人以下 

１０１

人以上

３００

人以下 

３０１

人以上 

計  

単

独  

全ばっ気方式       

全ばっ気方式以外のば

っ気方式 

 

 

 

     

ばっ気方式以外のもの       

合

併  

活性汚泥方式       

活性汚

泥方式

以外の

もの 

２階タンク又

は沈殿分離槽

を有する浄化

槽 

      

スクリーン及

び流量調整タ

ンク又は流量

調整槽を有す

る浄化槽 
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第６号様式（第３条関係） 

 

浄化槽保守点検業者登録簿 

登録年月日 

（有効期間満

了年月日） 

年  月  日 

（ 年  月  日） 

営業所 

名称 所在地 

  

登録番号 
甲府市長登録 

（  ）第   号 

変更届出受理 

年月日 

 

登録業者の氏

名又は名称 

 
浄化槽管理士 

法人の代表者

の氏名 

 
氏名 

免状交付番

号 

所属する営

業所の名称 

登録業者の住

所 

    

法人の役員の

氏名 
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第７号様式（第４条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名         ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書 

  次のとおり浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を受けたいので、甲府市浄 

化槽保守点検業者の登録に関する条例第５条第３項の規定により請求します。 

  

１ 浄化槽保守点検業者の氏名又は名称及び登録番号 

 

 

２ 謄本の枚数 

 

 

  ３ 交付を請求する理由 
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第８号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名         ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書 

  次のとおり浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧をしたいので、甲府市浄化槽保守 

点検業者の登録に関する条例第５条第３項の規定により請求します。 

  

閲覧を請求する理由 
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第９号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名         ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

浄化槽保守点検業者変更届 

  次のとおり浄化槽保守点検業者登録申請書の記載事項に変更があったので、甲 

府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第７条第１項の規定により届け出ま

す。 

 

１ 登録番号 

 

 

２ 変更年月日 

 

 

３ 変更の内容 

 

 

４ 変更の理由 
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第１０号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名         ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

浄化槽保守点検業者廃業等届 

  次のとおり浄化槽保守点検業について廃業等の届出事由が生じたので、甲府市 

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第８条の規定により届け出ます。 

  

１ 廃業等の事由が生じた浄化槽保守点検業者の氏名又は名称及び登録番号 

 

 

２ 廃業等の事由の発生年月日 

 

 

３ 廃業等の事由 

 

 

４ 廃業等の事由が生じた浄化槽保守点検業者と届出人との関係 
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第１１号様式（第９条関係） 

 

 
浄化槽保守点検業者 

氏名又は名称 
 

代表者の氏名 
 

登録番号 甲府市長登録（   ）第    号 

登録の有効期間 
年   月   日から 

年   月   日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３
５

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

４０センチメートル 
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第１２号様式（第１０条関係） 

 

浄化槽保守点検台帳 

浄化槽の管

理者の氏名

又は名称 

 

浄化槽の管

理者の住所 

 

浄化槽の設

置場所 

 

浄化槽の型

式 
名称 

 認定 

番号 

 処理対

象人員 

 

浄化槽の処

理能力 
日平均汚水量 

 

    ㎥ / 日 

 

放流水中の

ＢＯＤ 

 

      ㎎/l 

浄化槽の処

理方式 

 

保守点検の 

実施年月日 

保守点検を行い、又は監督

した浄化槽管理士の氏名 
保守点検の結果 通知の状況 
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第１３号様式（第１１条関係） 

 

   

第      号 

身分証明書 

 

  所 属 

  職氏名 

 

甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第１５条第２項の

規定による立入検査をする職員であることを証明する。 

 

 

     年  月  日 

 

               甲府市長          印 

 

 

 

 

 

９センチメートル 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
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市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２号 

   市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４６号）の一

部を次のように改正する。 

 別表診察、検診関係の表中 

「 

 

 

 

 

 

アンカースクリュー植立術 １件 ２本まで ２０，０００円 

 ただし、これに追加する場

合は、１本ごとに５，０００

円を加算した額 

アンカースクリュー植立術 １件  ２本まで ２０，０００円 

 ただし、これに追加する場

合は、１本ごとに５，０００

円を加算した額 

ＰＲＰ療法 関節腔内へ

の注入 

１回  ２５７，０００円 

筋・腱・靭

帯への注入 

１回  １００，０００円 

体外衝撃波疼
とう

痛治療術 １回目  １０，０００円 

２回目以降  ５，０００円 

を 

」 

を 

」 

に 

「 

に 
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リンパドレナー

ジ 

上肢 １回 ３，０００円 

下肢 １回 ５，０００円 

ケミカルピーリング １回 顔面 ５，０００円 

 ただし、局所施術の場合

は、２，５００円 

 

改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

」 
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甲府市興行場法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３号 

甲府市興行場法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、興行場法（昭和２３年法律第１３７号。以下「法」とい 

う。）の施行に関し、興行場法施行規則（昭和２３年厚生省令第２９号）及び甲

府市興行場法施行条例（平成３０年１２月条例第３８号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 法第２条第１項の規定による興行場の経営の許可を受けようとする者は、

興行場経営許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（相続による営業者の地位の承継の届出） 

第３条 法第２条の２第２項の規定による相続による興行場の営業者の地位の承継

の届出は、相続による興行場営業者地位承継届（第２号様式）によらなければな

らない。 

 （合併による営業者の地位の承継の届出） 

第４条 法第２条の２第２項の規定による合併による興行場の営業者の地位の承継

の届出は、合併による興行場営業者地位承継届（第３号様式）によらなければな

らない。 

 （分割による営業者の地位の承継の届出） 

第５条 法第２条の２第２項の規定による分割による興行場の営業者の地位の承継 

の届出は、分割による興行場営業者地位承継届（第４号様式）によらなければな

らない。 

（変更等の届出） 
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第６条 興行場の営業者は、第２条の申請書又は前３条の届書に記載した事項に変

更が生じたときは、１０日以内に興行場経営許可申請書等記載事項変更届（第５

号様式）により市長に届け出なければならない。 

（管理者の届出） 

第７条 興行場の営業者は、興行場の管理者を選任したときは興行場管理者選任届

（第６号様式）により、管理者に変更があったときは興行場管理者変更届（第７

号様式）により、選任又は変更があった日から１０日以内に市長に届け出なけれ

ばならない。 

（営業の休止、再開又は廃止の届出） 

第８条 興行場の営業者は、営業を休止し、再開し、又は廃止したときは、その日

から１０日以内に興行場営業（休止・再開・廃止）届（第８号様式）により市長

に届け出なければならない。 

２ 営業者の死亡（法人にあっては解散）により営業を廃止したときは、前項の届

出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義務

者（法人にあっては清算人）が行わなければならない。 

（構造設備に係る要件） 

第９条 条例第３条に規定する興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準に関 

する要件は、次のとおりとする。 

⑴ 興行場全般 

ア 興行場の内部は、適当な広さ及び高さを有すること。 

イ 清掃及び消毒が容易に行える構造であること。 

ウ ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開口している窓、給気口、

排気口等に金網等を設けること。 

エ 入場者の利用に供する座布団等を使用する場合には、衛生的に保管できる

設備を適当な場所に設けること。 

オ 適当な清掃用具を備えるとともに、衛生的にそれらを保管できる専用の設

備を適当な場所に設けること。 

カ 不浸透性材料で作られ、かつ、汚液、ごみ等が飛散流出しない構造のごみ

箱を、入場者の利用しやすい適当な場所に適当数設置すること。 

キ 観覧室の床面積が４００平方メートル以上の興行場にあっては、ごみの集
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積場を適当な場所に設けること。 

ク 土足で入場する興行場にあっては、靴等に付着している泥土等を除去する

ための敷物等を入口に設けること。 

⑵ 観覧室 

ア 観覧席と舞台とを適切に区画すること。 

イ 適当な広さの出入口を、適当数設けること。 

⑶ 喫煙所 

ア 喫煙所である旨を適当な箇所に表示すること。 

イ 興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場

合にあっては、喫煙所を設けることを要しない。 

⑷ 便所 

ア 水洗式とすること。 

イ 各階に、男性用便所及び女性用便所を１箇所以上設けること。ただし、入

場者の利便を損なわないと認められる場合は、この限りでない。 

ウ 男性用便所及び女性用便所の出入口を、それぞれ別に設けること。 

エ 出入口が、観覧室に直接面しない構造であること。ただし、便所の構造設

備により衛生上支障がない場合は、この限りでない。 

オ 床面及び内壁の床面から少なくとも１メートルの部分が、不浸透性材料で

作られていること。 

カ 不浸透性の材料で作られている便器を用いること。 

キ 隣接する男性用小便器は、適当な間隔を有すること。 

ク 便器の数は、次に掲げるとおりであること。 

 （ア） 男性用便器及び女性用便器の合計は、各階ごとに次の表の左欄に掲げる

観覧室の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上とす

る。ただし、イただし書で認められる場合の当該便所を設けない階の床面

積は、主として当該便所を利用する入場者に対応する階の床面積に合計す

ること。 

観覧室の床面積 便器の数 

３００平方メートル以下 １５平方メートルごとに１個 

３００平方メートルを超え６００ ２０個に、床面積から３００平方メ

 

- 603 -



平方メートル以下 ートルを減じた面積につき２０平方

メートルごとに１個を加えた数 

６００平方メートルを超え９００

平方メートル以下 

３５個に、床面積から６００平方メ

ートルを減じた面積につき３０平方

メートルごとに１個を加えた数 

９００平方メートルを超えるとき ４５個に、床面積から９００平方メ

ートルを減じた面積につき６０平方

メートルごとに１個を加えた数 

（イ） 男性用便所にあっては、少なくとも小便器５個につき大便器１個を設置 

すること。 

ケ 手洗い設備を設けること。 

⑸ 換気設備 

ア 施設には、衛生的な空気環境を確保するため、適正な機械換気設備（空気

を浄化し、その流通を調節して供給（排出を含む。）をすることができる設

備をいう。以下同じ。）又は空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度

及び流量を調節して供給（排出を含む。）をすることができる設備をいう。

以下同じ。）を設けること。 

イ 観覧室、食堂、調理室、喫煙所及び便所にあっては、それぞれ専用の機械

換気設備又は空気調和設備を設けること。 

ウ 調理室にあっては、汚染された空気を直接場外に排出できるよう局所排気

装置を設けること。 

エ 機械換気設備及び空気調和設備は、次の構造であること。 

（ア） 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないよう適当な位置

に設けること。 

（イ） 給気口は、良好な気流分布を得ることができる機能のものを適当な位置

に設けること。 

（ウ） 排気口は、排気を効果的にできる機能のものを適当な位置に設けるこ

と。 

（エ） 風道は、気密性の高い構造であること。 

（オ） 風道の材料は、容易に劣化し、又は給気を汚染するおそれのないもので

 

- 604 -



あること。 

（カ） 保守点検及び整備が容易にできる構造であること。 

⑹ 照明設備 

ア 観覧室、食堂その他の入場者が利用する場所には、床面において１５０ル

クス以上３００ルクス以下の照度を満たす機能を有する照明設備及び床面に

おいて適当な照度を満たす機能を有し、かつ、電源の異なる補助照明設備を

設けること。 

イ 映写等のため消灯を行う観覧室にあっては、調光装置等による漸減式照明

方法ができる照明設備及び床面において０．２ルクス以上の照度を満たす機

能を有する照明設備を設けること。 

ウ 舞台には、観覧等に必要な照度を満たす機能を有する照明設備を設けるこ

と。 

エ 興行場の出入口及び入場券売場には、床面から８０センチメートルの高さ

において２００ルクス以上７００ルクス以下の照度を満たす機能を有する照

明設備を設けること。 

（興行場について講ずべき措置に係る要件） 

第１０条 条例第４条に規定する営業者が興行場について講じなければならない入

場者の衛生に必要な措置の基準に関する要件は、次のとおりとする。 

⑴ 興行場全般 

ア 食堂、売店及び食品販売設備は、常に清潔で衛生的な状態に保つこと。 

イ 入場者の見やすい場所に温度計及び湿度計を設置し、適正に管理するこ

と。 

ウ 入場者の利用に供する座布団等は、常に清潔で衛生的な状態に保つこと。 

エ ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。 

オ ごみ箱は、汚液、ごみ等が飛散流出しないように管理するとともに、適切

に清掃を行うこと。 

カ 入場者の見やすい場所に消毒作業及びねずみ、昆虫等の駆除作業の実施状

況を掲示すること。 

キ 入場者の見やすい場所に空気環境の測定結果を掲示すること。 

ク 消毒作業及びねずみ、昆虫等の駆除作業の実施記録は２年以上保存するこ
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と。 

⑵ 空気環境 

ア 機械換気設備による空気環境の基準は、次のとおりとすること。 

 （ア） 炭酸ガスの含有率は、１００万分の１５００以下であること。 

 （イ） 浮遊粉じん量は、空気１立方メートルにつき０．２ミリグラム以下であ

ること。 

（ウ） ５分間開放の平板培養法により座面において測定した空中落下細菌数

は、観覧室において３０個以内、営業中の観覧室以外の場内において５０

個以内であること。 

  イ 空気調和設備による空気環境の基準は、アに規定するもののほか、次のと

おりとすること。 

   （ア） 温度は、摂氏１７度以上２８度以下とすること。 

   （イ） 冷房する場合にあっては、健康に配慮して、外気との温度差を著しくし

ないこと。 

   （ウ） 相対湿度は、４０パーセント以上７０パーセント以下とすること。 

   （エ） 気流は、毎秒０．５メートル以下とすること。 

ウ 定期的に空気環境の測定を行い、その実施記録は２年以上保存すること。 

⑶ 定期的に照度の測定を行い、その実施記録は２年以上保存すること。 

⑷ 興行時間が２時間３０分を超えるときは、１０分間以上の休憩時間を設ける

こと。 

⑸ 従業者に係る衛生管理 

ア 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させ

ないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められるときは、この

限りでない。 

イ 従業者のうちから従業者の衛生に関する責任者を選任し、その者に興行場

の衛生管理を行わせること。 

（条例第５条の規則で定める興行場） 

第１１条 条例第５条の規則で定める興行場は、次に掲げるものとする。 

⑴ 既存の建物を使用する興行場でその存続期間が３０日を超えないもの（以下

「臨時興行場」という。） 
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⑵ 空地等に仮設する興行場でその存続期間が３０日を超えないもの（以下「仮

設興行場」という。） 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

              興行場経営許可申請書              

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  興行場経営の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 注１ 法人にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付すること。 

  ２ 構造設備を明らかにした図面を添付すること。 

 

興行場の名称  

興行場の所在地  

営業の種別  

興行場の構造設備の

概要 
        別紙のとおり 

入場者定員  

臨時興行場又は仮設

興行場にあっては、

存続期間 

        年   月   日から 

                       日間 

        年   月   日まで 
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第２号様式（第３条関係） 

 

          相続による興行場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

興行場の名称  

興行場の所在地  

合併に

より消

滅した

法人 

主たる事務所

の所在地 
 

名称  

代表者の氏名  

合併の年月日         年   月   日 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写

しを添付すること。 
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第３号様式（第４条関係） 

 

          合併による興行場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

興行場の名称  

興行場の所在地  

分割前の

法人 

主たる事務所

の所在地 
 

名称  

代表者の氏名  

分割の年月日        年   月   日 

 注 分割により興行場営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付する

こと。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

          分割による興行場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

  相続による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

興行場の名称  

興行場の所在地  

被相続人 

住所  

氏名  

相続開始の年月日         年   月   日 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により興行場営業を

承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書を添付

すること。 
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第５号様式（第６条関係） 

 

         興行場経営許可申請書等記載事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

興行場経営許可申請書等に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ま

す。 

興行場の名称  

興行場の所在地  

興行場経営の許可の年

月日及び番号 

         年    月    日 

         第         号 

変
更
内
容 

事項    変 更 前    変 更 後 

   

変更の年月日          年    月    日 

変更の理由 
 

注 営業施設の構造設備の変更の場合は、変更前後の状況を明らかにする図面を

添付すること。 
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第６号様式（第７条関係） 

 

              興行場管理者選任届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  興行場の管理者を選任したので、次のとおり届け出ます。 

興行場の名称  

興行場の所在地  

管理者 

住所  

氏名  

生年月日         年   月   日 

管理者の選任年月日         年   月   日 
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第７号様式（第７条関係） 

 

              興行場管理者変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 興行場の管理者を変更したので、次のとおり届け出ます。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  
 

 

管
理
者 

変
更
前 

住所  

氏名  

生年月日         年   月   日 

変
更
後 

住所  

氏名  

生年月日         年   月   日 

変更の年月日         年   月   日 
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第８号様式（第８条関係） 

 

          興行場営業（休止・再開・廃止）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  興行場営業を（休止・再開・廃止）したので、次のとおり届け出ます。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

興行場経営の許可 

の年月日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

休止事項 

（一部・全部） 
 

休止期間 年  月  日から   年  月  日まで 

再開の年月日           年    月    日 

廃止の年月日           年    月    日 

休止・再開・廃止

の理由 
 

注 廃止に係る届出のときは、経営許可書を添付すること。 
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甲府市旅館業法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

甲府市旅館業法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）の施行に関し、旅館

業法施行令（昭和３２年政令第１５２号）、旅館業法施行規則（昭和２３年厚生

省令第２８号。以下「省令」という。）及び甲府市旅館業法施行条例（平成３０

年１２月条例第３９号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 省令第１条第１項の申請書は、旅館業営業許可申請書（第１号様式）とす

る。 

（合併又は分割による地位の承継の申請） 

第３条 省令第２条第１項の申請書は、合併による旅館業の営業者の地位の承継に

あっては合併による旅館業営業者地位承継承認申請書（第２号様式）、分割によ

る旅館業の営業者の地位の承継にあっては分割による旅館業営業者地位承継承認

申請書（第３号様式）とする。 

（相続による地位の承継の申請） 

第４条 省令第３条第１項の申請書は、相続による旅館業営業者地位承継承認申請

書（第４号様式）とする。 

（変更等の届出） 

第５条 省令第４条の規定による届出は、申請書に記載した事項を変更したときに

あっては旅館業営業許可申請書等記載事項変更届（第５号様式）に、営業の全部 

若しくは一部を停止し、又は廃止したときにあっては旅館業（停止・廃止）届
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（第６号様式）によらなければならない。 

２ 営業者が停止していた営業を再開したときは、その日から１０日以内に旅館業

再開届（第７号様式）により市長に届け出なければならない。 

３ 営業者の死亡（法人にあっては解散）により営業を廃止したときは、第１項の

届出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義

務者（法人にあっては清算人）が行わなければならない。 

（宿泊者名簿の記載事項） 

第６条 省令第４条の２第３項第２号の市長が必要と認める事項は、次のとおりと 

する。 

⑴ 客室名又は客室番号 

⑵ 到着日時 

⑶ 出発日時 

⑷ 年齢 

２ 宿泊者名簿は、所定の事項を記入しなければならない。ただし、団体の宿泊に 

ついては、その引率者又は代表者が必要な事項及び総人数を記入することで足り

る。 

（衛生措置の基準の特例） 

第７条 条例第５条第２項の規定による規則で定める特例は、次のとおりとする。 

⑴ 季節的に利用されるもの（次号に掲げるものを除く。） 条例第５条第１項

第３号アについては、客室の有効面積１．６平方メートル以上について１人と

する。 

⑵ 季節的に利用される施設において特定の季節に限り営業するもの 条例第５

条第１項第３号ア及びイについては、客室の有効面積１．６平方メートル以上

について１人とする。 

⑶ 交通が著しく不便な地域にあるものであって、利用度が低いと市長が認める

もの 条例第５条第１項第３号イについては、客室の有効面積１．６平方メー

トル以上について１人とする。 

⑷ 修学旅行等の団体を宿泊させるもの 条例第５条第１項第３号アについて

は、客室の有効面積１．６平方メートル以上について１人とする。 

⑸ 体育会、博覧会その他これらに類する催しのために一時的に営業するも
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の 条例第５条第１項第３号イについては、客室の有効面積１．６平方メート

ル以上について１人とする。 

⑹ 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（平成６年法

律第４６号）第２条第５項に規定する農林漁業体験民宿業に係る旅館業の施

設 条例第５条第１項第３号イについては、客室の有効面積１．６平方メート

ル以上について１人とする。 

（水質の基準） 

第８条 条例第５条第１項第７号アの規則で定める原湯、原水、上り用湯及び上り

用水の水質の基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に

掲げる方法による検査において同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、温泉

水又は井戸水を使用するため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずる

おそれがないと認めるときは、同表の１の項から４の項までに定める基準の全部

又は一部を適用しないことができる。 

１ 色度 比色法又は透過光測定法 ５度以下であること。 

２ 濁度 比濁法、透過光測定法、積

分球式光電光度法、散乱光

測法又は透過散乱法 

２度以下であること。 

３ 水素イオン濃度 ガラス電極法又は比色法 ５．８以上８．６以下

であること。 

４ 過マンガン酸カリウ 

ム消費量 

滴定法 １リットル中１０ミリ

グラム以下であること。 

５ 大腸菌群 乳糖ブイヨン－ブリリアン

トグリーン乳糖胆汁ブイヨ

ン培地法又は特定酵素基質

培地法 

５０ミリリットル中に

検出されないこと。 

６ レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃

縮法 

検出されないこと。 

２ 条例第５条第１項第７号アの規則で定める浴槽水の水質の基準は、次の表の左

欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において同

表の右欄に定めるとおりとする。ただし、温泉水又は井戸水を使用するため、こ
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の基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、同

表の１の項及び２の項の基準の両方又はどちらかを適用しないことができる。 

１ 濁度 比濁法、透過光測定法、

積分球式光電光度法、散

乱光測法又は透過散乱法 

５度以下であること。 

２  過マンガン酸カリ

ウム消費量 

滴定法 １リットル中２５ミリグ

ラム以下であること。 

３ 大腸菌群 下水の水質の検定方法等

に関する省令（昭和３７

年厚生省・建設省令第１

号）第６条に規定する方

法 

１ミリリットル中１個以

下であること。 

４ レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過

濃縮法 

検出されないこと。 

（水質検査） 

第９条 条例第５条第１項第７号ウに規定する水質検査は、毎日完全に換水してい 

る浴槽水にあっては１年に１回以上、連日使用している浴槽水にあっては１年に

２回以上（ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、１年に４回以上）

行うこと。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

             旅館業営業許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

旅館業の営業の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

営業の種別  

営業施設が旅館業法施行規

則第５条第１項各号に該当

するときは、その旨 

 

営業施設の構造設備の概要         別紙のとおり 

旅館業法第３条第２項各号

に該当することの有無及び

該当するときは、その内容 

        有 ・ 無 

内容（有の場合） 

 注１ 法人にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付すること。 

  ２ 営業施設の構造設備を明らかにする図面及び営業施設の所在地を中心とし 

て半径１５０メートル以内の図面（特に学校等との距離を明確に示したもの

であること。）を添付すること。 
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第２号様式 ( 第３条関係 )  

 

        合併による旅館業営業者地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

  合併による営業者の地位の承継について承認を受けたいので、次のとおり申請 

します。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

合併により消

滅する法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

合併後存続す

る法人又は合

併により設立

される法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

合併の予定年月日         年    月    日 

 

 

 

 

 

 

旅館業法第３条第２項各号に該

当することの有無及び該当する

ときは、その内容 

有 ・ 無 

内容（有の場合） 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写 

 しを添付すること。 
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第３号様式（第３条関係） 

 

        分割による旅館業営業者地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による営業者の地位の承継について承認を受けたいので、次のとおり申請 

します。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

分割前の法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

分割により旅

館業を承継す

る法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

分割の予定年月日         年    月    日 

旅館業法第３条第２項各号に該

当することの有無及び該当する

ときは、その内容 

        有 ・ 無 

内容（有の場合） 

 注 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付するこ

と。 
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第４号様式（第４条関係） 

 

相続による旅館業営業者地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 相続による営業者の地位の承継について承認を受けたいので、次のとおり申請

します。 

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

被相続人 
住所  

氏名  

相続開始の年月日         年   月   日 

旅館業法第３条第２項

各 号 （ 第 ７ 号 を 除

く。）に該当すること

の有無及び該当すると

きは、その内容 

        有 ・ 無 

内容（有の場合） 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により旅館業を承継 

すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書を添付する

こと。 
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第５号様式（第５条関係） 

 

         旅館業営業許可申請書等記載事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  旅館業許可申請書等に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ます。  

営業施設の名称  

営業施設の所在地  

旅館業の許可の年月

日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

変
更
内
容 

  事  項    変 更 前    変 更 後 

   

変更の年月日           年    月    日 

変更の理由  

 注 営業施設の構造設備の変更の場合は、変更前後の状況を明らかにする図面を

添付すること。 
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第６号様式（第５条関係） 

 

             旅館業（停止・廃止）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  旅館業の営業を（停止・廃止）したので、次のとおり届け出ます。 

営業施設の名称   

営業施設の所在地   

旅館業の許可の年月

日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

停止事項 

（一部・全部）  
 

停止期間 年  月  日から   年  月  日まで 

廃止の年月日           年    月    日 

停止・廃止理由   
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第７号様式（第５条関係） 

 

               旅館業再開届 

 

                             年  月  日 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

旅館業の営業を再開したので、次のとおり届け出ます。 

営業施設の名称   

営業施設の所在地   

旅館業の許可の年月

日及び番号  

          年    月    日 

          第         号 

停止していた営業の

一部を再開した場合

は、その内容  

 

再開の年月日            年    月    日 
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甲府市公衆浴場法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

甲府市公衆浴場法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、公衆浴場法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号。以下 

「省令」という。）及び甲府市公衆浴場法施行条例（平成３０年１２月条例第

４０号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（許可の申請） 

第２条 省令第１条の申請書は、公衆浴場経営許可申請書（第１号様式）とする。 

（相続による地位の承継の届出） 

第３条 省令第２条第 1 項の届書は、相続による公衆浴場営業者地位承継届（第２

号様式）とする。 

（合併による地位の承継の届出） 

第４条 省令第３条第１項の届書は、合併による公衆浴場営業者地位承継届（第３

号様式）とする。 

（分割による地位の承継の届出） 

第５条 省令第３条の２第１項の届書は、分割による公衆浴場営業者地位承継届

（第４号様式）とする。 

（変更等の届出） 

第６条 省令第４条の規定による届出は、申請書又は届書に記載した事項を変更し

たときにあっては公衆浴場経営許可申請書等記載事項変更届 (第５号様式 ) に、 

営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときにあっては公衆浴場営業
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（停止・廃止）届（第６号様式）によらなければならない。 

２ 営業者が停止していた営業を再開したときは、その日から１０日以内に公衆浴

場営業再開届（第７号様式）により市長に届け出なければならない。 

３ 営業者の死亡（法人にあっては解散）により営業を廃止したときは、第１項の

届出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義

務者（法人にあっては清算人）が行わなければならない。 

（患者の入浴許可の申請） 

第７条 法第４条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、公衆浴場患者

入浴許可申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（水質の基準） 

第８条 条例第４条第１項第１７号の規則で定める原湯、原水、上り用湯及び上り

用水の水質の基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に

掲げる方法による検査において同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、温泉

水又は井戸水を使用するため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずる

おそれがないと認めるときは、同表の１の項から４の項までに定める基準の全部

又は一部を適用しないことができる。 

１  色度 比色法又は透過光測定法 ５度以下であること。 

２  濁度 比濁法、透過光測定法、積

分球式光電光度法、散乱光

測法又は透過散乱法 

２度以下であること。 

３  水素イオン濃度 ガラス電極法又は比色法 ５．８以上８．６以下で

あること。 

４  過マンガン酸カ 

リウム消費量 

滴定法 １リットル中１０ミリグ

ラム以下であること。 

５  大腸菌群 乳糖ブイヨン－ブリリアン

トグリーン乳糖胆汁ブイヨ

ン培地法又は特定酵素基質

培地法 

５０ミリリットル中に検

出されないこと。 

６  レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃

縮法 

検出されないこと。 
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２ 条例第４条第１項第１７号の規則で定める浴槽水の水質の基準は、次の表の左

欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において同

表の右欄に定めるとおりとする。ただし、温泉水又は井戸水を使用するため、こ

の基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、同

表の１の項及び２の項の基準の両方又はどちらかを適用しないことができる。 

１ 濁度 比濁法、透過光測定法、積

分球式光電光度法、散乱光

測法又は透過散乱法 

５度以下であること。 

２ 過マンガン酸カリ

ウム消費量 

滴定法 １リットル中２５ミリグ

ラム以下であること。 

３ 大腸菌群 下水の水質の検定方法等に

関する省令（昭和３７年厚

生省・建設省令第１号）第

６条に規定する方法 

１ミリリットル中１個以

下であること。 

４ レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃

縮法 

検出されないこと。 

（水質検査） 

第９条 条例第４条第１項第１９号に規定する規則で定める水質検査は、毎日完全

に換水している浴槽水にあっては１年に１回以上、連日使用している浴槽水は１

年に２回以上（ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、１年に４回以

上）行うこと。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

             公衆浴場経営許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

公衆浴場の経営の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

公衆浴場の種類  

温泉の含有物質又は医

薬品等を原料とした薬

湯を使用する公衆浴場

にあっては、その物質

又は医薬品等の名称、

成分、用法、用量及び

効能 

 

公衆浴場の構造設備の

概要 
         別紙のとおり 

 注１ 法人にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付すること。 

  ２ 営業施設の構造設備を明らかにする図面及び営業施設の所在地を中心とし 

て半径３００メートル以内の図面（特に学校等との距離を明確に示したもの

であること。）を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

 

          相続による公衆浴場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                 住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

                 被相続人との続柄           

電話番号 

 

 

  相続による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

被相続人 
住所  

氏名  

相続開始の年月日        年   月   日 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により公衆浴場を承

継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書を添付す

ること。 
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第３号様式（第４条関係） 

 

          合併による公衆浴場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

               主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

合併によ

り消滅し

た法人 

事務所の

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

合併の年月日          年    月    日 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写

しを添付すること。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

          分割による公衆浴場営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

              主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

分割前 

の法人 

事務所の

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

分割の年月日           年    月    日 

 注 分割により公衆浴場を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付するこ

と。 
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第５号様式（第６条関係） 

 

         公衆浴場経営許可申請書等記載事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                    電話番号 

 

 

  公衆浴場経営許可申請書等に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出 

ます。 

公衆浴場の名称   

公衆浴場の所在地   

公衆浴場経営の許可

の年月日及び番号  

          年    月    日 

          第         号 

変
更
内
容 

  事   項      変 更 前     変 更 後 

   

変更の年月日           年    月    日 

変更の理由 
 

 注 営業施設の構造設備の変更の場合は、変更前後の状況を明らかにする図面を 

添付すること。 
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第６号様式（第６条関係） 

 

            公衆浴場営業停止（廃止）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                    電話番号 

 

 

  公衆浴場の営業を停止（廃止）したので、次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

公衆浴場経営の許可の

年月日及び番号 

       年    月    日 

       第         号 

停止事項 

（一部・全部） 
 

停止期間 年  月  日から   年  月  日まで 

廃止の年月日        年    月    日 

停止（廃止）理由  

注 廃止に係る届出のときは、経営許可書を添付すること。 
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第７号様式（第６条関係） 

 

              公衆浴場営業再開届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                    電話番号 

 

 

  公衆浴場の営業を再開したので、次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

公衆浴場経営の許可の

年月日及び番号 

       年    月    日 

       第         号 

停止していた営業の一

部を再開した場合は、

その内容 

 

再開の年月日        年    月    日 
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第８号様式（第７条関係） 

 

            公衆浴場患者入浴許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                    電話番号 

 

 

  患者の入浴について、公衆浴場法第４条ただし書の規定による許可を受けたい

ので、次のとおり申請します。 

公衆浴場の名称  

公衆浴場の所在地  

公衆浴場経営の許可の

年月日及び番号 

       年    月    日 

       第         号 

使用する湯水の種類  

患者用の入浴施設の構

造設備の概要 
 

注 営業施設の平面図を添付すること。 
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甲府市理容師法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

甲府市理容師法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、理容師法（昭和２２年法律第２３４号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、理容師法施行令（昭和２８年政令第２３２号）、理容師法

施行規則（平成１０年厚生省令第４号。以下「省令」という。）及び甲府市理容

師法施行条例（平成３０年１２月条例第３７号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（開設の届出） 

第２条 省令第１９条第１項の届出書は、理容所開設届（第１号様式）とする。 

 （検査確認証の交付等） 

第３条 市長は、法第１１条の２の規定による確認をしたときは、検査確認証（第

２号様式）を交付するものとする。 

２ 理容所の開設者は、前項の規定により交付された検査確認証を理容所の見やす

い場所に掲示しなければならない。 

 （変更等の届出） 

第４条 法第１１条第２項の規定による届出は、変更が生じたときにあっては理容 

所届出事項変更届（第３号様式）により、廃止したときにあっては理容所廃止届

（第４号様式）により、変更が生じ、又は廃止した日から１０日以内に行わなけ

ればならない。 

２ 開設者の死亡（法人にあっては解散）により理容所を廃止したときは、前項の 

届出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義

務者（法人にあっては清算人）が行わなければならない。 
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（相続による地位の承継の届出） 

第５条 省令第２１条の届出書は、相続による理容所開設者地位承継届（第５号様

式）とする。 

（合併による地位の承継の届出） 

第６条 省令第２２条の届出書は、合併による理容所開設者地位承継届（第６号様

式）とする。 

（分割による地位の承継の届出） 

第７条 省令第２２条の２の届出書は、分割による理容所開設者地位承継届（第７

号様式）とする。 

（休止等の届出 )  

第８条 理容所の開設者は、営業を１月以上休止しようとするときはあらかじめ、

休止した営業を再開したときはその日から１０日以内に、理容所休止（再開）届

（第８号様式）により市長に届け出なければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

               理容所開設届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

理容所を開設したいので、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

理容師法第１１

条の４第１項に

規定する理容所

にあっては管理

理容師に関する

事項 

住所  

氏名  

免許証 年   月   日 第      号 

修了証  

理容師の氏名及

び登録番号並び

にその他の従業

者の氏名 

氏名  氏名  

登録番号  登録番号  

理容師の結核、皮膚疾患等

伝染性疾病の有無 
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開設の予定年月日        年   月   日 

理容所の構造及び設備の概

要 
 

同一の場所で現に美容所が

開設されている場合は、当

該美容所の名称 

 

同一の場所で美容所を開設

する場合は、当該美容所の

開設の予定年月日 

       年   月   日 

注１ 理容師については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性

疾病の有無に関する医師の診断書を添付すること。 

  ２ 理容師法第１１条の４第１項に規定する理容所については、当該理容所の 

管理理容師が同条第２項の規定に該当することを証する書類を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

 
 

 

                        第     号 

 

検 査 確 認 証 

 

 

 

                 理容所の所在地 

                 理 容 所の 名 称 

                 開 設 者の 氏 名 

 

 

 上記の理容所について、理容師法第１１条の２の規定による検査の 

結果、その構造設備が同法第１２条に規定する措置を講ずるに適する 

ことを確認します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

               甲府市長          印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
８

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

２１センチメートル 

- 642 -



第３号様式（第４条関係） 

 

理容所届出事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

  理容所開設届等に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

変
更
内
容 

  事  項     変 更 前     変 更 後 

   

変更の年月日           年    月    日 

変更の理由  

 注１ 届出が理容師法施行規則第１９条第１項第６号に規定する事項の変更又は

理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定す

る疾病の有無に関する医師の診断書を添付すること。 

  ２ 届出が管理理容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理理

容師となる者が理容師法第１１条の４第２項の規定に該当することを証する

書類を添付すること。 
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第４号様式（第４条関係） 

 

               理容所廃止届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  理容所を廃止したので、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

検査確認証の発行年月日

及び番号 

     年    月    日 

     第         号 

廃止年月日       年    月    日 

廃止の理由  

注 検査確認証を添付すること。 
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第５号様式（第５条関係） 

 

          相続による理容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

  相続による理容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

         年    月    日 

         第         号 

被相続人 
住所  

氏名  

相続開始の年月日          年    月    日 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により理容所の開設

者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同

意書を添付すること。 
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第６号様式（第６条関係） 

 

合併による理容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による理容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

検査確認証の発行年月

日及び番号 

        年    月    日 

        第         号 

合併により

消滅した法

人 

事務所の

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

合併の年月日         年    月    日 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付

すること。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

          分割による理容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による理容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

分割前 

の法人 

事務所の

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

分割の年月日           年    月    日 

 注 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付すること。 
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第８号様式（第８条関係） 

 

             理容所休止（再開）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  理容所における営業を休止する（再開した）ので、次のとおり届け出ます。 

理容所の名称  

理容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

    年    月    日 

    第         号 

休止期間 年  月  日から   年  月  日まで 

休止（再開）の理由  

再開の年月日     年    月    日 
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甲府市温泉法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   甲府市温泉法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、温泉法（昭和２３年法律第１２５号）の施行に関し、温泉法

施行令（昭和５９年政令第２５号）及び温泉法施行規則（昭和２３年厚生省令第

３５号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （許可の申請） 

第２条 省令第７条第１項の申請書は、温泉利用許可申請書(第１号様式)とす

る。 

 （合併又は分割による地位の承継の申請） 

第３条 省令第８条第１項の申請書は、合併にあっては合併による温泉利用許可地

位承継承認申請書（第２号様式）に、分割にあっては分割による温泉利用許可地

位承継承認申請書（第３号様式）によらなければならない。 

（相続による地位の承継の申請） 

第４条 省令第９条第１項の申請書は、相続による温泉利用許可地位承継承認申請

書（第４号様式）とする。 

 （温泉の成分等の掲示の届出） 

第５条 省令第１１条の届出書は、温泉の成分等の掲示届（第５号様式）とする。 

（変更等の届出） 

第６条 温泉の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、

１０日以内に温泉利用変更届（第６号様式）により市長に届け出なければならな

い。 
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⑴ 温泉の利用の許可を受けた者の住所又は氏名（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称又は代表者の氏名） 

⑵ 温泉利用施設の名称 

２ 温泉の利用の許可を受けた者は、温泉を公共の浴用又は飲用に供することをや

めたときは、１０日以内に温泉利用廃止届 ( 第７号様式 ) により市長に届け出な

ければならない。 

３ 温泉の利用の許可を受けた者の死亡（法人にあっては解散）により温泉を公共 

の浴用又は飲用に供することをやめたときは、第２項の廃止の届出は、戸籍法

（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義務者（法人にあ

っては清算人）が行わなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

              温泉利用許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

温泉を利用したいので、次のとおり申請します。 

浴用又は飲用の別   

温泉の湧出地   

温泉利用施設の名称   

温泉利用施設の所在地   

温泉の温度及び成分 温度   成分   

登録分析機関の名称   

登録分析機関の登録番号   
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第２号様式（第３条関係） 

 

        合併による温泉利用許可地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による温泉利用許可を受けた者の地位の承継について承認を受けたいの  

で、次のとおり申請します。 

温泉利用施設の名称  

温泉利用施設の所在地  

温泉の利用許可の年月日

及び番号 

      年    月    日 

      第         号 

合併により消

滅する法人 

事務所の 

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

合併後存続す

る法人又は合

併により設立

される法人 

事務所の 

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

合併の予定年月日       年    月    日 
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第３号様式（第３条関係） 

 

        分割による温泉利用許可地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による温泉利用許可を受けた者の地位の承継について承認を受けたいの  

で、次のとおり申請します。 

温泉利用施設の名称  

温泉利用施設の所在地  

温泉の利用許可の年月日

及び番号 

        年    月    日 

        第         号 

分割前の法人 

事務所の 

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

分割により温

泉を公共の浴

用又は飲用に

供する事業を

承継する法人 

事務所の 

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

分割の予定年月日      年   月   日 
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第４号様式（第４条関係） 

 

        相続による温泉利用許可地位承継承認申請書 

 

年   月   日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                    住  所             

                    氏  名           ㊞ 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

  相続による温泉利用許可を受けた者の地位の承継について承認を受けたいの  

で、次のとおり申請します。 

温泉利用施設の名称  

温泉利用施設の所在地  

温泉の利用許可の年月日

及び番号 

        年    月    日 

        第         号 

被相続人 

住所  

氏名  

相続開始の年月日         年    月    日 
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第５号様式（第５条関係） 

 

             温泉の成分等の掲示届 

 

                            年   月   日  

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

温泉の成分等の掲示をしたいので、次のとおり届け出ます。 

温泉利用施設の名称  

温泉利用施設の所在地  

源泉名  

温泉の泉質  

源泉の温度及び利用場所における温

泉の温度 

 

温泉の成分  

温泉の成分の分析年月日 年    月    日 

登録分析機関の名称及び登録番号  

浴用又は飲用の禁忌症  

浴用又は飲用の適応症  

浴用又は飲用の方法及び注意  

温泉に水を加えて公共の浴用に供す

る場合は、その旨及びその理由 
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温泉を加温して公共の浴用に供する

場合は、その旨及びその理由 

 

温泉を循環させて公共の浴用に供す

る場合は、その旨（ろ過を実施して

いる場合は、その旨を含む。）及び

その理由 

 

温泉に入浴剤を加えて公共の浴用に

供する場合は、当該入浴剤の名称及

びその理由 

 

温泉を消毒して公共の浴用に供する

場合は、消毒の方法及びその理由 
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第６号様式（第６条関係） 

 

温泉利用変更届  

 

                            年   月   日  

 

（あて先）甲府市長  

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

温泉利用に係る内容について変更がありましたので、次のとおり届け出ます。  

温泉を公共の

浴用又は飲用

に供する施設  

所在地   

名称   

温泉利用許可  

年月日         年    月    日 

番号   

変
更
内
容

 

  事  項    変 更 前      変 更 後  

   

変更の年月日          年    月    日 

変更の理由   

注 変更した内容を証明する書類を添付すること。 
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第７号様式（第６条関係） 

 

温泉利用廃止届 

 

      年   月   日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 

 
 

許
可
の
内
容 

浴用又は飲用の別       浴  用 ・ 飲  用      

利用許可の年月日及

び番号 

      年    月    日 

      第         号 

温泉の湧出地  

温泉利用施設の場所  

温泉利用施設の名称  

廃止の年月日       年    月    日 

廃止の理由 

 

温泉の利用を廃止したので、次のとおり届け出ます。 
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甲府市化製場等に関する法律施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市化製場等に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号。以下

「法」という。）の施行に関し、化製場等に関する法律施行令（昭和３１年政令 

第２８５号）、化製場等に関する法律施行規則（昭和２３年厚生省令第３０

号）及び甲府市化製場等に関する法律施行条例（平成３０年１２月条例第４１

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請） 

第２条 法第２条第２項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域

における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、死亡獣畜

取扱場外における死亡獣畜解体等許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（化製場等の設置許可の申請） 

第３条 法第３条第１項（法第８条において準用する場合を含む。）の規定による 

化製場、死亡獣畜取扱場又は法第８条に規定する施設（以下「化製場等」とい

う。）の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書（第２号様

式）を市長に提出しなければならない。 

（化製場等の構造設備等の変更の届出） 

第４条 法第３条第２項（法第８条において準用する場合を含む。）の規定による

化製場等の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の変更の届出は、化製

場等変更届（第３号様式）によらなければならない。 

（申請書記載事項の変更の届出） 
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第５条 化製場等の設置者は、第３条の申請書に記載した事項を変更したとき（法

第３条第２項に該当する場合を除く。）は、１０日以内に化製場等設置許可申請

書記載事項変更届（第４号様式）により市長に届け出なければならない。 

（場所の指定） 

第６条 法第４条第３号（法第８条において準用する場合を含む。）の規定による

公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとす

る。ただし、市長が化製場等の業態及び構造設備の状況により公衆衛生上害を生

ずるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 河川に近接する場所 

⑵ 道路、鉄道、官公署、学校、病院、公園、工場、事業場その他の多数の人が

利用し、又は作業する施設に近接する場所 

（化製場等の管理者の届出） 

第７条 化製場等の設置者は、化製場等の管理者を選任したときは化製場等管理者 

選任届（第５号様式）により、管理者を変更したときは化製場等管理者変更届

（第６号様式）により、選任し、又は変更した日から１０日以内に市長に届け出

なければならない。 

（化製場等の休止、再開又は廃止の届出） 

第８条 化製場等の設置者は、化製場等の経営を休止し、再開し、又は廃止したと

きは、その日から１０日以内に化製場等（休止・再開・廃止）届（第７号様式）

により市長に届け出なければならない。 

（帳簿の備付け） 

第９条 化製場等の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に

定める帳簿を備えなければならない。 

⑴ 化製場又は法第８条で規定する施設 化製簿（第８号様式） 

⑵ 死亡獣畜取扱場 死亡獣畜取扱簿（第９号様式） 

（動物の飼養又は収容の許可を要する区域） 

第１０条 法第９条第１項の規定により市長が指定する区域は、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第７条第１項の規定により市街化区域に定められた町又

は字とする。 

（動物の飼養又は収容の許可の申請） 
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第１１条 法第９条第１項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとす

る者は、動物の飼養（収容）施設設置許可申請書（第１０号様式）を市長に提出

しなければならない。 

（動物の飼養又は収容の該当の届出） 

第１２条 法第９条第４項の規定による届出は、動物の飼養（収容）施設届（第

１１号様式）によらなければならない。 

（申請書記載事項等の変更の届出） 

第１３条 法第９条第１項又は第４項に規定する動物の飼養又は収容のための施設

（以下「動物の施設」という。）の設置者は、第１１条の申請書又は前条の届書

に記載した事項を変更したときは、１０日以内に動物の飼養（収容）施設設置許

可申請書等記載事項変更届（第１２号様式）により市長に届け出なければならな

い。 

（動物の施設の管理者の届出） 

第１４条 動物の施設の設置者は、動物の施設の管理者を選任したときは動物の飼

養（収容）施設管理者選任届（第１３号様式）により、管理者を変更したときは

動物の飼養（収容）施設管理者変更届（第１４号様式）により、選任し、又は変

更した日から１０日以内に市長に届け出なければならない。 

（動物の施設の休止、再開又は廃止の届出） 

第１５条 動物の施設の設置者は、動物の施設における動物の飼養又は収容を休止

し、再開し、又は廃止したときは、その日から１０日以内に動物の飼養（収容）

施設（休止・再開・廃止）届（第１５号様式）により市長に届け出なければなら

ない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

      死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体等許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を解体（埋却・焼却）したいので、化製場等に関

する法律第２条第２項ただし書の規定による許可を次のとおり申請します。 

畜種及び頭数  

解体（埋却・焼却）の予定

年月日 
       年   月   日 

解体（埋却・焼却）を行う

施設又は場所 
 

死亡獣畜取扱場外で解体

（埋却・焼却）する理由 
 

解体（埋却・焼却）の方法  
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第２号様式（第３条関係） 

 

化製場等設置許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

  化製場、死亡獣畜取扱場又は法第８条に規定する施設を設けたいので、化製場 

等に関する法律第３条第１項の規定による許可を次のとおり申請します。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

化製場等の面積  

化製場にあっては、製品及び化製  

死亡獣畜取扱場にあっては、解

体、埋却又は焼却の別 
 

化製場等の構造設備（区域）の概

要及び配置図 
 

人家が密集しているか否かの別  

飲料水が汚染されるおそれの有無  

河川に近接しているか否かの別  

多数人が利用し、又は作業する施

設に近接しているか否かの別 
 

 注１ 法人にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付すること。 

  ２ 構造設備を明らかにした図面を添付すること。 

  ３ 周辺の地域の状況を明らかにした図面を添付すること。 
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第３号様式（第４条関係） 

 

化製場等変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

化製場等の構造設備（区域）を変更したいので、化製場等に関する法律第３条

第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

化製場等の設置許可の年月日

及び番号 

     年    月    日 

     第         号 

死亡獣畜取扱場にあっては、

解体、埋却又は焼却の別 
 

変
更
内
容 

   事  項    変更前    変更後 

   

変更の理由  

注 変更後の構造設備（区域）の状況を明らかにした図面を添付すること。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

         化製場等設置許可申請書記載事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ま

す。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

化製場等の設置許可の

年月日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

 

変
更
内
容 

 事  項     変更前     変更後 

   

変更の理由  

- 665 -



第５号様式（第７条関係） 

 

             化製場等管理者選任届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  化製場等の管理者を選任したので、次のとおり届け出ます。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

管理者 

住所  

氏名  

生年月日          年    月    日 

管理者の選任年月日          年    月    日 
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第６号様式（第７条関係） 

 

             化製場等管理者変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  化製場等の管理者を変更したので、次のとおり届け出ます。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

 
 

管 
 

 

理 
 

 

者 

 

変
更
前 

住所  

氏名  

生年月日         年    月    日 

 

変
更
後 

住所  

氏名  

生年月日         年    月    日 

変更年月日         年    月    日 
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第７号様式（第８条関係） 

 

化製場等（休止・再開・廃止）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  化製場等を（休止・再開・廃止）したので、次のとおり届け出ます。 

化製場等の名称  

化製場等の所在地  

化製場等の設置許可の年月

日及び番号 

      年    月    日 

      第         号 

死亡獣畜取扱場にあっては

解体、埋却又は焼却の別 
 

休止事項（全部・一部）  

休止期間 年  月  日から  年  月  日まで 

再開の年月日       年    月    日 

廃止の年月日       年    月    日 

休止・再開・廃止の理由  
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第８号様式（第９条関係） 

 

化 製 簿 

 

受  入  

年 月 日  

畜  種  受 入 先  

受 入 量 

備考 
肉  骨  毛 皮  臓 器  血 液  その他 

  

 

  

 

  

 

㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏  ㎏    
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第９号様式（第９条関係） 

 

死 亡 獣 畜 取 扱 簿 

畜

種  

 

性

別  

 

年

齢  

 

毛

色  

 

へい死 

年月日 

 

へ い

死 の

原 因  

処 理  

年 月

日  

処 理

の 区

別  

肉 、 皮

等 の 搬

出 先  

飼育者 

備考 
住 所  氏 名  
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第１０号様式（第１１条関係） 

 

         動物の飼養（収容）施設設置許可申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

動物を飼養（収容）する施設を設けたいので、化製場等に関する法律第９条第

１項の規定による許可を次のとおり申請します。 

動物の施設の所在地  

動物の種類及び数  

動物の施設の構造設備の 

概要及び配置図 
 

 注１ 構造設備を明らかにした図面を添付すること。 

  ２ 周辺の地域の状況を明らかにした図面を添付すること。 
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第１１号様式（第１２条関係） 

 

動物の飼養（収容）施設届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

次のとおり動物を飼養（収容）しているので、化製場等に関する法律第９条第

４項の規定により届け出ます。 

動物の施設の所在地  

動物の種類及び数  

動物の施設の構造設備の 

概要及び配置図 
 

 注１ 構造設備を明らかにした図面を添付すること。 

  ２ 周辺の地域の状況を明らかにした図面を添付すること。 
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第１２号様式（第１３条関係） 

 

動物の飼養（収容）施設設置許可申請書等記載事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

動物の飼養（収容）施設設置許可申請書等に記載した事項を変更したので、次

のとおり届け出ます。 

動物の施設の所在地  

動物の施設の設置許可

の年月日及び番号 

      年    月    日 

      第         号 

変
更
内
容 

  事 項     変更前     変更後 

   

変更の年月日       年    月    日 

変更の理由  

注 構造設備を変更した場合は、変更の状況を明らかにした図面を添付するこ

と。 
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第１３号様式（第１４条関係） 

 

          動物の飼養（収容）施設管理者選任届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  動物の飼養（収容）施設の管理者を選任したので、次のとおり届け出ます。 

動物の施設の所在地  

管理者 

住所  

氏名  

生年月日         年   月   日 

管理者の選任年月日         年   月   日 
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第１４号様式（第１４条関係） 

 

          動物の飼養（収容）施設管理者変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  動物の飼養（収容）施設の管理者を変更したので、次のとおり届け出ます。 

動物の施設の所在地  

 
 

 
 

 

管
理
者 

 

変
更
前 

住所  

氏名  

生年月日        年   月   日 

 

変
更
後 

住所  

氏名  

生年月日        年   月   日 

変更の年月日        年   月   日 
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第１５号様式（第１５条関係） 

 

       動物の飼養（収容）施設（休止・再開・廃止）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  動物の飼養（収容）施設を（休止・再開・廃止）したので、次のとおり届け出

ます。 

動物の施設の所在地  

動物の施設の設置許可の

年月日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

休止事項（全部・一部）  

休止期間 年  月  日から  年  月  日まで 

再開の年月日           年    月    日 

廃止の年月日           年    月    日 

休止・再開・廃止の理由  
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甲府市クリーニング業法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

甲府市クリーニング業法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号。以下「法」 

という。）の施行に関し、クリーニング業法施行令（昭和２８年政令第２３３

号）、クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号。以下「省令」

という。）及び甲府市クリーニング業法施行条例（平成３０年１２月条例第４２

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（洗濯物の消毒等） 

第２条 法第３条第３項第５号本文に規定する消毒の方法は、次の各号のいずれか

によらなければならない。 

⑴ 蒸気消毒（１０分間以上摂氏１００度を超える湿熱に触れさせるものをい

う。） 

⑵ 熱湯消毒（１０分間以上摂氏８０度を超える熱湯に浸すものをいう。） 

⑶ ホルムアルデヒドガス消毒（あらかじめ真空にした装置に容積１立方メート

ルにつきホルムアルデヒド６グラム以上を発生せしめ、同時に水４０グラム以

上を蒸発させ、密閉したまま摂氏６０度以上で１時間以上触れさせるものをい

う。） 

⑷ 酸化エチレンガス消毒（あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこ

れを不活性化する炭酸ガス等を１対９の割合で混合したものを同時に注入し、

常圧に戻すか又は加圧した後、摂氏５０度以上で１時間以上触れさせるものを

いう。 )  

⑸ 石炭酸水消毒（石炭酸水（日本薬局方フェノール２分、水９８分）中に摂氏
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３０度以上で１０分間以上浸すものをいう。） 

⑹ クレゾール水消毒（クレゾール水（日本薬局方クレゾール石鹸液１分、水

９９分）中に摂氏３０度以上で１０分間以上浸すものをいう。） 

⑺ ホルマリン水消毒（ホルマリン水（日本薬局方ホルマリン１分、水９９分）

中に摂氏３０度以上で１０分間以上浸すものをいう。） 

⑻ 塩素剤消毒（さらし粉、次亜鉛素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が

１リットルにつき２５０ミリグラム以上の水溶液中に摂氏３０度以上で５分間

以上浸すものであって、終末遊離塩素が１リットルにつき１００ミリグラムを

下らないものをいう。） 

２ 法第３条第３項第５号ただし書に規定する消毒の効果を有する洗濯の方法は、 

次のとおりとする。 

⑴ 摂氏８０度以上の熱湯で１０分間以上処理する工程を含む洗濯方法 

⑵ さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が１リット

ルにつき２５０ミリグラム以上の水溶液に摂氏３０度以上で５分間以上浸し、

終末濃度が１リットルにつき１００ミリグラム以上になるような方法で漂白す

る工程を含む洗濯方法 

⑶ テトラクロロエチレンに５分間以上浸して洗濯した後、テトラクロロエチレ

ンを含む状態で摂氏５０度以上に保たせ、１０分間以上乾燥させる工程を含む

洗濯方法 

（開設の届出） 

第３条 省令第１条の３第１項の届出書は、クリーニング所開設届（第１号様式） 

とする。 

２ 省令第１条の３第２項の届出書は、無店舗取次店営業開始届（第２号様式）と 

する。 

（検査確認証の交付等） 

第４条 市長は、法第５条の２の規定による確認をしたときは、検査確認証（第３

号様式）を交付するものとする。 

２ クリーニング所の開設者は、前項の規定により交付された検査確認証をクリー

ニング所の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（変更等の届出） 
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第５条 法第５条第３項の規定による届出は、変更が生じたときにあってはクリー

ニング所又は無店舗取次店届出事項変更届（第４号様式）により、廃止をしたと 

きにあってはクリーニング所又は無店舗取次店営業廃止届（第５号様式）によ

り、変更し、又は廃止した日から１０日以内に行わなければならない。 

２ 営業者の死亡（法人にあっては解散）によりクリーニング所又は無店舗取次店

の営業を廃止したときは、前項の届出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）

第８７条第１項に規定する届出義務者（法人にあっては清算人）が行わなければ

ならない。 

（相続による地位の承継の届出） 

第６条 省令第２条の２の届出書は、相続によるクリーニング所又は無店舗取次店

営業者地位承継届（第６号様式）とする。 

（合併による地位の承継の届出） 

第７条 省令第２条の３の届出書は、合併によるクリーニング所又は無店舗取次店

営業者地位承継届（第７号様式）とする。 

（分割による地位の承継の届出） 

第８条 省令第２条の４の届出書は、分割によるクリーニング所又は無店舗取次店

営業者地位承継届（第８号様式）とする。 

（休止等の届出） 

第９条 クリーニング所又は無店舗取次店の営業者は、営業を１月以上休止しよう

とするときはあらかじめ、休止した営業を再開したときはその日から１０日以内

に、クリーニング所又は無店舗取次店営業休止（再開）届（第９号様式）により

市長に届け出なければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

 

              クリーニング所開設届              

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

本 籍 

住 所  

氏  名             ㊞ 

  生年月日 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

クリーニング所を開設したいので、次のとおり届け出ます。 

クリーニング所の名称  

クリーニング所の所在地  

開設の予定年月日        年   月   日 

クリーニング所の構造及

び設備の概要 
       別紙のとおり 

管理人 
本籍  氏名  

住所  生年月日  

クリーニン

グ師 

本籍  氏名  

住所  生年月日  

登録番号  

従業者数  
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営業の種別 

１ 洗濯物の受取及び引 

渡しのみ 

２ その他 

他のクリーニング所

の開設又は無店舗取

次店の営業の有無 

有・無  

伝染性の疾病の病原体による汚染のお

それのあるものとして厚生労働省令で

指定する洗濯物の取扱いの有無 

    有 ・ 無 

注１ クリーニング所の構造設備の平面図及び付近の見取図を添付すること。 

  ２ 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当

該クリーニング所又は無店舗取次店ごとに、名称、クリーニング所の所在地

又は無店舗取扱店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号、従事者数並びに従事者中にクリーニング師がいる場合はその氏名を記

載した書類を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

 

             無店舗取次店営業開始届              

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

本 籍 

住 所  

氏  名             ㊞ 

  生年月日 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

無店舗取次店を営業したいので、次のとおり届け出ます。 

無店舗取次店の名称  

業
務

用
車
両 

保管場所  

自動車登録番号又は車

両番号 
 

営業区域  

営業開始の予定年月日  

業務用車両の構造の概要 
車 種  荷台スペース  

      ㎡  

クリーニ 

ング師 

本籍  

住所  氏名  

生年月日  登録番号  
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従業者数  

伝染性の疾病の病原体による汚染の

おそれのあるものとして厚生労働省

令で指定する洗濯物の取扱い 

の有無  

有・無 

他のクリーニング所の開

設又は無店舗取次店の営

業の有無  
有・無 

注１ 業務用車両の構造設備の平面図及び車両の保管場所の見取図を添付するこ

と。 

２ 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当

該クリーニング所又は無店舗取次店ごとに、名称、クリーニング所の所在地

又は無店舗取扱店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両

番号、従事者数並びに従事者中にクリーニング師がいる場合はその氏名を記

載した書類を添付すること。 
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第３号様式（第４条関係） 

 
 

 

                        第     号 

 

検査確認証 

 

 

 

               クリーニング所の所在地 

               クリーニング所の名称 

               営 業 者 の 氏 名 

 

 

 上記のクリーニング所について、クリーニング業法第５条の２の規  

定による検査の結果、その構造設備が同法第３条第２項及び第３項の  

規定に適合することを確認します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

              甲府市長          印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
８

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

２１センチメートル 
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第４号様式（第５条関係） 

 

        クリーニング所又は無店舗取次店届出事項変更届        

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

開設届又は営業開始届に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ま

す。 

クリーニング所又は無店舗

取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管場所   

自動車登録番号又は車

両番号  
 

変
更
内
容 

   事  項     変  更  前     変 更 後 

   

変更年月日        年    月    日 

変更の理由  

- 685 -



 

注１ クリーニング所又は無店舗取次店の業務用車両の構造設備を変更した場合

には、その平面図を添付すること。 

２ クリーニング所にあっては、検査確認証の記載事項に変更がある場合に

は、検査確認証を添付すること。 
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第５号様式（第５条関係） 

 

         クリーニング所又は無店舗取次店営業廃止届         

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  クリーニング所又は無店舗取次店の営業を廃止したので、届け出ます。 

クリーニング所又は無店舗

取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管場所  

自動車登録番号又は車

両番号 
 

廃止年月日       年    月    日 

廃止の理由  

注 クリーニング所にあっては、検査確認証を添付すること。 
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第６号様式（第６条関係） 

 

     相続によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

                  氏  名             ㊞ 

生年月日 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

  相続による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

クリーニング所又は無店

舗取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管

場所 
 

自動車登録番号又

は車両番号 
 

被 相 続 人  
住所  

氏名  

相続開始の年月日        年   月   日 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位

を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書を添

付すること。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

     合併によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

クリーニング所又は無店舗

取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管場

所 
 

自動車登録番号又は

車両番号 
 

合併によ

り消滅し

た法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

合併の年月日        年   月   日 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付 

すること。 
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第８号様式（第８条関係） 

 

     分割によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による営業者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

クリーニング所又は無店

舗取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管

場所 
 

自動車登録番号又

は車両番号 
 

分割前 

の法人 

事務所の所在地  

名称  

代表者の氏名  

分割の年月日        年   月   日 

 注 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付すること 
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第９号様式（第９条関係） 

 

       クリーニング所又は無店舗取次店営業休止（再開）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  クリーニング所又は無店舗取次店の営業を休止する（再開した）ので、次のと

おり届け出ます。 

クリーニング所又は無店舗

取次店の名称 
 

クリーニング所の所在地  

無
店
舗
取
次
店 

業務用車両の保管場所  

自動車登録番号又は車

両番号 
 

休止期間 年   月   日から    日間 

年    月    日まで 
休止（再開）理由  

再開の年月日          年   月   日 
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甲府市美容師法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市美容師法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、美容師法（昭和３２年法律第１６３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、美容師法施行令（昭和３２年政令第２７７号）、美容師法

施行規則（平成１０年厚生省令第７号。以下「省令」という。）及び甲府市美容

師法施行条例（平成３０年１２月条例第４４号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（開設の届出） 

第２条 省令第１９条第１項の届出書は、美容所開設届（第１号様式）とする。 

（検査確認証の交付等） 

第３条 市長は、法第１２条の規定による確認をしたときは、検査確認証（第２号

様式）を交付するものとする。 

２ 美容所の開設者は、前項の規定により交付された検査確認証を美容所の見やす

い場所に掲示しなければならない。 

 （変更等の届出） 

第４条 法第１１条第２項の規定による届出は、変更が生じたときにあっては美容

所届出事項変更届（第３号様式）により、廃止したときにあっては美容所廃止届

（第４号様式）により、変更が生じ、又は廃止した日から１０日以内に行わなけ

ればならない。 

２ 開設者の死亡（法人にあっては解散）により美容所を廃止したときは、前項の

届出は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第８７条第１項に規定する届出義

務者（法人にあっては清算人）が行わなければならない。 
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（相続による地位の承継の届出） 

第５条 省令第２１条の届出書は、相続による美容所開設者地位承継届（第５号様

式）とする。 

（合併による地位の承継の届出） 

第６条 省令第２２条の届出書は、合併による美容所開設者地位承継届（第６号様

式）とする。 

（分割による地位の承継の届出） 

第７条 省令第２２条の２の届出書は、分割による美容所開設者地位承継届（第７

号様式）とする。 

（休止等の届出） 

第８条 美容所の開設者は、営業を１月以上休止しようとするときはあらかじめ、

休止した営業を再開したときはその日から１０日以内に、美容所休止（再開）届

（第８号様式）により市長に届け出なければならない。 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

               美容所開設届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

美容所を開設したいので、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

美容師法第１１

条の４第１項に

規定する美容所

にあっては管理

美容師に関する

事項 

住所  

氏名  

免許証 年   月   日 第      号 

修了証  

美容師の氏名及

び登録番号並び

にその他の従業

者の氏名 

氏名  氏名  

登録番号  登録番号  

美容師の結核、皮膚疾患等

伝染性疾病の有無 
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開設の予定年月日        年   月   日 

美容所の構造及び設備の概

要 
 

同一の場所で現に理容所が

開設されている場合は、当

該理容所の名称 

 

同一の場所で理容所を開設

する場合は、当該理容所の

開設の予定年月日 

       年   月   日 

注１ 美容師については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性

疾病の有無に関する医師の診断書を添付すること。 

  ２ 美容師法第１２条の３第１項に規定する美容所については、当該美容所の 

管理美容師が同条第２項の規定に該当することを証する書類を添付すること。 
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第２号様式（第３条関係） 

 

 

 

                        第     号 

 

検 査 確 認 証 

 

 

 

                 美容所の所在地 

                 美 容 所の 名 称 

                 開 設 者の 氏 名 

 

 

 上記の美容所について、美容師法第１２条の規定による検査の結 

果、その構造設備が同法第１３条に規定する措置を講ずるに適する 

ことを確認します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

               甲府市長          印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
８

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
 

２１センチメートル 
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第３号様式（第４条関係） 

 

美容所届出事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

  美容所開設届等に記載した事項を変更したので、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

          年    月    日 

          第         号 

変
更
内
容 

  事  項     変 更 前     変 更 後 

   

変更の年月日           年    月    日 

変更の理由  

 注１ 届出が美容師法施行規則第１９条第１項第６号に規定する事項の変更又は

美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定す

る疾病の有無に関する医師の診断書を添付すること。 

  ２ 届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美

容師となる者が美容師法第１２条の３第２項の規定に該当することを証する

書類を添付すること。 
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第４号様式（第４条関係） 

 

               美容所廃止届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  美容所を廃止したので、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

検査確認証の発行年月日

及び番号 

       年    月    日 

       第         号 

廃止年月日         年    月    日 

廃止の理由  

注 検査確認証を添付すること。 
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第５号様式（第５条関係） 

 

          相続による美容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

  相続による美容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

         年    月    日 

         第         号 

被相続人 
住所  

氏名  

相続開始の年月日          年    月    日 

 注１ 戸籍謄本を添付すること。 

  ２ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設

者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同

意書を添付すること。 

 

 

 

- 699 -



 

第６号様式（第６条関係） 

 

合併による美容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  合併による美容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

検査確認証の発行年月

日及び番号 

        年    月    日 

        第         号 

合併により

消滅した法

人 

事務所の 

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

合併の年月日         年    月    日 

 注 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付

すること。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

          分割による美容所開設者地位承継届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

  分割による美容所の開設者の地位の承継について、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

分割前 

の法人 

事務所の

所在地 
 

名称  

代表者の

氏名 
 

分割の年月日           年    月    日 

 注 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付すること。 
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第８号様式（第８条関係） 

 

             美容所休止（再開）届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  美容所における営業を休止する（再開した）ので、次のとおり届け出ます。 

美容所の名称  

美容所の所在地  

検査確認証の発行年

月日及び番号 

    年    月    日 

    第         号 

休止期間 年  月  日から   年  月  日まで 

休止（再開）の理由  

再開の年月日     年    月    日 
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 甲府市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

甲府市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年

法律第２０号）の施行に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施

行令（昭和４５年政令第３０４号）及び建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号。以下「省令」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （特定建築物の使用開始等の届出） 

第２条 省令第１条第１項の届書は、特定建築物使用開始届（第１号様式）とす

る。 

 （届出事項の変更等の届出） 

第３条 省令第１条第４項の届書は、届出事項に変更があったものにあっては特定

建築物届出事項変更届（第２号様式）に、特定建築物に該当しないこととなった

ものにあっては特定建築物非該当届（第３号様式）によらなければならない。 

（登録の申請等） 

第４条 省令第３１条第１項の申請書は、登録申請書（第４号様式）とする。 

２ 省令第３３条第１項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項に変更があっ

たときにあっては登録事項変更届（第５号様式）に、登録に係る事業を廃止した

ときにあっては事業廃止届（第６号様式）によらなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

             特定建築物使用開始届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項（同条第２項にお

いて準用する同条第１項）の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定建築物の名称  

特定建築物の所在地  

特定建築物の用途  

面積 
特定用途部分 

         ㎡ 

その他の用途部分 

          ㎡ 

構造設備の概要  

特定建築物維持管理権

原者の住所及び氏名 
 

特定建築物所有者等の

住所及び氏名 
 

特定建築物として使用

されるに至った年月日 
       年   月   日 
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建生  

築管 

物理 

環技 

境術 

衛者 

氏名  

住所  

免状番号     年   月   日  第       号 

他に管理する特

定建築物が市内

にある場合 

建築物の名称 

建築物の所在地 
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第２号様式（第３条関係） 

 

            特定建築物届出事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

  特定建築物の届出事項を変更したので、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律第５条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定建築物の名称  

特定建築物の所在地  

特定建築物の用途  

変
更
内
容 

 事  項    変 更 前    変 更 後 

   

変更年月日        年   月   日 

変更理由  

建築物環境衛生管理技

術者の変更で、他に管

理する特定建築物が市

内にある場合 

建築物の名称 

建築物の所在地 
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第３号様式（第３条関係） 

 

              特定建築物非該当届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  特定建築物に該当しないこととなったので、建築物における衛生的環境の確保 

に関する法律第５条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定建築物の名称  

特定建築物の所在地  

特定建築物の用途  

該当しなくなった年月日        年   月   日 

該当しなくなった理由 
 

 注１ 構造、設備の変更の場合には図面を添付すること。 

  ２ 特定建築物の維持管理権原者等の変更の場合には、新たに権原を有するこ

とになったことを証する書類の写しを添付すること（所有者以外に当該権原

を有する者がある場合に限る。）。 

  ３ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合には、新たに選任された者の免状 

の写しを添付すること。 
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第４号様式（第４条関係） 

 

                登録申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の登録を受 

けたいので、次のとおり申請します。 

登録区分  

営業所の所在地  

営業所の名称  

営業所の責任者の氏名  

申請区分 
       新規  ・  再登録 

   （登録番号：     第     号） 

添付書類 

⑴ 機械器具の概要を記載した書類（必要に応じて毒物及び劇物の取扱状況に

関する書類も添付） 

⑵ 監督者等の氏名を記載した書類 

⑶ 従事者研修の実施状況を記載した書類 

⑷ 作業の実施方法を記載した書類 

⑸ 営業所の付近見取図 

⑹ 検査室及び保管庫の概要を記した図面 

⑺ 有資格者であることを証する書類（原本及び写し） 

⑻ 法人の場合は、登記事項証明書又は定款の写し 
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第５号様式（第４条関係） 

 

               登録事項変更届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定によ 

る登録に関し変更がありましたので、次のとおり届け出ます。 

登録区分  

登録番号  

営業所の所在地  

営業所の名称  

変
更
内
容 

  事 項    変 更 前    変 更 後 

   

変更年月日        年   月   日 

変更理由  
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第６号様式（第４条関係） 

 

                事業廃止届 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定によ 

る登録に係る事業を廃止しましたので、次のとおり届け出ます。 

登録区分  

登録番号  

営業所の所在地  

営業所の名称  

事業廃止年月日         年   月   日 
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 甲府市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則をこ

こに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１２号 

甲府市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

（昭和２２年法律第２１７号。以下「法」という。）の施行に関し、あん摩マツ

サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令（平成４年政令第３０１

号）及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則

（平成２年厚生省令第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（施術所の開設の届出等） 

第２条 法第９条の２第１項（法第１２条の２第２項において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）前段の規定による施術所を開設したときの届出

は施術所開設届（第１号様式）に、同項後段の規定による届出事項に変更を生じ

たときの届出は施術所開設届出事項変更届（第２号様式）によらなければならな

い。 

２ 法第９条の２第２項（法第１２条の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定による施術所を休止し、若しくは廃止したとき、又は休止した施術所を再

開したときの届出は、施術所（休止・廃止・再開）届（第３号様式）によらなけ

ればならない。 

（出張業務の開始の届出等） 

第３条 法第９条の３（法第１２条の２第２項において準用する場合を含む。次項

において同じ。）前段の規定による施術者が専ら出張のみによる業務を開始した
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ときの届出は、出張施術業務開始届（第４号様式）によらなければならない。 

２ 法第９条の３後段の規定による届出をした施術者が、その業務を休止し、若し

くは廃止したとき、又は休止した業務を再開したときの届出は、出張施術業務

（休止・廃止・再開）届（第５号様式）によらなければならない。 

（市内滞在業務の開始の届出） 

第４条 法第９条の４（法第１２条の２第２項において準用する場合を含む。）の

規定による本市の区域内に滞在して業務を行う場合の届出は、市内滞在業務届

（第６号様式）によらなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名          ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

施術所開設届 

  次のとおり施術所を開設したので、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等

に関する法律第９条の２第１項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

１ 開設年月日      年   月   日 

 

２ 名称 

 

３ 開設の場所 

 

              電話番号    （    ） 

 

４ 業務の種類（該当するものに○を付けてください。） 

      あん摩マッサージ指圧業 ・はり業 ・きゅう業 

 

５ 業務に従事する施術者の氏名及び免許証番号等 

 

                 （あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう） 

第   号（   年   月   日登録）（晴・盲） 

 

               （あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう） 

第   号（   年   月   日登録）（晴・盲） 

 

                 （あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう） 

第   号（   年   月   日登録）（晴・盲） 

 

 

６ 構造設備の内容  

       別紙のとおり 
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７ 使用する医療用具 

 

添付書類  

平面図、付近の見取図、免許証及び身分証明書の写し（原本を提示すること。） 

法人開設の場合の追加書類 登記事項証明書及び定款（寄附行為）の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙） 

構造設備の概要 
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１ 施術室 

 

   面 積                      ㎡ 

 

   外気開放面積                      ㎡ 

 

   換 気 設 備            有 ・ 無       

 

   消 毒 設 備                        

 

   照 明 設 備                        

 

 

２ 待合室 

 

   面 積                      ㎡ 

 

 

３ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 
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氏  名          ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

施術所届出事項変更届 

次のとおり施術所の届出事項の一部を変更したので、あん摩マツサージ指圧  

師、はり師、きゆう師等に関する法律第９条の２第１項の規定により、関係書類 を添え

て届け出ます。 

 

  １ 施術所の名称・所在地 

 

         電話番号    （    ） 

 

  ２ 変更した事項（該当するものに○を付けてください。） 

    ・開設者の住所及び氏名 

    ・施術所の名称 

    ・開設の場所（同一敷地内での移転に限る。） 

    ・業務に従事する施術者の氏名 

    ・構造設備の概要及び平面図 

 

        ⑴ 変更前 

 

        ⑵ 変更後 

 

  ３ 変更年月日    年  月  日 

 

注１ 法人開設の住所・名称変更は、登記事項証明書を添付すること。 

２ 施術者の変更は業務の種別、晴盲の別も記入し、免許証及び身分証明書の写

しを添付し、原本を提示すること。 

３ 同一敷地内移転（住所変更を伴わない）の場合は、施術所開設届の別紙構造

設備の概要を添付すること 。 

 

第３号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名          ㊞ 
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法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

施術所（休止・廃止・再開）届 

次のとおり施術所を（休止・廃止・再開）したので、あん摩マツサージ指圧師、は

り師、きゆう師等に関する法律第９条の２第２項の規定により、関係書類を添えて届

け出ます。 

 

１ 施術所の名称 

 

 

２ 施術所の所在地 

 

         電話番号    （    ） 

 

  ３ 休止・廃止・再開の理由 

 

 

４ 休止・廃止・再開の年月日 

 

年   月   日 

 

５ 休止の予定期間 

 

         年   月   日   ～   年   月   日 

 

 

 

 

第４号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 
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電話番号 

 

 

出張施術業務開始届 

次のとおり業務を開始したので、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に

関する法律第９条の３の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

１ 業務の種類 

 

２ 業務開始年月日                    年   月   日 

 

３ 免許証番号及び登録年月日 

 

第       号         年   月   日 

 

 

注 免許証及び身分証明書の写しを添付し、原本を提示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 
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出張施術業務（休止・廃止・再開）届 

次のとおり出張施術業務を（休止・廃止・再開）したので、あん摩マツサージ指圧

師、はり師、きゆう師等に関する法律第９条の３の規定により、関係書類を添えて届

け出ます。 

 

１ 業務の種類 

 

 

２ 休止・廃止・再開の理由 

 

 

３ 廃止・再開の年月日 

 

年   月   日 

 

４ 休止の予定期間 

 

     年   月   日   ～   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 
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市内滞在業務届 

次のとおり市内に滞在して業務を行いたいので、あん摩マツサージ指圧師、はり

師、きゆう師等に関する法律第９条の４の規定により、関係書類を添えて届け出ま

す。 

 

１ 業務の種類 

 

 

２ 業務を行う場所 

 

 

３ 業務を行う期間 

 

 

４ 免許証番号及び登録年月日 

 

第       号         年   月   日 

 

 

  注 免許証及び身分証明書の写しを添付し、原本を提示すること。 
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 甲府市歯科技工士法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

                                   

甲府市規則第１３号 

甲府市歯科技工士法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号。以下「法」とい 

う。）の施行に関し、歯科技工士法施行令（昭和３０年政令第２２８号）及び歯

科技工士法施行規則（昭和３０年厚生省令第２３号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（歯科技工所開設の届出等） 

第２条 法第２１条第１項前段の規定による歯科技工所を開設したときの届出は歯 

科技工所開設届（第１号様式）に、同項後段の規定による届出事項に変更を生じ

たときの届出は歯科技工所開設届出事項変更届（第２号様式）によらなければな

らない。 

２ 法第２１条第２項の規定による歯科技工所を休止し、若しくは廃止したとき、 

又は休止した歯科技工所を再開したときの届出は、歯科技工所（廃止・休止・再

開）届（第３号様式）によらなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

歯科技工所開設届               

  次のとおり歯科技工所を開設したので、歯科技工士法第２１条第１項の規定に 

より関係書類を添えて届け出ます。 

 

１ 開設年月日 

                  年   月   日 

 ２ 所在地及び名称 

 

         電話番号     (    )  

  ３ 管理者の住所及び氏名 

 

         電話番号     (    )  

  ４ 業務に従事する者の住所及び氏名 

 

  ５ 構造設備の概要 

 

注１ 免許証の写しを添付し、原本を提示すること。 

２ 施設の平面図を添付すること。 
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第２号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

歯科技工所届出事項変更届              

次のとおり歯科技工所の届出事項の一部を変更したので、歯科技工士法第２１

条第１項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

  １ 歯科技工所の名称及び所在地 

 

         電話番号     (    )  

  ２ 変更の理由 

 

  ３ 変更した事項 

⑴ 変更前 

 

⑵ 変更後 

 

４ 変更年月日 

               年   月   日 
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第３号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

歯科技工所（廃止・休止・再開）届           

次のとおり歯科技工所を（廃止・休止・再開）したので、歯科技工士法第２１

条第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

  １ 歯科技工所の名称及び所在地 

 

         電話番号     (    )  

  ２ 休止・廃止・再開の理由 

 

  ３ 廃止・再開の年月日 

             年   月   日 

 

  ４ 休止の予定期間 

             年   月   日 ～    年   月   日
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 甲府市柔道整復師法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

                                      

 

甲府市規則第１４号 

甲府市柔道整復師法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、柔道整復師法施行令（平成４年政令第３０２号）及び柔道

整復師法施行規則（平成２年厚生省令第２０号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（施術所の開設の届出等） 

第２条 法第１９条第１項前段の規定による施術所を開設したときの届出は施術所

開設届（第１号様式）に、同項後段の規定による届出事項に変更を生じたときの

届出は施術所開設届出事項変更届（第２号様式）によらなければならない。 

２ 法第１９条第２項の規定による施術所を休止し、若しくは廃止したとき、又は

休止した施術所を再開したときの届出は、施術所（休止・廃止・再開）届（第３

号様式）によらなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               施術所開設届 

 次のとおり施術所を開設したので、柔道整復師法第１９条第１項の規定によ

り、関係書類を添えて届け出ます。 

 

１ 開設年月日           年   月   日 

 

２ 名称                             

 

３ 開設の場所                          

             電話番号    （    ）        

 

４ 業務の種類      柔道整復業 

 

５ 業務に従事する施術者の氏名及び免許証番号等 

 

                     （柔）第   号（  年 月 日登録） 

                  

                     （柔）第   号（    年  月 日登録） 

第１号様式（第２条関係） 
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６ 構造設備の内容  

       別紙のとおり 

 

７ 使用する医療用具 

 

 

 

添付書類 

⑴ 平面図、付近の見取図、免許証及び身分証明書の写し（原本を提示する

こと。） 

⑵ 法人開設の場合の追加書類 登記事項証明書及び定款（寄附行為）の写

    し 
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 （別紙） 

構造設備の概要 

 

１ 施術室 

  面    積                      ㎡ 

 

  外気開放面積                      ㎡ 

 

  換 気 設 備            有 ・ 無       

 

  消 毒 設 備                        

 

  照 明 設 備                        

 

２ 待合室 

  面    積                      ㎡ 

 

３ 平面図 
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年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             施術所開設届出事項変更届             

次のとおり施術所の開設届出事項の一部を変更したので、柔道整復師法第１９

条第１項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 

 

  １ 施術所の名称・所在地 

 

           電話番号    （    ） 

 

  ２ 変更した事項（該当するものに○を付けてください。） 

    ・開設者の住所及び氏名 

    ・施術所の名称 

    ・開設の場所（同一敷地内での移転に限る。） 

    ・業務に従事する施術者の氏名 

    ・構造設備の概要及び平面図 

 

      ⑴ 変更前 

       ⑵ 変更後 

 

第２号様式（第２条関係） 
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  ３ 変更年月日 

     年  月  日 

 

注１ 法人開設の住所・名称変更は、登記事項証明書を添付すること。 

２ 施術者の変更は免許証及び身分証明書の写しを添付し、原本を提示する

こと。 

３ 同一敷地内移転（住所変更を伴わない）の場合は、施術所開設届の（別

紙）構造設備の概要を添付すること。 
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年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           施術所（休止・廃止・再開）届 

次のとおり施術所を（休止・廃止・再開）したので、柔道整復師法第１９条第

２項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 

 

１ 施術所の名称 

 

２ 施術所の所在地 

 

電話番号    （    ） 

３ 休止・廃止・再開の理由 

 

４ 廃止・再開の年月日 

年   月   日 

 

５ 休止の予定期間 

             年   月   日 ～    年   月   日

第３号様式（第２条関係） 
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 甲府市健康増進法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市健康増進法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、健康増進法施行令（平成１４年政令第３６１号）及び健康

増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号。以下「省令」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（国民健康・栄養調査世帯指定の通知） 

第２条 省令第２条第２項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知

書（第１号様式）によるものとする。 

（特定給食施設の届出） 

第３条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式によらなければならな  

い。 

⑴ 法第２０条第１項の規定による届出 特定給食施設（開始・再開）届（第２

号様式） 

⑵ 法第２０条第２項前段の規定による届出 特定給食施設変更届（第３号様

式） 

⑶ 法第２０条第２項後段の規定による届出 特定給食施設（休止・廃止）届

（第４号様式） 

（管理栄養士必置施設の指定等） 

第４条 法第２１条第１項の規定により指定する施設には、管理栄養士必置指定通

知書（第５号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の施設が省令第７条各号の規定に該当しなくなったと認めるとき
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は、当該施設に係る指定を解除するとともに、その旨を管理栄養士必置指定解除

通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

（栄養管理状況の報告） 

第５条 法第２０条第１項に規定する特定給食施設の設置者は、当該施設における

栄養管理状況に関し、栄養管理報告書（第７号様式）により市長に報告しなけれ

ばならない。 

（その他） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

甲府市長         印  

 

 

国民健康・栄養調査世帯指定通知書 

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づく    年国民健康・栄養

調査の実施に当たり、同法第１１条により、あなたの世帯を調査世帯として指定

しましたので、調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただけますようお願い申し上

げます。 
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第２号様式（第３条関係） 

年  月  日 

          

（あて先）甲府市長    

          

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

特定給食施設（開始・再開）届 

特定給食施設において事業を（開始・再開）したので、健康増進法第２０条第

１項の規定により、次のとおり届け出ます。     

  

１ 給食施設の名称及び所在地  

 

２ 給食施設の種類 

 

３ 給食の開始日又は再開日 

        年   月   日 

 

４ １日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

区分 朝食 昼食 夕食 その他 合計 

給食数     食     食     食     食     食 

 

５ 管理栄養士及び栄養士の員数 
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第３号様式（第３条関係） 

年  月  日 

          

（あて先）甲府市長    

          

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

特定給食施設変更届 

特定給食施設の届出事項について変更したので、健康増進法第２０条第２項前

段の規定により、次のとおり届け出ます。      

 

１ 給食施設の名称及び所在地  

 

２ 変更日 

        年   月   日 

 

３ 変更事項 

変更前 
 

変更後 
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第４号様式（第３条関係） 

                             年  月  日 

          

（あて先）甲府市長    

          

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                    電話番号 

 

 

           特定給食施設（休止・廃止）届 

特定給食施設の事業を（休止・廃止）したので、健康増進法第２０条第２項後

段の規定により、次のとおり届け出ます。    

 

１ 給食施設の名称及び所在地  

 

 

２ 休止日又は廃止日 

 

 

３ 休止又は廃止の理由 

 

 

４ 再開予定日（休止の場合） 
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第５号様式（第４条関係） 

 

            管理栄養士必置指定通知書 

 

施設名 

 

所在地 

 

設置者名 

 

健康増進法第２１条第１項の規定により、貴施設を管理栄養士を置かなければ

ならない特定給食施設として指定します。 

 

指定番号 

 

 

 

       年     月    日 

 

          甲 府 市 長             印 
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第６号様式（第４条関係） 

 

           管理栄養士必置指定解除通知書 

 

施設名 

 

所在地 

 

設置者名 

 

健康増進法第２１条第１項の規定により、    年  月  日付け指定番

号第   号をもって、貴施設を管理栄養士を置かなければならない特定給食施

設として指定しましたが、指定の基準に該当しなくなりましたので、その指定を

解除します。 

 

 

             年     月    日 

 

             甲 府 市 長            印 
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第７号様式（その１）（第５条関係） 
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第７号様式（その２）（第５条関係） 
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第７号様式（その３）（第５条関係） 
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甲府市と畜場法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 

 

 

甲府市規則第１６号 

甲府市と畜場法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、と畜場法（昭和２８年法律第１１４号。以下「法」とい 

う。）の施行に関し、と畜場法施行令（昭和２８年政令第２１６号。以下「政

令」という。）及びと畜場法施行規則（昭和２８年厚生省令第４４号。以下「省

令」という。）並びに甲府市一般と畜場の構造設備の基準を定める条例（平成

３０年１２月条例第４３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（と畜場設置許可の申請等） 

第２条 法第４条第２項の申請書は、と畜場設置許可申請書（第１号様式）とす  

る。 

２ 法第４条第３項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出は、と畜場構造 

設備等変更届（第２号様式）によらなければならない。 

（と畜場の設置場所の基準） 

第３条 法第５条第１項第３号の規定による公衆衛生上の危害を生ずるおそれがあ 

ると認めると畜場の設置の場所は、次のとおりとする。ただし、衛生上の危害を

除去できる措置がとられていると市長が認めたときは、この限りでない。 

⑴ 低湿地等で排水が不良な場所 

⑵ 学校等多数の者が集合する施設に近接した場所 

（取引室の設置の基準） 

第４条 政令第１条第１号の規定による市長が必要と認める場合は、一般と畜場に 

おいてせり売りを行う場合とする。 
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（衛生管理責任者の設置又は変更の届出） 

第５条 法第７条第６項の規定による衛生管理責任者の設置又は変更の届出は、衛 

生管理責任者設置（変更）届（第３号様式）によらなければならない。 

（作業衛生責任者の設置又は変更の届出） 

第６条 法第１０条第２項において準用する法第７条第６項の規定による作業衛生 

責任者の設置又は変更の届出は、作業衛生責任者設置（変更）届（第４号様式）

によらなければならない。 

（と畜場使用料・とさつ解体料認可の申請等） 

第７条 法第１２条第１項前段の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の額の 

認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料認可申請書（第５号様

式）を市長に提出しなければならない。 

２ 法第１２条第１項後段の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の額の変更 

の認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料変更認可申請書（第

６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（自家用とさつの届出） 

第８条 法第１３条第１項第１号の規定による自家用とさつの届出は、自家用とさ 

つ届（第７号様式）により、当該とさつをしようとする日の５日前までに行わな

ければならない。 

（と畜場外とさつ許可の申請） 

第９条 政令第４条第２号の規定によると畜場以外の場所における獣畜のとさつの 

許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書（第８号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（牛の皮のと畜場外への持出し許可の申請等） 

第１０条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める様式によらなければならな 

い。 

⑴ 政令第５条第１項第１号の規定による牛の皮の持出しの許可の申請 牛の皮

のと畜場外への持出し許可申請書（第９号様式） 

⑵ 政令第５条第１項第２号の規定による牛の卵巣の持出しの許可の申請 牛の

卵巣のと畜場外への持出し許可申請書（第１０号様式） 

⑶ 政令第５条第１項第３号の規定による獣畜の肉等の持出しの許可の申請 獣
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畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書（第１１号様式） 

（と畜検査の申請） 

第１１条 政令第７条の申請書は、と畜検査申請書（第１２号様式）とする。 

（検印のと畜場番号） 

第１２条 省令第１７条の規定による検印のと畜場番号は、規則で定める。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             と畜場設置許可申請書 

と畜場法第４条第１項の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

と畜場の区別 一般 ・ 簡易 

処理する獣畜の種類及び１日

当たりの最高処理頭数 
 

食肉の取引を行おうとする場

合は、その概要 
 

付近５００ｍ以内の見取図 別添のとおり 

添付書類 

⑴ と畜場の構造設備の仕様書及び縮尺２００分の１の平面図を記載した書類 

⑵ と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事

項を記載した書類 

⑶ 用水の水質検査成績書 

⑷ 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し 
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第２号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             と畜場構造設備等変更届 

と畜場の構造設備等について、次のとおり変更したいので、と畜場法第４条第

３項の規定により届け出ます。 

    変更前    変更後 

申請者の住所（法人にあって

は、主たる事務所の所在地） 
  

申請者の氏名（法人にあって

は、名称及び代表者氏名） 
  

と畜場の名称   

と畜場の所在地   

処理する獣畜の種類及び１日

当たりの最高処理頭数 
  

食肉の取引の概要   

設置許可申請書に添付した書

類の記載事項のうち主な事項 
  

注１ 変更する事項についてのみ記載すること。 

 ２ と畜場の構造設備を変更する場合は、変更前及び変更後のと畜場の構造設

備の仕様書及び縮尺２００分の１の平面図を記載した書類を添付すること。 
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第３号様式（第５条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           衛生管理責任者設置（変更）届 

衛生管理責任者を設置（変更）したので、と畜場法第７条第６項の規定により

届け出ます。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

設置した（変

更後の）衛生

管理責任者 

氏名  

住所  

生年月日        年   月   日 

と畜場法第７条第
５項各号のいずれ
かに該当する旨 

 

変更前の衛生

管理責任者 

氏名  

住所  

生年月日          年   月   日 

変更の理由  

設置（変更）年月日       年   月   日 

注 衛生管理責任者がと畜場法第７条第５項各号のいずれかに該当することを証 

する書面の写しを添付すること。 
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第４号様式（第６条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           作業衛生責任者設置（変更）届 

作業衛生責任者を設置（変更）したので、と畜場法第１０条第２項において準

用する同法第７条第６項の規定により届け出ます。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

設置した（変

更後の）作業

衛生責任者 

氏名  

住所  

生年月日       年   月   日 

と畜場法第１０条第
２項において準用す
る同法第７条第５項
各号のいずれかに該
当する旨 

 

変更前の作業

衛生責任者 

氏名  

住所  

生年月日         年   月   日 

変更の理由  

設置（変更）年月日      年   月   日 

注 作業衛生責任者がと畜場法第１０条第２項において準用する同法第７条第５ 

項各号のいずれかに該当することを証する書面の写しを添付すること。 
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第５号様式（第７条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

         と畜場使用料・とさつ解体料認可申請書 

と畜場法第１２条第１項の規定によると畜場使用料・とさつ解体料の認可を受

けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地 
 

 

  と畜場使用料・とさつ解体料の額（１頭につき） 

  牛 と く  馬   豚  め ん 羊   山 羊 

と畜場使

用料 
   

   

とさつ解

体料 
   

   

注 料金認可の審査の基準となる資料（必要経費（減価償却費、修繕料、人件 

費、水道料、光熱費等）、税金及び収支予算に関する資料その他の参考資料） 

を添付すること。 
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第６号様式（第７条関係） 

                             年  月  日  

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

         と畜場使用料・とさつ解体料変更認可申請書 

と畜場法第１２条第１項の規定によると畜場使用料・とさつ解体料の額の変更

の認可を受けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

変更しようとすると畜場使用料・とさつ解体料の額（１頭につき）及びその理 

 由 

  牛 と く   馬   豚  め ん 羊   山 羊 

と畜場使

用料 
   

   

とさつ解

体料 
   

   

理由 

 

現に受けていると畜場使用料・とさつ解体料の額（１頭につき）及びその認可 

年月日 
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  牛 と く  馬   豚  め ん 羊   山 羊 

と畜場使

用料 
   

   

とさつ解

体料 
   

   

認可年月日      年   月   日 

注 料金認可の審査の基準となる資料（必要経費（減価償却費、修繕料、人件

費、水道料、光熱費等）、税金及び収支予算に関する資料その他の参考資料）

を添付すること。 
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第７号様式（第８条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               自家用とさつ届                

自家用にとさつしたいので、と畜場法第１３条第１項第１号の規定により届け

出ます。 

とさつしようと 

する日時 

獣畜の

種類 
性別 

年齢（不明の時は

推定年齢） 
特徴  重量 

      

食用に供しようとする者の範囲  

とさつしようとする場所及びそ

の付近２００メートル以内の見

取図 

別紙のとおり 

自己及び同居者以外の者の食用

に供しようとするときは、その

旨及び量 

 

注 ２人以上で共同の場合は、連名による届出とすること。 
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第８号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

            と畜場外とさつ許可申請書              

と畜場法施行令第４条第２号の規定によるとさつの許可を受けたいので、次の

とおり申請します。 

とさつし
ようとす
る日時 

とさつし
ようとす
る場所 

獣畜の種

類 
性別 

年齢（不明
の時は推定
年齢） 

特徴 重量 

       

と畜場以外の場所でとさつしなければならない理由 
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第９号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書 

と畜場法施行令第５条第１項第１号の規定による牛の皮のと畜場外への持出し

の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

牛の皮の持出しをしよ
うとする期間 

年 月 日から 年 月 日まで 

牛の皮の持出しを行う者等の概要 

持出しを行う者の氏名、

住所及び連絡先 

持出しを行う数

量の上限 

個体識別

方法 

運搬の方

法 

落下及び紛失

防止措置内容 

     

     

     

持ち出された牛の皮を保存する者等の概要 

保存する者の氏名、住
所及び連絡先 

保存を行う施設の名称、所
在地及び連絡先 

保存可能
量  

持出しを行う
者の氏名 
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と畜場の管理者等による牛

の皮の管理体制の確保のた

め必要な情報を適切に記録

するための措置の状況 

 

牛の皮の保存を行う施設に

おいて牛の皮の管理体制の

確保のため必要な情報を適

切に記録するための措置の

状況 

 

その他 

 

注１ 保存を行う施設が、化製場等に関する法律第３条第１項に規定する化製場 

又は同法第８条において準用する同法第３条第１項の規定による獣畜の皮の

貯蔵の施設の設置の許可を受けていることを証する書面の写しを添付するこ

と。 

２ 保存を行う施設の平面図を添付すること。（持ち出した牛の皮の保存場所 

を明示すること。） 
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第１０号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

         牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書 

と畜場法施行令第５条第１項第２号の規定による牛の卵巣のと畜場外への持出

しの許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

牛の卵巣の持出しをし

ようとする期間 
年 月 日から 年 月 日まで 

牛の卵巣の持出しを行う者等の概要 

持出しを行う者の氏

名、住所及び連絡先 

持出しを行う

数量の上限 

個体識別

方法 

運搬の方法 落下及び紛失防

止措置内容 

     

     

     

持ち出された牛の卵巣を保存する者等の概要 

保存する者の氏名、住

所及び連絡先 

保存を行う施設の名称、

所在地及び連絡先 

保存可能量 持出しを行う者

の氏名 
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と畜場の管理者等による牛の卵

巣の管理体制の確保のため必要

な情報を適切に記録するための

措置の状況 

 

牛の卵巣の保存を行う施設にお

いて牛の卵巣の管理体制の確保

のため必要な情報を適切に記録

するための措置の状況 

 

その他 

 

注１ 保存を行う施設が、家畜人工授精所である場合にあっては、家畜改良増殖

法第２４条の規定による家畜人工授精所の開設の許可を受けていることを証

する書面の写しを添付すること。 

２ 保存を行う施設の平面図を添付すること。（持ち出した牛の卵巣の保存場  

所を明示すること。） 
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第１１号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

        獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書 

と畜場法施行令第５条第１項第３号の規定による獣畜の肉等のと畜場外への持

出しの許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

と畜場の名称  

と畜場の所在地  

獣畜の肉等の持出しを行う年月日及び焼

却を行う年月日 
 

持ち出す部位及び量  

獣畜の肉等の持出しを行う者の氏名、住

所及び連絡先並びに運搬方法 
 

持ち出された獣畜の肉等を焼却する者の

氏名、住所及び連絡先 
 

持ち出された獣畜の肉等を焼却する施設

の名称、所在地及び連絡先 
 

と畜場の管理者等による獣畜の肉等の管

理体制の確保のため必要な情報を適切に

記録するための措置の状況 

 

焼却されたことを証明する方法  

その他  
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 注 焼却を行う施設が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき獣畜

  の肉等の焼却を適切に行うことができる施設であることを証する書面の写しを

  添付すること。 
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第１２号様式（第１１条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               と畜検査申請書 

と畜場法施行令第７条の規定により、と畜検査を申請します。 

注１ と畜場法第１３条第１項第２号又は第３号の規定によりとさつした獣畜を解

体しようとする揚合にあっては、当該獣畜をと畜場以外の場所でとさつした理

由、日時及び場所を記載した書面を添付すること。 

 ２ と畜場法第１３条第１項第３号の規定によりとさつした獣畜を解体しようと

する場合にあっては、死亡診断書又は死体検案書を添付すること。 

 ３ この用紙に記載しきれないときは、別の用紙を使用して記載すること。

番

号  

とさつ

解体年

月日  

種

類  

性

別  

品

種  

年齢（牛

にあって

は月齢）  

出生年月

日（牛に

限る。）  

特

徴  

産

地  

個体識別番

号（牛に限

る。） 

病歴に

関する

情報 

動物用医

薬品等の

使用の状

況 
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 甲府市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

甲府市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年 

法律第７０号。以下「法」という。）の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び

食鳥検査に関する法律施行令（平成３年政令第５２号）及び食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２年厚生省令第４０号。以下「省

令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（食鳥処理の事業の許可の申請） 

第２条 法第４条第１項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書（第１号様式）とす

る。 

（食鳥処理場の構造等の変更の許可の申請） 

第３条 法第６条第１項の規定による許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造

等変更許可申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

（食鳥処理の事業の許可事項の変更の届出） 

第４条 法第６条第３項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届（第３

号様式）によらなければならない。 

（承継の届出） 

第５条 法第７条第２項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届（第４号様

式）によらなければならない。 

（食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出） 

第６条 法第１２条第６項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置（変更）
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届（第５号様式）によらなければならない。 

（食鳥処理場の休廃止等の届出） 

第７条 法第１４条の規定による届出は、食鳥処理場（廃止・休止・再開）届（第

６号様式）によらなければならない。 

（食鳥検査の申請） 

第８条 省令第２７条第２項の申請書は、食鳥検査申請書（第７号様式）とする。 

（確認規程の認定の申請等） 

第９条 法第１６条第１項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定

申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 法第１６条第２項の規定による変更の認定を受けようとする者は、確認規程変

更認定申請書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 法第１６条第８項の規定による届出は、確認規程廃止届（第１０号様式）によ

らなければならない。 

（届出食肉販売業者の届出） 

第１０条 省令第３２条の届出書は、届出食肉販売業者届（第１１号様式）とす 

る。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             食鳥処理事業許可申請書 

  食鳥処理の事業の許可を受けたいので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に 

関する法律第４条の規定により、次のとおり申請します。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

処理する食鳥の種類  

食鳥処理場の構造及び設

備の概要 

敷地面積   ㎡ 建物の床面積       ㎡ 

延べ面積   ㎡ 食鳥処理場の床面積    ㎡ 

建物の種類 

木造・コンクリートブロック造・鉄

筋コンクリート造・その他

（             ） 

設備の内容  

法第５条第１項各号の該

当の有無 
 

添付書類 

⑴ 食鳥処理場の平面図 

⑵ 食鳥処理を行うための機械の配置図 

⑶ 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要 
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⑷ 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数 

⑸ 水道事業等により供給される水以外の水を使用する食鳥処理場にあって

は、水質検査の結果を証する書類の写し 

⑹ 法人にあっては、登記事項証明書 
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第２号様式（第３条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           食鳥処理場構造等変更許可申請書 

  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第６条第１項の規定による食 

鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

変
更
の
内
容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更の理由  

変更予定年月日         年   月   日 

添付書類 

  変更後の食鳥処理場の平面図又は食鳥処理を行うための機械の配置図 
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第３号様式（第４条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

            食鳥処理事業許可事項変更届 

  食鳥処理の事業の許可事項を変更したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検 

査に関する法律第６条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

変
更
の
内
容 

変更事項  

変更前  

変更後  

変更の理由  

変更予定年月日         年   月   日 

添付書類 

  法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更の場合にあっては、法人 

の登記事項証明書 
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第４号様式（その１）（第５条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名              ㊞ 

生年月日     年   月   日生 

被相続人との続柄 

電話番号 

 

 

             食鳥処理業者地位承継届 

  食鳥処理業者の地位を相続により承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食 

鳥検査に関する法律第７条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

被相続人に関す
る事項 

住所  

氏名  

相続開始の年月日         年   月   日 

添付書類 

  ⑴ 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 

  ⑵ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により食鳥処理業者 

の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意

書 
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第４号様式（その２）（第５条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

             食鳥処理業者地位承継届 

  食鳥処理業者の地位を合併により承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食 

鳥検査に関する法律第７条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

合併により消滅

した法人に関す

る事項 

所在地  

名称  

代表者の氏名  

合併の年月日      年   月   日 

添付書類 

  登記事項証明書 
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第４号様式（その３）（第５条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

主たる事務所の所在地             

               名        称 

代 表 者 の 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

             食鳥処理業者地位承継届 

  食鳥処理業者の地位を分割により承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食 

鳥検査に関する法律第７条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

分割前の法人

に関する事項 

所在地  

名称  

代表者の氏名  

分割の年月日         年   月   日 

添付書類 

  登記事項証明書 
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第５号様式（第６条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

          食鳥処理衛生管理者配置（変更）届 

  食鳥処理衛生管理者を配置（変更）したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥 

検査に関する法律第１２条第６項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

配置した（変

更後の）食鳥

処理衛生管理

者 

氏名 生年月日 

住所  

法第１２条第５項

各号のいずれかに

該当する旨 

 

（変更前の）

食鳥処理衛生

管理者 

氏名 生年月日 

住所  

変更の理由  

配置変更年月日        年   月   日 

添付書類 

  食鳥処理衛生管理者が法第１２条第５項各号のいずれかに該当することを証す 

る書面の写し 
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第６号様式（第７条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           食鳥処理場（廃止・休止・再開）届 

  食鳥処理場を（廃止・休止・再開）したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥 

検査に関する法律第１４条の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

廃止（再開）年月日        年   月   日 

休止期間 
       年   月   日から 

       年   月   日まで  日間 

廃止・休止・再開の理由  
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第７号様式（第８条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               食鳥検査申請書 

  食鳥検査を受けたいので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施 

行規則第２７条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

食鳥をとさつしようとする年月日 年   月   日 

食鳥検査を受け

ようとする食鳥 

種類 品種 羽数 産地 
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第８号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

              確認規程認定申請書 

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１６条第１項の規定による

認定を受けたいので、次のとおり確認規程を添えて申請します。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  
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第９号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             確認規程変更認定申請書 

  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１６条第２項の規定による 

食鳥処理場に係る確認規程の変更の認定を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

変更の内容 

変更前  

変更後  

変更の理由  
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第１０号様式（第９条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               確認規程廃止届                

 食鳥処理場に係る確認規程を廃止したいので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律第１６条第８項の規定により、次のとおり届け出ます。 

食鳥処理場の名称  

食鳥処理場の所在地  

廃止しようとする年月日         年   月   日 

廃止の理由  
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第１１号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

              届出食肉販売業者届 

  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１７条第１項第４号の規定 

により、次のとおり届け出ます。 

食鳥とたいの主な入手先

（住所・氏名） 
 

食鳥とたいの主な販売先

（住所・氏名） 
 

添付書類 

食品衛生法施行令第３５条第１２号に規定する食肉販売業の許可を受けている

ことを証する書面の写し 
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甲府市食品衛生法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

   甲府市食品衛生法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」とい  

う。）の施行に関し、食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）及び食品

衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。以下「省令」という。）並びに

甲府市食品衛生法施行条例（平成３０年１２月条例第３６号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（へい死した獣畜の肉等の検査員） 

第２条 法第９条第１項ただし書の規定による当該職員は、獣畜にあってはと畜場

法（昭和２８年法律第１１４号）第１９条の規定によると畜検査員とし、家き

んにあっては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成

２年厚生省令第４０号）第４９条の規定による食鳥検査員とする。 

（食品衛生管理者に関する届出） 

第３条 省令第４９条第１項の届書は、食品衛生管理者設置（変更）届（第１号様

式）とする。 

（営業許可の申請） 

第４条 省令第６７条第１項の申請書は、営業許可申請書（第２号様式）とする。 

２ 省令第６７条第２項の申請書は、営業継続許可申請書（第３号様式）とする。 

（許可書の交付等） 

第５条 市長は、法第５２条第１項の許可をしたときは、許可書を交付するものと

する。 

２ 前項の許可書の交付を受けた者は、営業所の見やすい場所に当該許可書又はそ
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の写しを掲示しておかなければならない。 

（相続による地位の承継の届出） 

第６条 省令第６８条第１項の届出書は、相続による地位承継届（第４号様式）と

する。 

（合併による地位の承継の届出） 

第７条 省令第６９条第１項の届出書は、合併による地位承継届（第５号様式）と

する。 

（分割による地位の承継の届出） 

第８条 省令第７０条第１項の届出書は、分割による地位承継届（第６号様式）と

する。 

（申請事項の変更の届出） 

第９条 省令第７１条の規定による届出は、営業許可申請事項変更届（第７号様

式）を当該変更があった日から１０日以内に提出して行うものとする。 

 （衛生管理に関する届出） 

第１０条 法第５２条第１項の許可を受けた者（以下「許可営業者」という。）  

は、危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を開始したときは、危害分析・

重要管理点方式を用いた衛生管理開始届（第８号様式）により、市長に届け出な

ければならない。 

２ 許可営業者は、危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を廃止したとき 

は、危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理廃止届（第９号様式）により、

市長に届け出なければならない。 

 （営業の休止等の届出） 

第１１条 許可営業者は、営業を３０日以上休止しようとするとき、又は休止した

営業を再開しようとするときは、営業休止・再開届（第１０号様式）により、

市長に届け出なければならない。 

２ 許可営業者は、営業を廃止したときは、許可書を添えて、営業廃止届（第１１

号様式）により、１０日以内に市長に届け出なければならない。 

 （食品衛生責任者の選任の届出等） 

第１２条 許可営業者（法第４８条第１項の規定により食品衛生管理者を置かなけ

ればならない営業者を除く。次項において同じ。）は、営業の施設ごとに食品
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及び添加物を取り扱う従事者のうちから食品衛生に関する責任者（以下「食品

衛生責任者」という。）を選任し、又はこれを変更したときは食品衛生責任者

選任（変更）届（第１２号様式）により、食品衛生責任者の氏名又は住所に変

更のあったときは食品衛生責任者氏名（住所）変更届（第１３号様式）により

市長に届け出なければならない。 

２ 許可営業者は、食品衛生責任者の氏名を標識（第１４号様式）により、営業の

施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

 （水質検査） 

第１３条 条例別表第１第１号ケ（ア） 及び（イ） の規定による水質検査は、法第１１

条第

１項の規定に基づき食品及び添加物に関し厚生労働大臣が定める規格基準（第

１７条第１号及び第２号において「食品等規格基準」という。）に規定する食

品の製造に使用する水に係る検査の項目のうち、使用する水が飲用に適するか

否かを確認するために必要な項目として市長が別に定めるものについて行うも

のとする。 

 （食品衛生責任者の講習会の受講の時期） 

第１４条 許可営業者は、食品衛生責任者を選任し、又は変更したときは、当該選

任又は変更の日から６月以内に、当該食品衛生責任者に条例別表第１第１号コ

（イ） の規定により市長が指定する講習会を受けさせるものとする。 

 （条例別表第１第１号コ（イ） ｄの規則で定める者） 

第１５条 条例別表第１第１号コ（イ） ｄの規則で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

⑴ 法第４８条第１項に規定する食品衛生管理者となることができる者 

⑵ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）

第１２条第１項に規定する食鳥処理衛生管理者となることができる者 

⑶ と畜場法第７条第１項に規定する衛生管理責任者となることができる者 

⑷ 都道府県、法第２条第１項に規定する保健所を設置する市又は特別区の条例

又は規則に基づく食品衛生に関する講習会を受けた者 

⑸ 前各号に掲げる者と同等の知識を有すると市長が認めた者 

 （検食の保存等） 
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第１６条 条例別表第１第１号セの規則で定める営業は、弁当屋、仕出し屋及び旅

館とする。 

２ 条例別表第１第１号セの規定による検食の保存は、次の各号に掲げる営業の区

分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、検

食は、摂氏１０度以下で７２時間以上保存するものとする。 

⑴ 弁当屋及び仕出し屋 調理の都度行うこと。 

⑵ 旅館 食品を供与する者の数が１回当たり３０人以上である場合に行うこ 

と。 

（製品の安全性の確保のための検査） 

第１７条 条例別表第２第１号カ（コ） の製品の検査は、次に掲げる項目のうち、当

該製品の安全性を確認するために必要な項目として市長が別に定めるものにつ

いて行うものとする。 

⑴ 食品等規格基準に規定する食品の成分規格の基準に係る項目 

⑵ 食品等規格基準に規定する添加物の成分規格の基準及び使用基準に係る項目 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる検査の項目 

ア 細菌学的検査 

イ 理化学的検査 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                   電話番号 

 

 

           食品衛生管理者設置（変更）届 

 食品衛生管理者を次のとおり設置（変更）したので、食品衛生法第４８条第８

項の規定により届け出ます。 

 

  １ 食品衛生法施行令第１３条に規定する食品又は添加物の別 

 

  ２ 営業施設の名称及び所在地 

 

  ３ 食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日 

 

  ４ 食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容 

 

  ５ 食品衛生管理者の設置又は変更年月日 

 

添付書類 

   ⑴ 食品衛生管理者の履歴書 

   ⑵ 食品衛生管理者となる資格があることを証明する書類 

   ⑶ 営業者に対する関係を証する書面 
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第２号様式（第４条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                   電話番号 

 

               営業許可申請書 

食品衛生法第５２条第１項の規定による営業の許可を受けたいので、次のとお

り申請します。 

営業所の所在地   

営業所の名称等   

営業設備の大要  

営業の種類 備考 

１      

２      

３      

４      

５      

申
請
者
の
欠
格
事
項 

⑴ 食品衛生法又は同法に基づく処分に違

反して刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して２年を経過しないこと。 

有 内容        

 

 無 

⑵ 食品衛生法第５４条から第５６条まで

の規定により許可を取り消され、その取

消しの日から起算して２年を経過しない

こと。 

有 内容        

 

 無 
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 備考 法人の役員であってその業務を行うものが欠格事項に該当するときは、申 

請者に欠格事項があるものとして記載すること。 

 添付書類 

  ⑴ 水質検査成績書（水道水を使用する場合を除く。） 

  ⑵ 製造業にあっては、製造方法の概要 
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第３号様式（第４条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名            ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                   電話番号 

 

              営業継続許可申請書 

  食品衛生法第５２条第１項の規定による営業の継続の許可を受けたいので、次

のとおり申請します。 

営業所の所在地   

営業所の名称等   

許可番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

１       

２       

３       

４       

５       

申
請
者
の
欠
格
事
項 

⑴ 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して

刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から起算して２年を

経過しないこと。 

有  内容      

 

 無 

⑵ 食品衛生法第５４条から第５６条までの規定

により許可を取り消され、その取消しの日から

起算して２年を経過しないこと。 

有  内容      

 

 無 
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 備考 

１ 許可番号及び許可年月日の欄は、現に受けている許可の番号及び許可年月

日を記載すること。 

２ 法人の役員であってその業務を行うものが欠格事項に該当するときは、申

請者に欠格事項があるものとして記載すること。 

 添付書類 

  水質検査成績書（水道水を使用する場合を除く。） 
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第４号様式（第６条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

                   電話番号 

                   被相続人との続柄 

 

 

             相続による地位承継届 

 次のとおり相続による許可営業者の地位の承継をしたので、食品衛生法第５３

条第２項の規定により届け出ます。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

  ２ 相続開始の年月日 

 

  ３ 営業所の所在地 

 

  ４ 営業の種類 

 

  ５ 現に受けている営業許可の番号及び許可年月日 

 

添付書類 

⑴ 戸籍謄本 

⑵ 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業所

の地位を承継すべき相続人として選定された者にあってはその全員の同意

書 
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第５号様式（第７条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                 所 在 地 

                  名 称 

代表者の氏名           ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

             合併による地位承継届 

  次のとおり合併による許可営業者の地位の承継をしたので、食品衛生法第５３

条第２項の規定により届け出ます。 

 

  １ 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 

  ２ 合併の年月日 

 

  ３ 営業所の所在地 

 

  ４ 営業の種類 

 

  ５ 現に受けている営業許可の番号及び許可年月日 

 

 

添付書類 

合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書 
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第６号様式（第８条関係） 

                                    年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                 所 在 地 

                  名 称 

代表者の氏名           ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

             分割による地位承継届 

  次のとおり分割による許可営業者の地位の承継をしたので、食品衛生法第５３

条第２項の規定により届け出ます。 

 

  １ 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 

  ２ 分割の年月日 

 

  ３ 営業所の所在地 

 

  ４ 営業の種類 

 

  ５ 現に受けている営業許可の番号及び許可年月日 

 

 

添付書類 

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 
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第７号様式（第９条関係） 

                                                    年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                   電話番号 

 

 

             営業許可申請事項変更届 

         住所又は氏名 

 次のとおり  営業所の名称、屋号又は商号 を変更したので、食品衛生法施 

        営業設備の大要 

行規則第７１条の規定により届け出ます。 

営業所の所在地   

営業所の名称等   

許可番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

１       

２       

３       

４       

５       

変更年月日            年    月    日 

変更内容 

変更事項  

変更前  

変更後  

 備考 
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１ 許可番号及び許可年月日の欄は、現に受けている許可の番号及び許可年月 

日を記載すること。 

２ 営業設備の変更の場合は、変更の部分を朱筆した平面図を添付すること。 
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第８号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

       危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理開始届 

  次のとおり危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を開始したので、甲府

市食品衛生法施行細則第１０条第１項の規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

 

  ２ 営業の種類 

 

 

  ３ 許可番号及び許可年月日 

 

 

  ４ 開始の年月日 
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第９号様式（第１０条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

       危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理廃止届 

 次のとおり危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を廃止したので、甲府

市食品衛生法施行細則第１０条第２項の規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

 

  ２ 営業の種類 

 

 

  ３ 許可番号及び許可年月日 

 

 

  ４ 廃止の年月日 
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第１０号様式（第１１条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

              営業休止・再開届 

  次のとおり営業を（休止・再開）するので、甲府市食品衛生法施行細則第１１

条第１項の規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

  ２ 営業の種類 

 

  ３ 許可番号及び許可年月日 

 

  ４ 営業の（休止・再開）をしようとする年月日 

 

  ５ 営業の再開予定年月日（休止の場合に限る。） 

 

  ６ 営業の休止（再開）をしようとする理由 
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第１１号様式（第１１条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

                営業廃止届 

  次のとおり営業を廃止したので、甲府市食品衛生法施行細則第１１条第２項の

規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

  ２ 営業の種類 

 

  ３ 許可番号及び許可年月日 

 

  ４ 営業の廃止年月日 
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第１２号様式（第１２条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名            ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

           食品衛生責任者選任（変更）届 

  次のとおり食品衛生責任者を選任（変更）したので、甲府市食品衛生法施行細

則第１２条第１項の規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

  ２ 営業の種類 

 

  ３ 食品衛生責任者の氏名、住所及び生年月日 

 

  ４ 食品衛生責任者の選任（変更）年月日 

 

 ５ 食品衛生責任者の指定講習会の受講状況 

⑴ 指定講習会の受講 

   （ 有：    年   月   日 ・ 無 ） 

⑵ 指定講習会の免除 

   （ 栄養士・調理師・製菓衛生師・その他：        ） 
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添付書類 

指定講習会の受講を免除される者であることを証する書面 

（届出に係る食品衛生責任者が指定講習会を受講しない場合に限る。） 
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第１３号様式（第１２条関係） 

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

 

                   住  所 

                   氏  名            ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 

          食品衛生責任者氏名（住所）変更届 

  次のとおり食品衛生責任者の氏名（住所）に変更があったので、甲府市食品衛

生法施行細則第１２条第１項の規定により届け出ます。 

 

  １ 営業施設の所在地及び名称 

 

  ２ 営業の種類 

 

  ３ 変更のあった事項（氏名・住所） 

     変更前 

 

     変更後 

 

  ４ 変更年月日 
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第１４号様式（第１２条関係） 

 

 

は、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出す 

 食
品
衛
生
責
任

者 
 

 

１
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

3.5 センチメートル 
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甲府市医療法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

甲府市医療法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。） 

の施行に関し、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号。以下「政令」とい

う。）、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号。以下「省令」とい

う。）及び甲府市医療法施行条例（平成３０年１２月条例第４５号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（申請書及び届書の様式） 

第２条 法、政令及び省令の規定による申請又は届出に係る書類の様式は、次のと

おりとする。 

⑴ 省令第１条の１４第１項の申請書 診療所開設許可申請書（第１号様式） 

⑵ 法第７条第２項の規定による許可の申請 病院（診療所・助産所）開設許可

事項変更許可申請書（第２号様式） 

⑶ 政令第４条第１項の規定による届出 病院（診療所・助産所）開設許可事項

変更届（第３号様式） 

⑷ 省令第２条第１項の申請書 助産所開設許可申請書（第４号様式） 

⑸ 政令第４条の２第１項の規定による届出 病院（診療所・助産所）開設届

（第５号様式） 

⑹ 法第８条の規定による届出 診療所開設届（第６号様式） 

⑺ 法第８条の規定による届出 助産所開設届（第７号様式） 

⑻ 政令第４条の２第２項の規定による届出 病院（診療所・助産所）届出事項

変更届（第８号様式） 
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⑼ 政令第４条第３項の規定による届出 診療所（助産所）届出事項変更届（第

９号様式） 

⑽ 法第８条の２第２項又は法第９条第１項の規定による届出 病院（診療所・

助産所）廃止（休止・再開）届（第１０号様式） 

⑾ 法第９条第２項の規定による届出 病院（診療所・助産所）開設者死亡（失

踪）届（第１１号様式） 

⑿ 法第１８条ただし書の規定による許可の申請 専属薬剤師設置免除許可申請

書（第１２号様式） 

⒀ 省令第８条の申請書 病院（診療所・助産所）管理免除許可申請書（第１３

号様式） 

⒁ 省令第９条第１項の申請書 病院（診療所・助産所）管理者兼任許可申請書

（第１４号様式） 

⒂ 法第２７条の規定による施設使用の許可の申請 病院（診療所・助産所）使

用許可申請書（第１５号様式） 

⒃ 省令第９条の１５の２の規定による認定の申請 病院宿直免除認定申請書 

（第１６号様式） 

⒄ 省令第２４条の２の届出書 診療用エックス線装置備付届（第１７号様式） 

⒅ 省令第２５条の届出書 診療用高エネルギー放射線発生装置備付届（第１８

号様式） 

⒆ 省令第２５条の２の規定による届出書 診療用粒子線照射装置備付届（第 

１９号様式） 

⒇ 省令第２６条の届出書 診療用放射線照射装置備付届（第２０号様式） 

（２１） 省令第２７条の届出書 診療用放射線照射器具備付届（第２１号様式） 

（２２）  省令第２７条の２の届出書 放射性同位元素装備診療機器備付届（第２２号

様式） 

（２３） 省令第２８条の届出書 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素備付届（第２３号様式） 

（２４） 省令第２４条第１０号に該当する場合における省令第２９条第１項の届出

書 診療用エックス線装置変更届（第２４号様式） 

（２５） 省令第２９条第２項の届出書 診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用
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粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位

元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素変更届（第２５号様式） 

（２６）  省令第２４条第１２号に該当する場合（診療用エックス線装置に関するもの

に限る。）における省令第２９条第１項の届出書 診療用エックス線装置廃止

届（第２６号様式） 

（２７） 省令第２４条第１２号に該当する場合（診療用エックス線装置に関するもの

を除く。）における省令第２９条第１項及び省令第２９条第３項（１０日以内

に提出するものに限る。）の届出書 診療用高エネルギー放射線発生装置・診

療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性

同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素廃止届（第２７号様式） 

（ ２ ８ ） 省令第２９条第３項（３０日以内に提出するものに限る。）の届出書 診療

用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届（第

２８号様式） 

（２９）  省令第２７条第３項及び省令第２８条第２項の届出書 診療用放射線照射器

具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予

定届（第２９号様式） 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

               

             診療所開設許可申請書 

  次のとおり診療所を開設したいので、医療法第７条第１項の規定による許可を 

関係書類を添えて申請します。 

 

  １ 診療所の名称 

 

  ２ 開設の場所 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 診療科名 

 

  ４ 開設の予定年月日       年  月  日 

 

  ５ 開設の目的 

 

  ６ 維持の方法 
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  ７ 従業員の定員 

  

 

 

 

 

 

 

８ 敷地の面積 

                   ㎡ 

  ９ 建物の構造概要 

 建物別名称    構造概要  建築面積  延べ面積 

     造   階建て          ㎡           ㎡ 

    

    

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合 

   造  階建てのうち   階   室（   号室） ㎡ 

１０ 診察室 

    診療科名    室面積 処置室兼用の場合その部分 

         ㎡  

１１ 処置室（診療室兼用の場合を除く） 

      処置室名        室面積 

                 ㎡ 

１２ 歯科技工室 

室面積 照明設備 
給水・火気

設備 
防火設備 防塵設備 

その他の

設備 

    ㎡      

 

医
師 

歯
科
医
師 

薬
剤
師 

看
護
師 

准
看
護
師 

助
産
師 

診
療
放
射
線

技
師 

理
学
療
法
士 

作
業
療
法
士 

臨
床
検
査
技

師 歯
科
衛
生
士 

歯
科
技
工
士 

栄
養
士 

調
理
員 

事
務
員 

そ
の
他 

合
計 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  
人 

  
人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 

  

人 
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１３ 調剤所 

 室面積  採光面積 外気開放面積  給水箇所 
麻薬金庫の

有・無 

     ㎡          ㎡          ㎡        箇所  有・無 

    冷暗所の構造・容積       備付け天秤 

（構造）       

（容積）           ㎥ 

感量    １０ mg         台 

  ５００ mg         台 

        mg         台 

１４ 手術室及び準備室 

室
名 

室
面
積 

          構造・設備 

手術台 内壁  
床の排

水設備 

照明設

備 

暖房設

備 

手洗い 

滅菌装

置 

防蝿 

設備 

手 術 室   ㎡     台       

準 備 室    ㎡         

１５ エックス線使用室 

エ
ッ
ク
ス
線
使
用
室 

面積 室内の構造の概要 
操作室

の面積 

暗室の 

面積 
 暗室の設備 

  ㎡     ㎡    ㎡  

１６ 給水施設 

 水道・井戸の別     給水施設を有する室又は場所の名称 

  

１７ 防火設備及び消火設備 

   防火設備     消火設備    その他 
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１８ その他の設備 

医局        ㎡ 看護師事務室        ㎡ 

事務室        ㎡ 待合室        ㎡ 

        ㎡         ㎡ 

添付書類 

⑴ 定款、寄付行為又は条例の写し 

   ⑵ 敷地の平面図及び敷地周辺の見取図 

   ⑶ 建物の平面図 

 

注１ 添付書類⑴については、開設者が法人である場合に添付すること。 

２ 添付書類⑶については、各室の名称又は用途を記入すること。 
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第２号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）開設許可事項変更許可申請書 

  次のとおり開設許可事項の一部を変更したいので、医療法第７条第２項の規定 

による許可を申請します。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 変更しようとする理由 

 

 ４ 変更しようとする内容 

⑴ 変更事項 

⑵ 変更前 

⑶ 変更後 

 

  ５ 変更の予定年月日 
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  ６ 平面図 

    別添のとおり 

注 建物の構造概要及び平面図に変更がない場合は、平面図は不要 
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第３号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）開設許可事項変更届 

  次のとおり許可事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条第１項の規 

定により届け出ます。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

  ２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 変更の理由 

 

  ４ 変更内容 

⑴ 変更事項 

⑵ 変更前 

⑶ 変更後 

 

  ５ 変更の年月日 
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第４号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

              助産所開設許可申請書 

  次のとおり助産所を開設したいので、医療法第７条第１項の規定による許可を 

関係書類を添えて申請します。 

 

  １ 助産所の名称 

 

  ２ 開設の場所 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 開設の予定年月日       年  月  日 

 

４ 従業員の定員 

 

 

 

 

 

 

助
産
師 

    

そ
の
他 

合 

計 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 
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 ５ 敷地の面積 

                   ㎡ 

 ６ 建物の構造概要 

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積 

   造    階建て          ㎡            ㎡ 

    

    

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合 

   造  階建てのうち   階   室（   号室） ㎡ 

  ７ 入所室 

階別 部屋番号 入所定員 床面積 
一人あたりの

床面積 

     階      号      人      ㎡      ㎡ 

     

８ 分娩室及び新生児入浴施設 

分娩室 

室面積 構造・設備 
新生児入浴

施設 

室面積 構造・設備 

   ㎡     ㎡  

９ 給水施設 

 水道・井戸の別    給水施設を有する室又は場所の名称 

  

１０ 汚物処理施設 

             施設数及び構造概要 

   焼却炉    浄化槽    汚物溜    その他 
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１１ 被服、寝具等の消毒施設 

 室面積    消毒室の構造概要    消毒方法及び設備 

     ㎡   

１２ 洗濯施設 

 室面積  構造概要  洗濯設備  乾燥設備  その他 

         ㎡     

１３ 防火設備及び消火設備 

     防火設備       消火設備       その他 

   

１４ その他の設備 

    事務室              ㎡   待合室              ㎡ 

    宿直室              ㎡               ㎡ 

              ㎡               ㎡ 

１５ 添付書類 

   ⑴ 定款、寄付行為又は条例の写し 

   ⑵ 敷地の平面図及び敷地周辺の見取図 

   ⑶ 建物の平面図 

 

注１ 添付書類⑴については、開設者が法人である場合に添付すること。 

２ 添付書類⑶については、次の事項を記入すること。 

    ・各室の名称又は用途 

    ・各入所室の番号、入所定員数及び内法によって測定した面積 
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第５号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           病院（診療所・助産所）開設届 

     年  月  日付け   指令    第     号で開設許可され 

た病院（診療所・助産所）について、次のとおり開設したので、医療法施行令第

４条の２第１項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 開設の年月日         年  月  日 

 

 

４ 管理者 

     住所 

     氏名 
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５ 診療に従事する医師又は歯科医師 

氏名 担当診療科名 診療日 診療時間 

    

    

    

  ６ 勤務薬剤師 

氏名 専属・非専属の別 非専属の場合の勤務形態 

   

   

  ７ 業務に従事する助産師 

氏名 勤務の日 勤務時間 

   

   

  ８ 嘱託医師・病院・診療所（分娩を取り扱う助産所に限る） 

氏名・名称 住所 

  

  

９ 添付書類 

   ⑴ 医師免許証、歯科医師免許証及び助産師免許証の写し 

   ⑵ 嘱託医師・病院・診療所の承諾書 

注 添付書類⑴については、原本を提示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 817 -



第６号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

              診療所開設届 

  次のとおり診療所を開設したので、医療法第８条の規定により関係書類を添え 

て届け出ます。 

  １ 名称 

 

  ２ 開設の場所 

電話番号      （     ） 

  ３ 診療科名 

 

  ４ 開設の年月日       年  月  日 

 

  ５ 開設者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しく

は診療所に勤務する場合 

名称  

所在地  

開設・管理・勤務の別  
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６ 同時に２つ以上の病院又は診療所を開設する場合 

名称  

所在地  

７ 管理者 

     住所 

     氏名 

８ 従業員の定員 

９ 診療に従事する医師又は歯科医師 

氏名 担当診療科名 診療日 診療時間 

    

    

    

１０ 勤務薬剤師 

氏名 専属・非専属の別 非専属の場合の勤務形態 

   

   

１１ 業務に従事する助産師 

氏名 勤務の日 勤務時間 

   

   

医
師 

歯
科
医
師 

薬
剤
師 

看
護
師 

准
看
護
師 

助
産
師 

診
療
放
射
線

技
師 

臨
床
検
査
技

師 作
業
療
法
士 

理
学
療
法
士 

歯
科
衛
生
士 

歯
科
技
工
士 

栄
養
士 

事
務
員 

そ
の
他 

合
計 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 
人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 
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１２ 敷地の面積 

                 ㎡ 

 

１３ 建物の構造概要 

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積 

   造    階建て          ㎡           ㎡ 

   造    階建て          ㎡           ㎡ 

   造    階建て          ㎡           ㎡ 

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合 

   造  階建てのうち   階   室（   号室） ㎡ 

１４ 診察室 

診療科名 室面積 
処置室兼用の

場合その部分 
診療科名  室 面 積  

処置室兼用の場

合その部分 

       ㎡       ㎡   

１５ 処置室（診療室兼用の場合を除く。） 

  処置室名   室面積   処置室名     室面積 

       ㎡         ㎡ 

１６ 歯科技工室 

室面積 照明設備 
給水・火

気設備 
防火設備 防塵設備 

その他の設

備 

    ㎡      

１７ 調剤所 

室面積  採光面積 外気開放面積 給水箇所 
麻薬金庫の

有・無 

        ㎡          ㎡           ㎡        箇所  有・無 

    冷暗所の構造・容積       備付け天秤 
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（構造）       

（容積）           ㎥ 

     １０ mg        台 

感量   ５００ mg        台 

       mg         台 

１８ 手術室及び準備室 

 

室
名 

 

室
面
積 

          構造・設備 

手術台 内壁 
床の排

水設備 

照明設

備 

暖房設

備 

手洗い 

滅菌装

置 

防蝿設

備 

手 術 室    ㎡     台       

準 備 室    ㎡         

１９ 給水施設 

 水道・井戸の別     給水施設を有する室又は場所の名称 

  

２０ 防火設備及び消火設備 

     防火設備      消火設備       その他 

   

２１ 添付書類 

   ⑴ 医師免許証、歯科医師免許証の写し 

⑵ 開設者の臨床研修修了登録証の写し 

  ⑶ 敷地の平面図及び敷地周辺の見取図 

   ⑷ 建物の平面図 

注１ 添付書類⑴及び⑵については、原本照を提示すること。 

２ 添付書類⑷については、各室の名称又は用途を記入すること。 
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第７号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

               助産所開設届 

  次のとおり助産所を開設したので、医療法第８条の規定により関係書類を添え 

て届け出ます。 

 

  １ 助産所の名称 

 

  ２ 開設の場所 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 開設の年月日       年  月  日 

 

  ４ 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助

産所に勤務する場合 

名称  

所在地  

開設・管理・勤務の別  
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５ 同時に２つ以上の助産所を開設する場合 

名称  

所在地  

６ 管理者 

     住所 

     氏名 

 

７ 従業員の定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 業務に従事する助産師 

氏名 勤務の日 勤務時間 

   

   

  ９ 嘱託医師・病院・診療所（分娩を取り扱う助産所に限る。） 

氏名・名称 住所 

  

  

１０ 敷地の面積 

                   ㎡ 

１１ 建物の構造概要 

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積 

   造    階建て          ㎡          ㎡ 

助
産
師 

     
そ
の
他 

合
計 

 

人 

 

人 

 
人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 
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   造    階建て          ㎡          ㎡ 

   造    階建て          ㎡          ㎡ 

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合 

   造  階建てのうち   階   室（   号室） ㎡ 

１２ 入所室 

階別 部屋番号 入所定員 床面積 
一人あたりの

床面積 

     階      号      人      ㎡      ㎡ 

     

１３ 分娩室及び新生児入浴施設 

分娩室 

室面積 構造・設備 
新 生 児 

入 浴 施 設 

室面積 構造・設備 

      ㎡      ㎡  

１４ 給水施設 

 水道・井戸の別     給水施設を有する室又は場所の名称 

  

１５ 汚物処理施設 

            施設数及び構造概要 

   焼却炉    浄化槽    汚物溜    その他 

    

１６ 被服、寝具等の消毒施設 

  室面積   消毒室の構造概要    消毒方法及び設備 

     ㎡   

１７ 洗濯施設 

  室面積  構造概要  洗濯設備  乾燥設備  その他 
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     ㎡     

１８ 防火設備及び消火設備 

     防火設備       消火設備        その他 

   

添付書類 

  ⑴ 助産師免許証の写し 

  ⑵ 敷地の平面図及び敷地周辺の見取図 

  ⑶ 建物の平面図 

  ⑷ 嘱託医師・病院・診療所の承諾書 

注１ 添付書類⑴については、原本を提示すること。 

注２ 添付書類⑶については、次の事項を記入すること。 

   ・各室の名称又は用途 

   ・各入所室の番号、入所定員数及び内法によって測定した面積 
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第８号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）届出事項変更届 

  次のとおり届出事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条の２第２項 

の規定により届け出ます。 

 

 １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

  ２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

３ 変更の理由 

 

  ４ 変更内容 

⑴ 変更事項 

    ⑵ 変更前 

   ⑶ 変更後 

 

  ５ 変更の年月日 

      年   月   日 
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第９号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療所（助産所）届出事項変更届 

  次のとおり届出事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条第３項の規 

定により届け出ます。 

 

  １ 診療所（助産所）の名称 

 

  ２ 診療所（助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 変更の理由 

 

４ 変更内容 

⑴ 変更事項 

⑵ 変更前 

   ⑶ 変更後 

 

  ５ 変更の年月日 

          年   月   日 
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第１０号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）廃止（休止・再開）届 

  病院（診療所・助産所）を次のとおり廃止（休止・再開）したので、医療法第 

９条第１項（第８条の２第２項）の規定により届け出ます。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 廃止（休止・再開）の理由 

 

４ 廃止（休止・再開）の年月日 

           年   月   日 

 

  ５ 休止の場合はその予定期間 

             年   月   日 ～    年   月   日 
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第１１号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

届出者 住所                

氏名              ㊞ 

                   死亡者（失踪者）との続柄 

 

 

病院（診療所・助産所）開設者死亡（失踪）届 

  次のとおり病院（診療所・助産所）の開設者が死亡（失踪）しましたので、医 

療法第９条第２項の規定により届け出ます。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

         電話番号      （     ） 

  ３ 死亡（失踪）の年月日 

              年   月   日 

 

添付書類 

  死亡したこと又は失踪の宣告を受けたことを証する書類 

 

  注 この届出は、戸籍法の規定に基づく死亡又は失踪の届出義務者が行うこと。 
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第１２号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

専属薬剤師設置免除許可申請書 

  医療法第１８条ただし書の規定による専属薬剤師の設置の免除の許可を受けた 

いので、次のとおり申請します。 

 

１ 病院（診療所）の名称 

 

２ 病院（診療所）の所在地 

 

電話番号   （   ） 

３ 診療科名 

 

４ 病床数（病院のみ） 

 

５ 過去１年間の１日平均外来患者数と入院患者数 

    外来患者数    名     入院患者数     名 

 

６ 過去１年間の１日平均調剤数（処方箋数で表すこと、） 
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７ 専属薬剤師を置かない理由 

 

注 ５及び６については、開設１年未満の場合には推定数で表すこと。 
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第１３号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

         病院（診療所・助産所）管理免除許可申請書 

  医療法第１２条第１項ただし書の規定による開設者自身による管理の免除の許 

可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

３ 開設者が当該病院（診療所・助産所）を管理しない理由 

 

４ 管理者にしようとする者の住所及び氏名 

 

５ ４の者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しく

は診療所に勤務する場合 

名称  

所在地  

開設・管理・勤務の別  
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添付書類 

    管理者にしようとする者の医師、歯科医師及び助産師の免許証の写し 

注 添付書類については、原本を提示すること。 
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第１４号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）管理者兼任許可申請書 

 医療法第１２条第２項の規定による病院（診療所・助産所）の管理者の兼任の

許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 管理者 

  ⑴ 住所 

 

   ⑵ 氏名 

 

２ 現に管理している病院（診療所・助産所） 

   ⑴ 名称 

 

⑵ 所在地 

 

    ⑶ 診療科名及び病床数 

 

    ⑷ 従業者の定員 
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３ 新たに管理させようとする病院（診療所・助産所） 

   ⑴ 名称 

 

⑵ 所在地 

  

    ⑶ 診療科名及び病床数 

 

    ⑷ 従業者の定員 

 

４ 管理者を兼任させる理由 

 

５ 現に管理する病院（診療所・助産所）と新たに管理させようとする病院

（診療所・助産所）との距離及び連絡に要する時間 

 

    距離   km      により  分 

 

添付書類 

   （別紙）管理計画書 
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（別紙） 

                                   管理計画書 

 
 

病院（診療所・助産所）管理者兼任許可申請について、各医療機関の管理、診

療の計画は次のとおりです。 

医療機関名    

 月  
午 前     

午 後     

 火  
午 前     

午 後     

 水  
午 前     

午 後     

 木  
午 前     

午 後     

 金  
午 前     

午 後     

 土  
午 前     

午 後     

 日  
午 前     

午 後     

（凡例） 

○・・・・・・・・管理者が勤務する診療日 

－・・・・・・・・休診日 

△（医師名）・・・管理者が勤務しない診療日 

（（ ）内に勤務する医師の氏名を記入すること。） 
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第１５号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

病院（診療所・助産所）使用許可申請書 

 次のとおり、病院（診療所・助産所）施設を使用したいので、医療法第２７条

の規定による許可を申請します。 

 

  １ 病院（診療所・助産所）の名称 

 

２ 病院（診療所・助産所）の所在地 

 

電話番号      （     ） 

  ３ 許可を受けようとする施設 

    年  月  日付け   指令   第    号による許可に係る施設 

    年  月  日付け変更届に係る施設 

 

  ４ 使用開始予定年月日 

          年  月  日 

 

  ５ 構造設備の概要 

     別添図面のとおり 
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第１６号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

所 在 地               

名 称               

管理者氏名            ㊞ 

電 話 番 号   （   ） 

 

 

病院宿直免除認定申請書 

  次のとおり医師の宿直を免除されたいので、医療法第１６条ただし書の規定に 

より申請します。 

 

１ 病院に隣接した場所に居住する医師の氏名 

 

２ 病院に隣接した場所の住所及び距離 

 

３ 宿直医師を置かない理由 

 

４ 病院と医師との連絡方法 
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第１７号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

診療用エックス線装置備付届 

次のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法第１５条第３項及び医

療法施行規則第２４条の２の規定により届け出ます。 

病院・診療

所 

名称   

所在地 
 

電話番号      （     ） 
 ＦＡＸ番号     （     ） 

診療用エッ

クス線装置

に関する事

項 

 

製作者名 
 

型式 
 

台数             台 

連続 
 
定格出力 短時間 
 
蓄放式 

    キロボルト（ｋＶ） 
    ミリアンペア（ｍＡ） 
    キロボルト（ｋＶ） 
    ミリアンペア（ｍＡ）     秒 
    キロボルト（ｋＶ） 
    マイクロファラッド（μＦ） 

エックス線管の数 
 

用途 
一般撮影・透視・ＣＴ・歯科用 
その他（                                ） 

放射線診療
に従事する
医師、歯科
医師、診療
放射線技師
の氏名及び
経歴 

氏名 職 種  放射線診療に関する経歴 

      

備付年月日          年     月     日 
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放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
構
造
設
備
・
予
防
措
置
の
概
要 

エック
ス線管
及び照
射筒の
利用線
錐以外
のエッ
クス線
量（空
気カー
マ率）
の遮蔽 
 

定 格 管 電 圧 が
５０キロボルト
以下の治療用エ
ックス線装置 

装置の接触可能表面から５セ
ンチメートルで１ . ０ミリグ
レイ / 時以下になる構造 

有・無 

定 格 管 電 圧 が
５０キロボルト
を超える治療用
エックス線装置 

エックス線管焦点から１メー
トルで１０ミリグレイ / 毎時
以下かつ装置の接触可能表面
から ５ セン チ メー トル で
３００ミリグレイ / 時以下に
なる構造 

有・無 

定 格 管 電 圧 が
１２５キロボル
ト以下の口内法
撮影用エックス
線装置 

エックス線管焦点から１メー
トルで０ . ２５ミリグレイ /
時以下になる構造 

有・無 

上記以外のエッ
クス線装置 

エックス線管焦点から１メー
トルで１ . ０ミリグレイ / 時
以下になる構造 

有・無 

コンデンサ式高
電圧エックス線
高電圧装置 

充電状態で照射時以外のとき
装置の接触可能表面から５セ
ンチメートルで２０マイクロ
グレイ / 時以下になる構造 

有・無 

総
ろ
過 

定格管電圧７０キロボルト以下の口内法撮影用
エックス線装置 

  mmAl当量 
（アルミニウ
ム当量１ . ５
mm以上） 

定格管電圧５０キロボルト以下の乳房撮影用エ
ックス線装置 

  mmAl当量 
    又は 
  mmMo当量
（アルミニウ
ム当量０ . ５
mm以上）又は
（モリブデン
当量０ . ０３
mm以上） 

上記以外のエックス線装置、輸血用血液照射エ
ックス線装置及び治療用エックス線装置 

  mmAl当量 
（アルミニウ
ム当量２ . ５
mm以上） 

透
視
用
エ
ッ
ク

ス
線
装
置 

患者への入射線量率が５０ミリグレイ / 分以下
（高線量率透視制御装置の場合は、１２５ミリ
グレイ毎分以下） 

以下・超える 

一定時間経過時に警告音等を発することのでき
る透視時間を積算するタイマー 

有・無 
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高線量率透視制御 
有・無 

焦点皮膚間距離が３０センチメートル以上にな
るような装置又はインターロック 

有・無 

受像面を超えないように照射野を絞る装置 

□有 
□無（医療法
施 行 規 則 第
３０条第２項
第４号イに該
当） 
□無（医療法
施 行 規 則 第
３０条第２項
第４号ロに該
当） 

受像器を通過したエックス線が１５０マイクロ

グレイ / 時（接触可能表面から１０センチメー

トル） 

以下・超える 

最大受像面を３センチメートル超える部分を通

過したエックス線が１５０マイクログレイ / 時

（接触可能表面から１０センチメートル） 

以下・超える 

利用線錐以外のエックス線を有効に遮蔽するた

めの適切な手段 
有・無 

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
構
造

設
備
の
概
要 

撮
影
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置 

照射野絞り装置 

□有 
□無（CTエッ
クス線装置に
該当） 
□無（口内法
撮影用エック
ス線装置に該
当） 
□無（乳房撮
影） 

定格管電圧
７０キロボ
ルト以下の
口内法撮影
用エックス
線装置 

エックス線管焦点皮膚間距離が
１５センチメートル以上 

以上・未満 

定格管電圧
７０キロボ
ルトを超え
る口内法撮

エックス線管焦点皮膚間距離が
２０センチメートル以上 

以上・未満 
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影用エック
ス線装置 

歯科用パノ
ラマ断層撮
影装置 

エックス線管焦点皮膚間距離が
１５センチメートル以上 

以上・未満 

移動型及び
携帯型エッ
クス線装置 

エックス線管焦点皮膚間距離が
２０センチメートル以上 

以上・未満 

CTエックス
線装置 

エックス線管焦点皮膚間距離が
１５センチメートル以上 

以上・未満 

乳房撮影用
エックス線
装置（拡大
撮影を行う
場 合 に 限
る） 

エックス線管焦点皮膚間距離が
２０センチメートル以上 

以上・未満 

上記及び骨
塩定量分析
エックス線
装置以外の
エックス線
装置 

エックス線管焦点皮膚間距離が
４５センチメートル以上 

以上・未満 

移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に
使用するエックス線装置は、エックス線管焦点
及び患者から２メートル以上離れて操作できる
構造 

有・無 

移動型及び
携帯型エッ
クス線装置
の保管状況 

保管場所 

□エックス線
診療室（室名
:   ） 
□エックス線
診療室外（室
名：  ） 

保管場所の施錠 有・無 

管理方法 
□装置のキー
スイッチの管
理（     ） 
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胸
部
集
検
用
間
接
撮
影
装
置 

利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない照射野
絞り装置 

□有 
□無（医療法
施 行 規 則 第
３０条第４項
ただし書に該
当） 

接触可能表面から１０センチメートルにおいて
１マイクログレイ／１ばく射以下となる受像器
の一次遮蔽体 

有・無 

１０センチメートルにおいて１マイクログレイ
／１ばく射以下となる被照射体周囲の箱状の遮
蔽物 

□有 
□無（医療法
施 行 規 則 第
３０条第４項
第３号ただし
書に該当） 

治療用
装置 

ろ過板が引き抜かれた場合、エックス線の発生
を遮断するインターロック（近接照射治療装置
を除く） 

有・無 

使用の場所  

診療室
の防護
物の概
要 

遮蔽物 
遮蔽物を設ける場所  

天井   
床   

周囲の画壁
等の材質及
び厚さ等 

（東）   
（西）   
（南）   
（北）   
監視用窓   
出入口の扉   
その他の開口部   

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

る
構
造
設
備
の
概
要 

エックス線診療室と隔壁等で区画さ
れた操作室 

□有 
□無（箱状の遮蔽物を有する胸部
集検用間接撮影装置） 
□無（規則第３０条第４項第３号
に規定する箱状の遮蔽物を設けた
とき、または近接透視撮影を行う
とき、若しくは乳房撮影で必要な
防護物を設けたときに該当） 

エックス線診療室である旨の標識 有・無 

放射線障害の防止に必要な注意事項 有・無 

使用中の表示 有・無 

 

- 843 -



一室に複数台の装置を備える場合に
同時照射防止措置 

有・無 

隔壁等外側の実効線量が１ミリシー
ベルト / 週以下となる防護措置 

有・無 

管
理
区
域 

管理区域を設ける場所    別添図面のとおり 

境界における実効線量が１ . ３
ミリシーベルト／３月以下とな
る措置 

有・無 

立入制限措置 有・無 

管理区域である旨の標識 有・無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境界におけ
る実効線量が２５０マイクロシ
ーベルト／３月以下となる措置 

有・無 

入院患者（診療により被ばくす
る放射線を除く）の実効線量が
１ . ３ミリシーベルト / ３月以
下となる措置 

有・無 

 

そ
の
他 

取扱者の被ばく測定器具   

防護用具（防護前掛等）   

備考 

１ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診

療室の平面図及び側面図を添付すること。 

２ 診療室図は、照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側

までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分１の

縮図とすること。ただし、歯科用診療室は、５０分の１又は２５分の１の見

やすい縮図とすること。 

３ 管理区域の標識、使用中ランプ等の位置を診療室図中に記入すること。 

４ エックス線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師又

は診療エックス線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。 

  ５ 漏洩放射線測定結果報告書（写）を添付すること。（サイズは、日本工業

規格Ａ列４番とすること。） 

 

- 844 -



第１８号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届 

次のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるので、医療法第１５条

第３項、医療法施行規則第２５条の規定により届け出ます。 

病院・診療

所 

名称 
 

所在地 
 

電話番号   （   ） 
 ＦＡＸ番号  （   ） 

発生装置に
関する事項 
診療用高エ
ネルギー放
射線 

製作者名   
型式   
台数                台 

定格出力 

電子線        メガ電子ボルト（ MeV ） 

エックス線           メガボルト（MV） 

放射線診療
に従事する
医師、歯科
医師、診療
放射線技師
の氏名及び
経歴 

氏名 職 種  放射線診療に関する経歴 
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使用予定開始時期 
      年    月    日 

診療用高エ
ネルギー放
射線発生装
置の放射線
障害の防止
に関する構
造設備の概
要 

発生管容器の漏洩放射
線（利用線錐の放射線
量の１／１０００） 

以下・超える 

照射終了直後の不要放
射線からの防護措置 

有・無 

放射線発生時の自動表
示装置 

有・無 

インターロック装置 有・無 

エックス線装置の併設 有・無 

移動型の場合の保管場
所 

 

診療用高エ
ネルギー放
射線発生装
置使用室の
放射線障害
の防止に関
する構造設
備の概要 

使用の場所  

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

使
用
室
の
防
護
物
の
概
要 

     遮蔽物 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周囲の 
画壁等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の
扉 

  

操作室 有・無 （        ） 

監視用モニター等 有・無 

出入口の数 

 
通常出入口          箇所 
 
非常口            箇所 
 

使用室の標識 有・無 
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診療用粒
子線照射
装置及び
使用室の
放射線障
害の防止
に関する
予防措置
の概要 
 

放射線障害の防止に必要な注意事項の
掲示 

有・無 

出入口の使用中自動表示 有・無 

画壁等外側の実効線量が１ミリシーベ
ルト／週以下となる措置 

有・無 

管
理
区
域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 

境界における実効線量が１．３
ミリシーベルト／３月以下とな
る措置 

有・無 

立入制限措置 有・無 

標識 有・無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境界におけ
る実効線量が２５０マイクロシ
ーベルト／３月以下となる措置  

有・無 

入院患者（診療により被ばくす
る放射線を除く）の実効線量が
１．３ミリシーベルト／３月以
下となる措置 

有・無 

そ

の

他 

取扱者の被ばく測定器 
 

備考 

  １ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネ

ルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図を添付すること。 

   ２ 使用室図は、照射方向、発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの

距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１又は  

１００分の１の縮図とすること。 

   ３ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 

   ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免

許登録番号及び年月日を記入すること。 

   ５ 漏洩放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管してお

くこと。 
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第１９号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用粒子線照射装置備付届 

次のとおり診療用粒子線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項及び医

療法施行規則第２５条の規定により届け出ます。 

病院・診療所 

名称 
 

所在地 
 
電話番号   （   ） 
ＦＡＸ番号  （   ） 

診療用粒子線照
射装置に関する
事項 

製作者名   
型式   
台数               台 

定格出力 

電子線      メガ電子ボルト（ MeV ） 

エックス線         メガボルト（MV） 

放射線診療に従
事する医師、歯
科医師、診療放
射線技師の氏名
及び経歴 

氏名 職種 放射線診療に関する経歴 

      

使用予定開始時期      年    月    日 
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診療用粒
子線照射
装置の放
射線障害
の防止に
関する構
造設備の
概要 

発生管容器の漏洩放射線
（利用線錐の放射線量の１
／１０００） 

以下・超える 

照射終了直後の不要放射線
からの防護措置 

有・無 

放射線発生時の自動表示装
置 

有・無 

インターロック装置 有・無 

診療用粒
子線照射
装置使用
室の放射
線障害の
防止に関
する構造
設備の概
要 

使
用
室
の
防
護
物
の
概
要 

      遮蔽物 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周囲の 
画壁等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

（監視用窓）   

出入口の扉   

その他の開口部   

出入口の数 

 
通常出入口          箇所 
 
非常口            箇所 
 

エックス線装置の併設 

 
有（移動型・固定）・無 
 
有の場合 
その用途  （         ） 

使用室の標識 有・無 
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診療用粒
子線照射
装置及び
使用室の
放射線障
害の防止
に関する
予防措置
の概要 

 

使用場所の制限 
診療用粒子線照射装置使用室 
・それ以外 

放射線障害の防止に必要な 
注意事項の掲示 

患者向け 有・無 

従事者向け 有・無 

管 
理 
区 
域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 

境界における実効線量が１．３
ミリシーベルト／３月以下とな
る措置 

有・無 

管理区域である旨の標識 有・無 

立入制限措置 有・無 

敷地内居住区域及び境界における実
効線量が２５０マイクロシーベルト
／３月以下となる措置 

有・無 

入院患者（診療により被ばくする放
射線を除く）の実効線量が１．３ミ
リシーベルト／３月以下となる措置 

有・無 

従
事
者
等
の
被
ば
く
防
止 

被ばく量測定器 
フィルムバッチ・ポケット線
量計・ TLD ・アラームメー
タ・その他（      ） 

遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる
ことによる放射線の遮蔽 

有・無 

遠隔操作装置又は鉗子を用いる
ことその他の方法による装置と
人体との間に適当な距離を設け
る措置 

有・無 

人体が放射線に被曝する時間を
短くすること 

有・無 

備考 

１ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネ

ルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図を添付すること。 

  ２ 使用室図は、照射方向、発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの

距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１又は  

１００分の１の縮図とすること。 

  ３ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 

   ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免

許登録番号及び年月日を記入すること。 

５ 漏洩放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管してお

くこと。 
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第２０号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用放射線照射装置備付届 

次のとおり診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項及び医

療法施行規則第２６条の規定により届け出ます。 

病院・診療所 

名称 
 

所在地 
 
電話番号   （   ） 
ＦＡＸ番号  （   ） 

診療用放射線照射装
置に関する事項 

製作者名   

型式及び個数   

装備する放射性
同位元素の種類                  

  

装備する放射性
同位元素の数量 

           （ベクレル） 

用途   

放射線診療に従事す
る医師、歯科医師、
診療放射線技師の氏
名及び経歴 

氏名 職 種  放射線診療に関する経歴 

  
 
 
 
 

    

予定使用開始時期       年    月    日 

- 851 -



診 療 用
放 射 線
照 射 装
置 の 放
射 線 障
害 の 防
止 に 関
す る 構
造 設 備
の 概 要  

放射線源収納容器の漏洩放射
線７０マイクログレイ／時
（線源から１ｍ） 

以下・超える 

二次電子ろ過板 有・無 

照射口開閉用遠隔操作装置 有・無 

放射線発生時の自動表示装置 有・無 

インターロック装置 有・無 

エックス線装置の併設 有・無 

診 療 用
放 射 線
照 射 装
置 使 用
室 の 放
射 線 障
害 の 防
止 に 関
す る 構
造 設 備
の 概
要 .  
 

使用の場所 
 

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

使
用
室
の
防
護
物
の
概
要 

     遮蔽物 
 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周
囲
の
画
壁
等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の扉   

操作室 
有・無  
（            ） 

監視用モニター等 有・無 

出入口の数 

 
通常出入口                箇所 
非常口                    箇所 
 

使用室の標識 有・無 
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治療病室
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

治
療
病
室
の
防
護
物
の
概
要 

      遮蔽物  
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周囲の
画壁等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の扉   

その他の開口部   

出入口の数 
通常出入口        箇所 
非常口          箇所 

治療病室の標識 有・無 

貯蔵施設
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

貯蔵の方法 貯蔵室・貯蔵箱 

貯蔵室又は貯蔵箱の場所 別添図面のとおり 

貯蔵施設の構造 
鉄筋コンクリート・金庫・その他
（                            ） 

貯蔵施設の遮蔽材料 
 

貯
蔵
室
の
出
入
口
の
構
造 

出入口の数 
通常出入口        箇所 
非常口          箇所 

特定防火設備に該当する
防火戸 

有・無 

閉鎖設備 鍵・その他（               ） 

貯蔵箱の閉鎖設備 有・無 

貯蔵容器の遮蔽材料 
 

貯蔵物の種類及び数量の表示 有・無 

標識 有・無 
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運 搬 容
器 の 放
射 線 障
害 の 防
止 に 関
す る 構
造 設 備
の 概 要  

容器の構造   

貯蔵物の種類及び数量の表示 有・無 

標識 有・無 

診 療 用
放 射 線
照 射 装
置 使 用
室 の 放
射 線 障
害 の 防
止 に 関
す る 予
防 措 置
の 概 要  
 

放射線障害の防止に必要な注意
事項の掲示 

有・無 

出入口の使用中自動表示 有・無 

画壁等外側の実効線量が１ミリ
シーベルト／週以下となる措置 

有・無 

管  
理  
区  
域  

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 

境界における実効線量が
１．３ミリシーベルト／３
月以下となる措置 

有・無 

立入制限措置 有・無 

標識 有・無 

敷  
地  
の  
境  
界  
等  

敷地内居住区域及び境界に
おける実効線量が２５０マ
イクロシーベルト／３月以
下となる措置 

有・無 

入院患者（診療により被ば
くする放射線を除く）の実
効線量が１．３ミリシーベ
ルト／３月以下となる措置 

有・無 

そ  
の  
他  

取扱者の被ばく測定器   

 備考 

１ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線

照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。 

   ２ 診療用放射線照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の図面は、その各室ご

とに照射向、線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メ

ートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１又は１００分の

１の縮図とすること。 
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３ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 

   ４ 射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免許

登録番号及び年月日を記入すること。 

   ５ 漏洩放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管してお

くこと。 
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第２１号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用放射線照射器具備付届 

次のとおり診療用放射線照射器具を備えるので、医療法第１５条第３項及び医

療法施行規則第２７条の規定により届け出ます。 

病院・診療所 

名称 
 

所在地 
 
電話番号   （   ） 
ＦＡＸ番号  （   ） 

診療用放射線
照射器具に関
する事項 

放射性同位元素の種類   

物理的半減期   

型式及び個数   

１個当たりの数量（ベクレル）
及び個数 

  

物理的 
半減期 
３０日
以下の
もの 

年間使用予定数量
（ベクレル） 

               （ベクレル） 

最大貯蔵予定数量 
（ベクレル）   

               （ベクレル） 

一日最大使用予定数
量（ベクレル） 

               （ベクレル） 

用途   
放射線診療に
従 事 す る 医
師 、 歯 科 医
師、診療放射
線技師の氏名
及び経歴 

氏名 
職
種  

放射線診療に関する経歴 

      

予定使用開始時期      年   月   日 
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診療用放射
線照射器具
使用室の放
射線障害の
防止に関す
る構造設備
の概要 
 

使用の場所   

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

使
用
室
の
防
護
物
の
概
要 

       遮蔽物 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周囲の画
壁等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の扉   

その他の開口部   

出入口の数 
通常出入口       箇所 
非常口         箇所 

使用室の標識 有・無 

治療病室の
放射線障害
の防止に関
する構造設
備の概要 

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

治
療
病
室
の
防
護
物
の
概
要 

       遮蔽物 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周
囲
の
画
壁
等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の扉   

その他の開口部   

出入口の数 
通常出入口       箇所 
 
非常口         箇所 

治療病室の標識 有・無 
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貯蔵施設
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

貯蔵の方法 貯蔵室・貯蔵箱 
貯蔵室又は貯蔵箱の場所 別添図面のとおり 

貯蔵施設の構造 
鉄筋コンクリート・金庫 
・その他（                  ） 

貯蔵施設の遮蔽材料   

貯蔵室の出
入口の構造 

出入口の数 通常出入口    箇所・非常口   箇所 
特定防火設備
に該当する防
火戸 

有・無 

閉鎖設備 
鍵・その他
（                             ） 

貯蔵箱の閉鎖設備 有・無 
貯蔵容器の遮蔽材料 竣工 
貯蔵物の種類及び数量の表
示 

有・無 

標識 有・無 
運搬容器
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

容器の構造   
貯蔵物の種類及び数量の表
示 

有・無 

標識 有・無 

診療用放
射線照射
器具使用
室の放射
線障害の
防止に関
する予防
措置の概
要 
 

放射線障害防止に必要な注
意事項の掲示 

有・無 

画壁等外側の実効線量が１
ミリシーベルト／週以下と
なる措置 

有・無 

管
理
区
域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 
境界における実効線量が
１．３ミリシーベルト／
３月以下となる措置 

有・無 

立入制限措置 有・無 
標識 有・無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境界
に お け る 実 効 線 量 が
２５０マイクロシーベル
ト／３月以下となる措置 

有・無 

入院患者（診療により被
ばくする放射線を除く）
の実効線量が１．３ミリ
シーベルト／３月以下と
なる措置 

有・無 

そ
の
他 

取扱者の被ばく測定器   
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備考 

  １  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線

照射器具使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。 

   ２  診療用放射線照射器具使用室、治療病室及び貯蔵室の図面は、その各室ご

とに線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）

並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１又は１００分の１の縮図

とすること。 

   ３  管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 

   ４  放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師、診療放射線技師の免許

登録番号及び年月日を記入すること。  
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第２２号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

放射性同位元素装備診療機器備付届 

次のとおり放射性同位元素装備診療機器を備えるので、医療法第１５条第３項

及び医療法施行規則第２７条の２の規定により届け出ます。 

病院・診療所 

名 称 
 

所在地 
 

電話番号   （   ） 
 ＦＡＸ番号  （   ） 

放射性同位元素装備
診療機器に関する事
項 

製作者名   

型式   

台数   

装備する放射性 
同位元素の種類                  

  

装備する放射性 
同位元素の数量 

                      （ベクレル） 

用途   

放射線診療に従事す
る医師、歯科医師、
診療放射線技師の氏
名及び経歴 

氏名 職種 放射線診療に関する経歴 

      

予定使用開始時期      年    月    日 

- 860 -



 

放射性同位
元素装備診
療機器使用
室の放射線
障害の防止
に関する構
造設備の概
要 

 

使用の場所   

建築物の構造 耐火構造・不燃材料 

使用室の
防護物の
概要 

      遮蔽物 
遮蔽物 
を設ける場所 

構造、材料、厚さ 

天井   

床   

周囲の画
壁等 

（東）   

（西）   

（南）   

（北）   

出入口の鍵・器具等の閉鎖設備 有・無 

使用室の標識 有・無 

放射性同位
元素装備診
療機器使用
室の放射線
障害防止に
関する予防
措置の概要 

放射線障害の防止に必要な注意事項
の掲示 

有・無 

出入口の使用中の表示 有・無 

管理区域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 

境界における実効線量が
１．３ミリシーベルト／
３月以下となる措置 

有・無 

立入制限措置 有・無 

標識 有・無 

敷地の境
界等 

敷地内居住区域及び境界
に お け る 実 効 線 量 が
２５０マイクロシーベル
ト／３月以下となる措置 

有・無 

入院患者（診療により被
ばくする放射線を除く）
の実効線量が１ . ３ミリ
シーベルト / ３月以下と
なる措置 

有・無 

その他 取扱者の被ばく測定器   
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備考 

１ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元

素装備診療機器使用室の平面図及び側面図を添付すること。 

  ２ 使用室図は、照射方向、線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側ま

での距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１又

は１００分の１の縮図とすること。 

  ３ 使用室図中の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 

  ４ 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免

許登録番号及び年月日を記入すること。  
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第２３号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用放射性同位元素 

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素   

次のとおり診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）を

備えるので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２８条の規定により届

け出ます。 

病 院 
診療所 

名 称 
 

所在地 
 

電話番号   （   ） 
 ＦＡＸ番号  （   ） 

診療用放射性同位元
素に関する事項 

種類   

形状   

年間使用予定数量            （ベクレル） 

最大貯蔵予定数量                      （ベクレル） 

３月間最大使用 
予定数量                 

           （ベクレル） 

１日最大使用 
予定数量                  

           （ベクレル） 

放射線診療に従事す
る医師、歯科医師、
診療放射線技師の氏
名及び経歴 

氏    名 職  種  放射線診療に関する経歴 

      

予定使用開始時期     年    月    日 

備付届 
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診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
室
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
構
造
設
備
の
概
要 

使用の場所 使用室・治療室・その他（               ） 

管理室 有・無 

使
用
室
等
の
区
画 

専用便所 有・無 

処置室 有・無 

準備室 有・無 

測定室 有・無 

患者休養室 有・無 

治療室 有・無 

建築物の構造 
耐火構造・不燃材料・その他
（       ） 

      遮蔽物を 
設ける場所 

措置事項 
天井 壁 床 出入口 開口部 

遮蔽物 

構  造           

材  料           

厚  さ           

汚染の
おそれ
のある
場所の
構造措
置 

突起物・くぼみ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

目地・すき間 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

平滑施工をした表
面仕上 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

耐腐食性・耐浸透
性 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

フード・グローブボックス
等 

有  （    ）・            無 

排気施設への連結 有・無 

準備室に設ける洗浄施設 有・無 

排水施設への連結 有・無 

汚染検査に必要な測定器 有・無 

汚染除去用機材 有・無 

汚染除去洗浄装置 有・無 

更衣施設 有・無 

出入口の数 
通常出入口                   箇所 
非常口                      箇所 

標識 有・無 
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の
診療用
放射性
同位元
素貯蔵
施設の
放射線
障害防
止に関
する構
造設備
の概要 

診 

貯蔵の方法 貯蔵室・貯蔵箱 

貯蔵室又は貯蔵箱の場所 別添図面のとおり 

貯蔵施設の構造 
鉄筋コンクリート・金庫 
その他（                   ） 

貯蔵施設の遮蔽材料   

貯蔵室の
出入口の
構造。。 

出入口の数 
通常出入口      箇所 
非常口        箇所 

特定防火設備に 
該当する防火戸 

有・無 

閉鎖設備 鍵  ・  その他（                  ） 

貯蔵箱の閉鎖施設 鍵  ・  その他（                  ） 

貯
蔵
容
器
の
構
造
及
び
汚
染
防
止
措
置 

遮蔽材料 有・無 

空気汚染防止措
置 

有・無 

液体のこぼれ防
止措置 

有・無 

浸透防止措置 有・無 

受皿・吸収材 有・無 

貯蔵物の種類及
び数量の表示 

有・無 

標識 有・無 

気体汚染発生防止措置 有・無 

運搬容
器の放
射線障
害の防
止に関
する構
造設備
の概要 

 

遮蔽材料 有・無 

空気汚染防止措置 有・無 

液体のこぼれ防止措置 有・無 

浸透防止措置 有・無 

運搬物の種類及び数量の表
示 

有・無 

標識 有・無 
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廃棄施設
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

 

排
水
施
設 

構造、容量及び基数 
地上式（六面体等） 
・その他（  ） 
貯留槽㎥×基貯留槽  ㎥× 基 

排水監視施設 有・無 
漏水、浸透、腐食防止措置 有・無 
排水採取設備 有・無 
標識 有・無 

排
気
施
設 

排風機の能力及び基数    ㎥／時  ×  基 
排気監視設備 有・無 
漏気、腐食防止措置 有・無 
自動ダンパー装置等 有・無 
標識 有・無 

保
管
廃
棄
設
備 

外部と区画された構造 有・無 
閉鎖設備 有・無 
耐火構造の措置 有・無 
空気汚染防止装置 有・無 
液体のこぼれ、浸透防止措置 有・無 
標識 有・無 

診療用放
射性同位
元素使用
室、貯蔵
施設及び
廃棄施設
の放射線
障害の防
止に関す
る予防措
置の概要 
 

放射線障害の防止に必要な注意事
項の掲示 

有・無 

画壁等外側の実効線量が１ミリシ
ーベルト／週以下となる措置 

有・無 

管
理
区
域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 
境界 に おけ る 実効 線量 が
１．３ミリシーベルト／３月
以下となる措置 

有・無 

空気中に放射性同位元素の濃
度が規則第３０条の２６第２
項に規定する濃度限度の１／
１０以下となる措置 

有・無 

放射性同位元素によって汚染
される物の表面密度が規則別
表第五に定める表面密度の１
/ １０以下となる措置 

有・無 

立入制限措置 扉    ・  その他（        ） 
標識 有・無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境界にお
ける実効線量が２５０マイク
ロシーベルト／３月以下とな
る措置 

有・無 

入院患者（診療により被ばく
する放射線を除く）の実効線
量が１．３ミリシーベルト／
３月以下となる措置 

有・無 

そ
の
他 

取扱者被ばく防止用取扱機具   

取扱者被ばく測定器   
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 備考 

１  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性

同位元素使用施設（使用室、貯蔵施設、廃棄施設）の平面図及び側面図を添

付すること。 

   ２  使用室図、貯蔵施設図は各室ごとに線源の位置、線源から天井、床及び周

囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料、厚さ及び表面

の仕上げ材料を記入した５０分の１又は１００分の１の縮図とすること。 

   ３  排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。 

   ４  放射線診療に関する経歴欄には、医師又は歯科医師の免許登録番号及び年

月日を記入すること。 
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第２４号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用エックス線装置変更届 

次のとおり、診療用エックス線装置に関する事項を変更したので、医療法第

１５条第３項及び医療法施行規則第２９条第１項の規定により届け出ます。 

 

病 院 
診 療所 

名 称 
 

所在地 

 
電話番号      （     ） 

 ＦＡＸ番号     （     ） 

変更した理由   

変更年月日             年            月             日 

変
更
し
た
事
項 

変更前   

変更後   
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第２５号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射

装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位

元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素  変更届 

 

 次のとおり、診療用放射線装置等に関する事項を変更するので、医療法第１５

条第３項及び医療法施行規則第２９条第２項の規定により届け出ます。 

 

病  院 
診療所 

名 称  
 

所 在 地  

 
電話番号      （     ） 

 ＦＡＸ番号     （     ） 

変更する理由   

変更年月日             年            月             日 

変
更
す
る
事
項 

変 更 前    

変 更 後    
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第２６号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用エックス線装置廃止届 

次のとおり、診療用エックス線装置を廃止したので、医療法第１５条第３項及

び医療法施行規則第２９条第１項の規定により届け出ます。 

病 院 
診療所 

名 称 
 

所在地 
電話番号      （     ） 

 ＦＡＸ番号     （     ） 

廃
止
し
た
装
置 

製作者名   

型式及び台数   

廃止した理由   

廃止年月日          年            月             日 

診療用エックス線装置 
廃止後の診療室の用途 
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第２７号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射

装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位

元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素  廃止届 

 

 次のとおり、診療用放射線装置等を廃止したので、医療法第１５条第３項及び

医療法施行規則第２９条第１項（第３項）の規定により届け出ます。 

病 院 
診療所 

名 称 
 

所在地 
電話番号      （     ） 

 ＦＡＸ番号     （     ） 

 
 

廃
止
し
た
装
置 

種類   

型式及び台数 
又は形状 

  

廃止時における放射線
源の数値（ベクレル） 

  

廃止した理由   

廃止年月日   年            月             日 

廃止後の処分方法   

廃止後の使用室等の用途   
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第２８号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 

廃止後の措置届 

      年   月   日付けをもって廃止した診療用放射性同位元素（陽 

電子断層撮影診療用放射性同位元素）については、次のとおり措置したので、医

療法第１５条第３項及び同法施行規則第２９条第３項の規定により届け出ます。 

病院 
診療所 

名 称 
 

所在地 
電話番号      （     ） 

 ＦＡＸ番号     （     ） 

診療用放射性同位元素

（陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素）に

よる汚染除去の概要 

  

診療用放射性同位元素

（陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素）に

よって汚染された物の

譲渡又は廃棄の概要 
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第２９号様式（第２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素・ 

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 翌年使用予定届 

  次のとおり、医療法第１５条第３項、同法施行規則第２７条第３項、及び同法 

施行規則第２８条第２項の規定により、物理的半減期３０日以下の診療用放射線

照射器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の翌年

における使用予定を届け出ます。 

 

病院・診療所 名 称  

 
 
電話番号      （   ） 

 ＦＡＸ番号     （   ） 

翌年度使
用予定放
射性物質 

物理的半
減期３０
日以下の
放射線照
射器具 

種 類    

形 式    

箇 数    

数 量                （ベクレル） 

診療用放
射性同位
元素 

種 類    

形 状    

数 量                （ベクレル） 
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甲府市臨床検査技師等に関する法律施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２０号 

甲府市臨床検査技師等に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）の

施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令 ( 昭和３３年政令第２２６号 )

及び臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和３３年厚生省令第２４号。以下

「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（登録証明書の様式） 

第２条 省令第１３条の登録証明書は、衛生検査所登録証明書（第１号様式）とす 

る。 

（届書の様式） 

第３条 省令の定めるところにより市長に提出する届書の様式は、次のとおりとす

る。 

⑴ 省令第１７条の２第１項の届書 検体検査用放射性同位元素備付届（第２号

様式） 

⑵ 省令第１７条の２第２項の届書 検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届

（第３号様式） 

⑶ 省令第１７条の２第３項の届書 検体検査用放射性同位元素に関する変更届

（第４号様式） 

⑷ 省令第１７条の２第４項の届書 検体検査用放射性同位元素廃止届（第５号

様式）及び検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届（第６号様式） 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

登録番号  号 

 

衛生検査所登録証明書              

 

 

 所在地   

 

 名称   

 

 衛生検査所の所在地   

 

 衛生検査所の名称   

 

 検査業務の内容   

 

 

 

 臨床検査技師等に関する法律第２０条の３第１項の規定により登録を受けた衛

生検査所であることを証明する。 

 

       年  月  日 

 

 

            甲府市長             印 
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第２号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

管理者 住所 

氏名          ㊞ 

 

 

検体検査用放射性同位元素備付届 

次のとおり検体検査用放射性同位元素を備えるので、臨床検査技師等に関する

法律第２０条の４第４項の規定により届け出ます。 

衛生検査所 

名称   

所在地 

 

 電話番号    （    ） 

 FAX 番号    （    ） 

検体検査用放

射性同位元素

に関する事項 

種類   

形状   

年間使用予定数量             （ベクレル） 

最大貯蔵予定数量                       （ベクレル） 

３月間最大使用予
定数量 

            （ベクレル） 

１日最大使用予定
数量 

            （ベクレル） 

管理者及び放

射性同位元素

を使用する検

査に従事する

者の氏名及び

経歴 

氏名 職 種 
放射性同位元素の取り扱いに

関する経歴 

管
理
者 

 

    

従
事
す
る
者 

    

予定使用開始時期      年     月      日 
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検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
室
の
放
射
線
障
害
に
関
す
る
構
造
設
備
の
概
要 

建築物の構造 耐火構造・不燃材料・その他（   ） 

    遮蔽物を設ける場所 

 措置事項 
天井 壁 床 出入口 開口部 

遮蔽物 

構造           

材料           

厚さ           

汚染の
おそれ
のある
場所の
構造措
置 

突起物・くぼみ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

目地・すき間 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

平滑施工をした 

表面仕上 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

耐腐食性・耐浸

透性 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

フード・グローブボック

ス等 
 有（     ）・           無 

準備室に設ける洗浄施設  有               ・             無 

汚染検査に必要な測定器  有               ・             無 

汚染除去用機材  有               ・             無 

汚染除去洗浄装置  有               ・             無 

更衣施設  有               ・             無 

出入口の数 
通常出入口           箇所 

非常口             箇所  

標識  有               ・             無 

貯蔵の方法 貯蔵室・貯蔵箱 

貯蔵室又は貯蔵箱の場所 別添図面のとおり 

貯蔵施設の構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・金庫・その他（      ） 

貯蔵施設の遮へい材料   

貯蔵室

の出入

口の構

造 

出入口の数 
通常出入口           箇所 

非常口             箇所  

特定防火設備に

該当する防火戸 
 有               ・             無 

閉鎖設備 鍵・その他（             ） 
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貯蔵箱の閉鎖施設 鍵  ・  その他（             ） 

貯
蔵
容
器
の
構
造
及
び
汚
染
防
止
措
置 

遮へい材料  有               ・               無 

空気汚染防止措置  有               ・               無 

液体のこぼれ防止措置  有               ・               無 

浸透防止措置  有               ・               無 

受皿・吸収材  有               ・               無 

貯蔵物の種類及び 
数量の表示 

 有               ・               無 

標識  有               ・               無 

気体汚染発生防止措置  有               ・               無 

運搬容
器の放
射線障
害の防
止に関
する構
造設備
の概要 
 

液体のこぼれ・浸透防止 

措置 
 有               ・               無 

受皿・吸収材  有               ・               無 

運搬物の種類及び数量の表

示 
 有               ・               無 

標識  有               ・               無 

廃棄施
設の放
射線障
害の防
止に関
する構
造設備
の概要 
 

排
水
施
設 

構造、容量及び基数 

地上式（六面体等）・その他

（         ） 

貯留槽 m3× 基  貯留槽 m3× 基 

排水監視施設  有               ・               無 

漏水、浸透、腐食防止措置  有               ・               無 

排水採取設備  有               ・               無 

標識  有               ・               無 

排
気
施
設 

排風機の能力及び基数        m3／時 ×  基  

排気監視設備  有               ・               無 

漏水、浸透、腐食防止措置  有               ・               無 

自動ダンパー装置等  有               ・               無 

標識  有               ・               無 

保

管 

外部と区画された構造  有               ・               無 

閉鎖設備  有               ・               無 
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廃
棄
設
備 

耐火構造の措置  有              ・               無 

空気汚染防止装置  有               ・               無 

漏水、浸透、腐食防止措置  有               ・               無 

標識  有               ・               無 

検体検
査用放
射性同
位元素
使 用
室、貯
蔵施設
及び廃
棄施設
の放射
線障害
の防止
に関す
る予防
措置の
概要 

放射線障害の防止に必要な
注意事項の掲示 

 有               ・               無 

画壁等外側の実効線量が１
ミリシーベルト／週以下と
なる措置 

 有               ・               無 

管
理
区
域 

管理区域を設ける場所 別添図面のとおり 

境界における実効線量
が１．３ミリシーベル
ト／３月以下となる措
置 

 有               ・               無 

空気中に放射性同位元
素の濃度が規則第３０
条の２６第２項に規定
する濃度限度の１／
１０以下となる措置 

 有               ・               無 

放射性同位元素によっ
て汚染される物の表面
密度が規則別表第５に
定める表面密度の１／
１０以下となる措置 

 有               ・               無 

立入制限措置  扉    ・  その他（                 ） 

標識  有               ・               無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境
界における実効線量が
２５０マイクロシーベ
ルト／３月以下となる
措置 

 有               ・               無 

入院患者（診療により
被ばくする放射線を除
く ） の 実 効 線 量 が
１．３ミリシーベルト
／３月以下となる措置 

 有               ・               無 

そ
の
他 

取扱者被ばく防止用取

扱機具 
  

取扱者被ばく測定器   

備考 
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 １  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性

同位元素使用施設（使用室、貯蔵施設、廃棄施設）の平面図及び側面図を添

付すること。 

  ２  使用室図、貯蔵施設図は各室ごとに線源の位置、線源から天井、床及び周 

囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料、厚さ及び表面

の仕上げ材料を記入した５０分の 1 又は１００分の１の縮図とすること。 

  ３  排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。 

  ４  放射線診療に関する経歴欄には、医師又は歯科医師の免許登録番号及び年

月日を記入すること。    
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第３号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

管理者住所 

氏   名           ㊞ 

 

 

検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届 

臨床検査技師等に関する法律施行規則第１７条の２第２項の規定による検体検

査用放射性同位元素の翌年における使用予定について、次のとおり届け出ます。 

衛生検査所 

名   称   

所 在 地 

  

 電話番号    （    ） 

       FAX 番号    （    ） 

翌年度使用

予定の検体

検査用放射

性同位元素 

 

 種   類 

  

 

 

 形   状 

 

  

 

 数   量 

 

               （ベクレル） 
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第４号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

管理者住所 

氏   名           ㊞ 

 

 

検体検査用放射性同位元素に関する変更届 

 臨床検査技師等に関する法律施行規則第１７条の２第３項の規定による検体検

査用放射性同位元素に関する変更について、次のとおり届け出ます。 

衛生検査所 

名 称   

所在地 

  

 電話番号    （    ） 

   FAX 番号    （    ） 

変更する理由   

変更年月日      年    月    日 

変更する事

項 

 

変更前   

変更後   
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第５号様式（第３条関係） 

年  月  日 

管理者住所 

氏   名           ㊞ 

 

 

検体検査用放射性同位元素廃止届 

臨床検査技師等に関する法律施行規則第１７条の２第４項の規定による検体検

査用放射性同位元素の廃止について、次のとおり届け出ます。 

衛生検査所 

名称   

所在地 

  

電話番号   （  ） 

      FAX 番号   （  ） 

廃止した放

射性同位元

素 

種類   

型式及び台数又は

形状 
  

廃止時における放

射線源の数値 
              （ベクレル） 

廃止した理由   

廃止年月日     年       月       日 

廃止後の処分方法   

廃止後の使用室等の用途   
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第６号様式（第３条関係） 

年  月  日 

管理者住所 

氏   名           ㊞ 

 

 

検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届 

  臨床検査技師等に関する法律施行規則第１７条の２第４項の規定による  年 

   月  日付けをもって廃止した放射性同位元素の措置について、次のとおり 

届け出ます。 

衛生検査所 

名   称   

所 在 地 

  

 電話番号    （    ） 

        FAX 番号    （    ） 

検体検査用放射性同位元素 

による汚染除去の概要 
  

診療用放射性同位元素によ

って汚染された物の譲渡又

は廃棄の概要 

  

備考 

    １  汚染除去の措置を明記した書類を添付すること。 

    ２  汚染された物の譲渡又は廃棄を証明する書類を添付すること。 
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甲府市死体解剖保存法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２１号 

甲府市死体解剖保存法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号。以下「法」と 

いう。）の施行に関し、死体解剖保存法施行令（昭和２８年政令第３８１号）及

び死体解剖保存法施行規則（昭和２４年厚生省令第３７号。以下「省令」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（申請書の様式） 

第２条 省令第１条の申請書は、死体解剖許可申請書（第１号様式）とする。 

第３条 法第９条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死体解剖場所 

許可申請書（第２号様式）を保健所長に提出しなければならない。 

第４条 法第１９条第１項の規定による許可を受けようとする者は、死体保存許可 

申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市保健所長 

                                                                       

                    住 所 

                    氏 名            ㊞ 

 

 

              死体解剖許可申請書 

 死体解剖保存法第２条第１項の規定による許可を受けたいので、次のとおり申

請します。 

 

１ 医師又は歯科医師であるときは、その旨 

 

２ 解剖を必要とする理由 

 

３ 解剖をしようとする場所 

 

４ 解剖に関する履歴の詳細 

⑴ 解剖に従事した学校又は病院の名称 

⑵ 経験年数 

⑶ 剖検数 

 

添付書類 

   ⑴ 死亡の事実を証明する書類 

   ⑵ 解剖に関する遺族の承諾書又は死体解剖保存法第７条第２号の規定に該

当することを証する証明書 

   ⑶ 免許証の写し（医師又は歯科医師の場合。原本を提示すること。） 

   ⑷ 履歴書（医師及び歯科医師でない場合） 
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第２号様式（第３条関係） 

                年  月  日 

 

（あて先）甲府市保健所長 

                                                                         

 

                    住 所 

                    氏 名            ㊞ 

 

 

死体解剖場所許可申請書 

  死体解剖保存法第９条ただし書の規定による許可を受けたいので、次のとおり 

申請します。 

 

１ 解剖を行う場所 

 

２ 解剖室外で死体解剖を行う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 887 -



第３号様式（第４条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                    住 所 

                    氏 名            ㊞ 

 

 

死体保存許可申請書 

  死体解剖保存法第１９条第１項の規定による許可を受けたいので、次のとおり 

申請します。 

 

１ 医師又は歯科医師であるときは、その旨 

 

２ 保存を必要とする理由 

 

３ 保存をしようとする死体の部位名 

 

４ 保存の方法 

 

５ 保存しようとする場所 

 

６ 保存の期間 

 

７ 遺族の所在が不明の場合は、その旨 

 

添付書類 

   ⑴ 死亡の事実を証明する書類 

   ⑵ 保存に関する遺族の承諾書 
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   ⑶ 免許証の写し（医師又は歯科医師の場合。原本を提示すること。） 

   ⑷ 履歴書（医師及び歯科医師でない場合） 
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 甲府市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市老人福祉法施行細則（平成１８年３月規則第３２号）の一部を次のように

改正する。 

 本則に次の９条を加える。 

（老人居宅生活支援事業の開始の届出） 

第１１条 法第１４条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届（第２１ 

号様式）によらなければならない。 

（老人居宅生活支援事業の変更の届出） 

第１２条 法第１４条の２の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届（第 

２２号様式）によらなければならない。 

（老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出） 

第１３条 法第１４条の３の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止（休  

止）届（第２３号様式）によらなければならない。 

（老人デイサービスセンター等の設置の届出） 

第１４条 法第１５条第２項の規定による届出は、老人デイサービスセンター（老 

人短期入所施設・老人介護支援センター）設置届（第２４号様式）によらなけれ

ばならない。 

（老人デイサービスセンター等の変更の届出） 

第１５条 法第１５条の２第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター 

（老人短期入所施設・老人介護支援センター）変更届（第２５号様式）によらな

ければならない。 

（老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出） 
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第１６条 法第１６条第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター（老 

人短期入所施設・老人介護支援センター）廃止（休止）届（第２６号様式）によ

らなければならない。 

（養護老人ホーム等の設置の認可申請書） 

第１７条 施行規則第３条第１項の申請書は、養護老人ホーム（特別養護老人ホー 

ム）設置認可申請書（第２７号様式）とする。 

（養護老人ホーム等の変更の届等） 

第１８条 法第１５条の２第２項の規定による届出は、養護老人ホーム（特別養護 

老人ホーム）変更届（第２８号様式）によらなければならない。 

２ 施行規則第５条の申請書は、養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）廃止、休 

止若しくは入所定員減少又は入所定員増加認可申請書（第２９号様式）とする。 

（有料老人ホームの設置等の届出） 

第１９条 法第２９条第１項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届（第３０ 

号様式）によらなければならない。 

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム届出事項変更届（第  

３１号様式）によらなければならない。 

３ 法第２９条第３項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止（休止）届（第  

３２号様式）によらなければならない。 

 第２０号様式の次に次の１２様式を加える。 
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第２１号様式（第１１条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人居宅生活支援事業開始届 

次のとおり老人居宅生活支援事業を開始したいので、老人福祉法第１４条の規

定により届け出ます。 

 

１ 事業の種類及び内容 

 

２ 条例、定款その他の基本約款 

 

３ 職員の定数及び職務の内容 

 

４ 主な職員の氏名 

 

５ 事業を行おうとする区域 

 

６ 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業

又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者にあっては、当該

事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類（小規模多機
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能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業に係るものを除

く。）、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員（老人デイサービス事

業に係るものを除く。） 

 

７ 事業開始の予定年月日 

 

添付書類 

⑴ 収支予算書 

⑵ 事業計画書 

⑶ 主な職員の履歴書 
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第２２号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人居宅生活支援事業変更届 

次のとおり老人居宅生活支援事業について届け出た事項を変更したので、老人

福祉法第１４条の２の規定により届け出ます。 

 

１ 変更する事項 

⑴ 変更前 

⑵ 変更後 

 

２ 変更の年月日 

 

３ 変更の理由 
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第２３号様式（第１３条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人居宅生活支援事業廃止（休止）届 

次のとおり老人居宅生活支援事業を廃止（休止）したいので、老人福祉法第

１４条の３の規定により届け出ます。 

 

１ 廃止（休止）しようとする年月日 

 

２ 廃止（休止）の理由 

 

３ 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置 

 

４ 休止の場合は、休止の予定期間 
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第２４号様式（第１４条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター）設置届 

次のとおり老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・老人介護支援セン

ター）を設置したいので、老人福祉法第１５条第２項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称、種類及び所在地 

 

２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

３ 職員の定数及び職務の内容 

 

４ 施設の長その他主な職員の氏名 

 

５ 事業を行おうとする区域 

 

６ 老人短期入所施設にあっては、その入所定員 
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７ 事業開始の予定年月日 

 

添付書類 

⑴ 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類 

⑵ 法人が施設を設置しようとする場合にあっては、定款その他の基本約款 

⑶ 建物の配置図、平面図及び立面図 

⑷ 収支予算書 

⑸ 施設の長その他主な職員の履歴書 
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第２５号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター）変更届 

次のとおり老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・老人介護支援セン

ター）について届け出た事項を変更したので、老人福祉法第１５条の２第１項の

規定により届け出ます。 

１ 施設の名称及び種類 

 

２ 変更する事項 

⑴ 変更前 

⑵ 変更後 

 

３ 変更の年月日 

 

４ 変更の理由 

 

注 建物の規模及び構造を変更する場合にあっては、建物の規模及び構造を明

らかにした書類を添付すること。 
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第２６号様式（第１６条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・ 

老人介護支援センター）廃止（休止）届 

次のとおり老人デイサービスセンター（老人短期入所施設・老人介護支援セン

ター）を廃止（休止）したいので、老人福祉法第１６条第１項の規定により届け

出ます。 

 

１ 施設の名称及び種類 

 

２ 廃止（休止）しようとする年月日 

 

３ 廃止（休止）の理由 

 

４ 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置 

 

５ 休止の場合は、休止の予定期間 
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第２７号様式（第１７条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住     所 

社会福祉法人名 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）設置認可申請書 

次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）を設置したいので、老人福

祉法施行規則第３条第１項の規定により申請します。 

 

１ 施設の名称、種類及び所在地 

 

２ 施設の地理的状況 

 

３ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

４ 施設の運営の方針 

 

５ 入所定員 

 

６ 職員の定数及び職務の内容 

 

７ 施設の長その他主な職員の氏名 

 

８ 事業開始の予定年月日 
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添付書類 

⑴ 土地及び建物に係る権利関係を明らかにした書類 

⑵ 社会福祉法人の定款その他の基本約款 

⑶ 建物の配置図、平面図及び立面図 

⑷ 当該年度収入支出予算書（又は抄本） 

⑸ 施設の長その他主な職員の履歴書 
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第２８号様式（第１８条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）変更届 

  次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）に関する次の事項について 

変更したいので、老人福祉法第１５条の２第２項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称及び種類 

 

２ 変更する事項 

 ⑴ 変更前 

  ⑵ 変更後 

 

３ 変更しようとする年月日 

 

４ 変更理由 

 

注 建物の規模及び構造を変更する場合にあっては、建物の規模及び構造を明

らかにした書類を添付すること。 
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第２９号様式（第１８条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

所  在  地 

社会福祉法人名 

代 表 者 氏 名          ㊞ 

電 話 番 号 

 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）廃止、休止若しくは 

入所定員減少又は入所定員増加認可申請書 

  次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）を廃止（を休止、の入所定 

員を減少、の入所定員を増加）したいので、老人福祉法第１６条第３項の規定に

よる認可を申請します。 

 

１ 施設の名称及び種類 

 

２ 廃止（休止、入所定員減少、入所定員増加）しようとする年月日 

 

３ 廃止（休止、入所定員減少、入所定員増加）の理由 

 

４ 入所定員減少（入所定員増加）後の定員  

※入所定員減少、入所定員増加の場合 

 

５ 現に入所している者に対する措置 

   ※入所定員減少の場合 
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第３０号様式（第１９条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

有料老人ホーム設置届 

次のとおり有料老人ホームを設置したいので、老人福祉法第２９条第１項の規

定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称及び設置予定地 

 

２ 事業開始の予定年月日 

 

３ 施設の管理者の氏名及び住所 

 

４ 施設において供与される便宜の内容 

 

５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 

６ 施設の運営の方針 

 

７ 入居定員及び居室数 
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８ 市場調査等による入居者の見込み 

 

９ 職員の配置計画 

 

１０ 一時金、利用料その他の入居者の負担する費用の額 

 

１１ 医療施設との連携の内容 

 

１２ 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 

 

１３ 長期の収支計画 

 

添付書類 

⑴ 法人にあっては定款、その他の基本約款及び直近の事業年度の決算書 

⑵ 建物の配置図、平面図及び立面図 

⑶ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の確認を受けた

ことを証する書類 

⑷ 入居契約書の写し 
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第３１号様式（第１９条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

有料老人ホーム届出事項変更届 

次のとおり有料老人ホームの届出事項を変更したので、老人福祉法第２９条第

２項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称 

 

２ 変更する事項 

⑴ 変更前 

⑵ 変更後 

 

３ 変更した年月日 

 

４ 変更の理由 

 

 

 

 

- 906 -



第３２号様式（第１９条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

生年月日    年  月  日生 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

有料老人ホーム廃止（休止）届 

次のとおり有料老人ホームを廃止（休止）したいので、老人福祉法第２９条第

３項の規定により届け出ます。 

 

１ 施設の名称 

 

２ 廃止（休止）の年月日 

 

３ 廃止（休止）の理由 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

- 907 -



 甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第２１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

目次中「第３章 介護保険市民運営協議会（第８条～第１０条）」を「第３  

章 削除」に改める。 

 第３章を次のように改める。 

   第３章 削除 

第８条から第１０条まで 削除 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

   甲府市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定

相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定

等に関する規則（平成２４年４月規則第２０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８

年厚生労働省令第１９号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成

２４年厚生労働省令第２７号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第２８号）、甲府市指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成３１年３月条例第６号）

及び甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成３１年３月条例第７号）並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）、児童福祉法施行規則（昭

和２３年厚生省令第１１号）及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２９号）に定めるもの

のほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援

事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者（以下これらを
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「指定障害福祉サービス事業者等」という。）の指定、指定の更新、指定の変更

その他の手続き（以下「指定等」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（指定の申請等） 

第２条 法第３６条第１項、第３８条第１項、第５１条の１９第１項若しくは第

５１条の２０第１項又は児童福祉法第２４条の２８第１項の規定による指定の申

請は、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事

業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者指定申請書（第１号

様式）によらなければならない。 

２ 法第４１条第１項若しくは第５１条の２１第１項又は児童福祉法第２４条の

２９第１項の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者、指

定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障

害児相談支援事業者指定更新申請書（第２号様式）によらなければならない。 

３ 市長は、第１項及び前項の申請を受けた場合において、指定又は指定の更新を

決定したときは、指令書（第３号様式）により当該申請者に通知するものとす

る。 

４ 市長は、第１項及び第２項の申請を受けた場合において、指定又は指定の更新

を却下したときは、指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一

般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者）・指定障害児相談支援事業者指定

（更新）却下通知書（第４号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

５ 第３項の規定により通知を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係

る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に標示しなければならない。 

（指定の変更の申請） 

第３条 法第３７条第１項又は第３９条第１項の規定による指定の変更の申請は、

指定障害福祉サービス事業者（特定障害福祉サービス事業者）、指定障害者支援

施設指定変更申請書（第５号様式）によらなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定の変更の決定をしたときは、

指令書（第６号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受けた場合において、指定の変更の却下を決定したと

きは、指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設）指定変更却下通知書
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（第７号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（変更の届出等） 

第４条 法第４６条第１項若しくは第３項、第５１条の２５第１項若しくは第３項

又は児童福祉法第２４条の３２第１項の規定による変更の届出は、変更届出書

（第８号様式）によらなければならない。 

２ 法第４６条第１項、第５１条の２５第１項若しくは第３項若しくは児童福祉法

第２４条の３２第１項の規定による事業の再開の届出又は法第４６条第２項、第

５１条の２５第２項若しくは第４項若しくは児童福祉法第２４条の３２第２項の

規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書（第９号

様式）によらなければならない。 

（指定の辞退） 

第５条 法第４７条の規定により指定の辞退をしようとする者は、指定辞退申出書

（第１０号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （指定の取消し等） 

第６条 市長は、法第５０条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。次

項において同じ。）若しくは第５１条の２９第１項若しくは第２項又は児童福祉

法第２４条の３６の規定による指定の取消しの決定をしたときは、指定障害福祉

サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談

支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）指定取消通知書（第１１号様式）に

より当該者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第５０条第１項若しくは第５１条の２９第１項若しくは第２項又は

児童福祉法第２４条の３６の規定による指定の全部若しくは一部の効力の停止の

決定をしたときは、指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一

般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）指

定停止通知書（第１２号様式）により当該者に通知するものとする。 

（公示） 

第７条 法第５１条若しくは第５１条の３０又は児童福祉法第２４条の３７の規定

に基づき公示する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 事業者又は施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

⑵ 指定等に係る事業所又は施設の名称及び所在地 
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⑶ 指定等の年月日 

⑷ 指定等に係る事業の種類 

⑸ 事業の主たる対象者 

⑹ 事業所番号 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業の開始等の届出） 

第８条 法第７９条第２項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届

（第１３号様式）によらなければならない。 

２ 法第７９条第３項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届（第

１４号様式）によらなければならない。 

３ 法第７９条第４項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届

( 第１５号様式 ) によらなければならない。 

 （業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第９条 法第５１条の２第２項若しくは第５１条の３１第２項の規定による届出又

は法第５１条の２第４項若しくは第５１条の３１第４項の規定による区分の変更

の届出は、障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書

（第１６号様式）に、児童福祉法第２４条の３８第２項の規定による届出又は児

童福祉法第２４条の３８第４項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法に

基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書（第１７号様式）によらなけれ

ばならない。 

２ 法第５１条の２第３項又は第５１条の３１第３項の規定による届出事項の変更

の届出は、障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書

（届出事項の変更）（第１８号様式）に、児童福祉法第２４条の３８第３項の規

定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関

する事項の届出書（届出事項の変更）（第１９号様式）によらなければならな

い。 

 （関係機関への情報提供） 

第１０条 市長は、指定障害福祉サービス事業者等に係る第７条に定める事項のほ

か、前条の規定による届出その他市長が必要と認める事項について、国、都道府

県及び市町村その他関係機関に対して、情報を提供することができる。 
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（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の指定等

に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第２条関係） 
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第４号様式（第２条関係） 
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第５号様式（第３条関係） 
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第６号様式（第３条関係） 
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第７号様式（第３条関係） 
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第８号様式（第４条関係） 
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第９号様式（第４条関係） 
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第１０号様式（第５条関係） 
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第１１号様式（第６条関係） 
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第１２号様式（第６条関係） 
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第１３号様式（第８条関係） 
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第１４号様式（第８条関係） 
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第１５号様式（第８条関係） 
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第１６号様式（第９条関係） 
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第１７号様式（第９条関係） 
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第１８号様式（第９条関係） 
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第１９号様式（第９条関係） 

  

- 932 -



 甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）及び児童福祉法施行規則

（昭和２３年厚生省令第１１号）に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業

者の指定、指定の更新、指定の変更その他の手続き（以下「指定等」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請等） 

第２条 法第２１条の５の１５第１項の規定による指定の申請は、指定障害児通所

支援事業者指定申請書（第１号様式）によらなければならない。 

２ 法第２１条の５の１６第１項の規定による指定の更新の申請は、指定障害児通

所支援事業者指定更新申請書（第２号様式）によらなければならない。 

３ 市長は、第１項及び前項の申請を受けた場合において、指定又は指定の更新を

決定したときは、指令書（第３号様式）により当該申請者に通知するものとす

る。 

４ 市長は、第１項及び第２項の申請を受けた場合において、指定又は指定の更新

を却下したときは、指定障害児通所支援事業者指定（更新）却下通知書（第４号

様式）により当該申請者に通知するものとする。 

５ 第３項の規定により通知を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係

る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に標示しなければならない。 

 （指定の変更の申請） 

第３条 法第２１条の５の２０第１項の規定による指定の変更の申請は、指定障害
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児通所支援事業者指定変更申請書（第５号様式）によらなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定の変更の決定をしたときは、

指令書（第６号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受けた場合において、指定の変更の却下を決定したと

きは、指定障害児通所支援事業者指定変更却下通知書（第７号様式）により当該

申請者に通知するものとする。 

 （変更の届出等） 

第４条 法第２１条の５の２０第３項の規定による変更の届出は、指定障害児通所

支援事業者変更届出書（第８号様式）によらなければならない。 

２ 法第２１条の５の２０第３項の規定による事業の再開の届出又は同条第４項の

規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、指定障害児通所支援事業者廃止・

休止・再開届出書（第９号様式）によらなければならない。 

 （指定の取消し等） 

第５条 市長は、法第２１条の５の２４第１項又は第３３条の１８第６項の規定に

よる指定の取消しの決定をしたときは、指定障害児通所支援事業者指定取消通知

書（第１０号様式）により当該者に通知するものとする。 

２ 市長は、法第２１条の５の２４第１項又は第３３条の１８第６項の規定による

指定の全部又は一部の効力の停止の決定をしたときは、指定障害児通所支援事業

者指定停止通知書（第１１号様式）により当該者に通知するものとする。 

（公示） 

第６条 法第２１条の５の２５の規定に基づき公示する事項は、次のとおりとす

る。 

⑴ 事業者の名称、主たる事務所の所在地 

⑵ 指定等に係る事業所の名称及び所在地 

⑶ 指定等の年月日 

⑷ 指定等に係る事業の種類 

⑸ 事業の主たる対象者 

⑹ 事業所番号 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （事業の開始等の届出） 
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第７条 法第３４条の３第２項の規定による届出は、障害児通所支援事業開始届

（第１２号様式）によらなければならない。 

２ 法第３４条の３第３項の規定による届出は、障害児通所支援事業変更届（第

１３号様式）によらなければならない。 

３ 法第３４条の３第４項の規定による届出は、障害児通所支援事業廃止・休止届

（第１４号様式 ) によらなければならない。 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第８条 法第２１条の５の２６第２項又は同条第４項の規定による届出は、児童福

祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書（第１５号様式）によら

なければならない。 

２ 法第２１条の５の２６第３項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管

理体制の整備に関する事項の届出書（届出事項の変更）（第１６号様式）によら

なければならない。 

 （関係機関への情報提供） 

第９条 市長は、指定障害児通所支援事業者に係る第６条に定める事項のほか、前

条の規定による届出その他市長が必要と認める事項について、国、都道府県及び

市町村その他関係機関に対して、情報を提供することができる。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者の指定等に関

し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第２条関係） 
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第４号様式（第２条関係） 
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第５号様式（第３条関係） 
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第６号様式（第３条関係） 
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第７号様式（第３条関係） 
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第８号様式（第４条関係） 
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第９号様式（第４条関係） 
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第１０号様式（第５条関係） 
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第１１号様式（第５条関係） 

  

- 946 -



第１２号様式（第７条関係） 
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第１３号様式（第７条関係） 
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第１４号様式（第７条関係） 
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第１５号様式（第８条関係） 

  

 

- 950 -



第１６号様式（第８条関係） 

  

- 951 -



 

- 952 -



 

 

甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２６号 

   甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市児童福祉法施行細則（平成１５年３月規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１８条の次に次の３条を加える。 

（助産施設への入所の申込等） 

第１９条 法第２２条第２項の申込書は、助産施設入所申込書（第２７号様式）と

する。 

２ 福祉事務所長は、法第２２条第１項の規定による助産の実施を承諾したときは

助産施設入所承諾書（第２８号様式）により申込者に通知するとともに、当該申

込者が入所を希望する施設の長にその旨を通知するものとし、承諾しないときは

助産施設入所不承諾通知書(第２９号様式)により申込者に通知するものとす

る。 

３ 福祉事務所長は、承諾した助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書

（第３０号様式）により当該申込者に通知するとともに、当該申込者が入所して

いる施設の長にその旨を通知するものとする。 

（母子生活支援施設への入所の申込等） 

第２０条 法第２３条第２項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書（第３１号

様式）とする。 

２ 福祉事務所長は、法第２３条第１項の規定による保護の実施を承諾したときは 

母子生活支援施設入所承諾書（第３２号様式）により申込者に通知するととも 

に、当該申込者が入所を希望する施設の長にその旨を通知するものとし、承諾し

ないときは母子生活支援施設入所不承諾通知書（第３３号様式）により申込者に 
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通知するものとする。 

３ 福祉事務所長は、承諾した保護の実施を解除したときは、母子保護実施解除通

知書（第３４号様式）により当該申込者に通知するとともに、当該申込者が入所

している施設の長にその旨を通知するものとする。 

（児童福祉施設の設置の認可申請等） 

第２１条 助産施設、母子生活支援施設又は保育所（以下「児童福祉施設」とい

う。）の省令第３７条第２項の規定による設置の認可の申請は、児童福祉施設設

置認可申請書（第３５号様式）によらなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に基づき児童福祉施設の設置を認可したときは、児童福祉

施設設置認可通知書（第３６号様式）により通知するものとする。 

３ 省令第３７条第５項の規定による届出は、児童福祉施設名称等変更届（第３７

号様式）によらなければならない。 

４ 省令第３７条第６項の規定による届出は、児童福祉施設設備等変更届（第３８

号様式）によらなければならない。 

５ 法第３５条第１２項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止（休止）承

認申請書（第３９号様式）によらなければならない。 

 第２６号様式の次に次の１３様式を加える。 
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第２７号様式（第１９条関係） 
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第２８号様式（第１９条関係） 
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第２９号様式（第１９条関係） 
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第３０号様式（第１９条関係） 
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第３１号様式（第２０条関係） 
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第３２号様式（第２０条関係） 
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第３３号様式（第２０条関係） 
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第３４号様式（第２０条関係） 
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第３５号様式（第２１条関係） 
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第３６号様式（第２１条関係） 
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第３７号様式（第２１条関係） 
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第３８号様式（第２１条関係） 
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第３９号様式（第２１条関係） 

  

 

   附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
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 甲府市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２７号 

   甲府市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）の施行に関し、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

（平成２６年政令第２０３号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働

省令第２号。以下「省令」という。）、甲府市認定こども園の認定に係る要件を

定める条例（平成３０年１２月条例第５６号。以下「条例」という。）及び甲府

市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請） 

第２条 法第４条第１項の申請書は、認定こども園認定申請書（第１号様式）とす

る。 

（幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請） 

第３条 省令第１５条第１項の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申

請書（第２号様式）とする。 

 （変更の届出等） 

第４条 法第２９条第１項又は省令第１５条第２項の規定による変更の届出は、認

定こども園変更届出書（第３号様式）によらなければならない。 
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２ 省令第２８条第 1 号の市長が定める数は、法第４条第１項第３号又は第４号に

規定する利用定員に１０分の１を乗じて得た数とする。 

 （幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請） 

第５条 省令第１７条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可

申請書（第４号様式）とする。 

 （幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請） 

第６条 省令第１８条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申

請書（第５号様式）とする。 

（報告の徴収等） 

第７条 省令第２９条の市長が定める日は、５月３１日とする。 

２ 省令第２９条第２号の市長が定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 職員の配置に関すること 

⑵ 職員の資格に関すること 

⑶ 施設整備に関すること 

⑷ 教育及び保育の内容に関すること 

⑸ 保育者の資質向上に関すること 

⑹ 子育て支援事業に関すること 

⑺ 管理運営等に関すること 

３  省令第２９条第３号の市長が定める事項は、認定こども園の利用料に関するこ

ととする。 

４  法第３０条第１項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書（第６号

様式）によらなければならない。 

 （食事の外部搬入の要件） 

第８条 条例第６条第８項の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

⑴ 子どもに対する食事の提供の責任が認定こども園にあり、その管理者が、衛

生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託

者との契約内容が確保されていること。 

⑵ 認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等につ

いて栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配

慮が行われること。 
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⑶ 調理業務の受託者を、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛

生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

⑷ 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレル

ギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、

回数及び時機に適切に応ずることができること。 

⑸ 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程

に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提

供するよう努めるとともに、当該計画を公表するよう努めること。 

（認定の辞退） 

第９条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置者は、認定を辞退しよ

うとするときは、認定こども園認定辞退届（第７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２  市長は、前項の規定により認定こども園認定辞退届の提出を受けたときは、そ

の旨を公表するものとする。 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第６条関係） 
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第６号様式（第７条関係） 
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- 981 -



 

 

第７号様式（第９条関係） 
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甲府市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２８号 

甲府市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例（平成３０年１２月

条例第６０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（犬を飼養し、又は保管している旨の表示） 

第２条 条例第７条第２項の規定による表示は、第１号様式により行わなければな

らない。 

（多頭飼養者の適用除外） 

第３条 条例第１１条の規則で定める者は、次のとおりとする。 

⑴ 現に警察活動に使用し、又は使用する目的で訓練を受けている犬で警察の所

有するものを飼養する者 

⑵ 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第３条第１項に規定する訓

練事業者で、同法第２条第１項に規定する身体障害者補助犬を育成する目的で

犬を飼養している者 

⑶ 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する

ための犬又は猫を飼養する者 

（多頭飼養の届出） 

第４条 条例第１２条第１項の規定による届出は、犬及び猫の多頭飼養届（第２号

様式）によらなければならない。 

２ 条例第１２条第１項第５号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 種類 
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⑵ 性別 

⑶ 年齢 

⑷ 犬にあっては体格 

（多頭飼養の変更等の届出） 

第５条 条例第１３条第１項及び第２項の規定による届出は、犬及び猫の多頭飼養

変更（廃止）届（第３号様式）によらなければならない。 

２ 条例第１３条第１項の規則で定める軽微な変更は、飼養する犬及び猫の増加し 

た数が増加前の数の３０パーセント未満の変更とする。 

（犬及び猫の引取り依頼書） 

第６条 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第３５条

第１項及び第３項の規定による犬又は猫の引取りの依頼は、犬又は猫の引取り依

頼書（第４号様式）によらなければならない。 

（引き取った所有者の判明しない犬又は猫の公示） 

第７条 条例第１５条第４項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うも

のとする。 

⑴ 拾得場所 

⑵ 犬又は猫の別 

⑶ 種類 

⑷ 性別 

⑸ 毛の色 

⑹ その他の特徴 

２ 前項の公示は、甲府市保健所の掲示場に掲示することにより行うものとする。 

（抑留した犬の公示） 

第８条 条例第１６条第２項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うも

のとする。 

⑴ 捕獲場所 

⑵ 種類 

⑶ 性別 

⑷ 毛の色 

⑸ その他の特徴 
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２ 前項の公示は、甲府市保健所の掲示場に掲示することにより行うものとする。 

（係留されていない犬等の薬物による捕獲及び周知の方法） 

第９条 条例第１６条第５項の捕獲の方法は、次のとおりとする。 

⑴ 使用する薬物は、睡眠薬とすること。 

⑵ 道路、空地、広場、堤防その他の監視のしやすい場所に、必要な時間を限っ

て、薬物を含む餌（以下この条において「餌」という。）を置くこと。 

⑶ 薬物を含む旨を表示した紙片等を餌に添え置き、かつ、捕獲に従事している

職員が、餌を置いた場所を監視すること。 

⑷ 第２号に規定する時間が経過した後は、直ちに餌を回収すること。 

２ 条例第１６条第５項の周知の方法は、捕獲をする対象、場所、期間及び時間、

餌の種類及び特徴その他必要な事項を、捕獲を実施する区域内及びその近傍の公

衆の見やすい場所に捕獲を開始する日の３日前から掲示するほか、これらの事項

について放送し、回覧し、又はちらしを配布することにより行うものとする。 

（負傷動物の公示） 

第１０条 条例第１７条において準用する条例第１６条第２項の規定による公示

は、次に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 収容場所 

⑵ 種 

⑶ 種類 

⑷ 性別 

⑸ 毛の色 

⑹ その他の特徴 

２ 前項の公示は、甲府市保健所の掲示場に掲示することにより行うものとする。 

（事故届） 

第１１条 条例第１９条第１項の規定による届出は、犬による事故届（第５号様

式）によらなければならない。 

（緊急時等の通報を受ける職員） 

第１２条 条例第１９条第２項の規則で定める職員は、甲府市保健所において動物

の愛護及び管理に関する事務に従事する職員とする。 

（身分証明書） 
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第１３条 条例第２１条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第６号様式）

とする。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

第１号様式（第２条関係） 

 

 

 

 

注 外枠の直径は、５センチメートル以上とする。 
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第２号様式（第４条関係）                            

                             年  月  日  

 

（あて先）甲府市長 

                              

               届出者 住所             

                   氏名              ○印  

                  （法人にあっては、主たる事務所の 

                   所在地、名称及び代表者の氏名） 

                   電話番号               

 

 

犬及び猫の多頭飼養届 

  甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１２条第１項の規定により、次のと

おり届け出ます。 

犬及び猫の数  犬（   ）頭   猫（   ）匹 

種類等 

犬及び猫の別                     

種類                     

性別                     

年齢                     

体格（犬のみ）                     

飼養施設の所在地   

飼養の方

法 

管理をする者の氏名   

糞尿の処理方法   

動物の死体の処理方法   

周辺の生活環境を保全

する方法 

  

注１ 申請書に添付する飼養施設の配置図は、寸法等を詳細に記載すること。 

  ２ この用紙に記入しきれない場合は、別の用紙を使用して記載すること。 
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第３号様式（第５条関係）           

                             年  月  日  

（あて先）甲府市長 

                                  

               届出者  住所                 

                   氏名                ○印  

                  （法人にあっては、主たる事務所の 

                   所在地、名称及び代表者の氏名） 

                   電話番号 

 

犬及び猫の多頭飼養変更（廃止）届 

  犬及び猫の多頭飼養について変更（廃止）したので、甲府市動物の愛護及び管

理に関する条例第１３条第１項（第１３条第２項）の規定により、次のとおり届

け出ます。 

１ 多頭飼養の届出年月日 

２ 飼養施設の所在地 

３ 変更（廃止）年月日 

４ 変更事項 

   変更事項          変更後 

住所   

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） 

  

犬及び猫の数

等 

数    犬（ ）頭    猫（ ）匹 

種類   

性別   

年齢   

体格   

飼養の方法  

注１ 廃止の届出にあっては、変更事項は記入しないこと。 

   ２ この用紙に記入しきれない場合は、別の用紙を使用して記載すること。 
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第４号様式（第６条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

                                

                依頼者 住所                

                    氏名             ○印   

                   （法人にあっては、主たる事務所の 

                    所在地、名称及び代表者の氏名）  

                    電話番号              

 

 

             犬又は猫の引取り依頼書 

  動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項（第３５条第３項）の規定に

より、次のとおり犬又は猫の引取りを依頼します。 

 

１ 継続して飼養することができない理由（引取りを求める理由） 

 

 

２ 引取りを依頼する犬又は猫に関する事項 

  犬又は猫の別     種類     性別 

      

      

      

      

      

３ 犬又は猫を拾得した場合にあっては、その状況 
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第５号様式（第１１条関係）                

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

                            

                届出者 住所            

                    氏名             ○印  

                   （法人にあっては、主たる事務所の 

                    所在地、名称及び代表者の氏名） 

                    電話番号 

 

 

               犬による事故届 

  甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１９条第１項の規定により、次のと

おり届け出ます。 

   届出事項           内容 

事故の発生日時      年   月   日   時 

事故の発生場所   

事故の原因   

事故を加えた犬 

犬名   種類   年齢   

性別   毛の色   体格   

登録番号    年度登録     号 

注射済票番号    年度       号 

飼養又は保管の作業に従

事していた者 

住所   

氏名   

被害者 
住所   

氏名   性別   年齢   

被害の概要   

応急措置及び新たな事故

の発生防止措置の概要 
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第６号様式（第１３条関係） 

 （表） 

 （裏） 

甲府市動物の愛護及び管理に関する条例（抜粋） 

 

 （立入調査等） 

第２１条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、犬の飼い主その他

の関係者から必要な事項の報告を求め、又はその職員に、犬が飼養され、若

しくは保管されている土地その他関係のある場所に立ち入り、飼養の状況等

を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

注 この用紙は、日本工業規格Ａ７とする。 

 

     身 分 証 明 書 

 

所 属 

職氏名 

 

 

 

写 真 

  

  

 上記の者は、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第２１条第１項の規定

により立入調査をする職員であることを証明する。 

 

      年   月   日 

 

                    甲府市長        印   

- 991 -



 

 

甲府市狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２９号 

   甲府市狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市狂犬病予防法施行細則（平成１２年３月規則第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「及び狂犬病予防法施行規則（昭和２５年厚生省令第５２号。以下「施

行規則」という。）の施行に関し」を「の施行に関し、狂犬病予防法施行令（昭和

２８年政令第２３６号）及び狂犬病予防法施行規則（昭和２５年厚生省令第５２

号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか」に改める。 

 本則に次の２条を加える。 

 （犬の引取り申請） 

第６条 法第６条第８項（法第１８条第２項の規定により準用される場合を含 

む。）の規定により公示された抑留されている犬を引取ろうとする者は、犬の引

取り申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （捕獲人遵守事項） 

第７条 捕獲人は、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 捕獲に従事中は、施行規則第１４条の証票を左腕に着けていること。 

⑵ 前号の証票を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 

⑶ 捕獲は予防員の指示によって行うこと。 

 第７号様式の次に次の１様式を加える。 
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第８号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

                 申請者 住所 

                     氏名            ○印  

（法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

犬の引取り申請書 

抑留された犬の引取りを申請します。 

 

１ 犬の所在地 

 

２ 登録年月日及び番号 

 

３ 予防注射年月日及び注射済票番号 

 

４ 犬の種類、性、年齢、毛色、体型、特徴 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関

する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３０号 

甲府市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧

に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」

という。）第１７４条の４９の２５第２項及び第１７４条の４９の３３第２項

（政令第１７４条の４９の３８第１項、第１７４条の４９の３９第１項、第

１７４条の４９の４０第１項及び第１７４条の４９の４２第１項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定による外部監査契約（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の２７第１項に規定する外部監査契約をいう。次条

において同じ。）を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し

（以下「資格書面等」という。）の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧期間等） 

第２条 政令第１７４条の４９の２５第２項又は第１７４条の４９の３３第２項の

規則で定める期間は、当該外部監査契約の期間とする。 

２ 資格書面等の閲覧は、前項に規定する期間のうち、甲府市の休日を定める条例

（平成元年３月条例第１３号）第１条第１項各号に掲げる日を除く日の午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、資格書面等を

閲覧に供しない日を設け、又は閲覧の時間を変更することができる。 

（閲覧場所） 

第３条 資格書面等の閲覧場所（以下「閲覧場所」という。）は、企画部企画経営 
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室行政経営課とする。 

（閲覧手続） 

第４条 資格書面等の閲覧をしようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿（別

記様式）に必要な事項を記入しなければならない。 

（閲覧の制限等） 

第５条 資格書面等を閲覧する者（以下「閲覧者」という。）は、資格書面等を閲

覧場所以外に持ち出してはならない。 

２ 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくは毀損し、又は資格書面等への加筆等

の行為をしてはならない。 

３ 市長は、閲覧者が前２項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると

きは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

別記様式（第４条関係） 

外部監査人資格書面等閲覧簿 

 

閲覧年月日 年  月  日 整理番号 
 

氏名 
 

住所 
 

電話番号 
 

閲覧対象 

□ 包括外部監査人の資格書面等 

□ 個別外部監査人の資格書面等 
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甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３１号 

   甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

第２４条の３第１項第１号中「１００分の１１５以上１００分の１９０以下」を

「１００分の１１２．５以上１００分の１８５以下」に、「１００分の１３９以上

１００分の２３０以下」を「１００分の１３６．５以上１００分の２２５以下」に

改め、同項第２号中「１００分の１０３．５以上１００分の１１５未満」を

「１００分の１０１以上１００分の１１２．５未満」に、「１００分の１２４．５

以上１００分の１３９未満」を「１００分の１２２以上１００分の１３６．５未

満」に改め、同項第３号中「１００分の９２」を「１００分の８９．５」に、

「１００分の１１２」を「１００分の１０９．５」に改め、同項第４号中「１００

分の９２」を「１００分の８９．５」に、「１００分の１１２」を「１００分の

１０９．５」に改める。 

第２４条の４第１項第１号中「１００分の４９．５」を「１００分の４７」に、

「１００分の５９．５」を「１００分の５７」に改め、同項第２号中「１００分の

４６」を「１００分の４３．５」に、「１００分の５６」を「１００分の

５３．５」に改め、同項第３号中「１００分の４６」を「１００分の４３．５」

に、「１００分の５６」を「１００分の５３．５」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （勤勉手当の成績率の経過措置） 
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２ 当分の間、この規則による改正後の甲府市職員給与条例施行規則（以下「新規 

則」という。）第２４条の３及び第２４条の４の規定による勤勉手当の成績率に

ついては、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条 

の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職 

員（次号において「再任用職員」という。）以外の職員 １００分の１８５

（新規則第１７条の２に規定する特定幹部職員（次号において「特定幹部職

員」という。）にあっては、１００分の２２５） 

⑵ 再任用職員  １００分の９０（特定幹部職員にあっては、１００分の 

１１０） 
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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３２号 

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号）の一部 

を次のように改正する。 

 第７条第１項中「条例第７条の２第２項の規定により正規の勤務時間以外の時間

において職員に勤務すること」を「職員に時間外勤務（条例第７条の２第２項の規

定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。）」に改め、同条第２項中「条

例第７条の２第２項の規定により正規の勤務時間以外の時間において」を削り、

「勤務すること」を「時間外勤務」に改める。 

第７条の２を第７条の２の２とし、第７条の次に次の１条を加える。 

 （時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第７条の２ 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる 

区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数（第１号にあっては、時間）（労働

基準法（昭和２２年法律第４９号）別表第１に掲げる事業に従事する職員にあっ

ては、同法第３６条第１項の規定により延長した労働時間）の範囲内で必要最小

限の時間外勤務を命ずるものとする。 

⑴ 次号に規定する場合以外の場合 次のア及びイに定める時間 

ア １月において時間外勤務を命ずる時間について４５時間 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間について３６０時間 

⑵ 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自

ら決定することが困難な業務をいう。）又は通常予見することができない業務

量の大幅な増加等に伴い臨時的に前号に規定する時間を超えて時間外勤務を命
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ずる必要がある場合 次のアからエまでに定める時間及び月数 

ア １月において時間外勤務を命ずる時間について１００時間未満 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間について７２０時間 

ウ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月

及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の

１月当たりの平均時間について８０時間 

エ １年のうち１月において４５時間を超えて時間外勤務を命ずる月数につい

て６月 

２ 任命権者が、特例業務（災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に 

処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。）に従事する職員に

対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある

と認める場合（労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する職員にあっては、同

法第３３条第１項の規定による行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限

る。）には、前項（当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。）の

規定は、適用しない。 

３ 任命権者は、前項の規定により、第１項各号に規定する時間又は月数を超えて 

職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限

のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該

時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る１年の末日の翌日

から起算して６月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行

わなければならない。 

第９条第１項中「（昭和２２年法律第４９号）」を削る。 

附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年８月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第７条の２第 

１項第２号（ウに係る部分に限る。）の規定の適用については、同号ウ中「５月

の期間」とあるのは、「５月の期間（平成３１年４月以後の期間に限る。）」と

する。 

- 999 -



 

 

甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３３号 

   甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則（平成２０年３月規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改める。 

 附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第２条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正 

する法律（平成２９年法律第４１号）による改正前の学校教育法（以下この項に

おいて「旧学校教育法」という。）第１０４条第４項第２号の規定により旧学校

教育法第９７条に規定する大学院の課程に相当する教育を行う課程として認めら

れていた課程を含むものとする。 
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甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３４号 

   甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（昭和４２年１２月規則第４４号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２６条」を「第２７条」に改める。 

第３条に後段として次のように加える。 

負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族（以下「被災職

員等」という。）からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場

合も、同様とする。 

第４条中「前条の」の次に「規定による」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通 

勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載

した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。 

⑴ 実施機関の長の職氏名 

⑵ 被災職員の氏名 

⑶ 傷病名 

⑷ 災害発生年月日 

⑸ 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由 

 第２６条を第２７条とし、第２５条を第２６条とし、第２４条の２の次に次の１

条を加える。 

 （審査の申立ての教示） 
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第２５条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするとき  

は、第２２条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示す

るものとする。 

 第１号様式の２中「権利は、」の次に「これを行使することができる時から」を

加え、「行わない」を「行使しない」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１号様式の２の改正規定は、平

成３２年４月１日から施行する。 
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甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３５号 

   甲府市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 甲府市福祉事務所長事務委任規則（昭和４１年１１月規則第４７号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分中「第５５条の４第２項」の次に「（第５５条の５第

２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条中第１８号を第１９号とし、

第１２号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１１号中「第５５条の６第

１項」を「第５５条の７第１項」に改め、同号を同条第１２号とし、同条第１０号

中「第５５条の５」を「第５５条の６」に改め、同号を同条第１１号とし、同条第

９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 法第５５条の５第１項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。 

 第２条に次の１号を加える。 

 ⒇ 法第８１条の３の規定による情報の提供、助言その他適切な措置に関するこ 

と。 

 第２条の３第１号中「第４条第１項」を「第５条第１項」に改め、同条第２号中

「第５条第１項」を「第６条第１項」に改め、同条第４号中「第６条第１項第４

号」を「第７条第２項第２号」に、「子どもに対し学習の援助を行う事業」を「子

どもの学習・生活支援事業」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中「第６

条第１項第２号」を「第７条第２項第１号」に改め、同号を同条第４号とし、同条

第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 法第７条第１項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家

計改善支援事業に関すること。 

 第２条の３に次の７号を加える。 
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 ⑹ 法第８条の規定による利用勧奨等に関すること。 

 ⑺ 法第９条第１項の規定による支援会議に関すること。 

 ⑻ 法第１６条の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。 

 ⑼ 法第１７条第１項及び第２項の規定による生活困窮者の雇用の機会の確保に

関すること。 

 ⑽ 法第１８条第１項の規定による不正利得の徴収に関すること。 

 ⑾ 法第２１条第１項の規定による報告並びに文書その他の物件の提出及び掲示

の命令並びに質問に関すること。 

 ⑿ 法第２２条の規定による文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め（生活

困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは生活困

窮者一時生活支援事業に係るものに限る。）に関すること。 

 第７条の３を削る。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３６号 

   甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年３月規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第４章中第６条の前に次の１条を加える。 

 （利率） 

第５条の２ 条例第１４条第２項の規則で定める率は、年１．５パーセントとす 

る。 

 第６条第１項第４号中「保証人」を「保証人を立てる場合は、保証人」に改め 

る。 

 第９条中「保証人が連署した甲府市災害援護資金借用書」を「甲府市災害援護資

金借用書（保証人を立てる場合は、保証人が連署したもの）」に、「及び保証人の

印鑑証明書」を「の印鑑証明書（保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑

証明書）」に改める。 

 第１１条に見出しとして「（借用書等の返還）」を付する。 

 第２号様式中「年賦」を「年賦 半年賦 月賦」に改める。 

 第３号様式中「年賦」を「年賦 半年賦 月賦」に、「年３パーセント」を「無

利子 年１．５パーセント」に改める。 

第５号様式中「年３パーセント」を「無利子 年１．５パーセント」に改める。 

第７号様式及び第１３号様式中「年賦」を「年賦 半年賦 月賦」に改める。 

 第１４号様式及び第１５号様式中「１０．７５パーセント」を「５パーセント」

に改める。 
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附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第５条の２、第６条第１項第４号及び第９条の規定

は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対

する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受

けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 
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甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３７号 

   甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則（平成２３年３月規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中「２，０００円」を「２，５００円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について 

適用する。 
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甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３８号 

   甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を 

   定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則（平成 1 ８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１０万５，２９０円」を「１６万  

５，１５０円」に、「５万７，１９０円」を「７万７９０円」に改め、同表随時介

護を要する状態の項中「５万２，６５０円」を「８万２，５８０円」に、「２万

８，６００円」を「３万５，４００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項 

の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係

る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、

なお従前の例による。 
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甲府市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３９号 

   甲府市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市身体障害者福祉法施行細則（平成６年３月規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「厚生省令第１５号」の次に「。以下「施行規則」という。」を加え

る。 

 第４条中「第９条第６項及び第７項」を「第９条第８項」に改め、同条の次に次

の４条を加える。 

（医師の指定） 

第４条の２ 法第１５条第１項の指定を受けようとする医師は、指定申請書（第４

号様式の２）を市長に提出するものとする。 

 （医師の診断書及び意見書） 

第４条の３ 施行規則第２条第１項第１号の医師の診断書及び同項第２号の意見書

は、身体障害者診断書・意見書（第４号様式の３）とする。 

（居住地又は氏名の変更の届出） 

第４条の４ 施行令第９条第２項又は第４項の規定による届出は、身体障害者居住

地（氏名）変更届（第４号様式の４）によるものとする。 

 （身体障害者手帳の再交付の申請） 

第４条の５ 施行令第１０条第１項に規定する申請は、身体障害者手帳再交付申請

書（第４号様式の５）によるものとする。 

第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第７条を次のように改める。 
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第７条 削除 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出） 

第１５条 法第２６条１項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始

届（第１８号様式）によらなければならない。 

２ 法第２６条第２項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届

（第１９号様式）によらなければならない。 

３ 法第２６条第３項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止（休

止）届（第２０号様式）によらなければならない。 

第４号様式の次に次の４様式を加える。 
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第４号様式の２（第４条の２関係） 
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第４号様式の３（第４条の３関係） 
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第４号様式の４（第４条の４関係） 
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第４号様式の５（第４条の５関係） 
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 第５号様式を次のように改める。 

第５号様式 削除 

第１７号様式の次に次の３様式を加える。 
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第１８号様式（第１５条関係） 
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第１９号様式（第１５条関係） 
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第２０号様式（第１５条関係） 
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附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４０号 

   甲府市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９ 

号。以下「法」という。）の施行に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

（昭和３９年政令第２２４号。以下「政令」という。）及び母子及び父子並びに

寡婦福祉法施行規則（昭和３９年厚生省令第３２号。以下「省令」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 事業開始資金 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金

をいう。 

⑵ 事業継続資金 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金

をいう。 

⑶ 修学資金 母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金をいう。 

⑷ 技能習得資金 母子技能習得資金、父子技能習得資金及び寡婦技能習得資金

をいう。 

⑸ 修業資金 母子修業資金、父子修業資金及び寡婦修業資金をいう。 

⑹ 就職支度資金 母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡婦就職支度資金

をいう。 

⑺ 医療介護資金 母子医療介護資金、父子医療介護資金及び寡婦医療介護資金

をいう。 
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⑻ 生活資金 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金をいう。 

⑼ 住宅資金 母子住宅資金、父子住宅資金及び寡婦住宅資金をいう。 

⑽ 転宅資金 母子転宅資金、父子転宅資金及び寡婦転宅資金をいう。 

⑾ 就学支度資金 母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金

をいう。 

⑿ 結婚資金 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金をいう。 

（貸付けの申請） 

第３条 法第１３条第１項の規定による資金の貸付けを受けようとする者（第１号 

及び第３号において「申請者」という。）は、母子（父子）（寡婦）福祉資金貸

付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本 

⑵ 収入状況明細書（第２号様式） 

⑶ 申請者が現に２０歳以上である子その他これに準ずる者（以下この条におい

て「子等」という。）を扶養している場合にあっては、当該子等の戸籍謄本 

２ 法第３１条の６第１項の規定による資金の貸付けを受けようとする者（第１号 

及び第３号において「申請者」という。）は、母子（父子）（寡婦）福祉資金貸

付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本 

⑵ 収入状況明細書（第２号様式） 

⑶ 申請者が現に子等を扶養している場合にあっては、当該子等の戸籍謄本 

３ 法第３２条第１項又は法附則第６条の規定による資金の貸付けを受けようとす 

る者（以下この項において「申請者」という。）は、母子（父子）（寡婦）福祉

資金貸付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 申請者の戸籍謄本 

⑵ 申請者が現に子等を扶養している場合にあっては、収入状況明細書（第２号

様式）及び当該子等の戸籍謄本 

⑶ 申請者が現に子等を扶養していない場合にあっては、所得証明書 
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４ 前３項の規定により市長に提出する申請書には、これらの規定に規定するもの 

のほか、次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ同表の右欄に定める書類を添付

しなければならない。 

資金の種別 書類 

事業開始資金 事業計画書並びに事業を開始するのに必要な設備費、器具及び

材料の購入費等を明らかにした見積書 

事業継続資金 継続事業計画書並びに事業を継続するのに必要な商品及び材料

の新たな購入費等の見積書 

修学資金 在学証明書又は合格証明書 

技能習得資金

及び修業資金 

知識技能を習得する施設の長の在所（入所見込み）証明書 

就職支度資金 採用決定（見込み）証明書 

医療介護資金 医療を受けるのに必要な資金にあっては医療に要する期間及び

患者負担となる医療費の概算額を記載した医師又は歯科医師の

診断書、介護を受けるのに必要な資金にあっては次に掲げる区

分に応じ定める書類                   

 ア 介護給付に係るもの（イに掲げるものを除く。） 介護

   利用者に交付される書類で介護保険対象分の利用者負担額 

 等が記載されたものの写し 

イ 償還払いとなる居宅介護サービス費等の立替えに係るも

  の 支給申請書等の償還払いとなる居宅介護サービス費等

  の額が記載された書類及び当該居宅介護サービス費等の額

  が確認できる書類の写し 

住宅資金 住宅の補修、保全、改築又は増築の計画書及び施工者による工

事費見積書 

転宅資金 賃貸借契約書の写し又は使用承諾書の写し 

就学支度資金 学校の長の合格証明書又は在学証明書 

結婚資金 挙式披露のための経費又は家具什器等の購入費を明らかにした

見積書 

第４条 法第１４条（法第３１条の６第４項又は第３２条第４項において準用する 
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場合を含む。）の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体

（第７条において「母子・父子福祉団体」という。）は、母子（父子）（寡婦）

福祉資金貸付申請書（団体貸付用）（第３号様式）に、当該母子・父子福祉団体

の定款その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（貸付け決定及び通知） 

第５条 市長は、前２条の規定により貸付申請書の提出があった場合は、その適否 

を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（借用証書の提出） 

第６条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者（以下「借受者」という。） 

は、母子（父子）（寡婦）福祉資金借用証書（第４号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（氏名又は住所の変更の届出） 

第７条 借受者又は政令第９条第１項（政令第３１条の７又は第３８条において準

用する場合も含む。）に規程する当該借受者の保証人は、氏名（母子・父子福祉

団体にあっては、名称及び代表者の氏名）又は住所（母子・父子福祉団体にあっ

ては、主たる事務所の所在地）を変更したときは、速やかに母子（父子）（寡

婦）福祉資金借受者氏名・住所変更届（第５号様式）により市長に届け出なけれ

ばならない。 

（貸付金の増額の申請） 

第８条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、当該資金の 

貸付額が政令第７条、第３１条の５又は第３６条に定める貸付金額の限度に満た

ない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その貸付金額の限度

において当該貸付金の増額を申請することができる。 

２ 前項の規定により貸付金の増額を申請しようとする借受者は、母子（父子）

（寡婦）福祉資金貸付金増額申請書（第６号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

（貸付金の減額及び辞退の申出） 

第９条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、当該貸付金

の減額又は辞退の申出をしようとするときは、母子（父子）（寡婦）福祉資金貸
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付金減額申出書（第７号様式）又は母子（父子）（寡婦）福祉資金貸付辞退申出

書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（貸付金の継続の申請） 

第１０条 法第１３条第３項、第３１条の６第３項又は第３２条第２項の規定によ 

り修学資金又は修業資金の貸付けの継続を受けようとする者は、母子（父子） 

（寡婦）福祉資金継続貸付申請書（第９号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、貸付けを継続す 

るかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（据置期間の延長の申請） 

第１１条 政令第８条第５項の規定による据置期間の延長の適用を受けようとする

借受者は、母子（父子）（寡婦）福祉資金据置期間延長申請書（第１０号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、政令第３１条の６第５項又は第３７条第５項の規定による据置

期間の延長の適用を受けようとする場合について準用する。 

（休学又は復学の届出） 

第１２条 修学資金、技能習得資金又は修業資金の借受者は、当該資金により就学 

している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休学届（第１１号様式）又

は復学届（第１２号様式）により市長に届け出なければならない。 

（修学資金の交付の停止及び減額の通知） 

第１３条 市長は、政令第１１条（政令第３１条の７又は第３８条において準用す 

る場合を含む。）の規定により修学資金の貸付金の交付を停止し、又はその額を

減額するときは、その旨を当該貸付金の借受者に通知するものとする。 

（資格喪失の届出及び通知） 

第１４条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借受者は、政令第  

１２条（政令第３１条の７又は第３８条において準用する場合を含む。第３項に

おいて同じ。）に規定する理由が生じたときは、母子（父子）（寡婦）福祉資金

借受資格喪失届（第１３号様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の場合において、借受者がいないときは、当該借受者の同居の親族又は当 

該借受者の保証人が当該届出をしなければならない。 
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３ 市長は、政令第１２条又は第１３条（政令第３１条の７又は第３８条において 

準用する場合を含む。）の規定により貸付金の貸付けを停止する場合は、当該貸

付金の借受者、同居の親族又は当該借受者の保証人にその旨を通知するものとす

る。 

（一時償還の通知） 

第１５条 市長は、政令第１６条（政令第３１条の７又は第３８条において準用す 

る場合を含む。）の規定により貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求する

場合は、当該貸付金の借受者にその旨を通知するものとする。 

（償還期間又は償還方法の変更の申請等） 

第１６条 借受者は、貸付金の償還期間又は償還方法を変更しようとするときは、 

母子（父子）（寡婦）福祉資金償還期間（償還方法）変更申請書（第１４号様

式）を市長に提出しなければならない。 

（支払猶予の申請） 

第１７条 政令第１９条第１項（政令第３１条の７又は第３８条において準用する 

場合を含む。）の規定により償還金の支払猶予を受けようとする借受者は、母子

（父子）（寡婦）福祉資金償還金支払猶予申請書（第１５号様式）を市長に提出

しなければならない。 

（償還免除の申請） 

第１８条 法第１５条第１項（法第３１条の６第５項又は第３２条第５項において 

準用する場合を含む。）の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還

の免除を受けようとする借受者は、母子（父子）（寡婦）福祉資金償還免除申請

書（第１６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（保証人の変更の届出） 

第１９条 借受者が当該借受者の保証人を変更しようとするときは、母子（父子） 

（寡婦）福祉資金借受保証人変更届（第１７号様式）により市長に届け出なけれ

ばならない。 

（準用規定） 

第２０条 第５条の規定は、第８条、第１１条、第１６条、第１７条又は第１８条

の申請書の提出があった場合について準用する。 

（母子家庭日常生活支援事業等の開始の届出） 
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第２１条 法第２０条（法第３１条の７第４項において準用する場合を含む。）又

は法第３３条第４項の規定による届出は、母子家庭（父子家庭）（寡婦）日常生

活支援事業開始届（第１８号様式）によらなければならない。 

（母子家庭日常生活支援事業等の変更の届出） 

第２２条 省令第４条（省令第６条の１７の４又は第７条において準用する場合を 

含む。）の規定による届出は、母子家庭（父子家庭）（寡婦）日常生活支援事業

変更届（第１９号様式）によらなければならない。 

（母子家庭日常生活支援事業等の廃止又は休止の届出） 

第２３条 法第２１条（法第３１条の７第４項又は第３３条第５項において準用す 

る場合を含む。）の規定による届出は、母子家庭（父子家庭）（寡婦）日常生活

支援事業廃止（休止）届（第２０号様式）によらなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に山梨県母子及び父子並び 

に寡婦福祉法施行細則（昭和５７年山梨県規則第１９号。以下「県規則」とい

う。）の規定により行われた貸付けの申請、貸付けの決定その他の行為でこの規

則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によってなされたも

のとみなす。 

３ この規則の施行の際現に県規則に規定する様式を使用している書類で、施行日 

以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施

行日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるも

のとみなす。 
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第１号様式（第３条関係） 

（表） 
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（裏） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第７条関係） 
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第６号様式（第８条関係） 
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第７号様式（第９条関係） 
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第８号様式（第９条関係） 
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第９号様式（第１０条関係） 
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第１０号様式（第１１条関係） 
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第１１号様式（第１２条関係） 
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第１２号様式（第１２条関係） 
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第１３号様式（第１４条関係） 
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第１４号様式（第１６条関係） 
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第１５号様式（第１７条関係） 
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第１６号様式（第１８条関係） 
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第１７号様式（第１９条関係） 
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第１８号様式（第２１条関係） 
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第１９号様式（第２２条関係） 
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第２０号様式（第２３条関係） 
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 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４１号 

 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則（平成５年

１２月規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「浄化槽法」の次に「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「省令」という。）」を加え

る。 

第８条の２を削り、第８条の３を第８条の２とし、同条の次に次の１条を加え

る。 

（指定排出物） 

第８条の３ 条例第２０条の２第１項に規定する指定排出物は、別表のとおりとす 

る。 

 第１７条第１項中「第４項」を「第６項」に、「第５項」を「第７項」に改め

る。 

 第１８条第１項中「第４項」を「第６項」に改める。 

 第３０条を第５０条とし、第２９条の次に次の１９条を加える。 

（申請書等） 

第３０条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 法第８条第２項の申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書（第３０号様 

式） 
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⑵ 省令第４条の４第１項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（第 

３１号様式） 

⑶ 省令第４条の４の２の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書（第３２

号様式） 

⑷ 省令第４条の１７の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（第 

３３号様式） 

⑸ 省令第５条の３第１項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書（第 

３４号様式） 

⑹ 省令第５条の４の２第１項又は第５条の９の２第１項の届出書 一般廃棄物

処理施設軽微変更等届出書（第３５号様式） 

⑺ 省令第５条の５第１項又は第５条の１０第１項の届出書 一般廃棄物最終処

分場の埋立処分終了届出書（第３６号様式） 

⑻ 省令第５条の５の２第１項又は第５条の５の２の２第１項若しくは第５条の

１０の２第１項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書（第３７号様

式） 

⑼ 省令第５条の５の５第１項の申請書 熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定

申請書（第３８号様式） 

⑽ 省令第５条の５の１０第１項の届出書 熱回収一般廃棄物処理施設休廃止等

届出書（第３９号様式） 

⑾ 省令第５条の５の１１第１項の報告書 熱回収一般廃棄物処理施設熱回収報

告書（第４０号様式） 

⑿ 法第９条の３第１項の規定による届出書 一般廃棄物処理施設設置届出書

（第４１号様式） 

⒀ 省令第５条の８第１項の届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書（第４２号 

様式） 

⒁ 省令第５条の１０の３の協議書 非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置協

議書（第４３号様式） 

⒂ 省令第５条の１１第１項の申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可

申請書（第４４号様式） 

⒃ 省令第５条の１２第１項の申請書 合併・分割認可申請書（第４５号様式） 
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⒄ 省令第６条第１項の届出書 相続届出書（第４６号様式） 

⒅ 省令第１２条の７の１７第２項の届出書 産業廃棄物処理施設設置者に係る 

一般廃棄物処理施設設置届出書（第４７号様式） 

⒆ 省令第１２条の７の１７第５項の規定による届出書 産業廃棄物処理施設設

置者に係る一般廃棄物処理施設届出事項変更（廃止）届出書（第４８号様式） 

（廃棄物処理施設の設置許可証の交付） 

第３１条 市長は、法第８条第１項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可 

をしたとき、又は法第９条第１項の規定による当該施設の変更の許可をしたとき 

は、一般廃棄物処理施設設置（変更）許可証（第４９号様式。以下「許可証」と

いう。）を交付するものとする。 

２ 前項に規定する許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速

やかに廃棄物処理施設設置（変更）許可証再交付申請書（第５０号様式）を市長

に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、再交付の申請の理由が許可証の破損又は汚損であるとき

は、当該破損又は汚損した許可証を添付しなければならない。 

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査の結果通知） 

第３２条 市長は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を 

含む。）の規定による検査をしたときは、当該検査の結果を一般廃棄物処理施設 

使用前検査結果通知書（第５１号様式）により通知するものとする。 

（一般廃棄物処理施設の定期検査の結果通知） 

第３３条 市長は、法第８条の２の２第１項の規定による検査をしたときは、当該 

検査の結果を一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書（第５２号様式）により通

知するものとする。 

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の結果通知） 

第３４条 市長は、法第９条第５項（法第９条の３第１１項において準用する場合 

を含む。）又は法第９条の２の３第２項の規定による確認をしたときは、一般廃

棄物最終処分場廃止確認通知書（第５３号様式）により通知するものとする。 

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定証の交付） 

第３５条 市長は、法第９条の２の４第１項の規定による熱回収の機能を有する一 

般廃棄物処理施設の認定をしたときは、熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定証 
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（第５４号様式）を交付するものとする。 

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設設置等に係る確認の通知） 

第３６条 法第９条の３第４項ただし書（同条第９項において準用する場合を含

む。）の規定による通知は、一般廃棄物処理施設確認通知書（第５５号様式）に

よるものとする。 

 （市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の同意） 

第３７条 市長は、法第９条の３の２第１項の規定による同意をしたときは、非常 

災害に係る一般廃棄物処理施設同意書（第５６号様式）を交付するものとする。 

 （廃棄物処理施設の譲受け等許可証の交付） 

第３８条 市長は、法第９条の５第１項の規定による許可をしたとき、又は法第  

１５条の４において読み替えて準用する法第９条の５第１項の規定による許可を 

したときは、一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設譲受け（借受け）許可証（第

５７号様式）を交付するものとする。 

（廃棄物許可施設設置者の合併等認可証の交付） 

第３９条 市長は、法第９条の６第１項の規定による認可をしたとき、又は法第  

１５条の４において読み替えて準用する法第９条の６第１項の規定による認可を 

したときは、一般廃棄物（産業廃棄物）許可施設設置者合併（分割）許可証（第

５８号様式）を交付するものとする。 

 （廃棄物許可施設設置者相続届出の受理書の交付） 

第４０条 市長は、法第９条の７第２項の規定による届出を受理したとき、又は法 

第１５条の４において準用する法第９条の７第２項の規定による届出を受理した 

ときは、一般廃棄物（産業廃棄物）許可施設設置者相続届出受理書（第５９号様

式）を交付するものとする。 

 （産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

の届出の受理） 

第４１条 省令第１２条の７の１７第４項の受理書は、産業廃棄物処理施設の設置

者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例届出受理書（第６０号様式）

とする。 

２ 市長は、省令第１２条の７の１７第５項の規定による変更の届出を受理したと 

きは、前項の受理書に当該変更に係る事項を追記し、交付するものとする。 
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（再生利用業の指定の申請等） 

第４２条 省令第９条第２号又は第１０条の３第２号の指定（以下「再生利用業指 

定」という。）を受けようとする者（市長が別に定める者を除く。）は、再生利

用業指定申請書（第６１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、再生利用業指定をしたときは、再生利用業指定証（第６２号様式。以 

下「指定証」という。）を交付するものとする。 

３ 再生利用業指定を受けた者（以下「再生利用業指定業者」という。）は、その 

再生利用業指定の事業の範囲の変更をしようとするときは、再生利用業変更指定 

申請書（第６３号様式）に指定証を添えて市長に提出しなければならない。ただ

し、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 

４ 再生利用業指定業者は、その再生利用業指定の事業の範囲の全部又は一部を廃 

止するときは、再生利用業廃止届出書（第６４号様式）に指定証を添えて市長に

提出しなければならない。 

５ 再生利用業指定業者は、再生利用業指定に係る次に掲げる事項に変更が生じた 

ときは、再生利用業変更届出書（第６５号様式）に指定証を添えて市長に提出し

なければならない。 

⑴ 住所 

⑵ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

⑶ 事業場の所在地 

⑷ 再生利用の目的 

⑸ 取引関係 

６ 第２項の規定は、第３項の事業の範囲の変更、第４項の規定による事業の範囲

の一部の廃止及び前項の変更について準用する。 

７ 再生利用業指定業者は、指定証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、再生 

利用業指定証再交付申請書（第６６号様式）に、破損し、又は汚損した指定証を

添えて市長に提出するものとする。 

８ 指定証の再交付を受けた者は、亡失した指定証を発見したときは、直ちに当該 

指定証を市長に返還しなければならない。 

（欠格要件に係る届出） 

第４３条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。 
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⑴ 省令第１０条の１０の３又は第１０条の２４の届出書 欠格要件に係る届出

書（第６７号様式） 

⑵ 省令第５条の５の３又は第１２条の１１の３の届出書 欠格要件に係る届出

書（第６８号様式） 

（産業廃棄物処理業者等に係る実績報告書の徴収） 

第４４条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式により、毎年６月３０日

までに、その年の３月３１日以前の１年間における産業廃棄物又は特別管理産業

廃棄物の収集、運搬又は処分の実績を記載した報告書を市長に提出しなければな

らない。 

⑴ （特別管理）産業廃棄物収集運搬業者（甲府市内のみにおいて収集運搬の許

可を受けたものに限る。） 産業廃棄物収集運搬業実績報告書（第６９号様

式） 

⑵ （特別管理）産業廃棄物処分業者 産業廃棄物処分業実績報告書（第７０号

様式） 

⑶ 産業廃棄物処理施設設置事業者 産業廃棄物処理実績報告書（第７１号様

式） 

（最終処分場埋立終了届出台帳） 

第４５条 法第１９条の１２第１項の台帳は、最終処分場埋立終了届出台帳（第

７２号様式）とする。 

（最終処分場埋立終了届台帳の閲覧） 

第４６条 法第１９条の１２第３項の規定による台帳又はその写しの閲覧（以下

「台帳の閲覧」という。）の場所は、甲府市環境部とする。 

２ 台帳の閲覧の時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

３ 次に掲げる日においては、台帳の閲覧をすることができない。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １２月２９日から同月３１日までの日、１月２日及び同月３日 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、台帳の 

閲覧に供しない日を設け、又は台帳の閲覧の時間を変更することができる。 

５ 台帳の閲覧をしようとする者は、廃棄物最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧
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請求書（第７３号様式）を市長に提出しなければならない。 

６ 台帳の閲覧を請求した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 職員の指示に従って台帳の閲覧をすること。 

⑵ 台帳又はその写しを汚損し、又は毀損しないこと。 

⑶ 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。 

７ 市長は、台帳の閲覧の請求をした者が前項の規定に違反したときは、その閲覧

を停止し、又は禁止することができる。 

（事故状況等の届出） 

第４７条 法第２１条の２第１項の規定による届出は、特定処理施設に係る事故状

況等届出書（第７４号様式）によらなければならない。 

（申請書等の提出部数） 

第４８条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する申請書等の提出部数 

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。 

⑴ 第３０条第１号に規定する一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び同条第５

号に規定する一般廃棄物処理施設変更許可申請書 正副各１部 

⑵ その他の申請書等 １部 

別表中「第８条の２関係」を「第８条の３関係」に改める。 

第２９号様式の次に次の４５様式を加える。 
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第３０号様式（第３０条関係） 

          一般廃棄物処理施設設置許可申請書 

 

                            年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

                    

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

                  

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項の規定による一般廃棄物処理

施設の設置の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

一般廃棄物処理施設の設置の場所  

一般廃棄物処理施設の種類  

一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物

の種類 

 

着工予定年月日      年  月  日 

使用開始予定年月日      年  月  日 

※許可の年月日      年  月  日 

※許可番号  

一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最

終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋

立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量） 

    ㎥／日（ ）時間 
    ｔ／日（ ）時間 
    ㎥／時間 

    ｔ／時間 
面積         ㎡ 
埋立容量       ㎥ 
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△一般廃棄物処理施

設の位置、構造等

の設置に関する計

画に係る事項 

一般廃棄物処理施設の位置 

 

一般廃棄物処理施設の処理

方 式  

 

一般廃棄物処理施設の構造

及び設備 

 

 

処 理 に

伴 い 生

ず る 排

ガ ス 及

び 排 水  

量 
 

処理方法（排出の

方法（排出口の位

置、排出先等を含

む。）を含む。） 

 

設計計算上達成することが

できる排ガスの性状、放流

水の水質その他の生活環境

への負荷に関する数値  

 

その他一般廃棄物処理施設

の構造等に関する事項  

 

※事務処理欄  
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△一般廃棄物処理施

設の維持管理に関

する計画に係る事

項 

排ガスの性状、放流水の水

質等について周辺地域の生

活環境の保全のため達成す

ることとした数値 

 

排ガスの性状及び放流水の

水質の測定頻度に関する事

項 

 

その他一般廃棄物処理施設

の維持管理に関する事項 

 

△災害防止のための計画（一般廃棄物の最終処分

場である場合） 

 

処理に伴い生ずる一

般廃棄物の処分方法

（ごみ処理施設の場

合） 

区分 自家処分・委託処分 

処分方法 

 

汚泥等の処分方法

（し尿処理施設の場

合） 

区分 自家処分・委託処分 

処分方法 
  

△埋立処分の計画 

（最終処分場の場 

合） 

  

△一般廃棄物の搬入

及び搬出の時間及

び方法に関する事

項 

  

法定代理人（申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合） 

 （ふりがな） 

氏     名 
住所 
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（法人である場合） 

（ふりがな） 

名     称 
住所 

  

  

  

   

役員（法定代理人が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏     名 
役職名・呼称 住所 

    

    

    

    

    

    

役員（申請者が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏     名 
役職名・呼称 住所 
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発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合において、

当該株主又は出資をしている者があるとき） 

発行済株式の総数         株 出資の額  

（ふりがな） 

氏名又は名称 

保有する株式の数又

は出資の金額 
住所又は所在地 

割合  

   

  

   

  

   

  

   

  

政令第４条の７に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 （ふりがな） 

氏    名 
役職名・呼称 住所 
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備考 

１ ※欄は、記入しないこと。 

２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又は

最終処分場の別を記入すること。さらに、ごみ処理施設の場合は、焼却施

設、破砕施設等の別を括弧書きすること。 

３ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類については、混合

ごみ、不燃ごみ等の種類を記入すること。 

４ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、か

つ、次の図面等を含むこと。 

  ⑴ 一般廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明ら 

かにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

 ⑵ 排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 

５ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

６ 「法定代理人」の欄から「政令第４条の７に規定する使用人」の欄までの

各欄については、該当する全ての者を記載することとし、記載しきれないと

きは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ

と。 

７ 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者

であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

８ 市長が定める部数を提出すること。 

添付書類 次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 

⑴ 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす

影響についての調査の結果を記載した書類 

⑵ 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 

⑶ 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかに

する書類及び図面 

⑷ 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程図 
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⑸ 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図 

⑹ 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明

する書類 

⑺ 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びそ

の資金の調達方法を記載した書類 

⑻ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付

すべき額及び納付済額を証する書類 

⑼ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前３年の所得

税の納付すベき額及び納付済額を証する書類 

⑽ 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

⑾ 申請者が個人である場合には、住民票の写し（本籍（外国人にあって

は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規定す

る国籍等）の記載のあるものに限る。以下同じ。） 

⑿ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない旨を記載した

書類 

⒀ 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者である場合には、

その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合には、その

登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 

⒁ 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し 

⒂ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上

の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資

をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し又は登記事項証明

書 

   ⒃ 申請者に政令第４条の７に規定する使用人がある場合には、その者の住

民票の写し 
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第３１号様式（第３０条関係） 

 

          一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 
 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２第５項（同法第９条第２項にお 

いて準用する第８条の２第５項）の規定による一般廃棄物処理施設の使用前検査

を受けたいので、関係図面等を添えて申請します。 

許可の年月日及び許

可番号 

        年    月    日 

        第         号 

設置場所 

  

竣工の年月日         年    月    日 

使用開始予定年月日         年    月    日 

※事務処理欄 

備考 ※欄は記入しないこと。 
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第３２号様式（第３０条関係） 

 

         一般廃棄物処理施設定期検査申請書 

                           年  月  日 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

）  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２の２第１項の規定による一般

廃棄物処理施設の定期検査を受けたいので申請します。 

一般廃棄物処理施設の設置場所    

一般廃棄物処理施設の種類  
 

  

許可の年月日及び許可番号  年  月  日  第     号 

※事務処理欄 

 
備考 ※欄は記入しないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1094 -



 

第３３号様式（第３０条関係） 

 

      特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（   年度） 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の１７の規定による特定一

般廃棄物最終処分場の状況等について、次のとおり報告します。 

許可の年月日及び許可番号     年   月   日  第    号 

設置の場所   

埋立処分開始年月日   

埋立処分終了予定年月日   

放流水の水質及び当該測定

に係る放流水を採取した年

月日 

  

埋立処分を開始してから前

年度の３月３１日までに埋

立処分された一般廃棄物の

数量 
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当該年度の４月から９月ま

でに埋立処分された一般廃

棄物の数量 

 

埋立処分の終了後に行う維

持管理の内容 

  

上記の維持管理に必要な費

用の額及びその算定の基礎

の概要 

  

備考 放流水の水質については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終 

処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１

号）第１条第２項第１４号ハ及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄

物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成１２年総理府・厚生省令

第２号）第１条第３号ロの規定により測定したものを記載すること。 
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第３４号様式（第３０条関係） 

 （第１面） 

         一般廃棄物処理施設変更許可申請書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

）  

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第１項の規定による一般廃棄 

物処理施設の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請 

します。 

一般廃棄物処理施設の設置の

場所 

  

一般廃棄物処理施設の種類   

許可の年月日        年   月   日 

許可番号   

変

更

の

内

容  

一般廃棄物処理施設

において処理する一

般廃棄物の種類 

  

一般廃棄物処理施設

の処理能力（一般廃

棄物の最終処分場で

ある場合にあって

変更後 変更前 
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は、一般廃棄物の埋

立処分の用に供され

る場所の面積及び埋

立容量） 

  ㎥／日（ ）時間 

  ｔ／日（ ）時間 

      ㎥／時間 

      ｔ／時間 

埋立地の面積   ㎡ 

埋立容量     ㎥ 

  ㎥／日（ ）時間 

  ｔ／日（ ）時間 

      ㎥／時間 

      ｔ／時間 

埋立地の面積   ㎡ 

埋立容量     ㎥ 

△一般廃棄物処理施

設の位置、構造等

の設置に関する計

画 

  

△一般廃棄物処理施

設の維持管理に関

する計画 

  

変更の理由   

着工予定年月日        年   月   日 

使用開始予定年月日        年   月   日 

※許可の年月日        年   月   日 

※許可番号   

※事務処理欄   
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 （第２面） 

申請者（個人である場合） 

  

（ふりがな） 

氏 名 
生年月日 

本籍 

住所 

    
  

  

（法人である場合） 

（ふりがな） 

名 称 
所在地 

    

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号

チに規定する未成年者である場合） 

 （個人である場合） 

（ふりがな） 

氏     名 
生年月日 

本籍 

住所 

   

 

（法人である場合） 

（ふりがな） 

名    称 
所在地 

  

 

役員（法定代理人が法人である場合） 

（ふりがな） 

氏     名 

生年月日 本籍 

役職名 ･ 呼称 住所 
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役員（申請者が法人である場合） 

  

（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・呼称 住所 
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 （第３面） 

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合におい

て、当該株主又は出資をしている者があるとき） 

  発行済株式の

総数 
           株 出資の額   

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する

株式の数

又は出資

の金額 

本籍 

割合 住所又は所在地 

        

    

        

    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の７に規定する使用人（申請

者に当該使用人がある場合） 

  （ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・呼称 住所 
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備考 

 １ ※欄は記入しないこと。 

 ２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又

は最終処分場の別を記入すること。さらに、ごみ処理施設の場合は、焼却

施設、破砕施設等の別を括弧書すること。 

 ３ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、か

つ、次の図面等を含むこと。 

  ⑴ 一般廃棄物処理施設の構造及び設備に変更がある場合は、変更後の当

該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

  ⑵ 排ガス及び排水の処理方法に変更がある場合は、変更後の処理系統図 

  ⑶ 排ガス又は排水の量に変更がある場合は、変更後の数値 

  ⑷ 排ガスの性状に変更がある場合は、大気汚染防止法第６条第２項に規

定するばい煙量若しくはばい煙濃度又はダイオキシン類の濃度に係る変

更後の数値 

  ⑸ 放流水の水質に変更がある場合は、し尿処理施設にあっては生物化学

的酸素要求量、浮遊物質量、大腸菌群数等の項目、最終処分場にあって

は排水基準を定める省令第 1 条に規定する排水基準に掲げる項目及びダ

イオキシン類に係る変更後の数値 

 ４ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

 ５ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるもの

とすること。 

 ６ 「法定代理人」の欄から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第

４条の７に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者

を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成し

た書面に記載して、その書面を添付すること。 

 ７ 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

 ８ 市長が定める部数を提出すること。 
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第３５号様式（第３０条関係） 

         一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

）  

一般廃棄物処理施設の軽微な変更等をしたので、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第９条第３項（同法第９条の３第１１項において準用する第９条第３

項）の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

一般廃棄物処理施設の名称  

一般廃棄物処理施設の設置の場所  

一般廃棄物処理施設の種類  

許可の年月日及び許可番号又は届出の年

月日 

許可（届出） 

    年  月  日 第  号 

変

更

の

内

容 

△軽微な変更  

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名の変更 

 

△廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行規則第５条の４（同規則第

５条の９において準用する場合を

含む。）に掲げる事項の変更（同

規則第５条の４第６号関係を除

く。） 
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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の４第６号に掲げる事

項 

 

 

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資

をしている者の変更 

（ふりがな） 

名    称 
住所 

  

 

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代

理人が法人である場合の当該法人の役員を含む。）、株主、出資をして

いる者及び使用人の変更 

（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・呼称 住所 

   

  

   

  

廃止若しくは休止又は再開の理由 （廃止・休止・再開の別） 

廃止若しくは休止又は再開の年月日      年  月  日 

備考 

 １ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと

し、同欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

 ２ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の４第６号に掲げ

る事項」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載

しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書

面を添付すること。 

 ３ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させること。 
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第３６号様式（第３０条関係） 

 

         一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  一般廃棄物の最終処分場の埋立処分が終了したので、廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律第９条第４項（同法第９条の３第１１項において準用する第９条第４

項）の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

施設の廃止までの間

の管理予定者及びそ

の連絡先 

住所 

氏名 

（電話番号               ） 

設置場所   

許可の年月日及び許

可番号又は届出の年

月日 

許可（届出） 

        年   月   日 

        第       号 

埋立地の面積、埋立

ての深さ及び覆土の

厚さ 

面積       埋立ての深さ   覆土の厚さ 

 

      ㎡        ｍ        ｍ 

埋立処分の方法   

埋立処分開始年月日         年   月   日 
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埋立処分終了年月日         年   月   日 

埋め立てた一般廃棄

物の種類（当該一般

廃棄物に石綿含有一

般廃棄物又は水銀処

理物が含まれる場合

は 、 そ の 旨 を 含

む。）、数量及び性

状 

種類 数量（㎥） 性状 
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第３７号様式（第３０条関係） 

（表面） 

          一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 

 

                             年  月  日 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第５項（同法第９条の３第１１項に 

おいて準用する第９条第５項）又は同法第９条の２の３第２項の規定による一般

廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請

します。 

設置場所   

許可の年月日及び許可番

号又は届出の年月日 

許可（届出） 

        年    月    日 

        第         号 

埋め立てた一般廃棄物の

種類（当該一般廃棄物に

石綿含有一般廃棄物又は

基準適合水銀処理物が含

まれる場合は、その旨を

含む。）及び数量 

種類 数量（㎥） 

    

埋立地の面積及び埋立の

深さ 

面積           埋立ての深さ 

        ㎡            ｍ 
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埋立処分の方法   

埋立処分開始年月日         年    月    日 

埋立処分終了年月日         年    月    日 

 

（裏面） 

悪臭の発散の防止に関

する措置の内容 

  

火災の発生の防止に関

する措置の内容 

  

ねずみの生息及び害虫

の発生の防止に関する

措置の内容 

  

地下水等の水質の状況 
  

埋立地の保有水等の水

質の状況 

  

埋立地からのガスの発

生の状況 

  

埋立地の内部及び周辺

の地中の温度の状況 

  

埋立地の覆いの概要   

備考 

  １ 地下水等とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係

る技術上の基準を定める省令（以下「基準省令」という。）第１条第２項第

１０号の規定により採取された地下水等をいう。 

  ２ 保有水等とは、基準省令第１条第３項第６号の規定により集められた保有

水等をいう。 

  ３ 覆いとは、基準省令第１条第２項第１７号の規定による覆いをいう。 
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第３８号様式（第３０条関係） 

 （表面） 

       熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定申請書 

 

                           年  月  日 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の４第１項の規定による一般

廃棄物の熱回収施設設置者として認定を受けたいので、関係書類及び図面を添

えて申請します。 

熱回収施設の設置の場所  

※認定の年月日     年    月    日 

※認定番号   

熱回収に必

要な設備に

関する事項 

設備の種類及びそ

の設備の能力 
 

△設備の位置、構

造等の設置に関

する計画 
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△設備の維持管理

に関する計画 
 

熱回収の内

容に関する

計画 

熱回収施設におい

て処分する一般廃

棄物の種類 

 

熱回収の方法  

熱回収率             ％ 

許可の年月日及び許可番号 
   年   月   日 

   第       号 

※事務処理欄 
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 （裏面） 

備考 

 １ ※欄は、記入しないこと。 

 ２ 設備の種類については、ボイラー、発電機、熱交換器の別を記入するこ

と。 

 ３ 設備の能力については、ボイラーの最大蒸発量（トン／時）、発電機の

出力（キロワット）、熱交換器の能力（キロジュール／時、複数ある場合

はそれぞれの能力）を記載すること。 

 ４ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することと

し、△欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄

に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。また、次の図面等を

含むこと。 

⑴ 設備の位置、構造等の設置に関する計画については、熱回収に必要な

設備の位置及び構造、熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変

換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置の位置を

示す図を添付すること。 

⑵ 設備の維持管理に関する計画については、ボイラー、発電機又は熱交

換器についての維持管理に関する計画を記載すること。また、熱回収に

より得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の

量を把握するために必要な装置の機能を健全に維持するために行う定期

的な点検、補修等の計画も記載すること。 

５ 熱回収の方法については、発電、発電以外の熱利用、発電・熱利用の併

用の別を記入すること。 

 ６ 熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５

条の５の５第１項第４号ハの算式により算定した熱回収率を記載するこ

と。 

 ７ 市長が定める部数を提出すること。 

 

 

- 1111 -



 

第３９号様式（第３０条関係） 

        熱回収一般廃棄物処理施設休廃止等届出書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長   

                   

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号            

 

 熱回収施設を休廃止等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第５条の５の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

熱回収施設の設置の場所  

認定の年月日及び認定番号      年   月   日 第    号 

熱回収を行わな

くなったとき 

理由  

年月日      年   月   日 

廃止、休止又は

再開したとき 

理由 
（廃止・休止・再開の別） 

 

年月日      年   月   日 

熱回収に必要な

設備を変更した

とき 

△変更の

内容 

 

 

理由  

年月日      年   月   日 

※事務処理欄 
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備考 

１ ※欄は記入しないこと。 

２ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同

欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

３ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させること。 
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第４０号様式（第３０条関係） 

        熱回収一般廃棄物処理施設熱回収報告書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

              

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の１１の規定によ

り、熱回収に関する報告書を提出します。 

認定の年月日及び認定

番号 
     年   月   日  第     号 

   年４月１日から 

   年３月３１日ま

での年間の熱回収率 

               ％ 

備考 熱回収率については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５ 

条の５の５第１項第４号ハの算式により算定した熱回収率を記載すること。 
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第４１号様式（第３０条関係） 

 （表面） 

          一般廃棄物処理施設設置届出書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 一般廃棄物処理施設を設置するので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

９条の３第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

一般廃棄物処理施設の設置の場所   

一般廃棄物処理施設の種類   

一般廃棄物処理施設において処理する一般

廃棄物の種類 
  

着工予定年月日      年   月   日 

使用開始予定年月日      年   月   日 

※届出年月日      年   月   日 
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一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄

物の最終処分場である場合にあっては、一

般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の

面積及び埋立容量） 

     ㎥／日（  ）時間 

     ｔ／日（  ）時間 

         ㎥ ／時間 

          ｔ／時間 

埋立地の面積      ㎡  

埋立容量        ㎥  

△一般廃棄物処

理 施 設 の 位

置、構造等の

設置に関する

計画に係る事

項 

一般廃棄物処理施設の位置   

一般廃棄物処理施設の処理

方式 
  

一般廃棄物処理施設の構造

及び設備 
  

処理に伴

い生ずる

排ガス及

び排水 

量   

処理方法（排

出の方法（排

出口の位置、

排出先等を含

む 。 ） を 含

む。）  

  

設計計算上達成することが

できる排ガスの性状、放流

水の水質その他の生活環境

への負荷に関する数値 

  

その他一般廃棄物処理施設

の構造等に関する事項 

  

※事務処理欄 
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（裏面） 

△一般廃棄物処

理施設の維持

管理に関する

計画に係る事

項 

排ガスの性状、放流水の水質

等について周辺地域の生活環

境の保全のため達成すること

とした数値 

  

排ガスの性状及び放流水の水

質の測定頻度に関する事項 

  

その他一般廃棄物処理施設の

維持管理に関する事項 

  

△災害防止のための計画（一般廃棄物の最終処

分場である場合） 

  

処理に伴い生ずる一般廃棄物

の処分方法（ごみ処理施設の

場合） 

区分 自家処分・委託処分 

処分方法   

汚泥等の処分方法 

（し尿処理施設の場合） 

区分 自家処分・委託処分 

処分方法   

△埋立処分の計画（最終処分場の場合）   

△一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に

関する事項 
  

備考 

 １ ※欄は、記入しないこと。 

 ２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又

は最終処分場の別を記入すること。また、ごみ処理施設の場合は、焼却施

設、破砕施設等の別を括弧書すること。 

 ３ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類については、混

合ごみ、不燃ごみ等の種類を記入すること。 

 ４ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、か

つ、次の図面を含むこと。 
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  ⑴ 一般廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明

らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

  ⑵ 排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 

 ５ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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第４２号様式（第３０条関係） 

          一般廃棄物処理施設変更届出書 

 

                           年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

一般廃棄物処理施設に関する事項を変更するので、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第９条の３第８項の規定により、次のとおり届け出ます。 

一般廃棄物処理施設の設置

の場所 

  

一般廃棄物処理施設の種類   

届出年月日        年    月    日 

変

更

の

内

容 

一般廃棄物処理施設

において処理する一

般廃棄物の種類 

  

一般廃棄物処理施設

の処理能力（一般廃

棄物の最終処分場で

ある場合にあって

は、一般廃棄物の埋

立処分の用に供され

る場所の面積及び埋

立容量） 

変更後 変更前 

  ㎥／日（ ）時間 

  ｔ／日（ ）時間 

      ㎥／時間 

      ｔ／時間 

埋立地の面積   ㎡ 

埋立容量     ㎥ 

  ㎥／日（ ）時間 

  ｔ／日（ ）時間 

      ㎥／時間 

      ｔ／時間 

埋立地の面積   ㎡ 

埋立容量     ㎥ 
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△一般廃棄物処理施

設の位置、構造等

の設置に関する計

画 

  

△一般廃棄物処理施

設の維持管理に関

する計画 

  

変更の理由   

着工予定年月日        年    月    日 

使用開始予定年月日        年    月    日 

備考 

 １ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又

は最終処分場の別を記入すること。また、ごみ処理施設の場合は、焼却施

設、破砕施設等の別を括弧書すること。 

 ２ △欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、か

つ、次の図面等を含むこと。 

  ⑴ 一般廃棄物処理施設の構造及び設備に変更がある場合は、変更後の当

該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

  ⑵ 排ガス及び排水の処理方法に変更がある場合は、変更後の処理系統図 

  ⑶ 排ガス又は排水の量に変更がある場合は、変更後の数値 

  ⑷ 排ガスの性状に変更がある場合は、大気汚染防止法第６条第２項に規

定するばい煙量若しくはばい煙濃度又はダイオキシン類の濃度に係る変

更後の数値 

  ⑸ 放流水の水質に変更がある場合は、し尿処理施設にあっては生物化学

的酸素要求量、浮遊物質量、大腸菌群数等の項目、最終処分場にあって

は排水基準を定める省令第１条に規定する排水基準に掲げる項目及びダ

イオキシン類に係る変更後の数値 

 ３ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に

「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

 ４ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるもの

とすること。 
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様式第４３号（第３０条関係） 

 

        非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置協議書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置について、廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律第９条の３の２第１項の規定により協議します。 

一般廃棄物処理施設を設置をすること

が見込まれる場所 

  

一般廃棄物処理施設の種類 

 

  

一般廃棄物処理施設において処理する

一般廃棄物の種類 

  

一般廃棄物処理施設の処理能力 

㎥／日（ ）時間 

ｔ／日（ ）時間 

㎥／時間   

ｔ／時間     

埋立地の面積         ㎡ 

埋立容量           ㎥ 
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△一般廃棄物

処理施設の

位置、構造

等の設置に

関する計画

に係る事項 

一般廃棄物処理施設の

位置 

  

一般廃棄物処理施設の

処理方式 

  

一般廃棄物処理施設の

構造及び設備 

  

処理に
伴い生
ずる排
ガス及
び排水 

量   

処理方法（排

出の方法（排

出口の位置、

排出先等を含

む。）を含

む。） 

  

設計計算上達成するこ

とができる排ガスの性

状、放流水の水質その

他の生活環境への負荷

に関する数値 

  

その他一般廃棄物処理

施設の構造等に関する

事項 

  

※事務処理欄   

△一般廃棄物

処理施設の

維持管理に

関する計画

に係る事項 

排ガスの性状、放流水

の水質等について周辺

地域の生活環境の保全

のため達成することと

した数値 

  

排ガスの性状及び放流

水の水質の測定頻度に

関する事項 

  

その他一般廃棄物処理

施設の維持管理に関す

る事項 

  

※事務処理欄 

注１ ※印の欄は、記入しないこと。 

 ２ 一般廃棄物処理施設の種類については、ごみ処理施設、し尿処理施設又は

最終処分場の別を記入すること。さらに、ごみ処理施設の場合は、焼却施
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設、破砕施設等の別を括弧書すること。 

  ３ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類については、混合 

ごみ、不燃ごみ等の種類を記入すること。 

  ４ △欄の記入については、できる限り図面、表等を利用することとし、か 

つ、次に掲げる図面等を含むこと。 

   ⑴ 一般廃棄物処理施設の構造及び設備については、当該施設の構造を明ら

かにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

   ⑵ 排ガス及び排水の処理方法については、処理系統図 

  ５ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
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第４４号様式（第３０条関係） 

 （第１面） 

       一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 

 

                           年  月  日 

（あて先）甲府市長 

                  

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

                  電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の５第１項の規定による一般廃棄

物処理施設の譲受け・借受けの許可を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。 

譲受け又は借受けの相手方の氏名

（法人にあっては、名称及び代表者

の氏名）及び住所 

  

一般廃棄物処理施設の設置の場所 
  

一般廃棄物処理施設の種類 
  

許可の年月日及び許可番号    年  月  日  第   号 

※譲受け等の許可の年月日        年   月   日 

※譲受け等の許可番号   

※事務処理欄 
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 （第２面） 

申請者（個人である場合） 

  

（ふりがな） 

氏 名 
生年月日 

本籍 

住所 

    
  

  

（法人である場合） 

（ふりがな） 

名 称 
所在地 

    

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号チ

に規定する未成年者である場合） 

 （個人である場合） 

（ふりがな） 

氏    名 
生年月日 

本籍 

住所 

   

 

（法人である場合） 

（ふりがな） 

名    称 
所在地 

  

 

役員（法定代理人が法人である場合） 

（ふりがな） 

氏    名 

生年月日 本籍 

役職名 ･ 呼称 住所 
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役員（申請者が法人である場合） 

  
（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名 ･ 呼称 住所 
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 （第３面） 

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人である場合において、

当該株主又は出資をしている者があるとき） 

  発行済株式の総数          株 出資の額   

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する株

式の数又は

出資の金額 

本籍 

割合 住所 

        

    

        

    

        

    

        

    

        

    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の７に規定する使用人（申請者

に当該使用人がある場合） 

  
（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・

呼称 
住所 
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備考 

 １ ※欄は記入しないこと。 

 ２ 「法定代理人」の欄から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４

条の７に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記

載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面

に記載して、その書面を添付すること。 

 ３ 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者

であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

 ４ 市長が定める部数を提出すること。 
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第４５号様式（第３０条関係） 

（第１面） 

            合併・分割認可申請書 

 

                           年  月  日 

（あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の６第１項の規定による合併又は

分割について認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

① 一般廃棄物処理施設の設置の場所   

② 一般廃棄物処理施設の種類   

③ 許可の年月日及び許可番号   年  月  日   第   号 

④ 合併後存続する法人若しくは合併

によって設立される法人又は分割に

より当該一般廃棄物処理施設を承継

する法人の名称及び住所並びに代表

者の氏名 

  

⑤ 合併又は分割の方法及び条件   

⑥ 合併又は分割の理由   

⑦ 合併又は分割の時期   

※認可の年月日        年   月   日 

※認可番号   

※事務処理欄 
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 （第２面） 

⑧ 申請者 

  （ふりがな） 

名 称 
住所 

    

    

⑨ 役員 

  （ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・呼称 住所 

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

⑩ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の 

１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（当該株主又は出資をし

ている者がある場合） 

  発行済株式の

総数 
         株 

出資の

額 
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（ふりがな） 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する株

式の数又は

出資の額 

本籍 

割合 住所 

        

    

        

    

        

    

        

    

 

（第３面） 

⑪ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の７に規定する使用人

（申請者に当該使用人がある場合） 

  
（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・

呼称 
住所 
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⑫ 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により

当該一般廃棄物処理施設を承継する法人において、役員となる者 

  
（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・

呼称 
住所 
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 （第４面） 

⑬ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当

該一般廃棄物処理施設を承継する法人において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の１００分の５以上の額

に相当する出資をしている者となる者 

  発行済株式の総数            株 出資の額  

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する株式の

数又は出資の金

額 

本籍 

割合 住所 

        

    

        

    

        

    

        

    

        

    

⑭ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当

該一般廃棄物処理施設を承継する法人において、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令第４条の７に規定する使用人となる者（申請者に当該使用人

がある場合） 

  

（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・

呼称 
住所 
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備考 

 １ ※欄は記入しないこと。 

 ２ 申請者欄は、合併又は分割の当事者の連名とすること。 

 ３ ⑨～⑭の欄には、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれ

ないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添

付すること。 

 ４ ⑨及び⑫の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 

 ５ 市長が定める部数を提出すること。 
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第４６号様式（第３０条関係） 

 （表面） 

              相続届出書 

 

                           年  月  日 

 

 （あて先）甲府市長 

住  所 

氏  名           ㊞ 

電話番号 

 

 

 一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位を相続により承継したの

で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の７第２項の規定により、関係

書類を添えて届け出ます。 

被相続人との続柄   

被相続人の氏名及び死亡時の住所 
氏名 

住所 

一般廃棄物処理施設の設置の場所   

一般廃棄物処理施設の種類   

許可の年月日及び許可番号      年  月  日 第    号 

相続の開始の日      年  月  日 

※事務処理欄 
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 （裏面） 

相続人 

  （ふりがな） 

 氏  名 
生年月日 

本籍 

住所 

      

  

      

  

      

  

法定代理人（相続人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号

チに規定する未成年者である場合） 

 （個人である場合） 

（ふりがな） 

 氏  名 
生年月日 

本籍 

住所 

   

 

（法人である場合） 

（ふりがな） 

 名  称 
住所 

  

役員（法定代理人が法人である場合） 

（ふりがな） 

 氏  名 

生年月日 本籍 

役職名・呼

称 
住所 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条の７に規定する使用人（相続

人に当該使用人がある場合） 

  
（ふりがな） 

氏 名 

生年月日 本籍 

役職名・呼

称 
住所 

      

    

      

    

備考 

 １ ※欄は記入しないこと。 

 ２ 「相続人」の欄から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条

の７に規定する使用人」の欄までの各欄には、該当するすべての者を記載

することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面

に記載して、その書面を添付すること。 

 ３ 市長が定める部数を提出すること。 

 ４ この届出書は、相続の日から３０日以内に提出すること。 
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第４７号様式（第３０条関係） 

 （表面） 

    産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

                 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の５第１項の規定により、産

業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等について、次のとおり届

け出ます。 

産業廃棄物処理施設の設置の場所   

産業廃棄物処理施設の種類   

産業廃棄物処理施設において処理

する産業廃棄物の種類（当該施設

が廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則第１２条の７の１６

第１項第４号の２に掲げる施設で

ある場合にあっては、石綿含有産

業廃棄物を処理する旨） 

  

産業廃棄物処理施設に係る許可の

年月日及び許可番号 

      年    月    日 

      第         号 
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処理開始予定年月日       年    月    日 

産業廃棄物処理施設の処理能力

（当該施設が産業廃棄物の最終処

分場である場合にあっては、廃棄

物の埋立処分の用に供される場所

（既に廃棄物が埋め立てられてい

る場所を除く。）の面積及び残余

の埋立容量） 

          ｔ／日（  ）時間 

          ｔ／時間 

埋立地の面積            ㎡ 

（既に廃棄物が埋め立てられている場所を

除く。） 

埋立地の残余容量          ㎥ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第１５条の２第４項の規定によ

り産業廃棄物処理施設に係る同法

第１５条第１項の許可に付された

条件 

  

△産業廃棄物処理施設において処

理する一般廃棄物の種類ごとの

処理量（当該施設が廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規

則第１２条の７の１６第１項第

４号の２に掲げる施設である場

合にあっては石綿含有一般廃棄

物の処理量を含み、当該施設が

同項第５号の２又は第６号に掲

げる施設（水銀処理物に係るも

のに限る。）である場合にあっ

ては水銀処理物の処理量を含

む。）の見込み 

  

備考 

１ 産業廃棄物処理施設の種類については、破砕施設、焼却施設、溶融施設又

は最終処分場の別を記入すること。 
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２ △欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別

紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

 

（裏面） 

添付書類 

 １ 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則（以下「省令」という。）第１２条の５に規定する許可証の写

し 

  ２ 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあっては、次に掲げるいずれかの書 

   類 

   ⑴ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る廃棄物の

処理及び清掃に関する法律第７条第６項の規定に基づく許可を受けたこと

を示す書類 

   ⑵ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であ

ることを示す書類 

   ⑶ 省令第２条の３第１号、第２号、第４号又は第６号に該当する者である

ことを示す書類 

   ⑷ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条の９に規定する認定証

の写し 

   ⑸ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者である

ことを示す書類 
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第４８号様式（第３０条関係） 

 

  産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更（廃止）届出書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  産業廃棄物処理施設の種類の変更（処理する産業廃棄物の種類の変更、一般廃 

棄物の処理の事業の廃止）をしたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第１２条の７の１７第５項の規定により、次のとおり届け出ます。 

変更の内

容（変更

があった

場合） 

産業廃棄物処理施設の種類   

産業廃棄物処理施設において処理す

る産業廃棄物の種類（当該施設が廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則第１２条の７の１６第１項第

４号の２に掲げる施設である場合に

あっては、石綿含有産業廃棄物を処

理する旨） 

  

変更年月日    年   月   日 

一般廃棄物の処理の事業の廃止年月日    年   月   日 

届出年月日    年   月   日 
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備考 

１ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

  ２ この届出書は、変更又は廃止の日から１０日以内に提出すること。 

  ３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の５第１項の規定による

届出書に基づき交付された受理書を添付すること。 
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第４９号様式（第３１条関係） 

一般廃棄物処理施設設置（変更）許可証 

 

                           年  月  日 

 

住  所             

氏  名 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項（第９条第１項）の規定に

より、設置（変更）の許可を受けた一般廃棄物処理施設であることを証する。 

 

 

甲府市長         印 

 

許可の年月日   許可番号   

施設の種類及び

処理する一般廃

棄物の種類 

  

設置場所   

処理能力   

許可の条件   

留意事項 

１ 施設の設置（変更）に当たっては、各種関連法規を遵

守すること ｡  

２ 計画内容等に変更があった場合は速やかに連絡し、指

示を受けること。 

３ 施設の使用前検査申請書を提出し、職員の検査を受け

ること。 
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第５０号様式（第３１条関係） 

 

       廃棄物処理施設設置（変更）許可証再交付申請書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第３１条 

第２項の規定により、次のとおり許可証の再交付を申請します。 

種別 
一般廃棄物処理施設設置（変更）許可証 

産業廃棄物処理施設設置（変更）許可証 

許可年月日及び許

可番号 
      年   月   日   第     号 

再交付申請の理由  

備考 破損し、又は汚損した場合にあっては、当該破損し、又は汚損した許可証

を添付すること。 
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第５１号様式（第３２条関係） 

 

         一般廃棄物処理施設使用前検査結果通知書 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

          様 

 

                     甲府市長         印  

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２第５項（同法第９条第２項にお 

いて準用する第８条の２第５項）の規定による一般廃棄物処理施設の検査の結果

を通知します。 

許可年月日及び許可番号     年   月   日   第    号 

設置場所   

種類・能力   

検査申請年月日         年   月   日 

竣功年月日         年   月   日 

検査年月日         年   月   日 

検査結果 

当該一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第８条の２第５項（同法第９条第２

項において準用する第８条の２第５項）に規定する

申請書に記載した設置に関する計画に 

 

  適合している。 

           適合していない。 

備考   
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第５２号様式（第３３条関係） 

        一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書 

 

                           第     号 

                           年  月  日 

 

             様 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２の２第１項の規定による定期

検査の結果について、次のとおり通知します。 

 

甲府市長           印 

 

一般廃棄物処理施設の設置場所   

一般廃棄物処理施設の種類  

許可の年月日及び許可番号     年  月  日  第   号 

定期検査の結果  

次回の検査期限     年  月  日 

備考  
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第５３号様式（第３４条関係） 

 

          一般廃棄物最終処分場廃止確認通知書 

 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

           様 

 

                     甲府市長          印 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第５項（同法第９条の３第１１項に

おいて準用する第９条第５項）又は第９条の２の３第２項の規定による確認をし

たので、通知します。 

許可年月日及び許

可番号又は届出年

月日 

         年   月   日 

         第       号 

設置場所   

確認申請年月日          年   月   日 

確認年月日          年   月   日 

確認結果 

当該一般廃棄物最終処分場は、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第９条第５項（同法第９条の３第１１項に

おいて準用する場合を含む。）又は第９条の２の３第２

項に規定する技術上の基準に適合している。 

備考 
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第５４号様式（第３５条関係） 

        熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定証 

 

                           年  月  日 

 

住 所                 

氏 名                 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の４第１項の規定による一般

廃棄物の熱回収施設の設置者として認定を受けた者であることを証する。 

 

甲府市長         印  

 

認 定 の 年 月 日           年   月   日 

認定の有効年月日          年   月   日 

認 定 番 号    

熱回収施設の設置の場所  

熱回収の方法   

熱回収に必要な設備  

熱回収率                 ％ 

留意事項 

１ 毎年６月３０日までに、前年度の熱回収に関す

る報告書を提出すること。 

２ 熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施設

を休廃止し、若しくは休止した当該熱回収施設を

再開したとき、又は熱回収に必要な設備の変更を

したときは、遅滞なく届け出ること。 

- 1148 -



 

第５５号様式（第３６条関係） 

 

           一般廃棄物処理施設確認通知書 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

           様 

 

                     甲府市長          印 

 

  年  月  日付けで届出があった次の施設については、その届出の内容が

相当であると認められるので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第

４項ただし書（同条第９項において準用する第９条の３第４項ただし書）の規定

により通知します。 

施設の種類 

  

設置場所 

  

届出の内容 

一般廃棄物処理施設（設置・変更） 
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第５６号様式（第３７条関係） 

                        甲府市指令第    号 

 

        非常災害に係る一般廃棄物処理施設同意書 

 

所在地              

名称及び代表者の氏名        

 

 

     年  月  日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の

３の２第１項の規定により協議のあった次の施設については、同意します。 

 

 

     年  月  日 

 

                    甲府市長        印  

 

 

  
施設の種類 

   

施設を設置

することが

見込まれる

場所 
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第５７号様式（第３８条関係） 

一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設譲受け（借受け）許可証 

 

                           年  月  日 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の４において読み替えて準用す

る第９条の５第１項の規定により、譲受け（借受け）の許可を受けた一般廃棄

物（産業廃棄物）処理施設であることを証する。 

 

 

甲府市長          印 

 

譲受け（借受け）許可年月日  年 月 日 
譲受け（借受け）

許可番号 
第  号 

譲受け又は借受けの相手方の

氏名及び住所（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 

 

施設の種類及び処理する一般

廃棄物（産業廃棄物）の種類 

 

許可の年月日及び許可番号      年   月   日  第   号 

設置場所   
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処理能力   

許可の条件   

留意事項 
施設の稼働に当たっては、各種関連法規を遵守

すること。 
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第５８号様式（第３９条関係） 

   一般廃棄物（産業廃棄物）許可施設設置者合併（分割）許可証 

 

年  月  日 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の４において準用する第９条の

６第１項の規定により、一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設の許可施設設置者

である法人の合併（分割）認可を受けたことを証する。 

 

 

                   甲府市長          印 

 

認可の年月日   年  月  日 認可番号 第     号 

合併又は分割の相手方の名

称、代表者の氏名及び住所 
  

許可の年月日及び許可番号     年    月    日  第   号 

施設の種類及び処理する  

一般廃棄物（産業廃棄物）

の種類 

 

設置場所   

処理能力   
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認可の条件   

留意事項 
施設の稼働に当たっては、各種関連法規を遵守す

ること。 
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第５９号様式（第４０条関係） 

一般廃棄物（産業廃棄物）許可施設設置者相続届出受理書 

 

                           年  月  日 

 

                   住 所 

                   氏 名 

  

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の４において準用する第９条の

７第２項の規定により、  年  月  日付けで届出のあった一般廃棄物

（産業廃棄物）許可施設設置者相続届出については、受理した。 

 

 

甲府市長          印 

 

受理の年月日   年  月  日 受理番号 第     号 

被相続人の氏名及び住所   

許可の年月日及び許可番号     年   月   日  第     号 

施設の種類及び処理する  

一般廃棄物（産業廃棄物）

の種類 

 

設置場所   

処理能力   

留意事項 
施設の稼働に当たっては、各種関連法規を遵守す

ること。 
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第６０号様式（第４１条関係） 

     産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設 

     の設置についての  特例届出受理書 

 

                           年  月  日 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の５第１項（第２項）の規

定による産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置につい

ての特例届出を受理したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第

１２条の７の１７第４項の規定により、交付する。 

 

 

                   甲府市長          印

  

受理の年月日    年  月  日 受理番号 第    号 

産業廃棄物処理施設の設

置の場所 
  

産業廃棄物処理施設の種

類 
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産業廃棄物処理施設にお

いて処理する一般廃棄物

の種類 

  

産業廃棄物処理施設に係

る許可の年月日及び許可

番号 

    年   月   日   第    号 

産業廃棄物処理施設に係

る許可の条件 
  

省令第１２条の７の１７

第５項の規定による変更

についての届出状況 
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第６１号様式（第４２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             再生利用業指定申請書 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２項（第１０条の３第２

項）の規定による産業廃棄物の再生利用業の指定を受けたいので、次のとおり申

請します。 

事

業

の

範

囲 

再生活用及び再生輸送の別   

取り扱う産業廃棄物の種類   

再
生
利
用
の
方
法  

再生利用の用に供する施

設の種類、数量、設置場

所及び能力 

  

再生利用の用に供する施

設の方式、構造及び設備

の概要 

  

事業場の所在地   

再生利用の目的   

取

引

関

係 

排出者の氏名又は名称及び所

在地 
  

再生活用業者の氏名又は名称

及び所在地 
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再生輸送業者の氏名又は名称

及び所在地 
  

再生活用により得られる有用

物の利用方法 
  

事業開始予定年月日   

添付書類 

  ⑴ 事業計画の概要を記載した書類 

  ⑵ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び

構造図 

  ⑶ 生活環境保全上の対策を記載した書類 

  ⑷ 排出者との契約書及び再生活用業者又は再生輸送業者との契約書等取引関

係を記載した書類 

  ⑸ 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類 

  ⑹ 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の

謄本 

  ⑺ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し又はそれに代わる書類 

  ⑻ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者であることを

誓約する書面 

  ⑼ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、

損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類 

  ⑽ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前３年の所得税の納

付すべき額及び納付済額を証する書類 

  ⑾ 申請者が再生利用個別指定業を的確に行うに足りる能力を有することを証

する書類 

  ⑿ その他市長が必要と認める書類 
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第６２号様式（第４２条関係） 

 

              再生利用業指定証 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２号又は第１０条の３第 

２号の規定により、次のとおり再生利用業を行う者として指定を受けた者である

ことを証明する。 

 

 

   年  月  日 

 

                      甲府市長         印 

 

１ 指定年月日 

 

 ２ 指定番号 

 

  ３ 事業の範囲 

   ⑴ 再生活用及び再生輸送の別 

 

   ⑵ 取り扱う産業廃棄物の種類 

 

   ⑶ 再生利用の方法 
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  ４ 事業場の所在地 

 

  ５ 再生利用の目的 

 

  ６ 取引関係 
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第６３号様式（第４２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

            再生利用業変更指定申請書 

  甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第４２条 

第３項の規定により、再生利用業の事業の範囲の変更の指定を次のとおり申請し

ます。 

指定年月日   

指定番号   

変
更
の
内
容 

再生活用及び再生輸送の別 
変更前   

変更後   

取り扱う産業廃棄物の種類 
変更前   

変更後   

再生利用の方法 
変更前   

変更後   

変更の理由   

変更に係る取引関係   

変更予定年月日   

添付書類 

⑴ 事業計画の概要を記載した書類 

  ⑵ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び
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構造図 

  ⑶ 生活環境保全上の対策を記載した書類 

  ⑷ 排出者との契約書及び再生活用業者又は再生輸送業者との契約書等取引関

係を記載した書類 

  ⑸ 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類 

  ⑹ 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の

謄本 

  ⑺ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し又はそれに代わる書類 

  ⑻ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者であることを

誓約する書面 

  ⑼ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、

損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類 

  ⑽ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前３年の所得税の納

付すべき額及び納付済額を証する書類 

  ⑾ 申請者が再生利用個別指定業を的確に行うに足りる能力を有することを証

する書類 

⑿ その他市長が必要と認める書類 
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第６４号様式（第４２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             再生利用業廃止届出書 

  甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第４２条 

第４項の規定により、再生利用業指定の事業の範囲の全部（一部）の廃止につい 

て、次のとおり届け出ます。 

指定年月日   

指定番号   

全部（一部）の廃止年月日  

廃止した事業の範囲   
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第６５号様式（第４２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

             再生利用業変更届出書 

  甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第４２条

第５項の規定により、再生利用業の変更について、次のとおり届け出ます。 

指定年月日   

指定番号   

変更年月日   

変更事項 変更前 変更後 

住所     

氏名又は名称及び法人

にあっては、その代表

者の氏名 

    

事業場の所在地     

再生利用の目的     

取引関係     

添付書類（変更の内容に該当しない書類は、省略することができる。） 

 ⑴ 事業計画の概要を記載した書類 

  ⑵ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び

構造図 
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  ⑶ 生活環境保全上の対策を記載した書類 

  ⑷ 排出者との契約書及び再生活用業者又は再生輸送業者との契約書等取引関

係を記載した書類 

  ⑸ 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類 

  ⑹ 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の

謄本 

  ⑺ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し又はそれに代わる書類 

  ⑻ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者であることを

誓約する書面 

  ⑼ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、

損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類 

  ⑽ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前３年の所得税の納

付すべき額及び納付済額を証する書類 

  ⑾ 申請者が再生利用個別指定業を的確に行うに足りる能力を有することを証

する書類 

  ⑿ その他市長が必要と認める書類 
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第６６号様式（第４２条関係） 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

           再生利用業指定証再交付申請書 

  甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第４２条 

第７項の規定により、再生利用業指定証の再交付について、次のとおり申請しま

す。 

指定年月日   

指定番号   

事
業
の
範
囲 

再生活用及び再生輸送の別   

取り扱う産業廃棄物の種類   

再生利用の方法   

再交付申請の理由   
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第６７号様式（第４３条関係） 

 

             欠格要件に係る届出書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

年 月 日付け第  号で許可を受けた産業廃棄物処理業（特別管理産業 

廃棄物処理業）について、下記事由により届出事項に該当したので廃棄物の処理 

及び清掃に関する法律第１４条の２第３項（第１４条の５第３項）において準用 

する同法第７条の２第４項の規定により届け出ます。 

該当するに至った欠格要

件（該当するものに○を

付けてください。） 

法第１４条第５項第２号（イ・ハ・ニ・ホ） 

欠格要件に該当するに至

った具体的事由 
  

欠格要件に該当するに至

った年月日 
      年    月    日 

備考 

１ この届出書は、欠格要件に該当するに至った日から２週間以内に提出する

こと。 

  ２ 各欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、当該欄に
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「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付するこ

と。 
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第６８号（第４３条関係） 

 

             欠格要件に係る届出書 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長  

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

年 月 日付け第   号で許可を受けた一般廃棄物処理施設（産業廃棄 

物処理施設）について、下記事由により届出事項に該当したので、廃棄物の処理 

及び清掃に関する法律第９条第６項（第１５条の２の６第３項において準用する 

同法第９条第６項）の規定により届け出ます。 

該当するに至った欠格要件

（該当するものに○を付け

てください。） 

法第７条第５項第４号（イ・ロ・ハ・ニ・ホ・

ヘ・チ・リ・ヌ）・第１４条第５項第２号（イ・

ハ・ニ・ホ） 

欠格要件に該当するに至っ

た具体的事由 
  

欠格要件に該当するに至っ

た年月日 
         年    月    日 

施設 

区分（該当するもの

に○を付けてくださ

い。） 

一般廃棄物処理施設 ・ 産業廃棄物処理施設 

種類   

設置場所   
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備考 

 １ この届出書は、欠格要件に該当するに至った日から２週間以内に提出する

こと。 

  ２ 各欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、当該欄に 

「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付するこ

と。 
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第６９号様式（第４４条関係）       

    

        （特別管理）産業廃棄物収集運搬実績報告書 

           

          年  月  日  

（あて先）甲府市長    

 

住  所 

氏  名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

（法人の場合は）担 当 者 

電話番号 

 

 

年度の産業廃棄物の収集運搬実績について、次のとおり報告します。 

許可の種類  許可年

月日 

 年 月 日 許 可

番 号  

  

産 業 廃 棄

物・特別管

理産業廃棄

物の種類 

委託者 運搬先  

排出者

又は収

運業者

の別 

許可

番号 

氏名又

は名称 

受託量

（ｔ） 

許 可

番 号  

氏名又

は名称 

運搬量

（ｔ） 

運 搬

目 的  

廃棄物を積み

込んだ場所 

廃棄物を積み

降ろした場所 
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第７０号様式（第４４条関係） 

 

            産業廃棄物処分実績報告書 

           

          年  月  日  

（あて先）甲府市長    

 

住  所 

氏  名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

（法人の場合は）担 当 者 

電話番号 

 

           

年度の産業廃棄物の処分実績について、次のとおり報告します。 

許可の種類  許可年月

日  

年 月 日 許 可

番 号  

 

 

産業廃棄

物・特別管

理産業廃棄

物の種類 

委託者（排出事業

者又は処分業者） 

処分 中間処理後の廃棄物の処

分・再生利用先 

許 可

番 号  

氏 名

又 は

名 称  

再  処分

方法 

処

分

量

（ｔ） 

処

分

後

量

（ｔ） 

許 可

番 号  

氏 名

又 は

名 称  

 

委 託

内 容

等  

委

託

量

等

（ｔ） 

排出場所 処分場所 住所 
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 産業廃棄物処分実績報告集計表 

許可の種

類 

 許可番号  氏名又は法

人名 

 

産業廃棄

物・特別

管理産業

廃棄物の

種類 

委託者 処分 中間処理後の廃棄物の処分・再生

利用先 

排出場所

の都道府

県名 

処分量

（ｔ） 

処分後

量（ｔ） 

中間処理後

の廃棄物の

処分・再生

利用先の都

道府県名 

委託内容

等 

委託量

等（ｔ） 
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第７１号様式（第４４条関係） 

 

            産業廃棄物処理実績報告書 

           

          年  月  日  

 

（あて先）甲府市長    

 

住  所 

氏  名 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

（法人の場合は）担 当 者 

電話番号 

           

年度の産業廃棄物の処理実績について、次のとおり報告します。 

産業廃棄物処理施設等の

所在地 

 

産業廃棄物処理施設等の

種類 

 施設許

可番号 

 

処分した産業廃

棄物の年間処理

量（単位：ｔ） 

処理後の産業廃棄物の処分方法（単位：ｔ） 

種類 年間処

理量 

種類 排出量 処分先 処分先所在

地 

処分方

法 

処分量 

        

        

合計        
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第７２号様式（第４５条関係） 

（表面） 

最終処分場埋立終了届出台帳 

  

 

設 

置 

者 

住所 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表

者の氏名） 

 

 

 

管
理
予
定
者 

氏 名 

 

電話番号 

    （   ） 

  

設置場所 最終処分場の種類（産業廃棄

物の場合に限る。） 

許可（届出）年月日及び
番号 

    年  月  日 

第         号 

 
 

 
 

 
 

埋 
 

 

立 
 

 

地 

面積 

   ㎡ 
埋め立てた廃棄物の種類及び

量 

           ㎥ 埋立処分開始年月日 

    年  月  日 埋立ての

深さ 

最大  

   ｍ 

平均  

   ｍ 

埋立処分終了年月日 

    年  月  日 

埋め立てた廃棄物の性状に関

し特に注意すべき事項 

覆土の厚

さ 

   ｍ 

廃止確認年月日 

    年  月  日 

埋立処分の方法 
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（裏面） 

備考  

１ 省令第５条の５の２第１項若しくは第５条の１０の２第１項の申請書に

添付された同令第５条の５の２第２項第３号若しくは第４号（同令第５条

の１０の２第２項において準用する場合を含む。）に掲げる書類又は同令

第１２条の１１の２第１項の申請書に添付された同条第２項第１号から第

３号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が

行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果を添付すること。 

 ２ 次に掲げる図面を添付すること。 

  ⑴ 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図

及び構造図 

  ⑵ 当該施設の周辺の地図 

⑶ 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石

綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立て

られている位置を示す図面 

 ３ 届出台帳は、永久に保管すること。 
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第７３号様式（第４６条関係） 

 

                             年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 

       廃棄物最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧請求書 

  次のとおり廃棄物最終処分場埋立処分終了届出台帳の閲覧をしたいので、廃棄 

物の処理及び清掃に関する法律第１９条の１２第３項の規定により請求します。 

最終処分場の設置場所 
  

閲覧請求の理由 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1178 -



 

第７４号様式（第４７条関係） 

          特定処理施設に係る事故状況等届出書 

                              年  月  日 

 

（あて先）甲府市長 

 

住  所 

氏  名           ㊞ 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

                 

 

  特定処理施設において破損その他の事故が発生し、応急の措置を講じたので、 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条の２第１項の規定により、関係図面

を添えて届け出ます。 

許可年月日及び許可番号      年   月   日  第     号 

特定処理施設の種類   

特定処理施設の設置場所   

事故の発生年月日 

午前 

年  月  日      時  分頃 

午後 

事故の状況   

講じた措置の概要   

備考 

  １ 「特定処理施設の種類」の欄には、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理
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施設又はその他の処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 

 １８条に規定する処理施設をいう。）の別を記入すること。更に、具体的な 

 施設の種類、形式等を括弧書きにすること。 

 ２ 「事故の状況」の欄については、発生箇所及び発生原因並びに汚水又は気

体の飛散、流出の状況等、生活環境の保全上の支障の状況を記入すること。 

  ３ 「講じた措置の概要」の欄については、生活環境の保全上の支障の除去又

は発生防止のための応急措置の概要を記入すること。 

  ４ 「事故の状況」及び「講じた措置の状況の概要」の欄に、その記載事項の

全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、

別紙を添付すること。また、必要に応じ図面、フロー図等を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市屋外広告物条例施行規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４２号 

   甲府市屋外広告物条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市屋外広告物条例（平成３０年１２月条例第５９号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（禁止広告物等） 

第２条 条例第４条第１号の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。 

⑴ 著しく汚染し、退色し、又は塗料の剥離したもの 

⑵ 著しく破損し、又は老朽したもの 

第３条 条例第４条第２号の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。 

⑴ 構造又は表示若しくは設置の方法に危険のあるもの 

⑵ 風雨、振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのあるもの 

⑶ 人又は車両等の通行を著しく害するおそれのあるもの 

（禁止地域の区分） 

第４条 条例第６条第２項の規則で定める禁止地域の区分は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める地域又は場所とする。 

⑴ 第一種禁止地域 次に掲げる地域又は場所 

ア 条例第６条第１項第１号に掲げる景観地区（同号の規定により指定された

区域を除く。）、風致地区及び伝統的建造物群保存地区（同号の規定により

指定された区域を除く。） 

イ 条例第６条第１項第２号に掲げる地域 

ウ 条例第６条第１項第３号に掲げる地域 

エ 条例第６条第１項第５号に掲げる国立公園又は国定公園の特別地域の区域
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のうち、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条第１項の規定によ

り指定された都市計画区域を除く区域 

オ 条例第６条第１項第６号に掲げる地域 

カ 条例第６条第１項第７号に掲げる地域 

キ 墓地 

⑵ 第二種禁止地域 次に掲げる地域又は場所（前号に掲げる地域又は場所を除

く。） 

ア 条例第６条第１項第１号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域及び田園住居地域 

イ 条例第６条第１項第４号に掲げる区域 

ウ 条例第６条第１項第５号に掲げる国立公園及び国定公園の特別地域 

エ 条例第６条第１項第８号に掲げる地域 

オ 条例第６条第１項第１０号に掲げる地域 

カ 条例第６条第１項第１１号に掲げる区域 

 （許可地域の区分） 

第５条 条例第７条第２項の規則で定める許可地域の区分は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に掲げる地域又は場所とする。 

⑴ 第一種許可地域 次に掲げる地域又は場所 

ア 都市計画法第７条第１項の規定により定められた市街化調整区域（同法第

２９条第１項の規定による開発行為の許可を受けた区域を除く。） 

イ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条第１項の規定により指定

された国立公園又は同条第２項の規定により指定された国定公園の区域のう

ち、都市計画法第８条第１項の規定により定められた用途地域を除く区域 

ウ 都市計画法第２章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第

二種中高層住居専用地域並びに景観地区及び伝統的建造物群保存地区のうち

条例第６条第１項第１号の規定により指定された区域 

⑵ 第二種許可地域 前号に掲げる地域又は場所及び次号に掲げる地域を除く地

域 

⑶ 第三種許可地域 都市計画法第８条第１項の規定により定められた商業地域

（第１号に掲げる地域又は場所を除く。） 
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 （許可の申請） 

第６条 条例第７条第３項（条例第１２条第６項において準用する場合を含む。）

の申請書は、広告物等表示（設置）許可申請書（第１号様式）とする。 

２ 条例第７条第３項第５号（条例第１２条第６項において準用する場合を含

む。）の規則で定める事項は、設計者、施工者並びに工事の着手予定日及び完了

予定日とする。 

（許可基準） 

第７条 条例第７条第４項（条例第１５条第２項において準用する場合を含む。）

の規則で定める基準は、別表第１のとおりとする。 

（広告物活用地区等の指定等の公告） 

第８条 条例第８条第２項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定に

よる公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 広告物活用地区の名称 

⑵ 広告物活用地区の区域（広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。） 

⑶ 広告物活用地区に適用される条例第７条第４項の基準の決定又は変更の案の

概要（広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。） 

⑷ 広告物活用地区に適用される条例第７条第４項の基準の決定又は変更の案の

縦覧場所（広告物活用地区の指定の廃止の場合を除く。） 

２ 前項の規定は、条例第９条第１項又は第２項の景観保全型広告規制地区の指定

又は指定の変更若しくは廃止に係る公告について準用する。 

（特例の許可の申請） 

第９条 条例第１０条第２項において準用する条例第７条第３項の申請書は、広告

物等表示（設置）特例許可申請書（第２号様式）とする。 

（堅牢な広告物等） 

第１０条 条例第７条第５項（条例第１２条第６項において準用する場合を含

む。）の規則で定める堅牢な広告物等並びに条例第１３条第１項及び第２項の規

則で定める堅牢な既存広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造に

より築造されたもので、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８８条第１

項において準用する同法第６条第１項の規定により建築主事の確認を受けたもの

又はこれに準ずると市長が認めたものとする。 
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（適用除外の広告物等の基準） 

第１１条 条例第１２条第６項（条例第１５条第２項において準用する場合を含

む。）において準用する条例第７条第４項の規則で定める基準は、別表第２のと

おりとする。 

２ 条例第１２条第７項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に応

じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 次号に掲げる区域以外の区域 別表第３に定める基準 

⑵ 条例第９条第１項の規定により景観保全型広告規制地区に指定された区域 

当該指定された区域ごとに別に市長が定める基準 

３ 条例第１２条第８項の規則で定める基準は、別表第４のとおりとする。 

（堅牢な既存広告物等に係る経過措置の期間） 

第１２条 条例第１３条第１項の規則で定める期間は、６年間とする。 

２ 条例第１３条第２項の規則で定める期間は、６年間とする。 

（許可標識） 

第１３条 条例第１４条第１項（条例第１５条第２項において準用する場合を含

む。）の屋外広告物許可済証は、第３号様式のとおりとする。 

２ 条例第１４条第１項ただし書（条例第１５条第２項において準用する場合を含

む。以下同じ。）の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。 

⑴ 立看板 

⑵ 横断幕及び懸垂幕 

⑶ のぼり、旗その他これらに類するもの 

⑷ その他許可済印をもって代えることが適当と認められるもの 

３ 条例第１４条第１項ただし書の許可済印は、第４号様式のとおりとする。 

（軽微な変更） 

第１４条 条例第１５条第１項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

⑴ 広告物等の管理のために通常必要と認められる補強又は修繕で当該広告物等

の主たる構造及び条例第７条第６項（条例第１２条第６項（条例第１５条第２

項において準用する場合を含む。）及び条例第１５条第２項において準用する

場合を含む。）の規定により付された条件の変更を伴わないもの 

⑵ 広告物の塗装替えで表示の内容、面積、色彩又は意匠の変更を伴わないもの 
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⑶ 興行場に設置した広告物を掲出する物件に掲出される当該興行場の興行の内

容を表示する広告物の短期的かつ定期的な変更で当該物件の位置及び形状の変

更を伴わないもの 

⑷ 自己の管理する事業場に設置した懸垂幕を掲出する物件に掲出される自己の

営業の内容を表示する懸垂幕の短期的かつ定期的な変更で当該物件の位置及び

形状の変更を伴わないもの 

⑸ 掲示板に掲出される貼紙の短期的かつ定期的な変更で当該掲示板の位置及び

形状の変更を伴わないもの 

（変更の許可の申請） 

第１５条 条例第７条第３項（条例第１５条第２項及び同項において準用する条例

第１２条第６項において準用する場合に限る。）の申請書は、広告物等表示（設

置）変更許可申請書（第５号様式）とする。 

２ 第６条第２項の規定は、条例第７条第３項第５号（条例第１５条第２項及び同

項において準用する条例第１２条第６項において準用する場合に限る。）の規則

で定める事項について準用する。 

（広告物等を表示し、又は設置する者等の変更の届出） 

第１６条 条例第１５条第３項の規定による届出は、広告物等表示者（設置者）変

更等届（第６号様式）によらなければならない。 

（除却の届出） 

第１７条 条例第１８条第３項の規定による届出は、広告物等除却届（第７号様

式）によらなければならない。 

（意見陳述の機会の付与の手続） 

第１８条 条例第１９条第３項の規定による意見の陳述は、市長が口頭ですること

を認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。 

２ 市長は、条例第１９条第３項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、

同条第１項の規定による勧告を受けた者（次項及び第４項において「当事者」と

いう。）に対し、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。 

⑴ 公表しようとする内容及びその理由 

⑵ 陳述書の提出先及び提出期限（口頭により意見を述べる機会を与えるときに

は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所） 
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３ 前項の規定により通知を受けた当事者が口頭により意見を述べるときは、市長

が指定する職員が聴取し、及びその陳述の要旨を記載した調書を作成するものと

する。 

４ 第２項の規定により通知を受けた当事者が陳述書の提出期限までに陳述書を提

出せず、又は出頭すべき日時及び場所に出頭しないときは、意見を述べる機会を

放棄したものとみなす。 

（広告物等を保管した場合の公示の方法） 

第１９条 条例第２２条第１項第１号の規則で定める場所は、甲府市公告式条例

（昭和３５年４月条例第９号）に定める甲府市掲示場とする。 

２ 条例第２２条第２項の規則で定める様式は、保管広告物等一覧簿（第８号様

式）のとおりとする。 

３ 条例第２２条第２項の規定による閲覧に供する方法は、次のとおりとする。 

⑴ 閲覧に供する場所は、都市計画課の事務所内とする。 

⑵ 閲覧に供する日は、甲府市の休日を定める条例（平成元年３月条例第１３

号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く日

とする。 

⑶ 閲覧に供する時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

（保管した広告物等を売却する場合の手続） 

第２０条 条例第２５条第１項及び第２項の規則で定める事項は、次のとおりとす

る。 

⑴ 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 

⑵ 当該競争入札の執行の日時及び場所 

⑶ 契約条項の概要 

⑷ その他当該競争入札の執行に関し必要な事項 

２ 条例第２５条第１項の規則で定める場所は、前条第１項に規定する甲府市掲示

場とする。 

（広告物等の存する土地等への立入検査に係る身分証明書） 

第２１条 条例第２８条第２項の証明書は、身分証明書（第９号様式）とする。 

（管理者の設置等） 

第２２条 条例第３０条第１項ただし書の規則で定める広告物等は、次のとおりと

- 1186 -



する。 

⑴ 貼紙 

⑵ 貼札 

⑶ 広告の用に供する旗 

⑷ 立看板 

⑸ 車両、船舶等に表示し、又は設置するもの 

⑹ その他前各号に定める広告物等に類するもの 

２ 条例第３０条第２項の規則で定める基準は、広告物等の上端の高さが地上から

４メートルであることとする。 

３ 条例第３０条第２項の規則で定める資格を有する者は、建築士法（昭和２５年

法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士の資格を有する者（以下「建築

士」という。）及び条例第４０条第１項各号に掲げる者とする。 

（管理者の届出） 

第２３条 条例第３１条の規定による届出は、広告物等を管理する者（以下「管理

者」という。）を置いたときにあっては管理者設置届（第１０号様式）により、

管理者を変更したとき、又は管理者の氏名若しくは住所に変更があったときにあ

っては管理者変更等届（第１１号様式）によらなければならない。 

（屋外広告業の登録） 

第２４条 条例第３３条第１項の申請書は、屋外広告業登録申請書（第１２号様

式）とする。 

２ 条例第３３条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

⑴ 登録申請者が、法人である場合にあってはその役員の、営業に関し成年者と

同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の、それ

以外の場合にあっては登録申請者の略歴を記載した書面 

⑵ 登録申請者が選任した業務主任者が条例第４０条第１項各号のいずれかに該

当する者であることを証する書面 

⑶ 次に掲げる者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

ア 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者（営業に関し成

年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請

者及びその法定代理人） 
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イ 登録申請者が選任した業務主任者 

⑷ 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 

３ 条例第３３条第２項の書面は、誓約書（第１３号様式）のとおりとする。 

４ 第２項第１号の書面は、略歴書（第１４号様式）のとおりとする。 

（登録事項の変更の届出） 

第２５条 条例第３６条第１項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届

（第１５号様式）によらなければならない。 

２ 条例第３６条第３項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める書類とする。 

⑴ 条例第３３条第１項第１号に掲げる事項の変更 住民票の抄本若しくはこれ

に代わる書面又は法人の登記事項証明書 

⑵ 条例第３３条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とす

る場合に限る。） 法人の登記事項証明書 

⑶ 条例第３３条第１項第３号に掲げる事項の変更 法人の登記事項証明書、条

例第３３条第２項の書面及び前条第２項１号の書面 

⑷ 条例第３３条第１項第４号に掲げる事項の変更 条例第３３条第２項の書

面、前条第２項第１号の書面及び同項第３号の書類（同号アに係るものに限

る。） 

⑸ 条例第３３条第１項第５号に掲げる事項の変更 前条第２項第２号の書面及

び同項第３号の書類（同号イに係るものに限る。） 

（屋外広告業者登録簿の閲覧） 

第２６条 条例第３７条の規定による閲覧に供する方法は、次のとおりとする。 

⑴ 閲覧に供する場所（以下「閲覧所」という。）は、都市計画課の事務所内と

する。 

⑵ 閲覧に供する日は、市の休日を除く日とする。 

⑶ 閲覧に供する時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

⑷ 市長は、屋外広告業者登録簿（以下「登録簿」という。）の整理その他必要

があると認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧に供する時

間を短縮することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する

ものとする。 
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⑸ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある屋外広告業者登録簿閲

覧名簿に所定の事項を記入しなければならない。 

⑹ 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。 

⑺ 市長は、登録簿を閲覧する者が次のア、イ又はウのいずれかに該当するとき

は、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。 

ア 前号の規定に違反したとき又は閲覧所の職員の指示に従わないとき。 

イ 登録簿を損傷したとき、汚損したとき若しくは加筆したとき又はそのおそ

れがあるとき。 

ウ 他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあるとき。 

（廃業等の届出） 

第２７条 条例第３８条第１項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届（第１６

号様式）によらなければならない。 

（講習会についての公告及び申込み） 

第２８条 市長は、条例第３９条の規定による講習会（以下「市長が行う講習会」

という。）を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所その他必要

な事項を公告しなければならない。 

２ 市長が行う講習会の講習を受けようとする者は、講習会受講申込書（第１７号

様式）を市長に提出しなければならない。 

（講習時間） 

第２９条 市長が行う講習会の講習時間は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 屋外広告物に関する法令 ３時間 

⑵ 屋外広告物の表示の方法に関する事項 ２時間 

⑶ 屋外広告物の施工に関する事項 ２時間 

（講習科目の一部免除） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により、屋外広

告物の施工に関する事項の講習を免除する。 

⑴ 建築士 

⑵ 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第２条第４項に規定する電気工

事士の資格を有する者 
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⑶ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項に規定する第一種

電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免

状の交付を受けている者 

⑷ 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２７条の準則訓練（帆布

製品製造科に係るものに限る。）を修了した者、同法第２８条第１項の免許

（帆布製品製造科に係るものに限る。）を受けた者又は同法第６２条第１項の

技能検定（帆布製品製造に係るものに限る。）に合格した者 

２ 前項の申請は、第２８条第２項の講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該

当することを証する書面を添付して行うものとする。 

（講習会修了証書の交付） 

第３１条 市長は、市長が行う講習会の課程を修了した者に対し、修了証書（第

１８号様式）を交付するものとする。 

（試験合格者等と同等以上の知識を有する者） 

第３２条 条例第４０条第１項第５号の規定により市長が認定する者は、屋外広告

業を営む者の営業所において５年以上広告物等の表示又は設置の業務の責任者と

しての経験を有する者で認定を申請した日前２年間において条例その他広告物等

の表示及び設置に関する法令の規定に違反して罰金の刑に処せられたことのない

ものとする。 

（標識の掲示） 

第３３条 条例第４１条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 法人の場合にあっては、その代表者の氏名 

⑵ 登録年月日 

⑶ 営業所の名称 

⑷ 業務主任者の氏名 

２ 条例第４１条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票（第１９号様

式）によらなければならない。 

（帳簿の備付け等） 

第３４条 条例第４２条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 広告物等の注文者の氏名又は名称及び住所 

⑵ 表示又は設置の場所 
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⑶ 広告物等の名称又は種類及び数量 

⑷ 表示又は設置の年月日 

⑸ 請負金額 

２ 条例第４２条の規定による帳簿の備付けは、第２０号様式によらなければなら

ない。 

３ 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならな

い。 

４ 屋外広告業者は、第２項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、当該帳簿

の閉鎖後５年間これを保存しなければならない。 

（屋外広告業者の営業所等への立入検査に係る身分証明書） 

第３５条 条例第４４条第２項の証明書は、身分証明書（第９号様式）とする。 

（減額等の申請） 

第３６条 条例第４６条第６項の規定による許可の申請に係る手数料の減額又は免

除を受けようとする者は、第９条の広告物等表示（設置）特例許可申請書と併せ

て広告物等表示（設置）許可申請等手数料減免申請書（第２１号様式）を市長に

提出しなければならない。 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

⑴ 共通基準 

ア 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、美観風致の維

持のために配慮されたものであること。 

イ ３６０度にわたる弧を照らす灯火（以下「回転灯」という。）を使用して

いないこと。 

ウ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 

エ 第一種許可地域内にあっては、表示の内容が変化するものでないこと。 

オ 第二種許可地域内にあっては、表示の内容が変化するものでないこと。た

だし、都市計画法で規定する用途地域が指定された地域（以下「用途地域」

という。）内において、自家用広告物（自己の氏名、名称、住所若しくは商

標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物等で自己の管

- 1191 -



理する住宅又は事業場の敷地内に表示し、又は設置するものをいう。以下同

じ。）であって、表示面積の合計が０．５平方メートル（両面に表示する場

合にあっては、１．０平方メートル）以内のものを、信号機の視認の妨げに

ならないと市長が認める方法により表示し、又は設置する場合は、この限り

でない。 

⑵ 個別基準 

ア 建築物（その構造又は形態からみて広告物等の表示又は設置の用に供する

ことを主たる目的としていると認められるものを除く。以下同じ。）を利用

する広告物等に係る基準 

   （ア） 建築物を利用する広告物等に係る共通基準  

区分 第一種許可地域 第二種許可地域 第三種許可地域 

１ 建築物

の外壁の

面積の合

計に対す

る、当該

建築物を

利用する

広告物の

表示面積

の合計の

割合 

４分の１以下 ３分の１以下 ２分の１以下 

２ 同一方

向から見

た場合に

おける鉛

直投影面

積の割合 

建築物の鉛直投

影面積に対する、

当該建築物を利用

する広告物の鉛直

投影面積の合計の

割合が１０分の３

以下であること。 

建築物の鉛直投

影面積に対する、

当該建築物を利用

する広告物の鉛直

投影面積の合計の

割合が２分の１以

下であること。 

建築物の鉛直投

影面積に対する、

当該建築物を利用

する広告物の鉛直

投影面積の合計の

割合が１０分の７

以下であること。 

     （イ） 自家用広告物に係る基準  
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区分 第一種許可地

域 

第二種許可地

域 

第三種許可地

域 

１ 屋上

に表示

され、

又は設

置され

る広告

物等 

高さ  屋上から広

告物等の上端

までの高さが

８メートル以

下 で あ る こ

と。 

屋上から広

告物等の上端

までの高さが

１０メートル

以下であるこ

と。 

屋上から広

告物等の上端

までの高さが

１６メートル

以下であるこ

と。 

その 他  広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。 

２ 外壁

から突

出する

広告物

等 

高さ  ア 広告物等の上端が外壁の上端から突出しない

こと。 

イ 地上から広告物等の下端までの高さが車道に

あっては４．５メートル以上、歩道にあっては

２．５メートル以上であること。 

表示 面

積  

１個につき１方向の表示面積が５平方メートル

以下であること。 

その 他  広告物等が外壁から突出する幅が１．５メート

ル以下であること。 

３ 外壁

を利用

する広

告物等

（懸垂

幕に限

る。） 

高さ  懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこ

と。 

表示 面

積  

１枚につき表示面積が３０平方メートル以下で

あること。 

４ 外壁

を利用

する広

告物等 

（懸垂 

高さ  広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこ

と。 

その 他  広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 
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 幕を除

く。） 

  

   （ウ） 自家用広告物以外の広告物等に係る基準  

区分 第一種許可

地域 

第二種許可地域 第三種許可地域 

１ 屋上

に表示

され、

又は設

置され

る広告

物等 

高さ 許可しな

いものとす

る。 

屋上から広告物

等の上端までの高

さが５メートル以

下であること。 

屋上から広告物

等の上端までの高

さが１６メートル

以下であること。 

表示面

積 

１個につき１方

向の表示面積が５

平方メートル以下

であること。 

 

その他 ア 道標及び案内

図は許可しない

ものとする。 

イ 広告物等が外

壁の延長面から

突出しないこ

と。 

広告物等が外壁

の延長面から突出

しないこと。 

２ 外壁

から突

出する

広告物

等 

高さ 許可しないものとする。 ア 広告物等の上

端が外壁の上端

から突出しない

こと。 

イ 地上から広告

物等の下端まで

の高さが車道に

あっては４．５

メートル以上、

歩道にあっては 
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   ２．５メートル

以上であるこ

と。 

表示面

積 

１個につき１方

向の表示面積が５

平方メートル以下

であること。 

その他 広告物等が外壁

から突出する幅が

１．５メートル以

下であること。 

３ 外壁

を利用

する広

告物等

（懸垂

幕に限

る。） 

高さ 許可しないものとする。 懸垂幕の上端が

外壁の上端から突

出しないこと。 

表示面

積 

１枚につき表示

面積が３０平方メ

ートル以下である

こと。 

４ 外壁

を利用

する広

告物等

（懸垂

幕を除

く。） 

高さ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこ

と。 

表示面

積 

１個につき表示面積が３平方

メートル以下であること。 

 

個数 一の壁面につき２個以下であ

ること。 

 

その他 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 

  イ 建植する広告物等に係る基準 

     （ア） 自家用広告物に係る基準 

区分 第一種許可地域 第二種許可地域 第三種許可地域 

１ 高さ 地上から広告物

等の上端までの高 

地上から広告物

等の上端までの高 

地上から広告物

等の上端までの高 
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 さが１２メートル

（１方向の表示面

積が２０平方メー

トルを超える場合

にあっては、５メ

ートル）以下であ

ること。 

さが１５メートル

（１方向の表示面

積が２５平方メー

トルを超える場合

にあっては、５メ

ートル）以下であ

ること。 

さが１５メートル

（１方向の表示面

積が３０平方メー

トルを超える場合

にあっては、５メ

ートル）以下であ

ること。 

２ 表示

面積 

自己の管理する

一の住宅又は事業

場の敷地内におけ

る表示面積の合計

が４０平方メート

ル以下であるこ

と。 

自己の管理する

一の住宅又は事業

場の敷地内におけ

る表示面積の合計

が５０平方メート

ル以下であるこ

と。 

自己の管理する

一の住宅又は事業

場の敷地内におけ

る表示面積の合計

が６０平方メート

ル以下であるこ

と。 

     （イ） 自家用広告物以外の広告物等（道標及び案内図に限る。）に係る基準  

区分 第一種許可地域 第二種許可地域 第三種許可地域 

１ 高さ 地上から広告物等の上端までの高さが５メートル以下であ

ること。 

２ 表示

面積 

ア １方向の表示面積が２平方メートル以下であること。 

イ ２以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあって

は、１方向の表示面積が２平方メートルに当該広告物等を

共同で表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積  

（１６平方メートルを超える場合にあっては、１６平方メ

ートル）以下であること。 

ウ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は

設置する場合にあっては、表示面積の合計が１０平方メー

トル以下であること。 

エ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は

許可地域に表示し、又は設置する場合にあっては、それぞ

れの地域の表示面積の上限に対する割合の合計が１以下で 
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 あること。 

３ 色彩 ア 広告物の表示面

に使用される色彩

のうち、表示面積

に対して占める割

合が最大である色

彩（以下「最大面

積色」という。）

の明度が２以上で

あること。 

イ 最大面積色の彩

度 が ６ （ 色 相 が

Ｒ、ＹＲ又はＹの

場合にあっては、

８）以下であるこ

と。 

  

４ 表示

し、又

は設置

する場

所 

ア 誘導のためやむを得ないと認められる場所であること。 

イ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、又は

設置する場合にあっては、同一路線かつ同一方向に設置す

る場合、相互間距離を５００メートル空けること。 

ウ 目的地までの誘導距離は、最短の道のりで１０キロメー

トル以内とすること。ただし、目的地が市街地から１０キ

ロメートル以上離れている場合は、この限りではない。 

５ その       

 他 

ア ネオン管を使用していないこと。 

イ 照明が点滅しないこと。 

 備考 

１ この表において、色相、明度及び彩度とは、日本工業規格（以下

「規格」という。）Ｚ８７２１に定める方法により表示されるものを

いう。 

２ 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地
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域又は許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域

の表示面積の上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。 

【数：Ａｐ／５．０＋Ａｓ／１０．０】 

この式において、Ａｐ及びＡｓは、それぞれ次の数値を表すもの

とする。 

Ａｐ 禁止地域における表示面積（単位 平方メートル） 

Ａｓ 許可地域における表示面積（単位 平方メートル） 

     （ウ） 自家用広告物以外の広告物等（道標及び案内図を除く。）に係る基準  

区分 第一種許可地域 第二種許可地域 第三種許可地域 

１ 高さ 地上から広告物

等の上端までの高

さが１２メートル

（１方向の表示面

積が２５平方メー

トルを超える広告

物等にあっては、

５メートル）以下

であること。 

地上から広告物

等の上端までの高

さが１５メートル

（１方向の表示面

積が３０平方メー

トルを超える広告

物等及び用途地域

内に表示し、又は

設置する広告物等

で道路法（昭和 

２ ７ 年 法 律 第

１８０号）第２条

第１項に規定する

道路（以下「道

路」という。）か

らの距離が５メー

トル以上３０メー

トル未満のものに

あっては、５メー

トル）以下である

こと。 

地上から広告物

等の上端までの高

さが１５メートル

（１方向の表示面

積が３５平方メー

トルを超える広告

物等及び道路から

の距離が５メート

ル以上３０メート

ル未満の広告物等

にあっては、５メ

ートル）以下であ

ること。 
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２ 表示

面積 

表示面積が５０

平方メートル以下

であること。 

表示面積が５０

平方メートル（用

途地域内に表示

し、又は設置する

広告物等で道路か

らの距離が５メー

トル以上１５メー

トル未満の広告物

等にあっては５平

方メートル、道路

からの距離が１５

メートル以上３０

メートル未満の広

告物等にあっては

１５平方メー ト

ル）以下であるこ

と。 

表示面積が５０

平方メートル（道

路からの距離が５

メートル以上１５

メートル未満の広

告物等にあっては

５平方メートル、

道路からの距離が

１５メートル以上

３０メートル未満

の広告物等にあっ

ては１５平方メー

トル）以下である

こと。 

３ 色彩 ア 最大面積色の

明度が２以上で

あること。 

イ 最大面積色の

彩度が６（色相

がＲ、ＹＲ又は

Ｙの場合にあっ

ては、８）以下

であること。 

  

４ 表示

し、又

は設置

する場 

ア 道路から展望

できる広告物等

については、当

該道路からの距 

ア 道路から展望

できる広告物等

については、次

に掲げる全ての 

ア 道路から展望

できる広告物等

については、次

に掲げる全ての 
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 所 離が３０メート

ル以上で、か

つ、建植する広

告物等の相互間

の距離が３０メ

ートル以上であ

ること。 

イ 鉄道、軌道及

び索道の用地か

ら展望できる広

告物等について

は、これらの用

地からの距離が

７０メートル以

上で、かつ、建

植する広告物等

の相互間の距離

が５０メートル

以上であるこ

と。 

要件を満たすこ

と。 

⑴ 当該道路か

ら の 距 離 が

３０メートル

（用途地域内

にあっては、

５メートル）

以上で、かつ

建植する広告

物等の相互間

の距離が３０

メートル（用

途地域内にあ

っては、５メ

ートル）以上

であること。 

⑵ 道路交通法

（昭和３５年

法律第１０５

号）第２条第

１４号に規定 

す る 信 号 機 

（以下「信号 

機 」 と い

う。）からの

距離が３０メ

ートル以上で

あること。 

イ 鉄道、軌道及 

要件を満たすこ

と。 

⑴ 当該道路か

らの距離が５

メートル以上

で、かつ、建

植する広告物

等の相互間の

距離が５メー

トル以上であ

ること。 

⑵ 信号機から

の距離が３０

メートル以上

であること。 

イ 鉄道、軌道及

び索道の用地か

ら展望できる広

告物等について

は、これらの用

地からの距離が

７０メートル以

上で、かつ、建

植する広告物等

の相互間の距離

が５０メートル

以上であるこ

と。 
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  び索道の用地か

ら展望できる広

告物等について

は、これらの用

地からの距離が

７０メートル以

上で、かつ、建

植する広告物等

の相互間の距離

が５０メートル

以 上 で あ る こ

と。 

 

備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Ｚ８７２１に定め

る方法により表示されるものをいう。 

  ウ 工作物を利用する広告物等に係る基準 

区分 第一種許可地

域 

第二種許可地

域 

第三種許可地

域 

１ 塀又は垣

を利用する

広告物等 

高さ 地上から広告物等の上端までの高さが第２．５

メートル以下であること。 

表示面

積 

ア １方向の表示面積の合計が２０平方メート

ル以下であること。 

イ 自家用広告物以外の広告物等にあっては、

１個につき表示面積が２平方メートル以下で

あること。 

個数 自家用広告物以外の広告物等にあっては、１

方向につき２個以下であること。 

その他 広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及び

その延長線から突出しないこと。 

２ 電柱、街

灯柱その他 

高さ 地上から広告物等の下端までの高さが車道に

あっては４．５メートル以上、歩道にあっては 
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これらに類

す る も の

（以下「電

柱等」とい

う。）に添

加する広告

物等 

 ２．５メートル以上であること。 

大きさ ア 縦が１．２メートル以下であること。 

イ 横が０．４５メートル以下であること。 

個数 電柱等１本につき１個であること。 

３ 電柱等に

巻き付ける

広告物等 

高さ ア 地上から広告物等の下端までの高さが１．２

メートル以上であること。 

イ 地上から広告物等の上端までの高さが３．５

メートル以下であること。 

大きさ 縦が１．５メートル以下であること。 

個数 電柱等１本につき２個以下であること。 

４ その他の

工作物を利

用する広告

物等 

高さ 地上から広

告物等の上端

までの高さが

２３メートル

以下であるこ

と。 

地上から広

告物等の上端

までの高さが

３０メートル

以下であるこ

と。 

地上から広

告物等の上端

までの高さが

４７メートル

以下であるこ

と。 

表示面

積 

一の工作物につき表示面積の合計が３０平方

メートル以下であること。 

  エ 車両、船舶等を利用する広告物等に係る基準 

区分 第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可地域 

表示面積 ア １方向の表示面積の合計が５平方メートル以下である

こと。 

イ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が１０平方メ

ートル以下であること。 

ウ ア及びイにかかわらず、バス及び電車にあっては、一

の車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の１０

分の３以下であること。 
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  オ 簡易な広告物等に係る基準 

区分 第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可

地域 

１ 広告幕（建

築物の外壁を

利用する懸垂

幕を除く。） 

高さ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあ

っては４．５メートル以上、歩道にあっては

２．５メートル以上であこと。 

表示

面積 

１枚につき表示面積が３０平方メートル以下で

あること。 

２ アドバルー

ン 

高さ 地上からアドバルーンの上端までの高さが５０

メートル以下であること。 

表示

面積 

１個につき表示面積が３０平方メートル以下で

あること。 

３ 貼紙又は貼

札 

表示

面積 

１枚につき表示面積が１平方メートル以下であ

ること。 

４ 立看板、の

ぼり、旗その

他これらに類

するもの 

表示

面積 

１個につき表示面積が２平方メートル以下であ

ること。 

別表第２（第１１条関係） 

区分 第一種禁止地域 第二種禁止地域 

１ 高さ 地上から広告物等の上端までの高さが３メートル（塀

又は垣を利用する広告物等にあっては、２．５メート

ル）以下であること。 

２ 表示面積 ア １方向の表示面積が１平方メートル以下であるこ

と。 

イ ２以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあ

っては、１方向の表示面積が１平方メートルに共同で

表示し、又は設置する者の数を乗じて得た面積（１０

平方メートルを超える場合にあっては、１０平方メー

トル）以下であること。 
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 ウ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、

又は設置する場合にあっては、表示面積の合計が５平

方メートル以下であること。 

エ 一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域

又は許可地域に表示し、又は設置する場合にあって

は、それぞれの地域の表示面積の上限に対する割合の

合計が１以下であること。 

３ 色彩 ア 最大面積色の色相が

Ｒ、ＹＲ、Ｙ、ＧＹ又は

Ｇであること。 

イ 最大面積色の明度が３

以上７以下であること。 

ウ 最大面積色の彩度が４

（色相がＲ、ＹＲ、Ｙ又

はＧＹの場合にあって 

は、６）以下であるこ 

と。 

ア 最大面積色の明度が２

以上８以下（条例第６条

第１項第１号に掲げる第

一種低層住居専用地域及

び第二種低層住居専用地

域にあっては、２以上）

であること。 

イ 最大面積色の彩度が６

（色相がＲ、ＹＲ又はＹ

の場合にあっては、８）

以下であること。 

４ 表示し、又は設

置する場所 

ア 誘導のためやむを得ないと認められる場所であるこ

と。 

イ 一の目的地に誘導するために複数の箇所に表示し、

又は設置する場合にあっては、同一路線かつ同一方向

に設置する場合、相互間距離を５００メートル以上と

すること。 

ウ 目的地までの誘導距離は、最短の道のりで１０キロ

メートル以内とすること。ただし、目的地が市街地か

ら１０キロメートル以上離れている場合はこの限りで

はない。 

５ その他 ア 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分につ

いても、美観風致の維持のために配慮されたものであ 
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 ること。 

イ ネオン管を使用していないこと。 

ウ 回転灯を使用していないこと。 

エ 照明が点滅しないこと。 

オ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を

使用していないこと。 

カ 表示の内容が変化するものでないこと。 

キ 建築物を利用する広告物等については、次に掲げる

全ての要件を満たすこと。 

⑴ 外壁を利用する広告物等であること。 

⑵ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこ

と。 

⑶ 広告物等が外壁の側端から突出しないこと。 

⑷ 一の壁面につき２個以下であること。 

ク 塀又は垣を利用する広告物等にあっては、広告物等

の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長線から突

出しないこと。 

 備考 

１ この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Ｚ８７２１に定める方法

により表示されるものをいう。 

２ 道標又は案内図を一の目的地に誘導するために区分の異なる禁止地域又は

許可地域に表示し、又は設置する場合におけるそれぞれの地域の表示面積の

上限に対する割合の合計の計算は、次の式によること。 

【数：Ａｐ／５．０＋Ａｓ／１０．０】 

この式において、Ａｐ及びＡｓは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ａｐ 禁止地域における表示面積（単位 平方メートル） 

Ａｓ 許可地域における表示面積（単位 平方メートル） 

別表第３（第１１条関係） 

 ⑴ 条例第１２条第１項第３号に掲げる広告物等 

区分 第一種禁止地 第二種禁止地 第一種許可地 第二種 第三種 
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 域 域 域 許可地

域  

許可地

域 

１ 高    

 さ 

地上から広告物等の上端までの高さが３メートル以下であるこ

と。 

２ 表

示面

積 

１団の土地

又は１物件に

つき表示面積

の合計が１平

方メートル以

下 で あ る こ

と。 

１団の土地又は１物件につき表示面積の合計が

３平方メートル以下であること。 

３ 色  

 彩 

ア 最大面積

色の色相が

Ｒ、ＹＲ、

Ｙ、ＧＹ又

はＧである

こと。 

イ 最大面積

色の明度が

３以上７以

下であるこ

と。 

ウ 最大面積

色の彩度が

４（色相が

Ｒ、ＹＲ、

Ｙ又はＧＹ

の場合にあ

っ て は 、

６）以下で 

ア 最大面積

色の明度が

２以上８以

下（条例第

６条第１項

第１号に掲

げる第一種

低層住居専

用地域及び

第二種低層

住居専用地

域にあって

は２以上）

で あ る こ

と。 

イ 最大面積

色の彩度が

６（色相が

Ｒ、ＹＲ又 

ア 最大面積

色の明度が

２以上であ

ること。 

イ 最大面積

色の彩度が

６（色相が

Ｒ、ＹＲ又

はＹの場合

に あ っ て

は、８）以

下であるこ

と。 
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 あること。 はＹの場合

に あ っ て

は、８）以

下であるこ

と。 

   

４ そ

の他 

ア 屋上へ掲出されるものでないこと。 

イ ネオン管を使用していないこと。 

ウ 回転灯を使用していないこと。 

エ 照明が点滅しないこと。 

オ 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用してい

ないこと。 

カ 表示の内容が変化するものでないこと。 

  備考 この表において、色相、明度及び彩度とは、規格Ｚ８７２１に定める方

法により表示されるものをいう。 

⑵ 条例第１２条第１項第５号に掲げる広告物等 

区分 第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種

許可地域及び第三種許可地域 

１ 表示面積 ア 同一方向から見た場合における広告物の鉛直投影面積の

当該広告物が表示される物件の鉛直投影面積に対する割合

が２０分の１以下であること。 

イ 表示面積が０．５平方メートル以下であること。 

２ 個数 １物件につき１個であること。 

⑶ 条例第１２条第２項第２号に掲げる広告物等  

区分 第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種

許可地域及び第三種許可地域 

表示の内容 表示し、又は設置しようとする者の氏名又は名称、住所及

び表示し、又は設置しようとする期間が見やすい箇所に記載

されたものであること。 

⑷ 条例第１２条第３項第１号に掲げる広告物等 

  ア 共通基準 
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区分 第一種禁止地 

域 

第二種禁止地 

域 

第一種 

許可地

域 

第二種 

許可地

域 

第三種許可地 

域 

１ 

表

示

面

積 

自己の管理

する一の住宅

又は事業場の

敷地内におけ

る表示面積の

合計が５平方

メートル以下

であること。 

自己の管理する一の住宅又は事業場の敷地内にお

ける表示面積の合計が１０平方メートル以下である

こと。 

２ 

そ

の 

他 

ア ネオン管

を使用して

い な い こ

と。 

イ 回転灯を

使用してい

ないこと。 

ウ 照明が点

滅しないこ

と。 

エ 蛍光、夜

光等の発光

又は反射を

伴う塗料又

は材料を使

用していな

いこと。 

オ 表示の内

容が変化す 

ア 回転灯を

使用してい

ないこと。 

イ 照明が点

滅しないこ

と。 

ウ 蛍光、夜

光等の発光

又は反射を

伴う塗料又

は材料を使

用していな

いこと。 

エ 表示の内

容が変化す

るものでな

いこと。 

ア 回転灯を使用

していないこ

と。 

イ 蛍光、夜光等

の発光又は反射

を伴う塗料又は

材料を使用して

いないこと。 

ウ 表示の内容が

変化するもので

ないこと。 

ア  回転灯を

使用してい

ないこと。 

イ  蛍光、夜

光等の発光

又は反射を

伴う塗料又

は材料を使

用していな

いこと。 
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 るものでな

いこと。 

   

  イ 共通基準 

     （ア） 建築物を利用する広告物等に係る基準  

区分 第一種

禁止地

域 

第二種

禁止地

域 

第一種許可

地域 

第二種許

可地域 

第三種許

可地域 

１ 屋上

に表示

され、

又は設

置され

る広告

物等 

高さ 屋上から広告

物等の上端まで

の高さが５メー

トル以下である

こと。 

屋上から

広告物等の

上端までの

高さが８メ

ートル以下

で あ る こ

と。 

屋上か

ら広告物

等の上端

までの高

さが１０

メートル

以下であ

ること。 

屋上か

ら広告物

等の上端

までの高

さが１６

メートル

以下であ

ること。 

その

他 

ア 広告物等が外壁の延長面から突出しないこと。 

イ 禁止地域においては、１面の最大面積は４平方メ

ートル以下であること。 

２ 外壁

から突

出する

広告物

等 

高さ ア 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこ

と。 

イ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっ

ては４．５メートル以上、歩道にあっては２．５メ

ートル以上であること。 

表示

面積 

１個につき１方向の表示面積が５平方メートル以下

であること。ただし、禁止地域においては、１面の最

大面積は４平方メートル以下であること。 

その

他 

広告物等が外壁から突出する幅が１．５メートル以

下であること。 

３ 外壁

を利用 

高さ 懸垂幕の上端が外壁の上端から突出しないこと。た

だし、禁止地域においては、１面の最大面積は４平方 
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する広

告物等

（懸垂

幕に限

る。） 

 メートル以下であること。 

４ 外壁

を利用

する広

告物等

（懸垂

幕を除

く。） 

高さ 広告物等の上端が外壁の上端から突出しないこと。 

その

他 

広告物等が外壁の側端から突出しないこと。ただ

し、禁止地域においては、１面の最大面積は４平方メ

ートル以下であること。 

     （イ） 建植する広告物等に係る基準  

区分 第一種禁止

地域 

第二種禁止

地域 

第一種許可地

域 

第二種

許可地

域 

第三種

許可地

域 

１ 高   

 さ 

地上から広告物等の上

端までの高さが５メート

ル以下であること。 

地上から広

告物等の上端

までの高さが

１２メートル

以下であるこ

と。 

地上から広告物

等の上端までの高

さが１５メートル

以下であること。 

２ そ

の他 

１面の最大面積は４平

方メートル以下であるこ

と。 

 

     （ウ） 工作物を利用する広告物等に係る基準   

区分 第一種

禁止地

域 

第二種

禁止地

域 

第一種許可

地域 

第二種許可

地域 

第三種許可

地域 

１ 堀 高さ 地上から広告物等の上端までの高さが２．５メートル 
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又は

垣を

利用

する

広告

物等 

 以下であること。 

その

他 

広告物等の側端が塀又は垣の壁面の側端及びその延長

線から突出しないこと。 

１面の最大面

積は４平方メー

トル以下である

こと。 

 

２ そ

の他

の工

作物

を利

用す

る広

告物

等 

高さ 地上から広告

物等の上端まで

の高さが５メー

トル以下である

こと。 

地上から

広告物等の

上端までの

高さが２３

メートル以

下であるこ

と。 

地上から

広告物等の

上端までの

高さが３０

メートル以

下であるこ

と。 

地上から

広告物等の

上端までの

高さが４７

メートル以

下であるこ

と。 

その

他 

１面の最大面

積は４平方メー

トル以下である

こと。 

   

     （エ） 簡易な広告物等に係る基準  

区分 第一種

禁止地

域 

第 二 種

禁 止 地

域  

第一種許

可地域 

第二種許

可地域 

第三種許

可地域 

広告幕 

（建築

物の外

壁を利

用する

懸垂幕

を 除

く。） 

高さ 地上から広告物等の下端までの高さが車道にあっては

４．５メートル以上、歩道にあっては２．５メートル以

上であること。 

その

他 

１面の最大面積

は４平方メートル

以下であること。 
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 ⑸ 条例第１２条第３項第２号に掲げる広告物等  

区分 第一種禁止地域、第二種禁止地域、第一種許可地域、第二種

許可地域及び第三種許可地域 

表示面積 ア １方向の表示面積の合計が５平方メートル以下であるこ

と。 

イ 一の車両、船舶等につき表示面積の合計が１０平方メー

トル以下であること。 

ウ ア及びイにかかわらず、バス及び電車にあっては、一の

車両につき表示面積の合計が底部を除く表面積の１０分の

３以下であること。 

別表第４（第１１条関係）  

区分 第一種許可地域、第二種許可地域及び第三種許可

地域 

１ 貼紙又は

貼札等 

表示面積 １枚につき表示面積が１平方メートル以下であ

ること。 

２ 広告旗又

は立看板等 

表示面積 １個につき表示面積が２平方メートル以下であ

ること。 
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第１号様式（第６条関係） 
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第２号様式（第９条関係） 
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第３号様式（第１３条関係） 

  

第４号様式（第１３条関係） 
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第５号様式（第１５条関係） 
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第６号様式（第１６条関係） 
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第７号様式（第１７条関係） 
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第８号様式（第１９条関係） 
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第９号様式（第２１条関係、第３５条関係） 
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第１０号様式（第２３条関係） 
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第１１号様式（第２３条関係） 
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第１２号様式（第２４条関係） 
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第１３号様式（第２４条関係） 
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第１４号様式（第２４条関係） 
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第１５号様式（第２５条関係） 
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第１６号様式（第２７条関係） 
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第１７号様式（第２８条関係） 
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第１８号様式（第３１条関係） 

  

 

第１９号様式（第３３条関係） 
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第２０号様式（第３４条関係） 
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第２１号様式（第３６条関係） 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４３号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  目次中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

  第２条第２項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 甲府市保健所設置条例（平成３０年１２月条例第３３号）第１条の規定に

基づき設置された保健所 

  第３条第１項の表以外の部分中「及び総室」を「、総室及び健康支援センター 

（保健所を含む。）」に改め、同項後段を次のように改める。 

   ただし、健康支援センター（保健所を含む。）に置く課及び係等は、福祉保

健総室及び保健所に置かれた課及び係等とする。 

  第３条第１項の表市長直轄組織、市長室の項を次のように改める。 

市長室 秘書課 秘書係 

シティプロモーション課 広報係、プロモーション推進係 

  第３条第１項の表市長直轄組織、都市戦略室の項を削り、同表総務部、総務総 

室、情報課の項を削り、同表総務部、人事管理室の項を次のように改める。 

行政管理室 職員課 人事係、服務係、給与係、人材

育成係、健康厚生係 

事務効率課 事務効率係、組織係 

情報政策課 情報政策係、情報推進係 

第３条第１項の表総務部、契約管財室、管財課の項中「庁舎係、車両係」を
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「管財係、庁舎車両係」に、同表企画部、企画総室、企画課の項中「広域行政

係」を「南北振興係」に改め、同表企画部、企画総室の項中「地域振興課」を

「国際交流課」に、「まちづくり係、南北振興係」を「国際交流係」に改め、同

表企画部の項中「企画財政室」を「企画経営室」に、「行政改革課」を「行政経

営課」に、「行政改革係」を「行政経営係」に改め、同表企画部、リニア交通室

の項を削り、同表市民部、市民協働室、人権男女参画課の項中「女性活躍推進

係」を「女性活躍係、男女参画係」に改め、同表福祉保健部（福祉事務所）、福

祉保健総室の項を次のように改める。 

福祉保健総

室 

総務課 庶務係、計画係 

指導監査課 指導監査係 

第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室の項の次に次のよ

うに加える。 

第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、介護保険課の項の

次に次のように加える。 

介護予防課 予防推進係、医療介護支援係 

第３条第１項の表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、総務課の項

中「、子ども政策係」を削り、同表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総

室、母子保健課の項中「、予防係」を削り、同表環境部、廃棄物対策室の項中

「収集課」を「収集衛生課」に、「処理課」を「廃棄物対策課」に、「施設係」

を「廃棄物係」に改め、同表産業部、産業総室、産業立地課の項を削り、同表建

設部の項を次のように改める。 

まちづくり部 まちづくり総室 総務課 庶務係 

住宅課 住宅係、経理係 

空き家対策課 空き家対策係 

産業立地課 産業立地係 

健康支援セ

ンター（保

健 所 を 含

む。） 

健康政策課 庶務係、健康政策係 

健康増進課 保健係、食育係 

母子健康課 母子健康係 

医務感染症課 医務係、感染症係 

生活衛生薬務課 生活衛生薬務係 
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まち整備室 都市計画課 計画係、指導係 

都市整備課 工事係、用地係 

建築指導課 審査係、指導係 

区画整理課 換地補償係、工事係 

まち保全室 公園緑地課 公園係、動物園整備係 

道路河川課 用地係、道路係、河川係 

建築営繕課 建築係、営繕係、設備係 

地籍調査課 地籍係 

リニア交通室 リニア政策課 リニア政策係 

交通政策課 交通政策係 

第３条第３項中「総合的な都市戦略の推進を図るため総合戦略監を、」及

び「、企画部にリニア中央新幹線及び交通政策の総合調整を図るためリニア交通

政策監を」を削り、「税務統括監を」の次に「、まちづくり部にリニア中央新幹

線及び交通政策の調整を図るためリニア交通政策監を」を加え、同項を同条第４

項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の場合において、福祉保健部に置く課（健康支援センター（保健所を含

む。）に置く課、長寿支援室介護保険課及び介護予防課を除く。）及び子ども

未来部に置く課（子ども未来総室子ども支援課青少年係及び子ども未来総室母

子保健課を除く。）は、福祉事務所に置かれた課及び係等とする。 

  第５条中「第１０条の２」を「第７条」に改める。 

 第６条第３項中「総合戦略監、危機管理監、リニア交通政策監及び税務統括

監」を「危機管理監、税務統括監及びリニア交通政策監」に改める。 

 第７条第１項中「室に」を「室又は健康支援センターに」に改め、同条に次の

１項を加える。 

５ 保健所に保健所長を置き、健康支援センターの室長をもって充てる。 

 第８条第６項の表を次のように改める。 

室等 担当課長 分掌事務 

市長室 市民の声担当課長 市政への苦情処理に関すること。 
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危機管理室 危機管理担当課長 
危機管理対策の調査及び研究に関

すること。 

契約管財室 指導検査担当課長 
工事検査に係る指導検査等業務に

関すること。 

市民協働室 地域支援担当課長 
多様な主体との連携による地域課

題の解決に関すること。 

健康支援センター 

精神保健担当課長 
精神保健に係る高度な専門的事項

に関すること。 

感染症担当課長 
感染症に係る高度な専門的事項に

関すること。 

子ども未来総室 子ども政策担当課長 
子ども施策の調査研究に関するこ

と。 

まち整備室 立地適正化担当課長 立地適正化計画に関すること。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 第１９条第２項中「福祉保健部福祉保健総室健康増進課」を「福祉保健部健康

支援センター健康増進課」に改める。 

 第１９条の３及び第１９条の４中「福祉保健部福祉保健総室健康政策課」を

「福祉保健部健康支援センター健康政策課」に改める。 

 第２０条中「福祉保健部福祉保健総室健康増進課」を「福祉保健部健康支援セ

ンター医務感染症課」に改める。 

 第２６条の２第２項中「環境部廃棄物対策室処理課」を「環境部廃棄物対策室

廃棄物対策課」に改める。 

 「第７款 建設部に属する機関」を「第７款 まちづくり部に属する機関」に

改める。 

 第３０条の２中「建設部まち保全室公園緑地課」を「まちづくり部まち保全室

公園緑地課」に改める。 

 第３１条第２項中「建設部まち保全室道路河川課」を「まちづくり部まち保全

室道路河川課」に改める。 

 第３６条第２項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同
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項第２号とし、同項第４号を同項第３号とし、同項第５号中「福祉保健部福祉保

健総室健康増進課長」を「福祉保健部健康支援センター健康増進課長」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第６号中「福祉保健部福祉保健総室健康増進課予防

係長」を「福祉保健部健康支援センター医務感染症課感染症係長」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第７号を同項第６号とし、同項第８号中「環境部廃棄物

対策室処理課施設係長」を「環境部廃棄物対策室廃棄物対策課廃棄物係長」に改

め、同号を同項第７号とし、同項第９号を同項第８号とし、同項第１０号を同項

第９号とする。 

 第４４条第２項中「建設部長」を「まちづくり部長」に改める。 

 別表第１市長直轄組織、市長室、秘書課の項第５号中「都市提携及び国際交

流」を「姉妹都市、友好都市等」に改め、同表市長直轄組織、市長室の項に次の

ように加える。 

シティプロ

モーション

課 

⑴ 広報に関すること。 

⑵ 広報刊行物の発行及び各種広報媒体の活用に関すること。 

⑶ 市勢情報の調整及び分析に関すること。 

⑷ 市の情報発信の調整に関すること。 

⑸ 報道機関との連絡調整に関すること。 

別表第１市長直轄組織、都市戦略室の項を削り、同表市長直轄組織、危機管理

室、危機管理課の項に次のように加える。 

⑷ 市長直轄組織内の文書の総括指導に関すること。 

⑸ 市長直轄組織内の庶務に関すること。 

別表第１総務部、総務総室、情報課の項を削り、同表総務部、人事管理室の項

を次のように改める。 

行政管理室 職員課 ⑴ 職員の任免、分限及び賞罰に関すること。 

⑵ 職員の配置に関すること。 

⑶ 職員の勤務条件に関すること。 

⑷ 職員の服務に関すること。 

⑸ 職員団体に関すること。 

⑹ 職員の給与及び退職手当金に関すること。 

⑺ 特別職報酬等審議会に関すること。 
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⑻ 行政管理委員会人事・研修部会に関すること。 

⑼ 職員の研修に関すること。 

⑽ 研修誌の編集、発行に関すること。 

⑾ 職員の福利厚生事業に関すること。 

⑿ 職員福利厚生組合に関すること。 

⒀ 特別給与金に関すること。 

⒁ 職員の公務災害等の補償に関すること。 

⒂ 山梨県市町村職員共済組合に関すること。 

⒃ 職員の元気回復事業に関すること。 

⒄ 職員の健康管理に関すること。 

⒅ 職員の労働衛生に関すること。 

⒆ 職員の被服貸与に関すること。 

⒇ 退職者の福利厚生事業に関すること。 

（２１）  退職者の再就職の相談に関すること。 

事務効率課 ⑴ 事務改善に関すること。 

⑵ 帳票の管理に関すること。 

⑶ 内部統制に関すること。 

⑷ 組織の総合管理並びに職員の定数管理に関す 

ること。 

⑸ 市の委員会、委員に係る市長の権限に属する 

事務に関すること（組織に関するものに限

る。）。 

⑹ 行政管理委員会（組織定数部会、事務管理部 

会を含む。）に関すること。 

⑺ 事務室の配置に関すること。 

情報政策課 ⑴ 情報施策に係る企画及び調整に関すること。 

⑵ 情報システムの開発及び管理運営に関するこ 

と。 

⑶ 行政手続の電子化に係る共同処理に関するこ 

と。 
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別表第１総務部、契約管財室、財産活用課の項第２号を削り、同項第３号中

「利活用及び処分」を「利活用」に改め、同号を同項第２号とし、同項中第４号

から第９号までを削り、同表総務部、契約管財室、管財課の項に次の７号を加え

る。 

⑽ 公有財産の総括管理に関すること。 

⑾ 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 

⑿ 財産の保険契約に関すること（他の課等業務に属するものを除く。）。 

⒀ 市有地の境界査定に関すること（市道を除く。）。 

⒁ 財産価格審議会に関すること。 

⒂ 市の行政区域の境界に関すること。 

⒃ 町界及び町名に関すること。 

別表第１企画部、企画総室、総務課の項中第２号を削り、第３号を第２号と

し、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同表企画部、企画総室、企画課

の項第２号中「研究」を「研究並びに特命事項」に改め、同項第７号中「施行時

特例市」を「中核市」に改め、同項に次の６号を加える。 

⑽ 中心市街地活性化基本計画に関すること。 

⑾ 南部及び北部中山間地域の振興に関すること。 

⑿ リゾート計画に関すること。 

⒀ 創作の森おびなの管理に関すること。 

⒁ 過疎地域自立促進計画に関すること。 

⒂ 編入合併地域に係るサービスの調整及び当該地域の振興に関すること。 

別表第１企画部、企画総室、地域振興課の項を削り、同表企画部、企画総室の

項に次のように加える。 

国際交流課 ⑴ 国際交流の推進に関すること。 

⑵ 東京オリンピック・パラリンピックに関すること。 

別表第１企画部、企画財政室の項を次のように改める。 

企画経営室 行政経営課 ⑴ 行政改革の推進に関すること。 

⑵ 委託方式の調査及び研究に関すること。 

⑶ 外部評価に関すること。 

⑷ 外部監査契約に関すること。 
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財政課 ⑴ 財政の運営、執行及び調整に関すること。 

⑵ 予算編成に関すること。 

⑶ 財政計画に関すること。 

⑷ 資金計画に関すること。 

⑸ 地方交付税に関すること。 

⑹ 一時借入金に関すること。 

⑺ 資金運用に関すること。 

⑻ 起債に関すること。 

⑼ 財務統計調査等に関すること。 

⑽ 上下水道局に係る市長の権限に属する事務に 

関すること（財政に関するものに限る。）。 

⑾ 総合計画に関すること。 

⑿ 実施計画に関すること。 

⒀ 総合調整及び部間調整に関すること。 

⒁ 行政評価（外部評価を除く。）に関するこ  

と。 

別表第１市民部、市民協働室、消費生活課の項第２号中「建設部」を「まちづ

くり部」に改め、同項中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、同表市民

部、収納管理室、収納課の項第２号中「墓地使用料」を「墓地使用料、保育料」

に改め、同表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、総務課の項第３号中

「社会福祉法人」を「社会福祉審議会」に改め、同項第７号中「臨時福祉給付

金」を「プレミアム付商品券事業」に改め、同項の次に次のように加える。 

指導監査課 ⑴ 社会福祉法人の設立の許可等に関すること。 

⑵ 社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査に関すること。  

⑶ 介護保険サービス事業者等の指導監査に関すること。 

⑷ 障害福祉サービス事業者等の指導監査に関すること。 

⑸ 特定教育・保育施設等の指導監査に関すること。 

⑹ 許可外保育施設等の指導監査に関すること。 

⑺ 有料老人ホームの指導監査に関すること。 
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別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室の項中保健所設置課、健康

政策課及び健康増進課の項を削り、同表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総

室の項の次に次のように加える。 

健康支援セ

ンター（保

健所） 

 

健康政策課 ⑴ 保健所及び保健センター業務の調整に関する 

こと。 

⑵ 保健所運営協議会に関すること。 

⑶ 健康都市構想に関すること。 

⑷ 保健計画の策定に関すること。 

⑸ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関 

すること。 

⑹ 保健師の現任教育に関すること。 

⑺ 健康の杜センターに関すること。 

⑻ いきいきプラザに関すること。 

⑼ 墓地及び埋火葬に関すること。 

⑽ 公衆衛生の普及及び向上に関すること。 

⑾ 継続看護の推進に関すること。 

⑿ 医師の臨床研修に関すること。 

⒀ 保健師の統括に係る支援に関すること。 

健康増進課 ⑴ 保健計画の推進に関すること（母子保健課が 

所管するものを除く。）。 

⑵ 食育推進計画に関すること。 

⑶ 食育基本法（平成１７年法律第６３号）によ 

る地域の食育に関すること（母子保健課が所管

するものを除く。）。 

⑷ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に 

関すること（母子保健課が所管するものを除

く。）。 

⑸ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）に 

よる地域保健事業に関すること（母子保健課が
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所管するものを除く。）。 

⑹ 健康づくり及びその推進に関すること（母子 

保健課が所管するものを除く。）。 

⑺ 保健センターに関すること。 

⑻ 結核検診に関すること。 

⑼ 難病及び特定疾病対策に関すること。 

⑽ 精神保健に関すること。 

⑾ 自殺対策に関すること。 

⑿ 歯科保健に関すること。 

⒀ 特定保健指導の支援に関すること。 

⒁ 介護保険事業の技術援助に関すること。 

⒂ 高齢者の虐待に関すること。 

⒃ 栄養士及び看護師等実習の指導に関すること。 

⒄ 地域担当保健師に関すること。 

母子健康課 ⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に 

よる保健所の業務に関すること。 

⑵ 母子保健事業に係る保健所の業務に関するこ 

と。 

医務感染症課 ⑴ 地域医療支援に関すること（母子保健課が所 

管するものを除く。）。 

⑵ 地域医療センター管理に関すること。 

⑶ 医療懇話会に関すること。 

⑷ 救急医療に関すること。 

⑸ 災害時医療に関すること。 

⑹ 医療機関等の許認可及び届出並びに監視指導 

に関すること。 

⑺ 登録衛生検査所に関すること。 

⑻ 死体の解剖及び保存の許可等に関すること。 

⑼ 移植医療に関すること。 
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⑽ 医師、歯科医師その他の医療関係者に関する 

こと。 

⑾ 調理師及び製菓衛生師に関すること。 

⑿ 予防接種に関すること。 

⒀ 感染症に関すること。 

⒁ 感染症審査協議会に関すること。 

⒂ 斎場に関すること。 

生活衛生薬

務課 

⑴ 食品衛生に関すること。 

⑵ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する 

こと。 

⑶ 家庭用品の規制に関すること。 

⑷ 薬事に関すること。 

⑸ 毒物及び劇物の取締りに関すること。 

⑹ 狂犬病予防に関すること。 

⑺ 動物の愛護及び管理に関すること。 

⑻ 生活衛生関係営業に関すること。 

⑼ クリーニング師に関すること。 

⑽ 化製場等に関する法律(昭和２３年法律第  

１４０号 ) に関すること。 

⑾ 建築物における衛生的環境の指導に関するこ  

と。 

⑿ プールの維持管理指導に関すること。 

⒀ 献血の推進に関すること。 

⒁ 衛生上の試験検査に関すること。 

⒂ と畜に関すること。 

⒃ 温泉の利用に関すること。 

⒄ 簡易水道等事業に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、生活福祉課の項に次の３号

を加える。 
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⑿ 保護施設に関すること。 

⒀ 指定医療機関等に関すること。 

⒁ 無料低額診療事業等に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、介護保険課の項第３号中

「地域密着型サービス」を「介護保健サービス」に改め、同項の次に次のように

加える。 

介護予防課 

⑴ 地域包括ケア体制に関すること。 

⑵ 介護予防・生活支援体制の推進に関すること。 

⑶ 包括的支援事業に関すること。 

⑷ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⑸ 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 

⑹ 在宅医療・介護連携に関すること。 

⑺ 認知症の高齢者に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、障がい福祉課の項第２号中

「障害者施設の利用」を「障害福祉サービス」に改め、同表子ども未来部（福祉

事務所）、子ども未来総室、総務課の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、

第４号を第３号とし、同表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、母子

保健課の項第７号を削り、同項第８号中「健康政策課」を「医務感染症課」に改

め、同号を同項第７号とし、同項第９号を同項第８号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

⑼ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小児慢性特定疾病医療費

の支給及び療育の給付に関すること。 

別表第１環境部、環境総室、総務課の項中第５号を第６号とし、第４号を第５

号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 環境センターの維持及び運営管理に関すること。 

  別表第１環境部、廃棄物対策室、減量課の項に次の３号を加える。 

⑺ 多量排出業者の排出指導に関すること。 

⑻ 使用済自動車の再資源化に関すること。 

⑼ 有害使用済機器の保管等に関すること。 

別表第１環境部、廃棄物対策室、収集課の項及び処理課の項を次のように改め
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る。 

収集衛生課 ⑴ 一般廃棄物の収集業務に関すること。 

⑵ 一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業等の許可及び指導に関 

すること。 

⑶ 一般廃棄物の排出指導に関すること。 

⑷ すぐやる業務に関すること。 

⑸ し尿処理問題研究協議会に関すること。 

⑹ 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号） 

に関すること。 

⑺ そ族の駆除に対する相談並びに昆虫の駆除及び消毒に関 

すること。 

⑻ 環境美化に関すること。 

⑼ 一般廃棄物の不法投棄に関すること。 

廃棄物対策課 ⑴ 一般廃棄物処理計画に関すること。 

⑵ 災害廃棄物処理計画に関すること。 

⑶ 衛生センターに関すること。 

⑷ 笛吹市との一般廃棄物の共同処理に関すること。 

⑸ 汚泥処理手数料の収納整理に関すること。 

⑹ 環境センター環境委員会に関すること。 

⑺ 一般廃棄物最終処分場の維持及び運営管理に関するこ 

と。 

⑻ 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の負担金に関する 

こと。 

⑼ 産業廃棄物の許可に関すること。 

⑽ 一般廃棄物処理施設の許可に関すること。 

⑾ 特定産業廃棄物特別措置法に関すること。 

⑿ 産業廃棄物の不法投棄に関すること。 

⒀ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関すること。 

別表第１産業部、産業総室、産業立地課の項を削り、同表産業部、観光商工

室、商工課の項に次の１号を加える。 
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⒁ 遊休不動産のバンク事業に関すること。 

別表第１産業部、農林振興室、林政課の項に次の１号を加える。 

⒂ マウントピア黒平の管理に関すること。 

別表第１建設部の項を次のように改める。 

まちづ

くり部 

まちづ

くり総

室 

総務課 ⑴ 水防本部の庶務に関すること。 

⑵ 部内の文書の総括指導に関すること。 

⑶ 部内の庶務に関すること。 

住宅課 ⑴ 市営住宅の入退去及び使用料に関すること。 

⑵ 市営住宅の建設計画に関すること。 

⑶ 住宅対策に関すること。 

⑷ 定住促進住宅に関すること。 

空き家

対策課 

⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 

２６年法律第１２７号）に関すること（各所管

に係る事項を除く。）。  

⑵ 甲府市空家等対策計画の推進に関すること。 

⑶ 空き家バンク事業に関すること。 

産業立

地課 

⑴ 企業誘致に関すること。 

⑵ 大規模集客施設等に関すること。 

⑶ 工業立地法（昭和３４年法律第２４号）に関 

すること。 

まち整

備室 

都市計

画課 

⑴ 都市計画に関すること。 

⑵ 都市計画審議会に関すること。 

⑶ 都市計画関係諸団体に関すること。 

⑷ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第 

５３条に基づく許可等に関すること。 

⑸ 風致地区に関すること。 

⑹ 地区計画に関すること。 

⑺ 景観計画に関すること。 

⑻ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に基 
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づく路外駐車場設置に関すること。 

⑼ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 

関する法律（平成１８年法律第９１号）に基づ

く特定路外駐車場の設置に関すること。 

⑽ 国土利用計画法に基づく土地取引の届出の事 

務に関すること。 

⑾ 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）に基 

づく業務に関すること。 

⑿ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７ 

年法律第６６号）に基づく土地先買制度に関す

ること。 

⒀ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９  

号）第７６条に基づく許可業務に関すること。 

⒁ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第 

７条の９第１項に係る認可事務並びに同法第

６０条第１項並びに第６６条第１項及び第８項

の許可事務に関すること。 

⒂ 中心市街地定住促進に係る住宅取得及び住宅 

改修の支援に関すること。 

⒃ 街づくり研究会活動に関すること。 

⒄ 刑務所跡地に関すること。 

⒅ 都市計画法に基づく開発行為等の許可、認  

可、現地確認及び完了検査に関すること。 

⒆ 開発審査会に関すること。 

⒇ 甲府市宅地開発事業の基準に関すること。 

（２１） その他開発行為に関すること。 

（２２） 被災宅地危険度判定に関すること。 

（２３） 市街地再開発事業の設立及び施行の指導並び

に助成に関すること。 

 

 

- 1248 -



（２４） 屋外広告物に関すること。 

（２５） 公共団体施行の土地区画整理事業（甲府駅周

辺土地区画整理事業を除く。）に関すること。 

（２６） 組合及び個人等が施行する土地区画整理事業 

に関すること。 

都市整

備課 

⑴ 都市計画事業に係る道路及び公園の設計、工 

事の施工及び用地の取得並びにこれらに伴う物

件等の補償に関すること。 

⑵ 市道（地域整備事業を含む。）の新設、拡幅 

及び改良の事業に係る設計、工事の施工及び用

地の取得並びにこれらに伴う物件等の補償に関

すること。 

⑶ 土地開発公社に関すること。 

⑷ 教育財産（土地に限る。）の取得に関するこ 

と。 

建築指

導課 

⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に 

基づく建築確認処分及び建築統計に関するこ

と。 

⑵ 建築基準法に基づく許可、認定等に関するこ 

と。 

⑶ 建築基準法に基づく指定確認検査機関の報告 

及び事務処理に関すること。 

⑷ 建築基準法に基づく相談、指導、道路位置指 

定、定期報告、建築協定等に関すること。 

⑸ 建築審査会に関すること。 

⑹ 住宅金融支援機構からの受託業務に関するこ 

と。 

⑺ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 

７年法律第１２３号）に関すること。 
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⑻ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 

に基づく優良住宅新築及び優良宅地造成の認定

に関すること。 

⑼ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 

関する法律に関すること（都市計画課の業務に

属するものを除く。）。  

⑽ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法 

律（平成１２年法律第１０４号）に関するこ

と。 

⑾ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭 

和５４年法律第４９号）に関すること。 

⑿ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

⒀ マンションの建替えの円滑化等に関する法律 

（平成１４年法律第７８号）に関すること。 

⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平 

成２０年法律第８７号）に関すること。 

⒂ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成  

２４年法律第８４号）に関すること。 

⒃ 住宅リフォームに関すること。 

区画整

理課 

⑴ 甲府駅周辺土地区画整理事業に関すること。 

⑵ 甲府駅周辺土地区画整理審議会に関するこ  

と。 

⑶ 甲府駅周辺拠点形成事業に関すること。 

まち保

全室 

公園緑

地課 

⑴ 緑化の推進及び樹木等の保存に関すること。 

⑵ 緑化推進協議会に関すること。 

⑶ 緑化推進用苗木及び花きの購入契約並びに検 

収に関すること。 

⑷ 病虫害駆除対策に関すること。 

⑸ 都市公園の設置及び管理に関すること。 
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⑹ 公共緑化樹木の維持に関すること。 

⑺ つつじが崎霊園の運営管理に関すること。 

道路河

川課 

⑴ 道路の維持、修繕に関すること。 

⑵ 市道に係る承認、規制等に関すること。 

⑶ 市道、橋りょう及び舗装補修工事に関するこ 

と。 

⑷ 河川、生活関連水路に関すること。 

⑸ 河川関係団体に関すること。 

⑹ 工事に伴う補償に関すること。 

⑺ 市道認定、廃止及び変更に関すること。 

⑻ 市道台帳（図面を含む。）の整備及び保管に 

関すること。 

⑼ 市道及び法定外公共物の境界査定に関するこ 

と。 

⑽ 都市計画法の開発許可制度に基づく協議に関 

すること。 

⑾ 市道（補助事業に係るものを除く。）用地の 

調査、測量、取得及び登記に関すること。 

⑿ 市道及び法定外公共物の占用の許可並びに占 

用料の収納整理に関すること。 

⒀ 法定外公共物に係る国有財産の譲与に関する 

こと。 

⒁ 法定外公共物の用途廃止、寄附受納及び交換 

に関すること。 

⒂ 河川に係る国有水面の付け替え、廃止及び占 

用の副申に関すること。 

⒃ 水防に関すること。 

建築営

繕課 

⑴ 学校建築工事及び敷地造成工事に関するこ  

と。 
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⑵ 市有施設工事及び敷地造成工事に関するこ  

と。 

⑶ 市有施設の維持修繕に関すること。 

地籍調

査課 

⑴ 地籍調査事業に関すること。 

⑵ 地籍調査推進委員会に関すること。 

⑶ 地籍図及び地籍簿の保管、閲覧及び修正に関 

すること。 

リニア

交通室 

リニア

政策課 

⑴ リニア中央新幹線を活かしたまちづくりに関 

すること。 

⑵ リニア中央新幹線事業に関すること。 

交通政

策課 

⑴ 公共交通体系基本構想に関すること。 

⑵ 赤字路線バス対策等に関すること。 

⑶ 総合交通体系に関すること。 

⑷ 鉄道対策に関すること。 

（甲府市職員給与条例施行規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第３条の２第２項中「歯科医師」の次に「並びに保健所長たる医師」を加え

る。 

別表第２中「第４条第１項」を「第７条第１項」に、「第４条第３項」を「第

７条第３項」に改める。 

第２号様式中「人事課長」を「職員課長」に改める。 

 （甲府市職員職名規則の一部改正） 

第３条 甲府市職員職名規則（昭和２８年１２月規則第２９号）の一部を次のよう 

に改正する。 

      事務職員 

      技術職員 

 （甲府市職員旅費支給条例施行規則の一部改正） 

第４条 甲府市職員旅費支給条例施行規則（昭和３０年３月規則第６号）の一部を 

別表第１ の項中「事務局長」の次に「、保健所長」を加える。 
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 次のように改正する。 

別表行政職給料表の各級に相当する職務の表を次のように改める。 

行政職給

料表 

医療職給料表⑴ 医療職給料表⑵ 医療職給料表⑶ 

８級 ４級の職務     

７級 科長及び高度の技術

又は経験を必要とす

る業務を行う医長を

除く３級の職務 

  ７級の職務 

６級 科長の職務 ６級の職務 ６級の職務 

５級 高度の技術又は経験

を必要とする業務を

行う医長の職務 

５級の職務 ５級の職務 

４級 ２級の職務 ４級の職務 ４級の職務 

３級以下 １級の職務 ３級以下の職務 ３級以下の職務 

（甲府市職員通勤手当支給規則の一部改正） 

第５条 甲府市職員通勤手当支給規則（昭和３３年１０月規則第３４号）の一部を 

次のように改正する。 

  別記様式中「人事課長」を「職員課長」に改める。 

（甲府市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第６条 甲府市都市公園条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４４号）の一部を 

次のように改正する。 

 第７条第１号中「建設部まち保全室公園緑地課」を「まちづくり部まち保全室

公園緑地課」に改める。 

（甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部改正） 

第７条 甲府市臨時的任用職員に関する規則（昭和３６年６月規則第２０号）の一 

部を次のように改正する。 

  第３号様式中「人事課記入欄」を「職員課記入欄」に改める。 

（甲府市職員初任給調整手当支給規則の一部改正） 

第８条 甲府市職員初任給調整手当支給規則（昭和３６年８月規則第３２号）の一 

部を次のように改正する。 

 第２条中「受け、市立甲府病院において診療業務に従事する」を「受ける」に
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改める。 

（甲府市広報規則の一部改正） 

第９条 甲府市広報規則（昭和３７年９月規則第４３号）の一部を次のように改正 

する。 

 第５条及び第６条第２項中「都市戦略室」を「市長室」に改める。 

（甲府市役所庁中管理規則の一部改正） 

第１０条 甲府市役所庁中管理規則（昭和３７年１１月規則第５０号）の一部を次 

のように改正する。 

 別表中「総務部人事管理室研修厚生課長」を「総務部行政管理室職員課長」 

に、「総務部総務総室情報課長」を「総務部行政管理室情報政策課長」に改め

る。 

（甲府市職員管理職手当支給規則の一部改正） 

第１１条 甲府市職員管理職手当支給規則（昭和３８年４月規則第１２号）の一部 

を次のように改正する。 

別表第１市長の事務部局の項中「事務局長」を「事務局長、保健所長」に改め

る。 

 （甲府市職員特殊勤務手当支給規則） 

第１２条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の 

一部を次のように改正する。 

 別表９の項を次のように改める。 

９ 防疫等作業

手当 

保健所に勤務する職員が感染症の患

者若しくは感染症の疑いのある患者

の看護等又は汚染の疑いのある物件

若しくは場所の消毒その他の処理作

業に従事したとき。 

日 ２９０ 

別表２１の項を次のように改める。 

２１ 医師手当 市立甲府病院に勤務する医療職給料

表⑴の適用職員  

月  

院長 

３００，０００ 

副院長 

２００，０００ 
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統括診療部長・診

療部長・総合相談

センター長・医療

安全管理部長・医

療総合研修センタ

ー長・経営改善対

策部長 

１８２，０００ 

統括科部長・科部

長・診療支援部

長・放射線部長 

１６０，０００ 

科長・副放射線部

長・室長 

１５５，０００ 

医長 

４０，０００ 

副医長 

３０，０００ 

  保健所に勤務する医療職給料表⑴の

適用職員 

月 

保健所長 

１００，０００ 

別表２３の項を次のように改める。 

２３ 狂犬病予防

等作業手当 

保健所に勤務する職員が狂犬病予防

等のための犬等の捕獲、引取、処

分、検診等の作業に従事したとき。 

日 ４００ 

  第１号様式及び第２号様式中「総務部人事課」を「総務部職員課」に改める。 

 （甲府市公印規則の一部改正） 

第１３条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改 

正する。 

  別表第１一般公印の表部長等印の項を次のように改める。 

部長等印 １３ てん

書 

方 

２４ 

木 部長等名を

もってする

文書 

部等の庶務を

担当する課長 

部等

の数 
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  別表第１一般公印の表福祉事務所長印の項の次に次のように加える。 

保健所印 １５の

２ 

同 方 

２１ 

同 保健所名を

もってする

文書 

福祉保健部健

康支援センタ

ー健康政策課

長 

１ 

保健所長

印 

１５の

３ 

同 同 同 保健所長名

をもってす

る文書 

同 １ 

別表第１一般公印の表保育所長印の項を次のように改める。 

保育所長

印 

１７ てん

書 

方 

２１ 

木 保育所長名

をもってす

る文書 

子ども未来部

子ども未来総

室子ども保育

課長 

保育

所数 

別表第１一般公印の表斎場管理者印の項管守者の欄中「福祉保健部福祉保健総

室健康増進課長」を「福祉保健部健康支援センター医務感染症課長」に改め、同

表つつじが崎霊園管理者印の項管守者の欄中「建設部まち保全室公園緑地課長」

を「まちづくり部まち保全室公園緑地課長」に改め、同表甲府市建築主事印の項

管守者の欄中「建設部まち開発室建築指導課長」を「まちづくり部まち整備室建

築指導課長」に改め、同表開発審査会長印の項管守者の欄中「建設部まち開発室

都市計画課長」を「まちづくり部まち整備室都市計画課長」に改め、同表に次の

ように加える。 

感染症診

査協議会

委員長印 

２２の

９ 

同 同 同 感染症診査

協議会委員

長名をもっ

てする文書 

福祉保健部健

康支援センタ

ー医務感染症

課長 

１ 

別表第１専用公印の表市印の項管守者の欄及び同表身分証明専用市印の項管守

者の欄中「総務部人事管理室人事課長」を「総務部行政管理室職員課長」に改

め、同表市役所印の項管守者の欄中「建設部まち保全室道路河川課長」を「まち

づくり部まち保全室道路河川課長」に、「建設部まち開発室建築指導課長」を

「まちづくり部まち整備室建築指導課長」に改め、同表建築審査会印の項管守者

の欄中「建設部まち開発室建築指導課長」を「まちづくり部まち整備室建築指導

課長」に改め、同表開発審査会印の項管守者の欄中「建設部まち開発室都市計画
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課長」を「まちづくり部まち整備室都市計画課長」に改め、同表市長印の項用途

の欄中「養育医療券の変更確認に使用する印」を「養育医療券、療育券及び小児

慢性特定疾病医療受給者証の変更確認に使用する印」に改め、同表市長印の項中 

 

 

 

 

 

 

 

２７の５ 楷書 方 

６ 

ゴム

（硬

質） 

特 定 医 療 費

（指定難病）

医療受給者証

の変更確認に

使用する印 

福祉保健部健康支

援センター健康増

進課長 

１ 

    重度心身障害

者医療費助成

金受給者証に

使用する印 

福祉保健部長寿支

援室障がい福祉課

長 

３ 

 

改め、同表共済組合申請専用市長印の項管守者の欄中「総務部人事管理室研修厚

生課長」を「総務部行政管理室職員課長」に改め、同表戸籍専用市長印の項中 

 

 

 

 

予防接種証

明専用市長

印 （ 番 号

入） 

３１ 同 方 

２１ 

同 予防接種に係る

証明文書 

福祉保健部

福祉保健総

室健康増進

課長 

３ 

２７の５ 同 方 

６ 

ゴム

（硬

質） 

重度心身障害

者医療費助成

金受給者証に

使用する印 

福祉保健部長寿支

援室障がい福祉課

長 

３ 

３０ 同 

「 

に 

「 

」 

」 

を 

「 

３０ てん書 

を 

「 

に改め、同表中 を 

を 

」 」 

「 

」 
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 改め、同表道路水路占用専用市長印の項を次のように改める。 

道路水路

占用専用

市長印 

３２ てん

書 

方 

２１ 

木 道路水路

占用関係

文書 

まちづくり部ま

ち保全室道路河

川課長 

１ 

別表第１専用公印の表建築確認等専用市長印の項管守者の欄中「建設部まち開

発室建築指導課長」を「まちづくり部まち整備室建築指導課長」に改め、同表共

済組合申請専用市長職務代理者印の項管守者の欄中「総務部人事管理室研修厚生

課長」を「総務部行政管理室職員課長」に改め、同表戸籍専用市長職務代理者印

の項中 

 

 

 

削除 ３９       

予防接種証

明専用市長

職務代理者

４０ 同 方 

２１ 

同  市長職務代理者が

執行する期間は、

市長印に準じ、通

３ 

保健所専用

市長印 

３０

の２ 

同 方 

２１ 

同 休日等に緊急や

むを得ず発する

必要がある許

可、取消、停止

等に関する文

書、保健所業務

の許可等に関す

る諸証明 

福祉保健部

健康支援セ

ンター健康

政策課長 

１ 

予防接種証

明専用市長

印（番号

入） 

３１ 同 同 同 予防接種に係る

証明文書 

福祉保健部

健康支援セ

ンター医務

感染症課長 

３ 

方 １８ 木 方 １８ 同 

に 

」 」 

「 

を 

」 

「 「 
を に改め、同表中 

「 

「 

」 
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印 （ 番 号

入） 

常は総務部総務総

室総務課長におい

て保管する。 

 

 

改め、同表道路水路占用専用市長職務代理者印の項中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所専用

市長職務代

理者印 

３８

の２ 

同 方 

２１ 

同  福祉保健部健康支

援センター健康政

策課長 

１ 

削除 ３９       

予防接種証

明専用市長

職務代理者

印 （ 番 号

入） 

４０ てん

書 

方 

２１ 

木  市長職務代理者が

執行する期間は、

市長印に準じ、通

常は総務部総務総

室総務課長におい

て保管する。 

３ 

同 同 同 てん書 方  

２１ 

木 

所

長

之

印 

福

祉

事

務 

甲

府

市 

所

長

之

印 

福

祉

事

務 

甲

府

市 

之

印 

保

健

所 

甲

府

市 

長

之

印 

保

健

所 

甲

府

市 

」 

「 

に 

」  

「 

を 

「 「 

に改める。  

１５の２  １５の３  １５  「 

別表第２中 

」 

を 

に 、  に 、  

」 

を 

「 １５  

」 

 

」 
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（甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第１４条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次の 

ように改正する。 

別表の 1 事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１の項中 

 

事務服又は夏及び冬作

業服（上下） 

３年 

３夏 

３冬 

１ 

 

 

 

 

 

務
代
理
者
印 

審
査
会
長
職 

甲
府
市
開
発 

務
代
理
者
印 

審
査
会
長
職 

甲
府
市
開
発 

会
委
員
長
印 

症
診
査
協
議 

甲
府
市
感
染 

市

長

印 

保
健
所
専
用 

甲

府 

専

用 

甲
府
市
長
印 

戸

籍 

専

用 

甲
府
市
長
印 

戸

籍 

専

用 

甲

府

市

長

職
務
代
理
者
印 

戸

籍 

職
務
代
理
者
印 

保
健
所
専
用 

甲

府

市

長 

専

用 

甲

府

市

長

職
務
代
理
者
印 

戸

籍 

夏作業服（上下） ３夏 １ 

事務服又は冬作業服

（上下） 
３冬 １ 

を 

」 」 

に改める。 

「 

」 

を 

「 

３８  

「 

３８の２ 

２２の８  

」 

を 

「 

を 

２２の８  

「 

に改め、 

」 

２２の９  

に 、  

３０  

「 

「 

３０  ３０の２ 

」 

に 、  

３８  

「 

「 

」 

「 「 

」 

に改め、 
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同表の表３の項中 

 

 

 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

ゴム長靴 ４年 １ 

 

 

夏作業服（上下） ３夏 ２ 地籍調査課及び遊亀公園附属

動物園に勤務する職員に限

る。 

冬作業服（上下） ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

 

夏作業服（上下） ３夏 ２ 地籍調査課及び遊亀公園附属

動物園に勤務する職員に限

る。 

冬作業服（上下） ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 生活衛生薬務課に勤務する職

員に限る。 冬作業服（上下） ３冬 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

ゴム長靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

 

改め、同表４の項中「健康増進課予防係」を「医務感染症課感染症係」に改め、

防寒服（上） ４冬 １ 

ゴム長靴 ４年 １ 

「 

」 

に、 

を 

「 

」 

「 

」 

を 

「 

」 

に  
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同表の表５の項を次のように改める。 

５ 保育士 園服 ３年 １ 保育所に勤務する職員

に限る。 

事務服については、所

長のみ選択することが

できる。 

夏保育用作業服（下） ３夏 １ 

冬保育用作業服（上下） １冬 １ 

エプロン １年 １ 

夏事務服（上下）又は夏

作業服（上下） 

３夏 １ 

冬事務服（上下） ３冬 １ 

別表の 1 事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表８の項中 

 

事務服又は夏及び冬作

業服（上下） 

３年 

３夏 

３冬 

１ 

 

 

 

 

 

別表の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表を次のように

改める。 

種

別 
被貸与者 貸与品 

貸与

期間 

貸与

数 
摘要 

１ 事務業務に

従事する技

術職員（男

性） 

夏作業服（上下） ３夏 １   

事務服又は冬作業服（上下）  ３冬 １ 

２ 事務業務に

従事する技

術職員（女

性） 

夏事務服（上下）又は夏作

業服（上下） 

３夏 １   

冬事務服（上下）又は冬作

業服（上下） 

３冬 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 

事務服又は冬作業服

（上下） 

３冬 １ 

」 

を 

「 

に改める。  

「 

」 
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３ 一般技術職

員 

夏作業服（上下） ３夏 １ 下記以外の一般

技術職員に限

る。 

 

事務服又は冬作業服（上下）  ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 計量検査所に勤

務する職員に限

る。 

 

事務服又は冬作業服（上下）  ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 ２ 環境部に勤務す

る職員に限る。 

貸与数は、夏及

び冬作業服のみ

を選択する場合

はそれぞれ２、

つなぎ服又は事

務服を選択する

場合は夏及び冬

作業服をそれぞ

れ１とする。 

 

 

 

冬作業服（上下） ３冬 ２ 

つなぎ服又は事務服 ３年 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 森林保全係及び

水源保全係に勤

務する職員に限

る。 

 

事務服又は冬作業服（上下）  ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

作業靴 ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 地方卸売市場に

勤務する職員に事務服又は冬作業服（上下）  ３冬 １ 
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ゴム長靴 ４年 １ 限る。 

 帽子 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

４ 獣医師 夏作業服（上下） ２夏 ２ 下記以外の職員

に限る。 冬作業服（上下）又は事務

服 

２冬 ２ 

ゴム長靴又は安全靴 ２年 １ 

雨衣（上下） ３年 １ 

帽子 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

防寒長靴 

 

 

２冬 １ 

夏事務服（上下）又は夏作

業服（上下） 

３夏 １ 保健所に勤務す

る職員に限る。 

冬事務服（上下）又は冬作

業服（上下） 

３冬 １ 

ゴム長靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

５ 管理栄養士

・栄養士・

看護師・准

看護師 

夏制服（上下）又は夏作業

服（上下） 

３夏 １ 福祉保健部及び

子ども未来部に

勤務する職員に

限る。 

健康増進課に勤

務する看護師及

び准看護師につ

いては、予防衣

の貸与期間は２

年、貸与数は２

とする。 

冬制服（上下）又は冬作業

服（上下） 

３冬 １ 

予防衣 ３年 １ 
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夏事務服（上下）又は夏作

業服（上下） 

３夏 １ 上記以外の職員

に限る。 

冬事務服（上下）又は冬作

業服（上下） 

３冬 １ 

予防衣 ３年 １ 

６ 保健師 

（女性） 

夏制服（上下）又は夏作業

服（上下） 

３夏 １ 福祉保健部及び

子ども未来部に

勤務する職員に

限る。 

冬制服（上下）又は冬作業

服（上下） 

３冬 １ 

予防衣又は運動衣 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

夏事務服（上下）又は夏作

業服（上下） 

３夏 １ 上記以外の職員

に限る。 

冬事務服（上下）又は冬作

業服（上下） 

３冬 １ 

予防衣 ３年 １ 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師 

（男性） 

夏作業服（上下） ３夏 １ 福祉保健部及び

子ども未来部に

勤務する職員に

限る。 

事務服又は冬作業服（上下） ３冬 １ 

予防衣又は運動衣 ３年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 上記以外の職員

に限る。 

 

 

 

事務服又は冬作業服（上下） ３冬 １ 

予防衣 ３年 １ 

８ 医師 

 

 

夏作業服（上下） ３夏 １  

冬作業服（上下） ３冬 １ 

予防衣 ３年 １ 

９ 薬剤師 夏事務服（上下）又は夏作

業服（上下） 

３夏 １  

冬事務服（上下）又は冬作

業服（上下） 

３冬 １ 
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ゴム長靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

別表の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１の項中 

 「及び処理課（衛生センターを除く。）」を削り、「収集課」を「収集衛生課」 

 に、「衛生センター」を「廃棄物対策課」に、 

 

フード付きヤッケ ３年 １ 

 

 

防寒服（上） ４冬 １ 

 

（甲府市職員住居手当支給規則の一部改正） 

第１５条 甲府市職員住居手当支給規則（昭和４９年１２月規則第７５号）の一部 

を次のように改正する。 

 別記様式中「人事課長」を「職員課長」に改める。 

（甲府市緑化の推進及び樹木の保存に関する条例施行規則の一部改正） 

第１６条 甲府市緑化の推進及び樹木の保存に関する条例施行規則（昭和５３年３ 

月規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市地籍調査推進委員会設置規則の一部改正） 

第１７条 甲府市地籍調査推進委員会設置規則（昭和５５年３月規則第２２号）の 

一部を次のように改正する。 

 第７条中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市公有財産取扱規則の一部改正） 

第１８条 甲府市公有財産取扱規則（昭和５９年３月規則第３号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  第４条第３項、第１０条第１項及び第２項、第１１条、第１６条第１項、第 

１８条第２項、第２６条第１項、第３０条並びに第３２条第２項第４号中「建設

部長」を「まちづくり部長」に改める。 

 

 

に改める。 

」 

「 

を 

「 

」 
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（甲府市財務規則の一部改正） 

第１９条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正 

 する。 

 第８条第３項中「建設部長」を「まちづくり部長」に改める。 

 第７１条第１項に次の１号を加える。 

 （２６） 消費者の保護を目的として行う検査等のための物品の購入費 

第９２条第１項中「推せん」を「推薦」に改め、同条第２項の表中「収集課

長」を「医務感染症課長、生活衛生薬務課長、収集衛生課長」に、「国民健康保

険課滞納整理係」を「国民健康保険課経営係、国民健康保険課保険料係、国民健

康保険課滞納整理係」に、「上九一色出張所住民係」を「上九一色出張所住民

係、消費生活課交通安全係、消費生活課消費生活係」に、「介護保険課滞納整理

係」を「介護保険課滞納整理係、医務感染症課医務係、生活衛生薬務課生活衛生

薬務係」に、「収集課収集衛生係長」を「収集衛生課収集衛生係長」に改める。 

第９３条の表中「及び甲府商科専門学校事務長」を「、甲府商科専門学校事務

長及び歴史文化財課長」に、「並びに甲府商科専門学校事務局庶務係」を「、甲

府商科専門学校事務局庶務係並びに歴史文化財課に属する甲府市武田氏館跡歴史

館」に改める。 

第９４条第２項中「収納課長」を「収納課長、医務感染症課長、生活衛生薬務

課長」に改め、同項第１号中「健康増進課」を「医務感染症課」に改め、同項第

３号中「収集課」を「収集衛生課」に改め、「、犬の登録手数料、犬の鑑札交付

手数料、狂犬病予防注射済票の交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病

予防注射済票の再交付手数料」を削り、同条第３項第１号中「前項第３号に規定

する」を「生活衛生薬務課において収納する」に改め、同条第４項中「利用券を

発行することにより」の次に「、甲府市武田氏館跡歴史館の観覧料を収納したと

きは、観覧券を発行することにより」を加える。 

 第１２５条第１項第１号イ中「土地区画整理事業用地先行取得事業費」を削

り、同号イに次のように加える。 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 

 （甲府市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第２０条 甲府市職員安全衛生管理規則（平成３年３月規則第１９号）の一部を次 
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のように改正する。 

  第７条中「総務部人事管理室研修厚生課長の職にある者を」を「総務部行政管 

理室職員課長の職にある者を、甲府市健康支援センター総括安全衛生管理者にあ

っては福祉保健部健康支援センター健康政策課長の職にある者を」に改める。 

  第１９条第１項中「１３名」を「１３名以内」に改め、同項第３号中「安全管 

理者」の次に「、衛生管理者、安全衛生推進者」を加え、同項第４号中「安全」

を「甲府市職員組合が推薦する安全」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項第４号の委員の数は、同項第２号、第３号及び第５号の委員の数の合計

数以上とする。 

 第２２条第３項中「総務部人事管理室研修厚生課」を「総務部行政管理室職員

課、甲府市健康支援センター職員安全衛生委員会にあっては福祉保健部健康支援

センター健康政策課」に改める。 

 別表第１下記を除いた事業場の項の次に次のように加える。 

健康支援センター 甲府市健康支援センター総括安全衛生管理者  センター長 

  別表第２中「収集課長」を「収集衛生課長」に、「処理課長」を「廃棄物対策 

課長」に改める。 

 別表第３を次のように改める。 

衛生管理者 

事業場 衛生管理者の数 

下記を除いた事業場 ４名以上 

健康支援センター １名以上 

環境部 １名以上 

市立甲府病院 ３名以上 

 別表第４中保健センターの項を削る。 

 別表第５下記を除いた事業場の項の次に次のように加える。 

健康支援センター 甲府市健康支援センター職員安全衛生委員会 

（甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第２１条 甲府市職員の育児休業等に関する規則（平成４年３月規則第１２号）の 

一部を次のように改正する。 

 第１号様式、第２号様式及び第４号様式中「人事課」を「職員課」に改める。 
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（職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２２条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号） 

の一部を次のように改正する。 

 第３号様式から第７号様式まで及び第９号様式中「人事課」を「職員課」に改

める。 

（甲府市都市計画法施行細則の一部改正） 

第２３条 甲府市都市計画法施行細則（平成１２年３月規則第３０号）の一部を次 

 のように改正する。 

 第７条中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市開発行為等の許可基準に関する条例施行規則の一部改正） 

第２４条 甲府市開発行為等の許可基準に関する条例施行規則（平成１４年６月規 

 則第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

の一部改正） 

第２５条 甲府市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定め 

 る規則（平成１９年３月規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部改正） 

第２６条 甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則（平成２０年３月規 

則第４号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「人事課」を「職員課」に改める。 

（甲府市景観条例施行規則の一部改正） 

第２７条 甲府市景観条例施行規則（平成２１年３月規則第２号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

 第３条第１号中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市退職手当審査会規則の一部改正） 

第２８条 甲府市退職手当審査会規則（平成２１年９月規則第３３号）の一部を次 

のように改正する。 

 第５条中「総務部人事管理室人事課」を「総務部行政管理室職員課」に改め
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る。 

（甲府市準用河川管理規則の一部改正） 

第２９条 甲府市準用河川管理規則（平成２４年３月規則第５号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

第２条中「建設部」を「まちづくり部」に改める。 

（甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則の一部改正） 

第３０条 甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則（平成 

２８年１２月規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１０項中「建設部建設総室空き家対策課」を「まちづくり部まちづく

り総室空き家対策課」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務 

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

市長直轄

組織 

都市戦略室 シティプロモ

ーション課 

市長直轄

組織 

市長室 シティプロモ

ーション課 

総務部 総務総室 情報課 総務部 行政管理室 情報政策課 

 

企画部 企画財政室 
行政改革課 

企画部 企画経営室 
行政経営課 

財政課 財政課 

リニア交通

室 

リニア政策課 まちづく

り部 

リニア交通

室 

リニア政策課 

交通政策課 交通政策課 

福祉保健

部 

福祉保健総

室 

健康政策課 福祉保健

部 

健康支援セ

ンター 

健康政策課 

健康増進課 健康増進課 

環境部 廃棄物対策 

室 

収集課 
環境部 

廃棄物対策 

室 

収集衛生課 

処理課 廃棄物対策課 

産業部 産業総室 産業立地課 
まちづく

り部 

まちづくり

総室 
産業立地課 

建設部 建設総室 総務課 まちづく まちづくり 総務課 
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 住宅課 り部 総室 

 

 

住宅課 

空き家対策課 空き家対策課 

まち開発室 

 

都市計画課 まち整備室 

 

都市計画課 

都市整備課 都市整備課 

建築指導課 建築指導課 

区画整理課 区画整理課 

まち保全室 

 

公園緑地課 まち保全室 

 

公園緑地課 

道路河川課 道路河川課 

建築営繕課 建築営繕課 

地籍調査課 地籍調査課 
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規程  
 

甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改

正する。  

  第２条第２号中「総室長」の次に「及び保健所長」を加える。 

別表第２市長直轄組織、市長室、秘書の表第５号中「都市提携、国際交流」を

「姉妹都市、友好都市等」に改め、同表の次に次のように加える。 

シ テ ィ プ ロ モ

ー シ ョ ン  

 

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  市 勢 情 報 の 調 整 及

び 分 析 に 関 す る 事 項  

     

⑴  市 勢 情 報 の 調 整

及 び 分 析 に 関 す る

こ と 。  

 

 

 

 ○    

 

２  広 報 活 動 に 関 す る

事 項  

     

⑴  広 報 誌 等 刊 行 物

の 企 画 、 編 集 及 び  

発 行 に 関 す る こ 

と 。  

重 要   一 般 的  軽 易  

 

⑵  テ レ ビ 放 送 の 企

画 制 作 に 関 す る こ

と 。  

 同 上    同 上  同 上  
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 と 。       

⑶  ラ ジ オ 放 送 原 稿

の 作 成 に 関 す る こ

と 。  

 

 

 

 ○   

 

⑷  新 聞 広 告 の 企 画

に 関 す る こ と 。  
 重 要   一 般 的  軽 易  

 

⑸  ホ ー ム ペ ー ジ の  

発 信 に 関 す る こ 

と 。  

    

 ○   

 

⑹  広 報 連 絡 主 任 に

関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

３  市 の 情 報 発 信 の 調

整 に 関 す る 事 項  

     

⑴  市 の 情 報 発 信 の  

調 整 に 関 す る こ 

と 。  

    

 ○   

 

⑵  報 道 機 関 と の 連

絡 調 整 に 関 す る こ

と 。  

    

 ○   

 

別表第２市長直轄組織、都市戦略室の表を削る。 

別表第２総務部、総務総室、情報の表を削る。 

別表第２総務部、人事管理室の表を次のように改める。 

    行政管理室 

職 員   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  職 員 の 任 免 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  臨 時 職 員 の 雇 用

及 び 解 雇 に 関 す る

こ と 。  

 

 

 

 ○   

 

⑵  非 常 勤 の 嘱 託 員

の 任 免 に 関 す る こ

と 。  

 

 

 

 ○   

 

⑶  電 気 主 任 技 術 者

等 施 設 必 置 管 理 者

の 任 免 に 関 す る こ

 

 

 

 ○    

 

- 1273 -



と 。  

⑷  出 納 員 そ の 他 の

会 計 職 員 の 任 免 に

関 す る こ と 。  

 

 

 

 ○   

 

⑸  行 政 管 理 委 員 会

人 事 ・ 研 修 部 会 の  

庶 務 に 関 す る こ 

と 。  

 

 

 

 ○   

 

２  職 員 の 服 務 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  宿 日 直 勤 務 命 令

に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

⑵  身 分 証 明 書 、 職

員 記 章 及 び 名 札 を

交 付 す る こ と 。  

 

   ○   

 

⑶  職 務 免 除 の 承 認

に 関 す る こ と 。  

部 長 等 、

院 長 、 組

合 専 従 休

暇 及 び 例

外 的 な も

の  

室 長  課 長  一 般 職 員   

⑷  交 通 事 故 調 査 委

員 会 の 庶 務 に 関 す

る こ と 。  

       

 ○   

 

⑸  職 員 分 限 懲 戒 諮

問 会 の 庶 務 に 関 す

る こ と 。  

         

 ○   

 

⑹  職 務 日 誌 に 関 す

る こ と 。  

    
 ○   

   

３  休 暇 及 び 諸 届 に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  深 夜 勤 務 の 制 

限 、 超 過 勤 務 の 制

限 、 傷 病 休 暇 、 骨

髄 等 提 供 休 暇 、 ボ

ラ ン テ ィ ア 休 暇 、

通 院 休 暇 、 介 護 休

暇 、 無 給 休 暇 及 び

      

 ○   
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育 児 休 業 の 承 認 並

び に 産 前 産 後 の 休

暇 の 申 出 等 の 受 理

に 関 す る こ と 。  

⑵  出 勤 停 止 の 解 除

に 関 す る こ と 。  

      
 ○   

 

⑶  診 断 書 等 諸 証 明

の 届 出 受 理 に 関 す

る こ と 。  

       

 ○   

 

⑷  深 夜 勤 務 及 び 超

過 勤 務 の 制 限 の 請

求 に 関 す る こ と 。  

       

 ○   

 

４  職 員 の 給 与 等 に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  職 員 手 当 等 の 認

定 に 関 す る こ と 。  

      
 ○   

 

⑵  給 与 の 減 額 に 関

す る こ と 。  

      
 ○   

 

⑶  退 職 手 当 の 裁 定

に 関 す る こ と 。  

    
 ○    

 

⑷  健 康 保 険 、 厚 生

年 金 保 険 、 雇 用 保

険 の 各 種 の 届 出 に

関 す る こ と 。  

      

 ○   

 

５  諸 証 明 に 関 す る 事

項  

 
 

 
 

 

⑴  職 員 の 身 分 、 給

与 在 職 そ の 他 職 員

に 関 す る 証 明 に 関

す る こ と 。  

      

 ○   

 

６  人 事 ・ 研 修 制 度 に

関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  行 政 管 理 委 員 会

人 事 ・ 研 修 部 会 に

関 す る こ と 。  

    

 ○   

 

７  職 員 の 研 修 に 関 す

る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  初 級 、 中 級 職 員     ○    
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及 び 監 督 者 研 修 の  

実 施 に 関 す る こ 

と 。  

⑵  管 理 者 研 修 の 実

施 に 関 す る こ と 。  

  
 ○    

 

⑶  専 門 研 修 及 び 派

遣 研 修 の 実 施 に 関

す る こ と 。  

   

 ○   

 

⑷  自 治 大 学 校 又 は

こ れ に 準 ず る 派 遣

職 員 の 推 薦 に 関 す

る こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑸  研 修 誌 の 編 集 、  

発 行 に 関 す る こ 

と 。  

    

 ○   

 

８  職 員 の 労 働 安 全 衛

生 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  衛 生 管 理 者 を 選

定 す る こ と 。  
 ○      

 

⑵  衛 生 委 員 及 び 労

働 安 全 委 員 を 選 定

す る こ と 。  

  ○     

 

⑶  職 員 の 健 康 診 断

等 を 行 う こ と 。  
    ○   

 

９  職 員 の 公 務 災 害 等

の 補 償 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  職 員 の 公 務 災 害

等 の 認 定 の 請 求 に

関 す る こ と 。  

  

 ○   

 

 

 

⑵  非 常 勤 職 員 の 公

務 災 害 等 を 認 定 す

る こ と 。  

 

 ○    

 

 

 

⑶  非 常 勤 職 員 の 公

務 災 害 等 の 補 償 に

関 す る こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑷  認 定 委 員 及 び 審

査 委 員 の 選 定 に 関

す る こ と 。  

 

 ○    
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１ ０  職 員 の 福 利 厚 生

に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  山 梨 県 市 町 村 職

員 共 済 組 合 に 関 す

る こ と 。  

    

 ○   

 

⑵  休 養 室 の 管 理 に

関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

１ １  職 員 の 被 服 貸 与

に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  職 員 の 被 服 貸 与

に 関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

１ ２  恩 給 に 関 す る 事

項  

 
 

 
 

 

⑴  特 別 給 与 金 の 裁

定 に 関 す る こ と 。  

 
 ○     

 

⑵  特 別 給 与 金 の 支

給 に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑶  恩 給 受 給 権 の 調

査 に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

１ ３  退 職 者 の 福 利 厚

生 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  退 職 者 の 福 利 厚

生 事 業 に 関 す る こ

と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑵  退 職 者 の 再 就 職

等 の 相 談 に 関 す る

こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

 

事 務 効 率   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  事 務 管 理 に 関 す る

事 項  

     

⑴  事 務 改 善 に 関 す

る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  事 務 量 の 測 定 に

関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑶  帳 票 の 管 理 に 関     ○    
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す る こ と 。  

⑷  事 務 手 順 書 の 整

理 に 関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

２  提 案 制 度 に 関 す る

事 項  

 
 

 
 

 

⑴  提 案 募 集 に 関 す

る こ と 。  

 
採 否   収 集  

 

⑵  提 案 審 査 委 員 会

の 庶 務 に 関 す る こ

と 。  

   

 ○   

 

３  組 織 管 理 に 関 す る

事 項  

 
 

 
 

 

⑴  組 織 の 総 合 調 整

に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  事 務 分 掌 に 関 す

る こ と 。  

 
同 上  同 上  同 上  

 

⑶  定 員 査 定 に 関 す

る こ と 。  

 
同 上  同 上  同 上  

 

⑷  部 間 流 動 に 関 す

る こ と 。  

 
重 要   

定 例 的  

軽 易  

 

⑸  行 政 管 理 委 員 会

（ 組 織 定 数 部 会 、

事 務 管 理 部 会 を 含

む 。 ） の 庶 務 に 関

す る こ と 。  

 

   ○   

 

⑹  事 務 室 の 配 置 に

関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

 

情 報 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  情 報 化 施 策 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  情 報 化 施 策 に 関

す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  行 政 手 続 の 電 子

化 に 係 る 共 同 処 理

に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  
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２  情 報 シ ス テ ム に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  情 報 シ ス テ ム の

開 発 等 に 関 す る こ

と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  情 報 シ ス テ ム の

管 理 運 営 に 関 す る

こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

⑶  情 報 シ ス テ ム 適

用 業 務 の 調 査 研 究

に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

⑷  情 報 シ ス テ ム に

係 る 記 録 情 報 の 保

護 に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

  別表第２総務部、契約管財室、財産活用の表中第１項に次の１号を加える。    

⑵  公 有 地 の 利 活 用

に 関 す る こ と 。  

 
 ○   

 
 

 

別表第２総務部、契約管財室、財産活用の表第２項を削る。 

別表第２総務部、契約管財室、管財の表に次のように加える。 

５  公 有 財 産 の 管 理 に

関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  公 有 財 産 の 境 界  

確 認 に 関 す る こ 

と 。  

    ○   

普 通 財

産 の 取

得 、 処

分 、 交

換 、 貸

付 け 及

び 借 受

け 等 に

つ い て

は 、 別

表 第 １

の ３ の

⑷ の 表

に 準 ず

る 。  

⑵  公 有 財 産 の 所 管

換 え の 決 定 に 関 す

る こ と 。  

  ○     

⑶  普 通 財 産 の 建 物

又 は 工 作 物 の 取 り

こ わ し の 決 定 に 関

す る こ と 。  

  ○     
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⑷  公 有 財 産 の 実 態  

調 査 に 関 す る こ 

と 。  

    ○   

 

⑸  公 有 財 産 台 帳 の  

管 理 に 関 す る こ 

と 。  

    ○   

 

⑹  財 産 価 格 審 議 会

の 庶 務 に 関 す る こ

と 。  

    ○   

 

⑺  公 有 財 産 の 登 記

に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

⑻  市 の 境 界 に 関 す

る 調 査 事 務 の 処 理

に 関 す る こ と 。  

    ○   

 

⑼  町 界 及 び 町 名 に

関 す る こ と 。      ○   

 

  別表第２企画部、企画総室、企画の表第１項中「研究」を「研究並びに特命事

項」に改め、同表に次のように加える。   

５  人 口 減 少 対 策 に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  人 口 減 少 対 策 に

関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

６  中 心 市 街 地 活 性 化

基 本 計 画 に 関 す る 事

項  

    

 

⑴  計 画 の 推 進 に 関

す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

７  南 部 及 び 北 部 中 山

間 地 域 の 振 興 に 関 す

る 事 項  

    

 

⑴  北 部 山 間 地 域 振

興 協 議 会 に 関 す る

こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

⑵  リ ゾ ー ト 計 画 の  

推 進 に 関 す る こ 

と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

⑶  創 作 の 森 お び な  同 上  同 上  同 上   

- 1280 -



の 管 理 に 関 す る こ

と 。  

⑷  そ の 他 南 部 及 び

北 部 中 山 間 地 域 の  

振 興 に 関 す る こ 

と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

８  過 疎 地 域 自 立 促 進

計 画 に 関 す る 事 項  
    

 

⑴  過 疎 地 域 自 立 促

進 計 画 に 関 す る こ

と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易  

 

９  編 入 合 併 地 域 の 振

興 に 関 す る 事 項  
    

 

⑴  編 入 合 併 地 域 の  

振 興 に 関 す る こ 

と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２企画部、企画総室、地域振興の表を次のように改める。   

国 際 交 流   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  国 際 交 流 の 推 進 に

関 す る 事 項  

     

⑴  国 際 交 流 の 推 進

に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  東 京 オ リ ン ピ ッ

ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ

ク に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

  別表第２企画部、企画財政室の表を次のように改める。 

    企画経営室 

行 政 経 営   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  行 政 改 革 の 推 進 に

関 す る 事 項  

     

⑴  行 政 改 革 の 推 進

に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  外 部 評 価 に 関 す

る こ と 。  

 
 ○   
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財 政   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  予 算 編 成 に 関 す る

事 項  

     

⑴  当 初 予 算 及 び 補

正 予 算 編 成 に 伴 う

調 査 検 討 に 関 す る

こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑵  議 決 予 算 （ 専 決

処 分 を 含 む 。 ） 及

び 配 当 予 算 を 通 知

す る こ と 。  

    ○   

 

２  予 算 の 執 行 に 関 す

る 事 項  

 
   

 

⑴  予 算 の 流 用 及 び

配 当 替 え に 関 す る

こ と 。  

 
1,000 万 円

以 上  

500 万 円 以

上 1,000 万

円 未 満  

500 万 円 未

満  

 

⑵  予 備 費 の 充 用 に

関 す る こ と 。  

 
200 万 円 以

上  

100 万 円 以

上 200 万 円

未 満  

100 万 円 未

満  

 

⑶  継 続 費 等 予 算 繰

越 計 算 書 を 作 成 す

る こ と 。  

    ○   

 

⑷  予 算 の 執 行 状 況

の 検 査 に 関 す る こ

と 。  

    ○   

 

３  資 金 計 画 に 関 す る

事 項  

 
   

 

⑴  年 間 資 金 需 要 計

画 を た て る こ と 。  

 
 ○   

 
 

 

⑵  各 会 計 間 の 資 金  

調 整 に 関 す る こ 

と 。  

 

 ○   

 

 

 

４  起 債 に 関 す る 事 項       

⑴  起 債 の 申 請 を す

る こ と 。  

 
 ○   
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⑵  起 債 の 借 入 及 び

償 還 を す る こ と 。  
    ○   

 

⑶  公 債 台 帳 の 管 理

に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

５  一 時 借 入 金 に 関 す

る 事 項  

 
   

 

⑴  一 時 借 入 金 の 借

入 及 び 償 還 を す る

こ と 。  

    ○   

 

６  地 方 交 付 税 に 関 す

る 事 項  

 
   

 

⑴  地 方 交 付 税 の 算

定 に 要 す る 基 礎 数

値 の 調 査 及 び 報 告

に 関 す る こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑵  地 方 交 付 税 に 関

す る 資 料 を 作 成 す

る こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

７  そ の 他 財 政 管 理 に

関 す る 事 項  

 
   

 

⑴  財 政 事 情 の 公 表

及 び 財 政 説 明 書 の  

作 成 に 関 す る こ 

と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑵  財 政 状 況 等 調 査

及 び 報 告 に 関 す る

こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

⑶  財 務 統 計 資 料 の  

作 成 に 関 す る こ 

と 。  

    ○   

 

⑷  財 政 調 整 基 金 及

び 土 地 開 発 基 金 の  

管 理 に 関 す る こ 

と 。  

 

 ○   

 

 

 

８  企 画 調 整 に 関 す る

事 項  

 
   

 

⑴  総 合 調 整 に 関 す

る こ と 。  

 
 ○   
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９  行 政 評 価 （ 外 部 評

価 を 除 く 。 ） に 関 す

る 事 項  

 

   

 

⑴  行 政 評 価 （ 外 部

評 価 を 除 く 。 ） に

関 す る こ と 。  

 

 ○   

 

 

 

  別表第２企画部、リニア交通室の表を削る。 

別表第２市民部、市民総室、協働推進の表第５項第１号中「一般」を「一般

的」に改める。 

別表第２福祉保健部、福祉保険総室、総務の表中第３項から第５項までを次の

ように改める。 

３  社 会 福 祉 審 議 会 に

関 す る 事 項  

     

⑴  審 議 会 の 開 催 、

運 営 に 関 す る こ 

と 。  

 重 要  一 般 的    

⑵  地 域 福 祉 専 門 分

科 会 の 開 催 、 運 営

に 関 す る こ と 。  

   ○     

４  福 祉 諸 計 画 に 関 す

る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  福 祉 諸 計 画 の 調

整 に 関 す る こ と 。  
   ○     

５  地 域 福 祉 推 進 計 画

に 関 す る 事 項  
     

⑴  地 域 福 祉 推 進 計

画 に 関 す る こ と 。  
   ○     

別表第２福祉保健部、福祉保険総室、総務の表の次に次のように加える。   

指 導 監 査   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  指 導 監 査 に 関 す る

事 項  
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⑴  社 会 福 祉 法 人 及

び 社 会 福 祉 施 設 等

の 指 導 監 査 に 関 す

る こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

⑵  介 護 保 険 サ ー ビ

ス 事 業 者 等 の 指 導  

監 査 に 関 す る こ 

と 。  

 同 上  同 上  同 上   

⑶  障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 事 業 者 等 の 指 導  

監 査 に 関 す る こ 

と 。  

 同 上  同 上  同 上   

⑷  特 定 教 育 ・ 保 育

施 設 等 の 指 導 監 査

に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上   

⑸  許 可 外 保 育 施 設

等 の 指 導 監 査 に 関

す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上   

⑹  有 料 老 人 ホ ー ム

の 指 導 監 査 に 関 す

る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上   

    健康支援センター 

健 康 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  保 健 所 及 び 保 健 セ

ン タ ー 業 務 の 調 整 に

関 す る 事 項  

     

⑴  保 健 所 及 び 保 健

セ ン タ ー 業 務 の 調

整 に 関 す る こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  保 健 所 運 営 協 議

会 に 関 す る こ と 。  
 同 上  同 上  同 上  

 

２  健 康 都 市 構 想 に 関

す る 事 項  
    

 

⑴  健 康 都 市 構 想 に

関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

３  人 口 動 態 統 計 そ の

他 地 域 保 健 に 係 る 統
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計 に 関 す る 事 項  

⑴  人 口 動 態 統 計 そ

の 他 地 域 保 健 に 係

る 統 計 に 関 す る こ

と 。  

   ○    

 

４  保 健 師 の 現 任 教 育

に 関 す る 事 項  
    

 

⑴  保 健 師 の 現 任 教

育 に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

５  保 健 セ ン タ ー 、 健

康 の 杜 セ ン タ ー 及 び

い き い き プ ラ ザ に 関

す る 事 項  

    

 

⑴  保 健 セ ン タ ー 、

健 康 の 杜 セ ン タ ー

及 び い き い き プ ラ

ザ の 運 営 管 理 に 関

す る こ と 。  

    ○   

 

６  墓 地 、 納 骨 堂 又 は

火 葬 場 に 関 す る 事 項  
    

 

⑴  墓 地 、 納 骨 堂 又

は 火 葬 場 の 経 営 の  

許 可 に 関 す る こ 

と 。  

  ○     

 

７  公 衆 衛 生 に 関 す る

事 項  
    

 

⑴  公 衆 衛 生 の 普 及

及 び 向 上 に 関 す る

こ と 。  

  重 要  一 般 的  

 

８  医 師 の 臨 床 研 修 に

関 す る 事 項  
    

 

⑴  医 師 の 臨 床 研 修

に 関 す る こ と 。  
   ○    

 

９  保 健 師 の 活 動 に 関

す る 事 項  
    

 

⑴  保 健 師 の 統 括 に

係 る 支 援 に 関 す る

こ と 。  

 重 要   一 般 的  
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健 康 増 進   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  保 健 計 画 に 関 す る

事 項  

     

⑴  保 健 計 画 の 推 進

に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的   

 

２  食 育 基 本 法 （ 平 成  

１ ７ 年 法 律 第 ６ ３ 

号 ） に よ る 地 域 の 食

育 に 関 す る 事 項  

    

 

⑴  食 育 推 進 計 画 の  

推 進 に 関 す る こ 

と 。  

 重 要  一 般 的   

 

３  健 康 増 進 法 （ 平 成

１ ４ 年 法 律 第 １ ０ ３

号 ） 等 に よ る 保 健 事

業 に 関 す る 事 項  

    

 

⑴  成 人 保 健 に 関 す

る こ と 。  
  重 要  一 般 的  

 

⑵  地 域 介 護 予 防 事

業 に 関 す る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

⑶  地 域 担 当 保 健 師

に 関 す る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

４  歯 科 保 健 事 業 に 関

す る 事 項  
    

 

⑴  成 人 歯 科 健 診 及

び 保 健 指 導 に 関 す

る こ と 。  

    ○    

５  健 康 づ く り 及 び そ

の 推 進 に 関 す る 事 項  
     

⑴  健 康 づ く り 及 び

そ の 推 進 に 関 す る

こ と 。  

    ○    

⑵  食 生 活 改 善 推 進

員 に 関 す る こ と 。  
    ○    
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⑶  調 理 実 習 材 料 の

購 入 契 約 及 び 検 収

に 関 す る こ と 。  

    

総 務 部

契 約 管

財 室 契

約 課 の

決 定 区

分 に 準

ず る 。  

６  地 域 保 健 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 １ ０ １

号 ） に よ る 家 庭 訪 問

指 導 に 関 す る 事 項  

    

 

⑴  保 健 ・ 栄 養 相 談  

指 導 に 関 す る こ 

と 。  

    ○   

 

７  結 核 等 の 検 診 に 関

す る 事 項  
    

 

⑴  結 核 等 の 検 診 に

関 す る こ と 。  
    ○   

 

８  難 病 及 び 特 定 疾 病

対 策 に 関 す る 事 項  
    

 

⑴  難 病 及 び 特 定 疾

病 対 策 に 関 す る こ

と 。  

    ○   

 

９  精 神 保 健 に 関 す る

事 項  
    

 

⑴  精 神 保 健 に 関 す

る こ と 。  
  重 要  一 般 的  

 

１ ０  自 殺 対 策 に 関 す

る 事 項  
    

 

⑴  自 殺 対 策 に 関 す

る こ と 。  
  重 要  一 般 的  

 

１ １  高 齢 者 の 虐 待 に

関 す る 事 項  
    

 

⑴  高 齢 者 の 虐 待 に

関 す る こ と 。  
   ○    

 

１ ２  栄 養 士 及 び 看 護

師 等 実 習 の 指 導 に 関

す る 事 項  
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⑴  栄 養 士 及 び 看 護

師 等 実 習 の 指 導 に

関 す る こ と 。  

    ○   

 

 

母 子 健 康   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  児 童 福 祉 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４

号 ） の 規 定 に よ る 保

健 所 の 業 務 に 関 す る

事 項  

     

⑴  児 童 福 祉 法 （ 昭  

和 ２ ２ 年 法 律 第 

１ ６ ４ 号 ） の 規 定

に よ る 保 健 所 の 業

務 に 関 す る こ と 。  

  重 要  一 般 的  

 

２  母 子 保 健 事 業 に 係

る 保 健 所 の 業 務 に 関

す る こ と 。  

    

 

⑴  母 子 保 健 事 業 に

係 る 保 健 所 の 業 務

に 関 す る こ と 。  

  重 要  一 般 的  

 

   

医 務 感 染 症   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  地 域 医 療 に 関 す る

事 項  

     

⑴  地 域 医 療 セ ン タ

ー の 管 理 に 関 す る

こ と 。  

  重 要  一 般 的   

⑵  医 療 懇 話 会 に 関

す る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

⑶  救 急 医 療 に 関 す

る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

⑷  災 害 時 医 療 に 関

す る こ と 。  
  同 上  同 上  
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⑸  医 療 機 関 等 の 許

認 可 及 び 届 出 並 び

に 監 視 指 導 に 関 す

る こ と 。  

   ○    

 

⑹  登 録 衛 生 検 査 所

に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的   

 

⑺  死 体 の 解 剖 及 び

保 存 の 許 可 等 に 関

す る こ と 。  

 同 上  同 上   

 

⑻  移 植 医 療 に 関 す

る こ と 。  
  重 要  一 般 的  

 

⑼  医 師 、 歯 科 医 師

そ の 他 の 医 療 関 係

者 に 関 す る こ と 。  

  同 上  同 上  

 

⑽  調 理 師 及 び 製 菓

衛 生 師 に 関 す る こ

と 。  

  同 上  同 上  

 

⑾  予 防 接 種 に 関 す

る こ と 。  
    ○   

 

２  感 染 症 に 関 す る 事

項  
    

 

⑴  感 染 症 に 関 す る

こ と 。  
  重 要  一 般 的  

 

⑵  感 染 症 審 査 協 議

会 に 関 す る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

３  斎 場 に 関 す る 事 項       

⑴  斎 場 の 管 理 運 営

に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

⑵  胞 衣 産 汚 物 の 処

理 に 関 す る こ と 。  
    ○   

 

   

生 活 衛 生 薬 務   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  生 活 衛 生 に 関 す る

事 項  

     

⑴  食 品 衛 生 に 関 す

る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  
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⑵  食 鳥 処 理 の 事 業

の 規 制 及 び 食 鳥 検

査 に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

⑶  家 庭 用 品 の 規 制

に 関 す る こ と 。  
   ○    

 

⑷  生 活 衛 生 関 係 営

業 に 関 す る こ と 。  
   ○    

 

⑸  ク リ ー ニ ン グ 師

に 関 す る こ と 。  
   ○    

 

⑹  化 製 場 等 に 関 す

る 法 律 ( 昭 和 ２ ３

年 法 律 第 1 １ ４ ０  

号 ) に 関 す る こ 

と 。  

 重 要  一 般 的   

 

⑺  建 築 物 に お け る

衛 生 的 環 境 の 指 導

に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上   

 

⑻  プ ー ル の 維 持 管

理 指 導 に 関 す る こ

と 。  

    ○   

 

⑼  衛 生 上 の 試 験 検

査 に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑽  死 亡 獣 畜 取 扱 場

以 外 に お け る 死 亡  

獣 畜 に 関 す る こ 

と 。  

   ○    

 

⑾  と 畜 に 関 す る こ

と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑿  温 泉 の 利 用 に 関

す る こ と 。  
 同 上  同 上  同 上  

 

２  薬 事 に 関 す る 事 項       

⑴  薬 事 に 関 す る こ

と 。  
  重 要  一 般 的  

 

⑵  毒 物 及 び 劇 物 の

取 締 り に 関 す る こ

と 。  

  同 上  同 上  

 

３  動 物 愛 護 及 び 管 理

に 関 す る 事 項  
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⑴  動 物 の 愛 護 及 び  

管 理 に 関 す る こ 

と 。  

  重 要  一 般 的  

 

⑵  狂 犬 病 予 防 に 関

す る こ と 。  
  同 上  同 上  

 

４  献 血 の 推 進 に 関 す

る 事 項  
    

 

⑴  献 血 の 推 進 に 関

す る こ と 。  
    ○   

 

別表第２福祉保健部、福祉保険総室の表中、保健所設置、健康政策及び健康増

進の表を削る。 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、生活福祉の表第７項を次のように改める。   

７  生 活 困 窮 者 自 立 支

援 に 関 す る 事 項  

     

⑴  生 活 困 窮 者 就 労

訓 練 事 業 の 認 定 及

び 認 定 の 取 消 し に

関 す る こ と 。  

  ○      

⑵  そ の 他 生 活 困 窮

者 自 立 支 援 に 関 す

る こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２福祉保健部、長寿支援室、生活福祉の表に次のように加える。 

８  保 護 施 設 に 関 す る

事 項  
     

⑴  保 護 施 設 の 設 置

の 認 可 に 関 す る こ

と 。  

  ○      

⑵  保 護 施 設 の 改 善

及 び 停 止 の 命 令 並

び に 認 可 の 取 消 し

に 関 す る こ と 。  

  ○      

⑶  そ の 他 保 護 施 設

に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易   

９  指 定 医 療 機 関 等 に

関 す る 事 項  
     

⑴  指 定 医 療 機 関 等

の 指 定 に 関 す る こ
    ○    
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と 。  

⑵  指 定 医 療 機 関 等

の 指 定 の 取 消 し に

関 す る こ と 。  

  ○      

⑶  そ の 他 指 定 医 療

機 関 等 に 関 す る こ

と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

１ ０  無 料 低 額 診 療 事

業 等 に 関 す る 事 項  
     

⑴  無 料 低 額 診 療 事

業 等 の 開 始 、 変 更

及 び 廃 止 の 届 出 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⑵  そ の 他 無 料 低 額

診 療 事 業 等 に 関 す

る こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２福祉保健部、長寿支援室、介護保険の表第８項中「地域密着型サービ

ス」を「介護保険サービス」に改める。 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、介護保険の表の次に次のように加える。   

介 護 予 防   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  地 域 支 援 事 業 に 関

す る 事 項  
     

⑴  地 域 支 援 事 業 に

関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易   

２  地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー 運 営 協 議 会 に 関

す る 事 項  

     

⑴  地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営 協 議 会

の 運 営 に 関 す る こ

と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２福祉保健部、長寿支援室、障がい福祉の表第１項第１号を次のように

改める。   

⑴  障 害 福 祉 サ ー ビ

ス に 関 す る こ と 。  
   重 要   一 般 的    
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別表第２子ども未来部、子ども未来総室、総務の表第２項を削る。 

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、母子保健の表第７項を次のように改

める。 

７  地 域 医 療 支 援 に 関

す る 事 項  
     

⑴  地 域 医 療 支 援 に

関 す る こ と 。  
   ○     

⑵  児 童 福 祉 法 （ 昭  

和 ２ ２ 年 法 律 第 

１ ６ ４ 号 ） に よ る

小 児 慢 性 特 定 疾 病

医 療 費 の 支 給 及 び

療 育 の 給 付 に 関 す

る こ と 。  

   ○     

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、母子保健の表第８項を削る。 

別表第２環境部、環境総室、総務の表に次のように加える。 

４  環 境 セ ン タ ー （ 一

般 廃 棄 物 処 理 施 設 を

除 く 。 ） の 維 持 管 理

に 関 す る 事 項  

     

⑴  環 境 セ ン タ ー 

（ 一 般 廃 棄 物 処 理

施 設 を 除 く 。 ） の

維 持 管 理 に 関 す る

こ と 。  

       ○     

別表第２環境部、環境総室、環境保全の表第１項に次の１号を加える。   

⑻  環 境 の 常 時 監 視

に 関 す る こ と 。  
    ○    

別表第２環境部、環境総室、環境保全の表に次のように加える。 

７  生 活 排 水 対 策 に 関

す る 事 項  

     

⑴  生 活 排 水 対 策 に

関 す る こ と 。  
 重 要   軽 易   

⑵  浄 化 槽 保 守 点 検

業 者 の 登 録 に 関 す

る こ と 。  

 重 要  軽 易    
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別表第２環境部、廃棄物対策室、減量の表第１項に次の１号を加える。   

⑽  多 量 排 出 事 業 者

に 関 す る こ と 。  
    ○    

別表第２環境部、廃棄物対策室、減量の表に次のように加える。   

３  使 用 済 自 動 車 の 再

資 源 化 等 に 関 す る 事

項  

     

⑴  引 取 業 者 、 フ ロ

ン 類 回 収 業 者 、 解

体 業 者 、 破 砕 業 者

に 対 す る 引 取 り 、

引 渡 し 、 再 資 源 化

に 必 要 な 行 為 の 実

施 に 関 す る 指 導 及

び 助 言 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

⑵  引 取 業 者 、 フ ロ

ン 類 回 収 業 者 、 解

体 業 者 、 破 砕 業 者

に 対 す る 引 取 り 、

引 渡 し 、 再 資 源 化

に 必 要 な 行 為 の 実

施 に 係 る 勧 告 に 関

す る こ と 。  

    ○    

⑶  フ ロ ン 類 回 収 業

者 に 対 す る 勧 告 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⑷  フ ロ ン 類 回 収 業

者 に 対 す る 措 置 の  

命 令 に 関 す る こ 

と 。  

   ○     

⑸  引 取 業 者 の 登 録

及 び 更 新 に 関 す る

こ と 。  

    ○    

⑹  引 取 業 者 の 登 録

の 取 消 し 及 び 事 業

の 停 止 の 命 令 に 関

   ○     
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す る こ と 。  

⑺  フ ロ ン 類 回 収 業

者 の 登 録 及 び 更 新

に 関 す る こ と 。  

    ○    

⑻  フ ロ ン 類 回 収 業

者 の 登 録 の 取 消 し

及 び 事 業 の 停 止 の  

命 令 に 関 す る こ 

と 。  

   ○     

⑼  解 体 業 の 許 可 及

び 更 新 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

⑽  解 体 業 （ 破 砕 業

に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の

許 可 の 取 消 し 及 び

事 業 の 停 止 の 命 令

に 関 す る こ と 。  

   ○     

⑾  破 砕 業 の 許 可 及

び 更 新 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

⑿  破 砕 業 の 事 業 範

囲 の 変 更 の 許 可 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⒀  破 砕 業 者 に 対 す

る 勧 告 に 関 す る こ

と 。  

    ○    

⒁  破 砕 業 者 に 対 す

る 措 置 の 命 令 に 関

す る こ と 。  

   ○     

⒂  解 体 業 等 の 許 可

及 び 処 分 に 関 す る

山 梨 県 警 察 本 部 長

等 の 意 見 聴 取 に 関

す る こ と 。  

    ○    
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⒃  解 体 事 業 者 に 対

す る 報 告 徴 収 に 関

す る こ と 。  

    ○    

⒄  情 報 管 理 セ ン タ

ー に 対 す る 報 告 徴

収 に 関 す る こ と 。  

    ○    

⒅  引 取 業 者 、 フ ロ

ン 類 回 収 業 者 、 解

体 業 者 、 破 砕 業 者

に 対 す る 立 入 検 査

に 関 す る こ と 。  

   ○     

４  有 害 使 用 済 機 器 の

保 管 等 に 関 す る 事 項  
     

⑴  有 害 使 用 済 機 器

の 保 管 等 （ 変 更 を

含 む 。 ） の 届 出 に

関 す る こ と 。  

    ○    

⑵  有 害 使 用 済 機 器

の 保 管 等 を 業 と す

る 者 に 対 す る 報 告  

徴 収 に 関 す る こ 

と 。  

    ○    

⑶  有 害 使 用 済 機 器

の 保 管 等 を 業 と す

る 者 に 対 す る 立 入  

検 査 に 関 す る こ 

と 。  

   ○     

⑷  有 害 使 用 済 機 器

保 管 等 業 者 に 対 す

る 改 善 命 令 に 関 す

る こ と 。  

   ○     

⑸  有 害 使 用 済 機 器

の 保 管 等 を 業 と す

る 者 に 対 す る 措 置  

命 令 に 関 す る こ 

と 。  

   ○     

⑹  有 害 使 用 済 機 器

保 管 等 業 者 の 事 業
    ○    
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の 全 部 又 は 一 部 の

廃 止 の 届 出 に 関 す

る こ と 。  

別表第２環境部、廃棄物対策室、収集の表及び処理の表を次のように改める。   

収 集 衛 生   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  廃 棄 物 の 収 集 に 関

す る 事 項  

     

⑴  一 般 廃 棄 物 の 収

集 に 関 す る こ と 。  
     ○       

⑵  一 般 廃 棄 物 処 理

業 、 浄 化 槽 清 掃 業

等 の 許 可 及 び 取 消

し に 関 す る こ と 。  

     ○       

⑶  一 般 廃 棄 物 の 収

集 及 び 運 搬 手 数 料

の 決 定 に 関 す る こ

と 。  

  重 要    軽 易    

⑷  一 般 廃 棄 物 と あ

わ せ て 処 理 す る こ

と が で き る 産 業 廃

棄 物 の 収 集 に 関 す

る こ と 。  

       ○     

⑸  し 尿 処 理 に 関 す

る こ と 。  
       ○     

⑹  塵 芥 収 集 、 浄 化

槽 清 掃 業 等 の 手 数

料 徴 収 に 関 す る こ

と 。  

       ○     

２  特 定 家 庭 用 機 器 再

商 品 化 法 （ 平 成 １ ０

年 法 律 第 ９ ７ 号 ） に

関 す る 事 項  

    

 

⑴  特 定 家 庭 用 機 器

再 商 品 化 法 に 関 す

る こ と 。  

       ○     

３  そ 族 、 昆 虫 の 駆 除

等 に 関 す る 事 項  
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⑴  そ 族 の 駆 除 に 対

す る 相 談 並 び に 昆

虫 の 駆 除 及 び 消 毒

に 関 す る こ と 。  

       ○     

４  環 境 美 化 に 関 す る

事 項      

 

⑴  環 境 美 化 運 動 の  

推 進 に 関 す る こ 

と 。  

       ○     

⑵  環 境 パ ト ロ ー ル

車 の 運 用 に 関 す る

こ と 。  

       ○     

⑶  消 毒 機 等 の 貸 与

及 び 運 用 に 関 す る

こ と 。  

       ○   

 

⑷  あ き 地 に 繁 茂 し

た 雑 草 に 係 る 措 置

の 指 導 及 び 勧 告 に

関 す る こ と 。  

       ○   

 

⑸  あ き 地 に 繁 茂 し

た 雑 草 の 除 去 命 令

に 関 す る こ と 。  

     ○     

 

⑹  不 法 投 棄 物 の 措

置 の 指 導 及 び 勧 告

に 関 す る こ と 。  

       ○   

 

⑺  不 法 投 棄 物 の 措

置 の 命 令 に 関 す る

こ と 。  

     ○     

 

⑻  不 法 投 棄 物 の 措

置 の 命 令 に 違 反 し

た 者 に 対 す る 氏 名

の 公 表 及 び 過 料 に

関 す る こ と 。  

   ○       

 

⑼  飲 料 販 売 業 者 に

対 す る 回 収 容 器 設

置 の 指 導 及 び 勧 告

に 関 す る こ と 。  

       ○     
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⑽  飲 料 販 売 業 者 に

対 す る 回 収 容 器 設

置 の 命 令 に 関 す る

こ と 。  

     ○       

⑾  飲 料 販 売 業 者 に

対 す る 回 収 容 器 設

置 の 命 令 に 違 反 し

た 者 に 対 す る 氏 名

の 公 表 及 び 過 料 に

関 す る こ と 。  

   ○         

⑿  廃 棄 物 が 散 乱 し

て い る 土 地 の 措 置

の 指 導 及 び 勧 告 に

関 す る こ と 。  

       ○     

⒀  廃 棄 物 が 散 乱 し

て い る 土 地 の 措 置

の 命 令 に 関 す る こ

と 。  

     ○       

⒁ 廃 棄 物 が 散 乱 し て

い る 土 地 の 措 置 の

命 令 に 違 反 し た 者

に 対 す る 氏 名 の 公

表 及 び 過 料 に 関 す

る こ と 。  

   ○         

 

廃 棄 物 対 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  廃 棄 物 処 理 計 画 に

関 す る 事 項  

     

⑴  一 般 廃 棄 物 処 理

計 画 及 び 広 域 化 計

画 に 関 す る こ と 。  

  ○      

⑵  災 害 廃 棄 物 処 理  

計 画 に 関 す る こ 

と 。  

  ○      

２  衛 生 セ ン タ ー に 関

す る 事 項  
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⑴  一 般 廃 棄 物 （ し

尿 及 び 汚 泥 ） の 処

理 に 関 す る こ と 。  

  ○      

⑵  一 般 廃 棄 物 （ し

尿 及 び 汚 泥 ） の 処

理 手 数 料 の 認 定 及

び 徴 収 に 関 す る こ

と 。  

       ○     

３  笛 吹 市 と の 一 般 廃

棄 物 の 共 同 処 理 に 関

す る 事 項  

    

 

⑴  事 務 委 託 に よ る

共 同 処 理 に 関 す る

こ と 。  

     ○       

４  一 般 廃 棄 物 処 理 施

設 の 運 営 管 理 に 関 す

る 事 項  

    

 

⑴  一 般 廃 棄 物 処 理

施 設 の 維 持 及 び 運

営 管 理 に 関 す る こ

と 。  

       ○     

５  一 般 廃 棄 物 最 終 処

分 場 の 維 持 及 び 運 営

管 理 に 関 す る 事 項  

    

 

⑴  一 般 廃 棄 物 最 終

処 分 場 の 維 持 及 び

運 営 管 理 に 関 す る

こ と 。  

       ○     

６  産 業 廃 棄 物 に 関 す

る 事 項  
    

 

⑴  産 業 廃 棄 物 の 処

理 に 関 す る こ と 。  
   重 要     軽 易    

⑵  産 業 廃 棄 物 処 理

業 等 の 許 可 及 び 取  

消 し に 関 す る こ 

と 。  

   重 要   軽 易      
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⑶  産 業 廃 棄 物 管 理

票 に 関 す る こ と 。  
    ○    

⑷  廃 棄 物 処 理 セ ン  

タ ー に 関 す る こ 

と 。  

  ○      

⑸  廃 棄 物 が 地 下 に

あ る 土 地 の 形 質 に

関 す る こ と 。  

  ○      

⑹  報 告 の 徴 収 に 関

す る こ と 。  
    ○    

⑺  立 入 検 査 に 関 す

る こ と 。  
   ○     

⑻  環 境 衛 生 指 導 員

に 関 す る こ と 。  
  ○      

⑼  不 法 投 棄 物 の 措

置 の 命 令 に 関 す る

こ と 。  

   ○     

⑽  関 係 機 関 へ の 照

会 、 協 力 要 請 等 に

関 す る こ と 。  

    ○    

７  廃 棄 物 処 理 施 設 に

関 す る 事 項  
    

 

⑴  廃 棄 物 処 理 施 設

の 許 可 及 び 取 消 し

検 査 等 に 関 す る こ

と 。  

  ○      

⑵  熱 回 収 の 機 能 を

有 す る 廃 棄 物 処 理

施 設 の 認 定 に 関 す

る こ と 。  

  ○      

⑶  非 常 災 害 に 係 る

一 般 廃 棄 物 処 理 施

設 に 関 す る こ と 。  

  ○      

⑷  報 告 の 徴 収 に 関

す る こ と 。  
    ○    

⑸  事 故 等 に 関 す る

こ と 。  
    ○    
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８  特 定 産 業 廃 棄 物 特

別 措 置 法 に 関 す る 事

項  

    

 

⑴  特 定 産 業 廃 棄 物

に 起 因 す る 支 障 の

除 去 等 に 関 す る こ

と 。  

   ○      

９  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ

ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処

理 に 関 す る 事 項  

    

 

⑴  高 濃 度 ポ リ 塩 化

ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物

の 処 分 等 に 関 す る

こ と 。  

  ○      

⑵  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ

ニ ル 廃 棄 物 の 処 分

等 に 関 す る こ と 。  

    ○    

⑶  改 善 命 令 等 に 関

す る こ と 。  
   ○     

別表第２産業部、産業総室、産業立地の表を削る。 

別表第２産業部、観光商工室、商工の表に次のように加える。   

７  遊 休 不 動 産 の バ ン

ク 事 業 に 関 す る 事 項  
     

⑴  遊 休 不 動 産 の バ

ン ク 事 業 に 関 す る

こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２産業部、農林振興室、林政の表第４項に次の１号を加える。   

⑽  マ ウ ン ト ピ ア 黒

平 の 管 理 に 関 す る

こ と 。  

 同 上  同 上  同 上   

別表第２建設部の表中「建設部」を「まちづくり部」に改め、同表建設総室の

表中「建設総室」を「まちづくり総室」に改める。 

別表第２建設部、建設総室、空き家対策の表に次のように加える。 

２  空 き 家 バ ン ク 事 業

に 関 す る 事 項  
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⑴  空 き 家 バ ン ク 事

業 に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易   

別表第２建設部、建設総室、空き家対策の表の次に次のように加える。   

産 業 立 地   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  産 業 立 地 に 関 す る

事 項  

     

⑴  企 業 誘 致 に 関 す

る こ と 。  
 重 要  一 般 的    

⑵  大 規 模 集 客 施 設

等 に 関 す る こ と 。  
 同 上  同 上    

⑶  工 業 立 地 法 （ 昭  

和 ３ ４ 年 法 律 第 

２ ４ 号 ） に 関 す る

こ と 。  

 同 上  同 上    

別表第２建設部、まち開発室の表中「まち開発室」を「まち整備室」に改め 

る。 

別表第２建設部、まち保全室、地籍調査の表の次に次のように加える。 

    リニア交通室 

リ ニ ア 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  リ ニ ア に 係 る 政 策

に 関 す る 事 項  
     

⑴  リ ニ ア に 係 る 政

策 に 関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易   

   

交 通 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  総 合 交 通 政 策 に 関

す る 事 項  
    

 

⑴  総 合 交 通 政 策 に

関 す る こ と 。  
 重 要  一 般 的  軽 易  

 

（甲府市役所当直勤務規程の一部改正） 
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第２条 甲府市役所当直勤務規程（昭和２４年２月庁達第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第９条第１項第１号及び第１２条中「総務部人事管理室人事課長」を「総務部

行政管理室職員課長」に改める。 

第２号様式中「人事課長」を「職員課長」に改める。 

 （甲府市職員記章規程の一部改正） 

第３条 甲府市職員記章規程（昭和２５年１０月訓令第２号）の一部を次のように

改正する。  

  第９条中「総務部人事管理室人事課長」を「総務部行政管理室職員課長」に改

める。 

（甲府市職員勤務評定実施規程の一部改正） 

第４条 甲府市職員勤務評定実施規程（昭和２８年１１月庁達第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第８条中「人事課職員」を「職員課職員」に改める。 

別表第１中「人事課長」を「職員課長」に改める。 

別表第２勤務成績報告書第１号様式、第２号様式及び第３号様式中「人事課所

見」を「職員課所見」に改める。 

（甲府市文書取扱規程の一部改正） 

第５条 甲府市文書取扱規程（昭和３８年５月規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

第８条第２項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号と

し、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ まちづくり部 まち 

  第１５条第１項中「総務部人事管理室人事課長」を「総務部行政管理室職員課 

長」に、「人事課長は」を「職員課長は」に改める。 

 （甲府市財産価格審議会規程の一部改正） 

第６条 甲府市財産価格審議会規程（昭和３３年９月規程第８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第３条第４項中「建設部長」を「まちづくり部長」に、「建設部建設総室長」

を「まちづくり部まちづくり総室長」に、「総務部契約管財室財産活用課長」を

- 1305 -



「総務部契約管財室管財課長」に、「企画部企画財政室財政課長」を「企画部企

画経営室財政課長」に、「建設部まち開発室都市整備課長」を「まちづくり部ま

ち整備室都市整備課長」に、「建設部まち保全室建築営繕課長」を「まちづくり

部まち保全室建築営繕課長」に改める。 

（甲府市帳票規程の一部改正） 

第７条 甲府市帳票規程（昭和４２年８月規程第１０号）の一部を次のように改正

する。  

  別記様式中「企画部企画財政室行政改革課」を「総務部行政管理室事務効率 

課」に改める。 

 （甲府市職員名札はい用規程の一部改正） 

第８条 甲府市職員名札はい用規程（昭和４３年７月規程第１０号）の一部を次の

ように改正する。  

  第８条中「総務部人事管理室人事課長」を「総務部行政管理室職員課長」に改

める。 

 （甲府市事務手順書管理規程の一部改正） 

第９条 甲府市事務手順書管理規程（昭和４５年２月規程第１号）の一部を次のよ 

うに改正する。  

  第４条第１項及び第２項並びに第５条中「企画部長」を「総務部長」に改め

る。 

  第６条第２項中「企画部企画財政室行政改革課長」を「総務部行政管理室事務

効率課長」に改める。 

 （甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第１０条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１中「自治研修センター」を「市役所南庁舎（旧自治研修センター）」

に、「研修厚生課長」を「総務総室総務課統計係長」に、「健康増進課予防係

長」を「医務感染症課感染症係長」に改める。 

  別表第２中「健康増進課長」を「健康政策課長」に、「自治研修センター」を

「市役所南庁舎（旧自治研修センター）」に、「研修厚生課厚生係長」を「総務
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総室総務課統計係長」に、「健康増進課予防係長」を「医務感染症課感染症係

長」に改める。 

  別表第３中「庁舎係」を「庁舎車両係」に改める。 

第１１条 甲府市建築計画概要書等閲覧規程（昭和５０年１０月規程第７号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「建設部事務室」を「まちづくり部事務室」に改める。 

第１２条 職員分限懲戒諮問会規程（昭和５２年７月規程第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１０条中「総務部人事管理室人事課」を「総務部行政管理室職員課」に改め

る。 

第１３条 甲府市行政管理委員会規程（昭和６０年６月規程第９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第２号中「建設部長」を「まちづくり部長」に改める。 

  別表の組織定数部会の項事務局の欄中「総務部人事管理室人事課」を「総務部

行政管理室事務効率課」に、人事・研修部会の項事務局の欄中「総務部人事管理

室人事課」を「総務部行政管理室職員課」に、事務管理部会の項事務局の欄中

「企画部企画財政室行政改革課」を「総務部行政管理室事務効率課」に改める。 

第１４条 甲府市地価公示に係る図書等の閲覧に関する規程（平成８年６月規程第

５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「建設部まち開発室都市計画課」を「まちづくり部まち整備室都市計

画課」に改める。 

第１５条 甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（平成１５年８

月規程第６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「情報課長」を「情報政策課長」に改める。 

第１６条 甲府市情報システム管理規程（平成２３年１０月規程第２号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条中「情報課長」を「情報政策課長」に改める。 

第１７条 甲府市職員提案制度規程（平成２５年１０月規程第３号）の一部を次の

ように改正する。 
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  第６条中「企画部企画財政室行政改革課長」を「総務部行政管理室事務効率課

長」に、「「行政改革課長」を「「事務効率課長」に改める。 

  第７条第１項、第９条第１項から第３項までの規定、第１２条第２項及び第

１３条第３項中「行政改革課長」を「事務効率課長」に改める。 

  別表第１中「企画部企画財政室長」を「企画部企画経営室長」に、「総務部人

事管理室長」を「総務部行政管理室長」に、「企画部企画財政室行政改革課長」

を「企画部企画経営室行政経営課長」に、「企画部企画財政室財政課長」を「企

画部企画経営室財政課長」に、「総務部人事管理室人事課長」を「総務部行政管

理室職員課長」に、「総務部人事管理室研修厚生課長」を「総務部行政管理室事

務効率課長」に改める。 

  附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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告示 
                          

甲府市告示第９１号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１６０１２６３ 

２ 事業所の名称       デイサービスとりじん   

３ 事業所の所在地      南アルプス市小笠原４９１番地 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 Wonderful Life 

              代表取締役 沢登 俊輔 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第９２号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０１６４６ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンターきぼう甲府中央事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市中央２丁目１０－８ シマヅビル１階 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 ケー・アール・ジー 

              代表取締役 小山 明夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第９３ 号   

 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・日常生

活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第３の規定に基

づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府市介護予防・日常生活

支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第１０の規定により

公示する。 

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号     １９９０１００７０１ 

２ 事業所の名称         甲斐の郷 岩窪 

３ 事業所の所在地        甲府市岩窪町８３－４ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市中央１丁目１２番９号 

                    株式会社 甲斐商会 

              代表取締役 若尾 美智子 

５ サービスの種類           地域密着型通所介護 

                    介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日            平成３１年３月１日 
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甲府市告示第９４号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （総長契）第４号 

（２）業務名称       本庁舎他自動扉保守点検業務委託 

（３）履行期間       平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

平成３１・３２年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、

受理されている入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者

とする。 

（１）自動ドア施行技能士の資格を有する者を保有しており、かつ、仕様書のとお

り配置できる者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（７）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３１年３月１日（金）～平成３１年３月１１日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年３月１日（金）～平成３１年３月１１日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部総務総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３１年３月２５日（月） 午後２時３０分 

（２）場 所 甲府市役所入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２入札参加

資格に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は、無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 
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９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は、行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第９５号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０２３８８ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンターきぼう甲府西事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市池田１丁目１０－１１ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 ケー・アール・ジー 

              代表取締役 小山 明夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第９６号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０８０１１１２ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンターきぼう昭和事業所 

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町清水新居１６５５ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 ケー・アール・ジー 

              代表取締役 小山 明夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第９７号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０２００３８０ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンターきぼう山梨事業所 

３ 事業所の所在地      山梨市上神内川１２６５－１ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 ケー・アール・ジー 

              代表取締役 小山 明夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第９８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）

第３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総

合事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲

府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８

年福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９９０１００６９３ 

２ 事業所の名称       フィットネス デイサービス にこにこ 

３ 事業所の所在地      甲府市西油川町２７－２ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市青葉町２０－１７ エルフハット２０４ 

               株式会社 General Enterprise K&H 

           代表取締役 佐々木 君子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

               介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日           平成３１年３月１日 
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甲府市告示第９９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第３の規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者と

して次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号     １９７０１０１５３９ 

２ 事 業 所 の 名 称   有限会社 さわやか介護 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市和戸町２９－１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市和戸町２９－１ 

               有限会社 さわやか介護 

代表取締役 佐藤 智子 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      平成３１年３月１日 
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甲府市告示第１００号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （市民長契）第１号 

（２）業務名称      甲府市南部市民センター附属施設（浴室） 

 管理業務委託 

（３）履行期間      平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日ま

で 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

平成３１・３２年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、

受理されている入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０

号）第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業若しくは同項第８号に

掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を山梨県知事より受けている者であ

ること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法

人であってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者で

ないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ 

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申
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立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、

競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３１年３月１日（金）～平成３１年３月７日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホ

ームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情

報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年３月１日（金）～平成３１年３月７日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３１年３月２２日（金） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 市民対話室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 
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本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１０１号  

 

 甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項  

の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に  

より縦覧に供する。 

 

  平成３１年３月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧場所 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 
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                          甲府市告示第１０２号 

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８０１１４５ 

２ 事業所の名称       陽だまりの家デイサービスセンター 

３ 事業所の所在地      笛吹市春日居町鎮目５７３番地１号 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 アドヴァンス・アイ 

代表取締役 中村 武之  

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年２月２８日 
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甲府市告示第１０３号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和  

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３１年３月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成３０年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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甲府市告示第１０４号 

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調査を行

ったが不明のため地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、  

いつでも交付する。 

 

平成３１年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書   市民発第１５９７２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課  
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                          甲府市告示第１０５号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成３１年３月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１０６号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険

条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効

である旨を告示する。 

 

  平成３１年３月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり  
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                         甲府市告示第１０７号   

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０１７３７ 

２ 事業所の名称       デイサービス 愛あふれる家 

３ 事業所の所在地      甲府市富士見２－６－５ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 愛あふれる家 

              取締役 志村 敏子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                         甲府市告示第１０８号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０１６５３ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンターこみやま 

３ 事業所の所在地      甲府市荒川１－８－２１ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 こみやま型枠 

              代表取締役 小宮山 千枝子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年２月２８日 
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                          甲府市告示第１０９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３１年３月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市国母七丁目４８９番２及び４９０番から４９２番まで  

   以上４筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   中巨摩郡昭和町西条５１５４番地  

   ニューライフビル 

   株式会社 千昌 

   代表取締役 田 中 千 恵 子 
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                          甲府市告示第１１０号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３１年３月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第１６２８８号 

             充当通知書 市民発第１６２８９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１１１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３１年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３１年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第６号） 

２ 平成３０年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 平成３０年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成３０年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 

 

 

     平成３１年３月１２日 原案可決 
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                          甲府市告示第１１２号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００３０５ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンター げんき甲斐   

３ 事業所の所在地      甲斐市大下条９５６－１ 

４ 当該事業所の申請者    医療法人 燦生会 

              理事長 安居 尚美 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３０年３月１日 
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                          甲府市告示第１１３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１６０１１２３ 

２ 事業所の名称       リハビリ特化型デイサービス  

カラダラボ南アルプス  

３ 事業所の所在地      南アルプス市下宮地２６１番地 

４ 当該事業所の申請者    株式会社ウィルピース 

              代表取締役 谷戸 英則 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第１１４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

平成３１年３月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５１９１ 

２ 事業所の名称      居宅介護支援事業所 みんなの家 

３ 事業所の所在地      甲府市青沼二丁目２２番１４号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市青沼二丁目２２番１４号 

              社会福祉法人 たくみ会 

          理事長 渡邉 隆 

５ サービスの種類     居宅介護支援 

６ 指定年月日          平成３１年３月２０日 
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甲府市告示第１１５号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第３の規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者と

して次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月１４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号      １９７０１０５１５９ 

２ 事 業 所 の 名 称   ヘルパーステーションつゆき  

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市中央四丁目１番９号 ２F 

４ 当該事業所の申請者      甲府市中央一丁目５番６号  

               一般社団法人 晴 

代表理事 露木 里恵 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      平成３１年３月８日 
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甲府市告示第１１６号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下、「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号に

規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を更新した

ので、障害者総合支援法第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７の規

定により公示します。 

 

平成３１年３月１５日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一      

 

１ 指定特定相談支援事業者 

事業者の名称及

び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した事

業の種類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人  

友好福祉会 

 

東京都小金井市

東町４－２１－

８ 

 

麦の家相談室 

 

 

山梨県甲府市心

経寺町４９０－

１ 

 

平成３１年

４月１日 

～ 

平成３７年

３月３１日 

指定計画相

談支援 

 

 

身 体 

障害者 

 

知 的 

障害者 

障害児 

1930101298 

 

 

２ 指定障害児相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した事

業の種類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人  

友好福祉会 

 

東京都小金井市

東町４－２１－

８ 

 

麦の家相談室 

 

 

山梨県甲府市心

経寺町４９０－

１ 

 

平成３１年

４月１日 

～ 

平成３７年

３月３１日 

指定障害児

相談支援 

 

 

 

障害児 

 

 

 

 

1970101281 

 

 

 

- 1338 -



                          甲府市告示第１１７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３１年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市池田三丁目１０９５番４、１０９５番５、１１０２番１から 

１１０２番３まで、１１０５番２、１１０５番３、１１０７番１、 

１１０９番１、１１１１番１及び１１１１番２ 

以上１１筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   神奈川県伊勢原市下粕屋１６４番地 

   東海教育産業株式会社 

   代表取締役 柳 沢 真 一 
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                         甲府市告示第１１８号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは  

いつでも交付する。 

 

  平成３１年３月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       介護保険料 過誤納金還付・充当通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１１９号 

    

口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の告示（平成１６年７月１

日告示第２１４号）の一部を次のように改正する。  

 

平成３１年３月１９日 

 

                    甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 口頭による開示請求を行うことができる場所について、「総務部人事課」を 

「総務部職員課」に改める。 

 

        附  則 

        この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  
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                         甲府市告示第１２０号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３１年 ３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３０年度固定資産税第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１２１号  

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下、「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号による指定特定相

談支援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号

による指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者総合支援法第５１

条の３０第２項第１号及び児童福祉法第２４条の３７第１項第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２０日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一   

 

１ 指定特定相談支援事業者 

事業者の名称及び

所在地 

事業所の名称及び

所在地 

指定年月

日 

指定した

事業の種

類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

株式会社 仁 

‐JIN‐ 

 

山梨県甲府市上曽

根町２１２－６ 

相談支援事業所 

結い 

 

山梨県甲府市上小

河原町１１７７－

１ ベルリード甲

府 A 棟 

 

 

平 成 ３ １

年 ４ 月 １

日 

 

 

指定計画 

相談支援 

 

 

 

 

特定 

なし 

 

 

1930102486 

 

 

２ 指定障害児相談支援事業者 

事業者の名称及び

所在地 

事業所の名称及び

所在地 

指定年月

日 

指定した

事業の種

類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

株式会社 仁  

‐JIN‐ 

 

山梨県甲府市上曽

根町２１２－６ 

 

相談支援事業所 

結い 

 

山梨県甲府市上小

河原町１１７７－

１ ベルリード甲

府 A 棟 

 

 

平 成 ３ １

年 ４ 月 １

日 

 

 

 

 

 

指定障害

児相談支

援 

 

 

 

 

 

特定 

なし 

 

 

 

 

 

1970102495 
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                          甲府市告示第１２２号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１６０１１６４ 

２ 事業所の名称       郁の家 南アルプス 

３ 事業所の所在地      南アルプス市藤田２６０７－２ 

４ 当該事業所の申請者    ありがとうの介護株式会社 

              代表取締役 小林 典子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１２３号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３１年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名      甲府市介護保険料 更正通知書兼特別徴収中止通知書 

           甲府市介護保険料 更正通知書 

           甲府市介護保険料 納付書 

２ 発送日      平成３１年３月１日 

３ 項 目      平成３０年度介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書  

平成３０年度介護保険料更正通知書 

平成３０年度介護保険料９期分 

４ 納付方法     年金からの特別徴収、普通徴収 

５ 納期限      平成３１年４月１日（９期） 

６ 納付場所     甲府市指定金融機関 

           甲府市収納代理金融機関 

           ゆうちょ銀行 

           甲府市指定コンビニエンスストア  

           甲府市市民部収納管理室収納課 

           甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 

           窓口センター 

７ 送達を受けるべき者（省略）  

８ 保管場所     甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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甲府市告示第１２４号 

 

甲府市民生委員定数条例（平成３０年条例第３１号）第２条の規定に基づき、民

生委員の定数を次のとおり定める。 

 

  平成３１年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 民生委員の定数 

  ４４７名 

２ 施行日 

  平成３１年４月１日 
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                         甲府市告示第１２５号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

  平成３１年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        

平成３０年度（平成３０年度分）介護保険料第３期分督促状  

平成３０年度（平成３０年度分）介護保険料第４期分督促状 

平成３０年度（平成３０年度分）介護保険料第５期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１２６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３１年４月４日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３１年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

 

路 線 名 

 

区   間 

延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

 

市 道 

 

上石田４号線 

甲府市上石田一丁目 

１１６番１地先から 

甲府市上石田一丁目 

８３４番１地先まで 

 

１４２．２ 

 

平成３１年 

４月１日 
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甲府市告示第１２７号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  平成３１年３月２２日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦 覧 期 間 平成３１年４月１日から平成３１年５月７日まで 

                 （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦 覧 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦 覧 場 所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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                          甲府市告示第１２８号  

 

次の後期高齢者医療保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所

（居所）に郵送したが返送されたので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 

５７年８月１７日法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  平成３１年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３０年度後期高齢者医療保険料第５期分督促状 

             平成３０年度後期高齢者医療保険料第６期分督促状 

             平成３０年度後期高齢者医療保険料第７期分督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１２９号  

 

次の後期高齢者医療保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所

（居所）に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日法律第８０号）第１１２条において

準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示す

る。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

  平成３１年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        後期高齢者医療保険料 過誤納金還付・充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１３０号 

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３１年３月市議会定例会におい

て議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３１年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３１年度 甲府市一般会計予算 

２ 平成３１年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成３１年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 平成３１年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 平成３１年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 平成３１年度 甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計予算 

７ 平成３１年度 甲府市農業集落排水事業特別会計予算 

８ 平成３１年度 甲府市簡易水道等事業特別会計予算 

９ 平成３１年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

10 平成３１年度 甲府市浄化槽事業特別会計予算 

11 平成３１年度 甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

12 平成３１年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

13 平成３１年度 甲府市病院事業会計予算 

14 平成３１年度 甲府市下水道事業会計予算 

15 平成３１年度 甲府市水道事業会計予算 

 

平成３１年３月２５日 原案可決 
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甲府市告示第１３１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３１年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３１年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第７号） 

 

 

 

 

     平成３１年３月２５日 原案可決 
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                          甲府市告示第１３２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３１年３月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上阿原町字塚腰７６８番４及び７６９番３から７６９番５まで 

以上４筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市朝気二丁目１番３０号 

   株式会社イピア 

代表取締役 深 澤 雅 和 
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                         甲府市告示第１３３号 

 

平成３０年１１月２７日甲府市告示第５９３号の一部を次のように改正する。  

 

平成３１年３月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

告示中「第１５８条の２第１項」の次に「、児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）第５６条第３項」を、「同令第１５８条第２項」の次に「、児童福祉法

施行令（昭和２３年政令第７４号）第４４条第１項」を、「住宅使用料」の次に 

「、保育所に係る利用者負担額（保育料）」を加える。 

   附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市告示第１３４号  

 

平成３０年９月２１日告示第４５９号の指定代理納付者の指定の内容を次のとお

り変更し、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）第５１条第５項の規定に

より、告示する。 

 

平成３１年３月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定代理納付者の名称及び所在地  

東京都千代田区紀尾井町１－３ ヤフー株式会社 

２ 変更の内容 

指定代理納付者に納付させる歳入中「住宅使用料」の次に「、保育所に係る

利用者負担額（保育料）」を加える。 

３ 変更日 

平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１３５号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７１９ 

２ 事業所の名称      リハビリ型デイサービス 森の子 

３ 事業所の所在地      甲府市宝２丁目２２－６ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市屋形２－１－５４渡辺ハイツ１－Ａ  

              一般社団法人 森の子 

          代表理事 渡辺 俊雄 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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                         甲府市告示第１３６号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０１６３８ 

２ 事業所の名称       デイサービスセンター 富士の見える家 

３ 事業所の所在地      甲府市羽黒町１５５５－２ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 アルファー･キッド 

              代表取締役 保坂 はるみ 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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甲府市告示第１３７号   

 

甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）第１３条第１項の規定

により、自転車駐車場内の自転車を撤去し、保管したので、同条第２項及び甲府市

自転車駐車場条例施行規則（平成１９年９月規則第４２号）第５条の規定により次

のとおり告示する。 

 

平成３１年３月２８日 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

   甲府市甲府駅北口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場  

甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場  

甲府市酒折駅北口自転車駐車場・甲府市酒折駅南口自転車駐車場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

 別紙のとおり 

３ 保管した日 

   平成３１年３月１５日（金） 

４ 返還の申出場所 

   市民部市民協働室消費生活課 

   交通安全係 ℡０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

   甲府市甲府駅北口第 1 自転車駐車場 

   甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅北口自転車駐車場  

６ 返還時に持参する物 

   住所・氏名を確認できるもの、自転車の鍵 

- 1359 -



甲府市告示第１３８号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称  山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

甲府都市計画道路事業 

   ３・３・３号 太田町蓬沢線、３・４・３３号 大手二丁目浅原橋線 

及び３・５・２号 幸町伊勢四丁目線 

３ 事業計画 

  イ 事業地 

  （１）収用の部分 変更なし 

  （２）使用の部分 なし 

  ロ 設計の概要 

   起  点  山梨県甲府市伊勢一丁目２１６－１番地先 

   終  点  山梨県甲府市太田町２７２番地先 

   延  長  ２６３ｍ 

   幅  員  １６～２３ｍ 

   車線の数  ２～４車線 

  ハ 事業施行期間 

   自 平成２４年 １月１６日 

    （平成３１年 ３月３１日） 

   至 平成３７年 ３月３１日 

４ 縦覧場所     甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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甲府市告示第１３９号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称  山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

甲府都市計画道路事業 

   ３・４・３３号 大手二丁目浅原橋線及び３・４・４号 城東三丁目穴切線 

３ 事業計画 

  イ 事業地 

  （１）収用の部分 変更なし 

  （２）使用の部分 なし 

  ロ 設計の概要 

   起  点  山梨県甲府市中央二丁目６２１番地先 

   終  点  山梨県甲府市中央四丁目１４０番の１地先 

   延  長  ２００ｍ 

   幅  員  １６～１８ｍ 

   車線の数  ２車線 

  ハ 事業施行期間 

   自 平成２１年 ３月３１日 

    （平成３１年 ３月３１日） 

   至 平成３３年 ３月３１日 

４ 縦覧場所     甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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甲府市告示第１４０号  

 

農地中間管理事業の推進に係る法律（平成２５年法律第１０１号）第２６条第

１項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により公表する。  

 

平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

区域の範囲 北部山付東部果樹地域 南部平坦地域 

協議の結果を取りまとめ

た年月日 
平成３１年３月２５日 平成３１年３月２５日 

今後の地域の中心となる

経営体の状況 

経営体数 

法人   ４経営体 

個人  ４５経営体 

集落営農 ０経営体 

経営体数 

法人      １経営体 

個人  ３８経営体 

集落営農 ０経営体 

担い手が十分いるか 担い手は十分ではない 担い手は十分ではない 

農地中間管理機構の活用

方針 

農地の出し手・受け手

双方の意向を把握しな

がら、農地中間管理機

構の活用を図る。 

農地の出し手・受け手双方

の意向を把握しながら、農

地中間管理機構の活用を図

る。 

地域農業の将来のあり方 

農地の出し手・受け手

双方の意向を把握しな

がら、中心経営体への

農地の集積・集約化を

図る。 

農地の出し手・受け手双方

の意向を把握しながら、中

心経営体への農地の集積・

集約化を図る。 

区域の範囲 中道上九一色地域 七覚地域 

協議の結果を取りまとめ

た年月日 
平成３１年３月２５日 平成３１年３月２５日 

今後の地域の中心となる

経営体の状況 

経営体数 

法人   ３経営体 

個人  ３８経営体 

集落営農 ０経営体 

経営体数 

法人      ３経営体 

個人   ３経営体 

集落営農 １経営体 

担い手が十分いるか 担い手は十分ではない 担い手は十分ではない 

農地中間管理機構の活用

方針 

農地の出し手・受け手

双方の意向を把握しな

がら、農地中間管理機

構の活用を図る。 

農地の出し手・受け手双方

の意向を把握しながら、農

地中間管理機構の活用を図

る。 
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地域農業の将来のあり方 

農地の出し手・受け手

双方の意向を把握しな

がら、中心経営体への

農地の集積・集約化を

図る。 

農地の出し手・受け手双方

の意向を把握しながら、集

落営農組織等中心経営体へ

の農地の集積・集約化を図

る。 
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甲府市告示第１４１号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この

告示の日から平成３１年４月１１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ８８０ 

３ 路線名    飯田二丁目１号線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メート

ル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市飯田二丁目４７番２地先から 

甲府市飯田二丁目４６番２地先まで 

５．０～ 

 ５．８ 
２３．０ 

新 
甲府市飯田二丁目４７番２地先から 

甲府市飯田二丁目４６番２地先まで 

７．４～ 

 ８．５ 
２３．０ 
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                          甲府市告示第１４２号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３１年４月１１日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１４３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３１年４月１１日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１４４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７２７ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう  

甲府中央事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市中央２－１０－８ シマヅビル１階 

４ 当該事業所の申請者      山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１ 

              医療法人 銀門会 

          理事長 中島 育昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１４５号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７３５ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう  

甲府西事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市池田１－１０－１１ 

４ 当該事業所の申請者      山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１ 

              医療法人 銀門会 

          理事長 中島 育昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１４６号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０８０００５２ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう昭和事業所 

３ 事業所の所在地      山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１６５５ 

４ 当該事業所の申請者      山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１ 

              医療法人 銀門会 

          理事長 中島 育昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１４７号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０２００１０５ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう山梨事業所  

３ 事業所の所在地      山梨県山梨市上神内川１２６５－１ 

４ 当該事業所の申請者      山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１ 

              医療法人 銀門会 

          理事長 中島 育昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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                          甲府市告示第１４８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が不明のた

め地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

甲府市長 樋 口  雄 一 

 

１ 書類名        市たばこ税更正通知書 

２ 送達を受けるべき者   （省略） 

３ 保管場所       甲府市 市民部 課税管理室 市民税課 
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                         甲府市告示第１４９号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０３０８９ 

２ 事業所の名称       あい山城 

３ 事業所の所在地      甲府市上今井町５７１番地４ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                         甲府市告示第１５０号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４６９９ 

２ 事業所の名称       あい上町 

３ 事業所の所在地      甲府市小瀬町７７２番地２ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                         甲府市告示第１５１号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常 

生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８ 

条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４４９１ 

２ 事業所の名称       あい小瀬泉 

３ 事業所の所在地      甲府市小瀬町７７７番地１ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５２号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０８０１０９６ 

２ 事業所の名称       あい常永 

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町河西１６１５番地２ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００５８６ 

２ 事業所の名称       あい下今井 

３ 事業所の所在地      甲斐市下今井２６８９番地３ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５４号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００５９４ 

２ 事業所の名称       あい響が丘 

３ 事業所の所在地      甲斐市龍地３０６６番地１ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５５号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００７３５ 

２ 事業所の名称       あい竜王丘 

３ 事業所の所在地      甲斐市西八幡８６９番地 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

              代表取締役 三村 修 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５６号 

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０３１０５ 

２ 事業所の名称       ケアステーション新日本 

３ 事業所の所在地      甲府市落合町５６８番地５ 

４ 当該事業所の申請者    新日本通産株式会社 

代表取締役 三村 修  

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５７号  

 

 次の公印を廃止したので、甲府市公印規則第１４条の規定により、これを告示す

る。 

 

  平成３１年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 廃止した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  部長等印 

 （３）ひな形 １３ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２４ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  部長等名をもってする文書 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

          （建設部） 

２ 公印の廃止日 平成３１年３月３１日 

印  影 
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教育委員会 
  

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則をここに公布する。 

  平成３１年３月１９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

   甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市武田氏館跡歴史館条例（平成３０年条例第２４号。以 

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（観覧料の納入） 

第２条 観覧料の納入は、現金をもって行うものとする。ただし、甲府市教育委員 

会（以下「教育委員会」という。）が特別の理由があると認めるときは、観覧後

の指定した日までに納付させることができる。 

（観覧料の減免） 

第３条 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の教育課程に基づく活 

動として引率する者が、あらかじめ観覧料減額・免除申請書（第１号様式）を教

育委員会に提出し、承認を受けて観覧するときは、免除する。 

２ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する障害者及び当該者 

障害者が観覧するために介護が必要と認められる場合にあってはその介護を行う

者が、当該障害者が同条に規定する障害者に該当することを証する書類を提示し 

て観覧するときは、免除する。 

３ 教育委員会は、第 1 項の規定により減額又は免除を決定したときは、当該申請 

 者に対し、観覧料減額・免除決定通知書（第２号様式）を交付するものとする。 
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４ 第 1 項及び第２項に規定するもののほか、教育委員会が特別の理由があると認 

 めるときは、減額又は免除することができる。 

（観覧料の還付） 

第４条 条例第１０条ただし書の特別の理由は、観覧料を納付した者の責に帰する 

ことのできない理由により観覧をすることができなくなったこととし、観覧料の

全額を還付する。 

２ 前項の規定による観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書 ( 第 

３号様式 ) を教育委員会に提出しなければならない。 

( その他 )  

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1382 -



 

第１号様式 ( 第３条関係 )  

 

 

 

 

受付番号 第    号 

観 覧 料 減 額 ・ 免 除 申 請 書 

                        年  月  日 

（あて先）甲府市教育委員会 

 

申請者 

住  所 

氏  名       印 

 

連絡先  

 

 

 次のとおり観覧料の（減額・免除）を受けたいので、甲府市武田氏館跡歴史

館条例施行規則第３条第１項の規定により申請します。 

申請の理由及び 

利用内容 

 

 

 

観覧日    年    月    日 

人員  

減額又は免除を受

けようとする額 
 

摘  要  
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様式第２号 ( 第３条関係 )  

 

 

 

 

 

 

受付番号 第    号 

観 覧 料 減 額 ・ 免 除 決 定 通 知 書 

                        年  月  日 

 

           様 

 

甲府市教育委員会  印 

 

   年  月  日付けで申請のあった観覧料の減額・免除について、

次のとおり決定したので通知します。 

承認の内容 

 

 

 

観覧日 年    月    日 

人員  

減額又は免除の

額 
 

摘   要  
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様式第３号 ( 第４条関係 )  

注 1  申請の理由の欄には、具体的な理由を記載してください。 

２ この書類には、申請に係る観覧券を添付してください。 

 

受付番号 第    号 

観 覧 料 還 付 申 請 書 

                        年  月  日 

（あて先）甲府市教育委員会 

申請者 

住  所 

氏  名       印 

 

連絡先  

 

 

 次のとおり観覧料の還付を受けたいので、甲府市武田氏館跡歴史館条例

施行規則第４条第２項の規定により申請します。 

申請の理由  

既納付額  

還付を受けよう

とする額 
 

摘   要  
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甲甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。府市教

育 平成３１年３月２９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項の表生涯学習室の項を次のように改める。 

生涯学習室 

 

 

 

生涯学習課 生涯学習係、芸術係 

歴史文化財課 文化財保護係、文化財活用係 

スポーツ課 スポーツ係、企画整備係 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（武田氏館跡歴史館） 

第１２条の２ 武田氏館跡歴史館条例（平成３０年９月条例第２４号）第１条の規 

定に基づき設置された武田氏館跡歴史館は、歴史文化財課に属する機関とし、そ 

の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

(1)  国史跡武田氏館跡に係る資料の収集、保存、展示等に関すること。 

(2)  国史跡武田氏館跡に係るガイダンスの実施及び学習の援助に関すること。 

(3)  武田氏館跡歴史館の管理運営に関すること。 

 第２０条第１項の表を次のように改める。 

 機関名 職 

課長 係長 

図書館 館長 係長 

公民館   館長 

武田氏館跡歴史館  館長 
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別表生涯学習室、歴史文化財課の項に次の１号を加える。 

 (6)  武田氏館跡歴史館に関すること。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会告示第１５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年３月１９日  

                 

甲府市教育委員会  

教育長 小 林  仁  

 

１ 入札対象業務  

（１）入札番号       （教長契）第１４号  

（２）業務名称       甲府市立甲府商業高等学校高速フルカラープリン  

ター賃貸借  

（３）履行期間       平成３１年５月１日から平成３８年４月３０日まで  

（４）履行場所       仕様書による  

（５）業務内容       仕様書による  

（６）予定価格       公表しない  

（７）最低制限価格     設けない  

２ 入札参加資格  

平成３１・３２年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、

受理されている入札有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の申請において、第１希望の業種

が「事務用品」で申請している者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
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（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。  

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３１年３月２０日（水）～平成３１年４月１日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。）  

午前９時～午後５時  

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年３月２０日（水）～平成３１年４月１日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。）  

午前９時～午後５時  

イ 場所 甲府市教育委員会総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  

電話 ０５５－２２３－７３２０  

４ 入札及び開札の日時及び場所  

（１）日 時 平成３１年４月１７日（水） 午前１０時  

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２  
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       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法  

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効  

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法  

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約  

  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他  

（１）入札保証金：免除  

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要  

（４）仕様説明会は行わない。  
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（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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選挙管理委員会 
 

  甲府市選挙管理委員会告示第３４号  

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び 

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に 

規定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の 

１／６の数は、次のとおりである。 

 

平成３１年３月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１２９人 

２ １／３の数        ５２，１４３人 

３ １／６の数        ２６，０７２人 

４ 選挙人名簿登録者数    １５６，４２７人 
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                    甲府市選挙管理委員会告示第３５号 

 

 平成３１年１月２７日執行の甲府市長選挙における各候補者の出納責任者から提

出があった選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨を、公職選挙法

第１９２条第１項の規定により、次のとおり公表する。 

 

  平成３１年３月１日 

 

                   甲府市選挙管理委員会 

                   委員長 志 村 文 武 

 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨  

 

１ 選挙の種類  平成３１年１月２７日執行 甲府市長選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額  

  （法定選挙運動費用額） １５，７８９，１００円 

３ 報告書の要旨 
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甲府市選挙管理委員会告示第３６号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び 

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の 

１／６の数は、次のとおりである。 

 

平成３１年３月２８日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                    委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１２９人 

２ １／３の数        ５２，１３６人 

３ １／６の数        ２６，０６８人 

４ 選挙人名簿登録者数    １５６，４０８人 

- 1394 -



甲府市選挙管理委員会告示第３７号 

 

平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における公職選挙法第１４４

条の２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設置した。  

 

平成３１年３月２８日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第３８号 

 

平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における投票管理者及びその

職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任した。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第３９号 

 

平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所の投票

管理者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４０号 

 

平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における投票所を、別紙のと

おり設ける。 

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４１号 

 

 平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における期日前投票所を、次

のとおり設ける。 

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 

 

設置場所 住  所 期  間 

甲府市役所本庁舎 

４階大会議室 

山梨県甲府市 

丸の内１丁目１８番１号 

平成３１年３月３０日から 

平成３１年４月 ６日まで 

甲府市総合市民会館 

１階多目的室 

山梨県甲府市 

青沼３丁目５番４４号 

平成３１年３月３０日から 

平成３１年４月 ６日まで 

甲府市北部市民センター 

２階多目的集会室 

山梨県甲府市 

湯村３丁目５番２０号 

平成３１年４月 ４日から 

平成３１年４月 ６日まで 

甲府市西部市民センター 

１階会議室 

山梨県甲府市 

長松寺町１２番３０号 

平成３１年４月 ４日から 

平成３１年４月 ６日まで 

甲府市中道公民館 

会議室 

山梨県甲府市 

下曽根町１０７０番地３ 

平成３１年４月 ４日から 

平成３１年４月 ６日まで 
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甲府市選挙管理委員会告示第４２号 

 

 平成３１年４月７日執行の山梨県議会議員一般選挙における公職選挙法第４９条

第１項及び第２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間を、別紙のとおり定める。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４３号 

 

公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により、平成３１年４月７日執行の山

梨県議会議員一般選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。  

 

平成３１年３月２９日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 

 

投票区名 施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

第 26 投票区 北 部 悠 遊 館 午前７時 午後７時 

第 27 投票区 能 泉 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第 28 投票区 宮 本 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第 29 投票区 上九一色出張所 午前７時 午後７時 
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公平委員会  
 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 山 口 一 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部本庁の項中「、都市戦略係長、中核市推進係長」を削り、「給

与係長」の次に「、事務効率係長」を加え、「庁舎係長」を「庁舎車両係長」に、

「企画係長、広域行政係長、行政改革係長」を「企画課企画係長、南北振興係長、

行政経営係長」に改め、「、リニア政策課計画係長、対策係長、交通政策係長」を

削り、同部福祉事務所の項の次に次のように加える。 

保健所  保健所長 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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農業委員会 
                        

甲府市農業委員会告示第３号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会３月

定例総会を、平成３１年３月２８日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成３１年３月２２日 

 

              甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地法第３条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について  

 ３ 平成３１年４月告示分農用地利用集積計画について 

 ４ 平成３１年度甲府市農業委員会活動基本目標について  

 ５ 平成３１年度甲府市農業委員会年間事業計画について  
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       上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第２号 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規程を

次のように定める。 

平成３１年３月２９日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸 

 

 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程等の一部を改正する規程 

（甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程 ( 昭和２８年１１月 

管理規程第１０号 ) の一部を次のように改正する。 

  別表会計規程附属諸様式第３９号様式（その１）を次のように改める。 
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別表会計規程附属諸様式第６１号様式の２を次のように改める。 

 

 

 

別表会計規程附属諸様式第７３号様式（その１）を次のように改める。 
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- 1408 -



 

別表会計規程附属諸様式第７４号様式（その７）を次のように改める。 

 

別表会計規程附属諸様式第７４号様式（その９）を次のように改める。 
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別表会計規程附属諸様式第８６号様式を次のように改める。 
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別表会計規程附属諸様式第８７号様式を次のように改める。 
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別表会計規程附属諸様式第８８号様式を次のように改める。 

 

（甲府市上下水道局庁用自動車等管理規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局庁用自動車等管理規程（昭和４６年１１月管理規程第３ 

号）の一部を次のように改正する。 

第４号様式を次のように改める。 
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（甲府市上下水道局庁舎管理規程の一部改正） 

第３条 甲府市上下水道局庁舎管理規程（昭和５５年３月管理規程第１１号）の 

一部を次のように改正する。 

第５号様式を次のように改める。 
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（甲府市水道事業給水条例施行規程の一部改正） 

第４条 甲府市水道事業給水条例施行規程 ( 平成１０年２月管理規程第１号 ) の一 

部を次のように改正する。 

  第 9 号様式（その２）を次のように改める。 
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  第 9 号様式（その３）を次のように改める。 
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附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 ２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙

は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号  

甲府市上下水道局事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成３１年３月２９日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸 

 

 

   甲府市上下水道局事案決定規程等の一部を改正する規程 

（甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一 

部を次のように改正する。 

別表第１（第 4 条の表）３財務に関する事項、（２）収入及び支出に関する事

項の表中 

「 

(9) 返納命令に関すること。  同上 同上 同上  

」を 

「 

(9) 支出命令に関すること。     〇  

(10) 返納命令に関すること。  500

万円

以上 

200

万円

以上

500

万円

未満 

200

万円

未満 

 

                                   」に 

改める。 

別表第２（第４条の表）業務部、業務総室、経営企画課の表中 

「 
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(2) 経営計画の推進に関するこ

と。 

  〇   

」を 

「 

(2) 経営戦略の推進に関するこ

と。 

  〇   

                                  」 

に、 

 「 

(4) 支出負担行為の支出命令に

関すること返納命令に関する

こと。 

    〇  

(5) 起債に関すること。    〇  

(6) 基金の総括管理に関するこ

と。 

   〇  

(7) 財務諸表の作成に関するこ

と。 

   〇  

」を 

 「 

(4) 起債に関すること。     〇  

(5) 基金の総括管理に関するこ

と。 

   〇  

(6) 財務諸表の作成に関するこ

と。 

   〇  

                                  」に

改める。 

（甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程３号） 

の一部を次のように改正する。 
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 別表（第３条の表）業務部の部業務総室の款経営企画課の項業務分掌の内容の 

欄中第２号を次のように次のように改める。 

２ 経営戦略の推進に関すること。 

（甲府市上下水道局文書取扱規程の一部改正） 

第３条 甲府市上下水道局文書取扱規程（平成１９年４月管理規程第２２号）の一 

部を次のように改正する。 

 第２条第１０号を削る。 

第１７条中「甲府市水道局当直員勤務規程」を「甲府市上下水道局当直員勤務 

規程」に改める。 

 第１９条の２を削る。 

 第３３条第１項中「甲府市水道局公印管守規程」を「甲府市上下水道局公印管 

守規程」に改める。 

   附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第４号  

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成３１年３月２９日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸 

 

 

   甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第１１条第１項中「前条第１項第１号に該当する扶養親族については１万円」を

「前条第１項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族につ

いては、１人につき６，５００円」に改め、「、同項第３号から第６号までのいず

れかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父母等」という。）については１人

につき６，５００円（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そ

のうち１人については９，０００円）」を削る。 

第１２条第１項中「（新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第１

号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨

を含む）」を削り、同項第３号及び第４号を削る。 

第１４条第１項中「、第３号及び第４号」を削り、「これらの」を「その」に改

める。 

第１６条の６第１項第１号中「１００分の１１５以上１００分の１９０」を 

「１００分の１１２．５以上１００分の１８５」に、「１００分の１３９以上 

１００分の２３０」を「１００分の１３６．５以上１００分の２２５」に改め、同

項第２号中「１００分の１０３．５以上１００分の１１５」を「１００分の１０１

以上１００分の１１２．５」に、「１００分の１２４．５以上１００分の１３９」

を「１００分の１２２以上１００分の１３６．５」に改め、同項第３号中「１００

分の９２」を「１００分の８９．５」に、「１００分の１１２」を「１００分の 
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１０９．５」に改め、同項第４号中「１００分の９２」を「１００分の８９．５」

に、「１００分の１１２」を「１００分の１０９．５」に改める。 

第１６条の７第１項第１号中「１００分の４９．５」を「１００分の４７」に、

「１００分の５９．５」を「１００分の５７」に改め、同項第２号中「１００分の

４６」を「１００分の４３．５」に、「１００分の５６」を「１００分の５３．５

」に改め、同項第３号中「１００分の４６」を「１００分の４３．５」に、「 

１００分の５６」を「１００分の５３．５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （勤勉手当の成績率の経過措置） 

２ 当分の間、改正後の甲府市上下水道企業職員給与規程（以下「改正後の規程」

という。）第１６条の６及び第１６条の７の規定による勤勉手当の成績率について

は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号

に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の

５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職

員（次号において「再任用職員」という。）以外の職員 １００分の１８５

（改正後の規程第１５条の５に規定する特定幹部職員（次号において「特定幹

部職員」という。）にあっては、１００分の２２５） 

⑴ 再任用職員 １００分の９０（特定幹部職員にあっては、１００分の１１０） 

（その他） 

３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 
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甲府市上下水道局管理規程第５号  

甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

平成３１年３月２９日  

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長  野村 建幸  

 

 

   甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を

次のように改正する。 

第２８条中第２項を第３項とし、第 1 項の次に次の 1 項を加える。 

２  支出負担行為の整理区分は、別表第７の支出負担行為整理区分表の

定めるところによる。 

別表第６の次に次の１表を加える。 

別表第７（第２８条関係） 

支出負担行為整理区分表 

区  分  支出負担行為

として整理す

る時期 

支出負担行為

の範囲 

支出負担行為

に必要な書類 

備  考  

給 料 ・ 手 当

・ 報 酬  

支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

給与支給調書

・報酬支給調

書 

  

賞 与 引 当 金

等 繰 入 額  

〃 〃 支出調書   

法 定 福 利 費  〃 〃 〃   
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賃 金  〃 〃 賃金支給調書

・就労を確認

できる書類 

第 １ 回 は

雇 用 決 定

書  

旅 費  〃 〃 旅行命令書・

請求書 

  

退 職 給 付 費  〃 〃 支出調書   

報 償 費  〃 〃 支出調書 審 議 会 の

委 員 に 対

す る も の  

被 服 費  

  

契約締結のと

き 

契約金額 契約書 単 価 契 約

は 、 下 段

適 用  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書・納品

書 

備 消 品 費  契約締結のと

き 

契約金額 見積書   

燃 料 費  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書・納品

書 

  

光 熱 水 費  〃 〃 〃   

印 刷 製 本 費  契約締結のと

き 

契約金額 契約書   

通 信 運 搬 費  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書・納品

書 

  

広 告 料  契約締結のと

き 

契約金額 契約書   

委 託 料  〃 〃 〃   

手 数 料  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書・納品

書 
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賃 借 料  

  

契約締結のと

き 

契約金額 契約書 コ ピ ー 機

賃 借 等 は

、 下 段 適

用  

  

支出決定のと

き 

請求のあった

額 

内容を明らか

にする書類 

修 繕 費  契約締結のと

き 

契約金額 契約書・見積

書 

  

修 繕 引 当 金

繰 入 額  

支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

支出調書   

特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額  

〃 〃 〃   

路 面 復 旧 費  契約締結のと

き 

契約金額 契約書   

動 力 費  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書   

薬 品 費  

  

契約締結のと

き 

契約金額 契約書 単 価 契 約

は 、 下 段

適 用  支出決定のと

き 

請求のあった

額 

請求書・納品

書 

材 料 費  〃 〃 〃 〃  

工 事 請 負 費  契約締結のと

き 

契約金額 契約書   

補 償 金  〃 〃 〃   

研 修 費  支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

内容を明らか

にする書類 

  

食 糧 費  〃 請求のあった

額 

〃   

交 際 費  〃 支出しようと 〃   
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する額 

厚 生 費  〃 〃 〃   

負 担 金  負担金の決定

をするとき 

負担をしよう

とする額 

〃   

会 費 負 担 金  負担金の決定

をするとき 

負担をしよう

とする額 

〃   

補 助 交 付 金  交付の決定を

するとき 

交付しようと

する額 

〃   

貸 付 金  貸付決定をす

るとき 

貸付しようと

する額 

〃   

保 険 料  支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

〃   

公 課 費  〃 〃 請求書   

受 水 費  〃 〃 内容を明らか

にする書類 

  

ダ ム 管 理 費  管理費の決定

をするとき 

管理費の額 〃   

調 査 費  調査費の決定

をするとき 

調査費の額 〃   

基 金 事 業  支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

〃   

貸 倒 引 当 金

繰 入 額  

〃 〃 支出調書   

雑 費  〃 〃 請求書・支出

調書等 

  

減 価 償 却 費  〃 〃 調書等   
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資 産 減 耗 費  〃 〃 〃   

そ の 他 営 業

費 用  

〃 〃 請求書・支出

調書等 

  

支 払 利 息  〃 〃 納入通知書   

雑 支 出  〃 〃 請求書・支出

調書等 

  

特 別 損 失  〃 〃 内容を明らか

にする書類 

  

予 備 費  〃 〃 〃   

固 定 資 産 購

入 費  

契約締結のと

き 

契約金額 契約書   

企 業 債 償 還

金  

支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

納入通知書   

基 金  基金の決定を

するとき 

基金の額 内容を明らか

にする書類 

  

開 発 費  開発費の決定

をするとき 

開発費の額 〃   

他 会 計 償 還

金  

支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

納入通知書   

貯 蔵 品 費 た

な 卸 資 産 購

入 費  

契約締結のと

き 

契約額 契約書   

投 資  支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

投資決定書   

短 期 貸 付 金  〃 〃 貸付金決定書   
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前 払 費 用  前払いの交付

をしようとす

るとき 

前払費用の額 内容を明らか

にする書類 

  

前 払 金  〃 前払金の額 〃   

預 り 金 ・ 前

受 金  

支出決定のと

き 

支出しようと

する額 

調書等   

附  則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局告示第１７号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成３１年３月１８日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸 

 

１ 指定年月日   平成３１年３月１８日 

２ 指 定 番 号   第２６７号 

３ 指 定 店 名   ＹＳ工業 

４ 所 在 地   笛吹市石和町井戸３７７－８ 

５ 代表者氏名   山形 修身 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

市長直轄組織 危機管理室危機管理担当 課長 進藤 明 

退職を承認する 

以 上    発 令 日 平成３１年 ３月１９日 

 

                           丹羽 保明 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織危機管理室危機管理担当課長を命ずる 

以 上    発 令 日 平成３１年 ３月２０日 

 

甲府市固定資産評価審査委員会委員  清水 孝貢 

甲府市固定資産評価審査委員会委員に選任する 

以 上    発 令 日 平成３１年 ３月２４日 

 

甲府市代表監査委員  萩原 泰 

退職を承認する 

以 上    発 令 日 平成３１年 ３月３１日 

 

市立甲府病院 院長 藤井 秀樹 

甲府市職員の定年等に関する条例第４条の 

規定による期限の到来により平成３１年３月３１日限り退職とする 

以 上    発 令 日 平成３１年 ３月３１日 

 

市長直轄組織 危機管理監 部長 田中 元 

総務部  部長 早川 守 

総務部 総務総室 室長 塩澤 浩 

総務部 契約管財室指導検査担当課長 課長 菅原 茂 

総務部 契約管財室指導検査課 課長 宮澤 正樹 

企画部  部長 中村 好伸 

企画部 企画総室地域振興課 主幹 柏木 秀明 

市民部 中道支所長 課長 望月 祐仁 

市民部 中道支所 主幹 向井 公彦 

市民部 市民協働室協働推進課 課長補佐 饗場 賢昭 

市民部 収納管理室滞納整理課 係長 横瀬 順寿 
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福祉保健部  部長 相良 治彦 

福祉保健部 長寿支援室生活福祉課 課長補佐 七沢 憲一 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 作業主任 済藤 晴美 

環境部 廃棄物対策室減量課 統括主任 永田 聡 

環境部 廃棄物対策室収集課 技能主任 松土 伸二 

環境部 廃棄物対策室処理課 課長 小田切 英雄 

産業部  部長 小林 和生 

建設部 まち開発室都市整備課 課長補佐 清水 祐紀 

建設部 まち開発室都市整備課 課長補佐 金山 達也 

建設部 まち保全室公園緑地課 統括主任 三井 一夫 

建設部 まち保全室地籍調査課 課長 山中 勉 

会計室  室長 上野 英男 

市立甲府病院  副院長 青山 香喜 

市立甲府病院 診療部 科部長 藤井 英治 

市立甲府病院 薬剤部 薬剤部長 細田 昭仁 

市立甲府病院 薬剤部 薬剤部長補佐 鈴木 孝子 

市立甲府病院 看護部 看護師長 小田切 好美 

市立甲府病院 看護部 准看護師 保坂 富子 

市立甲府病院事務局 部長 中澤 義明 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

市民部 市民総室総務課 係長 石原 真佐紀 

市民部 市民協働室消費生活課 技能主任 亀田 浩子 

市民部 収納管理室滞納整理課 主任 中澤 博之 

福祉保健部 福祉保健総室健康増進課 課長 小川 忍 

福祉保健部 福祉保健総室健康増進課 主任 羽田 理沙 

福祉保健部 福祉保健総室健康増進課 主任 西岡 晴夏 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 齋藤 保奈美 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 東江 明日香 

産業部 観光商工室商工課 主事 藤本 瞳 

産業部 農林振興室農政課 技師 窪田 慎也 

建設部 まち開発室都市整備課 技師 小俣 純也 

建設部 まち保全室地籍調査課 主任 西海 裕子 

市立甲府病院 診療部 医師 増田 和記 

市立甲府病院 診療部 医師 島村 成樹 

市立甲府病院 診療部 医師 今川 直人 

- 1434 -



市立甲府病院 診療部 医師 甲斐 貴彦 

市立甲府病院 診療部 医長 安藤 美那子 

市立甲府病院 診療部 医師 原井 望 

市立甲府病院 診療部 医師 車 健太 

市立甲府病院 診療部 科部長 國友 和善 

市立甲府病院 診療部 医長 樫本 健太郎 

市立甲府病院 診療部 科長 三谷 茂樹 

市立甲府病院 診療部 医長 中村 亮介 

市立甲府病院 診療部 科部長 小林 薫 

市立甲府病院 看護部 主任 松野 美香 

市立甲府病院 看護部 主任 神田 奈津希 

市立甲府病院 看護部 主任 小林 芙佐子 

市立甲府病院 看護部 主任 山川 美香 

市立甲府病院 看護部 主任 中園 紗恵子 

市立甲府病院 看護部 主任 幡野 三怜 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

企画部 部長 森澤 淳 

甲府地区広域行政事務組合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

福祉保健部 課長 芦澤 文男 

山梨県後期高齢者医療広域連合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

（議会事務局） 

議会事務局 

 

部長 飯田 正俊 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部 小学校 作業主任 雨宮 節子 

教育部 小学校 技能主任 侘美 美智子 
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教育部 小学校 作業主任 横内 時江 

教育部 教育総室甲府商業高等学校 校長 油井 壮介 

教育部 教育総室甲府商業高等学校事務

局 

課長補佐 長田 功二 

教育部 生涯学習室生涯学習課 課長補佐 志村 昭文 

教育部 生涯学習室生涯学習課 課長補佐 中川 隆 

教育部 生涯学習室生涯学習課 課長補佐 石井 丈司 

教育部 生涯学習室生涯学習課 主任 皆川 和子 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

教育部 教育総室学校教育課 課長 松田 昌樹 

教育部 教育総室学校教育課 課長補佐 伊藤 宏紀 

教育部 教育総室学事課 係長 樋口 由実子 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局 

 

主幹 京ケ島 誠 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

（農業委員会事務局） 

農業委員会事務局 

 

係長 岡 正己 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

業務部                  部長    野村 建幸 

工務部  工務総室            室長    中川 裕一 

工務部  下水道管理室          室長    前嶋 達郎 

工務部  水道管理室   水道課     主幹    内藤 忠夫 

工務部  下水道管理室  浄化センター  係長    山本 和彦 

 

（各通） 
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甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

 

                  

業務部  業務総室    総務課    係長      加賀爪 小百合 

退職を承認する  

                      以 上     発 令 日  平成３１年 ３月３１日 
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